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論
文
要
旨 

（【　

】
内
は
キ
ー
ワ
ー
ド
）

古
記
録
文
化
の
形
成
と
展
開

―
―
平
安
貴
族
の
日
記
に
見
る
具
注
暦
記
・
別
記
の
書
き
分
け
と
統
合
―
―三

橋　

正

　

個
人
が
日
記
を
付
け
る
習
慣
と
過
去
の
日
記
を
保
存
・
利
用
す
る
「
古
記
録
文
化
」
は
、 

官
人
の
職
務
と
し
て
発
生
し
た
も
の
が
天
皇
や
上
級
貴
族
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
摂
関
政

治
を
推
進
し
た
藤
原
忠
平
（
八
八
〇
～
九
四
九
）
に
よ
っ
て
文
化
と
し
て
確
立
さ
れ
、
子

孫
に
伝
承
さ
れ
、
貴
族
社
会
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
の
日
記
の
付
け
方
は
、『
九
条
殿

遺
誡
』
に
あ
る
よ
う
に
、
具
注
暦
に
書
き
込
む
だ
け
で
な
く
、
特
別
な
行
事
に
つ
い
て
は

別
記
に
も
記
す
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
忠
平
も
実
践
し
て
い
た
こ
と
が
『
貞
信
公
記
抄
』

の
異
例
日
付
表
記
な
ど
か
ら
確
認
で
き
る
。
息
師
輔
（
九
〇
八
～
九
六
〇
）
も
、
具
注
暦

記
（
現
存
す
る
『
九
暦
抄
』）
と
部
類
形
式
の
別
記
（
現
存
す
る
『
九
条
殿
記
』）
と
を
書

き
分
け
て
い
た
こ
と
は
、
具
注
暦
記
に
は
な
い
別
記
の
記
事
（
逸
文
）
が
儀
式
書
に
引
用

さ
れ
、
別
記
に
具
注
暦
記
（
暦
記
）
の
記
載
を
注
記
し
た
部
分
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
部
類
は
後
か
ら
編
纂
さ
れ
る
と
考
え
て
原
『
九
暦
』

を
想
定
し
、そ
こ
か
ら
省
略
本
と
し
て
の
『
九
暦
抄
』
と
年
中
行
事
書
編
纂
の
た
め
の
『
九

条
殿
記
』
が
作
ら
れ
た
と
し
て
い
た
が
、
先
入
観
に
基
づ
く
学
説
は
見
直
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
平
親
信
（
九
四
六
～
一
〇
一
七
）
の
『
親
信
卿
記
』
に
つ
い
て
も
、原
『
親
信
卿
記
』

を
想
定
し
て
自
身
の
六
位
蔵
人
時
代
の
日
記
に
つ
い
て
一
度
部
類
化
し
て
か
ら
再
統
合
し

た
と
の
学
説
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
並
行
し
て
付
け
て
い
た
具
注
暦
記
と
部
類

形
式
の
別
記
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
藤
原
行
成（
九
七
二
～
一
〇
二
七
）の『
権
記
』

で
は
、
具
注
暦
記
の
ほ
か
に
儀
式
の
次
第
な
ど
を
記
す
別
記
と
宣
命
な
ど
を
記
す
目
録
が

並
行
し
て
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
一
条
天
皇
の
崩
御
を
契
機
と
し
て
統
合
版
を
作
成
し
た

よ
う
で
、
そ
の
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
ま
で
の
記
事
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
現
存
す
る
日

記
（
古
記
録
）
の
写
本
は
統
合
版
が
多
く
、
部
類
形
式
の
別
記
に
つ
い
て
は
研
究
者
に
認

知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
に
よ
り
、（
日
記
帳
の
よ
う
な
）
具
注
暦
と
は
別
に
（
ル
ー

ズ
リ
ー
フ
・
ノ
ー
ト
の
よ
う
な
）
別
紙
を
使
っ
て
別
記
を
書
く
と
い
う
習
慣
が
十
世
紀
前

半
（
忠
平
の
時
代
）
に
形
成
さ
れ
、
十
世
紀
末
に
両
者
の
統
合
版
を
作
成
し
て
後
世
に
残

す
と
い
う
作
業
が
加
わ
る
と
い
う
「
古
記
録
文
化
」
の
展
開
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

【
日
記
（
古
記
録
）、
藤
原
忠
平
、
『貞
信
公
記
』、
藤
原
師
輔
、
『九
暦
』、
『九
条
殿
遺
誡
』、

平
親
信
、
『親
信
卿
記
』、
藤
原
行
成
、
『権
記
』、
具
注
暦
、
別
記
、
摂
関
期
】

明
石
一
族
を
取
り
巻
く
「
夢
」

―
―
〝
夢
実
現
の
共
同
体
〟
の
視
座
か
ら
―
―

笹
生
美
貴
子

　
『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」「
明
石
」
巻
で
は
、
源
氏
・
明
石
一
族
の
運
命
を
切
り
拓
い
て

ゆ
く
複
数
の
夢
が
描
か
れ
る
。
と
り
わ
け
、
源
氏
と
明
石
入
道
・
源
氏
と
朱
雀
帝
と
い
っ

た
重
な
り
合
う
二
つ
の
「
夢
」
が
軸
と
な
り
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。

　

だ
が
、そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
当
事
者
間
で
夢
内
容
を
共
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い「
夢

の
共
有
／
非
共
有
の
構
造
」
と
い
う
特
異
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
最

も
注
目
さ
れ
る
例
と
し
て
、
明
石
入
道
は
、「
明
石
」
巻
に
お
い
て
明
石
の
浦
か
ら
源
氏

の
も
と
へ
来
訪
し
た
経
緯
に
つ
い
て
見
た
夢
を
源
氏
に
話
す
が
、
明
石
御
方
出
生
の
際
に

見
た
一
族
栄
達
の
夢
に
つ
い
て
は
、そ
の
現
実
が
ほ
ぼ
確
実
視
（
東
宮
第
一
皇
子
〔
曾
孫
〕

の
誕
生
）
さ
れ
る
ま
で
源
氏
に
も
肉
親
に
も
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
明
石

一
族
は
、
得
た
「
夢
」
を
一
族
で
共
有
し
語
り
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
で
さ
ら
な
る
飛
躍
の
道

を
辿
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、「
夢
の
共
有
／
非
共
有
の
構
造
」

が
描
か
れ
る
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
平
安
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
見
た
夢
を
共
有

す
る
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
着
目
し
つ
つ
、
そ
れ
を
明
石
一
族
や
源
氏
ら

の
運
命
に
深
く
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
複
数
の
「
夢
」
に
当
て
は
め
る
こ
と
で
見
え

て
く
る
世
界
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。

　

平
安
貴
族
社
会
に
お
い
て
「
夢
」
が
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
知
る

手
が
か
り
と
し
て
、
当
時
の
公
務
・
儀
式
な
ど
の
身
辺
の
出
来
事
を
子
々
孫
々
に
わ
た
る

知
的
共
有
財
産
と
し
て
残
し
た
漢
文
日
記
に
注
目
し
、
主
に
『
源
氏
物
語
』
と
執
筆
時
期

の
近
い
『
御
堂
関
白
記
』『
権
記
』『
小
右
記
』
に
見
ら
れ
る
藤
原
道
長
に
関
す
る
「
夢
」

の
記
事
を
中
心
に
提
示
し
つ
つ
検
討
し
た
。

　

光
源
氏
の
モ
デ
ル
の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
藤
原
道
長
を
取
り
巻
く
「
夢
」
の
あ
り

方
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
り
、『
源
氏
物
語
』「
明
石
物
語
」
に
お
け
る
幸
い
の
論
理

が
よ
り
鮮
明
に
見
え
て
く
る
こ
と
を
論
じ
た
。
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論文要旨

【
夢
、〝
夢
実
現
の
共
同
体
〟、〝
夢
語
り
共
同
体
〟、
明
石
一
族
、『
源
氏
物
語
』、『
御
堂
関

白
記
』、『
権
記
』、『
小
右
記
』、
藤
原
道
長
】

『
江
戸
図
屏
風
』
か
ら
読
み
解
く
寛
永
期
の
江
戸
の
庭
園

小
野
健
吉

　

景
観
年
代
が
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
末
～
十
一
年
初
頭
と
考
え
ら
れ
る
『
江
戸
図
屏

風
』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
）
に
は
、
三
邸
の
大
名
屋
敷
（
水
戸
中
納
言
下
屋
敷
・

加
賀
肥
前
守
下
屋
敷
・
森
美
作
守
下
屋
敷
）
と
二
邸
の
旗
本
屋
敷
（
向
井
将
監
下
屋
敷
・

米
津
内
蔵
助
下
屋
敷
）
で
見
事
な
池
泉
庭
園
が
描
か
れ
て
い
る
ほ
か
、
駿
河
大
納
言
上
屋

敷
や
御
花
畠
な
ど
、
当
時
の
江
戸
の
庭
園
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
上
で
重
要
な
図
像
も
見

ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
を
関
連
資
料
等
と
と
も
に
読
み
解
き
、
寛
永
期
の
江
戸
の

庭
園
に
つ
い
て
以
下
の
結
論
を
得
た
。

　

将
軍
の
御
成
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
造
営
さ
れ
た
有
力
大
名
下
屋
敷
の
広
大
な
池
泉
庭

園
で
は
、
滝
・
池
・
護
岸
石
組
・
州
浜
と
い
っ
た
水
を
め
ぐ
る
各
種
デ
ザ
イ
ン
が
大
き
な

見
せ
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
水
源
の
確
保
が
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
各
大
名

屋
敷
で
は
、
湧
水
の
ほ
か
上
水
道
や
小
河
川
・
都
市
水
路
な
ど
か
ら
の
導
水
に
大
き
な
努

力
を
払
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
一
方
、
隅
田
川
沿
い
の
旗
本
屋
敷
で
は
潮
汐
の
影
響
を
受
け

る
隅
田
川
か
ら
直
接
導
水
す
る
「
潮
入
り
」
の
手
法
が
発
明
さ
れ
、
こ
れ
が
そ
の
後
に
海

岸
沿
い
の
大
名
屋
敷
の
庭
園
で
も
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

庭
園
を
眺
め
る
視
点
場
と
し
て
二
階
建
て
数
寄
屋
楼
閣
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た

こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
池
泉
庭
園
を
備
え
な
い
上
屋
敷
な
ど
で
は
市
中
に
あ
っ

て
山
居
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
、
都
市
文
化
の
極
み
と
も
い
う
べ
き
茶
室
と
露
地
が
設
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
駿
河
大
納
言
上
屋
敷
の
様
子
か
ら
窺
え
る
。
庭
園
管
理
と
い
う
観
点
で

は
、
例
え
ば
樹
木
を
剪
定
整
枝
し
て
仕
立
て
る
技
術
が
す
で
に
し
っ
か
り
と
定
着
し
て
い

た
こ
と
が
植
物
の
描
き
方
に
示
さ
れ
る
。
加
え
て
、
御
花
畠
か
ら
は
、
花
卉
を
中
心
と
す

る
園
芸
文
化
が
、
い
わ
ば
江
戸
の
主
人
た
る
将
軍
の
先
導
の
も
と
、
文
字
通
り
豊
か
に
花

開
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
の
開
府
か
ら

お
お
よ
そ
三
十
年
を
経
た
江
戸
で
は
、
庭
園
を
め
ぐ
る
文
化
は
多
様
で
多
面
的
な
あ
り
よ

う
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

【
寛
永
、
江
戸
、
江
戸
図
屏
風
、
庭
園
、
大
名
庭
園
、
後
楽
園
、
潮
入
り
、
御
成
、
徳
川
家
光
、

花
卉
園
芸
】

徳
川
吉
宗
の
小
金
原
鹿
狩

―
―
勢
子
運
用
の
観
点
か
ら
─
―

横
山
輝
樹

　

本
論
は
江
戸
幕
府
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
よ
る
幕
臣
へ
の
武
芸
奨
励
に
つ
い
て
、特
に
、

享
保
十
年
・
十
一
年
（
一
七
二
五
・
一
七
二
六
）
に
実
施
さ
れ
た
小
金
原
鹿
狩
に
つ
い
て

そ
の
実
態
の
解
明
と
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
惰
弱
化
し

て
い
く
幕
臣
を
鍛
え
上
げ
る
た
め
、
吉
宗
が
武
芸
を
奨
励
し
た
と
い
う
こ
と
は
つ
と
に
知

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、そ
の
実
態
解
明
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
十
分
な
ま
ま
で
あ
る
。

本
論
は
武
芸
奨
励
の
一
環
で
あ
り
、
吉
宗
に
よ
る
武
芸
奨
励
の
中
で
も
最
大
規
模
を
誇
る

小
金
原
鹿
狩
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
先
行
研
究
の
不
備
を
補
お
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
古
来
よ
り
狩
猟
と
は
軍
事
調
練
の
意
味
合
い
を
有
し
て
い
る
が
、
と
り

わ
け
本
論
で
取
り
扱
う
鹿
狩
は
鹿
や
猪
と
い
っ
た
大
型
獣
を
多
人
数
で
狩
る
と
い
う
性
格

上
、
軍
事
的
色
彩
の
極
め
て
濃
い
狩
猟
で
あ
る
。
小
金
原
鹿
狩
に
お
い
て
は
鹿
や
猪
を
一

定
の
場
所
に
追
い
つ
め
る
た
め
に
（
さ
ら
に
は
仕
留
め
る
た
め
に
）
多
数
の
勢
子
が
動
員

さ
れ
た
。
そ
の
主
役
と
な
っ
た
の
は
、
旗
本
で
構
成
さ
れ
た
五
番
方
と
総
称
さ
れ
る
軍
事

部
隊
で
あ
っ
た
。
五
番
方
は
幕
軍
の
中
で
も
最
も
格
の
高
い
部
隊
で
あ
り
、
幕
軍
の
中
核

を
担
う
立
場
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
部
隊
に
属
す
る
旗
本
が
軍
事
調
練
と
し
て
の
鹿
狩

に
お
い
て
活
躍
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
惰
弱
化
す
る
一
方
で
あ
っ
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、

相
応
の
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
る
。
五
番
方
は
手
に
槍
を
携
え
、
あ
る
時
は
騎
乗
し
、

あ
る
時
は
自
ら
の
足
で
駆
け
、獲
物
を
追
い
つ
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

鹿
狩
は
一
朝
一
夕
で
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
度
重
な
る
狩
猟
の
経
験
こ
そ
が
鹿
狩
を
可

能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
が
、問
題
は
吉
宗
が
将
軍
に
就
任
し
た
享
保
元
年（
一
七
一
六
）、

幕
府
に
あ
っ
て
は
久
し
く
狩
猟
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
吉
宗
は
狩

猟
に
対
し
て
言
わ
ば
ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う

な
悪
条
件
の
中
、
吉
宗
は
い
か
に
し
て
小
金
原
鹿
狩
を
実
現
し
た
の
か
。
試
行
錯
誤
の
繰

り
返
さ
れ
る
勢
子
運
用
、
次
第
に
逞
し
く
成
長
す
る
五
番
方
の
面
々
、
こ
れ
ら
を
史
料
に

基
づ
い
て
追
跡
し
、
小
金
原
鹿
狩
の
実
態
解
明
に
結
び
付
け
よ
う
と
考
え
る
。

【
徳
川
吉
宗
、
武
芸
奨
励
、
狩
猟
、
鹿
狩
、
小
金
原
鹿
狩
、
勢
子
、
騎
馬
勢
子
、
歩
行
勢
子
、
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合
絵
画
展
覧
会
】

映
画
の
な
か
の
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア

―
―
昭
和
三
十
年
代
の
映
像
産
業
の
攻
防
を
通
し
て
―
―

北
浦
寛
之

　

近
年
の
邦
画
作
品
、『A

LW
A

Y
S　

三
丁
目
の
夕
日
』
は
山
崎
貴
監
督
に
よ
り
、

二
〇
〇
五
年
の
そ
の
第
一
作
目
か
ら
二
〇
〇
七
年
『A

LW
A

Y
S　

続
・
三
丁
目
の
夕

日
』、
二
〇
一
二
年
『A

LW
A

Y
S　

三
丁
目
の
夕
日
’64
』
と
あ
わ
せ
て
全
三
作
製
作
、

公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
、
邦
画
年
間
興
行
収
入
の
ベ
ス
ト
・
テ
ン
に
入
り
、

三
十
億
円
以
上
を
稼
ぐ
ヒ
ッ
ト
作
で
あ
る
。
全
作
通
じ
て
昭
和
三
十
年
代
（
一
九
五
五
年

～
六
四
年
）
の
東
京
の
下
町
の
様
子
が
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
に
再
現
さ
れ
て
お
り
、
特
に

近
所
の
者
が
集
ま
っ
て
テ
レ
ビ
を
一
緒
に
見
て
は
、
大
騒
ぎ
し
て
い
る
様
子
が
、
当
時
を

知
る
多
く
の
人
た
ち
の
共
感
を
呼
ん
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
テ
レ
ビ
を
囲
ん
で

展
開
さ
れ
る
こ
う
し
た
賑
や
か
な
光
景
は
、
当
時
の
日
本
映
画
界
で
は
、
違
っ
た
景
色
と

し
て
映
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、「A

LW
A

Y
S

」
三
部
作
が
描
い
た
昭
和
三
十
年
代
は
、日
本
映
画
界
に
と
っ

て
繁
栄
か
ら
衰
退
へ
と
向
か
う
転
換
期
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、
そ
の
転
落
の
要
因
と
な
っ

た
の
が
、
テ
レ
ビ
の
普
及
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
は
映
画
観
客
が
年
々
急
増
し
、
日

本
映
画
の
黄
金
期
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
だ
が
、
一
九
五
八
年
に
十
一
億
人
を
超
え
る
動
員

数
を
記
録
す
る
も
、
こ
の
年
を
境
に
し
て
減
少
へ
と
転
じ
、
そ
の
後
も
大
衆
の
映
画
離
れ

が
拡
大
し
て
い
く
。
一
方
の
テ
レ
ビ
は
と
い
う
と
、
一
九
五
九
年
、
皇
太
子
の
ご
成
婚
パ

レ
ー
ド
の
影
響
も
あ
っ
て
、
国
民
の
テ
レ
ビ
購
買
意
欲
は
増
大
し
、
五
八
年
に
二
百
万
ほ

ど
だ
っ
た
テ
レ
ビ
受
信
契
約
数
が
倍
以
上
の
四
百
万
超
に
ま
で
急
伸
す
る
。
以
後
、
着
実

に
テ
レ
ビ
は
国
民
の
間
に
浸
透
し
て
い
き
、
そ
れ
に
対
し
て
映
画
の
観
客
数
は
減
少
し
て

い
く
こ
と
か
ら
、
テ
レ
ビ
は
映
画
の
脅
威
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
、
そ
う
し
た
当
時
の
映
画
と
テ
レ
ビ
の
緊
張
関
係
の
中
で
、
映
画
製
作
者
た

ち
が
「A

LW
A

Y
S

」
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
テ
レ
ビ
を
め
ぐ
る
場
面
と
ど
う
対
峙
し
た
の

か
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
代
の
映
画
作
品
を
中
心
に
、
そ
こ
で
、
テ
レ
ビ
な

い
し
は
テ
レ
ビ
業
界
な
ど
、
総
体
と
し
て
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ

て
い
た
の
か
を
分
析
し
、
い
ま
な
お
大
衆
娯
楽
の
中
核
を
担
う
映
画
と
テ
レ
ビ
の
攻
防
の

五
番
方
、
軍
事
調
練
】

外
務
省
記
録
に
み
る
「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
」（
一
九
二
八
年
）

久
世
夏
奈
子

　

本
論
で
は
、
一
九
二
八
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
日
本
で
開
催
さ
れ
た
「
唐
宋
元
明
名

画
展
覧
会
」
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
外
務
省
記
録
」
を
中
心
に
用
い
て
考
察
す
る
。

　
「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
」
は
「
日
華
聯
合
絵
画
展
覧
会
」
の
主
催
団
体
で
あ
っ
た
東

方
絵
画
協
会
と
、
同
展
覧
会
へ
「
対
支
文
化
事
業
」
よ
り
助
成
費
を
支
出
し
て
い
た
外
務

省
関
係
者
と
の
間
で
発
案
さ
れ
、
事
実
上
東
方
絵
画
協
会
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
当
初

は
第
五
回
日
華
聯
合
絵
画
展
と
前
後
し
て
開
催
予
定
で
あ
っ
た
が
、
中
国
側
会
員
間
の
内

紛
に
よ
り
同
展
が
延
期
さ
れ
た
た
め
に
単
独
で
開
催
さ
れ
た
。

　

中
国
人
に
対
す
る
賛
助
・
出
品
交
渉
は
、中
国
大
陸
に
お
い
て
国
民
革
命
軍
に
よ
る
（
第

二
次
）
北
伐
の
開
始
か
ら
そ
の
完
成
（
北
京
政
府
の
消
滅
）
を
経
て
、（
南
京
）
国
民
政

府
が
新
体
制
を
確
立
す
る
ま
で
と
同
時
期
に
行
わ
れ
た
。
特
に
北
伐
開
始
直
後
に
日
中
の

軍
隊
が
衝
突
し
（
済
南
事
件
）、
そ
の
解
決
交
渉
が
十
カ
月
に
及
ん
だ
だ
け
で
な
く
中
国

で
は
対
日
不
買
運
動
が
盛
ん
と
な
っ
た
が
、
中
国
人
収
蔵
家
と
国
民
政
府
首
脳
が
出
品
と

賛
助
に
同
意
し
て
開
催
が
実
現
し
た
。

　

展
覧
会
へ
の
出
品
点
数
は
、
中
国
人
三
百
点
強
、
日
本
人
三
百
点
弱
、
合
計
六
百
点
超

で
あ
る
。
中
国
人
出
品
者
は
旧
北
京
政
府
の
閣
僚
経
験
者
、
画
家
、
実
業
家
が
多
数
を
占

め
る
一
方
、
日
本
人
出
品
者
は
実
業
家
が
半
数
近
く
を
占
め
、
古
寺
・
旧
大
名
家
・
公
家
、

勲
功
華
族
も
含
ま
れ
た
。
伝
称
作
者
の
時
代
で
は
明
代
が
最
も
多
く
四
割
以
上
、
宋
代
・

元
代
を
合
わ
せ
て
九
割
近
く
に
上
り
、
清
代
・
五
代
・
唐
代
が
若
干
含
ま
れ
た
。
そ
の
内

容
は
当
時
の
日
中
に
お
け
る
収
蔵
内
容
の
差
異
だ
け
で
な
く
、
日
本
に
お
け
る
新
旧
収
蔵

家
の
交
替
を
も
反
映
し
た
。

　

結
論
と
し
て
、「
唐
宋
元
明
」
展
は
第
一
に
近
代
日
本
に
お
け
る
中
国
絵
画
受
容
の
論

点
よ
り
見
れ
ば
、
戦
前
に
お
け
る
新
来
の
中
国
絵
画
紹
介
の
集
大
成
で
あ
り
、
日
本
人
の

中
国
絵
画
観
の
修
正
を
決
定
づ
け
た
。
第
二
に
近
代
日
中
関
係
史
に
お
け
る
文
化
外
交
の

論
点
よ
り
見
れ
ば
、
近
代
以
降
の
複
雑
な
背
景
と
多
彩
な
陣
容
か
ら
な
る
日
中
双
方
の
官

民
の
利
害
に
十
分
に
一
致
し
、
日
本
の
対
支
文
化
事
業
の
明
白
な
成
功
事
例
で
あ
っ
た
。

【
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
、
外
務
省
記
録
、
対
支
文
化
事
業
、
東
方
絵
画
協
会
、
日
華
聯
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論文要旨

　

一
─
二　

 

右
（「
東
洋
の
理
想
」）
の
解
題

　

二
─
一　

 「
茶
の
礼
賛
」（
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
に
よ
る
『
茶
の
本
』
の
書
評
）
の
日
本
語

訳

　

二
─
二　

 

右
（「
茶
の
礼
賛
」）
の
解
題

　
［
補
遺
］　

本
研
究
ノ
ー
ト
に
登
場
す
る
人
物
の
略
歴

　

フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
著
「
東
洋
の
理
想
」
原
文

　

フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
著
「
茶
の
礼
賛
」
原
文

【
岡
倉
天
心
、
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
、
ジ
ェ
ニ
ー
・
セ
リ
ュ
イ
ス
・
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
、
オ
ー
ギ
ュ

ス
ト
・
ジ
ェ
ラ
ー
ル
、
櫻
澤
如
一
、
ベ
ト
ナ
ム
近
代
絵
画
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ム
レ
、
フ
ラ

ン
ス
極
東
学
院
、
開
智
進
徳
会
、
茶
道
】

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

開
戦
前
後
に
お
け
る
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
に
み
る
教
育
活
動
の
変
容

―
―
発
行
さ
れ
た
副
読
本
と
児
童
文
集
を
手
が
か
り
に
―
―

小
林
茂
子

　

本
稿
は
、
開
戦
前
後
す
な
わ
ち
、
日
米
開
戦
を
は
さ
ん
だ
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら

一
九
四
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
の
教
育
活
動
の
内
容
を
検
討
す
る
。

マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
は
、
戦
前
期
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
日
本
人
学
校
十
八
校
の
う
ち
（
在
外
指

定
を
受
け
た
の
は
十
六
校
）、
い
ち
ば
ん
早
い
一
九
一
七
年
に
設
立
さ
れ
、
ま
た
、
南
洋

に
お
け
る
日
本
人
学
校
の
中
で
最
も
現
地
理
解
教
育
に
力
を
入
れ
た
学
校
と
い
わ
れ
て
い

た
。
こ
の
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
で
は
開
戦
を
は
さ
ん
で
、
日
本
軍
の
占
領
後
、
軍
政
下
に

至
る
過
程
お
い
て
ど
の
よ
う
な
変
容
が
見
ら
れ
た
か
。
現
存
す
る
資
料
『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン

読
本
』（
一
九
三
八
年
四
月
）、『
比
律
賓
小
学
歴
史
』（
一
九
四
〇
年
三
月
）、『
比
律
賓
小

学
地
理
』（
一
九
四
〇
年
五
月
）、『
と
く
べ
つ
児
童
文
集
』（
一
九
四
二
年
八
月
）
を
手
が

か
り
に
同
校
の
教
育
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

こ
の
四
点
の
出
版
物
は
み
な
、「
発
行
所　

在
外
指
定
マ
ニ
ラ
日
本
人
小
学
校
」「
代
表

者　

河
野
辰
二
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
出
版
物
は
ど
ん
な
内
容
で
、
ま
た
ど
の
よ

う
な
意
図
で
編
纂
さ
れ
た
の
か
を
、
時
代
背
景
を
吟
味
し
つ
つ
辿
る
こ
と
で
、
同
校
の
教

育
活
動
の
変
容
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
フ
ィ

歴
史
を
、
本
質
的
な
映
像
の
次
元
か
ら
整
理
し
て
い
く
。

【
映
画
、
テ
レ
ビ
、
一
九
六
〇
年
代
、
一
九
五
〇
年
代
、『A

LW
A

Y
S　

三
丁
目
の
夕
日
』、 

映
画
会
社
、
テ
レ
ビ
局
、
メ
デ
ィ
ア
】

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
け
る
『
東
洋
の
理
想
』『
日
本
の
覚
醒
』『
茶
の
本
』

─
─
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
の
書
評
と
そ
の
解
題
―
―

二
村
淳
子

　

本
研
究
ノ
ー
ト
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
日
刊
紙
『
東
法
月
報
（France-Indochine

）』
上
で
、

岡
倉
覚
三
の
英
文
三
部
作
（『
東
洋
の
理
想
』『
日
本
の
覚
醒
』『
茶
の
本
』）
を
賞
賛
し
、

そ
の
思
想
に
同
意
を
示
し
た
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
（Phạm

 Q
uỳnh

／
范
瓊
、
一
八
九
二
～

一
九
四
六
）
の
書
評
の
日
本
語
訳
と
解
題
で
あ
る
。

　

岡
倉
の
英
文
三
部
作
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
英
語
原
版
と
は
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス

ト
で
翻
訳
・
出
版
さ
れ
、
受
容
さ
れ
た
。
興
味
深
い
こ
と
は
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
が
、

出
版
側
の
意
図
を
超
え
、
フ
ラ
ン
ス
知
識
層
だ
け
で
は
な
く
、
旧
イ
ン
ド
シ
ナ
、
な
か
で

も
、
ベ
ト
ナ
ム
の
新
学
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
熱
心
に
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

扱
う
の
は
、
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
が
仏
語
で
書
い
た
、「
東
洋
の
理
想
」（
一
九
三
一
年
）

と
「
茶
の
礼
賛
」（
一
九
二
九
年
）
と
名
付
け
ら
れ
た
二
つ
の
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

岡
倉
同
様
に
東
西
両
洋
の
文
化
に
深
く
精
通
し
た
ベ
ト
ナ
ム
知
識
人
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
に

よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
経
由
し
た
日
越
文
化
交

渉
の
興
味
深
い
一
資
料
だ
と
い
え
よ
う
。

　

評
者
の
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
近
代
文
化
の
創
生
に
一
生
を
捧
げ
た
思
想

家
・
言
語
学
者
・
政
治
家
で
あ
り
、
阮
朝
大
南
国
バ
オ
ダ
イ
帝
（B

ảo Đ
ại, 1918

―1997

）

の
右
腕
と
し
て
活
躍
し
た
経
歴
を
持
つ
。

　

こ
の
二
つ
の
批
評
か
ら
、
ク
イ
ン
ら
ベ
ト
ナ
ム
知
識
人
が
、
岡
倉
の
文
化
論
の
本
質
を

見
極
め
、
岡
倉
と
同
種
の
視
点
を
共
有
し
よ
う
と
し
た
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

な
お
、
本
研
究
ノ
ー
ト
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

一
─
一　

 「
東
洋
の
理
想
」（
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
に
よ
る
『
東
洋
の
理
想
』
と
『
日
本
の

覚
醒
』
の
書
評
）
の
日
本
語
訳
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一
九
一
四
年
に
刊
行
し
、
一
九
四
〇
年
ま
で
の
二
十
七
年
間
、
沖
家
室
島
の
情
報
や
沖
家

室
島
出
身
の
海
外
在
住
者
の
近
況
を
取
り
上
げ
、
情
報
を
発
信
し
続
け
た
。

　

本
稿
で
紹
介
す
る
古
写
真
三
枚
の
う
ち
、
一
九
三
〇
年
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
1
は
、
沖

家
室
島
出
身
の
ハ
ワ
イ
在
住
者
た
ち
が
、
ワ
イ
キ
キ
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
し
た
際
の
記
念
写

真
で
あ
る
。
な
お
本
稿
の
分
析
に
よ
り
、
一
九
二
八
年
に
撮
影
さ
れ
た
同
類
の
写
真
は
、

昭
和
天
皇
即
位
大
礼
記
念
の
記
念
品
と
し
て
ハ
ワ
イ
か
ら
沖
家
室
島
へ
送
ら
れ
た
こ
と
も

明
ら
か
と
な
っ
た
。
次
に
写
真
2
は
、「
ホ
ノ
ル
ル
日
本
人
料
理
人
組
合
員　

大
谷
松
次マ
マ

郎
氏　

厄
払
祝
宴
」
と
題
さ
れ
た
料
理
人
た
ち
の
写
真
で
あ
る
。
写
真
3
は
説
明
書
き
は

な
い
も
の
の
、
写
真
2
と
同
日
に
撮
影
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ハ
ワ
イ
で
漁

業
関
連
の
仕
事
に
よ
り
大
成
功
を
収
め
た
沖
家
室
島
出
身
の
大
谷
松
治
郎
が
、
一
九
三
一

年
、
四
十
二
歳
の
厄
年
に
際
し
て
、
千
人
以
上
も
の
客
を
招
待
し
て
盛
大
に
行
っ
た
祝
宴

の
記
念
写
真
と
推
定
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
古
写
真
は
、
近
代
に
お
け
る
ハ
ワ
イ
移
民
の
生
活
、
同
郷
者
と
の
協
力
と
親

睦
、
故
郷
と
の
つ
な
が
り
を
具
体
的
に
示
す
貴
重
な
写
真
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
の
分
析
に

よ
り
、
故
郷
・
沖
家
室
島
へ
の
ハ
ワ
イ
で
の
記
念
写
真
の
寄
贈
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
の
写
真
は
ハ
ワ
イ
在
住
者
の
故
郷
観
を
示
す
資
料
と
し
て
も
位
置
付
け
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
本
稿
で
は
、
貴
重
な
歴
史
遺
産
で
あ
る
古
写
真
を
、
地
域
で
保
存
活
用
す
る
方

法
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。
今
後
も
引
き
続
き
沖
家
室
の
人
々
と
連
携
し
な
が
ら
、
地
域

の
歴
史
遺
産
の
展
示
と
活
用
に
つ
い
て
具
体
的
な
方
法
を
模
索
し
て
い
き
た
い
。

【
ハ
ワ
イ
移
民
、
故
郷
、
同
郷
会
、
古
写
真
、
地
域
の
歴
史
遺
産
、
山
口
県
周
防
大
島
町

沖
家
室
島
、『
か
む
ろ
』、
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
保
存
】

リ
ッ
ピ
ン
読
本
』
か
ら
は
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
が
現
地
理
解
に

基
づ
く
教
育
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
外
国

人
学
校
へ
の
統
制
が
徐
々
に
強
ま
る
中
、
一
九
四
〇
年
に
入
っ
て
も
現
地
尊
重
の
姿
勢
を

保
と
う
と
す
る
努
力
を
し
つ
つ
、『
比
律
賓
小
学
歴
史
』『
比
律
賓
小
学
地
理
』
が
発
行
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
開
戦
後
、
一
九
四
二
年
一
月
三
日
か
ら
軍
政
が
始
ま
る
と
、
同
校
は

軍
政
府
に
協
力
的
な
中
心
校
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。『
と
く
べ
つ

児
童
文
集
』
に
は
、「
学
校
ご
よ
み
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
同
校
の
開
戦
後
の
教
育
活

動
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
児
童
の
作
文
か
ら
は
そ
の
時
の
心
情
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。

　

戦
前
期
の
占
領
地
に
お
け
る
日
本
人
学
校
は
日
米
開
戦
後
、
軍
政
府
の
統
制
の
も
と
教

育
活
動
の
大
幅
な
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
最
後
は
戦
局
悪
化
と
と
も
に
閉
鎖
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
。
戦
争
へ
と
進
む
歴
史
的
動
き
を
追
い
つ
つ
、
在
外
日
本
人
学
校
の
辿
っ

た
経
緯
を
、
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
の
事
例
を
も
と
に
現
存
す
る
資
料
の
分
析
と
そ
の
背
景

を
通
し
て
具
体
的
に
考
察
を
進
め
る
。

【
開
戦
前
後
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
、
在
外
指
定
学
校
、
現
地
理
解
教
育
、

英
語
教
育
、
外
国
人
学
校
、
河
野
辰
二
（
第
三
代
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
校
長
）、
副
読
本
、

翻
訳
教
科
書
、
児
童
文
集
】

〈
研
究
資
料
〉

ワ
イ
キ
キ
で
の
同
郷
会
記
念
写
真

―
―
山
口
県
沖
家
室
島
の
ハ
ワ
イ
移
民
関
連
資
料
―
―

安
井
眞
奈
美

　

本
稿
は
、
筆
者
が
二
〇
一
三
年
九
月
に
、
山
口
県
大
島
郡
周
防
大
島
町
沖
家
室
島
に
て

譲
り
受
け
た
一
九
三
〇
年
代
の
三
枚
の
古
写
真
を
、
ハ
ワ
イ
移
民
関
連
資
料
と
し
て
紹
介

し
、
そ
の
歴
史
的
な
位
置
付
け
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。 

　

沖
家
室
島
か
ら
は
、
近
代
に
数
多
く
の
人
々
が
、
朝
鮮
半
島
や
台
湾
、
ハ
ワ
イ
へ
出
稼

ぎ
に
向
っ
た
。
特
に
ハ
ワ
イ
へ
の
移
民
の
中
に
は
、
漁
業
関
係
の
仕
事
で
成
功
し
、
財
を

成
し
た
も
の
も
少
な
く
は
な
い
。
彼
ら
沖
家
室
島
出
身
者
た
ち
は
、
オ
ア
フ
島
ホ
ノ
ル

ル
、
ハ
ワ
イ
島
ヒ
ロ
に
て
、
ハ
ワ
イ
沖
家
室
会
と
い
う
同
郷
会
を
結
成
し
、
協
力
し
合
っ

て
生
活
を
し
て
い
た
。
ま
た
沖
家
室
島
で
は
、
沖
家
室
惺
々
会
が
機
関
誌
『
か
む
ろ
』
を
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は
じ
め
に

　

平
安
時
代
中
期
は
、
政
治
史
で
は
摂
関
期
、
文
化
史
で
は
い
わ
ゆ
る
「
国
風

文
化
」
の
時
代
と
さ
れ
る
。
天
皇
と
の
外
戚
関
係
を
維
持
し
た
藤
原
北
家
に
よ

る
政
治
体
制
は
、
天
皇
の
后
妃
と
な
る
女
性
の
地
位
と
教
養
を
高
め
、
仮
名
に

よ
る
文
学
や
和
様
の
芸
術
を
展
開
さ
せ
た
。
こ
の
見
方
は
誤
り
で
は
な
い
が
、

一
面
し
か
捉
え
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
政
治
・
社
会
・
文
化
の
い
ず

れ
を
見
て
も
、
女
性
や
仮
名
が
中
心
に
位
置
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
天
皇
を
支
え
る
太
政
官
機
構
が
政
務
・
儀
式
を
取
り
仕
切
り
、
男
性
の
貴

族
に
よ
る
漢
文
を
用
い
た
行
政
・
書
類
管
理
と
中
国
を
指
向
し
た
文
化
的
営
為

が
確
た
る
基
盤
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
基
盤
が
し
っ
か
り
し

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
周
縁
で
和
様
化
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
漢
文
を
中
心
と
す
る
社
会
の
あ
り
方
を
、
文
化
と
し
て
総

合
的
に
把
握
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
少
な
い
。
こ
れ
ま
で
文
化
研
究
の
対
象
と

し
て
は
漢
詩
や
願
文
な
ど
比
較
的
に
中
国
の
漢
文
（
純
漢
文
）
に
近
い
文
学
作

品
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
量
的
に
は
官
僚
の
実
務
的
な
漢
文
が
圧
倒
的

で
あ
っ
た
。
奈
良
時
代
以
来
の
律
令
格
式
制
定
や
修
史
事
業
が
礎
と
な
り
、
平

安
時
代
前
期
に
政
務
・
儀
礼
の
実
践
と
並
行
し
て
公
的
儀
式
書
（『
内
裏
式
』

『
内
裏
儀
式
』『
儀
式
』
な
ど
）
が
編
纂
さ
れ
、
そ
の
実
践
を
徹
底
し
て
い
く
中
で
、

天
皇
を
含
む
政
権
（
朝
廷
）
の
責
任
者
が
義
務
的
な
意
識
を
持
っ
て
日
記
を
付

け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
記
に
は
儀
式
の
作
法
や
業
務
の
細
か
な
や
り
と
り
ま

で
も
記
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
日
本
の
言
葉
の
す
べ
て
を
漢
文
で
表
現
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
ほ
ど
、
文
化
的
な
影
響
は
大
き
か
っ
た
。

　

平
安
時
代
中
期
（
摂
関
期
）
以
降
、
先
例
（
前
例
）
を
重
視
す
る
傾
向
が
強

く
な
る
中
で
、
公
的
・
私
的
な
日
記
（
古
記
録
）
が
膨
大
に
残
さ
れ
る
こ
と
に

古
記
録
文
化
の
形
成
と
展
開

─
─
平
安
貴
族
の
日
記
に
見
る
具
注
暦
記
・
別
記
の
書
き
分
け
と
統
合
─
─

三
橋
　
正
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記
の
書
写
形
態
に
注
目
し
、
こ
れ
ま
で
は
「
広
本
」
と
「
略
本
」
の
違
い
と
し

て
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
諸
写
本
を
、
具
注
暦
記
と
別
記
、
そ
し
て
両

者
を
統
合
し
た
作
業
の
結
果
と
い
う
観
点
か
ら
見
直
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日

記
の
原
形
を
見
え
に
く
く
し
て
い
た
先
入
観
が
取
り
除
か
れ
、
現
存
す
る
『
貞

信
公
記
抄
』『
九
暦
抄
』
な
ど
の
日
記
名
に
付
け
ら
れ
た
「
抄
」
を
「
省
略
」

と
同
義
と
す
る
見
解
や
、『
親
信
卿
記
』『
権
記
』
な
ど
の
不
可
解
な
存
在
形
態

へ
の
疑
問
を
解
決
す
る
糸
口
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る（

2
）。

　

日
記
（
古
記
録
）
史
料
が
歴
史
研
究
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
そ
の
中
身
を
読
む
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
各
日
記
の
構
成
を
見
極
め
、

そ
れ
ら
の
成
立
（
毎
日
の
日
記
の
付
け
方
）
と
伝
来
過
程
で
の
変
容
を
明
ら
か

に
し
、
社
会
的
な
位
置
付
け
や
情
報
発
信
の
方
向
性
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に
も
、「
古
記
録
文
化
」
の
確
立
・
展
開
と
い
う
視
点
か
ら

の
検
証
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

一
　
私
日
記
の
淵
源
―
―
公
日
記
か
ら
私
日
記
へ

　

奈
良
時
代
以
前
の
日
記
と
し
て
、『
日
本
書
紀
』
に
引
用
さ
れ
る
「
伊
吉
博

徳
言
」（
白
雉
五
年
二
月
条
）、「
難
波
吉
士
男
人
書
」（
斉
明
天
皇
五
年
七
月
戊
寅

条
）
な
ど
の
在
唐
日
記
、『
釈
日
本
紀
』（
巻
十
五
）
に
「
安
斗
智
徳
等
日
記
」

「
調
連
淡
海
・
安
斗
宿
禰
智
徳
日
記
」
と
あ
る
壬
申
の
乱
の
記
録
、『
正
倉
院
文

書
』
天
平
十
八
年
二
月
・
三
月
の
具
注
暦
へ
の
書
き
入
れ
な
ど
が
あ
る
と
さ
れ

な
っ
た
が
、
私
日
記
で
も
「
公
」
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
た
め
、「
家
」
を

超
え
て
借
用
・
活
用
さ
れ
て
多
く
の
写
本
が
製
作
さ
れ
た
。
日
記
の
活
用
は
部

類
記
や
儀
式
書
を
生
み
出
し
、
他
の
階
層
に
も
広
が
っ
て
神
社
・
寺
院
の
諸
資

料
の
作
成
に
発
展
す
る
な
ど
、
日
本
社
会
全
体
の
知
の
体
系
を
形
作
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
日
記
を
付
け
る
習
慣
と
過
去
の
日
記
を
伝
承
・
利
用
す
る
「
古
記
録

文
化
」
は
日
本
的
な
文
化
の
根
底
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
意
義
が

解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
個
々
の
日
記
の
分
析
や
「
家
」
と
い
う

単
位
で
の
捉
え
方
が
中
心
で
、
社
会
全
体
の
理
念
と
し
て
の
「
古
記
録
文
化
」

を
歴
史
的
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
試
み
は
少
な
く
、
日
記
を
付
け
る
習
慣
を

身
に
付
け
る
ま
で
の
過
程
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
最
も
古
い
私
日
記
で
あ
る
藤
原

忠
平
の
『
貞
信
公
記
』
を
中
心
に
十
世
紀
の
日
記
の
存
在
形
態
を
再
検
証
し
、

「
古
記
録
文
化
」
が
確
立
さ
れ
て
い
く
過
程
と
、
そ
の
後
の
展
開
を
考
察
す
る
。

特
に
、
日
記
の
付
け
方
に
つ
い
て
の
復
元
を
試
み
る
。
そ
の
際
、
従
来
の
研
究

に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
日
記
は
ま
ず
具
注
暦
に
書
か
れ
る
も
の
と
の
先
入
観
に

と
ら
わ
れ
ず
、
そ
の
具
注
暦
記
と
並
行
し
て
書
か
れ
て
い
た
別
記
の
存
在
に
も

焦
点
を
あ
て
る
。

　

ま
た
、
部
類
記
の
成
立
を
論
じ
る
場
合
で
も
、
原
日
記
を
想
定
し
て
、
そ
こ

か
ら
編
纂
さ
れ
る
も
の
と
い
う
認
識
が
一
般
的
で
あ
る
が（

1
）、

こ
れ
に
つ
い
て
も

別
記
と
の
関
係
か
ら
見
直
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
自
筆
本
が
伝
わ
ら
な
い
日
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つ
い
て
別
記
が
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る（

5
）。『

貞
信
公
記
抄
』
に
お
け
る

『
外
記
日
記
』
の
参
照
の
仕
方
を
見
て
も
、
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
七
月
一
日

条
に
「
延
喜
年
中
祈
雨
外
記
日
記
」
と
あ
る
ほ
か
、
釈
奠
（
承
平
二
年
八
月
八

日
条
に
外
記
矢
田
部
公
望
と
の
釈
奠
に
関
す
る
や
り
と
り
で
「
是
日
記
文
也
、」
と
あ

る
）・
伊
勢
斎
王
群
行
（
天
慶
元
年
九
月
十
五
日
条
に
「
自
余
事
外
史
記
レ

之
、」
と

あ
る
）・
追
儺（『
西
宮
記
』前
田
家
本
・
巻
七
「
外
記
政
」
所
引
の
承
平
五
年
十
二
月 

廿
九
日
条
逸
文
に
「
尋
二
見
外
記
々
説
一、」
と
あ
る
）・
相
撲
（『
西
宮
記
』
前
田
家
大

永
鈔
本
・
恒
例
第
二
「
相
撲
式
」
所
引
の
同
六
年
七
月
廿
八
日
条
逸
文
に
「
是
外
記

日
記
也
、」
と
あ
る
）
と
い
う
、
儀
式
に
関
連
す
る
先
例
を
検
証
す
る
際
に
限
ら

れ
て
い
る（

6
）。

詳
細
は
不
明
だ
が
、『
外
記
日
記
』
は
部
類
的
に
記
録
・
保
存
・

活
用
さ
れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
形
態
が
私
日
記
へ
与
え
た

影
響
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

宮
廷
や
官
衙
で
定
着
し
た
日
記
を
付
け
る
習
慣
が
次
第
に
個
人
の
レ
ベ
ル
へ

と
移
行
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
、
そ
の
転
換
点
に
『
宇
多
天
皇
御
記
』

が
位
置
付
け
ら
れ
る
。
六
国
史
の
最
後
で
あ
る
『
日
本
三
代
実
録
』
に
あ
る
光

孝
天
皇
の
歴
史
で
官
撰
国
史
は
終
わ
り
、
そ
の
次
の
天
皇
か
ら
日
記
が
遺
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
以
前
に
も
私
日
記
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
宇
多
天
皇
（
八
六
七
～
九
三
一
）
は
臣
籍
に
降
下
し
て
か
ら
即
位

し
た
初
め
て
の
天
皇
で
、
元
服
後
に
侍
従
（
王
侍
従
と
称
さ
れ
る
）
と
な
っ
て

陽
成
天
皇
に
仕
え
、
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
に
は
源
朝
臣
を
賜
わ
っ
て
い
た
。

そ
の
宇
多
天
皇
が
即
位
（『
扶
桑
略
記
』
仁
和
三
年
十
一
月
十
七
日
条
所
引
逸
文
）

る
が
、
い
ず
れ
も
日
次
記
で
は
な
く
断
片
的
な
も
の
で
、
日
記
を
習
慣
的
に
付

け
て
活
用
す
る
と
い
う
「
古
記
録
文
化
」
の
形
成
に
は
程
遠
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、
平
安
時
代
前
期
の
円
仁
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
や
円
珍
『
行

歴
抄
』
は
報
告
書
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
国
家
事
業
と
し
て
の
遣
外
使
節

（
遣
唐
使
・
遣
新
羅
使
・
遣
渤
海
使
）
が
業
務
記
録
と
し
て
付
け
て
い
た
日
記
の

系
譜
に
位
置
付
け
ら
れ
る（

3
）。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
貴
族
社
会
で
展
開
す
る
私
日
記
の
源
流
は
、
宮
廷
や
官
衙

で
職
務
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
た
公
日
記
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
内
記
日

記
』
は
、「
職
員
令
」（
中
務
省
）
に
「
造
二

詔
勅
一、
凡
御
所
記
録
事
、」
と
い
う

規
定
に
基
づ
き
天
皇
の
動
静
を
記
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
公
日
記
が
本
格

化
す
る
の
は
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
、
太
政
官
の
外
記
が
職
務
と
し
て
記

録
し
た
『
外
記
日
記
』
の
規
定
が
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
正
月
廿
三
日
の
宣
旨

（『
類
聚
符
宣
抄
』
第
六
・
外
記
職
掌
）
で
定
め
ら
れ
、
同
時
代
に
設
置
さ
れ
た
蔵

人
所
で
も
、
六
位
蔵
人
が
当
番
を
組
ん
で
『
殿
上
日
記
』
を
記
す
よ
う
に
な
っ

た
。
他
に
『
近
衛
陣
日
記
』『
検
非
違
使
庁
日
記
』
な
ど
が
知
ら
れ
る（

4
）。

こ
の

よ
う
な
各
官
衙
で
の
公
日
記
の
盛
行
は
、
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
～
八
二
四
）
以

降
に
格
式
や
儀
式
書
の
編
纂
が
本
格
化
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。

　

い
ず
れ
も
逸
文
し
か
残
ら
な
い
が
、
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
『
外
記

日
記
』
で
あ
る
。『
外
記
日
記
』
は
史
書
の
編
纂
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
る
が
、
そ
の
逸
文
に
「
大
祓
別
記
」「
年
々
行
幸
日
記
」「
釈
奠
日
記
」

「
定
考
別
日
記
」
な
ど
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
式
に
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二
　『
九
条
殿
遺
誡
』
―
―
日
記
の
付
け
方

　

日
記
の
付
け
方
に
つ
い
て
は
、
藤
原
師
輔
（
九
〇
八
～
九
六
〇
）
の
『
九
条

殿
遺
誡
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
史
料
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は

十
分
に
斟
酌
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
書
は
内
題
の
具
名
を
『
遺

誡
幷
日
中
行
事
』
と
し
て
い
る
よ
う
に（

9
）、「

遺
誡
」
と
「
日
中
行
事
」
が
統
合

さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
と
形
式
か
ら
、
冒
頭
に
「
日
中
行
事
」
の
記
事
が
あ
り（

10
）、

次
い
で
「
凡
」
で
始
ま
る
七
つ
の
条
文
か
ら
な
る
「
遺
誡
」
へ
と
続
い
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
中
で
日
記
の
付
け
方
に
関
す
る
記
述
と
し
て
、
ま
ず

「
日
中
行
事
」
の
最
初
に
、

先
起
称
二

属
星
名
号（
字
）一

七
遍
、
微
音
、
其
七
星
、
貪
狼
者
子
年
、
巨
門
者
丑
亥
年
、
禄
存
者
寅
戌
年
、

文
曲
者
卯
酉
年
、
廉
貞
者
辰
申
年
、
武
曲
者
巳
未
年
、
破
軍
者
午
年
、

次
取
レ

鏡

見
レ

面
、次（
ナ
シ
）見

レ

暦
知
二

日
吉
凶
一、
次
取
二

楊
枝
一

向
レ

西
洗
レ

手
、
次
誦
二

仏
名
一

及
可
レ

念
下

尋
常
所
二

尊
重
一

神
社
上、
次
記
二

昨
日
事
一、
事
多
日
日（

々
）中

可
レ

記
レ

之
、

と
あ
り
、「
遺
誡
」
第
一
条
（
最
初
の
条
文
）
の
末
に（

11
）、

次
見
二

暦
書
一

可
レ

知
二

日
之
吉
凶
一、
年
中
行
事
略
注
二

付
件
暦
一、
毎
日
視
レ

之
、

次
先
知
二

其
事
一

兼
以
用
意
、
又
昨
日
公
事
若
私
不
レ

得
レ

心（
止
）事
等
、
為
レ

備
二

忽
忘
一、
又
聊
可
レ

注
二

付
件
暦
一、
但
其
中
要
枢
公
事
、
及
君
父
所
在
事
等
、

や
直
後
の
阿
衡
事
件
（『
政
事
要
略
』
三
十
・
年
中
行
事
「
阿
衡
事
」
所
引
逸
文
）

に
つ
い
て
詳
し
い
日
記
を
残
し
て
い
る
こ
と
は（

7
）、

官
人
と
し
て
仕
え
て
い
た
時

代
に
体
得
し
た
日
記
を
付
け
る
習
慣
が
、
天
皇
に
な
っ
て
も
継
承
さ
れ
て
『
御

記
（
宸
記
）』
を
生
ん
だ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
、『
宇
多
天
皇
御
記
』
の
記
事
は
諸
書
に
引
用
さ
れ
た
逸
文
し
か

な
く
、
記
載
形
式
を
復
元
で
き
な
い
。
内
容
を
見
て
も
回
想
録
的
な
「
三
宝
帰

依
」（『
扶
桑
略
記
』
寛
平
元
年
正
月
条
所
引
逸
文
）、「
愛
猫
」（『
河
海
抄
』
若
菜
下

所
引
、
同
年
十
二
月
六
日
条
逸
文
）
な
ど
の
記
事
が
多
く
、
儀
式
を
記
し
た
賀
茂

臨
時
祭
関
係
の
記
事
で
も
そ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
（『
大
鏡
』
裏
書
な
ど
所
引
、

同
年
十
月
廿
四
日
、
十
一
月
十
二
日
・
十
九
日
・
廿
一
日
条
逸
文（

8
））。

日
記
と
し
て

の
形
態
を
復
元
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
毎
日
の
習
慣
と
し
て
記
し
て
い
た
の
か

も
不
明
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
宇
多
天
皇
が
日
記
を
付
け
て
い
た
こ
と
の
歴
史
的
意
義
は
重
大

で
、
子
の
醍
醐
天
皇
、
孫
の
村
上
天
皇
に
も
受
け
継
が
れ
、
そ
れ
ら
は
『
三
代

御
記
』
と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
摂
関
政
治
を
主
導
し
た

藤
原
氏
ら
公
卿
の
日
記
も
多
く
な
る
が
、
そ
の
基
盤
に
は
、
職
務
と
し
て
公
日

記
を
付
け
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
天
皇
の
御
記
が
範
と
さ
れ
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
。
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と
い
う
事
例
を
挙
げ
て
「
不
信
の
輩
」
の
早
死
と
「
帰
真
の
力
」
の
除
災
効
果

を
説
き
、
さ
ら
に
「
信
心
貞
潔
智
行
の
僧
」
と
で
き
る
だ
け
多
く
語
る
こ
と
が

現
世
の
み
な
ら
ず
後
生
（
来
世
）
の
た
め
に
も
重
要
だ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

禁
忌
を
守
り
信
仰
を
篤
く
し
て
長
寿
と
来
世
の
安
穏
を
目
指
す
と
い
う
宗
教
的

な
行
為
と
連
続
し
た
と
こ
ろ
で
、
日
記
を
付
け
る
と
い
う
行
為
が
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
。
私
的
な
日
記
を
付
け
る
と
い
う
習
慣
は
、
朝
儀
を
行
う
と
い
う
政

治
・
社
会
的
な
活
動
の
み
な
ら
ず
、
生
活
・
信
仰
と
一
体
化
し
て
形
成
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
文
化
」
と
し
て
定
着
し
た
様
相
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

し
か
し
、
貴
族
が
日
記
を
付
け
る
目
的
は
生
活
・
信
仰
の
た
め
で
は
な
く
、

朝
儀
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
遺
誡
」
第
一
条
の
傍
線
部

分
に
「
特
に
重
要
な
公
事
（
儀
式
）
と
天
皇
や
父
親
が
参
加
し
た
事
柄
に
つ
い

て
は
、
別
に
書
い
て
後
日
の
亀
鑑
（
手
本
）
に
せ
よ
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
別
以
記
レ

之
」
と
い
う
「
別
記
」
の
書

き
方
に
、「
古
記
録
文
化
」
の
形
成
と
意
義
を
解
明
す
る
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、「
日
中
行
事
」「
遺
誡
」
の
両
方
に
共
通
し
て
「
毎

日
、
具
注
暦
を
見
て
日
の
吉
凶
を
知
り
、
日
記
を
記
せ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

日
記
は
具
注
暦
に
書
く
も
の
と
い
う
こ
と
の
み
が
強
調
さ
れ（

12
）、「

別
記
」
の
書

き
方
や
保
存
方
法
な
ど
形
態
に
関
す
る
考
証
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
は
、
摂
関
期
唯
一
の
自
筆
本
が
残
る
藤
原
道
長
の
日
記
『
御
堂
関
白

別
以
記
レ

之
可
レ

備
二

後
鑒
一、

と
あ
る
。

　
「
日
中
行
事
」
の
引
用
部
分
は
、「
次
服
レ

粥
、」
と
い
う
朝
食
に
至
る
ま
で
の

日
課
を
規
定
す
る
も
の
だ
が
、
朝
起
き
て
か
ら
属
星
（
北
斗
七
星
の
中
の
生
ま

れ
年
の
十
二
支
に
対
応
す
る
星
）
の
名
号
を
七
遍
唱
え
、
鏡
を
見
て
、
具
注
暦
を

開
い
て
そ
の
日
の
吉
凶
を
知
り
、
口
を
滌
い
で
西
に
向
か
っ
て
手
を
洗
い
、
仏

の
名
を
誦
し
て
崇
敬
す
る
神
社
に
祈
念
し
、
そ
の
次
に
昨
日
の
出
来
事
を
（
多

く
書
く
時
は
そ
の
日
の
う
ち
に
）
日
記
に
書
け
と
命
じ
て
い
る
。
こ
の
後
に
も
続

け
て
禁
忌
が
書
き
連
ね
ら
れ
、
さ
ら
に
言
動
を
慎
む
こ
と
、
粗
食
に
努
め
る
こ

と
な
ど
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
を
実
践
す
る
こ
と
で
長
寿
が
保
た
れ
る
と
す
る
。

　
「
遺
誡
」
の
条
文
で
は
、
毎
日
の
禁
忌
が
細
か
く
書
か
れ
た
具
注
暦
に
、
あ

ら
か
じ
め
年
中
行
事
を
注
記
し
て
自
ら
の
予
定
（
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）
を
管
理
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
昨
日
の
公
事
や
心
得
ざ
る
こ
と
（
ま
た
は
特
別
な
こ

と
）
を
備
忘
の
た
め
に
記
せ
と
命
じ
て
い
る
。
本
条
で
は
こ
の
前
（
省
略
部
分
）

に
、
少
年
期
と
青
年
期
（
元
服
後
）
の
勉
学
の
大
切
さ
を
述
べ
た
後
、
早
く
本

尊
を
定
め
、
手
を
洗
っ
て
宝
号
を
唱
え
る
習
慣
を
身
に
付
け
、
そ
の
人
の
能
力

に
応
じ
て
（
で
き
る
だ
け
）
真
言
を
誦
す
よ
う
に
諭
し
、
父
藤
原
忠
平
（
貞
信

公
）
か
ら
聞
い
た
「
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
六
月
廿
六
日
の
清
涼
殿
へ
の
落
雷

で
、
心
の
中
で
三
宝
（
仏
教
）
を
信
仰
し
て
い
た
自
分
（
忠
平
）
は
助
か
っ
た

が
、
仏
教
を
敬
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
藤
原
清
貫
・
平
希
世
が
命
を
落
と
し
た
」
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そ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
師
輔
に
も
「
有
要
事
」
を
書
き
取
ら
せ
て
い
る
こ
と
、

『
貞
信
公
記
抄
』
が
実
頼
の
手
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
貞
信
公
記
抄
』
が
今
日
一
般
的
な
「
抄
録
（
抜

粋
）」
と
い
う
意
味
で
の
「
抄
出
」
で
あ
っ
た
か
は
慎
重
に
検
討
し
直
す
必
要

が
あ
る（

15
）。

　
『
貞
信
公
記
抄
』
を
通
覧
す
る
と
、
忠
平
が
参
議
・
中
納
言
・
大
納
言
・
右

大
臣
で
あ
っ
た
延
喜
年
間
（
九
〇
一
～
九
二
三
）
の
記
事
は
極
め
て
簡
略
で
目

録
的
で
あ
り
、
左
大
臣
で
あ
っ
た
延
長
年
間
（
九
二
三
～
九
三
一
）
の
記
事
は

精
粗
が
混
じ
り
合
い
、
摂
政
・
関
白
・
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
天
暦
年
間
（
九
四
七

～
九
五
七
）
以
降
に
詳
し
さ
を
増
す
。
そ
の
理
由
は
こ
れ
ま
で
「
抄
出
者
の

「
貞
信
公
記
」
に
対
す
る
関
心
の
在
り
方
」
と
さ
れ
て
き
た（

16
）。

確
か
に
現
存
す

る
『
貞
信
公
記
抄
』
に
は
「
私
記
」
と
し
て
抄
出
者
で
あ
る
実
頼
が
コ
メ
ン
ト

を
書
き
入
れ
て
お
り
、
巻
に
よ
る
書
写
方
法
の
違
い
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
、
実
頼
は
父
忠
平
の
日
記
に
絶
対
の
信
頼
と
敬
意
を
持
っ
て
接
し
た
は

ず
で
あ
り
、
記
事
に
大
き
な
改
変
・
省
略
を
加
え
た
と
は
考
え
難
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
現
存
の
『
貞
信
公
記
抄
』
は
基
本
的
に
原
形
を
忠
実

に
書
写
し
、
改
変
を
加
え
た
と
こ
ろ
に
「
私
記
」
と
し
て
注
記
し
た
と
見
て
、

そ
こ
か
ら
忠
平
の
日
記
記
載
方
法
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
『
貞
信
公
記
抄
』
と
逸
文
の
記
載
方
法
の
相
違
で
あ
る
。
両
者
が
残
さ

れ
て
い
る
条
文
は
延
喜
八
年
（
九
〇
八
）
四
月
廿
日
・
同
年
六
月
廿
八
日
・
同

九
年
正
月
十
一
日
の
三
条
で
あ
り
、『
貞
信
公
記
抄
』（
九
条
家
本
）
で
は
「
参

記
』
が
、
具
注
暦
記
し
か
な
い
こ
と
も
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、

「
遺
誡
」
で
日
記
の
付
け
方
に
関
し
て
、
具
注
暦
に
記
す
だ
け
で
な
く
、
重
要

な
行
事
に
つ
い
て
は
「
別
記
」
を
作
れ
と
誡
め
て
い
る
こ
と
は
、
師
輔
自
身
も

そ
れ
を
実
践
し
て
い
た
と
い
う
証
で
あ
り
、
そ
の
形
式
や
具
注
暦
記
と
の
関
係

が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
師
輔
は
父
忠
平
の
教
え
を
重
ん

じ
て
お
り（

13
）、

し
か
も
『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
四
月
十
六
日
条

に
「
延
喜
八
年
私（『
貞
信
公
記
』）

日
記
授
二

大（
師
輔
）

納
言
一、
為
レ

令
レ

書
二

取
一
両
有
要
事
一、」
と
あ
る

よ
う
に
、
忠
平
の
命
に
よ
り
そ
の
日
記
『
貞
信
公
記
』
を
書
き
写
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
日
記
の
付
け
方
を
忠
平
か
ら
受
け
継
い
だ
と
見
ら
れ
る
。

　
『
貞
信
公
記
』
は
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
形
で
残
さ
れ
て
い
る
最
古
の
私

日
記
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
古
記
録
文
化
」
の
形
成
を
窺
い
知
る
た
め
の
情
報

が
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
　『
貞
信
公
記
』
―
―
藤
原
忠
平
に
よ
る
日
記
記
載
方
法
の
確
立

　

藤
原
忠
平
（
八
八
〇
～
九
四
九
）
の
日
記
は
『
貞
信
公
記
抄
』（
大
日
本
古
記

録
）
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。
忠
平
は
天
皇
と
の
ミ
ウ
チ
的
権
力
集
団
と
太
政

官
機
構
を
つ
な
ぐ
藤
原
氏
の
摂
関
政
治
を
安
定
的
に
運
営
し
て
そ
の
儀
礼
を
集

大
成
し（

14
）、

晩
年
に
は
小
野
宮
流
の
祖
と
な
る
実
頼
と
九
条
流
の
祖
と
な
る
師
輔

と
い
う
二
人
の
息
子
を
も
廟
堂
の
中
枢
に
据
え
て
継
承
さ
せ
た
の
で
あ
り
、

「
古
記
録
文
化
」
に
つ
い
て
も
確
立
者
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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古記録文化の形成と展開

年
）・
巻
二
（
同
十
一
・
十
二
・
十
三
・
十
四
年
）・
巻
三
（
同
十
八
・
十
九
・
二
十
年
）・

巻
四
（
延
長
二
・
三
年
）
は
、
月
ご
と
に
し
か
改
行
せ
ず
、
複
数
の
日
の
極
め
て

簡
略
な
記
事
が
一
行
内
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。ま
た
延
喜
七
年
に
は「
五
月
無 

レ

事
、」
と
し
て
忠
平
の
記
載
が
な
か
っ
た
と
い
う
注
記
も
あ
る
。
一
日
の
記
事

が
数
行
に
わ
た
る
も
の
も
あ
る
が
、
儀
式
の
詳
細
を
伝
え
る
も
の
は
稀
で
（
延

喜
七
年
八
月
一
日
条
の
旬
な
ど
）、
例
外
的
な
こ
と
を
記
す
場
合
が
多
い
。
逆
に

重
要
な
儀
式
に
つ
い
て
は
標
目
の
よ
う
な
記
し
方
で
済
ま
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

ら
に
関
す
る
記
事
が
別
記
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な

お
、
巻
五
以
降
に
書
写
方
針
が
変
わ
っ
て
一
日
条
ご
と
に
改
行
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
巻
四
か
ら
一
日
条
の
記
載
が
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
の

変
更
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
巻
四
に
朱
書
で
首
書
標
目
（
首
付
）
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る（

17
）。

　

特
異
な
の
は
巻
七
（
天
慶
二
年
・
三
年
記
）
で
、
巻
頭
に
「
目
録
」
が
あ
る

こ
と
で
あ
る
。そ
の
項
目
は
二
年
が
「
大
饗
不
レ

出
二

簾
外
一、

」「
七
日
節
会
」「
射
礼
」「
射 

遺
」「
園
韓
神
祭
、
無
二

上
卿
一

可
レ

行
事
」「
将
門
事
、
不
レ

録
」「
覧
二

円
堂
会
舞

童
一

」「
賀
茂
祭
、
斎
王
依
レ

雨
不
レ

渡
レ

河
、」「
出
羽
賊
乱
」「
神
今
食
、
依
二

方

忌
一

不
レ

幸
」「
繁
時
叙
位
事
」「
祈
雨
事
種
（
重
ヵ
）可

レ

被
レ

行
」「
於
二

法
性
寺
一

行
二

法
事
一

」

「
御
書
始
」「
新
嘗
祭
、
依
二

納
言
以
上
不
参
一

無
二

行
幸
一

」「
臨
時
祭
、
宣
命
参

議
奏
事
」「
陰
陽
寮
依
二

准
三
宮
一

進
二

新
暦
一

事
」「
従
レ

内
給
二

誦
経
巻
数
・
度
者

等
一

」
の
十
八
、三
年
が
「
穢
間
伊
勢
使
立
」「
奉
幣
諸
社
、
依
二

御
斎
会
間
一

不 

レ

奉
二

伊
勢
一

」「
兵
部
手
結
、
公
卿
不
参
」「
賭
射
停
止
事
」「
奉
二

幣
伊
勢
一、
参

警
固
」「
有
読
奏
」「
南
庭
（
殿
ヵ
）除

目
」
と
い
う
首
書
標
目
の
よ
う
な
記
し
方
で
あ
る

の
に
、『
北
山
抄
』
に
収
め
ら
れ
た
逸
文
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
賀
茂
祭
警
固
に
お

け
る
左
大
臣
藤
原
時
平
の
言
動
、
郡
司
読
奏
の
儀
式
、
除
目
に
お
け
る
左
大
臣

藤
原
時
平
の
作
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
者
を
後
者
の
抄
出
と
見
る
に
は
あ
ま

り
に
簡
略
す
ぎ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
具
注
暦
記
と
別
記
の
書
き
分
け
で

あ
っ
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
、『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
六
月
十
八
日
条
に

「
左（
藤
原
在
衡
）

中
弁
公
卿
令
（
定
ヵ
）縁

二

兵
事
一、
左（
藤
原
仲
平
）

丞
相
許
不
等
伝
告
、
随
二

其
議
定
一

可
レ

給
二

官

符
一

仰
了
、
其
一
、
可
レ

令
下

山（
小
野
好
古
）

陽
道
使
追
中

捕
純（
藤
原
）友
暴
悪
士
卒
上

事
也
、
自
余
在 

レ

別
、」
と
あ
り
、
同
八
年
十
一
月
廿
六
日
条
に
「
以
レ

予
可
レ

為
二

戸
主
一

事
、
仰

在
レ

別
、
忠（
藤
原
良
房
）

仁
公
之
例
也
、」
と
あ
り
、
天
暦
二
年
（
九
四
八
）
三
月
卅
日
条
に

「
中
使
公（
橘
）輔
朝
臣
有
レ

伝
二

勅
語
一、
其
旨
在
二

別
記
一、」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え

る
。
こ
れ
ら
は
天
皇
の
詞
（
勅
語
）
に
関
す
る
こ
と
で
、
後
述
す
る
『
権
記
』

の
目
録
と
の
関
係
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
様
に
他
の
重
要
な
儀

礼
な
ど
に
関
す
る
別
記
が
存
在
し
た
こ
と
は
十
分
に
想
像
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、『
九
条
殿
遺
誡
』
で
厳
命
さ
れ
て
い
る
具
注
暦
記
と
別
記
の
書
き

分
け
は
、
忠
平
自
身
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
て
お
り
、『
貞
信
公
記
抄
』
は
基
本

的
に
具
注
暦
記
の
記
載
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に

そ
の
形
跡
を
辿
っ
て
い
き
た
い
。

　

現
存
す
る
九
条
家
本
『
貞
信
公
記
抄
』
は
十
巻
で
あ
る
が
、
も
と
は
二
十
巻

で
あ
っ
た
と
判
明
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
最
初
の
巻
一
（
延
喜
七
・
八
・
九
・
十



18

此
使
一、

十 

八
日
、大
嘗
祭
畢
還
二

御
本
宮
一、
更
可
レ

幸
二

豊
楽
院
一、
而
近
代
例
、
従
二

大
嘗
宮
一、
便
幸
二

豊
楽
院
一、
為
二

之
何
一、
叙
位
議
承（
二
年
十
一
月
十
一
日
）

平
例
丑
日
行
也
、

可
レ

依
二

彼
例
一

歟
、
卯
日
供
二

奉
神
饌
一

采
女
前
例
須
（
預
ヵ
）二

叙
位
一、
仍
彼
此

望
申
、
其
申（
中
）

一
人
最（
小
田
）子

可
二

奉
仕
一、
今
一
人
桜
井
男
子
・
河
内
有
子
、

若
競
申
、
而
男
子
陪
膳
方
多
、
有
子
年
方
勝
也
、
以
レ

誰
可
レ

令
二

奉
仕
一

乎
、
又
伊
勢
大
神
宮
正
殿
度
々
使
申
二

不
レ

開
之
由
一、
仍
造
二

借
殿
一

奉 

レ

遷
、可
レ

直
二

正
殿
一

之
状
宣
命
使
奉
レ

遣
了
、而
告
二

斎（
英
子
内
親
王
）

王
薨
由
一

使
惟（
維
ヵ
）時

王
申
云
、
開
二

正
殿
一

了
云
々
、
為
二

之
如〃
何
一、

十
四
日
、
叙
位
議
、
大（
師
輔
）

納
言
執
筆
、
大
臣
昨
今
物
忌
、
不
二

参
入
一

也
、

十
五
日
、
位
記
入
眼
請
印
、

十
六
日
、
大
嘗
祭
、

十
七
日
、
晩
頭
中
使
公（
橘
）輔
来
云
、
忌
部
奉
二

剣
鏡
一

事
、
至
二

承
平
一

三
代
日

記
不
レ

見
、
何
因
所
レ

停
乎
、

と
い
う
、
四
月
廿
日
に
受
禅
し
た
村
上
天
皇
の
大
嘗
祭
関
係
の
記
事
で
あ
る
。

こ
の
時
、
忠
平
は
六
十
七
歳
で
関
白
・
太
政
大
臣
と
い
う
名
誉
的
な
地
位
に
あ

り
、
実
務
の
統
括
者
と
し
て
指
示
す
る
立
場
と
い
う
よ
り
、
や
や
傍
観
的
な
立

場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は

十
四
日
条
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
十
八
日
条
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
大
日

本
古
記
録
は
「
十
（
衍
ヵ
）八

日
」
と
し
て
八
日
条
の
可
能
性
を
示
す
と
と
も
に
、
別
に

議
為
レ

使
」「
中
宮
親
王
元
服
」「
天
台
座
主
贈
位
」「
四
月
旬
、
依
二

厨
家
不
一レ

饗

於
二

侍
従
所
一

取
二

見
参
一

」
の
八
し
か
な
く
（
三
年
七
月
か
ら
十
二
月
の
後
半
は
本

文
も
な
い
）、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
年
中
行
事
・
臨
時
の
儀
式
に
関
す
る
こ
と
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
本
文
に
記
載
が
あ
る
が
、
目
録
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
重
要

事
項
も
多
く
、
目
録
と
し
て
は
中
途
半
端
な
印
象
を
受
け
る
。
特
に
「
将
門
事
、

不
レ

録
」
と
い
う
項
目
は
、
三
月
三
日
条
の
「
源
経
基
告
二

言
武
蔵
事
一、」
に
対

応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
「
不
レ

録
」
と
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。
他
の

巻
に
な
い
の
で
目
録
の
製
作
者
を
特
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
記
主
の
忠

平
か
抄
出
者
の
実
頼
が
別
記
と
の
関
係
を
示
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
『
貞
信
公
記
抄
』
は
具
注
暦
記
（
具
注
暦
に
記
さ
れ
て
い
た
記
事
）
を
書
写
し

た
も
の
で
、
記
述
が
ま
っ
た
く
な
い
月
に
は
そ
の
旨
を
注
記
し
て
あ
る
こ
と
か

ら
、
記
載
が
あ
っ
た
も
の
を
省
略
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

例
え
ば
節
会
や
大
饗
の
よ
う
な
当
時
重
要
視
さ
れ
て
い
た
儀
礼
が
簡
略
で
標
目

的
な
記
事
し
か
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
別
記
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
。
た
だ
し
、『
貞
信
公
記
抄
』
に
別
記
の
記
事
を
書
き
加
え
た
こ
と

も
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
痕
跡
が
錯
簡
や
異
例
日
付
表
記
と
な
っ
て
表
わ
れ
て

い
る
。

　

錯
簡
が
見
ら
れ
る
の
は
、
巻
九
の
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
十
一
月
の
条
で
、

十 

一
月
六
日
、
癸
巳
、
可
レ

行
二

大
嘗
会
一

之
状
宣
命
使
奉
レ

遣
二

伊
勢
一、

大（
師
輔
）将

行
レ

之
、
大
神
宮
依
二

正
殿
傾
一、
造
二

借
殿
一

暫
可
レ

奉
レ

遷
事
、
付
二
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と
し
て
、
同
じ
日
付
が
二
つ
あ
り
、
空
中
怪
異
の
こ
と
と
御
斎
会
内
論
義
の
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
の
仏
事
に
関
す
る
別
記
が
存
在
し
、
そ

こ
か
ら
の
記
事
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

仏
事
に
つ
い
て
は
、「
天
慶
十
年
（
天
暦
元
年
）」
冒
頭
に
「
殿（
忠
平
）御

修
善
・
祈

禱
等
不
レ

記
、
依
レ

在
二

別
記
一、」
と
あ
り
、
天
慶
九
年
正
月
十
日
条
に
「
有
二

御

修
善
事
一、
而
依
二

別
記
一

不
レ

記
、
後
々
不
レ

可
レ

記
、」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
忠

平
の
個
人
的
な
修
善
・
祈
禱
に
つ
い
て
の
別
記
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る（
18
）。

さ
ら
に
同
年
三
月
十
五
日
条
の
「
内
裏
御
修（
法
脱
ヵ
）始、
以
二

延
昌
律
師
一

為
二

阿

闍
梨
一、」
と
い
う
記
事
に
判
読
不
明
の
細
字
註
が
あ
り
、
大
日
本
古
記
録
（
存

疑
箇
所
部
分
写
真
⑭
部
分
）
は
「
藤
原
実
頼
私
記
ヵ
」
と
す
る
が
、
別
記
に
あ
っ

た
こ
と
の
注
記
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
天
皇
の
仏
事
に

つ
い
て
も
別
記
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
、
天
暦
元
年
正
月
十
四
日
条
の
二
つ
目

の
記
事
は
、
具
注
暦
記
を
書
写
す
る
際
に
別
記
に
あ
っ
た
内
論
義
の
記
事
を
加

え
た
と
理
解
で
き
る
。

　
『
貞
信
公
記
』
に
つ
い
て
は
判
断
材
料
が
乏
し
く
、
想
像
を
重
ね
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
も
し
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、『
貞
信
公
記
抄
』

は
原
具
注
暦
記
の
忠
平
の
記
載
を
書
写
し
た
も
の
で
、
そ
れ
と
は
別
に
そ
の
具

注
暦
記
と
並
行
し
て
書
か
れ
た
別
記
の
記
事
が
諸
儀
式
書
に
引
用
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
。
具
注
暦
記
と
別
記
の
関
係
を
明
確
に
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

少
な
く
と
も
別
記
の
形
態
が
部
類
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

　

ま
た
、
実
頼
は
書
写
す
る
に
あ
た
っ
て
、
部
分
的
に
は
別
記
か
ら
書
き
入
れ

「
底
本
ハ
此
處
改
行
セ
ル
モ
、
或
ハ
八
ハ
七
ノ
誤
ニ
テ
、
前
行
ニ
続
キ
、
六
日

條
ノ
中
ナ
ラ
ン
カ
」
と
い
う
傍
注
を
付
け
て
十
七
日
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た

六
日
条
の
記
事
と
も
解
釈
し
て
い
る
。
記
事
の
内
容
は
、
辰
日
（
十
七
日
甲
辰
）

に
天
皇
が
主
基
殿
で
の
儀
を
終
え
て
豊
楽
殿
に
移
動
す
る
際
に
（『
儀
式
』
四
の

記
載
通
り
に
）
本
宮
に
一
度
戻
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
十
七
日
に

尋
ね
ら
れ
た
こ
と
を
十
八
日
に
記
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

し
か
し
、
続
け
て
そ
れ
以
前
の
神
饌
供
奉
を
奉
仕
す
る
采
女
へ
の
叙
位
や
伊

勢
大
神
宮
正
殿
の
造
替
を
検
討
す
る
記
事
が
あ
る
こ
と
は
不
可
解
で
あ
る
。
何

よ
り
、
十
七
日
条
の
中
使
（
天
皇
か
ら
の
使
）
と
し
て
来
た
橘
公
輔
か
ら
尋
ね

ら
れ
た
忌
部
が
神
璽
の
鏡
剣
を
奉
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
記
事
と
は
違
い
、
誰

と
の
や
り
と
り
な
の
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
十
六
日
（
癸
卯
）
条
は

「
大
嘗
祭
、」
と
あ
る
だ
け
で
、
詳
し
い
記
事
が
別
記
ま
た
は
裏
書
に
あ
っ
た
可

能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
付
随
し
て
記
さ
れ
て
い
た
一
連
の
問
題
点
が

混
入
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

抄
出
者
（
ま
た
は
書
写
人
）
を
混
乱
さ
せ
る
ほ
ど
の
記
事
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

異
例
日
付
表
記
は
巻
十
の
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
正
月
十
四
日
条
で
、

十
四
日
、
空
中
有
レ

声
如
二

雷
鳴
一、
或
人
云
、
天
智
天
皇
山
陵
鳴
也
、
又
云
、

非
二

山
陵
鳴
一、

十
四
日
、
今
日
内
論
義
、
僧
依
二

御
物
忌
一

不
レ

召
二

御
前
一、
於
二

南
殿
西
一

行
、
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忠
平
の
年
譜
的
な
注
記
を
付
け
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
延
喜
七
年
が

『
貞
信
公
記
』
の
起
筆
で
あ
る
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
実
頼
が
書
写
す

る
段
階
で
は
、
こ
れ
が
始
ま
り
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
同
年
五
月
の
記
載
が
な
く
、
ま
た

延
長
年
間
ま
で
の
記
載
が
極
め
て
簡
略
だ
っ
た
こ
と
は
、
具
注
暦
に
記
さ
れ
る

日
記
の
原
初
形
態
を
示
し
、
そ
れ
以
降
に
記
載
を
多
く
し
て
い
っ
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
、
そ
の
間
に
、
具
注
暦
記
と
別
記
の
書
き
分
け
方
法
が
模
索
さ
れ
た

可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

具
注
暦
記
と
別
記
の
書
き
分
け
の
創
始
に
つ
い
て
は
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
筆
記
形
態
を
含
め
、
忠
平
の
『
貞
信
公
記
』
が
以

後
の
歴
史
に
与
え
た
大
き
さ
は
計
り
知
れ
な
い
。
彼
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
日
記

を
付
け
続
け
た
こ
と
で
、
日
記
を
付
け
る
と
い
う
行
為
は
役
所
の
仕
事
で
は
な

く
、
生
活
・
信
仰
と
一
体
に
な
り
、
そ
れ
を
子
孫
に
書
写
さ
せ
た
こ
と
で
、
私

日
記
も
公
的
な
意
味
を
持
っ
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
以

後
の
日
記
と
は
異
な
り
、『
貞
信
公
記
』
に
先
行
す
る
私
日
記
の
引
用
・
指
摘

が
一
切
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
何
よ
り
も
歴
史
の
転
換
を
象
徴
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
忠
平
は
、
貴
族
が
日
常
の
行
為
と
し
て
日
記
を
付
け
、
そ
れ
を
社

会
的
に
保
存
・
活
用
す
る
と
い
う
「
古
記
録
文
化
」
を
形
成
さ
せ
た
最
大
の
功

績
者
で
あ
っ
た
。

た
り
、
省
略
を
加
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
改
編
に
は
原
則
的
に
「
私
記
」
を

付
し
て
明
示
し
て
お
り
、
そ
の
範
囲
は
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、『
貞
信
公
記
抄
』
の
記
載
が
年
代
を
追
っ
て
詳
し
く

な
っ
て
い
く
の
は
、
基
本
的
に
は
忠
平
が
日
記
を
付
け
る
こ
と
に
慣
れ
て
具
注

暦
記
へ
の
記
載
を
詳
し
く
し
て
い
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
貞
信
公
記
抄
』
第
一
巻
（
内
題
は
「
貞
信
公
御
記
抄
」）
の
冒
頭
に
あ
る
年

紀
「
延
喜
七
年
」
に
割
注
で
、

私
記
、
昌
泰
三
年
正
月
任
二

参
議
一、二
月
停
任
、
是
依
二

法（
宇
多
）皇
命
一

譲
二

清（
藤
原
）経

朝
臣
一

云
々
、
延
喜
八
年
正
月
十
三
日
又
任
二

参
議
一、

と
実
頼
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
忠
平
は
昌
泰
三
年
（
九
〇
〇
）
二
十
一
歳
で

参
議
と
な
る
も
、
宇
多
法
皇
の
命
に
よ
り
そ
の
地
位
を
叔
父
清
経
に
譲
り
、
自

ら
は
右
大
弁
と
な
っ
て
太
政
官
の
事
務
に
携
わ
っ
た
。
参
議
に
還
任
し
た
の
は
、

兄
時
平
が
没
す
る
直
前
（
前
年
）
の
延
喜
八
年
（
九
〇
八
）
で
あ
る
こ
と
は
、

兄
弟
間
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
兄
仲
平
を
越
え
て

権
中
納
言
に
昇
進
し
、
大
納
言
を
経
て
、
同
十
三
年
に
右
大
臣
源
光
が
薨
去
し

た
こ
と
で
、
右
大
臣
と
な
っ
て
廟
堂
の
首
班
と
な
る
が
、
延
長
二
年
（
九
二
四
）

ま
で
十
年
近
く
右
大
臣
に
据
え
置
か
れ
た
こ
と
は
、
醍
醐
天
皇
と
の
関
係
も
良

好
で
な
か
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る（

19
）。

こ
の
よ
う
な
複
雑
な
昇
進
を
辿
っ
た
忠

平
の
日
記
が
、
議
政
官
に
復
帰
す
る
前
年
か
ら
残
さ
れ
、
そ
の
冒
頭
に
実
頼
が
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失
わ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
八
月
十
八
日
条
に
、

関（
藤
原
頼
通
）

白
使
二

大
工
頭
輔（
藤
原
）尹一

被
レ

令（
命
ヵ
）云

、［
中
略
］
唯
鹿
嶋
等
例
未
レ

能
二

尋
得
一

許
也
、
有
二

故（
藤
原
実
頼
）

小
野
宮
例
文
一

歟
、
可
二

写
送
一

者
、
令
レ

申
云
、
被（
彼
ヵ
）時

文
書

者
故（
藤
原
頼
忠
）

三
条
殿
悉
焼
亡
、
見
二

御
日
記
一

無
二

其
事
一、
件
御
日
記
大（
藤
原
公
任
）

納
言
為 

レ

合（
令
）二

部
類
一

切
寄
、
如
レ

此
之
間
漏
□
（
失
ヵ
）歟

、

と
あ
り
、
公
任
が
『
清
慎
公
記
』
の
部
類
を
作
る
際
に
切
り
刻
ん
で
散
逸
さ
せ

た
と
実
資
が
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
特
に
後
者
の
記
事
が
重
視
さ
れ
、

『
清
慎
公
記
』
も
後
人
に
よ
っ
て
部
類
が
編
纂
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
て
き
た（

20
）。

と
こ
ろ
が
前
者
の
記
事
を
読
め
ば
、
実
資
が
公
任
に
貸
し
て
い
た
の
は
「
季
御

読
経
巻
」
で
あ
り
、
ま
た
『
同
』
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
八
月
十
四
日
条
に

も
「
天
暦
九
年
正
月
御
八
講
故
殿
御
記
」
と
あ
り
、
公
任
が
作
成
す
る
以
前
に

部
類
形
式
の
『
清
慎
公
記
』
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
実
資
は
晩
年

に
至
る
ま
で
事
あ
る
ご
と
に
『
清
慎
公
記
』
を
参
照
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容

の
詳
し
さ
と
検
索
の
正
確
さ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
部
類
形
式
の
『
清
慎
公

記
』
を
所
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
編
纂
（
類
聚
）
さ
れ
た
部
類
記

と
す
る
従
来
の
見
解
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
公
任
以
前
に

部
類
形
式
に
編
纂
さ
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、

実
頼
自
身
が
具
注
暦
記
と
並
行
し
て
付
け
て
い
た
部
類
形
式
の
別
記
だ
っ
た
と

い
う
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う（

21
）。

四
　『
清
慎
公
記
』
と
『
延
喜
天
暦
御
記
抄
』

―
―
部
類
形
式
の
日
記
と
そ
の
活
用

　

藤
原
忠
平
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
古
記
録
文
化
」
は
、
そ
れ
以
降
、
い
か

な
る
展
開
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
子
息
た
ち
の
日
記
を
中
心
に
、
そ
れ
ら
の

存
在
形
態
に
留
意
し
な
が
ら
検
証
し
て
い
き
た
い
。

　

忠
平
の
長
男
で
あ
る
実
頼
（
九
〇
〇
～
九
七
〇
）
の
日
記
『
清
慎
公
記
（
水

心
記
）』
は
逸
文
し
か
な
く
、そ
の
原
形
に
辿
り
着
く
の
は
難
し
い
。
そ
の
中
で
、

実
頼
の
孫
（
三
男
斉
敏
の
息
）
で
養
子
で
も
あ
る
実
資
の
『
小
右
記
』
に
引
か

れ
た
次
の
二
つ
の
記
事
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
『
小
右
記
』
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
四
月
十
三
日
条
に
、

左
衛
門
督
教（
藤
原
）通

、
家
焼
亡
者
、
大
納（
言
脱
）公（
藤
原
）任同
宿
、［
中
略
］
大
納
言
云
、
一

物
不
二

取
出
一、［
中
略
］
昨
日
故（
『
清
慎
公
記
』
）

殿
御
日
記
季
御
読
経
巻
依
二

大
納
言
御
消

息
一

奉
レ

送
レ

云（
之
）、
問
二

案
内
一、
不
二

取
出
一、
太
口
惜
々
々
、
又
年
中
行
事
葉

子
二
帖
・
韵
抄
二
帖
同
以
焼
亡
、
至
二

葉
子
等
一

不
二

敢
惜
一、
只
故
殿
御
記

嘆
思
々
々
、

と
あ
り
、
藤
原
公
任
（
実
頼
の
次
男
忠
頼
の
息
）
が
住
ん
で
い
た
藤
原
教
通
邸

の
焼
亡
に
よ
り
、
前
日
に
貸
し
て
い
た
『
清
慎
公
記
』
の
「
季
御
読
経
巻
」
が
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依
レ

多
二

巻
数
一、
不
レ

見
二

本

御
記
一、
只
見
二

部
類
抄
一

也
、

村
上
御
記
、
諒
闇
時
幷
康
保
四
年
無
二

御
論
義
一、
諒
闇
不 

レ

可
二

准
的
一、四
年
是
有
二

凶
事
一、
又
不
レ

可
レ

為
レ

例
、
即
奏
二

事
由
一、

と
あ
り
、
神
祇
官
斎
院
に
火
災
が
あ
っ
た
こ
と
で
御
読
経
の
御
前
で
の
論
義
を

中
止
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
先
例
を
調
べ
る
た
め
に
、
一
条
天
皇
の
仰
に

よ
っ
て
鍵
を
給
わ
っ
て
御
厨
子
所
の
『
延
喜
御
記
抄
（
醍
醐
天
皇
御
記
）』
と

『
村
上
御
記
』
を
見
て
報
告
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は

『
延
喜
御
記
抄
』
に
つ
い
て
割
注
に
「
巻
数
が
多
い
の
で
、
本
御
記
を
見
ず
に
、

た
だ
部
類
抄
だ
け
見
た
」
と
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
よ
り
『
醍
醐
天
皇
御
記
』

に
は
「
本
御
記
」（
自
筆
本
か
）
と
「
部
類
抄
」
の
二
種
類
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
行
成
は
、
そ
の
両
方
を
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
認
識
し
な
が
ら
、
ま

ず
「
部
類
抄
」
だ
け
を
参
照
し
て
報
告
し
た
の
で
あ
る
。「
抄
」
が
編
纂
・
抄

出
・
書
写
の
い
ず
れ
を
意
味
す
る
か
不
明
だ
が
、
村
上
天
皇
の
親
撰
で
忠
平
の

五
男
（
四
男
と
も
）
師
尹
が
注
を
付
け
た
と
さ
れ
る
『
清
凉
記
』
に
「
延
喜
七

年
九
月
十
一
日
御
記
抄
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
醍
醐
天
皇
御
記
』

の
「
部
類
抄
」
は
村
上
天
皇
な
い
し
は
そ
の
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る（

23
）。

　

そ
れ
に
対
し
て
『
村
上
天
皇
御
記
』
に
つ
い
て
、
行
成
は
何
の
コ
メ
ン
ト
も

加
え
て
い
な
い
。『
権
記
』
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
三
月
二
日
条
に
「
参
内
、

令
レ

御
二

覧
村
上
御
記
抄
土
代
一、」
と
あ
る
よ
う
に
、「
村
上
御
記
抄
」
の
土
代

（
草
稿
）
を
行
成
が
作
成
し
て
一
条
天
皇
の
御
覧
に
供
し
て
い
る
か
ら
、
先
の

　

同
時
代
の
部
類
形
式
の
日
記
と
し
て
、『
延
喜
天
暦
御
記
抄
』
が
あ
る
。『
醍

醐
天
皇
御
記
』
と
『
村
上
天
皇
御
記
』
を
類
聚
し
た
も
の
で
、
現
存
す
る
の
は

仏
事
関
係
の
記
事
を
集
め
た
一
巻
で
あ
る
が
、
逸
文
な
ど
か
ら
も
と
は
五
十
巻

で
、
第
一
巻
か
ら
第
十
五
巻
が
「
年
中
行
事
」、
他
が
「
臨
時
」
で
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る（

22
）。

そ
の
初
見
は
『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
二

月
八
日
条
に
「
送
二

消
息
於
民（
源
経
信
）

部
卿
許
一、二
代
御
記
抄
第
二
帳
（
帙
ヵ
）十
巻
所
二

示
送
一

也
、」
と
あ
る
記
事
で
、
二
代
の
天
皇
の
『
御
記
』
を
ま
と
め
た
の
は
院
政
期

に
下
る
可
能
性
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、『
宇
多
天
皇
御
記
』
で
試
み
ら
れ
な

か
っ
た
類
聚
と
い
う
作
業
が
『
醍
醐
天
皇
御
記
』
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

ち
ょ
う
ど
忠
平
の
時
代
、
ま
た
は
そ
の
子
息
た
ち
の
時
代
に
日
記
に
対
す
る
意

識
が
変
化
し
、『
御
記
』
も
「
古
記
録
文
化
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を

象
徴
し
て
い
る
。

　

残
念
な
が
ら
こ
の
二
代
の
『
御
記
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
形
態
を
復
元
で
き

ず
、
具
注
暦
記
の
他
に
別
記
が
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
も
得
ら
れ
な
い
。
し
か
し

『
醍
醐
天
皇
御
記
』
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
早
い
段
階
で
部
類
形
式
の
も
の
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
権
記
』
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
三
月
廿
八

日
条
に
、

仰
云
、
今
日
可
レ

有
二

御
論
義
一

例
也
、
而
神
祇
官
斎
院
火
災
、
非
常
之
事
也
、

如
レ

此
之
間
為
二

之
如
何
一、
抑
可
レ

検
二

御
記
一、
即
依
レ

仰
給
二

御
厨
子
鎰
一、

開
二

御
厨
子
一、
見
二

延
喜
御
記
抄
一、
或論
義
事
、年

注
二

論
義
一、
或
年
不
レ

注
二

其
由
一、　
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り
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る（

24
）。

諸
説
に
違
い
は
あ
る

も
の
の
、
そ
の
日
記
名
が
「
九
条
殿
御
暦
記
」「
九
条
暦
記
」
に
由
来
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
具
注
暦
に
す
べ
て
記
載
し
て
い
た
「
原
九
暦
」
が
あ
っ
た
と
い

う
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
抄
出
し
た
『
九
暦
抄
』
と
「
別
記
」
が
作

ら
れ
、
後
者
の
集
成
と
し
て
「
部
類
」
な
い
し
は
「
年
中
行
事
」
を
整
理
す
る

途
中
の
未
定
稿
本
が
『
九
条
殿
記
』
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、『
九
条
殿
遺
誡
』
で
具
注
暦
記
と
別
記
を
書
く
よ
う
に
子
孫
に
対

し
て
誡
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
師
輔
自
身
が
そ
れ
を
実
践
し
て
い
た
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
自
ず
と
違
っ
た
結
論
が
見
え
て
く

る
。
つ
ま
り
、
先
の
『
貞
信
公
記
抄
』
と
同
様
に
『
九
暦
抄
』
が
師
輔
の
具
注

暦
記
を
写
し
た
も
の
で
あ
り
、『
九
条
殿
記
』
は
別
記
の
実
例
を
伝
え
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

　
『
九
条
殿
記
』
に
は
と
も
に
九
条
家
旧
蔵
の
天
理
本
（
天
理
図
書
館
蔵
本
）

『
九
条
殿
御
記（

25
）』

と
書
陵
部
本
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
）『
九
条
殿
記（

26
）』

と
が
あ
り
、

天
理
本
は
、

第
一
巻
…
中
宮
大
饗
〈
本
文
欠
〉・
東
宮
大
饗
・
大
臣
大
饗

第
二
巻
…
五
月
節
・
駒
牽
・
菊
花
宴
・
殿
上
菊
合

第
三
巻
… 

奏
成
選
短
冊
事
・
擬
階
奏
事
・
灌
仏
〈
巻
頭
目
録
に
な
い
〉・

奏
御
暦
事
・
御
体
御
卜
・
大
祓
事
・
荷
前
事

先
例
調
査
の
際
に
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
行
成
が
『
村
上
天
皇

御
記
』
す
べ
て
を
見
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
が
、
非
常
に
短
時
間
で
調
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
部
類
形
式
の
別
記
（
自
筆
本
）
が
あ
り
、
そ
れ
を
参
照
し
た

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
同
時
代
の
『
外
記
日
記
』
も

部
類
形
式
で
書
か
れ
て
保
存
・
活
用
さ
れ
て
い
た
。
忠
平
の
影
響
を
受
け
た
で

あ
ろ
う
し
、
村
上
天
皇
自
身
が
『
御
記
』
を
部
類
形
式
で
残
す
必
要
性
を
感
じ

て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
自
ら
の
日
記
に
部
類
形
式
の
別
記
を
付
け
る
方
法
も

採
用
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　
『
清
慎
公
記
』
と
『
村
上
天
皇
御
記
』
に
つ
い
て
は
確
実
な
史
料
が
な
く
想

像
の
範
囲
で
あ
る
が
、
時
代
情
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
具
注
暦
記
と
並
行
し
て
部

類
形
式
の
別
記
を
付
け
、
そ
の
う
ち
の
後
者
の
方
が
よ
り
多
く
活
用
さ
れ
て
い

た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
『
清
慎
公
記
』
に
つ
い
て
は
、

実
頼
が
父
の
『
貞
信
公
記
』
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
弟
師
輔
の
『
九

暦
』
に
も
同
様
の
形
態
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
可
能
性
が
高
い
。
次

に
『
九
暦
』
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
検
証
し
た
い
。

五
　『
九
暦
』

―
具
注
暦
記
と
し
て
の『
九
暦
抄
』と
別
記
と
し
て
の『
九
条
殿
記
』

　

忠
平
の
次
男
で
あ
る
師
輔
の
日
記
『
九
暦
』（
大
日
本
古
記
録
）
に
つ
い
て
は
、

『
九
暦
抄
』
と
い
う
日
次
記
と
『
九
条
殿
記
』
と
い
う
部
類
形
式
の
も
の
が
あ
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七
年
の
正
月
四
日
条
）
と
「
暦
記
」（
天
暦
七
年
正
月
四
日
・
五
日
条
）
と
し
て
三

箇
所
ず
つ
、
い
ず
れ
も
割
書
ま
た
は
傍
書
で
補
足
的
な
注
記
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
年
の
『
九
暦
抄
』
が
な
く
比
較
で
き
な
い
が
、
師
輔
が
具
注
暦
に
記
し
て
い

た
内
容
を
指
す
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
問
題
と
さ
れ
て
き
た
天
理

本
第
二
巻
の
「
五
月
節
」
の
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
三
月
七
日
条
に
「
此
記
可
三

重
書
二

入
年
中
行
事
一、」
と
の
傍
書
が
あ
り
、
同
条
と
五
月
五
日
条
の
間
に
「
以

上
可
二

改
書
一、」「
二（
可
ヵ
）レ

入
二

年
行
事
一、」
の
二
行
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
両
方
と

も
本
文
で
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
具
注
暦
記
に
記
さ
れ
て
い
た
字
句
で
、
別0

記
の
0

0

「
年
中
行
事
」
に
改
め
て
書
く
と
い
う
注
記
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で

き
る
。
あ
る
い
は
後
半
の
五
月
五
日
条
は
「
二
」
と
し
て
あ
っ
た
の
を
「
年
中

行
事
」
に
入
れ
、
前
半
は
書
き
直
す
べ
き
と
注
記
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
年
の
「
五
月
節
」
の
記
述
は
一
万
字
を
超
え
る
長
大
な
も

の
で
、
自
ら
の
具
注
暦
記
や
諸
史
料
を
参
考
に
し
な
が
ら
時
間
を
か
け
て
ま
と

め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
だ
け
の
長
文
は
、
具
注
暦
の
裏
書
に
書
く
と
し
て

も
一
巻
（
半
年
分
）
の
半
分
以
上
を
必
要
と
し
た
は
ず
で
、
実
用
性
に
も
欠
け

る
。
具
注
暦
記
で
は
な
く
別
記
と
し
て
普
通
の
紙
に
記
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な

い
で
あ
ろ
う（

27
）。

　
『
九
暦
抄
』
は
七
年
分
し
か
現
存
し
な
い
が
、
具
注
暦
記
の
筆
記
形
態
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。
記
載
の
特
色
と
し
て
『
貞
信
公
記
抄
』
と
同
様
に
目
録
的

な
記
事
と
普
通
の
日
記
風
な
記
事
と
の
混
在
を
指
摘
で
き
る
。
天
暦
二
年

（
九
四
八
）
正
月
五
日
条
は
比
較
的
長
く
書
か
れ
た
右
大
臣
師
輔
自
身
の
大
饗

書
陵
部
本
は
、

第
一
巻
…
飛
駅
事
・
開
関
事
・
飛
駅
式

第
二
巻
…
中
宮
遷
御
・
前
后
追
復
本
号

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
十
九
項
目
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
し
て
天
理
本
に
は
第
一
巻
に
「
九
条
殿
御
記
部
類　

年
中
行
事
二
」
と
い
う
外
題
、

第
三
巻
に
「
九
条
殿
御
記
年
中
行
事
」
と
い
う
外
題
と
「
年
中
行
事
」
と
い
う

墨
書
題
の
横
に
「
此
外
題
云
、
九
条
殿
別
記
ト

有
レ

之
、
是
師
輔
公
乎
、」
と
い

う
九
条
兼
孝
（
一
五
五
三
～
一
六
三
六
）
に
よ
る
書
き
入
れ
が
あ
り
、
書
陵
部

本
の
第
一
巻
に
は
、
表
紙
外
題
に
「
九
条
殿
記
」、
表
紙
見
返
し
に
「
臨
時
」

と
あ
る
。
近
世
の
書
き
入
れ
で
は
あ
る
が
「
別
記
」
と
呼
ば
れ
、「
年
中
行
事
」

と
「
臨
時
」
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
ら
の
成
立
時
期
は
不
明
で
、「
原
九
暦
」
か
ら
の
編
集
と
す
る
見
解
を

覆
す
ほ
ど
の
確
証
は
な
い
が
、
記
事
内
容
や
引
用
さ
れ
た
書
物
や
先
例
は
師
輔

の
時
代
に
存
在
し
た
も
の
ば
か
り
で
、
ほ
ぼ
全
文
が
師
輔
に
よ
る
も
の
と
見
て

大
過
な
い
。
し
か
も
天
理
本
第
二
巻
の
途
中
に
「
私
記
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ

と
は
、
そ
の
記
載
に
師
輔
自
身
が
責
任
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
九
暦
抄
』
と
の
関
係
で
あ
る
。『
九
条
殿
記
』

天
理
本
第
一
巻
の
「
大
臣
家
大
饗
」
に
「
暦
云
」（
天
慶
元
年
・
同
四
年
・
天
暦
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「
○
○
事
」
と
い
う
記
事
が
多
く
、
そ
れ
に
対
応
す
る
別
記
と
見
ら
れ
る
記
事

が
『
九
条
殿
記
』
や
儀
式
書
に
引
用
さ
れ
た
逸
文
に
あ
る
こ
と
も
、
師
輔
の
日

記
の
付
け
方
と
し
て
説
明
で
き
る
。
例
え
ば
『
九
暦
抄
』
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）

正
月
十
一
日
条
の
「
左
大
臣
家
大
饗
事
、」
と
翌
十
二
日
条
の
「
家
大
饗
事
、

有
レ

儀
、」
に
つ
い
て
『
九
条
殿
記
』
に
詳
し
い
記
事
が
あ
り
、
十
四
日
条
に
つ

い
て
は
『
九
暦
抄
』
の
「
御
斎
会
了
参
二

八
省
一、」
の
七
字
を
除
い
た
同
文
が

『
九
条
殿
記
』
に
あ
る
。
特
に
『
九
暦
抄
』
で
単
に
「
○
○
事
」
と
あ
っ
て

「
儀
」「
有
レ

儀
、」「
有
二

子
細
一、」
な
ど
と
注
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
師
輔
自

身
が
部
類
形
式
の
別
記
を
作
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
、

こ
れ
を
頼
り
に
別
記
（『
九
条
殿
記
』）
の
全
体
像
を
復
元
で
き
る
と
思
わ
れ
る（

28
）。

　

師
輔
は
天
徳
四
年
五
月
二
日
に
出
家
（
臨
終
出
家
）
し
て
四
日
に
薨
じ
て
い

る
が
、『
九
暦
抄
』
は
同
年
四
月
三
日
条
、『
九
条
殿
記
』
は
同
年
正
月
十
一

日
・
十
二
日
・
十
四
日
の
大
饗
記
事
ま
で
あ
り
、
自
分
で
日
記
を
ま
と
め
な
お

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
『
九
暦
抄
』
で
は
、

最
後
に
「［　
　

］
日
後
出
家
、
法　名

、

」
と
い
う
後
人
の
書
き
込
み
が
認
め
ら
れ
る

も
の
の
、
大
体
に
お
い
て
具
注
暦
記
の
記
載
を
写
し
取
り
、『
九
条
殿
記
』
に

つ
い
て
も
検
討
の
余
地
は
あ
る
が
、「
未
定
稿
」
の
部
類
記
で
は
な
く
、
師
輔

の
別
記
を
そ
の
ま
ま
書
写
し
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
九
暦
抄
』
に
つ
い
て
は
『
貞
信
公
記
抄
』
と
同
じ
く
「
抄
」
と
あ
る
こ
と

が
疑
問
視
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
抄
」
に
は
「
写
し
取
る
」
と
い
う
意

味
も
あ
る
し
、『
貞
信
公
記
抄
』
の
書
写
方
法
が
特
別
な
記
事
に
の
み
干
支
・

記
事
で
あ
る
。『
九
条
殿
記
』
天
理
本
第
一
巻
の
「
大
臣
家
大
饗
」
の
同
記
事

と
比
較
す
る
と
、『
九
条
殿
記
』
の
方
が
若
干
詳
し
い
程
度
で
は
あ
る
が
、
前

半
部
分
に
編
年
の
順
番
の
乱
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
同
じ
く
師
輔
の
大
饗
記
事
で

あ
る
同
三
年
正
月
十
二
日
条
に
至
っ
て
は
、『
九
条
殿
記
』
の
方
に
省
略
が
認

め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
当
該
記
事
の
よ
う
な
特
に
重
要
な
儀
式
に
つ
い
て
は
具
注

暦
記
（『
九
暦
抄
』）
と
別
記
（『
九
条
殿
記
』）
の
両
方
に
書
く
と
い
う
意
識
が
働

い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

師
輔
が
年
中
行
事
に
つ
い
て
別
記
を
付
け
て
い
た
こ
と
は
、『
九
暦
』
逸
文

（『
西
宮
記
』
巻
四
・
七
月
十
六
七
日
相
撲
召
仰
の
勘
物
所
引
） 

天
暦
十
年
八
月
十
八

日
条
の
相
撲
記
事
や
『
九
暦
断
簡
』
同
四
年
八
月
十
日
条
の
釈
奠
記
事
に
「
具

由
在
二

別
記
一、」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、『
九
条
殿
御
記
』

第
二
巻
に
あ
る
「
天
慶
元
年
九
月
七
日
信
濃
駒
牽
日
記
」「
天
暦
五
年
十
月
五

日
菊
花
宴
記
」
や
第
三
巻
に
あ
る
「
天
暦
元
年
荷
前
雑
事
」
と
い
う
書
き
方
は

『
外
記
日
記
』
と
共
通
し
、
別
記
の
書
き
方
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
陽
明
文
庫
に
古
写
本
が
あ
る
『
九
暦
記
貞
信
公
教
命
』
は
、
父
忠
平
の

儀
式
に
関
す
る
言
葉
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
具
注
暦
記
と
は
別

に
父
の
言
動
を
ま
と
め
て
書
い
た
別
記
と
見
れ
ば
、
ま
さ
に
『
九
条
殿
遺
誡
』

に
あ
る
「
君
父
所
在
事
等
」
を
別
に
記
し
て
「
後
鑒
」
に
備
え
る
こ
と
を
師
輔

が
自
ら
実
践
し
て
い
た
証
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
九
暦
抄
』
と
『
九
条
殿
記
』
な
ど
が
具
注
暦
記
と
部
類
形
式

の
別
記
と
の
関
係
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、『
九
暦
抄
』
に
は
標
目
的
な
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五
月
十
一
日
か
ら
同
五
年
二
月
廿
四
日
ま
で
蔵
人
頭
を
勤
め
て
お
り
、
そ
の
間

の
承
平
二
年
正
月
四
日
の
忠
平
大
饗
記
事
か
ら
『
九
条
殿
記
』（
別
記
）
の
記

載
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
職
掌
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る（

30
）。

　

そ
し
て
、
実
頼
の
小
野
宮
流
で
は
養
子
（
実
孫
、
三
男
斉
敏
の
二
男
）
実
資
、

師
輔
の
九
条
流
で
は
曾
孫
（
伊
尹
の
孫
、
義
孝
の
長
男
）
行
成
が
出
て
、
と
も

に
長
期
間
に
わ
た
り
蔵
人
頭
を
勤
め
、
そ
の
時
代
か
ら
充
実
し
た
記
述
を
書
き

続
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
『
小
右
記
』『
権
記
』
を
残
し
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。

そ
れ
ら
の
記
載
は
同
時
代
に
お
け
る
藤
原
道
長
（
師
輔
の
孫
、
兼
家
の
四
男
ま
た

は
五
男
）
の
『
御
堂
関
白
記
』
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く
、
具
注
暦
へ

書
き
込
む
だ
け
で
は
足
り
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
日
々
の
記
録
を
ど
の
よ
う

に
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
自
ら
の
日
記
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
保
存
・
活
用
し

て
い
た
の
か
を
検
証
す
る
た
め
に
も
、
蔵
人
の
日
記
と
い
う
視
点
か
ら
「
古
記

録
文
化
」
の
展
開
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、

『
親
信
卿
記
』
で
あ
る
。

　

平
親
信
（
九
四
六
～
一
〇
一
七
）
の
日
記
『
親
信
卿
記
』
は
、
天
禄
三
年

（
九
七
二
）
三
月
か
ら
天
延
二
年
（
九
七
四
）
十
二
月
ま
で
の
三
年
間
分
（
四
巻
）

し
か
残
さ
れ
て
い
な
い（

31
）。

こ
れ
は
親
信
が
天
禄
三
年
正
月
廿
六
日
に
円
融
天
皇

の
六
位
蔵
人
と
な
り
天
延
三
年
正
月
七
日
に
そ
の
労
に
よ
り
従
五
位
下
に
叙
さ

れ
て
退
く
ま
で
の
期
間
に
限
ら
れ
る
も
の
で
、
同
じ
く
六
位
蔵
人
を
一
条
天
皇

の
も
と
で
勤
め
た
子
息
の
重
義
・
行
義
ら
の
た
め
に
、
散
位
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
か
ら
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
に
抄
出
・
編
集
さ
れ
、

暦
注
を
記
し
て
い
る
よ
う
に（

29
）、

記
主
の
記
載
が
あ
る
部
分
と
必
要
な
暦
注
の
み

を
抜
粋
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
は
日
記
に
名
称
を

付
け
る
時
に
な
っ
て
、
簡
略
な
記
述
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
抄
出
」
と
見
な
さ
れ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
『
貞
信
公
記
抄
』『
九
暦
抄
』
と
も
抜
粋
と
い
う
意
味
で
の
「
抄
出
」
で
あ
り
、

『
九
条
殿
記
』
が
部
類
形
式
で
あ
る
が
ゆ
え
に
後
世
の
編
纂
で
あ
る
と
い
う
先

入
観
を
棄
て
、
具
注
暦
記
と
別
記
と
の
書
き
分
け
を
総
合
的
に
検
証
し
直
す
必

要
が
あ
る
。

六
　『
親
信
卿
記
』
―
―
具
注
暦
記
と
別
記
を
統
合
す
る
試
み

　

先
に
平
安
貴
族
が
日
記
を
付
け
て
保
存
・
活
用
し
た
「
古
記
録
文
化
」
の
形

成
に
は
、
公
日
記
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
特
に
天
皇
に
直

接
奉
仕
す
る
蔵
人
が
付
け
て
い
た
『
殿
上
日
記
』
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
が
、

残
念
な
が
ら
逸
文
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
存
在
形
態
を
分
析
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
藤
原
忠
平
に
蔵
人
の
経
験
は
な
く
、
実
頼
も
醍
醐
天
皇
の

延
長
四
年
（
九
二
六
）
二
月
廿
五
日
か
ら
翌
々
年
正
月
七
日
ま
で
の
約
二
年
間

に
蔵
人
、
同
八
年
八
月
廿
五
日
か
ら
朱
雀
天
皇
の
承
平
元
年
（
九
三
一
）
三
月

十
二
日
ま
で
の
約
半
年
間
に
蔵
人
頭
を
勤
め
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
私
日
記
を

中
心
と
し
た
「
古
記
録
文
化
」
の
確
立
に
与
え
た
『
殿
上
日
記
』
の
影
響
力
を

過
大
評
価
し
て
は
い
け
な
い
。
し
か
し
、
師
輔
は
実
頼
の
跡
を
継
い
で
同
年
閏
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古記録文化の形成と展開

そ
れ
ら
の
「
凶
事
」
を
「
別
記
」
と
し
て
具
注
暦
記
と
別
に
普
通
の
紙
に
書
い

て
い
た
こ
と
は
十
分
に
想
像
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、
親
信
は
蔵
人
と
し
て
奉
仕
し
な
が
ら
、
先
例
や
式
文
（
蔵
人
式
な

ど
）
を
参
照
し
て
必
要
記
事
を
項
目
別
に
「
別
記
」
と
し
て
ま
と
め
て
い
た
の

で
あ
り
、
具
注
暦
記
と
複
数
の
「
別
記
」
に
別
々
に
書
か
れ
て
い
た
も
の
を
子

息
の
た
め
に
統
一
（
合
体
）
さ
せ
て
現
在
の
『
親
信
卿
記
』
の
形
態
に
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
際
、
必
ず
し
も
具
注
暦
記
の
記
載
が
優
先
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、
よ
り
詳
し
い
「
別
記
」
の
記
載
を
先
に
し
た
り
、
正
確
に
具
注
暦
記
に
組

み
込
め
な
か
っ
た
部
分
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
他
の
条
文
の
異
例
日
付
表
記
な
ど

の
不
備
も
こ
の
見
解
に
基
づ
い
て
十
分
説
明
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
『
親
信
卿

記
』
に
「
別
記
」
が
あ
っ
て
復
元
時
に
優
先
さ
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
な
さ

れ
て
き
た
が
、
あ
く
ま
で
「
一
旦
部
類
に
分
け
ら
れ
た
記
事
」
を
「
同
じ
日
に

か
け
て
復
元
し
た
操
作
の
跡
」
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
親
信
が
並
行

し
て
具
注
暦
記
と
部
類
形
式
の
別
記
を
付
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
自
身
に
よ
る

日
記
の
編
集
は
二
回
で
は
な
く
一
回
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
親
信
卿
記
』
に
は
各
条
文
に
項
目
名
を
注
記
し
た
首
書
標
目
（
首
付
）
が

付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
伝
来
過
程
を
考
慮
し
た
検
証
が
必
要
で
あ

る
。
唯
一
の
古
写
本
で
あ
る
陽
明
文
庫
本
の
う
ち
、
第
一
巻
と
第
四
巻
は
親
信

か
ら
数
え
て
五
代
目
と
な
る
信
範
（
範
国
の
曾
孫
）
の
写
本
で
、
第
一
巻
（
天

禄
三
年
）
の
奥
書
に
、
父
知
信
の
も
と
に
伝
来
し
た
折
紙
上
下
に
書
か
れ
て
い

た
正
本
が
保
安
元
年
（
一
一
二
〇
）
に
焼
失
し
た
た
め
、
実
親
（
範
国
の
弟
行
親

「
家
記
」
と
し
て
子
孫
に
相
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

32
）。

　

そ
の
存
在
形
態
は
特
異
で
、
同
じ
日
の
二
カ
条
以
上
の
記
事
（
日
付
の
記
事

と
「
同
日
」
の
記
事
）
を
合
わ
せ
た
条
文
が
合
計
二
十
三
例
（
二
十
八
箇
条
）
あ

り
、
し
か
も
通
常
省
略
さ
れ
て
い
る
干
支
が
後
の
記
事
に
加
え
ら
れ
て
い
る
場

合
が
あ
る
こ
と
、
同
一
内
容
の
記
事
が
日
付
に
か
ま
わ
ず
合
載
さ
れ
た
り
連
続

さ
れ
た
り
し
て
い
た
と
見
な
さ
れ
る
例
が
三
箇
所
あ
り
、
誤
入
（
七
箇
所
）・

重
複
（
六
箇
所
）
も
見
ら
れ
る
こ
と
、
追
記
や
関
連
す
る
儀
式
次
第
の
文
が
挿

入
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
日
次
記
」（
原
『
親
信
卿
記
』）
か
ら
部
類
記

が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
再
び
「
日
次
記
」
の
形
に
復
元
（
還
元
）
さ
れ
た
と

の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
統
一
し
て
記
載
し
て
い
た
「
日
次

記
」
を
部
類
化
し
、
も
う
一
度
「
日
次
記
」
に
戻
し
た
と
い
う
想
定
に
は
無
理

が
あ
り
、
先
に
考
察
し
た
『
九
暦
』
の
『
九
暦
抄
』
と
『
九
条
殿
記
』
と
の
関

係
と
同
様
に
、
具
注
暦
記
と
部
類
形
式
の
別
記
を
並
行
し
て
付
け
て
い
た
も
の

を
、
蔵
人
在
任
期
間
の
必
要
記
事
に
限
り
統
合
さ
せ
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

　
『
親
信
卿
記
』
の
中
で
「
別
記
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
天
禄
三
年
十

月
十
日
条
の
二
つ
目
の
記
事
「
同
日
」
条
の
割
注
に
「
着
二

御
錫
紵
一、
其
子
細

在
二

別
記
一、」
と
あ
る
も
の
が
唯
一
で
あ
る
が
、
そ
の
別
記
は
同
日
条
の
一
つ

目
の
記
事
「
十
日
、
有
二

故（

藤

原

伊

尹

）

太
政
大
臣
幷
源
兼
子
薨
奏
一

事
、」
と
い
う
式
次
第

や
倚
廬
の
図
を
書
い
た
部
分
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
61
―

2
②）

（（
（

）。『
親

信
卿
記
』
に
は
他
に
も
死
亡
や
薨
奏
・
錫
紵
・
葬
送
に
関
す
る
記
事
が
あ
り
、
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卿
記
』
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
緻
密
な
考
証
の
上
で
編
集
方
針
や

編
集
以
前
の
形
態
を
復
元
す
る
作
業
（
特
に
別
記
に
お
け
る
部
類
項
目
の
推
定
）

が
必
要
で
あ
る
が
、
生
前
に
複
雑
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
た
自
身
の
日
記
を
編

年
形
式
に
編
集
し
直
す
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
が
具
注
暦
記
と
別
記
の
全
記
事
を
統
合
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も

抄
本
（
略
本
）
な
の
か
も
問
題
と
し
て
残
る
。
た
だ
、
高
麗
船
の
到
来
に
つ
い

て
、
天
禄
三
年
十
月
七
日
条
に
「
件
二
箇
船
、
州
各
殊
、
年
号
不
同
、
有
二

公

家
定
一、
彼
日
記
・
雑
書
等
在
レ

別
、」
と
あ
り
、
天
延
二
年
閏
十
月
卅
日
条
に

「
高
麗
貨
物
使
雅
章
還
参
事
、
在
二

解
文
一、」
と
あ
る
こ
と
な
ど
は
（
68
①
②
）、

こ
こ
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
何
ら
か
の
記
事
の
存
在
を
想
像
さ
せ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
『
権
記
』
の
「
目
録
」
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

七
　『
権
記
』

　
　
―
―
具
注
暦
記
・
別
記
・
目
録
・
裏
書
の
書
き
分
け
と
統
合

　
『
権
記
』
に
つ
い
て
は
、
最
古
本
で
あ
る
鎌
倉
時
代
書
写
の
宮
内
庁
書
陵
部

蔵
伏
見
宮
本
『
行
成
卿
記
』
二
十
二
巻
（
増
補
史
料
大
成
本
と
史
料
纂
集
本
の
底

本
、
以
下
、
現
『
権
記
』
と
す
る
）
が
あ
り
、
藤
原
行
成
（
九
七
二
～
一
〇
二
七
）

が
二
十
歳
で
左
兵
衛
権
佐
で
あ
っ
た
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
か
ら
四
十
歳
で
権

中
納
言
で
あ
っ
た
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
ま
で
の
記
事
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
行
成
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
八
月
廿
九
日
か
ら
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）

八
月
廿
五
日
ま
で
一
条
天
皇
の
蔵
人
頭
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
前
の
日
記
は
断
片

の
曾
孫
）
の
も
と
に
伝
来
し
た
行
親
の
書
写
本
を
、
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）

に
忠
実
に
書
写
し
た
と
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
折
紙
と
い
う
簡
便
な
形
式
に
書
か
れ
た
「
正
本
」
が
親
信
に
よ
る

部
類
記
で
、
孫
の
行
親
の
時
ま
で
に
本
記
の
復
元
が
な
さ
れ
て
現
在
の
形
に

な
っ
た
と
の
推
測
が
な
さ
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
行
親
は
折
紙
の
形
式
を
巻

子
に
改
め
た
だ
け
で
内
容
に
変
更
を
加
え
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
現
『
親
信
卿

記
』
は
親
信
自
身
が
一
回
だ
け
の
編
集
を
し
た
形
式
を
伝
え
る
も
の
で
、
そ
れ

に
首
書
標
目
が
書
き
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
首
書
標
目
は
、
同
一
行

事
に
つ
い
て
異
な
る
項
目
名
が
付
け
ら
れ
（
天
禄
三
年
九
月
十
三
日
条
「
例
幣
」

と
天
延
二
年
九
月
十
一
日
条
「
八
省
行
幸
」〔
25
①
②
〕、
藤
原
伊
尹
薨
去
記
事
の
天

禄
三
年
十
一
月
二
日
条
「
行
免
物
詔
書
」
が
天
延
二
年
に
誤
っ
て
重
出
し
た
方
で

「
免
物
事
」〔
61
―

1
⑤
⑧
〕）、
本
文
内
容
を
正
確
に
伝
え
て
い
な
い
（
天
禄
三
年

六
月
十
一
日
条
〔
19
①
〕）
な
ど
の
例
が
散
見
さ
れ
、
さ
ら
に
朱
線
を
引
い
て

「
此
事
又
有
レ

下
如
何
、」（
天
禄
三
年
十
月
六
日
「
同
日
」
条
〔
61
―

2
②
〕）
と
頭

書
す
る
な
ど
、
親
信
に
よ
る
編
集
の
意
図
を
理
解
し
て
い
な
い
注
記
が
施
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
後
世
（
お
そ
ら
く
院
政
期
）
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
首
書
に
つ
い
て
は
、
諸
本
の
書
き
入
れ
を
検
証
し
、『
小
右
記
』

『
左
経
記
』
の
例
と
も
あ
わ
せ
て
日
記
（
古
記
録
）
の
利
用
と
い
う
視
点
か
ら

捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（

34
）。

　

以
上
、
平
親
信
も
具
注
暦
記
と
部
類
形
式
の
別
記
を
並
行
し
て
付
け
、
さ
ら

に
自
身
で
年
代
を
限
っ
て
統
合
し
た
も
の
を
作
り
、
そ
れ
が
現
存
す
る
『
親
信
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古記録文化の形成と展開

巻
に
よ
っ
て
程
度
の
差
が
あ
り
、
具
注
暦
記
の
原
形
を
伝
え
る
巻
が
含
ま
れ
る

も
の
の
、
基
本
的
に
は
具
注
暦
記
を
基
本
と
し
な
が
ら
部
分
的
に
別
記
を
挿
入

し
た
も
の
で
、
儀
式
書
・
部
類
記
な
ど
に
引
用
さ
れ
た
記
事
（
逸
文
）
は
も
と

も
と
部
類
形
式
で
あ
っ
た
別
記
の
文
章
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
具
注
暦
記
と
別
記
の
関
係
か
ら
見
て
い
く
。
最
も
留
意
す
べ
き
点
は
、

行
成
が
別
記
の
他
に
目
録
を
付
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
権
記
』
長

保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
八
月
四
日
条
に「
詣
二

右
（
藤
原
顕
光
）

府
一、
下
二

草
昧
勘
文
等
一、子
細

在
二

目
録
幷
別
記
一、」と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
、
寛
弘
三
年
七
月
三
日
条 

で
は
南
所
申
文
に
つ
い
て
「
参
内
、
左（
藤
原
道
長
）

大
臣
給
二

大
和
守
頼（
源
）親
所
レ

申
文
一、
子

細
在
二

目
録
一、」
と
あ
り
、
諸
道
勘
文
を
読
む
こ
と
に
つ
い
て
「
其
後
余
披
レ

文
、

対
二

御
前
一

端
レ

笏
読
申
、
先
読
二

記
（
紀
ヵ
）伝

一

□（
云
々
ヵ
）□、
次
第
在
二

別
記
一、」
と
あ
る
こ
と 

か
ら
、
両
者
が
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
目
録
に
は
文

書
（
宣
旨
・
奏
文
・
申
文
・
定
文
・
勘
文
、
勅
命
・
仰
詞
や
議
事
内
容
を
含
む
）
に

関
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
先
述
の
『
貞
信
公
記
抄
』
で
見
ら
れ
た
「
勅

語
」
を
記
し
た
別
記
の
系
統
と
も
、
蔵
人
が
作
成
し
て
い
た
奏
書
目
録
（
天
皇

に
奏
上
さ
れ
て
く
る
案
件
と
そ
の
決
裁
を
記
録
・
保
存
し
た
目
録
）
に
倣
っ
た
も
の

と
も
考
え
ら
れ
る（

36
）。

　

他
方
、
別
記
は
儀
式
に
関
す
る
次
第
が
中
心
で
あ
っ
た（

37
）。

単
に
「
在
レ

別
、」

な
ど
と
記
さ
れ
る
記
事
は
内
容
に
留
意
し
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
が（

38
）、

寛
弘

四
年
十
月
廿
八
日
条
に
「
参
内
、
弓
場
始
也
、
記
在
二

次
第
中
一、」
と
あ
る
「
次

第
」
と
は
別
記
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
具
注
暦
記
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

的
で
、
通
年
の
記
事
が
残
る
の
は
長
徳
四
年
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
寛
弘
八
年

は
天
皇
崩
御
の
年
で
あ
り
、
一
条
天
皇
朝
の
記
録
と
し
て
絶
対
的
な
価
値
が
あ

る
。
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
以
降
の
記
事
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
諸
書
に
引

用
さ
れ
た
逸
文
で
あ
る
。
ち
な
み
に
極
官
で
日
記
名
の
由
来
に
も
な
っ
た
権
大

納
言
と
な
っ
た
の
は
、
四
十
九
歳
の
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
で
あ
る
。

　

現
『
権
記
』（
伏
見
宮
本
）
の
う
ち
、
褾
紙
題
簽
に
「
略
記
」
と
あ
る
第
一
・

三
・
四
・
五
巻
（
長
徳
年
間
ま
で
）
と
、
も
っ
と
少
な
い
記
事
か
ら
な
る
第
十
三

巻
以
降
の
寛
弘
年
間
ま
で
は
「
略
本
」
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
寛
弘
四
年
九
月

九
日
条
の
「
参
内
、
菊
宴
也
、」
と
い
う
短
い
記
事
の
別
記
が
『
重
陽
菊
花
宴

記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伏
見
宮
本
）
の
記
事
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
同
七
年
七

月
十
四
日
条
に
見
え
る
「
別
記
」
が
『
西
宮
記
』（
前
田
家
巻
子
本
・
巻
四
、
前

田
家
大
永
鈔
本
・
恒
例
第
二
）
に
引
か
れ
た
同
月
十
三
・
十
四
日
条
に
相
当
す
る

よ
う
に
、
別
記
の
記
載
が
省
略
さ
れ
て
い
る
条
文
が
あ
る
一
方
で
、
異
例
日
付

表
記
が
認
め
ら
れ
る
同
六
年
五
月
一
日
条
や
同
七
年
六
月
四
日
条
で
は
長
文
で

も
「
別
記
」「
別
紙
」
の
内
容
が
引
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
複
雑
な
関
係
を
指

摘
し
、
そ
れ
ら
を
中
世
に
お
け
る
伝
来
過
程
の
問
題
に
も
求
め
る
べ
き
と
す
る

見
解
が
あ
る（

35
）。

日
記
（
古
記
録
）
の
伝
来
過
程
に
お
け
る
変
質
は
重
要
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
上
に
、
具
注
暦
記
と
部
類
形
式
の
別
記
の
両
方
を
残
す
筆
記
形
態

が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
し
た
上
で
、
記
主
行
成
に
よ
る
記
載
方
法
と

保
存
・
活
用
方
法
が
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

諸
本
の
調
査
を
し
て
い
な
い
段
階
で
の
仮
説
で
は
あ
る
が
、
現
『
権
記
』
は
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も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
付
が
抜
け
て
い
る
場
合
も
書
写
段
階
の
省
略
と
は

言
い
切
れ
ず
、
も
と
よ
り
記
載
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
巻
を

「
略
記
」
と
す
る
の
は
、
単
に
抄
出
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
具
注
暦
記
と

別
記
と
の
統
合
の
際
に
何
ら
か
の
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

増
補
史
料
大
成
本
の
「
権
記
補
遺
」
で
は
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
八
月
の

条
を
『
立
坊
部
類
記
』
か
ら
復
元
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
も
と
か
ら
「
臨
時
」

の
一
項
目
に
部
類
さ
れ
た
「
立
坊
」
の
別
記
の
記
載
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
別
記
」
と
の
注
記
が
な
く
と
も
儀
式
次
第
を
細
か
く
記
し
て
い
る
記
事

は
別
記
か
ら
の
挿
入
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
検
証
す
る
こ
と
で
、

部
類
形
式
の
別
記
に
ど
の
よ
う
な
項
目
が
あ
っ
た
か
を
あ
る
程
度
復
元
で
き
る
。

　

な
か
で
も
重
要
な
の
は
、『
親
信
卿
記
』
と
同
様
に
死
亡
や
薨
奏
・
錫
紵
・

葬
送
に
関
す
る
「
凶
事
」
を
ま
と
め
た
巻
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

『
権
記
』
寛
弘
五
年
五
月
廿
六
日
条
に
「
薨
奏
、
御
錫
紵
等
供
レ

之
云
々
、
記
在

レ

別
、
二（
媄
子
内
親
王
）

宮
御
葬
送
此
夜
也
、」
と
あ
り
、
同
六
年
八
月
十
四
日
条
に
「
参
内
、

申
剋
故（
具
平
親
王
）

中
務
卿
親
王
薨
奏
、
子
細
注
レ

別
、」
と
あ
り
、
同
七
年
十
一
月
十
日
条

に
「
参
内
、
行
二

薨
奏
等
事
一、
子
細
在
二

別
記
一、」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
ま
た
、
現
存
す
る
『
権
記
』
の
最
終
年
次
に
あ
た
る
寛
弘
八
年
の

巻
に
は
、
途
中
に
「
寛
弘
八
年
六
月
十
三
日
、
乙
卯
、」
と
年
月
日
を
示
す
条

が
あ
り
、
こ
れ
以
降
に
も
「
六
月
廿
八
日
」「
寛
弘
八
年
七
月
八
日
、
己
卯
」

「
寛
弘
八
年
七
月
廿
日
、
辛
卯
」「
寛
弘
八
年
八
月
二
日
、
癸
卯
」「
寛
弘
八
年

れ
る
「
裏
書
」
に
は
儀
式
の
供
奉
者
や
勘
引
し
た
書
物
の
内
容
な
ど
簡
単
な
書

き
足
し
や
補
足
的
な
備
忘
と
見
な
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
ほ
か
、
夢
な
ど
自
身
の

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
関
す
る
こ
と
が
多
く
、
別
記
・
目
録
と
の
書
き
分
け
の
跡
が

窺
え
る（

39
）。

　
『
権
記
』
の
別
記
も
『
九
暦
』
の
『
九
条
殿
記
』
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

と
想
像
さ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
写
本
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
け

れ
ど
も
、
現
存
す
る
『
権
記
』
に
も
同
一
日
付
が
二
つ
あ
る
異
例
日
付
表
記
が

あ
り
、
具
注
暦
記
に
別
記
を
書
き
入
れ
た
痕
跡
を
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
、

長
徳
四
年
（
九
九
八
）
九
月
廿
六
日
条
（
季
御
読
経
発
願
の
具
注
暦
記
と
別
記
）、

寛
弘
六
年
五
月
一
日
条
（
上
野
勅
旨
駒
牽
の
具
注
暦
と
別
記
で
、
二
つ
目
の
記
事

に
は
「
別
記
也
、」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
）、
同
八
年
十
二
月
廿
七
日
条
（
荷
前
の

具
注
暦
記
と
別
記
）
な
ど
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
左
大
臣
藤
原
道
長
の
大
饗
を
記
し
た
同
五
年
正
月
廿
五
日
条
に

「
此
日
子
細
注
二

付
大
饗
日
記
之
末
一、」
と
あ
る
こ
と
は
「
大
饗
」
と
い
う
項
目

の
も
と
で
別
記
を
付
け
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
や
は
り
部
類
形
式
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
大
饗
記
事
に
つ
い
て
は
、
正
暦
四
年

（
九
九
三
）
正
月
の
条
に
「
廿
三
日
、
壬
子
、
参
二

摂（
藤
原
道
隆
）

政
殿
一、
大
饗
也
、
無
二

音

楽
一、
依
二

主
忌
月
一

也
、」「
廿
四
日
、
癸
丑
、
参
二

左（
源
雅
信
）府一、
大
饗
也
、」「
廿
六
日
、

乙
卯
、
参
二

左（
右
ヵ
）（
源
重
信
）

府
一、
大
饗
也
、」「
廿
八
日
、
丁
巳
、
参
二

内
（
藤
原
道
兼
）
府
一、
大
饗
也
、」

と
あ
り
な
が
ら
、
別
記
か
ら
と
思
わ
れ
る
詳
細
な
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は

廿
八
日
条
の
み
で
あ
る
。
ま
た
長
徳
四
年
十
月
廿
日
条
の
よ
う
に
日
付
の
み
の

（
人
脱
ヵ
）（
藤
原
時
姫
）
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成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
先
に
『
親
信
卿
記
』
で
も
高
麗
船
の
到
来
に
関

す
る
日
記
（
報
告
書
）・
雑
書
・
解
文
な
ど
を
書
き
残
し
た
可
能
性
を
指
摘
し

た
が
、
そ
れ
も
「
目
録
」
的
な
形
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
蔵
人
経
験
者
に
よ
っ

て
前
代
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
古
記
録
文
化
」
の
進
展
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
「
目
録
」
が
単
な
る
目
次
で
は
な
く
日
次
記
的
な
体
裁
を
と
っ
て

い
た
と
す
れ
ば
、
中
世
に
見
ら
れ
る
具
注
暦
記
と
並
行
し
て
普
通
の
紙
に
付
け

ら
れ
た
「
日
次
記（

40
）」

の
源
流
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。「
目
録
」
に
つ
い
て

は
、
日
記
の
書
写
形
態
に
与
え
た
影
響
と
い
う
視
点
か
ら
も
検
討
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

八
　
統
合
版
の
作
成
者
―
―『
権
記
』長
保
二
年
正
月
廿
八
日
条
の
分
析

　

現
『
親
信
卿
記
』『
権
記
』
の
存
在
形
態
は
、
具
注
暦
記
と
別
記
の
統
合
作

業
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
親
信
卿
記
』
の
よ
う
に
年
次
が
限

ら
れ
た
り
、『
権
記
』
の
よ
う
に
巻
ご
と
に
精
粗
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
統
合

作
業
が
必
ず
し
も
記
主
の
死
後
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
子
孫
（
娘

婿
を
含
む
）
の
た
め
と
い
う
必
要
に
応
じ
て
、
あ
る
い
は
閑
職
に
あ
る
と
か
人

生
の
節
目
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
機
会
を
利
用
し
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
摂
関
期
の
日
記
に
つ
い
て
は
、『
権
記
』
の
よ
う
に
現
存
の

も
の
以
上
に
記
事
が
あ
っ
た
こ
と
が
逸
文
の
存
在
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
も
の
が

多
く
、
そ
の
起
筆
・
擱
筆
を
探
る
手
が
か
り
と
さ
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、

八
月
廿
七
日
、
戊
辰
」「
寛
弘
八
年
九
月
十
五
日
、
乙
酉
」「
寛
弘
八
年
十
月

十
六
日
、
乙
卯
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
条
天
皇
に
関
す
る
譲
位
・
出

家
・
崩
御
・
葬
送
な
ど
に
つ
い
て
は
死
亡
を
扱
っ
た
巻
の
別
記
が
か
な
り
の
部

分
を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
長
い
儀
式
次
第
が
書
か
れ
て
い
る
記
事
す
べ
て
が
別
記
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
寛
弘
四
年
二
月
廿
八
日
・
廿
九
日
条
の
道
長
に
よ
る
春
日
詣

の
記
事
は
「
裏
書
」
に
書
か
れ
て
い
た
と
注
記
さ
れ
て
お
り
、
重
要
な
行
事
で

長
文
を
要
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
別
記
に
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

対
照
的
に
同
年
の
同
じ
春
日
社
に
関
す
る
こ
と
で
も
春
日
祭
使
（
近
衛
府
使
）

の
出
立
儀
に
つ
い
て
は
、
十
一
月
八
日
条
に
「
参
二

左
（
藤
原
道
長
）
府
一、
参
内
、
又
詣
二

祭

使
一

事
、
別
記
、」
と
あ
る
よ
う
に
別
記
の
項
目
が
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
定
例

化
さ
れ
て
い
る
儀
式
に
つ
い
て
は
部
類
化
さ
れ
た
項
目
ご
と
の
別
記
の
紙
に
書

き
、
そ
こ
に
含
ま
れ
な
い
新
し
い
儀
式
は
裏
書
に
書
く
と
い
う
使
い
分
け
の
情

況
が
窺
え
る
。

　

で
は
、「
目
録
」
は
ど
の
よ
う
な
形
式
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
確
証
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
あ
え
て
現
『
権
記
』
の
記
載
か
ら
探
し
出
す
と
、
長
徳
四

年
七
月
十
三
日
条
に
（
具
注
暦
記
の
記
載
と
考
え
ら
れ
る
三
十
五
文
字
ほ
ど
の
記

事
に
続
い
て
）「
○
○
事
」
と
い
う
項
目
立
て
を
し
た
十
の
記
事
あ
り
、
そ
の

う
ち
の
八
条
に
詳
し
い
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
文
書
や
宣
旨
の
内
容

を
書
き
入
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
具
注
暦
記
と
は
別
の
普
通
の
紙
に

書
い
た
「
目
録
」
で
あ
り
、
目
次
と
文
書
の
用
例
集
を
兼
ね
備
え
た
別
巻
が
形
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き
な
い
が
、
顕
著
な
特
色
を
示
す
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
正
月
廿
八
日
条
を

取
り
上
げ
て
検
討
し
た
い
。

　
『
権
記
』
長
保
二
年
正
月
廿
八
日
条
は
、
彰
子
立
后
に
つ
い
て
宣
命
を
下
す

日
時
を
勘
申
さ
せ
る
「
立
后
兼
宣
旨
」
が
出
さ
れ
た
、
い
わ
ば
一
条
天
皇
か
ら

正
式
に
ゴ
ー
サ
イ
ン
が
出
た
日
の
記
事
で
、
そ
の
事
実
と
と
も
に
、
蔵
人
頭
で

あ
っ
た
行
成
が
藤
原
道
長
の
意
を
受
け
、
前
年
十
二
月
一
日
の
昌
子
内
親
王
崩

御
以
来
（「
此
事
去
冬
之
末
、
太
后
崩
給
以
来
」）、
一
条
天
皇
を
説
得
し
て
き
た

苦
労
を
述
懐
し
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
そ
の
文
章
は
五
百
字
程

度
で
あ
る
が
、『
冊
命
皇
后
式
』
所
収
逸
文
と
現
『
権
記
』
の
該
当
部
分
と
の

間
に
二
十
箇
所
以
上
の
文
章
・
文
字
の
異
同
が
あ
る（

42
）。

　

最
も
わ
か
り
や
す
い
箇
所
は
、『
冊
命
皇
后
式
』
所
収
逸
文
で
は
述
懐
に
入

る
直
前
「
然
而
申
下

自
レ

院
（
東
三
条
院
）被二
伝
仰
一

可
レ

有
二

便
宜
一

之
由
上、」
と
「
上
（
一
条
天
皇
）
諾
レ

之
、」

の
間
に
あ
る
割
注
「
先
々
伝
レ

事
之
人
或
有
レ

失
、
百
之
輩
如
レ

此
、
大
事
々
定

之
後
、
無
二

相
談（
誤
ヵ
）之
事
一、
未
レ

定
之
旨（
間
ヵ
）、
若
有
二

依
違
一

之
時
、
非
二

唯
当
時
喧
華（
嘩
ヵ
）一、

如
レ

招
二

後
代
誹
謗
一、
仍
為
レ

救
二

其
難
一

所
レ

申
也
、」
が
、
現
『
権
記
』
に
は
な

い
こ
と
で
あ
る
（『
大
』
七
二
五
頁
十
・
十
一
行
／
『
纂
』
一
七
九
頁
八
行
）。
先
日

の
出
来
事
と
し
て
、
兼
宣
旨
を
出
す
こ
と
を
道
長
に
伝
え
る
よ
う
一
条
天
皇
か

ら
命
じ
ら
れ
た
際
に
、
行
成
が
東
三
条
院
藤
原
詮
子
（
一
条
天
皇
の
母
、
道
長

の
姉
）
か
ら
の
方
が
よ
い
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
後
代
の
誹
謗
」
を
受

け
な
い
た
め
と
の
想
い
か
ら
言
っ
た
と
書
き
加
え
た
部
分
で
あ
る
。
単
な
る
割

注
の
省
略
で
あ
り
、
後
者
を
書
写
段
階
で
の
失
却
に
よ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き

「
古
記
録
文
化
」
の
実
態
を
探
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
日
記
を
統
合
す
る
作
業

を
経
て
い
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
そ
の
時
期
と
意
義
を
問
う
必
要
が
あ
る
。

　

平
親
信
は
一
条
天
皇
朝
に
蔵
人
と
な
っ
た
息
子
の
た
め
に
、
自
ら
の
蔵
人
在

任
期
間
の
日
記
を
ま
と
め
て
統
合
版
を
作
成
し
た
。
そ
れ
が
現
『
親
信
卿
記
』

で
あ
る
。
で
は
、
藤
原
行
成
は
何
時
、
統
合
版
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
長
期
に
わ
た
っ
て
筆
録
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
機
会
が
複
数
回

あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
最
も
重
視
す
べ
き
は
、
現
『
権
記
』（
伏
見

宮
本
）
が
一
条
天
皇
が
崩
御
し
た
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
で
終
わ
っ
て
い
る

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

行
成
は
、
一
条
天
皇
に
よ
っ
て
蔵
人
頭
に
抜
擢
さ
れ
て
参
議
・
権
中
納
言
へ

と
昇
進
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
よ
っ
て
、
特
別
な
想
い
で
天
皇
崩
御
ま
で
の
日
記

（
記
録
）
を
ま
と
め
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
降
も
日
記
を
付
け

て
い
た
と
は
い
え
、
統
合
作
業
を
す
る
機
会
（
あ
る
い
は
意
欲
）
に
恵
ま
れ
ず
、

万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
十
二
月
四
日
（
藤
原
道
長
と
同
日
）
に
急
死
し
て
し

ま
っ
た
と
す
れ
ば
、
統
合
作
業
を
経
な
か
っ
た
諸
巻
は
ま
と
め
ら
れ
ず
に
散
逸

し
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
代
表
例
が
、
先
述
し
た
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）

八
月
の
条
が
あ
る
「
立
坊
」
の
別
記
で
あ
る
。

　

同
様
に
「
立
后
」
の
別
記
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
藤
原
彰
子
立
后
に
関
す
る
現
『
権
記
』（
伏
見
宮
本
）
と
複
数
の
部
類
記

に
引
か
れ
た
逸
文
と
の
間
で
、
文
字
の
異
同
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
問
も

解
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

41
）。

こ
こ
で
す
べ
て
を
比
較
検
証
す
る
こ
と
は
で
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も
）
も
う
一
人
彰
子
を
立
后
し
て
氏
祭
を
掌
ら
せ
る
の
が
よ
い
と
主
張
し
て
、

一
条
天
皇
を
説
得
し
た
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
前
後
に
文
章
の
書
き
換
え

が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
『
冊
命
皇
后
式
』
所
収
逸
文
に
は
な
い 

「
如
二

尸
禄
素
飡
之
臣
一、」
が
現
『
権
記
』
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が

（『
纂
』
一
七
九
頁
十
行
）、
総
じ
て
『
冊
命
皇
后
式
』
所
収
逸
文
の
方
が
長
く
、

「
徒
費
二

公
物
一、
無
レ

勤
二

神
事
一、
論
二

之
朝
政
一、」
の
部
分
は
現
『
権
記
』
で
は

「
無
レ

勤
二

神
事
一、」
が
な
く
（『
大
』
七
二
五
頁
十
四
行
／
『
纂
』
同
頁
十
・
十
一
行
）、

「
是
漢
哀
乱
代
之
例
、
其
后
皆
被
二

貶
廃
一、
退
二

居
別
宮
一、
事
之
不
吉
、
具
所
二

観（
規
ヵ
）摹

一、
如
レ

此
可
レ

避
、
抑
初
立
之
儀
、」
は
「
是
漢
哀
乱
代
之
例
也
、
初
立
之

議（
儀
）、」（『

大
』
七
二
六
頁
一
・
二
行
／
『
纂
』
同
頁
十
二
行
）、「
令
レ

掌
二

氏
祭
一、
神

明
若
享
二

於
議（
譴
ヵ
）咎

一

歟
、」
は
「
令
レ

掌
二

氏
祭
一

可
レ

宜
歟
、
又
」（『
大
』
同
頁
四
・

五
行
／
『
纂
』
同
頁
十
四
・
十
五
行
）、「
小
臣
以
二

藤
氏
末
葉
一、
為
二

氏
院
別
当
一、

預
知
二

諸
氏
祭
之
事
一、
具
知
二

給
其
案
内
一

所
レ

申
也
、」
は
「
小
臣
以
二

藤
氏
末

葉
一、
為
レ

思
二

氏
祭
一

所
レ

申
也
、」（『
大
』
同
頁
七
行
／
『
纂
』
一
八
〇
頁
一
・
二
行
）

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
単
な
る
誤
写
・
省
略
・
置
換
な
ど
で
は
な
く
、
内
容
的
に
『
冊
命

皇
后
式
』
所
収
逸
文
よ
り
現
『
権
記
』
の
方
が
天
皇
に
直
言
し
た
内
容
の
厳
し

さ
が
軽
減
さ
れ
て
お
り
、
極
め
て
感
情
（
主
観
）
を
込
め
た
結
果
と
し
て
な
さ

れ
た
改
変
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
大
胆
な
書
き
換
え
を
行
い
得
た

の
は
、
記
主
で
あ
る
行
成
を
お
い
て
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
書
き
換
え
が
、
先
に
指
摘
し
た
一
条
天
皇
の
崩
御
を
契

る
。
け
れ
ど
も
、
先
の
考
察
の
よ
う
に
、『
冊
命
皇
后
式
』
所
収
逸
文
が
部
類

形
式
の
別
記
か
ら
の
文
で
、
現
『
権
記
』
は
、
彰
子
立
后
の
記
載
に
続
け
て
結

政
に
関
す
る
記
事
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
統
合
版
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
書
写
が
な
さ
れ
た
時
に
省
略
さ
れ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。

　

異
同
は
一
字
程
度
の
も
の
が
多
く
、
例
え
ば
「
也
」
の
有
無
に
つ
い
て
、
前

者
に
あ
っ
て
後
者
に
な
い
場
合
と
、
逆
に
後
者
に
あ
っ
て
前
者
に
な
い
場
合
が

あ
り
（『
大
』
七
二
六
頁
二
・
三
行
／
『
纂
』
一
七
九
頁
十
三
行
）、
ま
た
「
停
」
と

「
止
」（『
大
』
七
二
六
頁
四
行
／
『
纂
』
同
頁
十
四
行
）、「
依
レ

為
二

長
者
一、」
と

「
依
二

氏
長
者
一、」（『
大
』
同
頁
六
行
／
『
纂
』
同
頁
十
五
行
・
一
八
〇
頁
一
行
）、

「
独
勤
二

行
其
祀
事
一、」
と
「
独
勤
二

其
祭
一、」（『
大
』
同
頁
六
行
／
『
纂
』
同
頁
一

行
）、「
解
」
と
「
詳
」（『
大
』
同
頁
八
行
／
『
纂
』
同
頁
二
行
）、「
所
二

知
食
一

也
、」
と
「
所
レ

察
也
、」（『
大
』
同
頁
八
行
／
『
纂
』
同
頁
二
・
三
行（

43
））

と
い
う
用

語
選
択
の
相
違
も
あ
り
、
単
純
に
文
字
の
多
少
・
異
同
か
ら
前
後
関
係
を
判
断

で
き
な
い
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
特
徴
的
な
こ
と
は
、
他
の
日
記
の
書
写
で
は

見
ら
れ
な
い
文
章
そ
の
も
の
の
改
変
で
、
そ
の
内
容
の
検
討
か
ら
書
き
換
え
の

跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
記
事
で
行
成
が
最
も
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、「
我
朝
神
国
也
、
以
二

神

事
一

可
レ

為
レ

先
、」
と
い
う
神
国
思
想
と
神
事
優
先
の
原
則
を
旗
印
と
し
て
、
今

の
藤
原
氏
の
皇
后
で
あ
る
東
三
条
院
・
皇
后
（
藤
原
遵
子
）・
中
宮
（
藤
原
定
子
）

が
皆
出
家
し
て
氏
祭
の
奉
仕
を
怠
っ
て
い
る
か
ら
、（
二
后
並
立
に
な
る
け
れ
ど
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存
・
活
用
す
る
と
い
う
「
古
記
録
文
化
」
の
実
態
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、

個
々
の
日
記
の
存
在
形
態
を
分
析
す
る
だ
け
で
な
く
、
儀
式
書
や
部
類
記
の
編

纂
や
日
記
の
引
用
方
法
と
の
関
連
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
藤
原
忠
平
と
そ
の
子
息
た
ち
に
よ
る
日
記
の
存
在
形
態
を

復
元
し
、
い
ず
れ
も
具
注
暦
記
と
部
類
形
式
の
別
記
を
並
行
し
て
付
け
る
と
い

う
、『
九
条
殿
遺
誡
』
の
内
容
と
矛
盾
し
な
い
記
載
方
法
を
実
践
し
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
特
に
『
九
暦
』
は
両
方
の
原
形
に
近
い
も
の
を
現
在
に

伝
え
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
別
記
に
つ
い
て
は
「
年
中
行
事
」
と
「
臨
時
」（
あ

る
い
は
さ
ら
に
項
目
ご
と
）
に
分
け
て
記
録
・
保
存
し
、
具
注
暦
記
の
方
に
も

「
儀
」
が
あ
る
と
い
う
注
記
を
施
し
、
相
互
を
参
照
さ
せ
る
指
示
が
付
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
実
態
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
こ
と
で
、
大
量
の
日
記

（
古
記
録
）
が
書
か
れ
、
残
さ
れ
、
活
用
さ
れ
る
「
古
記
録
文
化
」
の
成
立
期

に
お
け
る
精
神
に
肉
薄
で
き
た
と
考
え
る
。

　

従
来
の
研
究
で
は
、『
九
暦
抄
』
と
『
九
条
殿
記
』
と
い
う
明
確
な
相
違
が

あ
り
な
が
ら
、
原
『
九
暦
』
を
想
定
し
た
先
入
観
に
よ
り
、
両
者
が
具
注
暦
記

と
別
記
の
関
係
に
あ
る
と
認
識
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
先
入
観

が
生
ま
れ
た
理
由
も
摂
関
期
の
日
記
（
古
記
録
）
の
存
在
形
態
に
あ
っ
た
と
考

機
と
し
て
な
さ
れ
た
統
合
版
の
作
成
に
よ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
改
変
の
意
図

も
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
行
成
は
一
条
天
皇
を
追
慕
し
な
が
ら
、
特
に
想

い
入
れ
の
あ
る
記
事
に
つ
い
て
別
記
か
ら
統
合
版
（
現
『
権
記
』）
へ
と
書
き
写

す
に
あ
た
り
、
そ
の
表
現
を
和
ら
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

具
注
暦
記
と
別
記
（
お
よ
び
目
録
）
を
並
行
し
て
付
け
る
忠
平
以
来
の
習
慣

を
維
持
し
な
が
ら
、
自
ら
の
手
で
責
任
の
あ
る
統
合
版
を
作
成
し
よ
う
と
い
う

姿
勢
が
平
親
信
と
藤
原
行
成
と
い
う
蔵
人
経
験
者
二
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

「
古
記
録
文
化
」
が
一
条
天
皇
朝
で
新
た
な
段
階
に
展
開
し
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
た
だ
、
親
信
は
三
年
分
、
行
成
は
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
ま
で
と

い
う
限
ら
れ
た
も
の
で
、
統
合
版
を
完
成
さ
せ
た
と
は
言
い
難
い
。
特
に
行
成

の
場
合
、『
院
号
定
部
類
記
』
に
『
権
記
』
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
正
月
十
九

日
条
の
逸
文
が
あ
る
こ
と
か
ら（

44
）、

お
そ
ら
く
翌
年
十
二
月
四
日
の
急
死
直
前
ま

で
日
記
を
付
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
年
の
巻
は
な
く
、
儀
式

書
・
部
類
記
な
ど
に
引
用
さ
れ
た
条
文
（
逸
文
）
が
伝
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
一
条
天
皇
の
崩
御
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
契
機
が
な
く
て
自
身
に
よ
る
統

合
版
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
部
類
形
式
の
別
記
は
残
り
、
そ
れ
が
活
用
さ
れ

続
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
冊
命
皇
后
式
』

に
引
か
れ
た
条
文
も
別
記
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
寛
弘
八
年
以
前

の
記
事
に
つ
い
て
も
別
記
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
引
用
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

日
記
（
古
記
録
）
を
毎
日
付
け
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
社
会
全
体
で
保



35

古記録文化の形成と展開

か
ら
も
、
摂
関
期
の
中
期
に
相
当
す
る
藤
原
忠
平
と
そ
の
子
息
た
ち
の
時
代
に

位
置
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
統
合
作
業
の
形
跡
が
『
親
信
卿
記
』『
権
記
』
と

い
う
二
つ
の
日
記
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
古
記
録
文
化
」
は
一
条
天
皇

朝
に
一
つ
の
方
向
性
を
も
っ
て
展
開
し）

（4
（

、
や
が
て
統
合
版
の
『
小
右
記
』
の
出

現
に
よ
っ
て
確
立
す
る
と
い
う
経
緯
も
見
え
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
形
式
を
現
代
の
日
本
の
文
化
と
比
較
し
て
説
明
す
る
と
す
れ
ば
、
十
一

月
（
一
日
の
御
暦
奏
）
に
配
ら
れ
る
カ
レ
ン
ダ
ー
形
式
の
日
記
帳
（
行
空
き
の
具

注
暦
）
に
加
え
、
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
・
ノ
ー
ト
（
別
紙
）
を
使
っ
て
特
定
の
儀
式

に
関
す
る
記
述
を
ま
と
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
ル
ー
ズ
リ
ー

フ
・
ノ
ー
ト
は
一
冊
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
「
年
中
行
事
」
と
「
臨
時
」
の

二
つ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ノ
ー
ト
に
は
、
間
仕
切
り
（
見
出
し
）
が
付
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
バ
イ
ン
ダ
ー
も
な
く
紙
継
ぎ
が
不
十

分
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
錯
簡
も
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ル
ー
ズ
リ
ー

フ
・
ノ
ー
ト
（
別
記
）
は
項
目
が
定
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
（
先
例

な
ど
を
）
検
索
す
る
の
は
非
常
に
便
利
で
あ
り
、
儀
式
書
・
部
類
記
の
作
成
に

活
用
さ
れ
た
可
能
性
も
高
い
。
け
れ
ど
も
、
日
記
帳
と
の
照
合
に
手
間
が
か

か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
新
た
な
価
値
観
に
基
づ
く
検
索
が
必
要
に
な
る
と
か

え
っ
て
融
通
が
利
か
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、

保
存
・
参
照
用
と
し
て
日
記
帳
と
統
合
し
た
完
全
編
年
化
（
年
月
日
順
）
の
統

合
版
を
作
る
試
み
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
別
稿
で
は
、
そ
れ
が
統
合
版

の
『
小
右
記
』
の
出
現
に
よ
っ
て
完
成
の
域
に
達
し
た
こ
と
の
歴
史
的
意
義
を
、

え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、『
親
信
卿
記
』

『
権
記
』
に
見
ら
れ
る
統
合
作
業
で
あ

る
。
蔵
人
経
験
者
に
よ
っ
て
自
身
の

日
記
が
年
月
日
順
に
編
纂
さ
れ
、
後

世
に
伝
わ
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
こ
そ

が
日
記
（
古
記
録
）
の
基
本
と
認
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
認
識
を
決
定
的
に
し
た
の
が
、

や
は
り
蔵
人
頭
を
経
験
し
た
藤
原
実

資
の
『
小
右
記
』
で
あ
る
。
そ
の
検

証
に
つ
い
て
は
別
稿
に
委
ね
る
が
、

現
存
す
る
『
小
右
記
』
は
、
実
資
自

ら
の
責
任
で
養
子
た
ち
に
作
ら
せ
た

統
合
版
と
結
論
付
け
ら
れ
る（

45
）。

　
「
古
記
録
文
化
」
の
確
立
は
、
現
存

す
る
統
合
版
の
『
小
右
記
』
が
成
立

す
る
摂
関
期
の
後
期
（
後
一
条
天
皇

朝
）
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
論
じ
る

べ
き
で
あ
る
が
、
形
成
は
、
生
活
・

信
仰
と
一
体
化
し
た
形
で
日
記
を
付

け
る
風
習
が
定
着
し
た
と
い
う
意
味

図　日記の形態に関する見解の比較

日記名（すべて写本） 本稿の見解 従来の見解（概略）
〈日記の付け方〉
原日記
　　… 日次記の他に別記の存在を認めな

がら詳細は未解明

『貞信公記抄』『九暦抄』
〈日記の付け方〉
　具注暦記　　　　　（部分的に別記の記載が混入） 抄出本

　　　　　　『九条殿記』 　部類形式の別記　　（「年中行事」「臨時」に類別）
　　　　　　　　　…並行して同時に付ける

年中行事・儀式書編纂のた
めの草稿

『親信卿記』

『権記』

　　　　　　（3 カ年分）
　　統合版
　　　　　　（寛弘 8 年まで、一部は具注暦記のみ）

　　　　再統合版（3 カ年分）

原日記の広本（一部は略本）
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（
斎
木
一
馬
著
作
集
1
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）「
日
本
古
記
録
学
の
提
唱　

附

日
記
研
究
の
主
要
論
文
目
録
」（
初
出
は
一
九
四
七
年
）、「
日
記
と
そ
の
遺
品
」（
初
出

は
一
九
七
九
年
）、
同
『
古
記
録
学
概
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）、
木
本
好
信

『
平
安
朝
日
記
と
逸
文
の
研
究
―
―
日
記
逸
文
に
あ
ら
わ
れ
た
る
平
安
公
卿
の
世
界
』

（
桜
楓
社
、
一
九
八
七
年
）、
西
本
昌
弘
『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』（
塙
書
房
、

一
九
九
七
年
）
第
三
編
第
三
章
「『
冊
命
皇
后
式
』
所
引
の
「
内
裏
式
」
と
近
衛
陣
日
記
」

（
初
出
は
一
九
九
二
年
）。

（
5
）　

橋
本
義
彦
前
掲
註
（
1
）
書
第
四
部
「
外
記
日
記
と
殿
上
日
記
」（
初
出
は
一
九
六
五

年
）、
木
本
好
信
前
掲
註
（
4
）
書
第
一
章
「『
外
記
日
記
』
に
つ
い
て
」（
初
出
は

一
九
八
六
年
）。

（
6
）　
『
西
宮
記
』
前
田
家
大
永
鈔
本
・
恒
例
第
二
「
相
撲
召
仰
」
所
引
『
貞
信
公
記
』
承
平

三
年
七
月
廿
四
日
条
逸
文
に
、
相
撲
抜
出
の
作
法
に
つ
い
て
「
式
部
記
」
が
引
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

（
7
）　

所
功
編
『
三
代
御
記
逸
文
集
成
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
）。
な
お
、『
政
事
要

略
』
所
引
の
阿
衡
事
件
に
関
す
る
『
宇
多
天
皇
御
記
』
仁
和
四
年
十
一
月
三
日
条
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
六
月
条
の
誤
り
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
本
条
は
十
一

月
三
日
の
日
記
と
し
て
書
き
付
け
た
回
想
（
後
悔
の
念
）
を
含
む
記
事
と
す
る
、
古
藤

真
平
「『
政
事
要
略
』
阿
衡
事
所
引
の
『
宇
多
天
皇
御
記
』
―
―
そ
の
基
礎
的
考
察
」（『
日

本
研
究
』
四
十
四
、二
〇
一
一
年
）
の
新
見
解
が
妥
当
だ
と
考
え
る
。

（
8
）　

拙
著
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
第

一
篇
第
一
章
第
一
節
三
「
天
皇
の
神
祇
信
仰
と
「
臨
時
祭
」
―
―
賀
茂
・
石
清
水
・
平

野
臨
時
祭
の
成
立
」（
初
出
は
一
九
八
六
年
）。

（
9
）　
「
造
次
可
レ
張
二
座
右
一、」
と
い
う
割
注
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
「
日
中
行
事
」
に
つ
い
て

「
僅
か
の
間
で
も
座
右
で
広
げ
て
見
る
よ
う
に
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
九
条
殿
遺
誡
』

の
引
用
は
群
書
類
従
本
に
よ
り
、
尊
経
閣
文
庫
本
（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
政
治
社
会

思
想
』
所
収
）
と
の
校
異
を
（　

）
で
傍
書
し
た
。

（
10
）　
「
日
中
行
事
」
は
「
先
」
で
始
ま
り
「
次
」「
次
」
と
い
う
形
で
毎
日
す
べ
き
事
柄
が

未
統
合
版
の
ま
ま
残
さ
れ
た
『
左
経
記
』
と
比
較
し
て
論
じ
た
い
。

註（
1
）　

宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
典
籍
解
題
続
歴
史
篇
』（
養
徳
社
、
一
九
五
一
年
）
の
部
類

記
の
総
説
に
お
い
て
、
記
録
は
大
別
し
て
日
記
と
別
記
と
部
類
記
の
三
種
に
分
か
れ
、

日
記
は
日
次
記
、
別
記
は
『
九
条
殿
遺
誡
』
に
い
う
「
枢
要
の
公
事
」
等
の
詳
記
、
部

類
記
は
日
記
・
別
記
そ
の
他
の
書
か
ら
「
抜
レ
要
省
レ
繁
」（『
台
記
』
康
治
元
年
十
二
月

卅
日
条
）
い
て
類
別
編
集
し
た
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
解
釈
が
以
下
の
論
考
に
踏
襲
さ
れ

て
い
る
。
土
田
直
鎮
『
奈
良
平
安
時
代
史
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）
第
四

部
「
古
代
史
料
論　

記
録
」（
初
出
は
一
九
七
六
年
）。
橋
本
義
彦
『
平
安
貴
族
社
会
の

研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
第
四
部
「
部
類
記
に
つ
い
て
」（
初
出
は

一
九
七
〇
年
）。
山
中
裕
「
古
記
録
と
日
記
」（
同
編
『
古
記
録
と
日
記
』
上
〔
思
文
閣

出
版
、
一
九
九
三
年
〕
所
収
）、
同
「
古
記
録
と
部
類
記
―
―
九
暦
・
小
右
記
を
中
心
と

し
て
」（『
明
月
記
研
究
』
三
、一
九
九
八
年
）、所
功
「
日
記
の
部
類
記
」（
山
中
裕
編
『
古

記
録
と
日
記
』
下
〔
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
〕
所
収
）。

（
2
）　

具
注
暦
に
記
さ
れ
た
日
記
を
「
暦
記
」
と
せ
ず
に
「
具
注
暦
記
」
と
す
る
の
は
、『
小

右
記
』
で
藤
原
実
資
が
自
ら
の
日
記
を
指
し
て
用
い
る
「
暦
記
」
が
「
別
記
」
を
含
め

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
拙
稿
「『
小
右
記
』
と
『
左
経
記
』
の
記
載
方
法

と
保
存
形
態
―
―
古
記
録
文
化
の
確
立
」（
倉
本
一
宏
編
『
日
記
・
古
記
録
の
世
界
』〔
思

文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
〕
所
収
）
参
照
。

（
3
）　

森
公
章
『
成
尋
と
参
天
台
五
臺
山
記
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）
第
三

部
第
一
章
「
遣
外
使
節
と
求
法
・
巡
礼
僧
の
日
記
」（
初
出
は
二
〇
一
一
年
）。

（
4
）　

和
田
英
松
『
国
史
国
文
之
研
究
』（
雄
山
閣
、
一
九
二
六
年
）
第
一
八
「
日
記
に
就
い

て
」（
初
出
は
一
九
一
三
年
）、
玉
井
幸
助
『
日
記
文
学
概
説
』（
目
黒
書
店
、
一
九
四
五

年
、
後
、
国
書
刊
行
会
よ
り
一
九
八
二
年
に
再
版
）。
斎
木
一
馬
『
古
記
録
の
研
究　

上
』
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古記録文化の形成と展開

（
桃
裕
行
著
作
集
4
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）
第
二
部
「
西
宮
記
に
引
用
さ
れ
た

貞
信
公
記
抄
に
つ
い
て
」（
初
出
は
一
九
七
七
年
）、
大
日
本
古
記
録
『
貞
信
公
記
』
解

題
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
）。

（
17
）　

山
本
信
吉
前
掲
註
（
16
）
解
題
。

（
18
）　
『
貞
信
公
記
抄
』
天
暦
元
年
二
月
十
七
日
条
に
は
「
有
二
如
レ
此
之
事
一、不
レ
記
、私
記
、」

と
あ
り
、
内
容
不
明
で
あ
る
が
省
略
さ
れ
た
記
事
が
あ
っ
た
。
な
お
、
忠
平
の
仏
事
に

関
す
る
別
記
に
つ
い
て
は
、
こ
の
年
か
ら
付
け
ら
れ
た
の
か
、
ま
た
、
別
記
と
重
複
す

る
の
で
具
注
暦
記
の
記
載
を
省
略
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
別
記
か
ら
の
引
用
を
省
略
し

た
の
か
、
実
頼
の
「
私
記
」
を
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
19
）　

村
井
康
彦
「
藤
原
時
平
と
忠
平
」（『
歴
史
教
育
』
十
四
―

六
、一
九
六
六
年
）、
黒
板
伸

夫
前
掲
註
（
14
）
論
文
。
森
田
悌
『
平
安
時
代
政
治
史
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
八
年
）
第
二
部
第
四
章
「
摂
関
政
治
成
立
期
の
考
察
」（
初
出
は
一
九
七
六
年
）、

同
『
解
体
期
律
令
政
治
社
会
史
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
）
第
一
部
第
三

章
「
藤
原
忠
平
政
権
の
動
向
」（
初
出
は
一
九
七
八
年
）。

（
20
）　

桃
裕
行
前
掲
註
（
16
）
書
第
三
部
「『
北
山
抄
』
と
『
清
慎
公
記
』」（
初
出
は

一
九
七
四
年
）。『
清
慎
公
記
』
は
『
北
山
抄
』
に
「
私
記
」
と
し
て
引
用
さ
れ
、
そ
れ

と
『
小
右
記
』『
洞
院
家
廿
巻
部
類
』
の
記
事
か
ら
「
叙
位
除
目
」「
仏
事
」「
違
勅
違
式

定
事
」「
外
記
政
」
な
ど
の
部
が
存
在
し
、『
中
右
記
』
に
記
さ
れ
た
「
私
記
六
巻
」（
永

久
二
年
三
月
廿
九
日
条
）、「
類
聚
記
六
巻
」（
元
永
二
年
七
月
廿
五
日
条
）、「
部
類
記
六

巻
」（
同
年
八
月
廿
二
日
条
）
に
あ
た
る
と
す
る
。
し
か
し
、
公
任
が
『
北
山
抄
』
の
製

作
と
緊
密
な
関
係
の
も
と
に
『
清
慎
公
記
』
を
切
り
貼
り
し
て
部
類
記
に
仕
立
て
た
と

の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。

（
21
）　
『
清
慎
公
記
』
は
中
世
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
が
、『
通
憲
入
道
蔵
書
目
録
』
に
「
清
慎

公
記　

一
巻　

安
和
」
と
あ
る
の
は
安
和
年
間
（
九
六
八
～
九
七
〇
）
の
具
注
暦
記
を

指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
22
）　

和
田
英
松
『
皇
室
御
撰
解
題
』（『
列
聖
全
集
』
別
巻
、
列
聖
全
集
編
纂
会
、

一
九
一
七
年
）、
同
『
皇
室
御
撰
之
研
究
』（
明
治
書
院
、
一
九
三
三
年
）、
所
功
編
『
三

列
記
さ
れ
、
最
後
に
「
詩
云
、
戟
々
慄
々
日
慎
二
一
日
一、
如
レ
臨
二
深
淵
一
如
レ
履
二
薄
氷
一、

長
久
之
謀
能
保
二
天
年
一、」
で
結
ば
れ
る
。

（
11
）　

引
用
部
分
は
「
凡
成
長
頗
知
二
物
情
一
之
時
、
朝
読
二
書
伝
一、
次
挙
二
手
跡
一、
其
後
許
二

諸
遊
戯
一、」
と
い
う
文
で
始
ま
る
「
遺
誡
」
第
一
条
の
最
後
に
あ
た
る
。

（
12
）　

具
注
暦
に
日
記
的
な
記
載
を
書
き
込
む
実
例
と
し
て
『
正
倉
院
文
書
』（
正
集
八
・
続

修
十
四
）
の
「
天
平
十
八
年
具
注
暦
」（『
大
日
本
古
文
書
』
二
所
収
）
が
あ
る
が
、
こ

れ
を
以
て
奈
良
時
代
以
来
の
公
日
記
が
す
べ
て
具
注
暦
に
書
か
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と

に
は
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
殿
上
日
記
』
の
付
け
方
に
つ
い
て
、『
侍
中

群
要
』（
四
・
日
記
体
）
に
「
日
下
尓
書
二
支
干
一、
或
各（

右
ヵ
）注

書
レ
之
、」
と
あ
り
、
日
付
の
下
ま
た
は

右
に
干
支
を
書
く
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
具
注
暦
に
書
き
込
む
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
具
注
暦
に
日
記
を
付
け
る
習
慣
の
普
及
・
普
遍
化
に
つ
い
て
は
、生
活
・

信
仰
と
一
体
に
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
私
日
記
の
影
響
が
強
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
具

注
暦
に
空
白
行
が
現
れ
る
時
期
と
合
わ
せ
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
13
）　

山
中
裕
『
平
安
時
代
の
古
記
録
と
貴
族
文
化
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）
第
一

篇
第
一
章
「
藤
原
師
輔
の
時
代
」（
初
出
は
一
九
七
八
年
）。

（
14
）　

竹
内
理
三
『
貴
族
政
治
の
展
開
』（
竹
内
理
三
著
作
集
5
、
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）

第
一
章
第
四
節
「
口
伝
と
教
命
―
―
公
卿
学
系
譜
（
秘
事
口
伝
成
立
以
前
）」（
初
出
は

一
九
四
〇
年
）、
黒
板
伸
夫
『
摂
関
時
代
史
論
集
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）
第

二
部
「
藤
原
忠
平
政
権
に
対
す
る
一
考
察
」（
初
出
は
一
九
六
九
年
）。

（
15
）　
「
抄
」
に
は
単
に
「
書
き
写
す
（
謄
写
）」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
ま
た
、『
貞
信
公
記

抄
』
と
い
う
日
記
名
が
何
時
付
け
ら
れ
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
が
、『
後
二
条
師
通
記
』

寛
治
四
年
十
二
月
八
日
条
に
「
貞
信
公
御
記
十
巻
暫
下
給
由
所
レ
申
也
、」「
披
見
処
巻

数
十
二
巻
、
加
二
目
録
二
巻
一、　
小
野
宮
抄

出
云
々
、
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
割
注
に
「
小
野
宮

抄
出
」
と
あ
る
の
は
目
録
二
巻
を
も
指
し
て
お
り
、
そ
の
作
成
を
「
抄
出
」
と
表
記
し

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
成
立
や
形
態
に
つ
い
て
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（
16
）　

山
本
信
吉
『
貞
信
公
御
記
抄
・
九
条
殿
御
記
』
解
題
（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
、
天

理
大
学
出
版
部
、
八
木
書
店
発
売
、
一
九
八
〇
年
）、
桃
裕
行
『
古
記
録
の
研
究
（
上
）』
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平
林
盛
得
「
九
条
殿
記
（
資
料
紹
介
）」（『
書
陵
部
紀
要
』
二
十
九
、一
九
七
八
年
）、
三

輪
仁
美
「
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
九
条
殿
記
』
第
二
巻
の
検
討
」（『
古
文
書
研
究
』

七
十
六
、二
〇
一
三
年
）。

（
27
）　
『
九
条
殿
御
記
』
第
三
巻
「
灌
仏
」
承
平
六
年
四
月
八
日
条
に
「
具
由
記
二
年
中
行
事
一、」

と
あ
る
が
、「
灌
仏
」
と
い
う
項
目
は
巻
頭
の
目
次
に
な
く
、
本
条
は
前
の
「
擬
階
奏
」

同
月
七
日
条
に
続
け
て
（
具
注
暦
記
な
い
し
は
『
九
暦
記
貞
信
公
教
命
』
か
ら
）
誤
っ
て

挿
入
さ
れ
、こ
の
「
年
中
行
事
」
も
『
九
条
年
中
行
事
』
で
は
な
く
別
記
の
「
年
中
行
事
」

と
見
な
さ
れ
る
。

（
28
）　
『
中
右
記
』
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
八
月
廿
二
日
条
に
「
九
条
殿
部
類
十
四

巻
、
」
と
あ
る
。

か
か
る
視
点
に
よ
る
『
九
暦
』
の
別
記
の
復
元
は
、
山
中
裕
前
掲
註
（
24
）
論
文
で
試

み
ら
れ
て
い
る
他
の
逸
文
や
『
九
暦
記
貞
信
公
教
命
』『
九
条
年
中
行
事
』
の
記
載
と
詳
細

な
比
較
を
す
る
だ
け
で
な
く
、『
権
記
』『
小
右
記
』
な
ど
の
別
記
の
項
目
立
て
を
検
証

し
て
、
摂
関
期
に
お
け
る
「
知
の
体
系
」
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

（
29
）　

山
下
克
明
『
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
）
第
二

部
第
三
章
「『
貞
信
公
記
』
と
暦
」（
初
出
は
一
九
八
四
年
）。

（
30
）　
『
九
暦
』
の
逸
文
と
し
て
最
も
古
い
延
長
八
年
八
月
十
七
日
条
（『
仁
和
寺
記
録
』

〔
十
八
・
真
俗
雑
聞
集
〕
所
収
）
は
回
想
録
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
次
に
古
い
の
は
蔵

人
頭
に
な
っ
た
直
後
の
承
平
元
年
閏
五
月
廿
七
・
廿
九
日
条
の
臨
時
御
読
経
記
事
（『
西

宮
記
』〔
前
田
家
大
永
鈔
本
・
恒
例
二
・
内
膳
司
供
忌
火
御
飯
、
恒
例
三
・
季
御
読
経
〕・

『
同
』〔
前
田
家
本
・
巻
四
・
裏
書
〕
所
収
）
で
あ
る
。

（
31
）　

最
古
写
本
の
陽
明
文
庫
本
は
、
四
巻
揃
い
で
『
平
記
』
の
一
部
と
し
て
書
写
さ
れ
て

い
る
。
陽
明
叢
書
一
七
記
録
文
書
篇
第
六
輯
『
平
記
・
大
府
記
・
永
昌
記
・
愚
昧
記
』（
思

文
閣
出
版
、一
九
八
八
年
）
所
収
。
以
外
の
写
本
は
「
天
禄
三
年
記
」「
天
延
元
年
記
」「
天

延
元
年
・
同
二
年
記
」「
天
延
二
年
記
」
の
四
種
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
渡
辺
直
彦
『
日

本
古
代
官
位
制
度
の
基
礎
的
研
究　

増
訂
版
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
第
五
篇

第
五
章
第
三
節
「
蔵
人
方
行
事
と
『
親
信
卿
記
』」（
初
出
は
一
九
七
八
年
）。
山
本
信
吉

代
御
記
逸
文
集
成
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
）
Ⅵ
「『
延
喜
天
暦
御
記
抄
』
の
基

礎
的
考
察
」（
初
出
は
一
九
八
二
年
）。

（
23
）　
『
清
凉
記
』
に
つ
い
て
は
、『
江
次
第
鈔
』（
巻
第
一
・
発
題
）
に
「
村
上
天
皇
自
製
二

清
凉
記
十
巻
一、」
と
あ
り
、
藤
原
忠
通
の
『
法
性
寺
殿
記
』
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）

三
月
一
日
条
に
「
清
涼
記
者
、
天（
村
上
天
皇
）

暦
聖
主
令
二
作
始
一
給
之
書
也
、
以
二
小
一
条
大
将

済（
藤
原
）時一

遣
二
小（

藤

原

師

尹

）

一
条
大
臣
許
一、
彼
大
臣
感
レ
之
加
二
注
文
一
云
々
、」
と
あ
る
。
そ
し
て
『
撰

集
秘
記
』
所
引
「
清
凉
記
」
の
傍
注
に
「
延
喜
七
年
九
月
十
一
日
御
記
抄
云
、」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、「
延
喜
御
記
抄
」
も
天
暦
年
間
（
九
四
七
～
九
五
七
）
初
年
に
遡
り
得
る
と

い
う
。
所
功
前
掲
註
（
22
）
論
文
、
同
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』（
国
書
刊
行

会
、
一
九
八
五
年
）
第
四
篇
第
三
章
「『
清
凉
記
』
の
復
原
」（
初
出
は
一
九
八
四
年
）。

（
24
）　

山
中
裕
前
掲
註
（
13
）
書
第
一
篇
第
四
章
「『
九
暦
』
と
『
九
条
年
中
行
事
』」（
初
出

は
一
九
五
七
年
）、
同
前
掲
註
（
１
）「
古
記
録
と
部
類
記
―
―
九
暦
・
小
右
記
を
中
心

と
し
て
」。
栗
木
睦
「『
九
暦
抄
』『
九
条
殿
記
部
類
』
成
立
考
―
―
編
者
藤
原
行
成
説
の

提
唱
」（『
古
文
書
研
究
』五
十
四
、二
〇
〇
一
年
）。
山
中
裕
の
諸
論
文
で
は『
九
暦
殿
記
』

を『
九
暦
別
記
』と
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に「
別
記
」と
し
な
が
ら
も
、『
九

条
年
中
行
事
』
の
完
成
を
一
つ
の
目
標
と
し
て
作
ら
れ
た
部
類
記
の
一
部
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
栗
木
睦
論
文
で
は
、『
九
条
殿
御
記
』
を
『
九
条
殿
記
部
類
』
と
言
い
換
え
、

山
中
裕
の
研
究
に
見
ら
れ
る
解
釈
の
変
更
を
ま
と
め
た
上
で
『
九
条
年
中
行
事
』
作
成

の
た
め
と
い
う
見
解
を
否
定
し
て
い
る
が
、
部
類
記
で
あ
る
と
の
見
方
は
変
更
せ
ず
、

そ
の
編
者
を
藤
原
行
成
と
し
て
い
る
。
根
拠
と
し
て
院
政
期
の
藤
原
宗
忠
の
例
を
提
示

す
る
が
、
そ
れ
を
摂
関
期
に
あ
て
は
め
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
、
従
来
か
ら
問
題
に

さ
れ
て
い
た
伊
尹
を
「
伊
々
」「
伊
」
と
避
字
し
て
い
る
点
も
成
立
時
に
限
ら
ず
書
写
段

階
で
も
起
こ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
よ
り
緻
密
に
『
九
暦
抄
』
と
の
関
係
を
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。

（
25
）　

大
日
本
古
記
録
『
九
暦
』
解
題
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
、
岩
波
書
店
、

一
九
五
八
年
）。
山
本
信
吉
前
掲
註
（
16
）
解
題
。

（
26
）　

橋
本
義
彦
前
掲
註
（
１
）
書
第
四
部
「
九
条
殿
記
の
逸
文
」（
初
出
は
一
九
七
〇
年
）、
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古記録文化の形成と展開

年
正
月
廿
五
日
条
の
左
大
臣
藤
原
道
長
大
饗
、
同
七
年
十
一
月
十
日
条
の
為
平
親
王
薨

奏
、
同
年
十
二
月
十
日
条
の
御
体
御
卜
な
ど
の
記
述
が
「
別
記
」
に
よ
る
と
注
記
さ
れ

て
い
る
。

（
38
）　
『
権
記
』
寛
弘
元
年
四
月
廿
八
日
条
の
「
定
旨
在
レ
別
、」
は
目
録
を
指
し
、
同
年
八

月
十
一
日
条
に
「
子
細
在
レ
別
、」、
同
五
年
五
月
廿
六
日
条
に
「
記
在
レ
別
、」、
同
六
年

八
月
十
四
日
条
に
「
子
細
注
レ
別
、」
と
あ
る
の
は
別
記
を
指
す
か
。
別
記
に
「
凶
事
」

の
項
目
が
あ
っ
た
こ
と
は
後
述
す
る
。

（
39
）　
「
裏
書
」
と
記
さ
れ
た
も
の
に
、
長
保
五
年
四
月
廿
一
日
条
（
道
長
賀
茂
詣
の
競
馬
）、

寛
弘
二
年
七
月
十
日
条
（
道
長
、
施
米
文
を
奏
す
。
史
料
纂
集
本
『
権
記
』
三
の
口
絵
）、

九
月
廿
九
日
条
（
夢
）、
同
三
年
二
月
三
日
条
（
地
震
奏
に
関
す
る
諸
書
か
ら
の
注
記
）、

同
四
年
二
月
廿
八
・
廿
九
日
条
（
道
長
春
日
詣
）、
同
六
年
三
月
四
日
条
（
任
官
の
人
々
）、

同
八
年
七
月
九
日
条
（
一
条
天
皇
葬
送
行
障
持
者
）、
十
月
十
六
日
条
（
内
記
不
足
）、

十
一
月
九
日
条
（
夢
）
な
ど
が
あ
る
。
寛
弘
七
年
正
月
十
六
日
条
・
同
八
年
十
月
十
六

日
条
な
ど
に
頭
書
・
頭
注
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
。
ま
た
、
同
七

年
六
月
四
日
条
は
、
先
日
（
三
月
廿
日
）
東
宮
居
貞
親
王
に
続
紙
を
献
上
し
た
際
に
雑

事
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
短
い
文
に
続
け
て
、「
別
紙
云
、」
と
し
て
「
寛
弘
七
年

六
月
四
日
」と
い
う
日
付
に
始
ま
る
詳
し
い
記
事
を
載
せ
て
い
る（
史
料
纂
集
本『
権
記
』

三
の
口
絵
）。

（
40
）　

尾
上
陽
介
「『
民
経
記
』
と
暦
記
・
日
次
記
」（
五
味
文
彦
編
『
日
記
に
中
世
を
読
む
』

〔
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
八
年
〕
所
収
）、同
『
中
世
の
日
記
の
世
界
』（
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ

ト
30
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
「『
民
経
記
』（
藤
原
経
光
）
―
―
「
稽
古
」

に
精
進
す
る
若
き
実
務
官
僚
」（
元
木
泰
雄
・
松
薗
斉
編『
日
記
で
読
む
日
本
中
世
史
』〔
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
〕
所
収
）。

（
41
）　
『
冊
命
皇
后
式
』（
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
記
録
乙
二
十
八
所
収
）
と
『
立
后
雑
事
抄
』

（
柳
原
家
記
録
十
一
所
収
）に『
権
記
』の
彰
子
立
后
関
係
記
事
が
あ
る
。『
大
日
本
史
料
』

第
二
篇
之
三
で
は
長
保
二
年
二
月
二
十
五
日
条
に
収
録
し
た
『
権
記
』
の
記
事
に
つ
い

て
『
冊
命
皇
后
式
』
所
収
逸
文
を
用
い
て
補
正
し
、
倉
本
一
宏
『
藤
原
行
成
「
権
記
」

『
摂
関
政
治
史
論
考
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
第
五
部
第
二
章
「『
親
信
卿
記
』

の
研
究
」（
初
出
は
一
九
六
九
年
）、
松
薗
斉
『
日
記
の
家
―
―
中
世
国
家
の
記
録
組
織
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
第
一
部
第
四
章
「
藤
原
宗
忠
の
家
記
形
成
」（
初
出
は

一
九
八
九
年
）、
柴
田
博
子
「『
親
信
卿
記
』
と
平
親
信
」（
佐
藤
宗
諄
先
生
退
官
記
念
論

文
集
刊
行
会
編
『『
親
信
卿
記
』
の
研
究
』〔
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
〕
所
収
）。

（
32
）　

山
本
信
吉
前
掲
註
（
31
）
論
文
。
柴
田
博
子
前
掲
註
（
31
）
論
文
で
も
「
現
存
の
『
親

信
卿
記
』
が
い
く
つ
か
の
部
類
記
事
か
ら
の
復
原
本
で
あ
る
」
と
す
る
山
本
信
吉
説
が

補
強
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
親
信
卿
記
』
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
便
宜
の
た
め
に
『『
親

信
卿
記
』
の
研
究
』
の
番
号
を
（　

）
で
示
す
。

（
33
）　

本
条
（
天
禄
三
年
十
月
十
六
日
条
）
の
日
付
に
頭
書
し
て
「
此
事
又
有
レ
下
如
何
、」

と
あ
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
首
書
標
目
を
書
き
入
れ
た
段
階
で
別
記
の
次
に
具
注

暦
記
の
記
載
を
付
け
た
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
34
）　
『
小
右
記
』『
左
経
記
』
な
ど
摂
関
期
の
諸
日
記
に
付
け
ら
れ
た
首
書
標
目
に
つ
い
て

の
考
察
は
、
拙
稿
前
掲
註
（
2
）
論
文
参
照
。

（
35
）　

倉
本
一
宏
『
藤
原
行
成
「
権
記
」
全
現
代
語
訳
』
下
（
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
〇
一
二
年
）「
お
わ
り
に
」。

（
36
）　

高
田
義
人
「「
御
目
録
」「
奏
書
目
録
」
に
つ
い
て
―
―
平
安
時
代
に
お
け
る
天
皇
決

裁
の
記
録
」（『
国
史
学
』
一
五
八
、一
九
九
五
年
）、
同
「
宣
旨
目
録
と
奏
書
目
録
―
―

平
安
時
代
の
文
書
伝
達
と
「
目
録
」
型
記
録
」（『
書
陵
部
紀
要
』
四
十
八
、一
九
九
七
年
）。

『
権
記
』
長
徳
三
年
七
月
廿
六
日
条
、
長
保
元
年
十
一
月
十
四
日
・
十
二
月
十
八
日
条
、

同
二
年
七
月
廿
八
日
・
八
月
十
九
日
・
廿
四
日
・
廿
九
日
・
九
月
十
三
日
・
廿
三
日
・

十
二
月
廿
九
日
条
、
同
三
年
正
月
十
九
日
・
三
月
四
日
条
、
寛
弘
元
年
五
月
七
日
条
、

同
四
年
二
月
九
日
・
十
月
廿
九
日
条
、
同
七
年
八
月
十
一
日
条
、
同
八
年
三
月
十
一
日

条
な
ど
参
照
。
な
お
、
寛
弘
五
年
十
一
月
十
三
日
条
に
「
延
喜
御
記
抄
目
禄（
録
）」

を
道
長

に
返
却
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
と
の
関
連
が
問
わ
れ
る
。

（
37
）　
『
権
記
』
寛
弘
元
年
四
月
廿
七
日
条
の
南
所
申
文
に
「
次
第
具
在
二
別
記
一、」
と
あ
る

ほ
か
、
同
三
年
八
月
十
一
日
条
の
定
考
、
同
四
年
十
一
月
八
日
条
の
春
日
祭
使
、
同
五
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に
な
る
。

　

全
現
代
語
訳
』
上
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
一
年
）
で
は
現
代
語
訳
に
反
映
し
て

い
る
。
拙
稿
「
摂
関
期
の
立
后
関
係
記
事
―
―
『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部

類
作
成
へ
向
け
て
」（『
明
星
大
学
研
究
紀
要
―
人
文
学
部
―
日
本
文
化
学
科
』

二
十
、二
〇
一
二
年
）
で
は
【
事
例
3
】
に
彰
子
立
后
関
係
記
事
を
史
料
纂
集
本
に
基
づ

い
て
書
き
下
し
文
に
し
、
主
な
異
同
箇
所
を
指
摘
し
た
。

（
42
）　

以
下
に
指
摘
す
る
異
同
箇
所
に
つ
い
て
は
、『
冊
命
皇
后
式
』
を
用
い
て
補
正
し
た
『
大

日
本
史
料
』
第
二
篇
之
三
と
伏
見
宮
本
を
底
本
と
し
た
史
料
纂
集
本
『
権
記
』
一
の
頁
・

行
を
（『
大
』
○
頁
○
行
／
『
纂
』
○
頁
○
行
）
で
示
す
。

（
43
）　
『
冊
命
皇
后
式
』
に
は
「
所
二
知
食
一
也
、」
の
後
に
割
注
で
「
以
上
註
也
、」
と
あ
る
。

（
44
）　

木
本
好
信
『
平
安
朝
官
人
と
記
録
の
研
究
―
―
日
記
逸
文
に
あ
ら
わ
れ
た
る
平
安
公

卿
の
世
界
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
二
章
七
「『
院
号
定
部
類
記
』
―
―
上
東

門
院
彰
子
の
出
家
と
道
長
」（
初
出
は
一
九
八
一
年
）。

（
45
）　

拙
稿
前
掲
註
（
2
）
論
文
。

（
46
）　

な
お
、
先
に
『
権
記
』
の
記
載
を
検
討
し
て
『
村
上
天
皇
御
記
』
に
つ
い
て
部
類
形

式
の
別
記
が
あ
っ
た
可
能
性
と
藤
原
行
成
の
「
土
代
」
の
作
成
（
寛
弘
元
年
三
月
二
日 

条
） 

を
指
摘
し
た
が
、
目
録
の
記
事
と
も
推
測
さ
れ
る
『
権
記
』
長
徳
四
年
七
月
十
三

日
条
に
「
延
喜
・
天
暦
御
記
欠
巻
甚
多
、
必
尋
二
在
所
一
可
レ
被
二
書
写
一
事
、」
と
あ
り
、

長
保
二
年
七
月
十
三
日
条
に
「
下
二
給
応
和
元
年
秋
冬
御
記
一、
仰
云
、
還
宮
間
雑
事
抄

出
可
レ
進
、」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
条
天
皇
の
命
に
よ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

し
て
、
寛
弘
七
年
閏
二
月
八
日
条
に
「
参
内
、
康
保
三
年
秋
御
記
書
出
献
レ
之
、」
と
あ

る
『
村
上
天
皇
御
記
』
康
保
三
年
秋
分
に
始
ま
り
、同
月
十
六
日
に
「
康
保
三
年
夏
御
記
」、

廿
六
日
に
「
康
保
三
年
冬
御
記
」、
三
月
一
日
に
「
康
保
二
年
春
御
記
」、
二
日
に
「
同

年
夏
御
記
」、
五
月
廿
五
日
に
「
天
暦
八
年
御
記
二
巻
・
康
保
二
年
冬
一
巻
」、
六
月
五

日
に
「
天
暦
八
年
冬
巻
」、
十
九
日
に
「
村
上
御
記
天
暦
四
年
夏
巻
」
と
年
次
別
の
『
御

記
』
が
書
写
・
奏
覧
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
具
注
暦
記
と
部
類
形
式
の
別
記
の
統
合
版

で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
日
記
の
統
合
版
の
作
成
は
一
条
天

皇
の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
で
、「
古
記
録
文
化
」
の
展
開
が
決
定
的
だ
っ
た
と
い
う
こ
と



41　『日本研究』No. 50（2014）

は
じ
め
に

　
『
御
堂
関
白
記
』『
権
記
』『
小
右
記
』
な
ど
漢
文
日
記
に
は
、
多
く
の
「
夢
」

の
記
事
が
存
在
す
る
。
漢
文
日
記
は
、
公
的
立
場
に
い
る
男
性
が
政
務
や
行
事

に
関
す
る
日
々
の
出
来
事
を
中
心
に
漢
文
体
―
―
表
現
の
制
約
を
伴
う
文
体

―
―
で
記
録
し
て
ゆ
く
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
様
子
は
『
九
条
右
丞
相

遺
誡（

1
）』

に
「
先
づ
起
き
て
属
星
の
名
字
を
称
す
る
こ
と
七
遍
…
…
［
割
書
省
略
］

…
…
次
に
鏡
を
取
り
て
面
を
見
、
暦
を
見
て
日
の
吉
凶
を
知
る
。
次
に
楊
枝
を

取
り
て
西
に
向
ひ
手
を
洗
へ
。
次
に
仏
名
を
誦
し
て
尋
常
に
尊
す
る
と
こ
ろ
の

神
社
を
念
ず
べ
し
。
次
に
昨
日
の
こ
と
を
記
せ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
身
の
ま
わ

り
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
起
床
後
比
較
的
早
い
段
階
で
書
き
と
ど
め
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
文
日
記
は
仮
名
日
記

や
物
語
と
は
異
な
り
記
述
内
容
に
忘
備
録
的
要
素
が
強
く
認
め
ら
れ
る
た
め
、

当
時
の
貴
族
生
活
を
知
る
上
で
最
も
有
効
な
資
料
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
性
質
を
持
つ
漢
文
日
記
に
お
い
て
、
現
の
こ
と
で
は
な
い
も
の
―
―
夢

で
の
出
来
事
―
―
が
記
さ
れ
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
貴
族
社
会
で
は
、「
夢
」
を
希
求
し
、
周
囲
に
語
り
、

あ
る
い
は
見
た
「
夢
」
が
噂
と
し
て
周
囲
に
漏
洩
し
、
共
有
さ
れ
て
い
く
と
い

う
特
異
な
現
象
が
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
漢
文
日
記
に
お
い
て
も
確
認

で
き
る
。
中
世
に
至
る
と
〝
夢
語
り
共
同
体
〟（
大
願
成
就
と
い
う
共
通
目
標
に

向
か
っ
て
吉
夢
を
希
求
し
、
相
互
に
交
歓
し
合
い
、
さ
ら
に
念
力
を
高
め
て
ゆ
こ
う

と
す
る
精
神
的
共
同
体
）
と
い
う
概
念
が
確
立
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
先

駆
け
と
も
考
え
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。〝
夢
語
り
共
同
体
〟
は
、
菅
原
昭
英（

2
）

が

鎌
倉
期
に
想
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
に
横
井
清（

3
）に

よ
り
室
町
時
代
に
も
存
続

す
る
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
倉
本
一
宏（

4
）

は
、
両
者
の
意
見
を
継
承
し
た
上
で
、

明
石
一
族
を
取
り
巻
く
「
夢
」

─
─
〝
夢
実
現
の
共
同
体
〟
の
視
座
か
ら
─
─

笹
生
美
貴
子
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一
　
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
「
夢
」
の
共
有
意
識

（
一
）藤
原
道
長
を
取
り
巻
く
「
夢
」
を
基
軸
と
し
て

　

漢
文
日
記
は
、
主
に
当
時
の
公
務
・
儀
式
と
い
っ
た
身
辺
の
出
来
事
を
子
々

孫
々
に
わ
た
る
知
的
共
有
財
産
と
し
て
残
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た（

5
）。

こ
の
分

野
に
記
さ
れ
る
「
夢
」
は
、
と
り
わ
け
周
囲
の
者
た
ち
と
の
共
有
志
向
が
強
く

感
じ
ら
れ
、
貴
族
社
会
を
巧
み
に
生
き
抜
く
一
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
傾

向
が
窺
え
る
。
そ
の
実
態
は
、
当
時
の
権
力
者
で
あ
り
光
源
氏
の
モ
デ
ル
の
一

人
と
も
い
わ
れ
る
藤
原
道
長
を
取
り
巻
く
複
数
の
「
夢
」
に
も
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
そ
も
そ
も
、『
源
氏
物
語
』
は
「
道
長
時
代
の
文
化
的
あ
り
よ
う
を

物
語
的
に
さ
ら
に
拡
大
し
理
想
化
し
た（

6
）」

世
界
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
以
下
、

道
長
政
権
下
に
お
け
る
「
夢
」
を
媒
介
と
し
た
共
同
体
意
識
の
実
態
を
検
証
し

て
ゆ
く
。

　

藤
原
道
長
は
、
権
力
を
得
て
以
来
、
物
の
怪
や
怨
霊
を
極
端
に
怖
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る（

7
）。

こ
の
よ
う
な
、
理
論
的
に
解
明
で
き
な
い
も
の
へ
の

「
怖
れ
」
の
意
識
は
、
道
長
が
「
夢
」
を
警
戒
す
る
と
こ
ろ
に
も
如
実
に
表
れ

て
い
る
。

イ　

 
通
夜
雨
降
。
曉
方
有
两
度
夢
想
。
終
日
雨
下
。
於
申
時
初
家
請
印
。

知
章
朝
臣
申
行
文
三
枚
。

『
権
記
』
等
に
見
ら
れ
る
「
夢
」
の
記
述
を
検
討
し
つ
つ
、
そ
の
原
初
形
態
を

平
安
期
に
見
出
す
。

　

倉
本
の
指
摘
す
る
、
平
安
期
に
見
ら
れ
る
〝
夢
語
り
共
同
体
〟
の
原
初
形
態

の
精
神
は
、
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、『
源
氏

物
語
』
の
明
石
一
族
を
取
り
巻
く
物
語
（
以
下
、「
明
石
物
語
」
と
記
す
）
に
顕

現
す
る
複
数
の
「
夢
」（
例
え
ば
、「
若
菜
上
」
巻
に
て
、
明
石
入
道
の
見
た
一
族

栄
達
に
関
す
る
吉
夢
が
、
遺
書
と
も
い
え
る
手
紙
を
介
し
て
明
石
尼
君
・
明
石
御
方
・

明
石
姫
君
へ
と
伝
わ
り
、
残
さ
れ
た
一
族
に
共
有
さ
れ
一
族
の
栄
達
そ
し
て
栄
華
が

果
た
さ
れ
て
ゆ
く
様
子
な
ど
）
に
お
い
て
、
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。〝
夢
語
り
共
同
体
〟
の
精
神
は
、
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
「
吉
夢
を

希
求
」
し
、
か
つ
「
吉
夢
の
実
現
を
は
か
る
」
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
物
語
に

お
い
て
は
、
後
者
の
「
吉
夢
の
実
現
を
は
か
る
」
こ
と
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て

お
り
、
い
わ
ば
〝
夢
実
現
の
共
同
体
〟
と
い
う
意
識
を
色
濃
く
形
成
さ
せ
て
い

る
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、〝
夢
語
り
共
同
体
〟
の
原
初
形
態
の
精
神

が
、
物
語
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
探
る
こ
と

は
有
効
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
と
執
筆
時
期
の
近
い
漢
文
日
記
『
御
堂
関
白
記
』

『
権
記
』『
小
右
記
』
に
見
ら
れ
る
「
夢
」
に
注
目
し
つ
つ
、
当
時
の
道
長
政
権

を
取
り
巻
く
「
夢
」
の
実
態
―
―
〝
夢
語
り
共
同
体
〟
の
原
初
形
態
の
精
神

―
―
を
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、『
源
氏
物
語
』「
明
石
物
語
」
で
の
〝
夢
実
現

の
共
同
体
〟
意
識
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
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明石一族を取り巻く「夢」

う
に
、
明
救
と
い
う
僧
都
に
修
善
を
依
頼
し
、
三
月
六
日
条
に
は
「
康
尚
給
金

廿
四
兩
。
等
身
佛
三
躰
料
」［
康
尚
、
金
廿
四
兩
を
給
ふ
。
等
身
佛
三
躰
の
料
な

り
］
と
、
仏
師
康
尚
に
二
十
四
両
支
払
い
等
身
仏
三
体
を
製
作
す
る
よ
う
依
頼

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
関
連
記
事
は
藤
原
実
資
の
日
記
『
小
右
記
』「
ロ
」

に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
六
日
後
に
も
「
左
相
府
彼
夢
想
後
、
迄
來
八
月

精
進
。
毎
夜
於
念
誦
堂
突
額
云
ゝ
」［
左
相
府
、
彼
の
夢
想
の
後
、
来
る
八
月
迄

精
進
す
。
毎
夜
念
誦
堂
に
て
額
を
突
く
云
云
］（
長
和
二
年
〔
一
〇
一
三
〕
三
月
七
日

条
）
と
、
廿
六
日
の
「
夢
」
に
お
い
て
予
言
さ
れ
た
「
八
月
重
厄
」
を
払
う
た

め
、
道
長
が
精
進
生
活
を
し
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
不
吉
な
「
夢
」

を
得
た
後
に
と
っ
た
道
長
の
行
動
の
数
々
を
眺
め
て
み
る
と
、
物
の
怪
や
怨
霊

と
同
様
に
「
夢
」
に
対
し
て
も
恐
れ
を
抱
い
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
る
。
加

え
て
、
道
長
の
「
夢
」
に
対
す
る
「
怖
れ
」
の
意
識
が
、
藤
原
知
章
と
い
う
道

長
の
家
司
を
介
し
て
実
資
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、『
小
右
記
』
に
道
長
の

「
夢
」
内
容
ま
で
が
つ
ぶ
さ
に
記
さ
れ
る
に
至
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
こ

に
お
い
て
道
長
―
知
章
（
家
司
）
―
実
資
と
い
う
、「
夢
」
を
伝
達
・
共
有
す

る
回
路
の
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
て
お
く
。

　

ま
た
、『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
正
月
廿
四
日
条
に
「
早
旦
、
宰

相
來
云
、
昨
日
、
終
日
候
太
相
府
、
被
密
談
云
、
我
爲
右
將
軍
見
吉
夢
…
…
」

［
早
旦
、
宰
相
來
り
て
云
は
く
、「
昨
日
、
終
日
太
相
府
候
ふ
に
、
密
談
せ
ら
れ
て
云

は
く
、『
我
、
右
將
軍
の
爲
に
吉
夢
を
見
る
…
…
』」］
と
、
道
長
が
実
資
に
関
す
る

吉
夢
を
見
て
、
そ
れ
を
資
平
経
由
で
実
資
に
伝
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

 

明
救
・
賴
命
、
丑
時
。

 
八
月
、
寅
時
。

 
 ［

夜
を
通
じ
て
雨
降
る
。
曉
方
に
两
度
の
夢
想
有
り
。
終
日
雨
降
る
。
申

の
時
家
の
請
印
を
初
む
。
知
章
朝
臣
文
三
枚
を
申
し
行
ふ
。
明
救
・
賴
命
、

丑
の
時
。
八
月
、
寅
の
時
。］

（『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
〔
一
〇
一
三
〕
二
月
廿
六
日
条
）

ロ　

 

早
旦
、
出
河
原
解
除
。
近
江
守
來
語
次
云
、
去
月
廿
六
日
夜
、
左
府

見
可
被
重
愼
之
夢
。
ゝ
寤
詣
佛
前
、
被
致
祈
請
。
夜
中
、
重
示
八
月

重
厄
之
由
…
…
。

 
 ［

早
旦
、河
原
に
出
で
て
解
除
す
。
近
江
守
來
る
次
に
語
り
て
云
は
く
、「
去

る
月
の
廿
六
日
の
夜
、
左
府
重
ね
て
愼
ま
る
る
べ
き
の
夢
を
見
る
。
夢
寤

め
て
佛
前
に
詣
で
、
祈
請
致
さ
る
。
夜
中
、
重
ね
て
八
月
重
厄
の
由
を
示

す
…
…
。」］ 

（『
小
右
記
』
長
和
二
年
〔
一
〇
一
三
〕
三
月
一
日
条
）

　

右
に
挙
げ
た
道
長
の
日
記
「
イ
」
に
は
、
道
長
が
二
度
の
不
吉
な
「
夢
」
を

見
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
夢
」
の
後
、
道
長
は
「
従
今
夜
、
以
明

救
僧
都
、
令
修
善
。
是
依
夢
想
也
。
宿
堂
」［
今
夜
よ
り
、
明
救
僧
都
を
以
て
、

修
善
せ
し
む
。
是
れ
夢
想
に
依
る
な
り
。
堂
に
宿
す
］（
長
和
二
年
〔
一
〇
一
三
〕
三

月
三
日
条
）・「
明
救
僧
都
修
善
結
願
、
夜
来
宿
堂
」［
明
救
僧
都
、
修
善
結
願
す

る
に
、
夜
来
て
堂
に
宿
す
］（
長
和
二
年
〔
一
〇
一
三
〕
三
月
十
日
条
）
と
あ
る
よ
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ら
ざ
る
に
依
り
て
他
行
せ
ず
］ 

（
長
保
元
年
〔
九
九
九
〕
六
月
三
日
条
）

ホ　

 

依
有
愼
所
不
參
御
齋
會
。
人
夢
想
耳
。
仰
修
理
職
、
命
御
齋
會
講
師

興真　

房
中
雜
物
等
送

 
 ［

愼
む
所
有
る
に
よ
り
御
齋
會
に
參
ら
ず
。
人
の
夢
想
の
み
。
修
理
職
に

仰
せ
、
御
齋
會
講
師

興真
の
房
中
に
雜
物
等
を
送
ら
し
む
］

（
寛
弘
元
年
〔
一
〇
〇
四
〕
正
月
八
日
条
）

ヘ　

 

巳
時
以
前
、
雨
降
。
午
後
、
天
晴
。
従
前
僧
正
許
、
以
圓
觀
消
息
。

只
今
參
間
、
一
條
橋
下
覆
車
、
面
所
ゝ
有
損
所
。
及
未
到
、
奇
思
不

少
。
依
夢
想
不
閑
、
不
能
參
。
自
明
日
參
可
聞
事
ゝ

 
 ［

巳
の
時
以
前
、
雨
降
る
。
午
後
、
天
晴
る
。
前
の
僧
正
の
許
よ
り
、
圓

觀
を
以
て
消
息
す
。
只
今
參
る
間
、
一
條
橋
の
下
に
車
を
覆
し
、
面
所
所

損
ず
る
所
有
り
。
未
だ
到
ら
ざ
る
に
及
び
、
奇
し
く
思
ふ
こ
と
少
な
か
ら

ず
。
夢
想
閑
か
な
ら
ざ
る
に
依
り
て
、
參
る
こ
と
能
は
ず
。
自
ら
明
日
參

り
て
事
事
を
聞
ゆ
べ
し
］ 

（
寛
弘
元
年
〔
一
〇
〇
四
〕
六
月
五
日
条
）

ト　
 

右
衞
門
督
示
云
、
中
宮
參
大
原
野
給
事
如
何
、
或
者
夢
想
有
告
云
ゝ

…
［
中
略
］
…
仍
延
引

 
 ［

右
衛
門
督
示
し
て
云
は
く
、
中
宮
大
原
野
に
参
り
給
ふ
事
は
如
何
、
或

る
者
夢
想
に
告
げ
有
り
云
云
…
…
仍
り
て
延
引
す
］

道
長
と
実
資
の
間
に
知
章
・
資
平
が
介
入
す
る
の
は
、
双
方
の
身
分
差
や
疎
遠

さ（
8
）が

関
係
し
て
い
よ
う
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
知
章
を
介
し
て
道
長
が
、

こ
こ
で
の
「
夢
」
に
「
怖
れ
」
の
意
識
を
抱
い
て
い
る
さ
ま
を
知
り
自
分
の
日

記
に
ま
で
記
す
実
資
の
行
為
と
、
資
平
を
介
し
て
で
も
実
資
へ
「
夢
」
を
伝
え

よ
う
と
し
て
い
る
道
長
の
態
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
を
介
せ
ざ
る
を
得
な

い
相
手
と
、
あ
え
て
「
夢
」
を
把
握
し
た
り
共
有
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
と
こ

ろ
に
は
、
当
時
の
夢
観
―
―
「
夢
」
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
る
あ
る
種
の
連
携

意
識
―
―
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
無
論
、
こ
の
連
携

意
識
の
醸
成
に
は
、「
吉
夢
の
希
求
」
と
「
悪
夢
へ
の
恐
れ
」
が
大
き
く
関

わ
っ
て
も
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
夢
」
を
契
機
と
し
た
連
携
意
識
が
確
認
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
御
堂
関
白
記
』
は
「
夢
」
の
詳
細
を
記
さ
な
い
特
徴
が
あ
る（

9
）。

当
該
日
記
で
は
、「
夢
」
の
記
事
が
十
七
例（

10
）

あ
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
十
例
が

「
夢
」
を
口
実
に
外
出
を
取
り
や
め
る
（
延
期
含
）
も
の
で
あ
っ
た
。

ハ　

 

天
晴
。
有
諸
社
奉
幣
事
。
而
依
夢
想
不
宜
不
參

 
 ［

天
晴
る
。
諸
社
奉
幣
の
事
有
り
。
而
る
に
夢
想
宜
し
か
ら
ざ
る
に
依
り

て
參
ら
ず
］ 

（
長
保
元
年
〔
九
九
九
〕
二
月
廿
日
条
）

ニ　

 

仁
和
寺
故
大
僧
正
法
事
也
。
仍
送
僧
前
、
依
夢
想
不
冝
不
他
行

 
 ［

仁
和
寺
故
大
僧
正
の
法
事
な
り
。
僧
前
送
る
に
仍
り
て
、
夢
想
冝
し
か
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ヲ　

依
夢
想
無
他
行
。
従
院
被
仰
御
心
地
悩

 

［
夢
想
に
依
り
て
他
行
無
し
。
院
よ
り
御
心
地
悩
ま
し
と
仰
せ
ら
る
］

（
長
和
五
年
〔
一
〇
一
六
〕
八
月
廿
七
日
条
）

　

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
『
御
堂
関
白
記
』
に
限
ら
ず
、『
小
右
記
』
永
観
三
年

（
九
八
五
）
六
月
十
五
日
条
に
も
「
依
夢
想
告
不
參
内
…
…
」［
夢
想
に
依
り
て

參
内
せ
ぬ
こ
と
を
告
ぐ
…
…
］
と
見
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
当
時
の
貴
族
社
会

に
お
い
て
普
遍
的
な
出
来
事
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、『
御
堂
関
白

記
』
の
「
夢
」
の
半
数
以
上
が
外
出
を
取
り
や
め
る
口
実
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
中
で
も
「
ホ
」「
ト
」「
チ
」「
ヌ
」「
ル
」
の
波
線
部

に
あ
る
よ
う
に
、
自
身
（
道
長
）
等
に
関
係
す
る
不
吉
な
「
夢
」
を
第
三
者
か

ら
告
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
危
険
回
避
の
た
め
外
出
を
取
り
や
め
る
と
い
っ

た
特
異
な
パ
タ
ー
ン
の
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
の
「
人
」
表
現
に

関
し
て
は
誰
を
指
す
の
か
諸
説
が
あ
る
。
加
藤
静
子
・
中
嶋
朋
恵（

11
）

は
、「
近
親

者
か
或
い
は
乳
母
子
の
よ
う
な
ご
く
身
近
な
召
し
使
い
で
で
も
あ
ろ
う
か
」
と

し
て
お
り
、『
御
堂
関
白
記
全
注
釈
』
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
九
月
五
日
条

の
頭
注
で
は
、「
妻
の
倫
子
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
ト
」

の
「
或
者
」
は
、
右
衛
門
督
藤
原
斉
信
が
道
長
に
進
言
し
た
際
に
示
さ
れ
た
人

物
で
あ
り
、
身
近
な
者
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
道

長
に
と
っ
て
信
頼
関
係
の
厚
い
者
と
の
「
夢
」
を
介
し
た
連
携
意
識
の
あ
る
こ

と
が
当
該
記
事
か
ら
読
み
取
れ
る（

12
）。

（
寛
弘
元
年
〔
一
〇
〇
四
〕
八
月
廿
二
日
条
）

チ　

天
晴
。
欲
參
内
間
、
人
夢
想
不
宜
者
、
不
參

 
 ［

天
晴
る
。
内
に
参
ら
ん
と
欲
す
る
間
、
人
の
夢
想
宜
し
か
ら
ず
、
て
へ

れ
ば
、
参
ら
ず
］ 

（
寛
弘
元
年
〔
一
〇
〇
四
〕
十
月
六
日
条
）

リ　

 

帥
許
示
送
。
今
日
可
奏
一
品
宮
御
慶
由
、
昨
日
聞
。
而
今
夜
夢
想
不

宜
。
物
忌
内
又
有
此
事
。
早
參
給
可
被
奏

 
 ［

帥
の
許
に
示
し
送
る
。
今
日
一
品
宮
の
御
慶
を
奏
す
べ
き
の
由
、
昨
日

聞
く
。
而
る
に
今
夜
の
夢
想
宜
し
か
ら
ず
。
物
忌
の
内
に
又
此
の
事
有
り
。

早
く
参
り
給
ひ
て
奏
せ
ら
る
べ
し
］

（
寛
弘
四
年
〔
一
〇
〇
七
〕
正
月
廿
三
日
条
）

ヌ　

雨
降
。
欲
陣
定
、
雨
下
内
、
人
依
不
夢
想
閑
、
不
參

 
 ［

雨
降
る
。
陣
定
を
せ
ん
と
す
る
に
、
雨
下
が
る
内
、
人
の
夢
想
閑
か
な

ら
ざ
る
に
依
り
て
、
参
ら
ず
］ （
寛
弘
六
年
〔
一
〇
〇
九
〕
九
月
五
日
条
）

ル　

依
有
人
夢
想
、
籠
居
物
忌

 

［
人
の
夢
想
有
る
に
依
り
て
、
物
忌
に
籠
居
す
］

（
寛
弘
八
年
〔
一
〇
一
一
〕
十
一
月
七
日
条
）
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の
夢
想
な
り
］（『
小
右
記
』
萬
壽
二
年
〔
一
〇
二
五
〕
八
月
九
日
条
）
と
、
嬉
子
の

蘇
生
を
「
夢
」
に
ま
で
見
る
道
長
の
様
子
が
実
資
の
日
記

0

0

0

0

0

に
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

と
も
あ
れ
、
当
該
記
事
か
ら
は
、
道
長
の
政
権
基
盤
の
翳
り
を
い
ち
早
く
察

知
し
た
周
辺
貴
族
た
ち
が
、
小
一
条
院
の
女
房
の
見
た
道
長
に
関
す
る
不
吉
な

「
夢
」
情
報
を
巧
み
に
利
用
し
な
が
ら
、
道
長
の
行
く
末
を
あ
れ
こ
れ
と
噂
す

る
特
異
な
観
念
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
の
「
夢
」
か
ら
は
、
周

囲
の
貴
族
た
ち
に
よ
る
道
長
に
対
す
る
「
夢
」
を
介
し
た
暴
力
的
行
為（

13
）す

ら
読

み
取
れ
て
く
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
夢
」
の
共
有
に
よ
る
信
頼
関
係
の
構
築
は
君
臣
関
係
の
「
夢
」

に
も
顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば
一
条
天
皇
の
見
た
「
夢
」（『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘

元
年
〔
一
〇
〇
四
〕
七
月
十
一
日
条
）
で
は
、
一
条
天
皇
が
酒
を
飲
む
「
夢
」
を

見
た
と
述
べ
た
際
、
道
長
は
〝
雨
下
る
か
〟
と
夢
解
き
を
し
た
と
こ
ろ
、
天
皇

の
機
嫌
が
良
く
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
道
長
の
夢
解
き
は
、
一
条
天
皇
が

「
夢
」
を
得
る
前
日
に
旱
の
た
め
雨
乞
い
の
儀
式
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま

え
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た（

14
）。

貴
族
社
会
で
生
き
抜
く
た
め
に
は
、「
円
満
な

君
臣
関
係
」
を
築
く
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
一
手
段
と

し
て
「
夢
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
当
時
の
貴
族
た

ち
が
「
夢
」「
現
」
双
方
の
世
界
に
お
い
て
常
に
周
囲
の
動
向
に
気
を
配
り
、

自
身
の
取
る
べ
き
行
動
を
決
め
て
ゆ
く
「
共
同
体
」
の
中
で
生
き
て
い
た
実
態

が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
夢
」
を
媒
介
と
し
た
連
携
意
識
が
窺
え
る
記
事
は
、『
御
堂

関
白
記
』
以
外
の
漢
文
日
記
中
に
も
散
見
す
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
『
小
右

記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
小
一
条
院
の
女
房
が
見
た
道
長
の
子
ど
も
の
死
に
関

す
る
「
夢
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
…
…
或
云
、
前
日
、
院
女
房
夢
。

入
道
殿
男
子
・
女
子
可
死
者
、
尚
侍
相
合
夢
想
。
其
後
、
關
白
以
下
有
恐
懼

云
ゝ
、
而
有
此
恠
如
何
云
ゝ
」［
…
…
或
る
云
は
く
、
前
日
、
院
の
女
房
夢
む
。
入

道
殿
の
男
子
・
女
子
死
ぬ
べ
く
は
、
尚
侍
の
夢
想
に
相
ひ
合
は
す
。
其
の
後
、
關
白

以
下
恐
懼
有
り
云
云
、
此
の
恠
有
る
は
如
何
云
云
］（『
小
右
記
』
萬
壽
二
年

〔
一
〇
二
五
〕
十
月
廿
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
小
一
条
院
の
女
房
の
見
た
「
夢
」

は
、
関
白
道
頼
以
下
の
者
た
ち
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
夢
」

は
、
道
長
の
娘
で
あ
り
小
一
条
院
の
妃
で
も
あ
っ
た
寛
子
の
死
（『
小
右
記
』
萬

壽
二
年
〔
一
〇
二
五
〕
七
月
九
日
条
）
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
夢
主
が

小
一
条
院
の
女
房
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
子
の
死
と
い
う
衝
撃
的
な
出
来
事
に

よ
り
道
長
の
子
ど
も
の
死
と
い
う
「
夢
」
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
同
年
八
月
に
は
東
宮
敦
良
の
妃
と
な
っ
た
嬉
子
が
親
仁
親
王
を
出
産
後

死
去
し
て
い
る
（『
小
右
記
』
萬
壽
二
年
〔
一
〇
二
五
〕
八
月
五
日
条
）。
嬉
子
の

死
は
、
出
産
直
前
に
赤
班
瘡
に
か
か
っ
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が

（『
小
右
記
』
萬
壽
二
年
〔
一
〇
二
五
〕
七
月
廿
九
日
条
）、
と
も
か
く
萬
壽
二
年
と

い
う
年
は
、
道
長
の
権
力
を
脅
か
す
凶
事
が
相
次
い
で
起
こ
っ
て
お
り
、
道
長

自
身
も
か
な
り
の
心
的
打
撃
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
様
子
は
、

「
昨
夜
、
尚
侍
可
蘇
生
、
是
禪
門
夢
想
」［
昨
夜
、
尚
侍
蘇
生
す
べ
し
。
是
れ
禪
門
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族
と
、身
の
潔
白
を
証
明
す
る
た
め
に
須
磨
退
居
を
し
た
源
氏
を
中
心
に
「
夢
」

の
共
有
意
識
が
描
か
れ
る
。
源
氏
の
須
磨
退
居
は
、
遡
る
「
若
紫
」
巻
に
お
い

て
「
違
ひ
目
」（
①
二
三
三
）
と
予
言
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
す

な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
夢
」
を
共
有
す
る
意
識
の
発
動
し
て
い

る
者
た
ち
は
、
共
通
す
る
「
違
ひ
目
」
に
遭
い
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
「
夢
」

を
軸
と
し
て
王
権
へ
の
足
が
か
り
を
築
き
上
げ
、
栄
達
そ
し
て
栄
華
を
極
め
て

ゆ
こ
う
と
す
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
源
氏
と
明
石
一
族
は
、「
夢
」

を
共
有
し
よ
う
と
し
な
い
特
異
な
一
面
も
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い

て
は
後
に
述
べ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
と
同
じ
く
男
性
主
人
公
で
あ
り
王
権
に
深
く
関
わ
る
物
語
で

あ
る
『
狭
衣
物
語
』
に
至
っ
て
は
、
明
石
一
族
と
は
異
な
り
、
一
族
を
中
心
と

し
た
複
数
の
「
夢
」
を
殊
更
に
語
り
伝
え
共
有
し
合
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る（

17
）。

堀
河
の
大
臣
は
、「
夢
」
に
賀
茂
明
神
が
現
れ
た
こ

と
（
巻
④
二
〇
七
）
に
つ
い
て
、
す
ぐ
さ
ま
北
の
方
に
語
り
、
北
の
方
は
「
院

の
御
前
ば
か
り
に
は
、
こ
の
御
夢
を
語
り
ま
う
さ
せ
た
ま
ひ
に
け
り
」（
巻
④

二
一
三
）、「
あ
り
し
御
夢
の
こ
と
な
ど
、
上
ぞ
く
わ
し
う
語
り
た
ま
ひ
け
る
」

（
巻
④
二
一
八
）
と
、
子
と
し
て
位
置
付
け
可
能
な
狭
衣
大
将
に
語
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
夢
」
は
、
狭
衣
の
出
家
を
や
め
さ
せ
る
よ
う
暗
示
す
る
も
の
と
、

後
に
狭
衣
が
帝
位
に
就
く
こ
と
を
暗
示
す
る
と
い
っ
た
二
つ
の
告
げ
が
示
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
堀
河
の
大
臣
が
「
夢
」
の
真
意
に
気
付
い
て
い
な
い
点
は
注

目
に
値
す
る（

18
）。『

狭
衣
物
語
』
で
は
、「
夢
」
の
真
意
追
究
よ
り
も
、
主
に
一
族

（
二
）文
学
作
品
に
見
ら
れ
る
「
夢
」
の
共
有
意
識

　

こ
の
よ
う
な
「
夢
」
の
共
有
意
識
は
、
文
学
作
品
中
に
お
い
て
も
描
か
れ
て

い
る（

15
）。

例
え
ば
、
人
を
介
し
て
「
夢
」
の
真
意
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
〝
夢
合
わ
せ
〟。『
風
土
記
』（「
逸
文
〔
摂
津
の
国
〕」
夢
野　

刀
我
野
）
に
お

い
て
「
詐
り
相
せ
て
曰
は
く
」（
四
二
八
頁
）・「
刀
我
野
に
立
て
る
真
牡
鹿
も

夢
相
の
ま
に
ま
に
」（
四
二
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
な
、「
夢
」
を
（
妻
の
嫉
妬
に

よ
り
）
意
図
的
に
悪
く
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
凶
夢
に
転
じ
て
し
ま
う

パ
タ
ー
ン
の
存
在
は
注
目
に
値
す
る（

16
）。

そ
こ
に
は
、「
夢
」
を
他
者
と
共
有
す

る
感
覚
が
描
か
れ
つ
つ
も
、『
枕
草
子
』（
二
五
八
段
「
う
れ
し
き
も
の
」）
に
、

「
い
か
な
ら
む
と
思
ふ
夢
を
見
て
、
お
そ
ろ
し
と
胸
つ
ぶ
る
る
に
、
こ
と
に
も

あ
ら
ず
合
は
せ
な
し
た
る
、
い
と
う
れ
し
」（
三
八
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
な
、

「
夢
」
の
真
意
に
恐
れ
を
な
す
当
時
の
人
々
の
感
覚
意
識
が
示
さ
れ
て
も
い
る
。

加
え
て
、『
日
本
書
紀
』（
巻
第
五
「
崇
神
天
皇
」）
で
の
「
倭
迹
速
神
浅
茅
原
目

妙
姫
・
穂
積
臣
が
遠
祖
大
水
口
宿
禰
・
伊
勢
麻
積
君
」（
二
七
三
頁
）
は
、
と

も
に
同
じ
「
夢
」
を
見
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
天
皇
に
奏
上
し
て
い
る
。
そ

こ
か
ら
は
、「
夢
」
を
複
数
の
人
物
で
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
も
の
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
感
覚
意
識
の
萌
芽
が
窺
え
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
感
覚
意
識
は
、
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル
に
至
っ
て
、
主
に

政
権
か
ら
一
度
弾
き
出
さ
れ
た
者
た
ち
が
返
り
咲
い
て
ゆ
く
際
の
原
動
力
の
一

つ
と
し
て
描
か
れ
る
特
色
を
創
り
出
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。『
源
氏

物
語
』
で
は
、「
違
ひ
目
」（
若
菜
上
④
一
二
八
）
に
よ
り
都
を
離
れ
た
明
石
一
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（
三
）一
族
繁
栄
の
行
方
―
―
子
出
生
の
「
夢
」

　

身
近
な
人
に
関
す
る
「
夢
」
を
第
三
者
が
見
る
現
象
は
、
物
語
の
分
野
に
お

い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
主
に
子
出
生
の
「
夢
」
に
顕
著
で
あ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』「
俊
蔭
」
巻
で
は
、
俊
蔭
の
娘
の
男
児
出
産
の
際
に
、
奉
仕
し

て
い
る
嫗
が
子
出
生
の
「
夢
」
を
見
、『
源
氏
物
語
』
で
は
明
石
入
道
・
源
氏
・

柏
木
と
い
う
、
母
側
で
は
な
く
父
側
が
子
出
生
の
「
夢
」
を
見
て
い
る
。
物
語

で
は
、
母
の
抱
く
懊
悩
や
父
に
よ
る
功
罪
の
意
識
を
克
明
に
描
き
出
す
契
機
と

し
て
子
出
生
の
「
夢
」
が
機
能
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

19
）。

そ
し
て
、
そ
の
精
神

の
も
と
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
漢
文
日
記
に
記
さ
れ
る
父
や
第
三
者
に
顕

現
し
た
子
出
生
の
「
夢
」
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
る
。

ワ　

 

又
有
立
願
事
、　
乞
女
兒
祈
願

也
、
具
載
願
書
。　

丑
時
許
、
歸
房
之
後
、
有
可
給
子
之
夢

想
。
不
能
具
注

 
 ［

又
立
願
の
事
有
り
て
、
女
兒
を
乞
ふ
祈
願
な

り
、
具つ

ぶ
さ

に
願
書
に
載
す
。　

丑
時
許ば
か
り、
房
に
歸
る
の
後
、
子

を
給
は
る
べ
き
夢
想
有
る
。
具
に
注
す
能
は
ず
］

（『
小
右
記
』
正
暦
元
年
〔
九
九
〇
〕
九
月
八
日
条
）

カ　
 

此
夜
、
夢
在
陣
邊
。
諸
僧
宿
德
多
參
入
。
申
中
宮
御
懷
妊
之
慶
。
自

問
男
女
、
答
男
也
云
々
。
又
、
夢
後
凉
殿
南
屏
顚
倒

 
 ［

此
夜
、
夢
に
陣
の
邊
り
に
在
り
。
諸
僧
の
宿
德
多
く
參
入
す
。
中
宮
御

懷
妊
の
慶
び
を
申
す
。
自
ら
男
女
を
問
ふ
に
、「
男
な
り
」と
答
ふ
云
々
。
又
、

間
で
「
夢
」
を
共
有
す
る
意
識
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
真
意
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
り
つ
つ
も
、「
夢
」

を
一
族
で
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
最
後
に
は
狭
衣
が
帝
位
に
就
く
こ
と
で
一

族
が
栄
華
を
果
た
す
、
と
い
う
物
語
に
特
異
な
〝
夢
実
現
の
共
同
体
〟
意
識
を

見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
俗
信
等
を
人
々
に
語
り
伝
え
共
有
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
主
眼
と
す
る
説
話

文
学
や
宗
教
に
お
い
て
、
夢
観
は
よ
り
深
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
巻
第
十
三
（
五　

夢
買
ふ
人
の
事
）」
で
の
「
夢
を
人
に
聞

か
す
ま
じ
き
な
り
と
言
ひ
伝
へ
け
る
」
や
、
宰
相
局
が
友
人
か
ら
「
夢
」
を
買

い
取
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
後
に
宇
治
殿
の
思
わ
れ
人
と
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ

る
『
沙
石
集
』「
七
十
」
で
は
、「
夢
」
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
人
々
の
間
で
共
有

し
、
一
つ
の
思
想
を
創
り
上
げ
て
ゆ
く
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
だ
が
そ
の
一
方

で
、
説
話
文
学
に
は
教
訓
面
も
付
加
さ
れ
て
お
り
、
深
い
思
慮
も
な
く
吉
夢
を

語
っ
て
し
ま
う
と
、
奪
い
取
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
性
の
あ
る
こ
と
も
同
時
に
伝

え
て
い
る
。
夢
主
が
誰
に
語
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
成
り
行
き
も
変
わ
る

の
だ
と
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　

概
し
て
、
文
学
作
品
中
の
〝
夢
実
現
の
共
同
体
〟
は
、
夢
主
の
行
動
次
第

（
誰
に
語
る
の
か
）
で
、
そ
の
結
末
が
い
か
よ
う
に
も
な
る
危
う
い
記
号
と
し
て

機
能
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
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明石一族を取り巻く「夢」

天
皇
・
道
長
両
者
の
信
任
を
得
な
が
ら
も
苦
し
い
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
の
最
中
で
、
行
成
は
中
宮
彰
子
懐
妊
の
「
夢
」
を
見
た
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
後
に
見
た
「
夢
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
、
後
涼
殿
の
南
屏

が
顛
倒
し
た
様
子
は
、
ま
さ
に
行
成
の
心
的
苦
悩
の
現
れ
で
あ
ろ
う（

22
）。

彰
子
の

男
児
誕
生
は
、
一
条
天
皇
と
道
長
と
の
間
を
強
化
す
る
役
割
を
果
た
し
、
宮
廷

の
安
定
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
後
に
譲
位
を
め
ぐ
っ

て
一
条
天
皇
の
推
す
定
子
所
生
の
敦
康
親
王
と
拮
抗
す
る
人
物
と
な
る
こ
と
が

目
に
見
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
行
成
は
複
雑
な
心
境
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
は
、「
夢
」
の
中
で
生
ま
れ
て
く
る
御
子
が
男
児
か
女
児
か
を
気
に
か
け
、

そ
の
返
答
が
男
児
を
示
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
行
成
は
室
女
（
妻
）
の
見
た
「
夢
」
を
記
し
て
も
い
る
。『
権
記
』

長
保
四
年
（
九
九
三
）
二
月
九
日
条
に
「
今
夜
、
室
女
夢
與
余
共
見
明
月
」［
今

夜
、
室
女
夢
に
余
と
と
も
に
明
月
を
見
る
］
と
あ
り
、
月
に
関
す
る
「
夢
」
は
、

と
り
わ
け
子
出
生
に
関
わ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
、
明
石
入
道
が
娘
明
石
御

方
の
生
ま
れ
る
際
に
「
月
日
の
光
」（
若
菜
上
④
一
一
三
）
と
、
子
出
生
を
暗
示

さ
せ
る
よ
う
な
「
夢
」
を
見
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
頃
、
行
成
の
妻

は
懐
妊
し
て
お
り
、
同
年
十
月
十
四
日
に
女
児
を
出
産
し
て
い
る
（
二
日
後
の

十
六
日
条
に
「
母
子
之
命
、
一
日
忽
没
」［
母
子
の
命
、
一
日
に
し
て
忽
た
ち
ま
ち

没
す
］
と
、

母
子
と
も
に
絶
命
）。
妻
が
夫
と
と
も
に
月
を
眺
め
る
「
夢
」
を
見
た
出
来
事
を

あ
え
て
日
記
中
に
書
き
と
ど
め
た
行
成
の
真
意
は
、「
夢
」
に
見
え
た
「
明
月
」

を
懐
妊
暗
示
の
吉
夢
と
結
び
付
け
た
い
が
ゆ
え
で
あ
る
と
と
も
に
、
夫
で
あ
る

後
凉
殿
の
南
の
屏
の
顚
倒
す
る
を
夢
む
］

（『
権
記
』
寛
弘
五
年
〔
一
〇
〇
八
〕
三
月
十
九
日
条
）

　
「
ワ
」
は
、
父
で
あ
る
実
資
の
見
た
子
出
生
の
「
夢
」
で
あ
る
。
実
資
は

「
女
兒
之
大
願
」［
女
兒
の
大
願
］（
正
暦
元
年
〔
九
九
〇
〕
九
月
五
日
条
）・「
殊
祈

申
女
兒
願
」［
殊
に
女
兒
の
願
を
祈
り
申
す
］（
正
暦
元
年
〔
九
九
〇
〕
九
月
七
日

条
）
と
、
こ
の
頃
頻
繁
に
女
児
を
儲
け
る
大
願
を
立
て
て
い
た
。
ま
た
、
波
線

部
に
あ
る
よ
う
に
「
夢
」
内
容
を
記
さ
な
い
態
度
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

「
夢
」
を
口
外
す
る
と
成
就
し
な
い
と
す
る
当
時
の
夢
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
夢
主
で
あ
る
実
資
が
、
得
た
「
夢
」
に
対
し
て
細
心
の
注
意

を
払
う
様
子
が
窺
え
る（

20
）。

　
「
カ
」
は
、
中
宮
彰
子
懐
妊
に
関
す
る
「
夢
」
で
あ
る
。
傍
線
部
に
あ
る
よ

う
に
、
こ
こ
で
は
第
三
者
で
あ
る
行
成
が
二
度
「
夢
」
を
見
て
い
る
。
行
成
は
、

一
条
天
皇
と
道
長
の
両
方
か
ら
信
任
を
得
て
お
り（

21
）、

定
子
所
生
の
敦
康
親
王
別

当
を
務
め
た
り
、
一
条
天
皇
が
死
の
直
前
に
至
っ
て
譲
位
に
つ
い
て
行
成
に
相

談
を
す
る
な
ど
、
そ
の
間
柄
は
親
密
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
宮
廷
の
安
定
の
た
め

に
は
、
一
条
天
皇
と
道
長
の
関
係
強
化
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、

行
成
は
中
宮
彰
子
所
生
の
敦
成
親
王
を
即
位
さ
せ
る
よ
う
説
得
を
す
る
様
子

（『
権
記
』
寛
弘
八
年
〔
一
〇
一
一
〕
五
月
廿
七
日
条
）
が
日
記
中
に
描
か
れ
て
い

る
。
行
成
は
敦
康
親
王
を
譲
位
さ
せ
た
い
と
す
る
一
条
天
皇
に
対
し
、
文
徳
天

皇
の
先
例
を
挙
げ
て
そ
の
思
い
を
諦
め
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
成
は
一
条
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源
氏
と
明
石
一
族
を
取
り
巻
く
「
夢
」
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
明
石
入
道

は
、
孫
明
石
女
御
の
男
児
出
産
を
確
認
し
た
後
に
、
娘
明
石
御
方
へ
宛
て
た
手

紙
に
て
自
身
の
得
た
「
夢
」
＝
〝
一
族
栄
達
の
吉
夢
〟
を
打
ち
明
け
る
。
だ
が
、

こ
の
時
点
で
は
明
石
女
御
が
国
母
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
明
石
一
族
の
祈
願
が
達

成
さ
れ
て
は
い
な
い
。
入
道
が
、
祈
願
成
就
後
に
願
ほ
ど
き
を
す
る
よ
う
言
い

残
す
（
若
菜
上
④
一
一
四
）
と
こ
ろ
か
ら
は
、
当
該
「
夢
」
が
明
石
入
道
一
人

の
も
の
で
は
な
く
、
一
族
で
継
承
・
共
有
し
て
叶
え
て
ゆ
く
の
だ
と
す
る
態
度

が
見
て
取
れ
る
。
そ
の
後
、
明
石
御
方
は
娘
明
石
女
御
に
入
道
の
手
紙
の
存
在

を
知
ら
せ
、「
疎
き
人
に
は
な
漏
ら
さ
せ
た
ま
ひ
そ
」（
若
菜
上
④
一
二
三
）
と

固
く
注
意
を
促
す
。
親
か
ら
子
そ
し
て
孫
へ
と
語
り
継
が
れ
る
「
夢
」
は
、
明

石
一
族
に
と
っ
て
の
意
志
の
継
承
な
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
明
石
一
族
は
、
一
族
の
長
明
石
入
道
の
得
た
「
夢
」
を
共
有
し
て

語
り
伝
え
て
ゆ
く
方
針
を
と
っ
た
こ
と
で
、
栄
達
か
ら
栄
華
へ
と
昇
華
し
て
ゆ

く
足
が
か
り
を
新
た
に
構
築
し
た
の
で
あ
る（

25
）。

こ
の
、明
石
一
族
に
よ
る
「
夢
」

の
共
有
に
焦
点
を
あ
て
る
と
、
中
世
に
お
い
て
流
行
す
る
〝
夢
語
り
共
同
体
〟

の
概
念
が
物
語
に
底
流
し
て
い
る
こ
と
が
導
き
出
せ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
視

点
か
ら
「
明
石
物
語
」
全
体
を
見
据
え
る
こ
と
に
よ
り
、
王
権
へ
と
競
り
上

が
っ
て
ゆ
く
明
石
一
族
の
志
向
が
よ
り
鮮
明
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
条
天
皇
と
道
長
に
見
ら
れ
た
「
夢
」
の
共
有
に
よ
り
も
た
ら

さ
れ
る
「
円
満
な
君
臣
関
係
」
と
も
い
え
る
や
り
と
り
は
、
明
石
入
道
の
源
氏

に
対
す
る
「
夢
」
の
や
り
と
り
に
近
似
す
る
も
の
が
あ
る
。
実
際
、
明
石
入
道

自
分
も
そ
の
「
夢
」
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
共
有
意
識
を
記
す
こ
と
で
、
一
族

繁
栄
の
兆
し
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
に
挙
げ
た
記
事
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
貴
族
社
会
で
は
子
の
誕
生
と

勢
力
争
い
と
が
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
入
内
を
さ
せ
る
た
め
の
女
子
そ
し
て

政
治
を
引
き
継
ぐ
男
子
の
存
在
が
家
の
存
続
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
家

の
進
退
を
左
右
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
御
産
と
い
う
出
来
事
は
、
貴
族

社
会
を
生
き
抜
く
者
た
ち
に
と
っ
て
大
願
を
立
て
る
等
し
て
渇
望
す
る
も
の
で

あ
り
、
時
に
は
妬
み
に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
様
子
は
『
源
氏
物

語
』
に
も
見
ら
れ
、
葵
上
が
無
事
出
産
し
た
こ
と
を
妬
む
物
の
怪
の
様
子
（
葵

②
四
十
一
）
そ
し
て
葵
上
の
御
産
に
よ
る
死
は
、
ま
さ
に
当
時
の
歴
史
的
背
景

を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
っ
た（

23
）。

　

こ
の
よ
う
な
、
実
資
や
行
成
と
い
っ
た
道
長
政
権
下
に
置
か
れ
て
い
る
貴
族

た
ち
の
様
々
な
心
境
が
反
映
さ
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
漢
文
日
記
で
の
「
夢
」

は
、
母
で
は
な
く
父
あ
る
い
は
第
三
者
が
子
出
生
の
「
夢
」
を
見
る
と
い
う
物

語
独
特
の
傾
向（

24
）

が
形
成
さ
れ
る
初
期
段
階
の
作
品
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
の

「
夢
」
へ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

二
　
明
石
一
族
を
取
り
巻
く
複
数
の
「
夢
」

（
一
）〝
夢
実
現
の
共
同
体
〟
意
識

　

前
節
ま
で
の
、
漢
文
日
記
に
お
け
る
「
夢
」
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
た
上
で
、
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一
方
で
、
明
石
入
道
も
一
族
栄
達
の
「
夢
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
現
が
ほ

ぼ
確
実
視
（
東
宮
第
一
皇
子
の
誕
生
）
さ
れ
る
ま
で
源
氏
に
も
肉
親
に
も
明
か

さ
な
か
っ
た
。
朱
雀
帝
と
源
氏
の
「
夢
」
に
至
っ
て
は
、
語
り
合
っ
て
共
有
す

る
と
い
う
現
象
に
さ
え
至
っ
て
い
な
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
は
、「
夢
」
を
あ
え
て
共
有
し
な
い
手
法
を
と
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
後
の
物
語
展
開
を
構
築
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

（
二
）源
氏
と
明
石
入
道
の
「
夢
」
―
―
「
夢
」
の
共
有
／
非
共
有

　
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
夢
主
の
得
た
「
夢
」
に
つ
い
て
、
関
係
者
や
周
囲
の

者
た
ち
と
共
有
す
る
か
否
か
を
書
き
分
け
る
「
夢
」
の
共
有
／
非
共
有
の
構
造

と
い
う
方
法
で
描
き
出
す
こ
と
に
よ
り
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
方
法
を
創
り
出

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
明
石
物
語
」
に
顕
著
で
あ
る（

26
）。

と
り
わ

け
、
源
氏
の
須
磨
退
居
か
ら
政
権
復
帰
の
描
か
れ
る
「
須
磨
」「
明
石
」
巻
に

お
い
て
複
数
の
「
夢
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
夢
主
た
ち
に
着
目
す
る
と
、

救
う
者
と
救
わ
れ
る
者
（
明
石
入
道
と
源
氏
・
故
桐
壺
院
と
源
氏
）
と
い
っ
た
対

構
造
を
な
し
て
お
り
、
か
つ
、
同
一
の
も
の
（
明
石
入
道
と
源
氏
は
異
形
の
も

の
・
朱
雀
院
と
源
氏
は
故
桐
壺
院
）
が
「
夢
」
に
現
れ
る
と
い
っ
た
特
異
な
構
造

を
も
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
同
種
の
夢
は
、
語
り
合
い
共
有
す
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
描
か
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
だ
が（

27
）、「

明
石
物
語
」
で
は
、
語
り

合
っ
て
共
有
す
る
場
面
が
描
か
れ
な
い
―
―
「
夢
」
の
非
共
有
―
―
傾
向
が
見

ら
れ
る
。

は
道
長
と
同
様
に
、
相
手
と
「
夢
」
を
共
有
す
る
方
法
を
と
っ
た
こ
と
で
互
い

の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
だ
。

　

そ
し
て
、
源
氏
の
須
磨
退
居
時
に
描
か
れ
る
複
数
の
「
夢
」
は
個
々
の
も
の

で
は
な
く
、
複
数
の
人
物
の
「
夢
」
に
同
一
の
も
の
0

0

が
現
れ
る
と
い
っ
た
特
徴

が
見
ら
れ
る
。
明
石
入
道
と
源
氏
の
「
夢
」
に
は
、
同
じ
異
形
の
者
が
し
き
り

に
現
れ
、
源
氏
と
朱
雀
帝
の
「
夢
」
に
は
、
故
桐
壺
院
が
現
れ
た
。
な
ぜ
、
あ

た
か
も
夢
主
同
士
が
「
夢
」
を
共
有
す
る
よ
う
な
描
写
と
な
っ
て
い
る
の
か
。

源
氏
と
明
石
入
道
・
源
氏
と
朱
雀
帝
の
「
夢
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
よ
う
な
夢

構
造
（
以
下
、同
種
の
夢
と
記
す
）
と
な
っ
て
い
る
。
複
数
の
人
々
が
同
じ
「
夢
」

を
見
る
と
、
前
掲
『
日
本
書
紀
』
の
三
人
同
夢
の
よ
う
に
、
見
た
「
夢
」
を
語

り
共
有
す
る
現
象
が
起
こ
る
傾
向
に
あ
る
。

　

だ
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
『
狭
衣
物
語
』
の
様
子
と
異
な
り
、
必
ず
し
も

周
囲
の
者
と
「
夢
」
を
語
り
合
い
共
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
明
石
入
道

は
、「
明
石
」
巻
に
て
明
石
の
浦
か
ら
源
氏
を
迎
え
に
き
た
経
緯
に
つ
い
て
、

得
た
「
夢
」
の
内
容
を
源
氏
に
語
る
が
、
源
氏
は
得
た
「
夢
」（
故
桐
壺
院
の

「
夢
」）
を
語
ら
ず
沈
黙
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、「
若
紫
」
巻
で
の
「
夢
」
も

最
後
ま
で
明
石
入
道
に
は
語
ら
な
い
。
こ
の
「
夢
」
は
、
夢
解
き
の
者
に
よ
り

源
氏
の
「
違
ひ
目
」（
若
紫
①
二
三
三
）
す
な
わ
ち
須
磨
退
居
を
予
言
さ
れ
て
も

お
り
、
明
石
入
道
の
父
大
臣
の
「
違
ひ
目
」（
若
菜
上
④
一
二
八
）
＝
都
か
ら
の

追
放
と
連
動
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
「
若
紫
」
巻
で
の
「
夢
」
も
明
石
入
道

と
共
有
す
べ
き
「
夢
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
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を
知
っ
て
も
い
た
（
若
紫
①
二
〇
三
～
二
〇
四
）。
と
す
る
と
、「
夢
」
を
理
由

に
源
氏
に
近
づ
い
て
く
る
し
た
た
か
な
明
石
入
道
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

ま
た
さ
ら
に
、
源
氏
は
入
道
の
「
夢
」
と
自
身
の
「
夢
」
と
が
、
あ
た
か
も
呼

応
関
係
に
あ
る
よ
う
な
状
態
か
ら
、
か
つ
て
の
「
若
紫
」
巻
で
の
夢
占
い
で
示

さ
れ
た
「
違
ひ
目
」
と
い
う
予
言
を
も
思
い
合
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な

わ
ち
、「
違
ひ
目
」
が
契
機
と
な
っ
て
出
会
う
女
君
―
―
「
若
紫
」
巻
で
「
海

竜
王
の
后
に
な
る
べ
き
い
つ
き
む
す
め
」（
二
〇
四
頁
）
と
人
々
か
ら
揶
揄
さ

れ
て
い
た
女
君
―
―
に
よ
り
運
命
が
切
り
拓
か
れ
る
可
能
性
を
源
氏
は
予
感
し
、

そ
れ
を
受
け
入
れ
か
ね
て
い
る
態
度
を
示
す
手
段
と
し
て
、
明
石
入
道
へ
自
身

の
「
夢
」
を
語
ら
な
い
措
置
を
と
っ
た
と
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
先
述
の

よ
う
に
、
源
氏
と
明
石
入
道
に
は
、「
違
ひ
目
」
と
い
う
、
政
権
か
ら
弾
き
出

さ
れ
る
事
態
が
共
通
し
て
見
ら
れ
た
。
そ
の
二
者
の
「
夢
」
が
共
鳴
し
合
お
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
故
桐
壺
院
が
源
氏
の
「
夢
」
に
現
れ
救
い
の

手
を
差
し
伸
べ
る
と
こ
ろ
と
明
石
入
道
が
源
氏
に
娘
の
存
在
を
打
ち
明
け
る
と

こ
ろ
に
共
通
し
て
「
住
吉
の
神
」（
明
石
②
二
二
九
・
二
四
五
）
が
関
わ
っ
て
い

る
の
も
見
逃
せ
な
い
。
故
桐
壺
院
に
至
っ
て
は
、
源
氏
と
明
石
一
族
と
を
一
つ

に
し
、
源
氏
の
政
権
復
帰
と
明
石
一
族
の
栄
達
の
二
つ
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す

る
意
図
が
窺
え
も
す
る（

28
）。

そ
こ
か
ら
は
、
源
氏
と
明
石
入
道
双
方
の
「
夢
」
の

語
り
合
い
が
成
立
し
な
い
と
こ
ろ
を
、「
住
吉
の
神
」
そ
し
て
故
桐
壺
院
が
補

完
し
て
い
る
と
の
仕
組
み
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　

源
氏
は
、
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
故
桐
壺
院
出
現
の
「
夢
」
も
、「
若

　

ま
ず
、
明
石
入
道
と
光
源
氏
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
述
べ
る
。
明
石
入
道
は
、

明
石
の
浦
か
ら
須
磨
に
い
る
源
氏
の
も
と
へ
来
訪
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
良
清

を
介
し
て
自
ら
の
得
た
「
夢
」
の
話
を
す
る
。
そ
の
際
に
、
明
石
入
道
が
「
こ

こ
に
も
、
も
し
知
ろ
し
め
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

や
は
べ
り
つ
ら
ん
と
て
な
む
」（
明
石
②

二
三
二
）
と
、
源
氏
側
に
尋
ね
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
に
対
し

て
源
氏
は
、「
夢
」
に
「
父
帝
の
御
教
へ
」（
明
石
②
二
三
三
）
が
あ
っ
た
こ
と

を
想
起
し
て
、
自
ら
も
「
夢
」
を
見
て
い
た
と
思
う
に
至
る
。
こ
こ
で
の
源
氏

と
明
石
入
道
の
語
り
は
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
夢
」
の
共

有
意
識
―
―
源
氏
と
の
間
に
信
頼
関
係
を
築
き
た
い
願
望
―
―
が
働
い
て
い
た

よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
明
石
入
道
が
源
氏
を
尋
ね
た

経
緯
に
つ
い
て
良
清
を
通
じ
て
「
夢
」
を
打
ち
明
け
た
の
に
対
し
、
源
氏
は
故

桐
壺
院
の
「
夢
」
を
打
ち
明
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
明

石
入
道
か
ら
源
氏
へ
の
「
夢
語
り
」
は
あ
る
も
の
の
、
源
氏
か
ら
明
石
入
道
へ

の
「
夢
語
り
」
は
な
い
の
で
あ
る
。
両
者
に
は
、
受
領
階
級
と
貴
族
階
級
と
い

う
身
分
差
の
壁
が
あ
り
、
双
方
を
取
り
次
ぐ
者
と
し
て
良
清
が
い
た
点
は
、
先

述
の
実
資
と
道
長
と
の
関
係
と
比
定
で
き
る
。
し
か
し
源
氏
は
、
内
心
、
明
石

入
道
の
明
石
の
浦
へ
の
移
動
の
申
し
入
れ
を
受
け
入
れ
た
い
と
し
つ
つ
も
、
良

清
に
見
た
「
夢
」
を
語
ろ
う
と
し
な
い
。
そ
れ
は
、
後
々
の
世
間
で
の
非
難
を

気
に
し
て
い
る
た
め
（
明
石
②
二
三
二
）
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の

理
由
で
は
な
か
ろ
う
。

　

源
氏
は
、
明
石
入
道
が
娘
の
結
婚
に
対
し
て
高
い
理
想
を
持
っ
て
い
る
こ
と
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か
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
澪
標
」
巻
で
は
、
明
石
御
方
に
対
す
る
紫
上
の

嫉
妬
が
描
か
れ
て
も
い
る
。
そ
の
後
、
明
石
御
方
の
娘
は
、
源
氏
の
提
案
に
よ

り
、
養
女
と
し
て
紫
上
に
育
て
ら
れ
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
子
の
数
に
含
ま
れ

る
に
至
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
源
氏
が
明
石
入
道
に
対
し
て
、「
夢
」
の
共
有
を
拒
否

す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
背
景
か
ら
は
、
明
石
腹
の
女
児
を
予
言
の
子
と
し
て

認
知
す
る
こ
と
を
た
め
ら
い
、
新
た
な
子
へ
の
願
望
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
最
愛
の
女
性
で
あ
る
紫
上
へ
の
配
慮
の
意
識
が
大
き
く
作
用

し
て
い
る
こ
と
が
汲
み
取
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
明
石
入
道
は
遠
く
「
若
菜
上
」
巻
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
娘
明
石

御
方
出
生
の
際
に
見
た
「
夢
」
＝
〝
一
族
栄
達
の
吉
夢
〟
を
打
ち
明
け
る
。
先

述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
明
石
女
御
が
国
母
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
明
石
一

族
の
祈
願
が
達
成
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、「
今
ぞ
見
し
世
の
夢
が
た
り
す

る
」（
若
菜
上
④
一
一
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
夢
語
り
は
入
道
に
よ
る
「
自
覚
的

な
行
動
の
結
果（

30
）」

で
あ
り
タ
イ
ミ
ン
グ
を
佚
し
て
い
な
か
っ
た
。
明
石
入
道
の

夢
語
り
は
、
口
頭
で
は
な
く
手
紙
を
媒
介
と
し
て
、
明
石
尼
君
・
明
石
御
方
・

明
石
女
御
そ
し
て
源
氏
へ
と
伝
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
の
明
石
入
道
の

遺
書
と
も
い
え
る
手
紙
が
〝
一
族
栄
達
の
吉
夢
〟
を
次
世
代
へ
と
語
り
伝
え
る

役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
明
石
入
道
が
一
族
栄
達

の
根
幹
を
な
す
「
夢
」
に
、
子
孫
へ
語
り
伝
え
る
要
素
（
手
紙
＝
遺
書
）
を
付

加
さ
せ
た
こ
と
で
、
明
石
一
族
の
「
夢
」
は
、
よ
う
や
く
本
格
的
に
〝
夢
実
現

紫
」
巻
で
の
「
夢
」
も
、
最
後
ま
で
明
石
入
道
へ
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な

ぜ
、
源
氏
は
最
後
ま
で
明
石
入
道
と
「
夢
」
を
語
り
合
い
す
べ
て
を
共
有
し
よ

う
と
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
源
氏
が
、
明
石
腹
よ
り
生
ま
れ
た
姫
君
を
、

宿
曜
師
の
予
言
に
あ
る
「
御
子
三
人
」（
澪
標
②
二
八
五
）
に
示
さ
れ
る
「
后
」

と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
た
こ
と
と
、
紫
上
へ
の
配
慮
ゆ
え
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
源
氏
は
、「
澪
標
」
巻
に
お
い
て
明
石
姫
君
出
生
後
も

子
が
産
ま
れ
る
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
し（

29
）、

二
度
目
の
住
吉
参
詣
で
は

「
女
御
殿
、
対
の
上
は
、
一
つ
に
奉
り
た
り
」（
若
菜
上
④
一
七
〇
）
と
、
紫
上

へ
の
厚
遇
が
い
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
後
者
で
は
、
源
氏
に
と
っ
て
紫
上
が
ど
れ

ほ
ど
重
要
な
存
在
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
そ
も
そ
も
源
氏
は
、
明
石
御
方
の
い

る
岡
辺
の
宿
へ
初
め
て
赴
く
際
、「
思
ふ
ど
ち
見
ま
ほ
ほ
し
き
入
江
の
月
影
に

も
、
ま
づ
恋
し
き
人
の
御
事
を
思
ひ
出
で
聞
こ
へ
た
ま
ふ
」（
明
石
②
）
と
、

「
恋
し
き
人
」
す
な
わ
ち
紫
上
の
こ
と
を
想
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
源
氏
は
明

石
御
方
と
結
ば
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
す
ぐ
に
手
紙
に
て
紫
上
へ
打
ち
明
け
る

の
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
あ
や
し
う
も
の
は
か
な
き
夢
を
こ
そ
見
は
べ
り
し
か
」

と
書
か
れ
て
お
り
、
源
氏
が
紫
上
を
気
遣
う
か
た
ち
で
遠
ま
わ
し
に
打
ち
明
け

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
源
氏
は
、「
忍
び
の
旅
寝
も
し
た
ま
は
ず
」、

「
や
ん
ご
と
な
き
方
（
＝
紫
上
）
の
お
ぼ
つ
か
な
く
て
年
月
を
過
ぐ
し
た
ま
ふ
が
、

た
だ
な
ら
ず
思
ひ
お
こ
せ
た
ま
ふ
ら
む
が
、
い
と
心
苦
し
け
れ
ば
、
独
り
臥
し

が
ち
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
」
と
、
紫
上
の
こ
と
を
ひ
ど
く
気
に
か
け
る
ゆ
え
に
、

明
石
御
方
の
と
こ
ろ
か
ら
足
が
遠
の
い
て
し
ま
う
様
子
が
あ
え
て
事
細
か
に
描
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泉
帝
・
夕
霧
に
次
ぐ
三
番
目
の
子
ど
も
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
源
氏
は
、「
思
ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
た
ま
ふ
べ
き
人
も
出
で
も
の
し
た
ま

は
ば
」（
澪
標
②
二
九
九
）、「
末
の
君
た
ち
、
思
ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
出
だ
し
て

見
む
」（
絵
合
②
三
九
二
～
三
九
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
第
三
子
で
あ
る
明
石
姫

君
の
誕
生
後
も
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
点
は
見

逃
せ
な
い
。
す
な
わ
ち
源
氏
は
、
明
石
姫
君
誕
生
の
後
も
紫
上
を
は
じ
め
と
し

た
他
の
女
君
と
の
子
女
を
希
求
し
て
お
り
、
源
氏
に
と
っ
て
明
石
姫
君
は
「
第

四
子
と
交
換
可
能
な
、
い
わ
ば
都
合
の
よ
い
子
ど
も
」
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る（

33
）。

　
〝
一
族
栄
達
の
吉
夢
〟
を
得
て
、
長
年
に
わ
た
る
住
吉
の
神
へ
の
祈
願
そ
し

て
西
方
浄
土
と
い
っ
た
思
念
の
世
界
に
生
き
た
明
石
入
道
。
そ
の
一
方
で
、
一

族
の
長
入
道
の
意
志
を
実
現
さ
せ
る
べ
く
、
幾
多
の
困
難
の
待
ち
受
け
る
貴
族

社
会
（
現
実
世
界
）
へ
と
飛
び
込
み
、
運
命
を
切
り
拓
い
て
い
っ
た
の
が
明
石

御
方
と
明
石
尼
君
で
あ
っ
た（

34
）。

だ
が
、
明
石
入
道
は
、
一
族
栄
達
の
根
幹
と
も

い
え
る
明
石
御
方
出
生
の
際
に
見
た
「
夢
語
り
」
を
源
氏
に
し
な
い
と
い
う
重

大
な
決
断
を
し
て
い
た
こ
と
が
、
以
上
の
考
察
に
よ
り
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
　
源
氏
と
朱
雀
帝
の
「
夢
」

―
―
共
通
す
る
故
桐
壺
院
出
現
の
意
味

　

源
氏
と
朱
雀
帝
の
「
夢
」
で
は
、
兄
弟
間
に
お
い
て
故
桐
壺
院
が
現
れ
る
。

桐
壺
院
は
源
氏
の
夢
中
に
現
れ
、
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
と
と
も
に
、「
内

の
共
同
体
〟
の
力
を
発
動
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
明
石
入

道
・
尼
君
・
御
方
の
築
き
上
げ
た
栄
達
か
ら
、
明
石
姫
君
・
若
君
な
ど
と
い
っ

た
次
世
代
に
お
け
る
栄
華
へ
と
続
く
道
を
切
り
拓
い
て
ゆ
く
新
た
な
力
を
獲
得

し
た
の
で
あ
っ
た
。
明
石
入
道
は
吉
夢
の
恩
恵
を
受
け
ず
に
、
山
へ
入
り
こ
の

世
を
去
る
が
、
夢
内
容
に
「
小
さ
き
舟
に
乗
り
て
、
西
の
方
を
さ
し
て
漕
ぎ
ゆ

く
と
な
む
見
は
べ
し
」（
若
菜
下
④
一
一
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
た
だ
こ
の
世
を

去
る
の
で
は
な
く
、
西
方
浄
土
へ
と
赴
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目

さ
れ
る
。
こ
の
部
分
に
は
、
往
生
伝
を
は
じ
め
と
し
た
説
話
の
類
と
の
関
連
が

読
み
取
れ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る（

31
）。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
潜
在
的
道
心
を
持

つ
者
へ
の
仏
に
よ
る
瑞
祥
形
式
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
物
語
に
融
合
す
る

形
で
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

32
）。

　

ま
た
、
源
氏
は
、
明
石
御
方
へ
の
不
意
の
来
訪
に
よ
り
明
石
入
道
の
手
紙
の

存
在
を
知
る
に
至
る
。
入
道
が
源
氏
に
「
夢
」
の
一
部
を
語
ら
な
か
っ
た
意
味

と
は
、
源
氏
の
側
が
明
石
一
族
と
の
「
夢
」
の
共
有
を
拒
否
す
る
可
能
性
を
視

野
に
入
れ
、
殊
更
に
慎
重
に
な
っ
て
い
た
ゆ
え
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
、
身

分
差
の
あ
る
明
石
一
族
が
源
氏
に
〝
一
族
栄
達
の
吉
夢
〟
を
打
ち
明
け
た
と
こ

ろ
で
、
源
氏
の
積
極
的
な
協
力
が
得
ら
れ
る
か
、
と
い
う
大
き
な
問
題
が
横
た

わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
源
氏
は
宿
曜
師
に
よ
り
「
御
子
三

人
、
帝
、
后
か
な
ら
ず
並
び
て
生
ま
れ
た
ま
ふ
べ
し
。
中
の
劣
り
は
太
政
大
臣

に
て
位
を
極
む
べ
し
」（
澪
標
②
二
八
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
生
ま
れ
て
く
る
子

ど
も
は
三
人
と
予
言
さ
れ
て
い
た
。
明
石
御
方
の
子
で
あ
る
明
石
姫
君
は
、
冷
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明石一族を取り巻く「夢」

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
源
氏
と
朱
雀
帝
を
取
り
巻
く
「
夢
」
は
、
故
桐
壺
院
に

よ
る
新
し
い
「
権
力
核
」（
冷
泉
帝
）
の
実
現
と
い
う
強
い
意
志
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
導
き
出
せ
て
く
る（

36
）。

そ
れ
に
よ
り
、
源
氏
は
准
太
上
天
皇
と

い
う
異
例
の
地
位
を
得
て
、
潜
在
的
な
王
朝
の
継
承
を
実
現
す
る
に
至
る
の

だ
っ
た
。

　

ま
た
、
源
氏
と
朱
雀
帝
間
の
「
夢
」
は
、
明
石
入
道
と
源
氏
間
の
「
夢
」
と

連
動
し
て
い
た
。
冷
泉
帝
と
い
う
新
し
い
「
権
力
核
」
の
実
現
に
よ
り
確
立
さ

れ
た
源
氏
の
栄
華
は
、
明
石
一
族
の
栄
達
そ
し
て
栄
華
に
組
み
込
ま
れ
、「
夢
」

の
実
現
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
明
石
一
族
の
栄
達
そ
し
て
栄
華
は
、
故
桐
壺
院
出
現
の
「
夢
」

に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
源
氏
の
異
例
の
栄
華
に
加
え
、「
夢
語
り
」
と
い
う
特

殊
な
夢
の
共
有
意
識
を
付
加
さ
せ
る
こ
と
で
、
長
い
年
月
を
経
て
成
し
遂
げ
ら

れ
て
ゆ
く
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
中
世
社
会
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
あ
る
〝
夢
語
り
共
同
体
〟
の
原
初

形
態
の
精
神
が
、
物
語
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性

に
つ
い
て
、「
明
石
物
語
」
に
焦
点
を
あ
て
探
っ
て
き
た
。「
吉
夢
を
希
求
」
し
、

か
つ
「
吉
夢
の
実
現
を
は
か
る
」〝
夢
語
り
共
同
体
〟
の
精
神
は
、「
明
石
物

語
」
を
は
じ
め
と
し
た
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
後
者
の
「
吉
夢
の
実
現
を
は

裏
に
奏
す
べ
き
こ
と
」（
明
石
②
二
二
九
）
が
あ
る
と
言
い
残
し
て
立
ち
去
り
、

朱
雀
帝
の
夢
中
に
怒
り
の
形
相
で
現
れ
た
の
だ
っ
た
（
明
石
②
二
五
一
）。
朱
雀

帝
は
そ
の
後
、
自
身
の
眼
病
や
要
人
で
あ
る
太
政
大
臣
の
死
、
そ
し
て
弘
徽
殿

太
后
の
病
な
ど
「
次
々
に
お
の
づ
か
ら
騒
が
し
き
こ
と
」（
明
石
②
二
五
二
）
が

起
こ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
「
い
み
じ
き
御
つ
つ
し
み
ど
も
」

（
明
石
②
二
六
二
）
を
し
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
、
先
に
挙
げ
た
『
御
堂
関
白

記
』
な
ど
漢
文
日
記
の
実
態
と
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、源
氏
と
朱
雀
帝
の
「
夢
」

は
、
当
事
者
た
ち
の
語
り
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

二
人
の
仲
介
役
は
、
家
臣
の
者
で
は
な
く
故
桐
壺
院
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
仲

介
役
が
故
桐
壺
院
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

故
桐
壺
院
は
、
生
前
、
第
二
皇
子
で
あ
る
源
氏
に
皇
位
継
承
を
切
望
し
て
い

た
が
果
た
せ
な
か
っ
た
背
景
が
あ
る
。
第
一
皇
子
（
後
の
朱
雀
帝
）
を
春
宮
に

立
て
た
後
、
第
二
皇
子
（
源
氏
）
を
臣
籍
に
降
下
し
た
の
だ
っ
た
が
、
藤
壺
腹

で
あ
り
源
氏
と
瓜
二
つ
の
新
皇
子
（
後
の
冷
泉
帝
）
に
そ
の
果
た
せ
な
か
っ
た

思
い
を
託
し
、
譲
位
後
に
、
朱
雀
帝
即
位
と
と
も
に
新
皇
子
を
春
宮
に
立
て
、

そ
の
後
見
役
を
源
氏
と
し
た
。
こ
の
、
朱
雀
帝
―
冷
泉
帝
へ
の
皇
位
継
承
こ
そ

が
故
桐
壺
院
に
と
っ
て
の
目
的
な
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
故
桐
壺
院
は
、

源
氏
の
「
夢
」
に
は
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
様
子
で
現
れ
、朱
雀
帝
の
「
夢
」

に
は
怒
り
の
形
相
で
現
れ
「
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
多
か
り
。
源
氏
の

御
事
な
り
け
ん
か
し
」（
明
石
②
二
五
一
）
と
、
主
に
源
氏
を
須
磨
へ
追
い
や
っ

た
こ
と
に
対
す
る
怒
り
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る（

35
）。
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い
る
の
だ
っ
た（

39
）。

　

つ
ま
り
、
一
族
の
長
明
石
入
道
の
得
た
〝
一
族
栄
達
の
吉
夢
〟
と
い
う
未
来

へ
の
眼
差
し
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
族
を
団
結
さ
せ
栄
達
そ
し
て
栄

華
の
極
み
に
ま
で
昇
り
つ
め
た
の
が
「
明
石
物
語
」
な
ら
ば
、そ
う
し
た
「
夢
」

の
力
を
喪
失
し
、
一
族
の
長
で
あ
る
八
の
宮
の
残
し
た
言
葉
＝
「
遺
言
」
に
縛

ら
れ
翻
弄
さ
れ
た
世
界
が
「
宇
治
物
語
」
と
い
え
る
。

　
「
明
石
物
語
」
に
特
異
な
〝
夢
実
現
の
共
同
体
〟
意
識
を
根
底
に
敷
い
た
上

で
の
「
夢
」
の
描
か
れ
方
は
、『
源
氏
物
語
』
の
ど
の
一
族
に
も
も
た
ら
さ
れ

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

＊　

 『
源
氏
物
語
』『
風
土
記
』『
枕
草
子
』『
日
本
書
紀
』
引
用
テ
キ
ス
ト
は
、『
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
』
に
依
っ
た
。

　

＊　

 『
狭
衣
物
語
』『
沙
石
集
』
引
用
テ
キ
ス
ト
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
依
っ
た
。

　

＊　

 『
権
記
』
引
用
テ
キ
ス
ト
は
、
寛
弘
七
年
の
刊
行
分
ま
で
は
『
史
料
纂
集
』
を
、
そ
の

他
は
『
増
補
史
料
大
成
』
に
依
っ
た
。

　

＊　

 『
御
堂
関
白
記
』『
小
右
記
』
引
用
テ
キ
ス
ト
は
、『
大
日
本
古
記
録
』
に
依
っ
た
。

　

＊　

本
文
引
用
の
際
、
一
部
常
用
漢
字
に
改
め
た
箇
所
・
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

注（
1
）　
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』（
日
本
思
想
大
系
8
）
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
。

（
2
）　

菅
原
昭
英
「
夢
を
信
じ
た
世
界
―
―
九
条
兼
実
と
そ
の
周
囲
」『
季
刊
日
本
学
』
五
号
、

か
る
」
こ
と
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
形
成
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
〝
夢
実
現
の
共

同
体
〟
と
い
う
意
識
を
色
濃
く
形
成
さ
せ
て
い
る
特
徴
が
見
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
源
氏
と
明
石
一
族
を
取
り
巻
く
「
夢
」
で
は
、〝
夢
実
現
の
共
同
体
〟

意
識
を
底
流
さ
せ
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
「
夢
」
の
共
有
／
非
共
有
の
構
造
と
い

う
特
異
な
方
法
が
用
い
ら
れ
て
も
い
た
。
源
氏
と
明
石
入
道
の
ケ
ー
ス
で
は
、

紫
上
へ
の
配
慮
や
、
明
石
腹
の
娘
を
第
四
子
と
し
た
い
源
氏
の
思
惑
や
、
一
族

栄
達
の
吉
夢
を
何
と
し
て
で
も
実
現
さ
せ
た
い
と
す
る
明
石
入
道
の
思
惑
ゆ
え

で
あ
り
、
源
氏
と
朱
雀
帝
の
ケ
ー
ス
で
は
、
二
者
の
仲
介
役
と
し
て
故
桐
壺
院

を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り（

37
）、

故
桐
壺
院
に
よ
る
新
し
い
「
権
力
核
」（
冷
泉

帝
）
の
実
現
と
い
う
強
い
意
志
を
物
語
中
に
効
果
的
に
描
き
出
し
た
い
ゆ
え
で

あ
っ
た
と
考
え
る
。

　

さ
ら
に
、「
明
石
物
語
」
は
、
手
紙
（
＝
遺
書
）
に
よ
り
「
夢
」
を
一
族
で

共
有
し
、
子
孫
へ
語
り
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
で
栄
達
か
ら
栄
華
へ
と
さ
ら
な
る
飛

躍
の
道
を
辿
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
正
反
対
に
位
置
す
る
物
語
が
「
宇
治
物

語
」
で
あ
る
。
源
氏
と
明
石
一
族
間
で
の
「
夢
」
を
媒
介
と
し
た
共
同
体
の
形

成
に
よ
り
、
一
族
繁
栄
か
ら
弾
か
れ
た
人
物
―
八
の
宮
が
い
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
八
の
宮
は
、
正
編
で
は
そ
の
存
在
が
明
記
さ
れ
ず
、
遠
く
「
宇

治
物
語
」
の
始
発
部
分
に
突
如
描
か
れ
る
（
橋
姫
⑤
一
一
七
）。
源
氏
の
政
権
復

帰
に
よ
り
没
落
し
た
八
の
宮
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
「
宇
治
物
語
」
で
は
、
も
は

や
一
族
を
栄
華
に
導
く
よ
う
な
「
夢
」
の
力
は
描
か
れ
ず（

38
）、

残
さ
れ
た
人
々
が

「
遺
言
」
内
容
に
束
縛
・
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
生
き
ゆ
く
さ
ま
が
描
き
出
さ
れ
て
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号
、
一
九
八
三
年
七
月
）
は
、『
御
堂
関
白
記
』
の
「
夢
想
」
を
、「
直
接
道
長
に
関
わ

ら
な
い
夢
想
」「
道
長
自
身
の
見
た
夢
」「
道
長
の
た
め
の
夢
」
の
三
種
類
に
分
類
す
る
。

（
10
）　
『
御
堂
御
記
抄
第
五
種
』
寛
弘
九
年
（
一
〇
一
二
）
五
月
一
日
条
の
「
夢
」
の
記
事
は

長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
五
月
一
日
条
の
記
事
と
同
じ
で
あ
る
た
め
、
数
に
含
め
な
い
。

よ
っ
て
、
全
十
七
例
と
な
る
。

（
11
）　

加
藤
静
子
・
中
嶋
朋
恵
（
注
9
に
同
じ
）。

（
12
）　

倉
本
（
注
4
に
同
じ
）
は
、「
夢
を
言
い
訳
に
し
て
サ
ボ
る
と
い
う
道
長
を
認
知
し
て

く
れ
る
道
長
周
囲
の
「
共
同
体
」
を
想
定
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
。

（
13
）　

繁
田
信
一
（『
殴
り
合
う
貴
族
た
ち
―
―
平
安
朝
裏
源
氏
物
語
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
五

年
）
は
、
暴
力
を
不
適
切
に
行
使
す
る
貴
公
子
た
ち
の
実
態
に
注
目
し
、『
源
氏
物
語
』

は
理
想
化
さ
れ
た
王
朝
貴
族
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
平
安
期
に

見
ら
れ
る
〝
夢
語
り
共
同
体
〟
の
原
初
形
態
の
精
神
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
道
長

に
関
す
る
不
吉
な
「
夢
」
情
報
を
周
囲
の
貴
族
た
ち
が
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
長

の
政
権
失
脚
の
可
能
性
を
さ
さ
や
き
合
う
よ
う
な
実
態
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、「
明

石
物
語
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。

（
14
）　

倉
本
（
注
4
に
同
じ
）
は
、
道
長
の
夢
解
き
に
対
し
「
民
を
思
う
一
条
の
心
情
と
、

道
長
と
の
円
満
な
君
臣
関
係
が
う
か
が
え
る
」
と
言
及
し
て
お
り
、
首
肯
で
き
る
。

（
15
）　

古
典
文
学
作
品
の
「
夢
」
に
関
す
る
主
立
っ
た
文
献
と
し
て
、
西
郷
信
綱
（
注
4
に

同
じ
）、江
口
孝
夫
『
夢
に
つ
い
て
の
研
究
』（
風
間
書
房
、一
九
八
七
年
）、河
東
仁
（
注

4
に
同
じ
）
等
が
あ
る
。

（
16
）　

当
内
容
は
、『
日
本
書
紀
』「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」「
巻
第
十
一　

仁
徳
天
皇

三
十
七
年
」
に
も
見
ら
れ
る
が
、
雌
鹿
が
「
夢
」
を
偽
り
合
わ
せ
た
様
子
は
描
か
れ
て

い
な
い
。
だ
が
、
夢
合
わ
せ
は
悪
い
合
わ
せ
方
を
し
て
は
い
け
な
い
と
す
る
観
点
は
同

様
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
17
）　

拙
稿
「
物
語
の
夢
―
―
平
安
後
期
物
語
の
夢
に
込
め
ら
れ
た
『
源
氏
物
語
』
批
評
の

意
識
」『
記
憶
の
創
生　

物
語
一
九
七
一
―

二
〇
一
一
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
二
年
三
月
。

（
18
）　

鈴
木
泰
恵
（「『
夜
の
寝
覚
』
の
夢
と
予
言
―
―
平
安
後
期
物
語
に
お
け
る
夢
信
仰
の

一
九
八
四
年
十
月
。

（
3
）　

横
井
清
「
夢
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
9　

中
世
3
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
十
月
。

中
世
の
〝
夢
語
り
共
同
体
〟
に
つ
い
て
は
、
酒
井
紀
美
『
夢
語
り
・
夢
解
き
の
中
世
』

朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
一
年
、
酒
井
紀
美
『
夢
か
ら
探
る
中
世
』
角
川
書
店
、

二
〇
〇
五
年
が
あ
る
。

（
4
）　

倉
本
一
宏
『
平
安
貴
族
の
夢
分
析
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
。
そ
の
他
、
主
な

先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
西
郷
信
綱
『
古
代
人
と
夢
』
平
凡
社
、一
九
七
二
年
、

森
田
兼
吉
「『
権
記
』
の
夢
『
小
右
記
』
の
夢
―
―
女
流
日
記
文
学
の
夢
へ
の
序
説
」『
梅

光
女
学
院
大
学　

日
本
文
学
研
究
』
第
二
十
二
巻
、一
九
八
六
年
十
一
月
、上
野
勝
之
「
夢

の
諸
相
―
―
平
安
時
代
を
中
心
と
し
て
」『
日
本
文
化
環
境
論
講
座
紀
要
』
第
三
巻
、

二
〇
〇
一
年
三
月
、
河
東
仁
『
日
本
の
夢
信
仰
―
―
宗
教
学
か
ら
見
た
日
本
精
神
史
』

玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
二
年
、
荒
木
浩
「
書
物
の
成
立
と
夢
―
―
平
安
期
往
生
伝

の
周
辺
」『
経
世
の
信
仰
・
呪
術
』
竹
林
社
、
二
〇
一
二
年
五
月
、
上
野
勝
之
『
夢
と
モ

ノ
ノ
ケ
の
精
神
史
―
―
平
安
貴
族
の
信
仰
世
界
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、二
〇
一
三
年
。

（
5
）　

大
津
透
『
道
長
と
宮
廷
社
会
』（
日
本
の
歴
史
6
）
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
。

（
6
）　

池
田
尚
隆
「
公
卿
日
記
と
道
長
文
化
圏
」『
源
氏
物
語
講
座
』
第
四
巻
、
勉
誠
社
、

一
九
九
二
年
七
月
。

（
7
）　

藤
本
勝
義
『
源
氏
物
語
の
〈
物
の
怪
〉
―
―
文
学
と
記
録
の
狭
間
』
笠
間
書
院
、

一
九
九
四
年
。

（
8
）　
『
小
右
記
』
に
は
、「
大
不
忠
人
也
」［
大
い
に
不
忠
の
人
な
り
］（
長
和
四
年
〔
一
〇
一
五

年
〕
四
月
十
三
日
条
）
な
ど
、
道
長
を
非
難
す
る
言
葉
が
散
見
す
る
（
服
部
一
隆
「
娍

子
立
后
に
関
す
る
藤
原
道
長
の
論
理
」『
日
本
歴
史
』
二
〇
〇
六
年
四
月
に
詳
し
い
）。

ま
た
、
山
中
裕
（『
藤
原
道
長
』
吉
川
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
は
、
道
長
と
実
資
に
つ

い
て
「
も
と
も
と
九
条
家
と
小
野
宮
家
の
対
抗
意
識
が
あ
り
、
表
面
上
は
と
も
か
く
、

根
底
に
は
深
い
わ
だ
か
ま
り
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。

（
9
）　

清
水
好
子
「
藤
原
道
長
」『
中
古
文
学
』
創
刊
号
、
一
九
六
七
年
三
月
。
加
藤
静
子
・

中
嶋
朋
恵
（「
御
堂
関
白
記
注
釈
ノ
ー
ト
〔
三
〕」『
国
文
学　

言
語
と
文
芸
』
第
九
十
四
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窺
え
る
。

（
23
）　

坂
本
和
子
（「
御
産
記
事
に
み
ら
れ
る
も
の
の
け
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
四
十

巻
第
五
号
、
一
九
七
五
年
四
月
）
は
、「
御
産
に
顕
わ
れ
る
物
の
怪
は
、
病
床
に
顕
わ
れ

た
物
の
怪
以
上
に
、
前
代
の
御
霊
神
と
は
遠
い
存
在
と
な
っ
た
平
安
中
期
の
物
の
怪
の

姿
を
認
め
さ
せ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
24
）　

以
後
の
物
語
に
お
い
て
も
、『
狭
衣
物
語
』
に
て
、
狭
衣
大
将
が
飛
鳥
井
女
君
の
懐
妊

を
「
夢
」
に
見
る
な
ど
、
父
側
が
子
出
生
の
「
夢
」
を
見
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

（
25
）　

拙
稿
「
源
氏
物
語
「
明
石
一
族
」
の
意
志
―
―
『
古
今
和
歌
集
』
一
〇
〇
三
番
歌
引

用
を
起
点
と
し
て
」『
中
古
文
学
』
第
八
十
二
号
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
。

（
26
）　
『
狭
衣
物
語
』
も
類
似
す
る
構
想
を
有
し
て
い
る
。
飛
鳥
井
女
君
物
語
で
は
、「
夢
」

を
語
ら
な
い
（
語
れ
な
か
っ
た
）
こ
と
に
よ
り
展
開
す
る
の
に
対
し
、
源
氏
の
宮
物
語

で
は
、「
夢
」
を
語
り
合
い
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
展
開
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
拙

稿
（
注
17
に
同
じ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
27
）　

拙
稿
（
注
17
に
同
じ
）
に
お
い
て
、『
日
本
書
紀
』（
巻
第
五
「
崇
神
天
皇
」）・『
御
堂

関
白
記
』（
長
和
元
年
〔
一
〇
一
二
〕
五
月
一
日
条
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
複
数
同
夢
の
用

例
を
提
示
し
つ
つ
考
察
を
し
て
い
る
。

（
28
）　

そ
こ
に
は
、阿
部
好
臣
（「
明
石
物
語
の
位
置
―
―
桐
壺
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
」『
語

文
』
第
四
十
一
輯
、
一
九
七
六
年
七
月
）
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
藤
壺
物
語
か
ら
明
石

物
語
へ
の
意
志
の
継
承
と
い
う
伏
線
を
も
併
せ
て
読
み
取
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
源
氏
と

明
石
を
取
り
巻
く
夢
々
は
、
祖
先
で
あ
る
故
両
大
納
言
に
よ
る
共
通
す
る
意
志
―
―
一

族
栄
達
―
―
が
基
底
と
な
っ
て
生
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
坂
本
昇
『
源
氏

物
語
構
想
論
』
明
治
書
院
、
一
九
八
一
年
、
日
向
一
雅
『
源
氏
物
語
の
主
題
―
―
「
家
」

の
遺
志
と
宿
世
の
物
語
の
構
造
』
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
に
も
詳
し
い
。

（
29
）　

当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
近
年
の
主
な
論
と
し
て
高
田
祐
彦
（「
作
中
人

物
連
関
の
方
法
―
―
紫
の
上
と
女
君
た
ち
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
別
冊
『
人
物
造
型

か
ら
み
た
『
源
氏
物
語
』』
一
九
九
八
年
五
月
）
は
、
予
言
と
齟
齬
す
る
意
識
の
あ
り
方

揺
ら
ぎ
か
ら
」『
明
治
学
院
大
学
教
養
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要　

カ
ル
チ
ュ
ー
ル
』
第
二
巻

第
三
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
は
、『
狭
衣
物
語
』
に
夢
信
仰
や
神
へ
の
信
仰
の
微
妙
な

揺
ら
ぎ
を
読
み
取
る
。

（
19
）　

拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
し
た
仮
名
文
学
に
お
け
る
夢
主
の
設
定
―
―
子
出
生

に
関
す
る
「
夢
」
を
見
る
者
達
」『
語
文
』
第
一
二
〇
輯
、
二
〇
〇
四
年
十
二
月
。

（
20
）　

実
資
は
、
と
り
わ
け
暗
示
性
の
強
い
「
夢
」
内
容
を
記
さ
な
い
傾
向
に
あ
る
。
翌
日

に
見
た
「
夢
」
の
記
事
に
も
「
不
具
記
」［
具
に
記
さ
ず
］
と
あ
る
。
無
論
そ
こ
に
は
、

悪
夢
を
め
ぐ
る
問
題
―
―
悪
夢
が
実
現
し
な
い
よ
う
、
あ
え
て
記
さ
な
か
っ
た
と
い
う

観
点
―
―
も
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
悪
夢
の
内
容
が
実
際
に
記
さ
れ
た
も
の

は
、
吉
夢
に
比
べ
て
僅
少
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
21
）　

黒
板
伸
夫
『
人
物
叢
書　

藤
原
行
成
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
、
関
口
力
『
摂

関
時
代
文
化
史
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
に
詳
し
い
。

（
22
）　

こ
こ
で
の
「
夢
」
に
つ
い
て
河
北
騰
（『
歴
史
物
語
の
世
界
』
風
間
書
房
、
一
九
九
二

年
）
は
「
後
涼
殿
、
即
ち
女
御
た
ち
の
局
の
あ
る
所
で
あ
り
、
そ
の
南
側
の
塀
の
転
倒

と
は
、
女
御
か
ら
滞
り
な
く
、
す
ら
す
ら
と
御
産
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
、
象
徴
的
に
示

し
て
い
る
所
だ
と
思
う
」
と
言
及
す
る
。
だ
が
、行
成
の
心
的
苦
悩
に
着
目
し
て
当
「
夢
」

を
解
釈
す
る
方
法
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
事
実
、
一
条
天
皇
と
道
長
と
の
間
に
挟

ま
れ
た
ゆ
え
の
心
的
苦
悩
に
よ
り
見
る
「
夢
」
は
度
々
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
長

保
元
年
（
九
九
〇
）
八
月
十
九
日
条
の
「
夢
」（「
去
夜
夢
可
辭
藏
人
頭
之
趣
…
…
」［
去

ぬ
る
夜
に
、
藏
人
頭
を
辭
す
べ
き
の
趣
を
夢
む
…
…
］）
は
、
行
成
が
蔵
人
頭
の
職
を
辞

め
る
内
容
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
前
日
（
長
保
元
年
〔
九
九
〇
〕
八
月
十
八
日
条
）
に

道
長
に
ご
く
近
い
大
江
匡
衡
の
語
っ
た
定
子
批
判
が
関
係
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
こ
の

十
日
ほ
ど
前
に
中
宮
定
子
は
御
産
の
た
め
生
昌
邸
へ
と
移
っ
た
（『
日
本
紀
略
』〔
新
訂

増
補
國
史
大
系
十
一
〕
長
保
元
年
〔
九
九
〇
〕
八
月
九
日
条
、『
枕
草
子
』
第
六
段
「
大

進
生
昌
が
家
に
」
に
も
詳
し
い
）。
そ
こ
に
は
、
周
囲
の
貴
族
た
ち
が
道
長
に
憚
っ
て
定

子
に
邸
を
提
供
し
な
か
っ
た
背
景
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
「
夢
」
に
お
い
て
も
定
子

を
重
ん
じ
る
一
条
天
皇
と
道
長
と
の
不
和
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
行
成
の
心
的
苦
悩
が
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明石一族を取り巻く「夢」

文
化
の
受
容
か
ら
創
造
へ
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
）。
な
お
、
倉
本
一
宏
（「『
源
氏

物
語
』
に
見
え
る
摂
関
家
政
治
像
」『
日
本
風
俗
史
学
会
会
誌
』
二
十
五
巻
、
一
九
八
六

年
十
二
月
）
は
、
摂
関
期
に
お
け
る
「
権
力
核
」
の
政
治
意
志
発
動
の
様
相
が
ど
の
よ

う
に
『
源
氏
物
語
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
当
該
場
面
を
中
心
に
言

及
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
国
母
の
政
治
権
力
に
注
目
し
、「
次
代
の
国
母
・
藤
壺
中

宮
の
意
志
」
が
源
氏
の
召
還
に
あ
っ
た
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
示
唆
的

で
あ
る
。

（
37
）　

源
氏
は
、「
夢
」
に
現
れ
た
故
桐
壺
院
の
「
か
か
る
つ
い
で
に
内
裏
に
奏
す
べ
き
こ
と

あ
る
に
よ
り
な
む
急
ぎ
上
り
ぬ
る
」（
明
石
②
）
と
の
発
言
か
ら
、
こ
の
後
、
朱
雀
帝
も

父
の「
夢
」を
見
る
こ
と
を
う
す
う
す
感
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、朱
雀
院
の「
夢
」

に
て
故
桐
壺
院
は
、
様
々
な
訓
戒
を
述
べ
て
お
り
、
草
子
地
に
「
源
氏
の
御
事
な
り
け

ん
か
し
」（
明
石
②
二
五
一
）
と
も
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
朱
雀
院
の
「
夢
」
に
お
い
て

も
、
源
氏
の
時
同
様
、
故
桐
壺
院
が
源
氏
の
「
夢
」
へ
現
れ
た
こ
と
を
仄
め
か
す
発
言

が
あ
っ
た
と
の
可
能
性
も
充
分
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
38
）　

三
谷
邦
明
（『
物
語
文
学
の
方
法
Ⅱ
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
八
九
年
）
は
、
源
氏
の
栄

華
が
「
若
菜
下
」
巻
の
明
石
一
族
の
運
命
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る

点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

（
39
）　

長
谷
川
政
春
「
宇
治
十
帖
の
世
界
―
―
八
宮
の
遺
言
の
呪
縛
性
」『
國
學
院
雑
誌
』
第

七
十
一
巻
第
十
号
、
一
九
七
〇
年
十
月
、
神
田
龍
身
『
源
氏
物
語
＝
性
の
迷
宮
へ
』
講

談
社
、
二
〇
〇
一
年
。

付
記

　

本
稿
は
、平
成
二
十
六
年
度
（
二
〇
一
三
）
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
「
夢

と
表
象
―
―
そ
の
統
括
と
展
望
」（
代
表
：
荒
木
浩
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

を
許
容
し
て
「
物
語
の
可
能
性
が
広
げ
ら
れ
て
い
る
」
と
捉
え
る
べ
き
と
言
及
す
る
。

ま
た
、
今
井
上
（「
光
源
氏
論
―
―
澪
標
巻
「
思
ふ
様
に
か
し
づ
き
給
ふ
べ
き
人
」
を
め

ぐ
っ
て
」『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語　

光
源
氏
Ⅰ
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
六
月
）
で

は
、
第
四
子
の
可
能
性
を
否
定
す
る
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。

（
30
）　

大
川
か
お
り
「
明
石
入
道
の
夢
―
―
語
ら
な
い
こ
と
の
意
味
」『
平
安
朝
文
学
研
究
』

復
刊
第
八
号
、
一
九
九
九
年
十
一
月
。

（
31
）　

藤
井
貞
和
（「
第
九
章
：
赤
い
糸
と
家
を
織
る
糸　

第
二
節
：
夢
に
読
む
―
―
家
を
織

る
糸
」『
源
氏
物
語
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
は
、
西
方
浄
土
を
〈
夢
〉
に

予
見
す
る
往
生
伝
で
の
説
話
の
類
と
の
関
連
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
結
論
と
し
て
は
「
夢

の
予
言
に
し
た
が
っ
て
髪
を
お
ろ
し
た
の
で
あ
っ
て
、
道
心
の
う
な
が
し
に
よ
る
そ
れ

で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
。

（
32
）　

拙
稿
（
注
19
に
同
じ
）。〝
夢
実
現
の
共
同
体
〟
の
主
催
者
で
あ
る
明
石
入
道
は
、
吉

夢
成
就
を
目
前
に
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。

（
33
）　

拙
稿
（
注
25
に
同
じ
）。

（
34
）　

拙
稿
（
注
25
に
同
じ
）。
吉
夢
の
成
就
に
は
、
明
石
尼
君
の
言
行
も
重
要
で
あ
る
。
明

石
尼
君
に
焦
点
を
あ
て
た
近
年
の
論
と
し
て
竹
内
正
彦
（『
源
氏
物
語
発
生
史
論
―
―
明

石
一
族
物
語
の
地
平
』
新
典
社
、
二
〇
〇
七
年
）
が
あ
る
。

（
35
）　

一
方
で
、
父
親
と
し
て
の
桐
壺
院
の
姿
を
そ
こ
に
読
み
取
る
必
要
も
あ
ろ
う
。『
源
氏

物
語
』
で
の
父
霊
は
、
故
常
陸
宮
や
故
八
の
宮
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
た

ち
の
身
を
案
じ
て
出
現
す
る
傾
向
に
あ
る
（
葛
綿
正
一
（「
Ⅰ　

主
題
論　

昼
寝
を
め

ぐ
っ
て
―
―
視
線
の
問
題
」『
源
氏
物
語
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
―
―
記
号
と
歴
史
』
笠
間

書
院
、二
〇
〇
六
年
、拙
稿
「〈
夢
〉
が
見
ら
れ
な
い
大
君
―
―
宇
治
十
帖
の
〈
父
〉〈
娘
〉

を
導
く
も
の
」『
日
本
文
学
』
第
五
十
七
巻
第
九
号
、
二
〇
〇
八
年
九
月
）。
よ
っ
て
、

父
霊
の
働
き
に
よ
り
息
子
た
ち
を
和
解
さ
せ
て
源
氏
を
政
権
復
帰
さ
せ
る
と
い
う
意
味

を
も
当
該
「
夢
」
に
併
せ
て
読
み
取
る
解
釈
も
有
効
と
考
え
る
。

（
36
）　

日
向
一
雅
「
Ⅰ　

漢
籍
・
仏
典
の
注
釈
世
界
か
ら
／
第
四
章　

按
察
使
大
納
言
の
遺

言
と
明
石
入
道
の
「
夢
」
―
―
明
石
一
門
の
始
発
と
終
結
」（『
源
氏
物
語　

東
ア
ジ
ア
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一
　
は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
の
江
戸
の
景
観
を
描
い
て
屏
風
仕
立
て
と
し
た
作
品
は
少
な
く
な

い
。
そ
う
し
た
中
で
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
以
下
、「
歴
博
」
と
略
称
）
が
所

蔵
す
る
『
江
戸
図
屏
風
』（
以
下
、「
屏
風
」
と
い
う
）
は
、
昭
和
四
十
年

（
一
九
六
五
）
に
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
に
設

立
間
も
な
い
歴
博
の
所
蔵
に
帰
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
歴
博
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

で
は
、「
江
戸
時
代
初
期
の
江
戸
市
街
地
お
よ
び
近
郊
の
景
観
を
画
題
と
し
て
、

そ
の
中
に
江
戸
幕
府
第
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
事
蹟
を
描
き
込
ん
だ
、
六
曲
一

双
の
屏
風
。
成
立
期
江
戸
の
景
観
を
描
い
た
数
少
な
い
史
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る

が
、
絵
画
の
製
作
年
代
に
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
、
画
面
寸

法
は
片
隻
一
六
二
・
五
×
三
六
六
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
あ
る（

1
）。

こ
の
説
明
に

あ
る
よ
う
に
、
こ
の
屏
風
は
都
市
・
江
戸
の
成
立
期
の
景
観
を
精
細
に
描
い
た

稀
有
の
絵
画
史
料
で
あ
り
、
美
術
史
・
建
築
史
・
服
飾
史
・
船
舶
史
な
ど
関
連

す
る
諸
研
究
分
野
の
視
点
か
ら
解
釈
さ
れ
、
そ
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
黒
田
日
出
男
は
一
定
の
評
価
を
下
し
つ

つ
も
、「
そ
れ
ら
［
諸
分
野
が
蓄
積
し
て
き
た
基
礎
的
な
研
究
成
果
］
を
相
互
に
関

連
づ
け
な
が
ら
、
絵
画
史
料
と
し
て
分
析
・
総
合
す
る
方
向
に
進
ん
で
こ
な

か
っ
た
」
と
批
判
す
る（

2
）。「

絵
画
史
料
学
」
の
観
点
で
こ
の
屏
風
を
読
み
解
い

た
黒
田
は
、
制
作
年
代
を
「
寛
永
十
一
年
［
一
六
三
四
］
～
十
二
年
六
月
」、
制

作
意
図
と
用
途
に
つ
い
て
は
、「
寛
永
九
年
に
「
宿
老
並
」
と
な
っ
た
松
平
伊

豆
守
信
綱
が
将
軍
・
家
光
の
御
成
に
備
え
て
「
家
光
の
御
代
始
め
」
を
題
材
と

す
る
調
度
と
し
て
制
作
さ
せ
た
も
の
で
、
寛
永
十
四
年
十
月
十
六
日
の
御
成
り

に
お
い
て
信
綱
邸
で
飾
ら
れ
た
、
と
す
る
考
え
を
提
示
し
た（

3
）。

黒
田
の
こ
の
試

案
に
つ
い
て
は
、
各
研
究
分
野
の
研
究
者
か
ら
必
ず
し
も
賛
同
の
立
場
の
表
明

『
江
戸
図
屏
風
』
か
ら
読
み
解
く
寛
永
期
の
江
戸
の
庭
園

小
野
健
吉
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二
　
大
名
屋
敷
の
池
泉
庭
園

　

池
泉
庭
園
が
描
か
れ
る
大
名
屋
敷
は
、
水
戸
中
納
言
下
屋
敷
、
加
賀
肥
前
守

下
屋
敷
、
森
美
作
守
下
屋
敷
の
三
邸
。
黒
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点

に
お
い
て
は
押
紙（

8
）に

あ
る
通
り
い
ず
れ
も
下
屋
敷
で
あ
る
。
大
名
が
復
数
の
屋

敷
を
持
つ
こ
と
が
通
例
に
な
っ
た
明
暦
の
大
火
（
明
暦
三
年
・
一
六
五
七
）
以

前
の
こ
の
時
期
と
は
い
え
、
下
屋
敷
を
持
つ
大
名
は
相
当
数
に
の
ぼ
っ
た
は
ず

で
あ
り（

9
）、

池
泉
庭
園
が
描
か
れ
た
三
邸
と
い
う
数
は
少
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
黒
田
は
、
家
光
の
御
代
始
と
い
う
屏
風
の
性
格
か
ら
、
家
光
が
実
際
に

訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
庭
園
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
推
論
を
示
し

て
い
る（

10
）。

水
戸
中
納
言
下
屋
敷
、
加
賀
肥
前
守
下
屋
敷
に
家
光
の
御
成
が
あ
っ

た
こ
と
は
記
録
に
残
る
一
方
、
森
美
作
守
下
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
臨
時
の
訪
問

な
ど
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
御
成
と
し
て
の
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な

い（
11
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
三
邸
だ
け
に
庭
園
が
描
か
れ
て
い
る
理
由
は
定
か

で
は
な
い
も
の
の
、
当
時
こ
れ
ら
の
庭
園
が
名
園
と
し
て
世
評
が
高
か
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
以
下
、
各
庭
園
に
つ
い
て
、
描
か
れ
た
図

像
を
中
心
に
読
み
解
い
て
い
こ
う
。

（
一
）
水
戸
中
納
言
下
屋
敷

　

水
戸
中
納
言
は
、徳
川
家
康
の
十
一
男
で
水
戸
藩
主
の
徳
川
頼
房
（
一
六
〇
三

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
一
方
、
い
ま
の
と
こ
ろ
明
確
な
根
拠
の
上
に
立
っ
て
異

を
唱
え
る
論
考
も
な
い
。
景
観
年
代
に
つ
い
て
は
、
黒
田
に
先
行
し
て
研
究
を

進
め
た
内
藤
昌
や
水
藤
真
も
黒
田
と
同
様
に
寛
永
十
年
末
～
十
一
年
初
頭
な
い

し
前
半
と
考
え
て
お
り（

4
）、

本
稿
で
も
景
観
年
代
に
つ
い
て
は
こ
の
時
期
と
し
た

上
で
、
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
表
題
の
通
り
「
庭
園
」
で
あ
る
。
屏
風

に
描
か
れ
た
庭
園
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
黒
田
や
白
幡
洋
三
郎
、
飛
田
範
夫

に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
黒
田
は
、
園
池
や
築
山
で
構
成
さ
れ
る

作
り
込
ま
れ
た
池
泉
庭
園
は
大
名
等
の
下
屋
敷
に
造
営
さ
れ
て
お
り
、
下
屋
敷

が
接
遇
の
空
間
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る（

5
）。

ま
た
、
白
幡
は
加
賀
肥
前
守
下
屋
敷
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
文
献
資
料
と

の
対
比
も
行
い
な
が
ら
、
屏
風
に
描
か
れ
た
図
像
が
一
定
の
写
実
性
・
客
観
性

を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る（

6
）。

一
方
、
飛
田
は
、
隅
田
川
沿
い
に
造

営
さ
れ
た
上
級
旗
本
の
庭
園
に
注
目
し
、
こ
れ
ら
が
隅
田
川
の
水
を
水
門
か
ら

園
池
に
直
接
取
り
入
れ
る
「
潮
入
り
」
の
構
造
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る（

7
）。

い
ず
れ
も
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
つ
つ
、

よ
り
多
く
の
観
点
で
屏
風
に
描
か
れ
た
庭
園
を
読
み
解
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
徳
川
幕
藩
体
制
の
基
盤
た
る
江
戸
城
下
町
と
し
て
の
体
裁
が
整
っ
た
寛
永

期
に
お
け
る
江
戸
の
庭
園
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
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『江戸図屏風』から読み解く寛永期の江戸の庭園

～
一
六
六
一
）
で
あ
る
。
文
政
十
年
（
一
八
二
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
水
戸
藩
の

編
年
資
料
『
水
戸
紀
年
』
に
よ
れ
ば
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
閏
二
月
一
日
、

頼
房
は
兄
に
あ
た
る
将
軍
・
秀
忠
か
ら
七
万
六
六
八
九
歩
の
邸
地
を
与
え
ら
れ

て
屋
敷
を
造
営
、
同
年
九
月
二
十
八
日
に
竣
功
し
た
と
さ
れ
る（

12
）。

ま
た
、
寛
文

元
年
（
一
七
三
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
後
楽
記
事
』
に
よ
れ
ば
、
頼
房
は
徳
大

寺
左
兵
衛
に
作
庭
を
命
じ
、
伊
豆
の
「
御
石
山
」
か
ら
奇
岩
大
石
を
取
り
寄
せ
、

井
の
頭
か
ら
水
を
引
い
た
と
い
う（

13
）。

こ
の
下
屋
敷
は
明
暦
の
大
火
後
に
上
屋
敷

と
な
り
、
庭
園
部
分
は
そ
の
後
幾
多
の
改
修
を
経
な
が
ら
、
小
石
川
後
楽
園
と

し
て
現
在
も
良
好
な
状
態
で
残
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
屏
風
の
右
隻
第
六
扇
の

右
上
部
に
描
か
れ
、「
水
戸
中
納
言
下
屋
鋪
」
の
押
紙
が
あ
る
こ
の
邸
宅
の
庭

園
（
図
1
）
を
仔
細
に
見
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
庭
園
の
中
心
を
な
す
池
に
関
連
す
る
形
態
・
意
匠
に
注
目
し
て
み
よ

う
。
池
に
水
を
注
ぐ
の
は
、
画
面
の
上
部
左
側
に
描
か
れ
た
落
差
の
あ
る
滝
で

あ
る
。
滔
々
と
落
下
す
る
水
の
前
に
は
紅
葉
し
た
カ
エ
デ
の
枝
が
差
し
掛
か
る
。

滝
壺
の
水
分
石
の
周
辺
で
大
き
く
広
が
っ
た
池
の
両
端
か
ら
出
島
が
張
り
出
し
、

そ
こ
に
二
組
の
橋
脚
で
支
え
ら
れ
た
木
造
の
反
り
橋
が
架
か
る
。
橋
の
左
手
の

た
も
と
に
は
立
石
を
含
む
石
組
が
見
え
る
。
橋
の
右
手
の
出
島
の
付
け
根
の
入

江
で
は
、
高
い
位
置
か
ら
池
に
向
か
っ
て
石
が
立
て
並
べ
ら
れ
、
そ
れ
に
続
く

水
面
に
は
岩
島
が
据
え
ら
れ
る
。
金
雲
で
限
ら
れ
た
池
の
右
方
か
ら
は
砂
州
が

延
び
、
そ
の
先
端
付
近
に
は
石
組
が
組
ま
れ
、
枝
振
り
の
よ
い
マ
ツ
が
植
わ
る
。

砂
州
の
付
け
根
の
手
前
の
池
水
面
に
は
数
石
か
ら
な
る
石
組
が
見
え
る
。
池
畔

図 1　「水戸中納言下屋鋪」（国立歴史民俗博物館所蔵『江戸図屏風』から）
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の
建
物
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
池
の
手
前
の
二
階
建
て
の
数
寄
屋
楼
閣
で

あ
る
。
寄
棟
の
屋
根
を
持
つ
二
階
は
四
面
と
も
腰
壁
を
回
し
た
う
え
開
口
部
に

は
明
か
り
障
子
を
は
め
て
お
り
、
庭
園
の
眺
望
を
楽
し
む
施
設
で
あ
る
こ
と
が

窺
え
る
。

　

意
匠
を
凝
ら
し
た
こ
の
庭
園
に
つ
い
て
は
、『
後
楽
記
事
』
に
「
大
猷
公
［
徳

川
家
光
］
色
々
御
物
数
寄
有
て
出
来
た
る
御
園
」
と
あ
り（

14
）、

そ
の
築
造
に
あ

た
っ
て
家
光
の
意
向
が
働
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
江

戸
の
上
水
道
で
あ
る
神
田
上
水
を
池
水
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
が
許
さ
れ
て
十

分
な
水
が
確
保
さ
れ
、
大
き
な
園
池
の
造
営
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
描
か
れ
た
諸
要
素
の
中
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
池
の
中
央
の
砂

州
で
あ
る
。
現
在
の
小
石
川
後
楽
園
の
大
泉
水
（
池
）
に
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の

よ
う
な
砂
州
は
存
在
し
な
い
が
（
図
2
）、
徳
川
光
圀
に
よ
る
整
備
後
の
姿
を

描
い
た
と
見
ら
れ
る
『
水
戸
様
小
石
川
御
屋
敷
御
庭
之
図
』（
明
治
大
学
博
物
館

所
蔵
）
に
は
砂
州
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
3
）。
中
島
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
延
び
、

マ
ツ
が
列
植
さ
れ
た
姿
は
天
橋
立
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
初

期
の
後
楽
園
の
要
を
な
す
庭
景
の
一
つ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
頼
房
に
よ
る

当
初
の
作
庭
で
造
ら
れ
、
光
圀
に
よ
る
整
備
後
も
姿
を
と
ど
め
た
こ
の
砂
州
は
、

何
時
そ
の
姿
を
消
し
た
の
か
。
そ
れ
を
示
す
記
録
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、

元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
十
一
月
に
江
戸
を
襲
っ
た
元
禄
大
地
震
（
推
定
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
・
一
）
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

い
ま
一
つ
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
砂
州
の
先
端
の
見
事
な
形
に
仕
立
て
ら
れ

図 2　現在の小石川後楽園・大泉水（筆者撮影）
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図 3　『水戸様小石川御屋敷御庭之図』（明治大学博物館所蔵）
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て
池
を
造
り
、
回
遊
式
庭
園
が
築
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
加
賀
藩
下
屋
敷
は
天

和
三
年
（
一
六
八
三
）
以
降
に
は
上
屋
敷
と
な
る
が
、
明
治
維
新
後
に
文
部
省

の
用
地
と
な
り
、
そ
の
後
、
東
京
大
学
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
の
敷
地
と
な
る
。
大

学
の
敷
地
と
し
て
開
発
さ
れ
る
中
、
園
池
部
分
は
埋
め
立
て
ら
れ
ず
に
残
さ
れ）

（2
（

、

夏
目
漱
石
の
小
説
『
三
四
郎
』
に
ち
な
ん
で
現
在
は
「
三
四
郎
池
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
（
図
4
）。
以
下
、
屏
風
の
右
隻
第
五
扇
の
中
央
部
右
寄
り
上
部
に
描

か
れ
、「
加
賀
肥
前
守
下
屋
鋪
」
の
押
紙
が
あ
る
こ
の
邸
宅
の
庭
園
（
図
5
）

を
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
池
の
形
態
と
そ
の
周
辺
の
地
形
。
汀
線
が
複
雑
に
出
入
り
す
る
池
の

一
帯
を
見
る
と
、
斜
面
が
周
囲
に
立
ち
上
が
る
地
形
の
様
相
が
描
か
れ
て
お
り
、

池
が
敷
地
の
地
盤
か
ら
一
段
下
が
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

池
に
水
を
注
ぐ
の
は
段
を
な
し
て
水
が
落
ち
る
滝
（
画
面
右
上
）
で
、
滝
の
周

辺
は
多
数
の
石
が
組
ま
れ
て
築
山
を
形
成
し
、
滝
壺
に
は
水
分
石
が
見
え
る
。

滝
か
ら
池
を
隔
て
た
対
岸
（
画
面
中
央
や
や
右
上
）
で
出
島
を
な
す
の
は
、
見

よ
う
に
よ
っ
て
は
竜
の
頭
部
に
も
見
え
る
、
文
字
通
り
の
怪
石
で
あ
る
。
池
に

は
中
島
と
岩
島
が
配
さ
れ
、
手
前
の
広
く
平
坦
な
出
島
の
岸
辺
は
、
緩
い
勾
配

で
立
ち
上
が
る
州
浜
の
造
り
で
あ
る
。
ま
た
、
画
面
中
央
や
や
左
下
の
池
の
狭

ま
っ
た
箇
所
に
は
一
枚
も
の
の
切
石
橋
が
架
か
る
。
植
栽
で
は
、
州
浜
護
岸
の

出
島
の
手
入
れ
さ
れ
た
マ
ツ
な
ど
と
と
も
に
、
画
面
左
下
の
五
弁
の
白
い
花
を

付
け
た
広
葉
樹
が
目
を
引
く
。
樹
種
の
特
定
は
難
し
い
が
、
花
の
大
き
さ
が
強

調
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
寛
永
期
に
流
行
し
た
ツ
バ
キ
の
一
品
種
と
も
見
え
る
。

た
マ
ツ
で
あ
る
。
屏
風
の
景
観
年
代
が
寛
永
十
～
十
一
年
と
す
れ
ば
、
頼
房
が

邸
地
を
賜
り
造
園
を
開
始
し
て
か
ら
数
年
を
経
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

姿
に
仕
立
て
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。
も
ち
ろ
ん

屏
風
に
描
か
れ
た
マ
ツ
は
庭
園
と
し
て
の
記
号
で
あ
り
、
実
景
で
は
な
い
と
も

考
え
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
京
都
で
は
、
す
で
に

室
町
時
代
に
名
木
級
の
庭
木
の
移
植
が
足
利
義
政
の
命
令
で
し
ば
し
ば
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
記
録
に
残
り
、
安
土
桃
山
時
代
に
な
る
と
豊
臣
秀
吉
の
縄
張
り

で
知
ら
れ
る
醍
醐
寺
三
宝
院
の
庭
園
で
も
ウ
メ
の
名
木
な
ど
の
移
植
が
行
わ
れ

て
い
る（

15
）。

こ
の
時
代
の
江
戸
に
お
い
て
も
、
す
で
に
庭
木
を
移
植
し
、
剪
定
整

枝
で
樹
形
を
作
る
技
術
が
定
着
し
て
い
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
後
楽
園
へ
の
家
光
の
御
成
は
、
記
録
の
残
る
も
の
だ
け
で
も
、
寛
永

十
一
年
（
一
六
三
四
）
三
月
二
十
八
日（

16
）を

は
じ
め
と
し
て
数
度
に
わ
た
る
。

（
二
）
加
賀
肥
前
守
下
屋
敷

　

加
賀
肥
前
守
は
加
賀
藩
第
二
代
藩
主
・
前
田
利
常
（
一
五
九
四
～
一
六
五
八
）

で
あ
る
。
利
常
が
幕
府
か
ら
本
郷
台
地
に
邸
地
を
賜
っ
た
時
期
は
正
確
に
は
わ

か
ら
な
い
が
、『
越
登
賀
三
州
志
来
因
概
覧
』
で
は
元
和
二
～
三
年
（
一
六
一
六

～
一
七
）
頃
と
す
る（

17
）。

寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
前
後
に
は
徳
川
三
代
将
軍
家

光
御
成
の
内
命
を
受
け
、
殿
舎
の
建
築
と
庭
園
の
築
造
に
着
手（

18
）。

三
年
の
歳
月

を
か
け
て
念
入
り
に
仕
上
げ
、
寛
永
六
年
四
月
二
十
六
日
の
御
成
を
迎
え
た（

19
）。

高
台
に
立
地
し
な
が
ら
も
窪
地
に
湧
水
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら（

20
）、

こ
れ
を
利
用
し
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図 5　「加賀肥前守下屋鋪」（国立歴史民俗博物館所蔵『江戸図屏風』から）

図 4　東京大学「三四郎池」（筆者撮影）
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（
三
）
森
美
作
守
下
屋
敷

　

森
美
作
守
は
初
代
津
山
藩
主
・
森
忠
政
（
一
五
七
〇
～
一
六
三
四
）
で
あ
る
。

寛
永
十
九
～
二
十
年
頃
の
状
況
を
記
載
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
寛
永
江
戸

全
図（

23
）』

を
見
る
と
、「
森
内
記
」
す
な
わ
ち
忠
政
の
跡
を
継
い
だ
長
継
の
下
屋

敷
と
し
て
、
海
沿
い
の
方
形
の
敷
地
が
示
さ
れ
て
い
る
（
図
6
）。
こ
の
敷
地

は
現
在
の
Ｊ
Ｒ
浜
松
町
駅
北
西
方
に
あ
た
り
、
増
上
寺
か
ら
見
る
と
東
方
に
な

る
。
屏
風
に
描
か
れ
た
「
森
美
作
守
下
屋
敷
」
が
海
に
臨
む
立
地
で
な
い
こ
と

は
明
白
で
、
ま
た
、
増
上
寺
の
左
手
す
な
わ
ち
概
ね
南
方
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、『
寛
永
江
戸
全
図
』
に
示
さ
れ
た
「
森
内
記
」
邸
と
は
異
な
る
屋
敷

と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
所
は
定
か
で
な
い
。
こ
こ
で
は
場
所
の
詮
索

に
は
深
入
り
せ
ず
、
左
隻
第
五
扇
中
央
部
左
寄
り
に
「
森
美
作
守
下
屋
敷
」
の

押
紙
の
あ
る
邸
宅
の
庭
園
を
見
て
み
よ
う
（
図
7
）。

　

庭
園
は
、
池
と
築
山
で
構
成
さ
れ
る
池
泉
庭
園
で
あ
る
。
池
は
画
面
手
前
の

建
物
群
側
か
ら
の
出
島
と
対
岸
か
ら
の
出
島
で
く
び
れ
た
位
置
に
切
石
の
反
り

橋
を
架
け
、
橋
の
た
も
と
や
護
岸
の
要
所
に
立
石
を
中
心
と
し
た
石
組
を
配
し

て
い
る
。
池
の
護
岸
は
画
面
左
上
の
部
分
で
水
辺
に
草
を
植
え
た
草
付
き
ふ
う

の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
建
物
群
側
の
出
島
や
画
面
右
手
の
出
島
な
ど
は

州
浜
で
あ
る
。
こ
の
庭
で
特
筆
す
べ
き
は
、
池
よ
り
も
む
し
ろ
築
山
で
あ
ろ
う
。

画
面
右
上
に
描
か
れ
た
築
山
は
高
さ
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
山
腹
は
急
傾
斜
で

あ
る
。
築
山
に
植
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
っ
す
ぐ
伸
び
る
幹
の
形
状
か
ら
す

る
と
ス
ギ
や
マ
キ
と
い
っ
た
針
葉
樹
の
よ
う
に
見
え
る
。
池
泉
庭
園
の
造
営
に

池
に
関
連
す
る
建
物
と
し
て
は
、
切
石
橋
の
す
ぐ
左
脇
の
池
に
乗
り
出
す
よ
う

に
建
て
ら
れ
た
茅
葺
の
四
阿
（
池
亭
）
と
出
島
の
手
前
の
二
階
建
て
の
数
寄
屋

楼
閣
が
あ
る
。
楼
閣
の
二
階
は
寄
棟
桧
皮
葺
の
屋
根
を
持
ち
、
庭
園
側
の
み
開

口
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
庭
園
の
眺
望
を
楽
し
む
た
め
の
建
物
で
あ
る
こ
と
が

明
確
に
わ
か
る
。

　

地
形
を
活
か
し
た
立
体
的
な
造
形
、
際
立
つ
怪
石
、
色
彩
豊
か
な
石
を
用
い

て
随
所
に
組
ま
れ
た
石
組
、
池
に
乗
り
出
す
池
亭
な
ど
、
こ
の
庭
園
は
水
戸
中

納
言
下
屋
敷
に
も
劣
ら
ず
凝
っ
た
意
匠
を
見
せ
る
。
家
光
の
御
成
に
備
え
、
前

田
利
常
が
家
光
に
対
す
る
接
待
の
場
と
し
て
万
全
の
設
え
を
企
図
し
た
た
め
で

あ
ろ
う
。
御
三
家
の
一
つ
で
将
軍
家
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
水
戸
徳
川
家
と

違
い
、
外
様
の
大
藩
で
あ
っ
た
加
賀
前
田
家
に
と
っ
て
は
、
御
成
の
舞
台
と
し

て
の
庭
園
は
ひ
と
き
わ
目
を
驚
か
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
画
面
で
は
滝
か
ら
滔
々
と
水
が
流
れ
落
ち
る
様
が
表
現
さ
れ
る
が
、
こ

れ
が
実
景
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
水
源
は
ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
。
池
底
に
推

定
さ
れ
る
湧
水
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
手

段
を
尽
く
し
て
水
源
を
確
保
し
水
路
等
で
水
を
引
い
て
き
た
と
考
え
る
ほ
か
な

い
。

　

な
お
、
寛
永
六
年
に
続
き
寛
永
十
七
年
に
も
加
賀
藩
下
屋
敷
へ
の
家
光
の
御

成
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
も
御
成
に
備
え
て
庭
園
の
大
改
修
が
行
わ
れ
て
い
る（

22
）。
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図 7　「森美作守下屋敷」（国立歴史民俗博物館所蔵『江戸図屏風』から）

図 6　『寛永江戸全図』の「森内記下屋敷」（矢印）
（『寛永江戸全図』之潮 2007 から。原版は臼杵市立臼杵図書館所蔵）
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三
　
上
級
旗
本
屋
敷
の
池
泉
庭
園

　

大
名
屋
敷
の
池
泉
庭
園
が
三
邸
で
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、

大
身
と
は
い
え
旗
本
の
屋
敷
の
庭
園
が
二
邸
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
注
目
に

値
す
る
。
こ
の
う
ち
、
船
手
奉
行
で
あ
っ
た
向
井
将
監
は
屏
風
の
主
題
の
一
つ

と
も
言
え
る
「
向
井
将
監
武
者
舟
懸
御
目
候
所
」（
左
隻
第
五
扇
下
部
）
に
関
わ

る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
屋
敷
が
描
か
れ
、「
向
井
将
監
」
の
押
紙
が
付
け
ら
れ

る
の
は
理
解
し
や
す
い
。
一
方
で
、
押
紙
は
な
い
も
の
の
、
他
の
地
図
資
料
か

ら
米
津
内
蔵
助
（
田
盛
）
の
下
屋
敷
と
確
認
で
き
る
邸
宅
で
庭
園
が
描
か
れ
て

い
る
の
は
、
あ
る
い
は
そ
の
庭
園
が
特
色
の
あ
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た

か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
、
二
邸
の
庭
園
に
つ
い
て
、
描
か
れ
た
図
像
を
読

み
解
い
て
い
こ
う
。
な
お
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
邸
の
庭
園
に
つ
い
て

は
、
飛
田
が
「
初
期
の
潮
入
り
庭
園
」
と
し
て
の
位
置
付
け
を
行
っ
て
い
る
。

（
一
）
船
手
奉
行
・
向
井
将
監
下
屋
敷

　

押
紙
に
あ
る
「
向
井
将
監
」
は
、
船
手
奉
行
を
務
め
た
大
身
の
旗
本
・
向
井

忠
勝
（
一
五
八
二
～
一
六
四
一
）
で
あ
る
。
秀
忠
と
家
光
の
信
任
厚
か
っ
た
忠

勝
は
造
船
の
名
手
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
家
光
の
御
座
船
で
あ
る
安
宅
丸

（
寛
永
九
年
着
工
、
同
十
一
年
完
成
）
の
建
造
を
指
揮
し
た
。
江
戸
の
八
丁
堀
霊

厳
島
に
拝
領
し
た
邸
地
は
船
手
奉
行
と
い
う
役
職
に
ふ
さ
わ
し
く
隅
田
川
に
面

あ
た
っ
て
は
、
池
を
掘
っ
た
土
で
築
山
を
築
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
敷
地
内

で
の
掘
削
土
と
盛
土
の
収
支
を
な
る
だ
け
合
わ
せ
る
の
が
合
理
的
だ
か
ら
で
あ

る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
高
い
築
山
に
対
応
す
る
池
は
容
積
が
大
き
い

こ
と
に
な
る
。
描
か
れ
た
池
は
そ
れ
ほ
ど
広
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
考
え
る
と
、
深
さ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
池
に
は
滝
が
見
ら
れ

な
い
。
池
の
水
源
と
し
て
湧
水
を
求
め
、
池
を
深
く
掘
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
よ
う
。
ま
た
、
植
栽
で
は
、
築
山
側
の
出
島
で
枝
振
り
よ
く
仕
立
て
ら
れ
た

マ
ツ
、
築
山
の
裾
と
画
面
左
の
池
岸
の
満
開
の
ツ
ツ
ジ
が
目
を
引
く
。
庭
園
内

の
建
物
と
し
て
は
、
縁
を
設
け
た
茅
葺
の
四
阿
が
池
に
向
か
っ
て
建
て
ら
れ
て

い
る
だ
け
で
、
他
の
二
つ
の
大
名
庭
園
や
後
述
す
る
旗
本
屋
敷
の
庭
園
に
設
え

ら
れ
た
よ
う
な
二
階
建
て
の
数
寄
屋
楼
閣
は
見
ら
れ
な
い
。

　

御
三
家
の
一
つ
で
あ
る
水
戸
徳
川
家
や
外
様
と
は
い
え
全
大
名
の
中
で
最
大

の
石
高
を
誇
る
大
藩
の
加
賀
前
田
家
と
違
い
、
国
持
ち
大
名
で
は
あ
る
も
の
の

十
八
万
石
ほ
ど
の
外
様
大
名
で
あ
る
森
家
の
下
屋
敷
の
庭
園
が
描
か
れ
た
の
は

な
ぜ
か
。
秀
忠
や
家
光
の
御
成
の
記
録
も
残
っ
て
い
な
い
。
当
時
、
こ
の
庭
園

が
世
評
に
高
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
高
い
築
山
と
池
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
屏
風
の
発
注
者（
黒
田
説
に
よ
れ
ば
松
平
伊
豆
守
信
綱
）

が
こ
の
庭
園
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
れ
ら
も
想
像
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
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し
て
お
り
、
屋
敷
前
へ
の
船
の
接
岸
が
可
能
な
場
所
で
あ
っ
た
。
な
お
、
現
在

は
、
そ
の
跡
地
は
完
全
に
市
街
化
さ
れ
て
お
り
、
往
時
の
面
影
を
残
す
の
は
隅

田
川
と
そ
こ
に
注
ぐ
亀
島
川
（
日
本
橋
川
の
分
流
）
の
水
面
の
み
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
、
左
隻
第
三
扇
右
下
隅
に
描
か
れ
た
邸
宅
の
庭
園
を
見
て
い
く
こ
と
に

し
よ
う
（
図
8
）。

　

ま
ず
目
を
引
く
の
は
、
敷
地
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
二
階
建
て
の
数
寄
屋

楼
閣
で
あ
る
。
二
階
は
屋
根
が
萱
葺
き
宝
形
で
、
側
面
に
は
明
か
り
障
子
を
巡

ら
せ
て
お
り
、
庭
園
や
邸
外
の
眺
望
を
楽
し
む
た
め
の
建
物
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
楼
閣
の
左
手
が
庭
園
と
な
る
が
、
中
心
と
な
る
の
は
、

屋
敷
を
貫
通
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
水
路
で
あ
る
。
こ
の
水
路
は
隅
田
川
に

合
流
す
る
直
前
の
亀
島
川
か
ら
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
東
京
湾
に

つ
な
が
る
隅
田
川
下
流
の
水
位
の
変
動
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
飛
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
潮
入
り
」
の
池
と
な
っ
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。
数
寄
屋
楼
閣
か
ら
見
た
水
路
（
池
）
の
対
岸
は
、
一
部
を
石
積

み
護
岸
と
す
る
も
の
の
、
岸
辺
に
立
石
も
用
い
な
が
ら
築
山
に
連
な
る
様
相
は

ま
ぎ
れ
も
な
く
池
泉
庭
園
の
景
色
で
あ
る
。
ま
た
、
水
路
の
数
寄
屋
楼
閣
側
の

岸
に
目
を
向
け
る
と
、
築
山
を
設
け
、
植
栽
を
施
し
、
さ
ら
に
石
組
を
配
し
て

お
り
、
数
寄
屋
楼
閣
の
一
階
か
ら
直
接
歩
み
入
る
こ
と
の
で
き
る
造
作
と
な
っ

て
い
る
。
な
お
、
画
面
下
に
邸
内
へ
と
導
か
れ
る
水
路
が
見
え
る
が
、
建
物
や

植
栽
地
に
突
き
当
た
る
配
置
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
邸
内
に
小
舟
を
乗
り
付
け

る
た
め
の
舟
入
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

図 8　「向井将監」下屋敷（国立歴史民俗博物館所蔵『江戸図屏風』から）
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こ
の
庭
園
を
家
光
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
実
見
す
る
機
会
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
、
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
船
手
奉
行
と
い
う
極
め
て
特
殊
な
職
責
を

担
っ
た
向
井
将
監
の
屋
敷
に
ふ
さ
わ
し
い
立
地
と
空
間
構
成
、「
潮
入
り
」
の

池
は
、
世
評
に
高
か
っ
た
と
考
え
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
米
津
内
蔵
助
下
屋
敷

　

屏
風
に
押
紙
は
な
い
が
、
こ
の
屋
敷
は
『
武
州
豊
島
郡
江
戸
庄
図
』
や
『
寛

永
江
戸
全
図
』
で
米
津
内
蔵
助
下
屋
敷
と
確
認
で
き
る（

24
）。

米
津
内
蔵
助
は
、
米

津
田
盛
（
一
六
一
六
～
一
六
八
四
）。
初
代
江
戸
北
町
奉
行
を
務
め
た
五
千
石
の

大
身
旗
本
・
米
津
田
政
の
嫡
男
で
、
父
の
死
に
よ
り
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）

に
家
督
を
相
続
。
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
は
、
大
阪
定
番
を
任
ぜ
ら
れ
河

内
国
で
一
万
石
を
加
増
さ
れ
、
一
万
五
千
石
の
大
名
と
な
っ
た
。
こ
の
邸
地
が

米
津
家
の
も
の
と
な
っ
た
時
期
や
経
緯
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
田
盛
の
生
年

等
を
考
え
る
と
田
政
の
時
代
に
拝
領
し
た
可
能
性
が
大
き
い
。
な
お
、
現
在
、

そ
の
跡
地
は
完
全
に
市
街
化
さ
れ
て
お
り
、
往
時
の
面
影
を
残
す
の
は
隅
田
川

と
そ
こ
に
注
ぐ
神
田
川
の
水
面
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
右
隻
第
六
扇
下
部

中
央
付
近
に
描
か
れ
た
邸
宅
の
庭
園
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
（
図
9
）。

　

屋
敷
は
画
面
下
の
隅
田
川
側
に
突
出
部
の
あ
る
変
則
的
な
平
面
形
状
を
持
つ
。

こ
れ
は
庭
園
に
水
を
取
り
込
む
た
め
の
設
え
と
考
え
ら
れ
、
屋
敷
に
は
途
中
で

二
度
直
角
に
曲
が
る
直
線
状
の
水
路
で
水
が
導
か
れ
る
。
こ
の
水
路
が
画
面
左

側
の
建
物
群
と
右
側
の
庭
園
を
分
け
、
両
側
は
一
枚
も
の
の
切
石
の
反
り
橋
で

図 9　米津内蔵助下屋敷（国立歴史民俗博物館所蔵『江戸図屏風』から）
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の
ほ
か
に
、
庭
園
の
観
点
で
注
目
す
べ
き
屋
敷
等
を
以
下
に
取
り
上
げ
て
お
き

た
い
。
庭
園
自
体
は
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
庭
園
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
駿

河
大
納
言
上
屋
敷
と
内
藤
左
馬
助
下
屋
敷
、
そ
し
て
将
軍
が
花
を
楽
し
む
た
め

に
設
け
た
と
見
ら
れ
る
御
花
畠
で
あ
る
。

（
一
）
駿
河
大
納
言
上
屋
敷

　

駿
河
大
納
言
は
、
秀
忠
の
実
子
、
す
な
わ
ち
家
光
の
実
弟
で
あ
る
徳
川
忠
長

（
一
六
〇
六
～
三
三
）。
そ
の
出
自
に
ふ
さ
わ
し
く
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
七

月
に
は
駿
河
国
と
遠
江
国
の
一
部
（
掛
川
藩
領
）
を
加
増
さ
れ
、
駿
遠
甲
の
計

五
十
五
万
石
を
領
有
し
て
家
光
に
迫
る
権
力
を
有
し
た
。
寛
永
三
年
に
は
権
大

納
言
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
寛
永
八
年
五
月
に
不
行
跡
を
理
由
と

し
て
家
光
か
ら
甲
府
へ
の
蟄
居
を
命
ぜ
ら
れ
、
翌
寛
永
九
年
の
秀
忠
死
後
、
改

易
と
な
り
領
国
す
べ
て
を
没
収
。
寛
永
十
年
十
二
月
六
日
、
幕
命
に
よ
り
上
州

高
崎
の
大
進
寺
に
お
い
て
自
刃
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
寛
永
十
一
年
二
月
に
は

こ
の
忠
長
の
上
屋
敷
の
建
物
は
解
体
さ
れ
て
上
野
忍
ヶ
岡
に
移
築
さ
れ
る
な
ど

す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
藤
と
水
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
屋
敷

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
屏
風
の
景
観
年
代
の
下
限
を
寛
永
十
一
年
と
す
る
一

つ
の
有
力
な
根
拠
な
の
で
あ
る（

25
）。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
左
隻
第
一
扇
上
部
右
寄

り
に
描
か
れ
、「
駿
河
大
納
言
殿
」
の
押
紙
の
あ
る
邸
宅
を
庭
園
の
観
点
で
見

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
（
図
10
）。

　

屋
敷
の
配
置
と
し
て
は
、
画
面
下
部
に
御
成
門
と
勅
使
門
お
よ
び
殿
舎
群
を

つ
な
が
れ
る
が
、
右
側
の
庭
園
の
中
心
を
な
す
池
の
水
源
は
こ
の
水
路
と
考
え

て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
左
側
の
建
物
群
の
う
ち
水
路
に
最
も
近
い
場
所
に
建
つ

の
が
二
階
建
て
の
数
寄
屋
楼
閣
で
あ
る
。
寄
棟
屋
根
を
持
つ
二
階
は
隅
田
川
側

と
庭
園
側
が
開
口
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
眺
望
を
楽
し
む
建
物
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
園
池
は
、
左
手
の
水
路
側
の
一
部
が
水
路
と
同
様
の
直
線
的

な
石
積
み
で
あ
る
の
を
除
き
、
出
島
と
入
江
の
曲
線
が
連
続
す
る
複
雑
な
平
面

を
持
つ
。
そ
の
う
ち
水
路
に
架
か
る
反
り
橋
を
渡
っ
た
先
付
近
が
最
も
幅
が
狭

く
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
石
橋
を
架
け
る
。
岸
辺
の
三
カ
所
に
配
さ
れ
た
石
組

は
、
立
石
を
中
心
と
し
て
池
に
向
か
う
形
勢
を
見
せ
、
石
組
先
端
の
池
中
に
は

岩
島
を
置
い
て
そ
の
勢
い
を
示
す
。
植
栽
で
は
、
石
橋
を
迎
え
る
出
島
に
植
え

ら
れ
た
マ
ツ
が
手
の
込
ん
だ
仕
立
て
で
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
。
ま
た
、
画
面
右

手
の
石
組
に
絡
む
よ
う
に
植
わ
る
の
は
カ
エ
デ
で
あ
ろ
う
か
。
画
面
右
上
で
木

立
を
な
す
の
は
、
主
に
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
と
い
っ
た
針
葉
樹
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

米
津
内
蔵
助
下
屋
敷
が
庭
園
を
含
め
て
詳
細
に
描
き
込
ま
れ
た
の
は
、
旗
本

屋
敷
を
代
表
す
る
邸
宅
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
向
井
将
監
下
屋
敷
と
同
様
に

「
潮
入
り
」
と
い
う
珍
し
い
庭
園
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

四
　
そ
の
他
の
注
目
す
べ
き
庭
園

　

前
述
し
た
三
つ
の
大
名
屋
敷
の
池
泉
庭
園
、
二
つ
の
旗
本
屋
敷
の
池
泉
庭
園
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描
き
、
画
面
上
部
に
は
か
な
り
鬱

蒼
と
し
た
木
立
が
描
か
れ
る
。
庭

園
の
観
点
で
は
、
御
成
門
を
入
っ

た
と
こ
ろ
の
満
開
の
サ
ク
ラ
も
興

味
深
い
が
、
注
目
し
た
い
の
は
広

葉
樹
と
針
葉
樹
を
取
り
混
ぜ
た
よ

う
に
見
え
る
木
立
の
中
に
描
か
れ

た
茅
葺
建
物
で
あ
る
。
こ
の
上
屋

敷
内
の
木
立
は
も
ち
ろ
ん
単
な
る

樹
林
地
で
は
な
く
、
屋
敷
内
に
設

え
ら
れ
た
山
里
の
景
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
し
て
、「
喜
七
（
ま
た
は

春
七
）」
の
扁
額
を
掲
げ
た
茅
葺
建

物
は
「
市
中
の
山
居
」
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
茶
室
で
あ
り
、
木
立
の
中

に
は
茶
室
に
至
る
露
地
ふ
う
の
あ

し
ら
い
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
忠
長
の
屋
敷
に
は
、

寛
永
二
年
二
月
を
皮
切
り
に
、
父

の
秀
忠
の
御
成
が
七
回
、
兄
の
家

光
の
御
成
が
五
回
あ
っ
た
こ
と
が

図 10　「駿河大納言殿」（国立歴史民俗博物館所蔵『江戸図屏風』から）
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記
録
に
残
る（

26
）。

武
家
の
儀
式
と
し
て
中
世
以
来
の
伝
統
を
持
つ
御
成
で
あ

る
が
、
秀
忠
の
御
成
で
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
、
御
成
規
式
の
中
に
大
き
く

組
み
込
ま
れ
た
の
が
茶
事
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
茶
事
の
場
と
し
て
、
茶

室
と
露
地
は
必
須
の
施
設
で
あ
っ
た
。
一
般
に
下
屋
敷
の
よ
う
に
広
大
な

面
積
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
上
屋
敷
で
は
、
大
規
模
な
池
泉
庭
園
を
営
む

こ
と
は
難
し
い
が
、
露
地
と
茶
室
を
設
け
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

茶
事
を
重
ん
じ
る
秀
忠
の
御
成
を
多
く
迎
え
た
忠
長
邸
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

茶
室
と
露
地
を
備
え
る
の
は
当
然
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
屏
風
に
描
か

れ
た
茅
葺
の
茶
室
こ
そ
秀
忠
あ
る
い
は
家
光
の
御
成
の
際
に
用
い
ら
れ
た

も
の
、
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
（
二
）
内
藤
左
馬
助
下
屋
敷

　

内
藤
左
馬
助
は
陸
奥
磐
城
藩
主
・
内
藤
政
長
（
一
五
六
八
～
一
六
三
四
）。

家
光
の
覚
え
め
で
た
か
っ
た
譜
代
の
大
名
で
あ
る
。
左
隻
第
三
扇
上
部
左

寄
り
に
描
か
れ
た
屋
敷
を
見
て
い
こ
う
（
図
11
）。

　
「
内
藤
左
馬
助
」
の
押
紙
の
あ
る
屋
敷
は
、
江
戸
城
外
堀
の
一
角
を
な

し
た
「
溜
池
」
の
池
尻
に
近
い
池
畔
に
立
地
す
る
。
門
を
入
っ
た
と
こ
ろ

に
展
開
す
る
建
物
群
の
い
ち
ば
ん
奥
、
池
に
面
す
る
位
置
に
二
階
建
て
の

数
寄
屋
楼
閣
が
描
か
れ
る
。
む
く
り
の
付
い
た
寄
棟
屋
根
を
持
つ
二
階
は
、

お
そ
ら
く
溜
池
側
に
も
開
口
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
反
対
側
に

あ
た
る
手
前
も
明
か
り
障
子
を
は
め
た
開
口
が
見
ら
れ
、
溜
池
側
だ
け
で

図 11　「内藤左馬助」（国立歴史民俗博物館所蔵『江戸図屏風』から）
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な
く
建
物
群
左
手
の
木
立
や
敷
地
外
の
市
街
地
も
眺
め

る
対
象
と
し
た
造
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

木
立
は
、
駿
河
大
納
言
上
屋
敷
の
あ
り
よ
う
か
ら
考
え

る
と
、
山
里
ふ
う
の
露
地
の
一
角
を
な
し
て
い
た
可
能

性
も
小
さ
く
な
い
。

　

こ
の
屋
敷
に
は
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
五
月
、
同

六
年
六
月
十
日
、
同
八
年
六
月
一
日
の
三
度
、
徳
川
家

光
の
御
成
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
後
の
二
度
の
御
成
で
は
、

家
光
が
溜
池
で
水
泳
を
行
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い

る（
27
）。

加
賀
藩
下
屋
敷
へ
の
御
成
に
際
し
、
藩
主
・
前
田

利
常
が
建
物
や
庭
園
の
造
作
に
心
を
砕
い
た
こ
と
に
鑑

み
れ
ば
、
徳
川
譜
代
の
内
藤
政
長
と
は
い
え
、
い
わ
ば

屋
外
で
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
訪
れ
る
家
光
の
た
め

に
庭
園
も
そ
れ
な
り
に
整
え
た
と
考
え
る
の
が
当
然
で

あ
る
。
例
え
ば
、
溜
池
を
園
池
に
見
立
て
た
池
泉
庭
園

ふ
う
の
意
匠
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

ち
な
み
に
、
溜
池
は
、
い
ま
は
地
名
を
残
す
の
み
で
そ

の
水
面
は
完
全
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
（
三
）
御
花
畠	

　

屏
風
で
押
紙
に
「
御
」
の
文
字
が
使
わ
れ
る
の
は
、

図 12　「御花畠」（国立歴史民俗博物館所蔵『江戸図屏風』から）
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花
畠
を
鑑
賞
す
る
た
め
の
施
設
、
す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
秀
忠
や
家
光
が
訪
れ
た

際
に
は
陣
取
っ
た
建
物
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
傍
ら
に
植
わ
る
高

木
は
ヤ
マ
モ
モ
で
あ
ろ
う
か
。

　

将
軍
が
い
わ
ば
私
的
な
時
間
を
楽
し
む
庭
園
の
一
つ
で
あ
る
御
花
畠
。
そ
こ

で
の
主
役
が
ツ
バ
キ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
屏
風
の
図
像
は
、
園
芸
の
愛
好
者

で
ツ
バ
キ
に
と
り
わ
け
深
い
愛
着
を
持
っ
て
い
た
秀
忠（

30
）が

こ
の
御
花
畠
を
設
け
、

そ
れ
を
家
光
が
受
け
継
い
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、

ユ
リ
、
キ
ク
、
ア
ジ
サ
イ
、
ツ
バ
キ
な
ど
本
来
同
時
に
咲
く
は
ず
の
な
い
植
物

が
同
じ
画
面
に
描
か
れ
る
の
は
、
平
安
時
代
以
来
の
日
本
の
絵
画
の
伝
統
に

則
っ
た
技
法
で
あ
る
。

五
　
寛
永
期
の
江
戸
の
庭
園
の
特
色

　

屏
風
に
描
か
れ
た
大
名
屋
敷
や
旗
本
屋
敷
の
庭
園
を
読
み
解
い
て
き
た
。
そ

の
内
容
に
つ
い
て
い
ま
一
度
考
察
を
加
え
な
が
ら
取
り
ま
と
め
、
江
戸
城
下
町

と
し
て
の
体
裁
が
整
っ
た
寛
永
期
の
江
戸
の
庭
園
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
屏
風

か
ら
得
ら
れ
た
結
論
と
し
、
併
せ
て
寛
永
期
の
江
戸
の
庭
園
の
お
お
よ
そ
の
歴

史
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

広
大
な
面
積
を
持
つ
有
力
大
名
の
下
屋
敷
で
は
、
池
を
穿
ち
築
山
を
置
く
見

事
な
池
泉
庭
園
が
造
営
さ
れ
た
。
そ
の
機
能
は
、
加
賀
肥
前
守
下
屋
敷
造
営
の

経
緯
な
ど
か
ら
す
る
と
、
当
主
の
楽
し
み
よ
り
も
む
し
ろ
将
軍
の
御
成
な
ど
へ

将
軍
の
事
跡
に
直
接
関
わ
る
場
所
で
あ
る（

28
）。

し
た
が
っ
て
、「
御
花
畠
」
と
は
、

秀
忠
や
家
光
が
訪
れ
て
花
を
愛
で
た
施
設
と
考
え
て
よ
い
。
左
隻
第
一
扇
上
部

中
央
付
近
に
描
か
れ
た
御
花
畠
は
、
屏
風
に
描
か
れ
た
題
材
の
中
で
も
異
色
で

あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
園
芸
史
の
観
点
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が（

29
）、

庭
園
の
観
点
で
あ
ら
た
め
て
見
て
い
き
た
い
（
図
12
）。

　

敷
地
を
囲
う
漆
喰
塗
の
土
塀
は
、
屋
根
が
通
常
の
瓦
葺
で
は
な
く
桧
皮
葺
で
、

こ
の
点
で
も
こ
こ
が
通
常
の
住
宅
で
は
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
画
面
右
手
の
穴

門
か
ら
入
る
と
、
直
交
す
る
園
路
で
四
つ
に
分
か
た
れ
た
植
栽
区
画
が
敷
地
一

面
に
広
が
る
。
絵
画
の
こ
と
と
て
誇
張
表
現
と
い
う
面
も
差
し
引
く
必
要
は
あ

ろ
う
が
、
実
際
に
も
こ
れ
に
近
い
敷
地
構
成
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

画
面
で
右
側
の
門
に
近
い
二
つ
の
区
画
は
、
草
花
の
区
画
で
あ
る
。
右
下
の
区

画
に
は
ユ
リ
、
ナ
デ
シ
コ
、
ス
ス
キ
が
見
え
、
右
上
の
区
画
に
は
ア
ジ
サ
イ
、

キ
ク
、
ナ
デ
シ
コ
な
ど
が
見
え
る
。
一
方
、
画
面
の
左
手
の
二
つ
の
区
画
は
草

花
の
区
画
よ
り
も
面
積
が
大
き
く
取
ら
れ
て
お
り
、
両
方
と
も
複
数
の
ツ
バ
キ

が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
下
の
区
画
で
は
、
花
弁
の
色
が
白
、
赤
、
桃
色
の
三
本

が
横
一
直
線
上
に
植
わ
り
、
そ
の
右
下
に
花
弁
が
青
色
の
も
の
、
左
上
に
は
赤

い
も
の
が
配
さ
れ
る
。
ま
た
、
上
の
区
画
で
は
、
花
弁
が
褐
色
、
桃
色
、
赤
色

の
三
本
が
三
角
形
を
な
す
よ
う
に
植
わ
り
そ
の
左
上
に
は
黄
色
い
花
を
つ
け
た

木
（
ツ
バ
キ
？
）
が
植
わ
る
。
二
つ
の
ツ
バ
キ
区
画
の
林
床
に
は
、
ス
ミ
レ
が

見
え
る
。
ま
た
、
敷
地
の
左
上
隅
に
は
田
舎
家
風
の
茅
葺
の
四
阿
が
建
つ
。
室

内
に
は
床
が
張
ら
れ
、
し
か
も
畳
敷
き
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
四
阿
は
御
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の
対
応
が
第
一
義
的
に
考
え
ら
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
形
態

的
に
は
水
を
め
ぐ
る
各
種
デ
ザ
イ
ン
、
す
な
わ
ち
滝
や
池
、
護
岸
の
石
組
や
州

浜
な
ど
が
大
き
な
見
せ
場
で
あ
り
、
水
源
の
確
保
が
極
め
て
重
要
な
課
題
で

あ
っ
た
。
地
下
水
脈
上
に
立
地
し
湧
水
を
利
用
で
き
る
敷
地
で
は
、
加
賀
肥
前

守
下
屋
敷
の
よ
う
に
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
立
地
で
な
け
れ
ば
、

池
泉
の
水
を
上
水
道
や
小
河
川
・
都
市
水
路
な
ど
か
ら
の
導
水
に
頼
る
こ
と
と

な
る
。
水
戸
中
納
言
下
屋
敷
は
将
軍
家
と
の
親
密
な
関
係
を
基
盤
に
上
水
道
の

利
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
り
、
池
泉
庭
園
造

営
に
あ
た
っ
て
は
、
各
大
名
は
水
源
の
確
保
に
大
き
な
努
力
を
払
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
中
、
隅
田
川
や
海
に
面
す
る
敷
地
の
邸
宅
で
は
、
水
門
を

設
け
て
、
隅
田
川
や
海
か
ら
直
接
導
水
す
る
「
潮
入
り
」
の
手
法
が
導
入
さ
れ

た
。
屏
風
で
は
、
隅
田
川
畔
の
い
ず
れ
も
旗
本
で
あ
る
向
井
将
監
と
米
津
内
蔵

助
の
下
屋
敷
で
潮
入
り
庭
園
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
ど
ち
ら
が
先
行
し
た
の
か
は

定
か
で
は
な
い
が
、
飛
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
が
潮
入
り
庭
園
の
先

駆
的
事
例
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
成
功
を
受
け
、

そ
の
後
に
小
田
原
藩
主
大
久
保
家
の
楽
寿
園
（
現
・
旧
芝
離
宮
庭
園
）
な
ど
の

大
名
屋
敷
の
庭
園
で
採
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

庭
園
を
眺
め
る
視
点
場
と
し
て
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、

二
階
建
て
数
寄
屋
楼
閣
で
あ
る
。
本
論
で
取
り
上
げ
た
も
の
の
う
ち
、
水
戸
中

納
言
下
屋
敷
、
加
賀
肥
前
守
下
屋
敷
、
そ
し
て
向
井
将
監
下
屋
敷
と
米
津
内
蔵

助
下
屋
敷
で
は
、
二
階
側
面
に
広
く
開
口
部
を
取
っ
た
数
寄
屋
楼
閣
が
庭
園
に

図 13　三溪園・聴秋閣（筆者撮影）
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が
ツ
バ
キ
を
は
じ
め
と
す
る
園
芸
趣
味
の
盛
行
に
主
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い

た
こ
と
が
窺
え
、
江
戸
時
代
の
初
頭
に
あ
た
る
寛
永
期
の
江
戸
の
庭
園
を
巡
る

状
況
の
一
面
を
示
し
て
い
る
。

　

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
の
開
府
か
ら
お
お
よ
そ
三
十
年
、
屏
風
の
景
観
年

代
と
考
え
ら
れ
る
寛
永
十
～
十
一
年
頃
の
江
戸
。
大
名
や
旗
本
の
下
屋
敷
で
は

様
々
な
手
法
に
よ
り
水
源
を
確
保
し
な
が
ら
見
事
な
池
泉
庭
園
が
造
営
さ
れ
、

そ
う
し
た
池
泉
庭
園
を
備
え
な
い
上
屋
敷
な
ど
で
は
市
中
に
あ
っ
て
山
居
を
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
る
、
都
市
文
化
の
極
み
と
も
い
う
べ
き
茶
室
と
露
地
が
設
え
ら
れ

て
い
た
。
そ
う
し
た
庭
園
で
は
、
庭
園
を
維
持
管
理
す
る
技
術
、
例
え
ば
樹
木

を
剪
定
整
枝
し
て
仕
立
て
る
技
術
も
確
実
に
定
着
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
花
卉

を
中
心
と
す
る
園
芸
文
化
が
、
い
わ
ば
江
戸
の
主
人
た
る
将
軍
の
先
導
の
も
と
、

文
字
通
り
豊
か
に
花
開
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で

す
で
に
多
様
で
多
面
的
な
様
相
を
見
せ
て
い
た
江
戸
の
庭
園
で
あ
る
が
、
最
後

に
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
歴
史
的
位
置
付
け
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
室
町
時
代
後
期
か
ら
京
都
で
そ
の
萌
芽
を
見
、
江
戸
時
代
初
頭
の
桂

山
荘
（
桂
離
宮
）
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た（

33
）

と
さ
れ
る
回
遊
式
の
池
泉
庭
園
の
様

式
が
ほ
ぼ
同
時
並
行
的
に
江
戸
の
大
名
屋
敷
に
も
導
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

注
目
に
値
す
る
。
そ
の
後
、
こ
の
様
式
の
庭
園
が
大
名
家
に
よ
る
独
自
性
も
加

え
た
大
名
庭
園（

34
）と

し
て
江
戸
の
み
な
ら
ず
諸
国
の
城
下
町
に
も
多
く
造
営
さ
れ
、

各
地
の
庭
園
文
化
や
造
園
技
術
の
普
及
・
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ

と
の
意
義
も
極
め
て
大
き
い
。
ま
た
、
室
町
時
代
後
期
に
町
衆
の
所
産
と
し
て

接
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
庭
園
の
景
物
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
対
象
で

あ
る
と
と
も
に（

31
）、

庭
園
を
眺
め
る
視
点
場
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
遡
れ
ば
南
北
朝
時
代
の
夢
窓
疎
石
に
よ
る
西
芳
寺
瑠
璃

殿
を
原
型
と
し
て
、
室
町
時
代
の
足
利
義
満
の
北
山
殿
舎
利
殿
（
金
閣
）、
義

政
の
東
山
殿
観
音
殿
（
銀
閣
）
で
庭
園
に
導
入
さ
れ
定
着
し
た
楼
閣
建
築
は
、

寛
永
期
の
江
戸
の
武
家
庭
園
で
は
、
数
寄
屋
の
要
素
を
強
く
加
味
し
な
が
ら
、

必
須
と
も
言
っ
て
よ
い
要
素
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
溜
池
畔
に
あ
っ
た
内

藤
左
馬
助
下
屋
敷
は
、
屏
風
に
は
庭
園
は
見
え
な
い
も
の
の
、
数
寄
屋
楼
閣
が

描
か
れ
て
お
り
、
庭
園
の
存
在
が
暗
示
さ
れ
る
。
以
上
に
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か

に
、
屏
風
に
は
数
寄
屋
楼
閣
を
八
棟
見
る
こ
と
が
で
き（

32
）、

こ
れ
ら
の
邸
宅
に
は

概
ね
何
ら
か
の
形
式
の
庭
園
が
設
え
ら
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
洛
中
洛
外
図
に
始
ま
り
こ
の
屏
風
な
ど
に
連
な
る
都
市

図
は
俯
瞰
図
で
あ
り
、
俯
瞰
景
は
景
観
を
理
解
し
享
受
す
る
の
に
最
も
適
し
た

視
点
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
俯
瞰
景
を
楽
し
む
視
点
場
と
し
て
楼

閣
は
強
く
求
め
ら
れ
る
施
設
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
当
時
の
数
寄

屋
楼
閣
の
遺
構
と
し
て
は
、
も
と
佐
久
間
将
監
（
実
勝
）
邸
に
あ
っ
た
も
の
と

伝
え
る
建
物
が
横
浜
の
三
溪
園
に
移
築
さ
れ
、「
聴
秋
閣
」
と
し
て
残
っ
て
い

る
（
図
13
）。

　

こ
の
ほ
か
、
駿
河
大
納
言
上
屋
敷
か
ら
は
室
町
時
代
後
期
の
京
都
に
遡
る

「
市
中
の
山
居
」
が
、
徳
川
将
軍
家
の
茶
の
愛
好
と
も
相
ま
っ
て
、
江
戸
の
大

名
上
屋
敷
に
も
導
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
御
花
畠
の
存
在
か
ら
将
軍
家
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（
7
）　

飛
田
範
夫
『
江
戸
の
庭
園
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
九
、一
四
七
～
一
五
一

頁
。

（
8
）　

屏
風
絵
に
お
い
て
、
各
部
の
名
称
な
ど
を
示
す
た
め
に
貼
ら
れ
る
書
き
込
み
。
水
藤

に
よ
れ
ば
、
江
戸
図
屏
風
で
は
一
〇
一
の
押
紙
が
見
ら
れ
、
そ
の
内
訳
は
、
船
名

二
十
三
例
、
屋
敷
名
十
九
例
、
情
景
の
説
明
十
二
例
、
地
名
九
例
、
橋
名
八
例
な
ど
で

あ
る
（
水
藤
真
・
註
4
に
同
じ
）。

（
9
）　
「
武
州
豊
嶋
郡
江
戸
庄
図
」
に
お
い
て
、
複
数
の
屋
敷
（
上
屋
敷
と
下
屋
敷
等
）
を
所

持
す
る
大
名
は
五
十
家
、
旗
本
は
十
五
家
で
あ
る
（
近
松
鴻
二
「「
武
州
豊
嶋
郡
江
戸
庄

図
」
の
基
礎
研
究
」『
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
研
究
報
告
』
第
二
号
、
一
九
九
七
、

一
九
九
～
二
二
三
頁
）。
た
だ
し
、
同
図
は
下
屋
敷
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
江
戸
の
周
縁

部
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
数
は
前
記
を
か
な
り
上
回
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
10
）　

註
2
に
同
じ
。

（
11
）　

佐
藤
豊
三
「
将
軍
家
の
「
御
成
」
に
つ
い
て
（
七
）」『
金
鯱
叢
書　

第
八
集
』
財
団

法
人
徳
川
黎
明
会
、
一
九
八
一
、五
六
五
～
六
二
六
頁
。

（
12
）　

茨
城
県
史
編
さ
ん
近
世
史
第
1
部
会
編
『
茨
城
県
史
料
近
世
政
治
編
Ⅰ
』

一
九
七
〇
、四
四
四
頁
。

（
13
）　
「
後
楽
園
築
造
」『
東
京
市
史
稿
遊
園
篇
第
一
』
東
京
市
役
所
編
、
一
九
二
九
、一
二
八

～
一
四
九
頁
。

（
14
）　

註
13
に
同
じ
。

（
15
）　

例
え
ば
『
蔭
凉
軒
日
録
』
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
二
月
二
十
一
日
条
「
今
日
仙
洞

御
庭
之
松
東
府
江
引
之
」、『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
五
月
九
日
条
「
成

身
院
庭
梅
、
門
跡
ノ
泉
水
蓬
莱
嶋
ヘ
渡
之
了
」
な
ど
。

（
16
）　
『
徳
川
実
紀
』「
大
猷
院
殿
御
実
紀
巻
二
十
四
」
同
日
条
、「
直
に
水
戸
黄
門
頼
房
卿
の

邸
に
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
」。

（
17
）　
「
本
郷
邸
」
日
置
謙
編
『
加
能
郷
土
辞
彙
』
金
沢
文
化
協
会
、
一
九
四
二
、七
六
二
～

七
六
三
頁
。

（
18
）　

註
17
に
同
じ
。

京
都
で
成
立
し
た
「
市
中
の
山
居
」
が
、
安
土
桃
山
時
代
に
豊
臣
秀
吉
に
仕
え

た
千
利
休
が
侘
茶
を
大
成
し
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
利
休
の
弟
子
で
あ
る
古
田

織
部
が
将
軍
秀
忠
の
茶
道
師
範
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
伴
っ
て
武
家
に
浸
透
し
、

江
戸
の
大
名
上
屋
敷
の
中
に
も
こ
う
し
た
設
え
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

さ
ら
に
、
将
軍
の
先
導
に
よ
り
江
戸
時
代
初
頭
か
ら
盛
行
し
た
花
卉
園
芸
文
化

が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
庶
民
に
も
広
が
り
、
極
め
て
高
度
な
発
展
を
見
せ
た
こ

と
も
ま
た
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

註（
1
）　https://w

w
w.rekihaku.ac.jp/education_research/gallery/w

ebgallery/edozu/index.htm
l

、

二
〇
一
四
年
八
月
十
三
日
ア
ク
セ
ス
。

（
2
）　

黒
田
日
出
男
「
補
論
・
駿
河
大
納
言
邸
門
前
の
猿
曳
」『
王
の
身
体　

王
の
肖
像
』
筑

摩
書
房
、
二
〇
〇
九
、一
五
一
～
一
六
五
頁
（
初
出
は
、
同
名
書
・
同
題
で
平
凡
社
、

一
九
九
三
）。

（
3
）　

黒
田
日
出
男
「
将
軍
の
御
代
と
祭
り
」『
王
の
身
体　

王
の
肖
像
』
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
九
、七
三
～
一
四
二
頁
（
初
出
は
、
同
名
書
・
同
題
で
平
凡
社
、
一
九
九
三
）。

（
4
）　

内
藤
昌
「
第
一
一
章
・
江
戸
図
屏
風
の
景
観
」『
江
戸
の
都
市
と
建
築
（
江
戸
図
屏
風

別
巻
）』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
二
、一
三
九
～
一
五
〇
頁
。
水
藤
真
「「
江
戸
図
屏
風
」

製
作
の
周
辺
―
―
そ
の
作
者
・
製
作
年
代
・
製
作
の
意
図
な
ど
の
模
索
」『
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
三
十
一
集
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
九
一
、二
七
～

四
三
頁
。
黒
田
日
出
男
・
註
3
に
同
じ
。

（
5
）　

註
2
に
同
じ
。

（
6
）　

白
幡
洋
三
郎
『
大
名
庭
園
』
講
談
社
、
一
九
九
七
、八
七
～
九
一
頁
。
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『江戸図屏風』から読み解く寛永期の江戸の庭園

る
内
に
、
廣
島
し
ぼ
り
と
い
ふ
花
弁
に
斑
の
入
た
る
椿
を
、
接
木
に
し
て
献
り
し
も
の

あ
り
。
…
…
」
等
の
記
述
が
あ
る
。

（
31
）　

数
寄
屋
楼
閣
は
、
外
観
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
屋
根
を
見
る
と
、
寄
棟
・
宝
形
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
に
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

（
32
）　

右
隻
第
三
扇
に
一
棟
、
左
隻
第
二
扇
に
二
棟
、
同
第
三
扇
に
二
棟
、
同
第
四
扇
に
二
棟
、

同
第
五
扇
に
一
棟
。
ほ
か
に
、
左
隻
第
四
扇
に
道
沿
い
の
望
楼
、
同
第
三
扇
に
江
戸
城

西
の
丸
内
の
楼
閣
が
見
え
る
。

（
33
）　
『
鹿
苑
日
録
』
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
七
月
十
八
日
条
に
「
庭
中
築
山
鑿
池
、
池
中

有
船
、
有
橋
、
有
亭
、
亭
上
見
四
面
山
、
天
下
之
絶
景
也
」
と
あ
り
、
回
遊
式
の
池
泉

庭
園
が
整
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
34
）　

大
名
庭
園
で
は
弓
場
、
馬
場
、
鴨
場
な
ど
の
武
芸
と
関
連
す
る
一
角
を
設
け
る
こ
と

が
多
く
、
ま
た
大
名
に
と
っ
て
嗣
子
誕
生
が
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
子
孫
繁

栄
を
願
う
陰
陽
石
（
男
性
器
と
女
性
器
を
象
徴
す
る
庭
石
）
を
置
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

謝
辞

　

本
稿
は
、
共
同
研
究
員
と
し
て
参
加
し
た
平
成
二
十
四
～
二
十
五
年
度
の
日
文
研
共
同
研

究
「
日
本
庭
園
の
あ
の
世
と
こ
の
世
」
で
行
っ
た
発
表
を
も
と
に
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
共
同
研
究
を
主
宰
さ
れ
た
白
幡
洋
三
郎
教
授
（
現
・
名
誉
教
授
）
な
ら
び
に
共
同
研
究

に
参
加
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
に
は
、
研
究
会
の
場
な
ど
で
数
々
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
ま

た
、
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
学
習
院
女
子
大
学
の
岩
淵
令
治
教
授
か
ら
は
江
戸
時
代
史
に
つ

い
て
各
種
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
と
明
治
大
学
博
物

館
に
は
、
所
蔵
資
料
の
図
版
を
掲
載
す
る
こ
と
を
御
許
可
い
た
だ
い
た
。
い
ず
れ
も
、
記
し

て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

　

（
19
）　
『
徳
川
実
紀
』「
大
猷
院
殿
御
実
紀
巻
十
三
」
同
日
条
、「
加
賀
中
納
言
利
常
卿
が
上
野

の
別
墅
に
な
ら
せ
給
ふ
」。

（
20
）　

成
瀬
晃
司
「
庭
園
：
池
」『
図
説
江
戸
考
古
学
研
究
事
典
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
一
、

一
二
七
～
一
二
九
頁
。

（
21
）　

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
～
二
十
一
年
に
工
部
大
学
校
お
よ
び
帝
国
大
学
工
科
大
学

で
建
築
学
を
講
じ
、
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
計
画
に
も
携
わ
っ
た
英
国
人
建
築
家
ジ
ョ

サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
が
日
本
庭
園
に
対
し
て
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
園
池
保

存
の
一
因
と
考
え
ら
れ
る
（
中
島
譲
・
中
井
祐
・
内
藤
廣
「
東
京
大
学
本
郷
キ
ャ
ン
パ

ス
育
徳
園
の
変
遷
と
そ
の
要
因
」『
景
観
・
デ
ザ
イ
ン
研
究
講
演
集　

№
6
』

二
〇
一
〇
、一
一
六
～
一
一
九
頁
）。

（
22
）　

森
下
徹
「
第
三
節
・
育
徳
園
」『
東
京
大
学
本
郷
構
内
の
遺
跡　

山
上
会
館
・
御
殿
下

記
念
館
地
点
／
第
3
分
冊　

考
察
編
』
東
京
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
室
、

一
九
九
〇
、四
七
～
四
八
頁
。

（
23
）　
『
寛
永
江
戸
全
図
』
は
二
〇
〇
六
年
に
大
分
県
臼
杵
市
で
発
見
さ
れ
た
詳
密
な
江
戸
図

で
、
旧
稲
葉
家
資
料
と
し
て
臼
杵
市
立
臼
杵
図
書
館
蔵
。
記
載
事
項
は
、
寛
永
十
九
年

十
一
月
か
ら
同
二
十
年
九
月
の
時
期
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
之
潮
か
ら
二
〇
〇
七
年
に

高
精
細
カ
ラ
ー
印
刷
版
が
刊
行
さ
れ
た
。

（
24
）　
『
武
州
豊
島
郡
江
戸
庄
図
』
に
は
「
米
津
内
蔵
介
下
や
し
き
」、『
寛
永
江
戸
全
図
』
に

は
「
米
津
内
蔵
助
下
屋
敷
」
と
あ
る
。

（
25
）　

内
藤
昌
・
註
4
に
同
じ
。
水
藤
真
・
註
4
に
同
じ
。

（
26
）　

註
11
に
同
じ
。

（
27
）　

註
11
に
同
じ
。

（
28
）　

水
藤
真
・
註
4
に
同
じ
。

（
29
）　

青
木
宏
一
郎
『
江
戸
の
園
芸
―
―
自
然
と
行
楽
文
化
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
、一
八

～
一
九
頁
。

（
30
）　

徳
川
秀
忠
の
園
芸
好
き
を
示
す
逸
話
と
し
て
、『
徳
川
実
記
』「
台
徳
院
御
実
記
附
録

巻
五
」
に
、「
花
卉
を
殊
に
愛
玩
し
給
ひ
し
ゆ
へ
、
各
国
よ
り
種
々
の
珍
品
ど
も
奉
り
け
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は
じ
め
に

　

本
論
は
江
戸
幕
府
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
（
在
職
一
七
一
六
～
一
七
四
五
）
に
よ

る
幕
臣
へ
の
武
芸
奨
励
に
つ
い
て
、
特
に
、
小こ
が
ね
は
ら
し
し
が
り

金
原
鹿
狩
に
つ
い
て
そ
の
実
態

の
解
明
と
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
八
月
十
三
日
、
朝
廷
か
ら
征
夷
大
将
軍
の
宣
下
を

受
け
、
そ
の
後
三
十
年
の
間
、
将
軍
と
し
て
幕
政
に
臨
む
こ
と
と
な
っ
た
吉
宗

は
、
後
世
「
享
保
改
革
」
と
称
さ
れ
る
幕
政
改
革
に
乗
り
出
す
。
判
決
の
基
準

と
な
る
『
公
事
方
御
定
書
』
の
編
纂
に
代
表
さ
れ
る
司
法
改
革
、
能
力
主
義
に

基
づ
く
足
高
制
の
導
入
や
勘
定
所
の
整
備
と
い
っ
た
官
僚
機
構
の
整
備
、
首
都

圏
の
再
編
、
町
火
消
の
設
置
や
風
紀
の
取
り
締
ま
り
と
い
っ
た
市
政
改
革
、
上

米
制
や
新
田
開
発
、
倹
約
令
、
米
価
調
整
、
貨
幣
改
鋳
な
ど
の
財
政
再
建
策
、

さ
ら
に
は
、
国
内
産
業
の
充
実
を
も
く
ろ
ん
だ
薬
種
の
調
査
・
栽
培
、
海
外
の

実
学
導
入
の
た
め
の
漢
訳
洋
書
の
輸
入
緩
和
に
至
る
ま
で
、
そ
の
改
革
は
広
範

な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
種
々
の
施
策
を
推
進
す
る
と
同
時
に
、
吉
宗
は

当
時
安
逸
に
流
れ
て
い
た
幕
臣
の
気
風
を
引
き
締
め
る
た
め
、
武
芸
を
奨
励
し

た
。
本
論
で
取
り
上
げ
る
小
金
原
鹿
狩
も
、
そ
う
し
た
武
芸
奨
励
の
一
環
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　

吉
宗
の
年
代
記
で
あ
る
『
有
徳
院
殿
御
実
紀（

1
）』（

江
戸
幕
府
の
公
式
史
書
で
あ

る
『
徳
川
実
紀
』
の
一
部
）
の
附
録
、『
有
徳
院
殿
御
実
紀
附
録（

2
）』

に
は
吉
宗
の

言
動
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
は
「
御
家
人
太
平
に
な
れ
て
。
武
芸
に

を　（
怠
）こ
た
ら
む
事
を
な
げ
か
せ
給
ひ
。
ひ
た
す
ら
講
武
の
事
を
沙
汰
せ
ら
れ
け

る
」
と
あ
る（

3
）。

吉
宗
は
戦
乱
の
な
い
江
戸
時
代
中
期
に
あ
っ
て
、
武
芸
を
奨
励

す
る
こ
と
で
幕
臣
を
鍛
え
直
そ
う
と
し
た
。
こ
の
試
み
は
、
古
典
的
名
著
で
あ

る
『
近
世
国
民
史（

4
）』

を
は
じ
め
と
し
て
、
吉
宗
に
関
す
る
伝
記
や
概
説
書
の
類

徳
川
吉
宗
の
小
金
原
鹿
狩

─
─
勢
子
運
用
の
観
点
か
ら
─
─

横
山
輝
樹
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の
時
期
を
含
む
吉
宗
の
武
芸
奨
励
を
通
じ
て
、
吉
宗
の
武
芸
観
を
探
る
と
い
う

意
欲
的
な
研
究
を
発
表
し
て
い
る（

8
）。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
武
道
学
に
お
け
る
吉
宗
研
究
は
、
日
本
武
道
の
発
展
を

描
く
と
い
う
武
道
学
独
自
の
目
的
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
武
芸

奨
励
の
内
実
に
ま
で
踏
み
込
む
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
吉
宗
期
の
武

芸
奨
励
と
吉
宗
期
以
前
の
武
芸
奨
励
と
を
比
較
し
て
い
か
な
る
差
異
が
見
出
せ

る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
村
嘉
雄
氏
に
よ
っ
て
、
量
的
な
意
味
で
の

変
化
は
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
量
的
な
変
化
が
い
か
な
る
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
は
論
が
及
ん
で
い
な
い
。
す
な

わ
ち
、
吉
宗
期
以
前
の
武
芸
奨
励
と
吉
宗
期
の
武
芸
奨
励
と
の
間
に
質
的
な
変

化
が
存
在
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
言
及
し
た
研
究
は
ほ
ぼ
皆

無
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
現
状
の
武
道
学
の
成
果
で
は
、

吉
宗
期
と
は
前
時
代
と
比
し
て
武
芸
が
よ
り
奨
励
さ
れ
た
時
代
、
武
芸
を
好
む

将
軍
に
よ
っ
て
武
芸
が
重
ん
じ
ら
れ
た
時
代
と
い
う
評
価
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を

得
ず
、
そ
れ
は
一
面
で
、
吉
宗
に
よ
る
武
芸
奨
励
と
は
、
吉
宗
が
将
軍
で
あ
る

間
に
限
ら
れ
た
、
一
過
性
の
奨
励
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
に
陥
る
可
能
性
を
含

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
吉
宗
期
の
武
芸
奨
励
と
は
、
そ
う
し
た
評
価

に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
の
か（

9
）。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
下
、
本
論
で
は
、
吉
宗
の
武
芸
奨
励
の
中
で
も
最

大
の
規
模
を
誇
る
小
金
原
鹿
狩
に
つ
い
て
取
り
上
げ
よ
う
と
考
え
る
。
小
金
原

鹿
狩
と
は
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
三
月
二
十
四
日
、
同
十
一
年
三
月

に
あ
っ
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
わ
か
っ

て
い
る
吉
宗
の
武
芸
奨
励
と
は
、
武
芸
上
覧
、
狩
猟
の
復
興
、
在
野
お
よ
び
非

幕
臣
の
武
芸
者
の
登
用
、
弓
馬
儀
礼
の
研
究
と
復
興
、
大
炮
開
発
、
海
外
武
芸

の
研
究
・
上
覧
、
こ
れ
に
加
え
て
、
新
刀
の
開
発
や
馬
の
品
種
改
良
な
ど
、
多

方
面
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
個
別
研
究
の
蓄
積
も
あ
る（

5
）。

し

か
し
な
が
ら
、
吉
宗
に
よ
る
武
芸
奨
励
の
実
態
解
明
、
特
に
幕
臣
に
対
す
る
武

芸
奨
励
を
課
題
に
据
え
て
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
取
り
扱
っ
た
研
究
は
極
め
て
少

な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

歴
史
学
の
分
野
に
あ
っ
て
は
、
司
法
・
行
政
・
財
政
改
革
に
代
表
さ
れ
る
吉

宗
の
「
享
保
改
革
」
を
分
析
の
対
象
と
し
た
研
究
は
盛
ん
で
あ
る
が
、
武
芸
奨

励
に
つ
い
て
は
、
改
革
を
推
進
し
た
吉
宗
の
個
人
像
を
描
く
一
端
と
し
て
、
半

ば
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

他
方
、
武
道
学
の
分
野
で
は
、
日
本
武
道
の
歴
史
を
通
史
的
に
述
べ
る
際
、

武
道
熱
の
高
ま
っ
た
時
代
と
し
て
吉
宗
期
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、

弓
道
史
に
あ
っ
て
は
吉
宗
に
よ
る
歩
射
儀
礼
・
騎
射
儀
礼
の
研
究
と
復
興
に
つ

い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る（

6
）。

こ
う
し
た
武
道
学
に
お
け
る
吉
宗
研
究
の
一
定
の

到
達
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
が
、
今
村
嘉
雄
氏
の
大
著
『
十
九
世
紀
に

於
け
る
日
本
体
育
の
研
究
』
で
あ
る
。
今
村
氏
は
『
徳
川
実
紀
』
の
記
述
を
元

に
、
将
軍
が
直
々
に
そ
の
参
加
者
の
腕
前
を
観
閲
す
る
武
芸
上
覧
と
狩
猟
に
つ

い
て
、
江
戸
幕
府
の
歴
代
将
軍
ご
と
に
そ
の
実
施
回
数
を
提
示
す
る
と
い
う
壮

大
な
成
果
を
挙
げ
た（

7
）。

ま
た
近
年
で
は
、
菊
地
智
之
氏
が
、
紀
州
藩
主
と
し
て
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儀
礼
に
つ
い
て
の
研
究
が
中
心
で
あ
っ
て（

10
）、

狩
猟
の
有
す
る
軍
事
的
・
調
練
的

な
性
格
を
主
題
と
し
た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い（

11
）。

　

そ
う
し
た
現
状
の
中
に
あ
っ
て
、
高
見
澤
美
紀
氏
の
論
文
「
享
保
改
革
期
に

お
け
る
将
軍
狩
猟
と
旗
本
政
策
―
―
享
保
一
〇
年
小
金
原
鹿
狩
の
検
討
か
ら
」

は
、
旗
本
の
強
化
策
（
ひ
い
て
は
将
軍
権
力
の
強
化
）
と
い
う
観
点
か
ら
享
保
十

年
（
一
七
二
五
）
の
小
金
原
鹿
狩
を
は
じ
め
と
す
る
狩
猟
を
論
じ
た
研
究
で
あ

り（
12
）、

本
論
の
立
場
に
極
め
て
近
い
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
論
文
は

享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
を
分
析
の
主
た
る
対
象
と
し
て
お
り
、
同
十
一
年
の

小
金
原
鹿
狩
は
分
析
対
象
と
し
て
い
な
い
。
後
述
す
る
通
り
、
享
保
十
年
の
小

金
原
鹿
狩
は
翌
年
の
「
御
試
」
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
り
、
同
十
一
年
の
小
金

原
鹿
狩
こ
そ
が
本
番
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
二
度
の
小
金
原
鹿
狩
を
比

べ
れ
ば
規
模
の
面
で
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
後
世
に
伝
わ
っ
た
の

は
享
保
十
一
年
式
の
小
金
原
鹿
狩
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
吉
宗
の
小
金
原
鹿
狩

を
分
析
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
を
分
析
対
象
に
加
え

ね
ば
不
十
分
な
の
で
あ
る（

13
）。

　

こ
う
し
た
先
行
研
究
の
不
足
点
に
基
づ
い
て
、
本
論
で
は
享
保
十
年
の
小
金

原
鹿
狩
、
同
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
、
い
ず
れ
を
も
分
析
対
象
と
す
る
が
、
小

金
原
鹿
狩
に
関
わ
る
す
べ
て
の
事
象
を
取
り
扱
う
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ

こ
で
本
論
で
は
、
享
保
十
年
・
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
つ
い
て
、「
勢せ

こ子
」

の
運
用
、
特
に
将
軍
御お
め
み
え

目
見
（
将
軍
拝
謁
）
が
許
さ
れ
た
上
級
幕
臣
で
あ
る
旗

本
に
よ
る
勢
子
の
運
用
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
た
い
と
考
え
る
。

二
十
七
日
、
下
総
国
小
金
原
（
現
千
葉
県
松
戸
市
）
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
狩

猟
で
あ
り
、
吉
宗
に
よ
る
狩
猟
へ
の
取
り
組
み
の
到
達
点
と
し
て
位
置
付
け
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

狩
猟
と
は
、
元
々
は
食
肉
を
獲
得
し
、
衣
類
や
武
具
、
装
飾
品
の
材
料
を
確

保
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
が
、
君
主
（
支
配
者
）
に
よ
る
狩
猟
の
場
合
は
、

自
ら
の
権
威
の
誇
示
、
民
情
の
把
握
、
害
獣
の
駆
除
な
ど
を
目
的
と
し
て
実
施

さ
れ
た
。
無
論
、
獲
物
を
求
め
て
山
野
を
駆
け
巡
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
自
ず
か

ら
身
体
の
鍛
錬
に
つ
な
が
り
、
多
人
数
を
動
員
し
て
実
施
さ
れ
る
狩
猟
で
あ
れ

ば
そ
れ
は
軍
事
調
練
に
も
な
っ
た
。
特
に
鹿
狩
（
猪
狩
と
も
）
は
大
型
の
獣
を

大
人
数
で
狩
る
雄
壮
な
狩
猟
で
あ
り
、
身
体
鍛
錬
・
軍
事
調
練
の
意
味
合
い
が

他
の
狩
猟
に
比
べ
て
一
層
強
い
。
よ
っ
て
、
戦
場
に
赴
く
機
会
の
あ
る
時
代
の

武
士
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
戦
の
経
験
を
積
む
手
段
が
皆
無
で
あ
る
太
平
の
世

の
武
士
に
あ
っ
て
は
、
狩
猟
と
は
戦
の
場
に
あ
っ
て
要
求
さ
れ
る
組
織
的
な
行

動
を
学
べ
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
吉
宗
期
と
は
島
原
の
乱
か
ら
百
年
後
の

世
界
で
あ
り
、
現
実
の
戦
を
知
る
武
士
は
死
に
絶
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況

下
、
武
士
に
戦
の
何
た
る
か
を
学
ば
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
狩
猟
を
お
い
て

他
に
手
段
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
吉
宗
の
狩
猟
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
は
多
々
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら

は
、
狩
猟
の
復
興
に
よ
る
猟
場
の
整
備
や
周
辺
地
域
の
禁
猟
政
策
、
鉄
炮
管
理

の
問
題
な
ど
、
狩
猟
そ
れ
自
体
の
研
究
と
い
う
よ
り
は
、
狩
猟
に
関
わ
っ
て
実

施
さ
れ
た
地
域
政
策
を
分
析
の
主
題
と
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
狩
猟
に
か
か
る
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も
、
戦
時
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
役
割
か
ら
も
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
小

金
原
鹿
狩
に
お
い
て
は
勢
子
の
主
役
は
明
ら
か
に
五
番
方
の
勢
子
で
あ
り
、
本

論
で
分
析
対
象
と
す
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

さ
て
本
論
の
構
成
で
あ
る
が
、
一
で
は
享
保
二
年
五
月
十
一
日
に
実
施
さ
れ

た
将
軍
吉
宗
に
と
っ
て
初
め
て
の
鷹
狩
に
つ
い
て
、
そ
の
際
の
勢
子
運
用
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
中
心
に
論
じ
る
。
二
で
は
狩
猟
復
興
後
の
歩
行
勢

子
の
複
雑
化
・
騎
馬
勢
子
の
登
場
と
そ
の
発
展
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
三

で
は
吉
宗
の
狩
猟
に
お
け
る
一
つ
の
到
達
点
、
す
な
わ
ち
享
保
十
年
・
十
一
年

の
小
金
原
鹿
狩
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を
分
析
す
る
。
四
で
は
享
保
十
一
年
の

小
金
原
以
降
の
動
向
、
特
に
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
実
施
さ
れ
た
小
金
原

鹿
狩
の
勢
子
運
用
を
取
り
上
げ
、
吉
宗
の
実
施
し
た
小
金
原
鹿
狩
が
後
世
に
い

か
に
受
け
継
が
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る（

15
）。

一
　
鷹
狩
の
復
興
（
享
保
二
年
五
月
十
一
日
の
鷹
狩
）

　

本
論
の
主
題
は
小
金
原
鹿
狩
に
お
け
る
五
番
方
の
勢
子
運
用
で
あ
る
。
小
金

原
鹿
狩
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
は
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
を
は
じ
め
と
し
て

様
々
な
古
書
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
五
番
方
な
ど
に
よ
る
勢
子
の
活
躍
も
随
所

で
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
当
初
よ
り
そ
の
よ
う
な
勢
子
運
用
が
で
き

た
わ
け
で
は
な
い
。

　

幾
分
か
の
誇
張
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、『
有
徳
院
伝
御
実
紀
附

　

勢
子
と
は
山
野
に
潜
む
獲
物
を
あ
る
一
定
の
場
所
に
追
い
込
む
役
割
を
持
つ

者
で
あ
る
（
自
ら
が
獲
物
を
仕
留
め
る
こ
と
も
あ
る
）。
狩
猟
に
お
い
て
は
勢
子

同
士
が
う
ま
く
連
携
し
て
獲
物
を
追
い
込
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
、
前
段
で

述
べ
た
軍
事
調
練
と
し
て
の
性
格
は
こ
の
点
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
特
に

本
論
で
取
り
上
げ
る
小
金
原
鹿
狩
に
お
い
て
は
勢
子
と
し
て
厖
大
な
人
員
が
投

じ
ら
れ
て
お
り
、
大
規
模
な
軍
事
調
練
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

吉
宗
期
に
あ
っ
て
勢
子
を
勤
め
た
の
は
、
周
辺
の
村
々
か
ら
集
め
ら
れ
た
百

姓
に
加
え
て
、
幕
臣
の
諸
部
隊
で
あ
っ
た
。
当
初
は
将
軍
御
目
見
の
叶
わ
な
い

御
家
人
で
編
成
さ
れ
た
徒
組
が
勢
子
の
中
心
で
あ
り
、
徒
組
を
は
じ
め
と
す
る

御
家
人
部
隊
は
歩
行
勢
子
、
す
な
わ
ち
徒
歩
で
勢
子
を
勤
め
た
。
し
か
し
年
を

経
る
と
と
も
に
、
騎
乗
し
た
者
が
行
う
勢
子
、
す
な
わ
ち
騎
馬
勢
子
が
狩
猟
に

動
員
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
主
に
騎
馬
勢
子
を
勤
め
た
の
は
五
番
方
の
番
士
で

あ
っ
た
。

　

五
番
方
（
書
院
番
・
小
性
組
・
大
番
・
新
番
・
小
十
人
組
）
と
は
騎
馬
士
で
あ

る
旗
本
で
構
成
さ
れ
、
小
十
人
組
を
除
く
他
の
四
番
は
騎
馬
部
隊
で
あ
っ
た
。

五
番
方
は
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
組
を
持
ち
、
各
組
は
番
頭
を
筆
頭
に
組
頭
、
そ
の

下
に
数
十
名
の
番
士
（
兵
員
。
全
員
が
旗
本
で
あ
る
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
平

時
に
あ
っ
て
は
江
戸
城
内
の
警
衛
や
将
軍
の
護
衛
、
大
坂
城
や
二
条
城
と
い
っ

た
重
要
拠
点
で
の
駐
屯
な
ど
を
任
務
と
し
て
い
る
が
、
戦
時
に
あ
っ
て
は
幕
軍

の
主
力
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
名
誉
の
役
職
で
あ
っ
た（

14
）。

狩
猟
に
お
い
て
五

番
方
番
士
が
騎
馬
勢
子
を
勤
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
騎
馬
士
と
し
て
の
格
か
ら
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徳川吉宗の小金原鹿狩

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
五
月
十
一
日
に
実
施
さ
れ
た
鷹
狩
は
、
五
代
将
軍
徳

川
綱
吉
が
廃
止
し
て
以
来
、
久
々
の
将
軍
（
吉
宗
）
に
よ
る
鷹
狩
で
あ
る
が
、

勢
子
経
験
者
が
現
役
の
幕
臣
に
少
な
い
と
い
う
問
題
の
あ
る
中
で
、
ど
の
よ
う

な
鷹
狩
が
実
施
さ
れ
た
の
か
。

（
一
）
鷹
狩
復
興
に
先
立
っ
て

　

幕
府
に
あ
っ
て
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
（
在
職
一
六
八
〇
～
一
七
〇
九
）
が
廃
止

し
た
狩
猟
は
、
吉
宗
に
よ
っ
て
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
再
興
さ
れ
た
。
五

月
十
一
日
、
亀
戸
（
現
墨
田
区
亀
戸
）
を
流
れ
る
隅
田
川
の
ほ
と
り
で
実
施
さ

れ
た
鷹
狩
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
長
ら
く
廃
絶
さ
れ
て
い
た
ゆ
え
に
、
再
興
す

る
に
は
そ
れ
な
り
の
準
備
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
四
月
二
十
九
日
、
七
代
将
軍
徳
川
家
継
（
在
職

一
七
一
三
～
一
七
一
六
）
の
危
篤
に
際
し
、
紀
州
藩
主
で
あ
っ
た
吉
宗
は
江
戸

城
に
召
さ
れ
、
翌
日
の
家
継
の
死
去
に
よ
り
徳
川
将
軍
家
を
継
ぐ
こ
と
と
な
っ

た
。
朝
廷
か
ら
の
将
軍
宣
下
（
征
夷
大
将
軍
へ
の
任
命
）
は
同
年
（
享
保
元
年
、

六
月
二
十
二
日
に
改
元
）
八
月
十
三
日
で
あ
る
が
、
吉
宗
は
将
軍
就
任
以
前
か

ら
鷹
狩
の
再
興
に
向
け
て
動
き
出
し
て
い
る
。
同
年
七
月
二
十
二
日
、
若
年
寄

大
久
保
佐
渡
守
常
春
に
鷹
場
の
再
編
成
や
鷹
匠
の
人
選
を
命
じ
た
の
が
そ
の
端

緒
で
あ
る
が（

17
）、

将
軍
就
任
後
も
着
々
と
そ
の
準
備
を
調
え
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　

勢
子
に
つ
い
て
も
来
た
る
べ
き
鷹
狩
の
実
施
に
向
け
て
調
査
が
始
ま
っ
た
。

五
月
十
一
日
の
鷹
狩
に
お
い
て
勢
子
を
勤
め
た
徒
組
の
動
向
は
ど
う
で
あ
っ
た

録
』
に
は
、

近
習
。
外
様
の
輩
。
年
久
し
く
か
ゝ
る
供
奉
を
も
せ
ざ
り
し
か
ば
。
草
鞋

は
く
す
べ
も
し
ら
ず
。
腰
か
ゝ
ぐ
る
や
う
も
し
ど
け
な
し
。
ま
し
て
野
辺

を
奔
走
の
さ
ま
い
と
た
よ
は
く
し
て
。
女
子
婦
人
の
ご
と
く
。
見
ぐ
る
し

か
り
し
と
な
り
。其
中
に
し
ゝ
が
り
あ
る
べ
し
と
仰
出
さ
れ
し
か
ば
。人
々

い
か
な
る
お
そ
ろ
し
き
も
の
出
く
べ
き
も
し
ら
ず
。
と
て
も
生
て
帰
る
ま

じ
と
思
ひ
。
つ
ま
子
な
ど
に
名
残
を
お
し
み
。
い
と
ま
ご
ひ
の
酒
く
み
か

は
し
て
立
出
け
る
も
あ
り
し
と
ぞ（

16
）。

と
あ
る
（
外
様
と
は
外
様
大
名
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
小
姓
や
小
納
戸
と
い
っ
た

近
習=

奥
向
の
衆
に
対
す
る
外
の
衆
、
す
な
わ
ち
五
番
方
番
士
な
ど
を
意
味
す
る
）。

戦
時
に
お
い
て
幕
軍
の
主
力
た
る
五
番
方
番
士
と
し
て
は
ま
こ
と
に
情
け
な
い
。

し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
吉
宗
が
初
め
て
鹿
狩
を
実
施
し
た
段
階
（
享
保
八
年

の
駒
場
原
鹿
狩
）
に
は
す
で
に
狩
猟
は
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
文
中
に

あ
る
よ
う
な
不
甲
斐
な
さ
は
そ
れ
な
り
に
解
消
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

文
中
の
描
写
を
吉
宗
期
の
初
期
（
す
な
わ
ち
狩
猟
が
廃
絶
さ
れ
て
久
し
い
時
期
）

の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
程
度
正
確
な
描
写
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。

　

五
番
方
番
士
の
こ
う
し
た
あ
り
様
以
上
に
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

そ
も
そ
も
現
役
の
幕
臣
に
勢
子
経
験
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
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あ
っ
た（

21
）。

　

雲
雀
鷹
・
鷭
鷹
の
勢
子
を
勤
め
た
者
は
い
な
い
が
白
鳥
鷹
の
勢
子
の
補
助
を

し
た
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
た
。（
し
か
し
）
父
親
が
勢
子
を
し
た

者
は
い
る
で
あ
ろ
う
。（
あ
る
い
は
）
父
の
親
類
で
勢
子
を
し
た
者
、
ま
た
は

そ
の
様
子
の
記
録
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
雲
雀
鷹
・
鷭
鷹
は
絶
え
て
か
ら
（
そ
こ

ま
で
）
久
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
厳
有
院
様
（
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
、
在
職

一
六
五
一
～
一
六
八
〇
）
の
御
代
に
も
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
が

勢
子
を
勤
め
て
い
な
く
て
も
、
父
や
そ
の
親
類
が
勢
子
を
勤
め
た
者
、
そ
の
記

録
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
っ
か
り
と
調
べ
て
報
告
す
る
よ
う
に
他
の
徒
頭
へ

通
達
せ
よ
。
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
指
示
で
あ
る
。
常
春
は
「
久
敷
儀
に
て
茂

無

之
候
」
と
は
言
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
断
絶
の
影
響
は
思
い
の
ほ
か
大
き
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
指
示
を
受
け
徒
頭
か
ら
再
度
報
告
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
ど

の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

五
月
十
二
日
の
鷹
狩
の
御
拳
（
将
軍
が
鷹
で
捕
ら
え
た
獲
物
）
に
鷭
が
含
ま
れ
て

お
り
、
再
調
査
に
よ
っ
て
鷭
鷹
に
関
す
る
情
報
が
得
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ

る
。

　

徒
組
に
対
し
て
は
右
の
よ
う
な
調
査
と
同
時
に
、
来
た
る
べ
き
鷹
狩
に
備
え

て
勢
子
の
稽
古
も
命
じ
ら
れ
て
い
る
。『
御
徒
方
万
年
記
』
に
よ
れ
ば
享
保
二

年
四
月
二
十
一
日
、
同
二
十
二
日
、
五
月
八
日
に
勢
子
の
稽
古
が
実
施
さ
れ
た

と
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
勢
子
稽
古
の
記
述
は
五
月
十
二
日
の
鷹
狩
以
降
も
度
々

か
。
徒
組
と
は
将
軍
拝
謁
が
許
さ
れ
て
い
な
い
御
家
人
で
構
成
さ
れ
た
部
隊
で

あ
る
。
戦
時
に
は
将
軍
の
周
り
を
固
め
る
歩
卒
の
親
衛
隊
と
な
り
、
平
時
に
は

江
戸
城
の
警
衛
や
将
軍
出
行
の
際
の
警
固
を
主
た
る
任
務
と
し
て
い
る
が
、
時

代
を
経
る
と
と
も
に
そ
の
職
掌
は
拡
大
し
、
江
戸
城
の
御
門
の
修
復
や
江
戸
城

の
記
録
類
の
編
纂
な
ど
様
々
な
出
役
（
臨
時
の
役
）
が
あ
っ
た（

18
）。

狩
猟
に
あ
っ

て
は
将
軍
の
警
固
や
先
払
の
他
、
勢
子
を
勤
め
る
こ
と
と
な
る
。

　

享
保
元
年
の
時
点
で
は
本
丸
に
十
九
組
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
各
組
は
徒
頭

一
名
、
徒
組
頭
二
名
、
徒
二
十
八
名
で
編
成
さ
れ
て
い
た
。
徒
組
の
動
向
に
つ

い
て
は
、『
御
徒
方
万
年
記
』
と
い
う
、
徒
組
の
業
務
日
記
や
御
用
留
を
基
に

編
纂
さ
れ
た
編
年
の
記
録
集
が
残
っ
て
お
り
（
寛
政
九
年
以
降
に
編
纂
）、
吉
宗

期
の
鷹
狩
に
つ
い
て
も
記
述
が
あ
る（

19
）。

　

五
月
十
一
日
の
勢
子
に
先
立
っ
て
、
同
年
四
月
二
十
一
日
、
徒
組
の
勢
子
の

稽
古
が
実
施
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
に
先
立
つ
同
年
二
月
二
十
五
日
、
若
年
寄

大
久
保
佐
渡
守
常
春
か
ら
徒
頭
建
部
甚
右
衛
門
広
次
に
指
示
が
あ
っ
た
。
雲
雀

を
獲
物
と
す
る
鷹
狩
（「
雲
雀
鷹
」）、
鷭
（
梅
首
鶏
）
を
獲
物
と
す
る
鷹
狩
（「
鷭

鷹
」）、
白
鳥
を
獲
物
と
す
る
鷹
狩
（「
白
鳥
鷹
」）
に
際
し
て
の
勢
子
に
つ
い
て
、

古
株
の
徒
で
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
も
の
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
調
査
し
て
そ

の
報
告
を
提
出
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
る（

20
）。

　

そ
こ
で
建
部
は
他
の
徒
頭
に
対
し
て
廻
状
を
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
内
で
そ

う
い
う
徒
が
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
、
報
告
す
る
よ
う
に
と
連
絡
し
た
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
の
結
果
を
受
け
、
大
久
保
常
春
か
ら
三
月
三
日
に
再
度
指
示
が
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る
こ
と
に
な
っ
た（

23
）。

ま
た
、
番
士
の
勢
子
に
つ
い
て
は
五
月
九
日
に
大
久
保
常

春
か
ら
両
番
頭
に
出
さ
れ
た
御
供
に
関
す
る
指
示
の
中
で
、「
御
先
ニ
而

御
差
図

可
被
成
候
へ
と
も
、
兼
而

相
心
得
可
被
在
之
」
と
あ
り
、
現
地
に
て
勢
子
を
勤

め
る
含
み
が
持
た
さ
れ
て
い
る（

24
）。

（
二
）
鷹
狩
当
日

　

さ
て
、
享
保
二
年
五
月
十
一
日
に
お
け
る
鷹
狩
の
様
子
、
特
に
勢
子
の
様
子

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。『
徳
川
実
紀
』
の
作
成
に
あ
た
り
、
御
用

部
屋
日
記
を
土
台
と
し
て
作
成
さ
れ
た
幕
府
の
記
録
で
あ
る
『
柳
営
日
次
記
』

同
日
の
条
に
は

十
一
日

　

卯
后
刻
為
御
鷹
野
亀
戸
角
田
川
辺
江

被
為　

成
申
下
刻　

還
御

　
　
　

 

但
御
代
替
始
而

之　

御
鷹
野
初
り
也
、
御
物
数
梅
首
鶏
十
六

、
御
膳

所
木
母
寺
、
御
供
佐
渡
守

　
　
初
而
御
鷹
野
ニ
付

　
　
　

御
供
之
面
々
御
酒
被
下
之

と
あ
る
の
み
で
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の

『
享
保
遠
御
成
之
記
』、『
享
保
遠
御
成
一
件
』
と
い
う
二
種
類
の
記
録
か
ら
当

日
の
鷹
狩
に
つ
い
て
把
握
を
進
め
よ
う
と
考
え
る
。『
享
保
遠
御
成
之
記
』（
内

散
見
さ
れ
る
。

　

一
方
、
本
論
で
分
析
対
象
と
し
て
い
る
五
番
方
の
動
向
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
か
。
五
番
方
の
中
で
五
月
十
二
日
の
狩
猟
に
供
奉
し
た
の
は
両
番

（
書
院
番
、
小
性
組
、
両
組
は
五
番
方
の
中
で
も
特
に
格
が
高
い
た
め
こ
の
よ
う
な
呼

称
が
あ
る
）
と
小
十
人
組
で
あ
り
、
大
番
と
新
番
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
当
た

ら
な
い
。

　

同
年
五
月
七
日
、
目
付
稲
葉
多
宮
正
房
を
通
じ
て
、
大
久
保
常
春
か
ら
両
番

頭
（
書
院
番
・
小
性
組
の
番
頭
）
に
対
し
て
、
吉
宗
の
狩
猟
の
際
、
両
番
頭
は

御
成
（
往
路
）
の
際
と
還
御
（
復
路
）
の
際
に
一
人
（
と
そ
の
組
下
の
番
士
も
含

ま
れ
る
で
あ
ろ
う
）
御
供
を
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
相
談
し
て
お

く
よ
う
に
と
の
指
示
が
出
た
。
こ
の
指
示
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
っ
た
の
で

両
番
頭
か
ら
常
春
に
聞
き
直
し
た
と
こ
ろ
、
吉
宗
の
鷹
狩
の
際
、
御
供
を
す
る

両
番
頭
の
間
で
申
し
合
わ
せ
、
一
人
は
鷹
場
へ
の
御
成
に
御
供
を
し
、
一
人
は

現
地
（「
隅
田
川
木
母
寺
辺
」）
ま
で
先
行
し
て
還
御
の
御
供
を
せ
よ
と
の
こ
と

で
あ
っ
た（

22
）。

こ
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
「
此
以
後
、
御
鷹
野
之
節
、
両
番
頭

壱
人
者

御
成
御
供
、
壱
人
者

還
御
之
御
供
相
勤
候
」
と
の
注
釈
が
つ
い
て
お
り
、

鷹
狩
の
御
供
に
つ
い
て
は
往
還
一
名
（
一
組
）
ず
つ
の
分
担
が
定
例
と
な
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
、
同
日
の
鷹
狩
に
お
い
て
は
、
当
初
は
小
性
組
頭
稲
葉

下
野
守
正
冬
（
と
同
組
番
士
）
が
御
成
の
御
供
、
書
院
番
頭
酒
井
因
幡
守
忠
隆

（
と
同
組
番
士
）
が
還
御
の
御
供
を
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
正
冬
の
体
調
不
良

の
た
め
、
御
成
の
御
供
は
小
性
組
頭
戸
田
若
狭
守
正
峰
（
と
同
組
番
士
）
が
す
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上
ニ

御
床
机
居
、
御
先
御
供

0

0

0

0

・
両
御
番

0

0

0

・
小
十
人
組
共

0

0

0

0

0

ニ

遠
勢
子
也

0

0

0

0

、

尤
御
差
図

　
　

 

上
意
酒
井
因
幡
守
承
之
、　

御
前
ゟ
三
十
間
程
隔
、東
之
方
列
座
固
之

一
、
御
先
御
供
者

、
天
神
門
前
町
屋
前
通
、
御
鷹
匠
頭
戸
田
五
助
・
小
栗

長
右
衛
門
、
御
鳥
見
与
頭
海
野
新
五
左
衛
門
・
関
口
三
左
衛
門
、
御

鳥
見
若
林
平
左
衛
門
・
戸
口
庄
右
衛
門
・
内
山
源
五
右
衛
門
、
樋
口

九
十
郎
、
御
供
江

口
文
右
衛
門
・
佐
山
善
三
郎
、
天
神
橋
ゟ
五
拾
間

程
天
神
之
方
ニ

平
伏
仕
、　

御
目
見
、
夫
ゟ
三（

左

）

右
衛
門
儀
者

何
茂

同
道
、

葭
沼
江

罷
越
、
場
所
之
差
引
仕
候

一
、
葭
沼
之
勢
子
、
御
徒
二
組
林
藤
四
郎
・
雀
部
新
六
郎
、
稲
葉
多
宮

0

0

0

0

江0

●0

上
意
有
之

0

0

0

0

、御
勢
子
相
廻
可
申
旨

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ
而

、多
宮
差
図
仕

0

0

0

0

0

、
勢
子
御
徒
二
組

0

0

0

0

0

0

葭
沼
0

0

江0

入0

、
御
前
御
鷹
被
為　

据
、
勢
子
二
通
追
候
得
共
、
鷭
不
出
、

三
勢
子
目
ニ

葭
刈
抜
之
場
ニ
而

鷭
一
ツ
出
、
鷭（

衍

カ

）

一
ツ
出　

御
拳
捉
、
夫

ゟ
御
拳
か
鷭
四
ツ
、
葭
沼
中
程
ゟ
未
之
方
、
勢
子
徒
之
者
不
馴
精
出

可
申
旨
、
林
藤
四
郎
江

上
意
有
之
節
、
早
速
葭
沼
江

入
、
御
徒
之
者
精

出
候
様
与

也
、　

上
意
難
有
可
奉
存
旨
、
大
音
ニ

為
申
聞
候
、
一
段
御

機
嫌
宜
、
難
有
由
林
藤
四
郎
御
直
ニ

御
礼
申
上
候

と
あ
る
。
両
書
か
ら
は
こ
の
時
の
勢
子
が
二
種
類
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
第
一
に
「
御
先
御
供
」
で
あ
る
鷹
匠
・
鳥
見
役
と
両
番
・
小
十
人
組
に
よ

る
勢
子
、
第
二
に
徒
組
に
よ
る
勢
子
。『
享
保
遠
御
成
之
記
』
の
記
述
に
あ
っ

題
「
享
保
遠
御
成
記
」）
は
享
保
二
年
五
月
十
二
日
の
鷹
狩
か
ら
同
七
年
十
二
月

三
日
の
鷹
狩
ま
で
、『
享
保
遠
御
成
一
件
』
は
同
じ
く
同
三
年
八
月
二
日
の
鷹

狩
ま
で
の
記
録
で
あ
る
（
と
も
に
筆
者
不
明
）。
い
ず
れ
も
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』

に
は
典
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
信
憑
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る

が
、
両
書
の
記
載
に
は
一
つ
ひ
と
つ
の
狩
猟
に
つ
い
て
の
情
報
量
、
内
容
に
若

干
の
差
異
が
あ
る
。
両
書
に
あ
っ
て
当
日
の
勢
子
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
か
。

　
『
享
保
遠
御
成
之
記
』
同
日
の
条
に
は
以
下
の
通
り
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
同
六
半
時　

出
御
、
両
国
橋
迄
御
駕
籠
ニ
而

、
御
上
り
場
ゟ
御
船
麒
麟

丸
被
為　

召
、
御
船
路
竪
川
通
ニ
而

、
御
船
中
ゟ
鵜
御
鉄
炮
ニ
而

被
為　

遊
候
処
、
胴
中
ニ

中
り
止
ル
、
亀
戸
天
神
橋
際
新
規
御
上
場
ゟ
御
歩

行
ニ
而

、
天
神
御
腰
掛
江

被
為　

入
、
御
腰
掛
ゟ　

出
御
ニ
而

、
水
神
森

ゟ
二
拾
間
程
隔
御
床
机
建
、
土
手
之
上

0

0

0

0

ニ
而

御
先
供

0

0

0

・
小
十
人
組

0

0

0

0

・
両0

番
之
頭
組
共

0

0

0

0

0

、
遠
勢
子
之
御
差
図
有
之

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

　
　

 

上
意
酒
井
因
幡
守
承
之
、
夫0

ゟ0

葭
沼
0

0

江

被
為
0

0

●0

成
候
0

0

、
葭
沼
之
勢
子

0

0

0

0

0

林
藤
四
郎

0

0

0

0

・
雀
部
新
六
郎
組
御
徒
二
組

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ
而

追
立
0

0

、　

御
拳
之
鷭
五
ツ

　
『
享
保
遠
御
成
一
件
』
同
日
の
条
に
は

一
、
天
神
ゟ　

出
御
、
葭
沼
へ
被
為　

成
、
水
神
森
ゟ
二
十
間
程
隔
土
手
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（
三
）
勢
子
の
主
役

　
『
享
保
遠
御
成
一
件
」
の
記
述
か
ら
わ
か
る
の
は
、
当
日
の
勢
子
の
主
役
は

徒
組
で
あ
っ
て
、
鷹
匠
や
鳥
見
、
両
番
・
小
十
人
組
の
番
士
は
そ
の
補
助
に

回
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
前
に
葭
沼
に
鷭
を
追
い
込
ん
だ
か
ら
こ

そ
葭
沼
の
追
い
込
み
が
可
能
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
や
は
り
重
要
度
に
お

い
て
は
徒
組
に
よ
る
勢
子
に
は
劣
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
鷹
狩
の
後
の
褒

賞
の
内
訳
か
ら
も
忖
度
で
き
る
。

　

鷹
狩
の
翌
日
の
十
三
日
、
若
年
寄
大
久
保
常
春
、
小
納
戸
桑
山
内
匠
頭
盛

政
・
松
下
専
助
当
恒
、
鷹
匠
頭
戸
田
五
助
勝
房
に
褒
美
が
与
え
ら
れ
る
が
、

『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
十
三
日
の
条
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
れ
は
当
日
ま
で
の

鷹
狩
の
準
備
や
当
日
の
鷹
狩
全
体
に
関
わ
る
褒
賞
で
あ
っ
て
、
勢
子
に
関
係
し

た
も
の
で
は
な
い（

25
）。

問
題
は
そ
の
三
日
後
、
五
月
十
六
日
の
褒
賞
で
あ
る
。

『
柳
営
日
次
記
』
同
日
の
条
に
は
「
十
一
日
初
而

御
鷹
野
被
為　

成
候
、
御
用
相

勤
候
者
へ
御
褒
美
被
下
旨
、
於
右
筆
部（
屋
欠
）

縁
頬
・
躑
躅
之
間
・
焼
火
之
間
、
山
城

守
出
座
、
申
渡
之
」
と
の
一
文
に
続
い
て
褒
賞
を
与
え
ら
れ
た
者
が
列
挙
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
褒
賞
を
与
え
ら
れ
た
の
は
目
付
二
名
、
徒
頭
四
名
、
船

手
四
名
、
関
東
郡
代
一
名
、
鷹
匠
頭
二
名
、
同
組
頭
一
名
、
鳥
見
組
頭
十
六
名
、

こ
れ
に
加
え
て
褒
賞
さ
れ
た
徒
頭
の
率
い
る
徒
組
四
組
の
徒
組
頭
七
名
に
徒

九
十
七
名
、
こ
れ
に
別
の
徒
組
の
徒
十
名
。
以
上
で
あ
る
。

　

褒
賞
が
与
え
ら
れ
た
徒
頭
と
は
林
藤
四
郎
忠
勝
、
雀
部
新
六
郎
重
賢
、
菅
沼

図
書
正
直
、
金
田
惣
八
郎
正
在
で
あ
る
。『
御
徒
方
万
年
記
』
に
よ
れ
ば
こ
れ

て
は
第
一
・
第
二
の
勢
子
の
関
係
が
い
ま
い
ち
判
然
と
し
な
い
の
で
、『
享
保

遠
御
成
一
件
』
の
記
述
か
ら
そ
れ
を
探
ろ
う
。

　

吉
宗
は
天
神
（
亀
戸
天
神
）
を
出
て
、
葭
沼
に
赴
い
た
。
水
神
森
か
ら
二
十

間
（
三
十
六
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
隔
て
た
土
手
に
床
机
を
据
え
た
。
そ
れ
か
ら
吉

宗
は
鷹
匠
や
鳥
見
と
い
っ
た
「
御
先
御
供
」（
御
成
先
に
先
行
し
て
赴
く
）
と
両

番
・
小
十
人
組
番
士
に
「
遠
勢
子
」
を
さ
せ
た
（
直
接
の
指
示
は
書
院
番
頭
酒
井

忠
隆
に
よ
る
）。「
遠
勢
子
」
の
意
味
が
判
然
と
し
な
い
が
、
葭
沼
に
鷭
が
集
ま

る
よ
う
に
遠
巻
き
に
追
い
込
ん
で
い
く
勢
子
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
次
い

で
、
葭
沼
の
勢
子
を
徒
組
（
林
藤
四
郎
組
・
雀
部
新
六
郎
組
）
が
勤
め
た
。
吉
宗

の
上
意
を
受
け
た
目
付
稲
葉
正
房
が
差
図
を
出
し
、
徒
組
二
組
は
葭
沼
の
中
に

入
っ
た
。
こ
の
時
、
吉
宗
は
鷹
を
放
つ
体
勢
を
と
っ
て
い
る
。
徒
組
二
組
は
二

度
に
わ
た
っ
て
葭
沼
の
中
を
追
い
込
ん
で
い
っ
た
が
鷭
は
出
な
い
。
三
度
目
の

追
い
込
み
の
際
、
葭
沼
の
葭
刈
場
に
鷭
が
一
羽
出
た
。
吉
宗
は
鷹
を
放
ち
そ
の

鷭
を
捕
ら
え
た
。
そ
れ
か
ら
も
吉
宗
は
鷭
四
羽
を
得
た
。
葭
沼
の
真
ん
中
か
ら

未
の
方
角
（
南
西
）
で
勢
子
を
勤
め
る
徒
が
不
馴
れ
で
あ
り
も
っ
と
励
ま
せ
る

よ
う
に
と
徒
頭
林
藤
四
郎
忠
勝
へ
上
意
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
忠
勝
は
葭
沼
に
入

り
、
御
徒
の
者
に
も
っ
と
懸
命
に
勤
め
よ
と
の
上
意
が
あ
っ
た
、
あ
り
が
た
く

思
え
と
大
音
声
で
指
示
を
出
し
た
。
こ
の
様
子
に
吉
宗
は
満
足
し
、
忠
勝
も
直

ち
に
お
礼
を
申
し
述
べ
た
。

　

五
月
十
二
日
の
鷹
狩
に
お
け
る
勢
子
の
活
躍
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
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で
あ
る
が
、
徐
々
に
勢
子
に
参
加
す
る
役
職
は
増
え
、
さ
ら
に
は
組
織
的
な
動

き
も
固
ま
っ
て
い
く
。
そ
の
一
定
の
到
達
点
で
あ
る
の
が
享
保
十
年
、
十
一
年

の
小
金
原
鹿
狩
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
二
で
は
小
金
原
鹿
狩
に
至
る
ま
で

の
勢
子
の
展
開
に
つ
い
て
論
じ
る
。

二
　
勢
子
の
展
開

　

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
五
月
十
二
日
に
実
施
さ
れ
た
鷹
狩
に
あ
っ
て
は
、

勢
子
の
主
役
は
徒
組
で
あ
り
、
両
番
番
士
や
小
十
人
組
番
士
は
そ
の
補
助
と
し

て
の
役
割
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
こ
の
後
に
繰
り
返
さ

れ
る
狩
猟
、
特
に
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
は
多
数
の
五
番
方
番
士
が
勢
子
と
し

て
動
員
さ
れ
て
い
る
。

　

五
月
十
二
日
の
鷹
狩
に
あ
っ
て
、
両
番
番
士
が
騎
馬
勢
子
を
勤
め
た
か
ど
う

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
旗
本
で
あ
る
と
は
い
え
歩
行
武
者
で
編
成
さ
れ
て
い
る

小
十
人
組
と
と
も
に
勢
子
を
勤
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
息
を
合
わ
せ
る
上
で
も

歩
行
勢
子
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
騎
馬
勢
子
は
ど
の
段
階
で
登
場
し
た
の

か
。
二
で
は
、
享
保
二
年
五
月
十
二
日
以
降
の
狩
猟
に
つ
い
て
、『
享
保
遠
御

成
一
件
』
や
『
享
保
遠
御
成
之
記
』『
柳
営
日
次
記
』
な
ど
か
ら
勢
子
の
記
述

を
抽
出
し
、
そ
れ
を
探
ろ
う
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、
獲
物
を
追
い
出
す
の
が
勢
子
で
あ
る
以
上
、

勢
子
が
互
い
に
勝
手
な
行
動
を
と
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
勢
子
各
自
の
連
携
、

ら
四
人
の
徒
頭
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
が
率
い
る
徒
組
は
当
日
の
鷹
狩
に
お
い
て

勢
子
を
担
当
し
て
い
る
。
菅
沼
正
直
・
金
田
正
在
は
当
日
の
鷹
狩
に
あ
っ
て
林

忠
勝
や
雀
部
重
賢
と
は
別
の
場
所
で
勢
子
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
同
じ

く
徒
頭
の
長
田
三
右
衛
門
元
鄰
（
と
そ
の
配
下
の
組
）
は
当
日
江
戸
城
大
手
門

か
ら
両
国
橋
ま
で
の
警
備
を
担
当
し
て
い
た
が
、
勢
子
の
人
員
を
増
や
す
た
め
、

配
下
の
徒
十
名
を
勢
子
を
担
当
す
る
四
組
に
廻
し
て
い
た
。
ま
た
、
徒
組
に
対

す
る
褒
賞
の
記
述
に
は
「
初
而

御
鷹
野
御
成
之
節
、
勢
子
勤
ニ

付
被
下
之
」（『
柳

営
日
次
記
』
享
保
二
年
五
月
十
六
日
の
条
）
と
あ
り
、
徒
組
に
あ
っ
て
は
勢
子
を

担
当
し
た
者
の
み
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
、
同
じ
く
「
勢
子
」
を
勤
め
た
は
ず
の
書
院
番
や
小
十
人
組
に
あ
っ
て

は
褒
賞
が
与
え
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
。
無
論
別
の
日
に
改
め
て
褒
賞
が
与
え
ら

れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
管
見
の
限
り
そ
の
事
実
も
な
い
。
当
日
の
両

番
・
小
十
人
組
に
よ
る
勢
子
が
稚
拙
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
褒
賞
さ
れ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
勢
子
を
担
当
し
つ
つ
も
出
番
の
な

か
っ
た
菅
沼
正
直
や
金
田
正
在
、
お
よ
び
そ
の
配
下
の
徒
組
が
褒
賞
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
十
二
日
の
鷹
狩
に
お
い
て
両
番
や
小
十
人
組
が

勤
め
た
勢
子
と
徒
組
が
勤
め
た
勢
子
と
で
は
、
元
々
重
要
性
に
お
い
て
差
が
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
褒
賞
に
値
す
る
手
柄
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
五
月
十
二
日
に
実
施
さ
れ
た
初
め
て
の
鷹
狩
に
お
け
る
勢
子
の
あ
ら

ま
し
で
あ
る
。
実
質
的
に
徒
組
に
よ
る
勢
子
の
み
で
始
ま
っ
た
吉
宗
期
の
狩
猟
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徳川吉宗の小金原鹿狩

番
士
に
期
待
さ
れ
た
の
は
吉
宗
の
警
固
な
ど
で
あ
っ
て
（
両
番
番
士
の
通
常
業

務
で
あ
る
）、
勢
子
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
両
番
の
扱
い
の
一
方
で
、
小
十
人
組
は
旗
本
部
隊
で
あ
る
と
は
い

え
、
徒
組
と
同
じ
く
歩
行
武
者
で
編
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
性
質
の
ゆ
え
か
、

勢
子
を
命
じ
ら
れ
た
時
期
が
両
番
よ
り
も
早
い
。
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
三

月
十
三
日
に
実
施
さ
れ
た
追
鳥
狩
に
あ
っ
て
、
小
十
人
組
は
徒
組
と
と
も
に
勢

子
を
勤
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、『
貞
丈
雑
記
』
に
「
追
鳥
狩
の
事
、
今

将
軍
家
に
て
行
は
る
ゝ
は
雉
子
の
居
る
野
原
を
馬
に
て
せ
め
ぐ
り
六
尺
斗
の
竹

杖
に
て
馬
上
よ
り
打
殺
を
追
鳥
狩
と
云
。
此
名
目
古
代
聞
え
ず
。
追
鳥
狩
は
古

代
の
ふ
せ
鳥
の
遣
る
物
歟
。
古
代
の
ふ
せ
鳥
は
野
中
に
雉
子
・
う
づ
ら
の
居
る

を
馬
上
に
て
乗
廻
し
射
る
を
云
也（

26
）」

と
あ
る
通
り
、
追
鳥
狩
と
は
騎
乗
し
て
行

う
狩
猟
で
あ
る
。

　
『
享
保
遠
御
成
之
記
』
に
よ
る
と
、
当
日
「
遠
勢
子
」
と
し
て
広
い
範
囲
か

ら
獲
物
を
追
い
込
む
役
割
を
担
っ
た
の
は
、
鷹
場
に
あ
る
村
々
か
ら
動
員
さ
れ

た
二
千
人
（『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
で
は
三
千
人
）
と
あ
り
、
相
当
の
規
模
で
あ

る
と
い
え
る
が
、
幕
臣
に
よ
る
勢
子
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

一
、
五
時
過
志
村
延
命
寺
江

被
為　

入
、
夫
ゟ
蓮
沼
村
古
川
筋
御
鷹
狩
、

古
川
ニ
而

小
鴨
弐
ツ　

御
拳
有
之
、
夫
ゟ
志
村
之
台
御
腰
掛
所
江

被
為　

成
候
、
御
前
を
小
十
人
組

0

0

0

0

0

0

0

、
其
次
御
徒
組

0

0

0

0

0

、
遠
勢
子

0

0

0

者

村
々
百
姓
共

0

0

0

0

0

、

御
鳥
見
差
引
仕
、
戸
田
川
向
ニ
者

伊
奈
半
左
衛
門
家
来
罷
出
、
百
姓
勢

言
い
換
え
れ
ば
効
率
的
な
勢
子
の
運
用
こ
そ
が
狩
猟
成
功
の
鍵
と
な
る
わ
け
で

あ
る
。
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
は
高
度
な
勢
子
の
連
携
が
見
出
せ
る
わ
け
で
あ

る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
一
朝
一
夕
で
そ
れ
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

享
保
十
年
・
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
至
る
ま
で
の
狩
猟
に
あ
っ
て
、
そ
の
経

験
が
積
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
勢
子
の
効
果
的
な
運
用
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
（
一
）
で
は
騎
馬
勢
子
が
狩
猟
の
場
に
登
場
す
る
ま
で
の
動
向
、
特

に
歩
行
勢
子
の
運
用
に
つ
い
て
そ
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
。（
二
）
で
は
騎

馬
勢
子
の
登
場
以
降
、
享
保
十
年
の
鹿
狩
に
至
る
ま
で
の
歩
行
勢
子
・
騎
馬
勢

子
の
運
用
に
つ
い
て
分
析
す
る
。（
三
）
で
は
享
保
八
年
三
月
二
十
二
日
に
駒

場
野
（
現
東
京
都
目
黒
区
）
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
鹿
狩
に
つ
い
て
論
じ
る
こ

と
と
す
る
。

（
一
）
歩
行
勢
子
の
複
雑
化

①
享
保
三
年
三
月
十
三
日
の
追
鳥
狩

　

享
保
二
年
五
月
十
二
日
の
鷹
狩
か
ら
数
日
後
の
十
八
日
、
吉
宗
は
再
び
鷹
狩

に
赴
く
。
勢
子
を
勤
め
た
の
は
や
は
り
徒
組
（
永
田
弥
左
衛
門
組
、
雀
部
新
六
郎

組
、
牧
野
新
六
郎
組
）
で
あ
り
、
両
番
番
士
や
小
十
人
組
番
士
が
勢
子
を
勤
め

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
史
料
は
な
い
。
小
性
組
に
関
わ
る
命
令
や
申
し
合
わ
せ
事

項
を
記
載
し
て
い
る
『
御
小
性
組
方
例
書
私
録
』
に
も
、
当
時
の
狩
猟
に
関
し

て
は
御
供
に
関
わ
る
申
し
合
わ
せ
ば
か
り
が
記
録
さ
れ
、
勢
子
を
云
々
と
い
っ

た
文
言
は
見
当
た
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
吉
宗
の
狩
猟
復
興
段
階
に
あ
っ
て
両
番
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所
、
何
も
差
引
宜
仕
、
御
慰
ニ

相
成
候
」
と
い
う
こ
と
で
時
服
二
領
を
与
え
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
通
り
、
本
来
の
追
鳥
狩
と
は
騎
乗
し
た
者
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
狩
猟
で
あ
り
、
同
日
の
追
鳥
狩
が
不
完
全
な
形
で
あ
っ
た
こ

と
は
否
め
な
い
。
発
展
途
上
段
階
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

②
享
保
三
年
十
月
二
十
七
日
の
鷹
狩

　

書
院
番
に
よ
る
勢
子
の
様
子
が
見
出
せ
る
の
は
同
年
十
月
二
十
七
日
に
実
施

さ
れ
た
鷹
狩
で
あ
る
。
同
日
の
鷹
狩
に
つ
い
て
、『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
同
日

の
条
に
は
「
両
番
の
士
、
小
十
人
等
。
巻
勢
子
を
仰
付
ら
れ
。
御
み
ず
か
ら
騎

士
歩
卒
の
進
退
を
指
揮
し
給
ひ
。
ま
た
鶉
を
も
か
り
得
給
ふ
」
と
あ
る
。
文
中

の
「
騎
士
」
と
は
両
番
番
士
、「
歩
卒
」
と
は
小
十
人
組
番
士
を
意
味
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
が
、『
享
保
遠
御
成
之
記
』
同
日
の
条
で
そ
れ
を
確
認
し
て
み

よ
う
。一

、［
前
略
］
小
十
人
組
・
両
番
共
ニ

巻
勢
子
并
払
勢
子
両
様

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ

人
分
ケ
被

0

0

0

0

仰
渡
0

0

、
鶉
有
之
、
御
犬
入
候
所
者

巻
勢
子
百
人
余
ニ
而

も
取
巻
、
御
犬

入　

御
拳
有
之
候
、
鶉
出
兼
候
所
者

、
払
勢
子
ニ
而

、
蕎
麦
畑
ニ
而
茂

、
芝

場
ニ
而
茂

一
押
、
竹
杖
0

0

ニ
而

歩
行
な
か
ら
払
申
候

0

0

0

0

0

0

0

0

［
以
下
略
］

　

右
に
よ
れ
ば
、
当
日
の
鷹
狩
に
あ
っ
て
勢
子
を
勤
め
た
の
は
両
番
・
小
十
人

組
の
番
士
で
あ
り
、
当
日
の
獲
物
の
様
子
に
よ
り
二
通
り
の
勢
子
を
す
る
よ
う

子
ヲ
指
引
仕
候
、
雉
子
追
鳥　

御
差
図
有
之
、
段
々
御
腰
掛
之
方
江

追
寄
候
得
共
、
寄
兼
、
所
ニ々
而

百
姓
共
打
殺
、
或
者

手
取
仕
差
上
申

候
［
以
下
略
］

　

右
に
よ
る
と
、
当
日
吉
宗
は
鷹
狩
を
し
た
後
で
追
鳥
狩
を
し
た
ら
し
い
。
志

村
（
現
東
京
都
板
橋
区
志
村
）
に
設
置
さ
れ
た
腰
掛
所
（
追
鳥
狩
の
際
に
吉
宗
が

い
る
と
こ
ろ
。
休
息
所
で
も
あ
る
）
に
赴
い
た
。
吉
宗
の
「
御
前
」
は
小
十
人
組
、

次
い
で
徒
組
が
固
め
、
勢
子
の
命
令
を
待
っ
て
い
る
（
御
供
を
し
て
い
る
は
ず

の
両
番
は
勢
子
を
勤
め
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
）。
遠
く
か
ら
吉
宗
の
い
る
腰
掛

所
ま
で
鳥
を
追
い
込
む
の
は
周
辺
の
村
々
か
ら
動
員
さ
れ
た
百
姓
二
千
人

（
三
千
人
）。
こ
れ
を
鳥
見
役
が
指
揮
し
た
。
ま
た
、
戸
田
川
の
向
こ
う
に
は
関

八
州
の
天
領
（
幕
府
領
）
を
統
括
す
る
関
東
郡
代
伊
奈
忠
達
の
家
来
が
出
て
、

百
姓
の
勢
子
を
指
揮
し
て
い
る
。
雉
子
を
追
い
立
て
よ
と
の
吉
宗
の
指
揮
に
よ

り
、
段
々
腰
掛
所
の
方
に
鳥
を
追
い
立
て
て
い
っ
た
が
、
う
ま
く
い
か
な
い
。

そ
こ
で
百
姓
は
所
々
で
雉
子
を
打
ち
殺
し
、
あ
る
い
は
生
け
捕
り
に
し
て
吉
宗

に
献
上
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

勢
子
運
用
に
若
干
の
混
乱
は
あ
っ
た
も
の
の
、『
柳
営
日
次
記
』
同
日
の
条

に
よ
れ
ば
獲
物
は
雉
子
が
一
六
四
羽
と
あ
り
、
ま
ず
ま
ず
の
成
果
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
か
。
吉
宗
に
と
っ
て
も
小
十
人
組
や
徒
組
の
勢
子
の
勤
め
ぶ
り
は
合

格
点
で
あ
っ
た
よ
う
で
、『
柳
営
日
次
記
』
に
よ
る
と
追
鳥
狩
の
あ
っ
た
二
日

後
の
十
五
日
、
徒
頭
八
名
、
小
十
人
頭
三
名
は
「
追
鳥
狩
初
而

勢
子
被　

仰
付
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之
事
ニ

付
、
乗
形
取
繕
見
分
能
様
ニ

候
と
の
義
ニ
而

ハ
無
之
候
、
兼
々
弓

0

0

0

馬
稽
古
之
義
被

0

0

0

0

0

0

0

仰
出
候
処

0

0

0

0

、
無
心
懸
故
と
被

0

0

0

0

0

0

0

思
召
候

0

0

0

、
向
後
相

嗜
候
様
可
相
心
得
之
旨
、
両
人
江

被
仰
渡
候
様
、
右
御
番
衆
召
呼
可

申
渡
之
由
、
被
仰
聞
候

一
、
右
之
趣
ニ

候
間
、
弓
馬
之
義
、
弥
無
油
断
相
嗜
可
被
申
候
、
当
秋
弓

0

0

0

馬
可
致
見
分
候
間

0

0

0

0

0

0

0

、
其
趣
可
被
相
心
得
候
、
五
十
以
上
之
面
々
も
弓

馬
見
分
之
節
罷
出
可
被
相
勤
候

　
　
　

五
月

　

右
は
若
年
寄
石
川
近
江
守
総
茂
か
ら
書
院
番
頭
岡
部
左
衛
門
佐
盛
明
・
小
性

組
番
頭
酒
井
対
馬
守
重
遠
へ
の
仰
渡
の
記
録
で
あ
る（

27
）。

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）

五
月
二
十
一
日
、
吉
宗
は
江
戸
城
吹
上
御
庭
に
赴
い
た
際
、
岡
部
・
酒
井
両
組

番
士
の
馬
術
を
上
覧
し
た
ら
し
い
（『
柳
営
日
次
記
』
や
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』

で
は
確
認
で
き
な
い
）。
吉
宗
の
見
た
と
こ
ろ
、
そ
の
乗
り
様
ま
こ
と
に
未
熟
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
弓
馬
の
稽
古
を
せ
よ
と
い
う
前
々
か
ら
の
命
令
を
等
閑
視
し

て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
、
今
後
は
組
下
の
番
士
に
馬
術
を
稽
古
さ
せ
る
よ
う
両

人
に
伝
え
て
お
け
。
石
川
総
茂
（
お
よ
び
若
年
寄
）
は
岡
部
・
酒
井
両
人
を
呼

び
出
し
、
吉
宗
の
意
向
を
伝
え
、
同
年
の
秋
、
配
下
の
弓
馬
見
分
を
す
る
よ
う

に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
段
で
述
べ
た
通
り
、
同
二
年
の
時
点
で
馬
術
上

覧
が
実
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
両
番
番
士
の
一
部
に
は
優
れ
た
乗

り
手
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
両
番
番
士
全
体
と
し
て
は
馬
術
に
未
熟

に
指
示
が
あ
っ
た
（
お
そ
ら
く
は
こ
れ
が
「
御
み
ず
か
ら
」
の
指
揮
の
意
味
で
あ

ろ
う
）。
す
な
わ
ち
、
鶉
が
（
と
わ
か
っ
て
）
い
て
猟
犬
を
使
え
る
場
合
は
、
勢

子
は
周
り
を
固
め
（「
巻
勢
子
」、
そ
こ
か
ら
鶉
を
逃
が
す
な
）、
犬
を
放
っ
て
吉

宗
が
鷹
を
放
つ
。
鶉
が
出
て
こ
な
い
場
合
は
蕎
麦
畑
で
あ
っ
て
も
芝
畑
で
あ
っ

て
も
勢
子
が
分
け
入
っ
て
鶉
を
追
い
出
せ
。
そ
の
際
は
歩
き
な
が
ら
竹
の
杖
を

払
っ
て
鶉
を
追
い
出
せ
（「
払
勢
子
」）。
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
命
令
が
勢
子
の

両
番
・
小
十
人
組
の
番
士
に
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
わ
か
る
の
は
、
両
番
番
士
も
徒
歩
で
勢
子
を
勤
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
（「
竹
杖
ニ
而

歩
行
な
か
ら
払
申
候
」）、
状
況
に
よ
る
勢
子
の
運
用
方
法
の
変
化

が
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と
、
以
上
の
二
点
で
あ
る
。

　

第
一
点
に
つ
い
て
は
、
両
番
番
士
の
乗
馬
技
術
が
拙
劣
で
あ
っ
た
こ
と
が
原

因
で
あ
ろ
う
。
同
日
の
鷹
狩
以
前
、
す
で
に
吉
宗
は
両
番
番
士
を
対
象
と
し
て

馬
術
上
覧
を
実
施
し
（
享
保
二
年
十
月
二
十
三
日
）、
番
士
の
乗
馬
技
術
向
上
に

努
め
て
い
る
が
、
い
ま
だ
効
果
が
現
れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
っ
た
。

享
保
四
己
亥
年
五
月
廿
三
日

御
支
配
方
御
列
座
、
岡
部
左
衛
門
佐
・
酒
井
対
馬
守
江

、
石
川
近
江

守
殿
被
仰
渡
候

於
吹
上
一
昨
日
廿
一
日
、
両
人
組
乗
馬
被

0

0

0

0

0

0

0

仰
付
候
処

0

0

0

0

、
未
熟
成
様

0

0

0

0

子0

、
あ
や
ふ
ミ
候
乗
形

0

0

0

0

0

0

0

ニ
而

、
常
々
馬
取
扱
不
申
様

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ

相
見
へ
候

0

0

0

0

、
其

内
左
様
ニ

無
之
も
相
見
へ
候
、
或
者

乗
損
候
歟
、
落
馬
等
之
義
者

可
有
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ま
た
、
当
日
の
勢
子
、
す
な
わ
ち
徒
組
・
小
十
人
組
は
そ
れ
ぞ
れ
の
組
ご
と
に

「
印
」（
幟
か
旗
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
）
を
立
て
て
い
る（

28
）。

　

法
螺
貝
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
子
の
動
く
時
機
に
つ
い
て
吉
宗
が
直
接
指

揮
を
与
え
、「
印
」
に
よ
っ
て
勢
子
そ
れ
ぞ
れ
の
把
握
を
す
る
。
い
ず
れ
も
勢

子
の
効
果
的
な
運
用
を
見
越
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
着
々
と
歩
行
勢
子
が
組

織
的
な
動
き
を
備
え
て
い
く
様
子
が
窺
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
大
き
な

変
化
が
享
保
六
年
三
月
二
十
五
日
、
同
九
月
二
十
三
日
の
狩
猟
に
現
れ
る
。

④
享
保
六
年
三
月
二
十
五
日
の
鷹
狩

　

享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
三
月
二
十
五
日
の
鷹
狩
に
あ
っ
て
勢
子
を
勤
め
た

の
は
徒
組
三
組
、
お
よ
び
周
辺
の
村
々
か
ら
の
百
姓
数
百
人
、
こ
れ
に
鳥
見
役

と
伊
奈
忠
達
の
家
来
が
加
わ
っ
て
い
る
。
当
日
の
勢
子
に
対
し
て
は
赤
白
の

「
目
印
」
と
法
螺
貝
に
よ
る
指
揮
、
あ
る
い
は
始
動
時
刻
の
設
定
が
見
ら
れ
る（

29
）。

　

赤
白
の
「
目
印
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
徒
組
の
勢
子
に
対
す
る
指
揮
に
使
用

さ
れ
て
い
る
。
当
日
の
勢
子
を
勤
め
た
徒
組
（
牧
野
新
平
組
・
長
田
三
右
衛
門

組
・
松
波
甚
兵
衛
組
）
に
対
し
て
は
赤
白
の
「
目
印
」
が
与
え
ら
れ
た
。
右
の

勢
子
を
勤
め
る
組
を
赤
、
左
の
勢
子
を
勤
め
る
組
を
白
と
い
う
よ
う
に
定
め
、

赤
白
の
印
が
吉
宗
の
御
前
で
振
ら
れ
た
際
に
は
右
の
勢
子
が
動
き
、
白
い
目
印

が
御
前
で
振
ら
れ
た
際
に
は
そ
こ
に
と
ど
ま
る
。
御
前
の
目
印
が
止
ま
っ
た
場

合
は
横
に
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う
な
指
示
が
御
前
か
ら
あ
っ
た
場
合
に
は
、

「
了
解
」
の
意
味
を
込
め
て
赤
で
も
白
で
も
目
印
を
徒
組
の
方
で
振
り
な
が
ら

な
者
が
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
同
三
年
十
月
二
十
七
日
の
鷹
狩

で
騎
馬
勢
子
を
編
成
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
有
徳
院

殿
御
実
紀
』
の
記
述
に
あ
っ
て
は
「
騎
士
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
両

番
番
士
の
身
分
と
し
て
の
表
記
で
あ
り
、
当
日
の
勢
子
に
あ
っ
て
騎
馬
勢
子
を

勤
め
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
複
雑
な
命
令
が
与
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
状
況
に
応
じ
た
勢
子
の
働
き
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
ま
で
の
狩
猟
に
あ
っ
て
勢
子

に
そ
の
よ
う
な
命
令
が
出
さ
れ
た
形
跡
は
見
当
た
ら
ず
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
場

そ
の
場
の
判
断
に
よ
っ
て
勢
子
を
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
十
月
二
十
七
日
の
鷹
狩
に
あ
っ
て
は
幾
分
か
の
組
織
的
な
運
用
が
こ
こ

で
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

③
享
保
四
年
三
月
一
日
の
追
鳥
狩

　

わ
ず
か
な
が
ら
組
織
的
な
勢
子
の
運
用
が
見
ら
れ
た
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）

十
月
二
十
七
日
の
鷹
狩
の
後
、
次
の
変
化
が
見
ら
れ
る
の
は
同
四
年
三
月
一
日

の
追
鳥
狩
で
あ
る
。
こ
の
時
の
勢
子
は
小
十
人
組
と
徒
組
が
担
当
し
た
。

　

鳥
を
追
い
詰
め
よ
と
の
吉
宗
の
差
図
が
あ
る
と
と
も
に
法
螺
貝
が
鳴
り
、
徒

組
の
勢
子
が
動
き
出
し
た
。
そ
の
時
法
螺
貝
が
三
度
鳴
り
、
小
十
人
組
の
勢
子

も
動
き
出
し
た
。
さ
ら
に
法
螺
貝
が
二
度
鳴
り
、
徒
組
・
小
十
人
組
は
そ
の
陣

形
（「
行
列
」）
の
ま
ま
で
吉
宗
の
方
に
獲
物
を
追
い
詰
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
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勢
子
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
享
保
六
年
九
月
二
十
三
日
の

条
）。
享
保
二
年
五
月
十
一
日
の
狩
猟
復
興
以
来
、
初
め
て
の
騎
馬
勢
子
導
入

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
、
御
小
性
衆

0

0

0

0

・
御
小
納
戸
衆
拾
八
人
程
乗
馬
被

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

仰
付
0

0

、
鶉
落
候
所
ヲ

0

0

0

0

0

取
巻
0

0

、　

御
前
ニ
者

中
ニ

御
乗
馬
、
御
犬
入
、
夫
故
七
時
過
、
駒
場

　
　

御
立
場
之
内
、
仮
御
腰
掛
所
江

被
為　

入
、
御
丸
御
弁
当
相
廻
、
御0

勢
子
之
御
番
衆

0

0

0

0

0

0

、
小
十
人
迄

0

0

0

0　

御
前
ニ
而

御
酒
被
下
之
、
此
内
、
御
供

廻
御
配
出
ル
［
後
略
］

　

同
日
の
鷹
狩
に
あ
っ
て
は
、
吉
宗
の
側
近
で
あ
る
小
姓
・
小
納
戸
が
騎
馬
勢

子
を
勤
め
た
。
鶉
が
降
り
立
っ
た
と
こ
ろ
に
馬
を
走
ら
せ
て
追
い
出
す
と
い
う

役
目
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
鷹
狩
に
あ
っ
て
は
吉
宗
自
身
も
騎
乗
し
、
勢
子
を

指
揮
し
て
い
る
。
な
お
、「
御
勢
子
之
御
番
衆
、
小
十
人
迄
」
と
い
う
文
言
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
同
日
の
条
に
は
「
騎
歩
の
勢
子
を

つ
か
ふ
ま
つ
り
し
両
番
。
小
十
人
組
の
番
士
」
と
あ
る
。
こ
の
一
文
に
従
え
ば

両
番
番
士
も
騎
馬
勢
子
を
勤
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、『
享
保
遠
御
成
之
記
』
に
あ
っ
て
も
、
小
姓
や
小
納
戸
に
よ
る
騎
馬
勢
子

の
描
写
と
と
も
に
両
番
の
騎
馬
勢
子
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
こ
の
日
の
騎
馬
勢
子
に
両
番
番
士
が
加
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

疑
わ
し
い
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
騎
馬
勢
子
の
導
入
が
あ
っ
た
同
日

獲
物
を
追
い
詰
め
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
指
示
が
三
人
の
徒
頭
に
小
納
戸
の
松

波
当
恒
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
吉
宗
の
意
向

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
百
姓
の
勢
子
（
遠
勢
子
で
あ
ろ
う
）
に
つ
い
て
は
鳥
見
役
や
伊
奈
忠

達
の
家
来
が
現
場
の
指
揮
に
あ
た
っ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
の
指
示
は
御
前

か
ら
の
法
螺
貝
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た（

30
）。

百
姓
の
勢
子
は
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。

橋
場
の
方
は
百
姓
勢
子
が
百
人
、
こ
れ
を
鳥
見
役
の
三
人
と
伊
奈
忠
達
の
家
来

三
人
が
指
揮
を
し
た
。
ま
た
、
白
鳥
池
の
方
は
百
姓
勢
子
が
三
百
人
、
こ
れ
を

鳥
見
役
十
人
と
伊
奈
忠
達
の
家
来
五
人
が
指
揮
を
し
た
。
前
者
に
あ
っ
て
は
吉

宗
が
御
狩
場
に
来
る
前
、
五
ツ
（
午
前
八
時
頃
）
の
鐘
を
聞
い
た
時
点
で
大
川

畑
ま
で
獲
物
を
追
い
詰
め
、
元
の
場
所
に
戻
っ
た
。
後
者
は
合
図
の
法
螺
貝
を

聞
き
次
第
、
勢
子
が
声
を
上
げ
て
獲
物
を
追
い
詰
め
、
さ
ら
に
法
螺
貝
が
三
度

鳴
っ
た
段
階
で
獲
物
を
追
わ
せ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
百
姓
の
勢
子
に
対
し
て
も
徒
組
の
勢
子
に
対
し
て
も
運
用
方

法
に
効
率
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
三
月
二
十
五
日
の
鷹
狩
に
見
ら
れ
る

変
化
で
あ
る
。

⑤
享
保
六
年
九
月
二
十
三
日
の
鷹
狩

　

享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
九
月
二
十
三
日
の
鷹
狩
に
あ
っ
て
は
、
い
よ
い
よ

騎
馬
勢
子
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
通
り
、
狩
猟
の
模
様
に
つ

い
て
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
『
享
保
遠
御
成
之
記
』
に
あ
っ
て
、
初
め
て
騎
馬
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同
日
に
実
施
さ
れ
た
追
鳥
狩
に
動
員
さ
れ
た
勢
子
の
規
模
は
、『
柳
営
日
次

記
』
同
日
の
条
に
「
惣
勢
子
人
数
五
千
人
程
、
外
ニ

百
性
勢
子
四
千
人
計
り
」

と
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
「
小
性
組
不
残
、
小
十
人
組
不
残
、
御
徒
方
不
残
」
と

あ
る
。
ま
た
、『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
同
日
の
条
に
は
「
小
姓
組
。
小
十
人
。

徒
士
組
々
の
勢
子
す
べ
て
五
千
人
。
農
夫
の
勢
子
も
四
千
人
な
り
」
と
あ
る
。

九
千
人
と
い
う
厖
大
な
勢
子
が
動
員
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
腑
に
落

ち
な
い
。
小
性
組
は
当
時
八
組
で
一
組
に
つ
き
定
員
五
十
名
、
小
十
人
組
は
当

時
十
組
で
一
組
に
つ
き
定
員
二
十
名
、
徒
組
は
当
時
十
九
組
で
一
組
に
つ
き
定

員
二
十
八
名
。
各
組
は
定
員
通
り
に
揃
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

す
べ
て
の
組
が
定
員
一
杯
に
揃
っ
て
い
る
と
仮
定
し
て
も
、
小
性
組
番
士
の
総

数
が
四
百
人
、
小
十
人
組
番
士
の
総
数
が
二
百
人
、
徒
の
数
が
五
三
二
人
。
す

べ
て
を
足
し
て
も
千
人
を
超
え
る
程
度
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
享
保
遠
御
成
之

記
』
に
よ
る
と
勢
子
を
担
当
し
た
徒
組
は
十
組
で
、
一
組
に
つ
き
二
十
五
名
と

あ
る
。
よ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
多
く
見
積
も
っ
て
も
千
人
程
度
な
の
で
あ
る
。

五
千
人
に
は
ほ
ど
遠
い
。
仮
定
に
す
ぎ
な
い
が
、
本
来
は
百
姓
勢
子
を
合
わ
せ

た
総
数
が
五
千
人
で
、
百
姓
勢
子
四
千
人
を
除
い
た
約
千
人
と
い
う
の
が
小
性

組
番
士
・
小
十
人
組
番
士
・
徒
で
構
成
さ
れ
た
勢
子
の
人
数
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
れ
を
『
柳
営
日
次
記
』
の
作
成
者
が
誤
読
し
、『
有
徳
院
殿
御
実

紀
』
に
も
影
響
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
九
千
人
と
い
う

勢
子
の
数
は
信
じ
ら
れ
な
い
が
、
大
人
数
が
勢
子
に
動
員
さ
れ
た
こ
と
だ
け
は

間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

の
鷹
狩
は
、
両
番
番
士
に
よ
る
騎
馬
勢
子
の
導
入
に
と
っ
て
大
き
な
一
歩
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
翌
七
年
三
月
の
追
鳥
狩
に
は
両
番
番
士
（
お
よ

び
大
番
番
士
）
に
よ
る
騎
馬
勢
子
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
騎
馬
勢
子
・
歩
行
勢
子
の
発
展

①
享
保
七
年
三
月
十
八
日
の
追
鳥
狩
Ａ
（
勢
子
の
規
模
）

（
一
）
の
⑤
で
取
り
上
げ
た
通
り
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
九
月
二
十
三
日
の

鷹
狩
に
お
い
て
、
小
姓
・
小
納
戸
に
よ
る
騎
馬
勢
子
が
投
入
さ
れ
た
。
同
日
の

鷹
狩
に
あ
っ
て
は
両
番
番
士
も
勢
子
を
勤
め
て
い
る
も
の
の
、
歩
行
勢
子
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
こ
の
鷹
狩
以
降
、
両
番
番
士
に
よ

る
騎
馬
勢
子
も
実
現
に
向
け
て
動
き
出
し
た
模
様
で
あ
る
。

（
一
）
の
②
に
お
い
て
、
享
保
四
年
段
階
で
は
両
番
番
士
の
乗
馬
技
術
が
い
ま

だ
未
熟
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
享
保
四
年
五
月
二
十
三
日
、
書

院
番
頭
岡
部
盛
明
・
小
性
組
番
頭
酒
井
重
遠
に
対
し
て
そ
の
配
下
の
番
士
の
乗

馬
技
術
が
未
熟
で
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
、
番
士
に
馬
術
稽
古
を
促
す
よ
う
に
指

示
が
出
さ
れ
て
い
る
。
吉
宗
は
番
頭
に
こ
の
よ
う
な
注
意
を
す
る
一
方
で
、
同

五
年
二
月
二
十
三
日
、
同
六
年
二
月
十
五
日
、
同
七
年
三
月
九
日
に
五
番
方
番

士
を
対
象
と
し
て
馬
術
上
覧
を
実
施
し
、
自
ら
番
士
の
馬
術
出
精
を
促
し
た
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
に
よ
り
五
番
方
番
士
の
乗
馬
技
術
の
向
上
が
実
現
し
た
の

で
あ
ろ
う
、
同
七
年
三
月
十
八
日
の
追
鳥
狩
に
は
五
番
方
番
士
に
よ
る
騎
馬
勢

子
が
実
現
し
て
い
る
。
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を
抜
粋
し
、
現
代
語
訳
を
以
下
に
載
せ
て
お
く
。

ａ　

 

雉
子
が
野
原
に
降
り
立
っ
た
時
は
、
拍
子
木
を
合
図
に
雉
子
を
追
い

立
て
て
、
馬
の
頭
は
御
前
（
吉
宗
の
い
る
方
向
）
に
向
け
て
お
く
。

再
び
拍
子
木
が
鳴
っ
た
ら
元
の
場
所
に
戻
る
こ
と（

31
）。

ｂ　

 

雉
子
が
御
立
場
（
吉
宗
の
い
る
所
）
か
ら
外
れ
、
二
町
（
お
よ
そ
二
百

メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
も
向
こ
う
に
降
り
立
っ
た
な
ら
ば
、
扇
の
合
図
に

よ
っ
て
、
右
の
方
に
雉
子
が
い
る
場
合
は
小
納
戸
松
下
当
恒
を
先
頭

に
そ
の
場
所
に
向
か
う
。
こ
の
際
、
騎
馬
勢
子
は
一
列
に
な
っ
て
乗

り
出
し
て
い
き
、
松
下
当
恒
が
馬
を
止
め
た
と
こ
ろ
で
い
ず
れ
も
馬

を
並
べ
立
て
、
御
前
の
方
へ
雉
子
を
追
い
立
て
よ
。
左
の
方
に
雉
子

が
降
り
立
っ
た
場
合
は
小
十
人
頭
能
勢
頼
成
を
先
頭
に
し
て
、
同
様

に
せ
よ
。

　

 

た
だ
し
、
雉
子
を
追
い
立
て
た
後
は
拍
子
木
を
合
図
に
一
列
に

な
っ
て
元
の
場
所
に
戻
る
こ
と
。
ま
た
、
馬
を
駆
け
さ
せ
る
時
、

速
い
馬
に
乗
っ
て
い
る
者
は
前
を
走
っ
て
い
る
も
の
を
抜
か
さ
な

い
よ
う
に
。
遅
い
馬
に
乗
っ
て
い
る
者
は
後
ろ
が
混
み
合
わ
な
い

よ
う
に
速
く
走
ら
せ
る
こ
と
。
前
を
走
っ
て
い
る
者
が
遅
い
場
合

は
声
を
か
け
て
速
く
走
ら
せ
る
よ
う
に
言
う
こ
と（

32
）。

　

雉
子
を
追
い
立
て
る
際
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
状
況
ご
と
に
、
騎
馬
勢
子
が
ど

　

ま
た
、
騎
馬
勢
子
を
勤
め
る
者
が
三
十
三
名
い
る
。
騎
馬
勢
子
の
内
訳
で
あ

る
が
、『
柳
営
日
次
記
』
同
日
の
条
に
は
目
付
一
名
、
小
納
戸
一
名
、
徒
頭
二

名
、
書
院
番
組
頭
一
名
、
小
性
組
組
頭
一
名
、
書
院
番
番
士
六
名
、
小
性
組
番

士
十
一
名
、
小
十
人
頭
三
名
、
大
番
番
士
七
名
、
計
三
十
三
名
と
あ
る
。
気
に

な
る
の
が
大
番
番
士
七
名
で
あ
り
、
同
日
の
追
鳥
狩
ま
で
大
番
番
士
が
狩
猟
に

関
わ
っ
た
事
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
勢
子
の
対
象
と
す
る
範
囲
が
広
が
り
つ
つ

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
前
段
五
千
人
の
勢
子
に
含
ま
れ
る
小

性
組
番
士
に
つ
い
て
は
、
騎
馬
勢
子
で
は
な
く
歩
行
勢
子
と
し
て
追
鳥
狩
に
動

員
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

三
十
三
名
の
騎
馬
勢
子
の
指
揮
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
御
小
性
組
方
例
書

私
録
』「
弓
馬
并
水
稽
古
之
事
」
に
「
松
平
内
匠
頭
・
酒
井
日
向
守
騎
馬
跡
ニ

乗
、

差
引
い
た
し
候
筈
候
間
、
左
様
可
相
心
得
候
事
」
と
あ
り
、
小
性
組
番
頭
酒
井

日
向
守
忠
佳
と
書
院
番
頭
松
平
内
匠
乗
園
が
そ
の
任
に
あ
た
っ
た
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
。

②
享
保
七
年
三
月
十
八
日
の
追
鳥
狩
Ｂ
（
騎
馬
勢
子
の
運
用
）

　

さ
て
、
騎
馬
勢
子
三
十
三
名
は
、
十
八
日
の
追
鳥
狩
で
い
か
な
る
働
き
を
見

せ
た
の
か
。
追
鳥
狩
の
二
日
前
で
あ
る
三
月
十
六
日
、
酒
井
忠
佳
宅
に
お
い
て
、

小
性
組
組
頭
小
菅
猪
右
衛
門
正
親
（
高
木
伊
勢
守
組
）
の
立
ち
合
い
の
下
、
騎

馬
勢
子
を
勤
め
る
小
性
組
番
士
に
対
し
て
申
し
渡
し
が
あ
っ
た
。

　

申
し
渡
し
に
は
勢
子
に
関
わ
る
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
二
点
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に
色
分
け
さ
れ
た
印
を
伴
っ
た
（
そ
れ
ぞ
れ
の
組
ご
と
の
印
の
違
い
に
つ
い
て
、

い
さ
さ
か
不
明
な
点
も
あ
る（

34
））。

　

各
組
に
印
を
立
て
る
こ
と
、
法
螺
貝
（
や
麾
）
で
進
退
の
指
示
が
出
る
こ
と
、

状
況
ご
と
に
分
け
ら
れ
た
指
示
内
容
、
い
ず
れ
も
相
当
に
高
度
な
水
準
で
歩
行

勢
子
が
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ど
う
や
ら
小
十
人
組
や
徒
組
に
よ
る
歩
行
勢
子
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の

時
点
で
一
応
の
完
成
を
迎
え
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
後
の
変
化
と
し
て
は
、
拍

子
木
に
よ
る
進
退
の
指
示
が
加
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
（
享
保
七
年
四
月
十
一
日

の
鷹
狩
）、
歩
行
勢
子
各
組
が
青
い
采
幣
を
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
（
享
保
七
年
九
月
十
八
日
の
鷹
狩
、
同
日
の
騎
馬
勢
子
は
赤
い
采
幣
を
背
中
に
差

し
た
）
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。

④
騎
馬
勢
子
の
充
実
、
鹿
狩
の
実
施

　

三
月
十
八
日
の
追
鳥
狩
以
降
、
騎
馬
勢
子
が
動
員
さ
れ
た
狩
猟
は
度
々
散
見

さ
れ
、
騎
馬
勢
子
の
定
着
が
窺
わ
れ
る
。
狩
猟
ご
と
に
動
員
数
に
増
減
は
あ
る

も
の
の
、
例
え
ば
享
保
八
年
十
月
三
日
の
鷹
狩
で
は
、
百
人
以
上
の
騎
馬
勢
子

が
動
員
さ
れ
て
い
る
（
小
納
戸
三
名
、
徒
頭
六
名
、
小
性
組
番
頭
三
名
、
同
組
頭

二
名
、
同
番
士
五
十
名
、
書
院
番
組
頭
三
名
、
書
院
番
番
士
五
十
名
。『
柳
営
日
次

記
』
同
日
の
条
）。

　

騎
馬
勢
子
を
勤
め
た
百
人
の
両
番
番
士
は
、
同
年
八
月
十
二
日
に
大
久
保
常

春
か
ら
両
番
頭
に
出
さ
れ
た
指
示
に
よ
っ
て
選
び
出
さ
れ
た
。
両
番
各
組
か
ら

の
よ
う
な
行
動
を
と
る
べ
き
か
細
か
く
定
め
ら
れ
、
拍
子
木
や
扇
で
指
示
を
受

け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
騎
馬
勢
子
全
体
が
ま
と
ま
っ
て
動
く
よ
う

に
命
じ
ら
れ
て
い
る
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
ｂ
の
よ
う
な
指
示
が
出
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
騎
馬
勢
子
を
勤
め
る
番
士
に
相
応
の
乗
馬
技
術
が
備
わ
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
享
保
七
年
三
月
十
八
日
の
段
階
で
馬
術
上
覧
が
す
で
に
数

回
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
番
士
の
乗
馬
技
術
が
向
上
し

つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
享
保
遠
御
成
之
記
』
同
日
の
条
に
「
川

向
浮
間
之
芝
地
ニ
者

騎
馬
之
勢
子
三
拾
五
人
、
松
下
専
助
頭
取
ニ
而

、
雉
子
落
込
候

節
、　

御
前
之
方
ニ

騎
馬
ニ
而

追
乗
寄
申
候
」
と
あ
る
通
り
、
当
日
も
騎
馬
勢
子
の

面
々
は
事
前
の
指
示
通
り
の
動
き
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
享
保
七
年
三
月
十
八
日
の
追
鳥
狩
Ｃ
（
歩
行
勢
子
の
運
用
）

　

歩
行
勢
子
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
歩
行
勢
子
を
勤
め
た
小
性
組
番

士
に
ど
の
よ
う
な
指
示
が
出
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
柳
営
日
次
記
』
同

日
の
条
に
は
小
十
人
組
と
徒
組
へ
の
指
示
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
進
退
の
合
図

に
は
法
螺
貝
と
赤
白
の
麾
が
使
用
さ
れ
た
。（
一
）
の
④
で
享
保
六
年
三
月

二
十
五
日
の
鷹
狩
に
あ
っ
て
は
赤
白
の
「
目
印
」
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

を
取
り
上
げ
た
が
、
今
回
の
場
合
は
赤
白
の
麾
が
使
用
さ
れ
た
ら
し
い
。
ま
た
、

合
図
に
対
し
て
一
同
声
を
上
げ
て
押
し
出
す
こ
と
、
踏
み
と
ど
ま
る
位
置
、
鳥

を
追
い
出
す
際
の
発
声
な
ど
、
指
示
は
多
岐
に
わ
た
る（

33
）。

さ
ら
に
、
当
日
勢
子

に
出
た
徒
組
十
組
は
、
篭
に
紙
を
は
っ
た
も
の
を
棒
に
く
く
り
つ
け
、
組
ご
と
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猟
用
の
竹
槍
の
本
数
に
つ
い
て
、『
大
狩
盛
典
』
二
に
、

黄
印
弐
拾
九
本 

御
鷹
野
御
鳥
見

白
印
三
拾
本 

御
小
性
御
小
納
戸

赤
印
百
拾
九
本 

両
御
番
衆

青
印
三
拾
本 

小
役
人
衆

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
番
番
士
は
百
数
十
名
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
右
の
文
中
に
あ
る
通
り
、
両
番
番
士
以
外
に
も
竹
槍
が
用
意
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
勢
子
は
両
番
番
士
に
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
が
、
本

数
を
比
較
す
る
限
り
、
同
日
の
鹿
狩
に
あ
っ
て
勢
子
の
主
役
は
両
番
番
士
で
あ

る
。

　

両
番
番
士
の
勢
子
の
運
用
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
が
、
興
味

深
い
点
は
、
そ
れ
が
志
願
制
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
八
年
三
月
十
六

日
に
大
久
保
常
春
は
両
番
頭
に
対
し
て
、
鹿
狩
に
扈
従
し
た
い
番
士
を
募
る
よ

う
に
指
示
を
出
し
て
い
る（

38
）。「

大
勢
ハ
不
相
成
候
、
三
四
人
罷
出
可
申
候
」
と

あ
る
が
、
前
段
で
確
認
し
た
通
り
、
両
番
の
勢
子
は
竹
槍
の
本
数
か
ら
百
数
十

人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
各
組
よ
り
三
、四
人
ず
つ
志
願
者
を
募
る
よ
う
に
と

の
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
際
、
目
付
稲
葉
多
宮
正
房
か
ら
も
騎
馬
勢
子

を
勤
め
る
者
に
対
し
て
竹
槍
で
鹿
を
突
き
留
め
る
よ
う
、
馬
が
獣
に
怯
え
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
と
の
指
示
が
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
三
月
二
十
二
日
の
鹿
狩

五
名
ず
つ
、
さ
ら
に
十
名
が
加
わ
っ
て
、
騎
馬
勢
子
に
編
成
す
る
と
い
う
方
式

で
あ
る（

35
）。

　

享
保
二
年
の
鷹
狩
以
来
、
歩
行
勢
子
・
騎
馬
勢
子
と
も
に
充
実
の
方
向
で
展

開
し
て
い
く
中
で
、
新
た
な
狩
猟
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
狩
猟
が
鳥
を

獲
物
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
鹿
や
猪
と
い
っ
た
大
型
獣
を
獲
物
と

す
る
鹿
狩
が
享
保
八
年
三
月
二
十
二
日
に
武
蔵
国
駒
場
野
（
現
東
京
都
目
黒
区
）

で
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る（

36
）。

同
日
の
鹿
狩
は
将
軍
の
鹿
狩
に
つ
い
て
種
々
の
史

料
を
集
め
た
『
大
狩
盛
典
』（
嘉
永
五
年
編
纂
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）
に
「
大

猷
院
殿
以
来
中
絶
、
今
日
再
興
」
と
あ
る
通
り
、
家
光
以
来
久
々
の
実
施
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
高
見
澤
氏
は
そ
の
対
象
と
す
る
獲
物
の
種
類
（
鹿
や
猪
と

い
っ
た
大
型
獣
）
や
勢
子
の
運
用
な
ど
と
い
っ
た
点
か
ら
、
鹿
狩
を
鷹
狩
や
追

鳥
狩
に
比
し
て
よ
り
「
軍
事
的
要
素
が
強
い
狩
猟
」
と
し
て
い
る（

37
）。

す
な
わ
ち
、

こ
の
時
期
か
ら
軍
事
調
練
と
し
て
の
狩
猟
が
本
格
化
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

同
日
の
鹿
狩
に
は
周
辺
の
村
々
か
ら
数
千
人
の
規
模
で
百
姓
が
動
員
さ
れ
人

足
や
勢
子
の
役
目
を
勤
め
る
一
方
で
、
両
番
番
士
を
は
じ
め
と
し
て
幕
臣
も
勢

子
と
し
て
動
員
さ
れ
て
い
る
。
両
番
番
士
は
『
柳
営
日
次
記
』
同
日
の
条
に

「
騎
馬
勢
子
両
御
番
ゟ
出
、
立
勢
子
両
御
番
組
々
よ
り
出
ル
」
と
あ
る
通
り
、

騎
馬
勢
子
・
歩
行
勢
子
（
立
勢
子
）
の
い
ず
れ
を
も
勤
め
た
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、
騎
馬
勢
子
を
率
い
た
の
は
両
番
の
番
頭
一
名
ず
つ
・
組
頭
一
名

ず
つ
、
歩
行
勢
子
（
立
勢
子
）
を
率
い
た
の
は
小
性
組
与
頭
一
名
で
あ
る
。
こ

れ
ら
勢
子
の
規
模
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
当
日
使
用
さ
れ
た
狩
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は
三
番
方
と
総
称
さ
れ
る
が
、
三
番
方
は
五
番
方
の
中
で
も
特
に
重
要
な
部
隊

で
あ
り
、
幕
軍
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。
小
金
原
鹿
狩
に
お
け
る
勢
子
の
中
心

が
三
番
方
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
小
金
原
鹿
狩
が
幕
府
の
軍
事
組
織
の
中

で
も
特
に
三
番
方
を
鍛
え
上
げ
よ
う
と
い
う
意
図
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
以
下
、
三
番
方
が
勤
め
た
勢
子
の
運
用
を
中
心
に
、
他
の
番

組
に
よ
る
勢
子
も
あ
わ
せ
て
分
析
し
て
い
く
。

（
一
）
享
保
十
年
三
月
二
十
七
日
の
小
金
原
鹿
狩

　
（
一
）
で
は
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
三
月
二
十
七
日
、
小
金
原
に
お
い
て
実

施
さ
れ
た
鹿
狩
に
つ
い
て
、
前
節
と
同
じ
く
勢
子
の
運
用
面
を
中
心
に
論
じ
る
。

　

小
金
原
鹿
狩
の
概
要
、
特
に
鹿
狩
に
際
し
て
周
辺
の
村
々
か
ら
動
員
さ
れ
た

百
姓
の
果
た
し
た
役
割
、
そ
の
規
模
に
つ
い
て
は
『
松
戸
市
史
』
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

39
）。

ま
た
、
勢
子
運
用
、
特
に
両
番
番
士
を
は
じ
め
と
す
る

面
々
で
編
成
さ
れ
た
騎
馬
勢
子
の
運
用
に
つ
い
て
は
す
で
に
高
見
沢
美
紀
氏
に

よ
っ
て
そ
の
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

40
）。

本
項
で
は
両
先
行
研
究
の
成
果
に

基
づ
き
な
が
ら
当
日
の
勢
子
運
用
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
て
い
く
。
特
に
、
両

先
行
研
究
の
中
で
中
心
史
料
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
『
御
狩
日
記
』
に
つ
い
て

は
、
本
論
で
も
中
心
史
料
と
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
な
ろ
う
。『
御
狩
日
記
』

と
は
享
保
十
年
五
月
、
佐
野
伊
右
衛
門
泰
正
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
記
録
書

で
あ
る
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。
同
人
に
つ
い
て
、『
松
戸
市
史
』
で
は
、『
寛

政
重
修
諸
家
譜
』
に
当
該
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
は
小
金

に
は
、
技
術
的
に
優
れ
、
大
型
獣
を
仕
留
め
よ
う
と
い
う
勇
気
に
溢
れ
た
番
士

が
募
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
心
身
と
も
に
充
実
し
た
番
士
が
百
数
十
名

揃
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
享
保
四
年
の
段
階
で
馬
術
に
未
熟
な
番
士
が
目
立
っ

た
と
い
う
事
例
を
鑑
み
る
に
、
番
士
全
体
の
水
準
に
長
足
の
進
歩
が
見
受
け
ら

れ
る
と
同
時
に
、
小
金
原
鹿
狩
の
実
施
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。

一
の
冒
頭
に
お
い
て
、『
有
徳
院
殿
御
実
紀
附
録
』
に
書
か
れ
た
臆
病
な
番
士

に
関
す
る
描
写
に
つ
い
て
若
干
の
疑
義
を
挟
ん
だ
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は

鹿
狩
実
施
の
段
階
に
あ
っ
て
は
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
附
録
』
に
書
か
れ
た
よ
う

な
状
況
か
ら
は
脱
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

三
で
は
い
よ
い
よ
小
金
原
鹿
狩
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
な
る
が
、
二
で
明

ら
か
に
し
た
通
り
、
数
々
の
狩
猟
を
通
じ
て
勢
子
運
用
は
効
率
の
良
い
も
の
と

な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
試
行
錯
誤
が
小
金
原
鹿
狩
に
お
け
る
勢
子
運
用
の
土

台
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
三
に
移
る
こ

と
と
す
る
。

三
　
享
保
十
年
・
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩

　

三
で
は
享
保
十
年
・
十
一
年
（
一
七
二
五
・
一
七
二
六
）
に
小
金
原
（
現
千
葉

県
松
戸
市
）
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
鹿
狩
に
つ
い
て
、
勢
子
の
運
用
を
中
心
に

論
じ
る
。
注
目
し
た
い
点
は
鹿
狩
に
お
い
て
勢
子
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
書
院

番
・
小
性
組
・
大
番
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
書
院
番
・
小
性
組
・
大
番



103

徳川吉宗の小金原鹿狩

こ
の
時
、
現
地
の
牧
を
預
か
る
小
金
野
馬
奉
行
綿
貫
夏
右
衛
門
ら
が
四
人
よ
り

申
し
渡
さ
れ
た
の
は
、
来
春
小
金
原
で
鹿
狩
を
実
施
す
る
が
、
今
年
も
そ
の

「
御
試
」
と
し
て
鹿
狩
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た（

41
）。

　

松
下
ら
四
人
は
現
地
の
役
人
に
種
々
の
指
示
を
与
え
て
鹿
狩
に
向
け
て
準
備

を
進
め
る
一
方
、
若
年
寄
大
久
保
常
春
を
通
じ
て
「
諸
役
人
并
ニ

両
御
番
頭
」

に
対
し
て
、「
諸
役
人
并
ニ

両
御
番
之
面
々
、
馬
上
ニ
而

鹿
突
留
申
度
輩
ハ
可
申

上
」、
す
な
わ
ち
騎
馬
勢
子
の
志
願
者
を
募
る
よ
う
に
と
の
通
達
を
出
し
た（

42
）。

大
久
保
常
春
か
ら
の
通
達
に
よ
り
、
志
願
者
を
募
っ
た
と
こ
ろ
、
書
院
番
か
ら

は
九
十
六
名
、
小
性
組
か
ら
は
九
十
四
名
の
番
士
が
名
乗
り
出
た
。
志
願
者
は

番
頭
・
組
頭
に
よ
る
選
抜
を
経
た
結
果
、
お
よ
そ
三
分
の
一
程
度
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
選
抜
者
は
鹿
狩
当
日
、
現
地
（
小
金
原
）
に
お
い
て
松
下
ら
小

納
戸
四
人
に
よ
っ
て
さ
ら
に
選
別
さ
れ
、
騎
馬
勢
子
に
加
わ
る
両
番
番
士
の
顔

ぶ
れ
が
決
ま
っ
た
（「
彼
地
に
お
ゐ
て
駆
二
篇
宛
并
ニ

馬
上
之
鑓
之
体
、
頭
取
四
人

検
分
を
遂
け
、
其
甲
乙
を
吟
味
之
上
、
追
懸
騎
馬
の
人
数
相
定
り
候
」）。
こ
の
内
訳

は
表
1
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
た
、
二
丸
書
院
番
・
二
丸
小
性
組
（
将
軍
世
嗣
で
あ
る
家
重
附
の
書
院
番
・

小
性
組
。
当
時
家
重
は
二
ノ
丸
に
居
住
し
て
い
た
）
か
ら
の
志
願
者
は
人
数
が
少

な
か
っ
た
た
め
、
選
抜
な
し
で
騎
馬
勢
子
に
加
え
ら
れ
て
い
る
（「
二
之
御
丸
御

番
ハ
元
ゟ
願
の
人
数
少
な
き
ゆ
へ
検
分
迄
は
甲
乙
の
吟
味
な
く
、
追
懸
騎
馬
を
出
勤

被
申
候（

43
）」）。

こ
の
ほ
か
、
目
付
や
徒
頭
な
ど
の
諸
役
人
、
小
姓
や
小
納
戸
と

い
っ
た
奥
向
か
ら
の
志
願
者
が
選
抜
な
し
で
騎
馬
勢
子
に
加
わ
っ
た
（「
奥
向

原
鹿
狩
の
準
備
を
命
じ
ら
れ
た
小
納
戸
佐
野
伊
右
衛
門
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て

い
る
。
本
論
も
そ
の
推
測
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

①
鹿
狩
実
施
の
前
段
階

　

享
保
十
年
の
鹿
狩
計
画
が
動
き
出
し
た
の
は
同
年
二
月
一
日
、
小
金
原
の
地

に
小
納
戸
松
下
専
助
当
恒
、
佐
野
伊
右
衛
門
奉
正
、
土
岐
八
左
衛
門
朝
澄
、
浦

上
弥
五
左
衛
門
直
方
が
訪
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
四
名
は
吉
宗
か
ら
「
御
鹿
狩

御
用
頭
取
」
に
任
じ
ら
れ
、
そ
の
準
備
と
し
て
同
地
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

番組 組名 志願者 番頭による選抜 当日の選抜

書院番 仁木周防守組 9 名 2 名 1 名

酒井日向守組 19 名 8 名 1 名

秋元隼人正組 9 名 2 名 0 名

石川丹後守組 15 名 5 名 2 名

杉浦出雲守組 10 名 1 名 1 名

酒井紀伊守組 17 名 7 名 2 名

内藤越前守組 17 名 2 名 0 名
小性組 戸田若狭守組 7 名 4 名 1 名

藤堂和泉守組 14 名 4 名 2 名

近藤淡路守組 9 名 3 名 0 名

阿部出雲守組 10 名 3 名 1 名

松平伊勢守組 14 名 5 名 3 名

金田周防守組 9 名 1 名 0 名

安藤大和守組 24 名 3 名 2 名

土屋兵部少輔組 7 名 3 名 1 名

表 1　騎馬勢子の選抜　

出典：『御狩日記』三より作成した。
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四
名
の
名
前
を
『
御
狩
日
記
』
四
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
騎
馬
勢
子
の
名
簿
と
対

照
さ
せ
る
と
、
騎
馬
勢
子
二
之
手
に
配
属
さ
れ
た
石
河
庄
九
郎
政
朝
（
徒
頭
）、

騎
馬
勢
子
四
之
手
に
配
属
さ
れ
た
渡
邊
外
記
永
倫
（
新
番
頭
）
は
と
も
か
く
と

し
て
、
向
井
兵
庫
政
暉
（
徒
頭
）・
藤
掛
伊
織
永
直
（
徒
頭
）
は
い
ず
れ
も
騎
馬

勢
子
三
之
手
に
名
前
が
載
っ
て
い
る
。『
御
狩
日
記
』
二
、『
御
狩
日
記
』
四
の

い
ず
れ
か
の
記
述
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
。

　

ま
た
、
惜
し
く
も
選
抜
か
ら
洩
れ
た
両
番
か
ら
の
志
願
者
に
つ
い
て
は
、
す

べ
て
別
の
騎
馬
勢
子
部
隊
と
し
て
編
成
さ
れ
、
選
抜
者
を
中
心
に
編
成
さ
れ
た

騎
馬
勢
子
と
は
別
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
そ
の
働
き
に
つ
い
て
は
後
述
）。

之
衆
中
ハ
願
ニ

不
及
候
て
出
勤
ニ
而

候
」、『
御
狩
日
記
』
一
）。
さ
ら
に
、
当
初
は
吉

宗
の
御
供
を
す
る
の
み
で
あ
っ
た
は
ず
の
新
番
か
ら
の
志
願
者
も
騎
馬
勢
子
に

な
っ
て
い
る
（「
新
御
番
ハ
初
メ　

御
前
騎
馬
出
勤
之
積
り
ニ

候
故
、
此
時
之
検
分
ニ

ハ
罷
出
不
申
候（

44
）」）。『

御
狩
日
記
』
一
に
よ
る
と
こ
れ
ら
騎
馬
勢
子
は
四
手
に

分
け
ら
れ
て
鹿
狩
に
投
入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
四
組
の
騎
馬
勢
子
を
率
い

た
の
は
誰
で
あ
っ
た
か
。『
御
狩
日
記
』
二
に
は
鹿
狩
の
前
に
「
追
懸
騎
馬
頭

取
」
が
提
出
し
た
請
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
末
尾
に
「
右
者

追
懸
騎

馬
頭
取
渡
邊
外
記
・
向
井
兵
庫
・
石
河
庄
九
郎
・
藤
掛
伊
織
請
書
」
と
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
こ
の
四
名
が
騎
馬
勢
子
四
手
を
率
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

役割 役職 人数

追懸騎馬一之手（16 騎） 小姓 1

小納戸 8

二丸小姓 5

二丸小納戸 1

膳奉行 1
追懸騎馬二之手（19 騎） 目付 2

徒頭 1

小納戸 1

小性組番士 10

二丸小性組番士 5
追懸騎馬三之手（18 騎） 使番 3

徒頭 5

書院番番士 7

二丸書院番 3
追懸騎馬四之手（14 騎） 新番頭 1

新番番士 13
小性組駈騎馬一之手（30 騎） 小性組番頭 1

小性組組頭 1

小性組番士 28
小性組駈騎馬二之手（30 騎） 小性組番頭 1

小性組組頭 1

小性組番士 28
小性組駈騎馬三之手（30 騎） 小性組番頭 1

小性組組頭 1

小性組番士 28
書院番駈騎馬一之手（33 騎） 書院番番頭 1

書院番組頭 1

書院番番士 31
書院番駈騎馬二之手（31 騎） 書院番番頭 1

書院番組頭 1

書院番番士 29
書院番駈騎馬三之手（30 騎） 書院番番頭 1

書院番組頭 1

書院番番士 28

表 2　追懸騎馬・駈騎馬内訳

出典： 高見澤美紀「享保改革期における将軍狩猟と旗本政
策――享保十年小金原鹿狩の検討から」から作成した。
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の
7
～
9
）。
追
懸
騎
馬
は
御
立
場
南
、
二
十
町
（
お
よ
そ
二
二
〇
メ
ー
ト
ル
）

を
隔
て
た
と
こ
ろ
に
控
え
て
い
る
（
図
1
の
10
）。
こ
れ
に
加
え
て
、
図
1
に

は
記
載
し
て
い
な
い
が
、
持
筒
組
一
組
、
鉄
炮
方
二
組
も
御
立
場
周
辺
に
配
置

さ
れ
て
空
炮
で
鹿
を
追
い
出
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ
、
御
徒
は
竹
槍
を
携
え
て
網

の
外
側
で
鹿
が
出
る
の
を
待
っ
て
い
る
。

　

こ
の
周
囲
を
御
狩
場
周
辺
の
村
々
か
ら
動
員
さ
れ
た
百
姓
が
七
手
に
分
か
れ

て
、
立
切
勢
子
と
し
て
包
囲
し
て
い
る
（
図
1
の
11
～
17
）。『
松
戸
市
史
』
に

よ
れ
ば
立
切
勢
子
と
し
て
動
員
さ
れ
た
百
姓
は
約
三
百
箇
村
か
ら
約

一
万
四
〇
〇
人
。
こ
れ
に
種
々
の
人
足
と
し
て
動
員
さ
れ
た
百
姓
を
加
え
る
と

四
八
〇
箇
村
か
ら
お
よ
そ
一
万
五
千
人
の
百
姓
が
動
員
さ
れ
た
と
あ
る
。
動
員

さ
れ
た
百
姓
は
、
鹿
狩
に
備
え
て
同
地
の
牧
場
（
小
金
牧
）
か
ら
別
の
牧
場

（
下
野
牧
）
へ
の
野
馬
の
追
い
込
み
や
狩
場
お
よ
び
周
辺
地
域
の
整
備
な
ど
を

勤
め
る
一
方
で
、
鹿
狩
の
三
日
前
か
ら
は
狩
場
に
猪
や
鹿
を
追
い
込
む
役
目
の

追
い
込
み
勢
子
や
、
狩
場
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
猪
鹿
を
妨
げ
る
立
切
勢
子

と
し
て
働
い
て
い
る
。
百
姓
勢
子
は
鹿
狩
の
開
始
と
と
も
に
包
囲
網
を
狭
め
、

あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
地
点
で
立
ち
切
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
お
り
、
最
終

的
に
は
図
1
に
示
し
た
包
囲
網
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

ま
た
、
勢
子
で
は
な
い
も
の
の
、
御
立
場
左
に
は
小
姓
八
名
、
小
納
戸
二
名

が
騎
射
衆
と
し
て
出
番
を
待
っ
て
い
る
。
御
立
場
前
に
は
四
本
松
で
囲
ま
れ
た

騎
射
場
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
広
さ
は
左
右
に
百
間
（
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
）、

前
後
に
七
十
間
（
一
二
六
メ
ー
ト
ル
）。
十
名
の
騎
射
衆
は
騎
射
場
に
お
い
て
そ

こ
れ
ら
二
種
類
の
騎
馬
勢
子
に
つ
い
て
は
史
料
上
で
も
用
法
が
混
乱
し
て
い
る

場
合
も
あ
る
が
、
本
論
で
は
前
段
ま
で
で
論
じ
た
騎
馬
勢
子
の
部
隊
を
追
懸
騎

馬
、
追
懸
騎
馬
の
選
か
ら
洩
れ
た
番
士
で
構
成
さ
れ
た
騎
馬
勢
子
の
部
隊
を
駈

騎
馬
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
、
騎
馬
勢
子
と
は
両
者
を
総
称
し
た
も
の
と
す
る
。
ま

た
、
追
懸
騎
馬
や
駈
騎
馬
に
対
し
て
、
一
番
、
二
番
と
数
え
て
い
る
史
料
が
あ

る
が
、
通
常
の
組
番
号
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、
一
之
手
、
二
之
手
と
数
え

る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
騎
馬
勢
子
の
構
成
人
員
の
内
訳
は
表
2
の
通
り

で
あ
る
。

②
勢
子
の
配
置

　

図
1
は
『
大
狩
盛
典
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
絵
図
『
享
保
小
金
中
野
牧
御
鹿

狩
御
場
之
図
』
か
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
絵
図
の
内
題
は
「
享
保
丙

午
小
金
中
野
牧
御
鹿
狩
御
場
之
図
」
で
あ
る
。
享
保
十
年
の
干
支
は
乙
巳
で
あ

り
、
享
保
十
一
年
は
丙
午
で
あ
る
が
、
絵
図
に
記
さ
れ
た
勢
子
の
配
置
を
鑑
み

る
に
、
こ
の
図
は
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
を
描
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

御
狩
場
中
央
に
吉
宗
の
座
所
で
あ
る
御
立
場
が
設
け
ら
れ
（
図
1
の
1
）、
そ

の
両
側
に
網
が
伸
び
て
い
る
。
御
立
場
右
手
の
網
（
図
1
の
2
）
は
長
さ
三
百

間
、
一
間
が
お
よ
そ
一
・
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
か
ら
、
五
四
〇
メ
ー
ト
ル
。
網

の
先
に
は
小
性
組
番
士
で
構
成
さ
れ
た
駈
騎
馬
三
手
が
控
え
て
い
る
（
図
1
の

3
～
5
）。
御
立
場
左
手
の
網
（
図
1
の
6
）
は
四
五
〇
間
、
八
一
〇
メ
ー
ト
ル
。

網
の
先
に
は
書
院
番
番
士
で
構
成
さ
れ
た
駈
騎
馬
三
手
が
控
え
て
い
る
（
図
1
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図 1　享保 10年の小金原鹿狩
出典：『享保小金中野牧御鹿狩御場之図』（『大狩盛典』所収）より作成した。

凡例
1：御立場 10：追懸騎馬
2：網（「御網三百間」） 11：百姓による立切勢子、一之手、「踏留二百五十間」
3：小性組駈騎馬、一之手 12： 百姓による立切勢子、二之手、踏み留まる間数に関する記述無し、「御狩日記」

二には「御立場ゟ二百八十間程ニ而踏留メ可申候」とあり
4：小性組駈騎馬、二之手 13：百姓による立切勢子、三之手、「踏留三百六十間」
5：小性組駈騎馬、三之手 14：百姓による立切勢子、四之手、「御網張留ヨリ三百間」
6：網（「御網四百五十間」） 15：百姓による立切勢子、五之手、「踏留六百間」
7：書院番駈騎馬、一之手 16：百姓による立切勢子六之手、「踏留五百間」
8：書院番駈騎馬、二之手 17：百姓による立切勢子、七之手）、「踏留四百間」
9：書院番駈騎馬、一之手 18：「四本松、此内騎射場」
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こ
う
し
て
追
い
出
さ
れ
た
鹿
を
御
立
場
ま
で
追
い
詰
め
て
い
く
の
は
百
姓
勢
子

に
よ
る
包
囲
網
の
内
側
に
い
る
追
懸
騎
馬
で
あ
る（

47
）。

追
懸
騎
馬
の
働
き
に
つ
い

て
は
、
鹿
狩
前
に
追
懸
騎
馬
を
率
い
る
頭
取
四
名
（
前
述
の
渡
邊
・
向
井
・
石

河
・
藤
掛
）
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
請
書
に

一
、  

鹿
鑓
之
儀
、
猪
鹿
最
初
あ
ら
き
節
者

口
附
百
姓
ニ

為
持
置
、
諸
手
綱
ニ
而

追
掛
可
申
候
、
末0

ニ

至
り
鑓
付
候
儀
可
罷
成
時
節

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
馬
上
0

0

ニ

鑓
取
申
候

0

0

0

0

得0

而

、

 

御
立
場
之
方
、
騎
射
場
松
之
印
迄
追
詰
メ
、
夫
ゟ
元
之
場
所
江

乗
戻

し
可
申
候

一
、  

勤
方
之
儀
者

、
最
初
鑓
不
持
節

0

0

0

0

0

0

者

四
組
之
間
を
鹿
も
れ
ざ
る
や
う
に
仕

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

り0

、
鑓
取
候
得
而
者

追
留
之
場
所
迄
ニ

突
留
可
申
候

と
あ
る
通
り
（『
御
狩
日
記
』
二
）、
鹿
狩
開
始
か
ら
あ
る
時
点
ま
で
は
鹿
を
突

き
留
め
る
こ
と
よ
り
も
四
組
が
連
携
し
て
鹿
を
追
い
詰
め
る
こ
と
に
専
念
し
、

時
機
を
見
計
ら
っ
て
騎
射
場
の
松
ま
で
の
間
で
槍
を
使
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
右
の
史
料
に
あ
る
「
口
附
百
姓
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。

右
の
条
文
は
、
追
懸
騎
馬
の
面
々
は
猪
鹿
が
あ
ま
り
出
て
い
な
い
う
ち
は
馬
の

口
を
取
る
口
附
百
姓
に
自
分
の
槍
を
持
た
せ
、
頃
合
い
を
見
計
ら
っ
て
馬
上
で

槍
を
扱
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。

の
腕
前
を
披
露
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
図
1
の
18
）。
騎
射
場
を
示
す
松

の
木
は
騎
馬
勢
子
の
運
用
の
基
準
で
も
あ
っ
た
。
騎
射
衆
十
名
は
三
組
に
分
け

ら
れ
、
騎
馬
勢
子
に
よ
っ
て
追
い
立
て
ら
れ
、
騎
射
場
に
逃
れ
て
き
た
鹿
を
交

替
で
射
留
め
て
い
る（

45
）。

　

こ
の
ほ
か
、
小
性
組
番
士
一
名
と
小
十
人
組
番
士
十
名
が
「
御
前
歩
行
弓
之

衆
」
と
し
て
吉
宗
の
元
に
あ
る（

46
）。

小
性
組
番
士
一
名
と
は
玉
虫
八
左
衛
門
茂
雅

と
い
う
人
物
で
あ
り
、
吉
宗
が
狩
場
を
移
動
す
る
際
の
御
供
に
命
じ
ら
れ
、
鹿

狩
中
も
吉
宗
の
指
示
に
よ
り
度
々
鹿
を
射
留
め
た
よ
う
で
あ
る
が
（「
八
左
衛

門
儀
、　

御
馬
廻
ニ

御
供
被　

仰
付
、
御
差
図
ニ
而

度
々
鹿
射
留
」）、
小
十
人
組
番
士

十
名
は
御
立
場
に
留
め
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
ら
し
い
（「
御
立
場
下
御
網
之

際
ニ
居
候
得
共
、
所
　々

御
成
故
鹿
射
候
儀
不
被　

仰
付
候
」）。

③
鹿
狩
の
開
始
、
旗
本
家
臣
団
の
排
除

　

三
月
二
十
七
日
辰
刻
（
午
前
八
時
頃
）、
現
地
に
到
着
し
た
吉
宗
は
御
立
場
西

の
印
西
木
戸
で
騎
馬
勢
子
の
御
目
見
を
済
ま
せ
た
後
、
御
立
場
に
入
り
、
そ
の

ま
ま
狩
場
の
様
子
を
巡
見
し
た
後
、
鹿
狩
の
開
始
を
命
じ
、
小
金
原
に
法
螺
貝

が
鳴
り
響
い
た
。
法
螺
貝
を
聞
い
た
百
姓
勢
子
は
声
を
上
げ
つ
つ
前
進
し
、
包

囲
網
を
狭
め
、
持
筒
組
・
鉄
炮
方
は
空
炮
を
鳴
ら
し
て
鹿
を
追
い
出
し
た
。

『
御
狩
日
記
』
二
に
よ
る
と
、
七
手
に
分
け
ら
れ
た
百
姓
勢
子
の
う
ち
、
一
之

手
を
除
い
た
他
の
六
手
に
は
鉄
炮
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
持
筒
組
・
鉄
炮
方
同

様
空
炮
で
は
あ
ろ
う
が
、
鹿
を
追
い
詰
め
る
際
に
使
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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者

御
馬
屋
之
者
」
と
あ
り
（『
御
狩
日
記
』
二
）、
吉
宗
の
周
り
を
固
め
る
御
前
騎

馬
の
面
々
の
口
附
も
、
本
来
で
あ
れ
ば
御
前
騎
馬
を
勤
め
る
者
そ
れ
ぞ
れ
が
召

し
抱
え
て
い
る
家
臣
が
勤
め
る
べ
き
と
こ
ろ
、
馬
方
の
者
が
そ
れ
に
替
わ
っ
て

い
る
。

　

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
臣
は
鹿
狩
の
間
、
何
を
し
て
い
る
の
か
。
左
の
史
料

は
鹿
狩
の
四
日
前
、
三
月
二
十
三
日
に
小
納
戸
菅
沼
定
虎
か
ら
鹿
狩
に
赴
く
小

姓
・
小
納
戸
に
対
し
て
出
さ
れ
た
廻
状
の
一
節
で
あ
る
（『
御
狩
日
記
』
二
）。

一
、
杢
進
陣
屋
の
手
前
木
戸
前
ニ
而

、
奥
向
御
供

0

0

0

0

・
惣
騎
馬
之
衆
家
人

0

0

0

0

0

0

0

、
御

徒
目
付
壱
人
罷
出
留
候
間
、
残
置
レ

0

0

0

、
口
附
な
し
ニ

御
馬
上
可
有
之
候
、

木
戸
ゟ
先
之
方
ニ

御
厩
之
者
差
置
、
文
右
衛
門
方
の
乗
役

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ

申
付
口
附

0

0

0

0

さ
せ
候
間

0

0

0

0

、
請
取　

御
立
場

0

0

0

0

0

江

御
乗
通
り
可
有
之
候

0

0

0

0

0

0

0

0

　

鹿
狩
に
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
供
の
者
は
御
徒
目
付
の
管
理
下
に
置
か
れ
、

御
狩
場
へ
の
道
中
に
留
め
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
御

狩
場
で
働
く
の
は
直
臣
で
あ
る
幕
臣
か
、
現
地
で
動
員
さ
れ
た
百
姓
の
み
で

あ
り
、
陪
臣
、
す
な
わ
ち
各
旗
本
家
の
家
臣
は
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
狩
猟
に
お
け
る
旗
本
家
臣
排
除
の
傾
向
は
、
す
で
に
（
二
）
の

①
、
②
、
③
で
取
り
上
げ
た
享
保
七
年
三
月
十
八
日
の
追
鳥
狩
に
お
い
て
見
出

せ
る
。
同
日
の
追
鳥
狩
に
お
い
て
も
、
騎
馬
勢
子
を
勤
め
る
番
士
の
口
附
は
馬

追
懸
騎
馬
お
よ
び
駈
騎
馬
を
勤
め
る
番
士
の
面
々
は
、
鹿
狩
の
当
日
、
現
地
の

代
官
小
宮
山
杢
之
進
昌
世
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
名
ず
つ
口
附
百
姓
が
回
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
た
。
鹿
狩
の
前
に
両
番
頭
か
ら
出
さ
れ
た
請
書
に

一
、
御
成
御
当
日
、
御
代
官
小
宮
山
杢（
之
欠
）進

ゟ
為
口
附
百
姓
壱
人
宛
渡
候
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

外
之
供

0

0

0

者

不
召
連

0

0

0

、
御
場
へ
明
ケ
五
時
ニ

相
集
り
、　

御
成
之
節
馬
者

銘
々
之
後
ニ

口
附
百
姓

0

0

0

0

ニ

扣
さ
せ
立
置

  

御
目
見
有
之
、
御
立
場
江

被
為　

成
候
節
可
致
差
図
候
間
、
致
馬
上
、

御
番
二
行
ニ

立
な
ら
へ
、
御
鹿
狩
之
御
場
人
数
立
所
江

可
罷
越
事

と
あ
る
通
り
で
あ
る
（『
御
狩
日
記
』
二
）。
江
戸
時
代
の
軍
制
に
お
い
て
は
、

旗
本
は
そ
れ
ぞ
れ
が
召
し
抱
え
て
い
る
供
の
者
（
家
臣
）
を
引
き
連
れ
る
の
が

定
法
で
あ
る
。
戦
地
に
召
し
連
れ
る
供
の
者
の
人
数
は
軍
役
の
規
定
に
よ
り
、

石
高
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
小
性
組
の
場
合
、
一
組
に
つ
き
番
士

の
定
員
は
五
十
名
で
あ
る
が
、
番
士
に
は
家
臣
が
扈
従
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ

ら
を
含
め
た
も
の
が
小
性
組
の
一
組
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
の
条
文
に
即
し

て
い
う
な
ら
ば
、
追
懸
騎
馬
を
勤
め
る
旗
本
の
槍
は
旗
本
の
家
臣
が
持
つ
と
い

う
の
が
本
来
の
形
で
あ
り
、
現
地
で
徴
用
さ
れ
た
百
姓
が
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、

江
戸
時
代
の
軍
制
に
お
い
て
は
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
追
懸

騎
馬
や
駈
騎
馬
と
い
っ
た
騎
馬
勢
子
を
勤
め
る
者
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
鹿

狩
以
前
に
小
姓
や
小
納
戸
な
ど
に
遣
わ
さ
れ
た
書
付
に
は
「
御
前
騎
馬
之
口
附
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④
鹿
狩
の
終
局

　

さ
て
、
百
姓
勢
子
、
持
筒
組
・
鉄
炮
方
に
よ
る
空
炮
、
追
懸
騎
馬
に
次
い
で

駈
騎
馬
も
動
き
出
す
。
鹿
が
集
ま
り
出
し
た
の
を
見
計
ら
い
、
御
立
場
で
白
布

が
振
ら
れ
た
。
こ
れ
は
駈
騎
馬
へ
の
合
図
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
駈
騎
馬
は
書

院
番
・
小
性
組
そ
れ
ぞ
れ
三
組
で
構
成
さ
れ
、
あ
ら
か
じ
め
一
之
手
・
二
之

手
・
三
之
手
と
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。
白
布
の
合
図
と
と
も
に
ま
ず
は
左
右
一

之
手
の
駈
騎
馬
、
次
に
二
之
手
の
駈
騎
馬
、
さ
ら
に
は
三
之
手
の
駈
騎
馬
が
代

わ
る
代
わ
る
馬
を
走
ら
せ
て
鹿
を
追
い
込
ん
で
い
っ
た
。
勢
子
に
よ
る
追
い
込

み
の
中
、
鹿
が
「
五
百
三
百
打
群
〳
〵
」
て
出
て
き
た
。
こ
れ
を
見
た
吉
宗
は

駈
騎
馬
左
右
六
手
す
べ
て
が
動
く
よ
う
に
指
示
を
出
し
た
。
鹿
狩
の
前
に
両
番

頭
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
書
に

一
、一
番
之
組
合
不
残
乗
出
シ
候
者

、
二
番
之
組
合
騎
馬
立
可
申
候
、
三
番

之
組
合
、
二
番
之
次
へ
順
繰
ニ

立
可
申
候
事
、
左
右
共
ニ

同
断

一
、一
番
之
組
合
乗
戻
し
候
節
者

三
番
之
騎
馬
相
立
候
場
江

乗
戻
し
可
申
候

右
之
通
二
番
・
三
番
茂

順
く
り
ニ

可
致
候
事

と
あ
る
通
り
（『
御
狩
日
記
』
二
）、
当
初
の
予
定
で
は
一
之
手
か
ら
三
之
手
ま

で
が
順
繰
り
に
動
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
同
条
に
は
『
御
狩
日
記
』
作
成

時
に
付
加
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
注
釈
が
あ
り
、「
御
当
日
に
至
り
て
御
定
之
通

一
両
度
相
勤
候
処
、
鹿
殊
之
外
多
く
出
来
り
候
ニ

付
、
依　

御
下
知
六
組
共
ニ

打

方
の
者
が
勤
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
供
の
者
は
現
地
の
百
姓
家
に
留
め
置
か
れ
て
い

る
（「
下
々
ハ
侍
共
ニ

□
（
虫
損
）百

性
屋
江

入
置
申
候
筈
候
」、『
御
小
性
組
方
例
書
私
録
』「
弓

馬
并
水
稽
古
之
事
」）。
お
そ
ら
く
は
騎
馬
勢
子
の
登
場
と
と
も
に
口
附
を
は
じ

め
と
す
る
馬
廻
り
の
問
題
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
管
見
の
限
り
、

吉
宗
期
以
前
に
実
施
さ
れ
た
鹿
狩
に
あ
っ
て
家
臣
団
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い（

48
）。

す
な
わ
ち
、
吉
宗
の
狩
猟
に
お
け
る
家
臣
団
排
除
と
は
、
旧
時
代
と
の
比
較
に

お
い
て
も
、
軍
制
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
一
つ
の
画
期
な
の
で
あ
る
。
追
鳥

狩
な
ど
に
比
し
て
よ
り
軍
事
的
色
彩
の
強
い
鹿
狩
に
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
事

例
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
種
の
軍
事
改
革
が
実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
旗
本
家
臣
排
除
に
つ
い
て
は
、
後
世
の
幕
末
軍
事
改
革
と
の
関
係

も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
幕
末
の
軍
制
改
革
に
お
い
て
、
五

番
方
を
は
じ
め
と
す
る
従
来
の
軍
事
組
織
は
解
体
さ
れ
、
幕
臣
そ
れ
ぞ
れ
が
召

し
抱
え
て
い
る
家
臣
は
、
幕
府
に
よ
っ
て
直
接
の
管
理
下
に
置
か
れ
、
独
立
し

た
部
隊
と
し
て
編
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

49
）。

従
来
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、
こ

れ
を
西
洋
式
の
戦
術
に
基
づ
い
た
軍
制
改
革
の
結
果
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
直
臣
（
幕
臣
）
と
陪
臣
（
旗
本
家
の
家
臣
）
を
切
り
離
す
と
い
う

試
み
は
す
で
に
享
保
期
の
軍
事
調
練
＝
狩
猟
に
あ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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な
が
ら
、
勢
子
の
活
躍
に
よ
り
鹿
は
着
実
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
吉
宗

は
当
初
供
廻
と
と
も
に
馬
上
で
勢
子
の
指
揮
を
と
っ
て
い
た
が
、
興
に
乗
っ
た

の
で
あ
ろ
う
、
自
ら
も
槍
を
取
り
、
鹿
を
次
々
と
突
き
留
め
て
い
っ
た
と
い
う（

52
）。

　

こ
う
し
て
享
保
十
年
の
鹿
狩
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』

同
日
の
条
に
よ
る
と
、
同
日
の
鹿
狩
で
得
ら
れ
た
獲
物
は
猪
が
三
頭
、
鹿
が

八
百
頭
、
狼
が
一
頭
、
雉
子
が
十
羽
で
あ
っ
た
。
翌
年
の
鹿
狩
に
備
え
た
実
験

的
な
も
の
で
あ
り
（「
御
試
」）、
騎
馬
勢
子
に
つ
い
て
も
若
干
の
未
熟
さ
が
見

ら
れ
た
と
は
い
え
、
吉
宗
期
に
あ
っ
て
は
か
つ
て
な
い
規
模
の
狩
猟
で
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
二
）
享
保
十
一
年
三
月
二
十
四
日
の
小
金
原
鹿
狩

　

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
三
月
二
十
四
日
、
再
び
小
金
原
で
鹿
狩
が
実
施

さ
れ
た
。『
松
戸
市
史
』
に
よ
れ
ば
同
日
の
鹿
狩
に
動
員
さ
れ
た
百
姓
勢
子
は

四
八
三
箇
村
よ
り
一
万
七
〇
八
六
人（

53
）。

享
保
十
年
の
鹿
狩
を
上
回
る
百
姓
勢
子

が
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
大
き
く
異
な
る
の
は
幕
臣
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
勢
子
の
配
置
で
あ
る
。

　

図
2
は
『
大
狩
盛
典
』
所
収
の
絵
図
『
享
保
乙
巳
小
金
原
御
場
絵
図
』
か
ら

作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
1
の
元
に
な
っ
た
『
享
保
小
金
中
野
牧
御
鹿
狩
御

場
之
図
』
と
同
じ
く
、
こ
の
絵
図
も
干
支
が
間
違
っ
て
い
る
。
勢
子
の
配
置
そ

の
他
か
ら
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
の
絵
図
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

　

当
日
の
勢
子
配
置
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
御
立
場
（
図
2
の
1
）
か
ら
左
手

込
ニ

鹿
突
留
申
候
也
」
と
あ
る
。
左
右
六
手
す
べ
て
に
よ
る
追
い
込
み
は
状
況

に
応
じ
た
臨
時
の
指
示
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
吉
宗
か
ら
の
指
示
に
従
い
、
左
右
六
手
は
同
時
に
動
き
、
入
り

乱
れ
て
鹿
を
追
い
詰
め
、
あ
る
い
は
突
き
留
め
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、『
御
狩

日
記
』
一
に
「
馬
上
よ
り
鑓
付
る
も
あ
り
、
多
ハ
お
り
立
て
鑓
付
候
」
と
あ
る

通
り
、
駈
騎
馬
を
勤
め
た
番
士
の
多
く
は
馬
よ
り
下
り
て
鹿
を
突
き
留
め
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
吉
宗
か
ら
の
臨
時
の
下
知
を
受
け
て
駈
騎
馬
が
動
く
一
方
で
、

鹿
を
追
い
詰
め
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
た
追
懸
騎
馬
も
、
鹿
の
疲
れ
を
見
計
ら

い
、
口
附
の
百
姓
か
ら
槍
を
受
け
取
り
、
鹿
を
突
き
留
め
た
。
駈
騎
馬
を
勤
め

る
番
士
が
下
馬
し
て
槍
を
使
っ
た
の
に
対
し
て
、
追
懸
騎
馬
の
面
々
は
騎
乗
し

た
ま
ま
鹿
を
突
き
留
め
て
い
る
。「
兼
而

の　

御
下
知
」
と
あ
る
通
り
、
こ
れ
は

吉
宗
か
ら
の
事
前
の
指
示
で
あ
っ
た（

50
）。

前
述
の
通
り
、
追
懸
騎
馬
の
志
願
者
は

「
御
鹿
狩
御
用
頭
取
」
で
あ
る
小
納
戸
四
名
に
よ
っ
て
選
抜
を
受
け
た
。
こ
の

際
選
抜
の
基
準
と
な
っ
た
の
は
馬
術
の
技
量
と
「
馬
上
之
鑓
之
体
」
で
あ
っ
た

（「
彼
地
に
お
ゐ
て
駆
二
篇
宛
并
ニ

馬
上
之
鑓
之
体（

51
）」）。

こ
の
選
抜
基
準
が
小
納
戸

四
名
に
よ
る
独
断
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
吉
宗
の
意
を
受
け
て
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
吉
宗
は
騎
馬
勢
子
が
騎
乗
し
た
ま
ま
槍
を
使
う
、
す

な
わ
ち
馬
上
槍
を
望
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
追
懸
騎
馬
は

と
も
か
く
と
し
て
駈
騎
馬
の
多
く
が
下
馬
し
て
槍
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
を
鑑

み
る
な
ら
ば
、
番
士
全
体
と
し
て
は
吉
宗
の
想
定
す
る
騎
馬
勢
子
の
水
準
に
は

達
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
若
干
の
問
題
点
は
あ
り
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　　凡例　
1：御立場
2：網（「御立場角ヨリ御網四百五十間」）
3：網（「御網四拾間」）
4：網（「御網四拾間」）
5： 三番方歩行勢子一之手、大番屯所。御立場に近い方から、山名因幡守組、植村土佐守組、三浦肥後守組、小

堀備中守組、森川下総守組、山口伊豆守組
6： 三番方歩行勢子二之手、書院番屯所。御立場に近い方から、仁木周防守組、石川丹後守組、曽我周防守組、

藤堂和泉守組、酒井豊前守組、牧野播磨守組。なお、曽我・藤堂・酒井・牧野四組は西丸書院番である
7：三番方歩行勢子三之手、小性組屯所。御立場に近い方から、渋谷隠岐守組、金田周防守組、水谷出羽守組
8：立切勢子（新番）。御立場に近い方から、土屋頼母組、水野源右衛門組、三枝左兵衛組
9：立切勢子（小十人組）。御立場に近い方から、渡邊左門組、瀬名伝右衛門組、曽我七兵衞組、池田数馬組
10： 立切勢子（徒組）。御立場に近い方から、川勝主税組、佐々又四郎組、石河庄九郎組、松前主馬組、向井兵

庫頭組、藤掛伊織組、小笠原頼母組
11：小性組駈騎馬、一之手。大久保彦兵衛組
12：小性組駈騎馬、二之手。阿部出雲守組
13：小性組駈騎馬、三之手。松平伊勢守組
14：書院番駈騎馬、一之手。酒井日向守組
15：書院番駈騎馬、二之手。杉浦伊豆守組
16：書院番駈騎馬、三之手。酒井紀伊守組
17： 御向勢子。図 2 左より、久貝忠右衛門組（百人組）、船越五郎右衛門組（百人組）、松田善右衛門組（持筒組）、

小野次郎右衛門組（持弓組）、山川安左衛門組（先手鉄炮組）、逸見源兵衛組（先手弓組）、窪田勘右衛門組（先
手弓組）、仙波七郎左衛門組（先手鉄炮組）、大井新右衛門組（先手鉄炮組）、戸川五左衛門組（先手弓組）、
梶四郎兵衛組（先手鉄炮組）、細井佐次右衛門組（先手鉄炮組）、田村主馬組（先手鉄炮組）、牧野八太夫組（先
手鉄炮組）、朝倉甚十郎組（先手弓組）、佐々木五郎右衛門組（先手鉄炮組）

18：追懸騎馬
19：三番方歩行勢子が屯所から出て一列に並ぶ

図 2　享保 11年の小金原鹿狩
出典：『享保乙巳小金原御場絵図』（『大狩盛典』所収）より作成した。
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①
鹿
狩
の
開
始

　

享
保
十
一
年
三
月
二
十
七
日
巳
刻
（
午
前
八
時
頃
）
に
小
金
原
に
到
着
し
た

吉
宗
は
、
早
速
巡
見
や
御
目
見
を
済
ま
せ
、
鹿
狩
の
開
始
を
命
じ
た
。
合
図
は

三
月
二
十
四
日
に
若
年
寄
大
久
保
常
春
が
指
示
し
た
通
り
（『
柳
営
日
次
記
』
三

月
二
十
四
日
の
条
）、「
玉
な
し
五
十
目
ツ（
筒
）ヽ

二
放
之
打
、
其
次
五
放
し
つ
る
べ

打
」、
す
な
わ
ち
五
十
目
筒
の
空
炮
が
二
発
、
さ
ら
に
空
炮
五
発
の
釣
瓶
打
ち

で
あ
る
。
こ
の
合
図
鉄
炮
を
打
っ
た
の
は
御
立
場
に
あ
る
鉄
炮
方
で
あ
る
。
鉄

炮
方
は
御
立
場
に
あ
っ
て
合
図
鉄
炮
の
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
前
述
の
持
弓

組
・
先
手
弓
組
に
五
名
ず
つ
（
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
お
そ
ら
く
は
同
心
で
あ
ろ

う
）
配
備
さ
れ
、
同
組
が
鉄
炮
（
空
炮
）
を
打
つ
際
に
そ
の
役
割
を
代
行
し
た
。

こ
の
ほ
か
の
与
力
・
同
心
は
勢
子
を
勤
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
（「
御
持
・

御
先
手
之
弓
組
之
五
人
宛
差
加
り
玉
不
込
鉄
炮
打
セ
、
残
り
之
者
ハ
勢
子
相
勤
ム
」、

『
御
遊
猟
細
記
』
三
）、
ど
こ
に
配
備
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

三
月
二
十
四
日
の
大
久
保
常
春
の
指
示
に
よ
れ
ば
、
御
立
場
か
ら
の
「
惣

始
」
の
合
図
に
対
し
、「
惣
勢
子
」
は
空
炮
を
打
ち
、
声
を
上
げ
、「
一
之
踏

留
」
ま
で
進
む
と
あ
る
（「
此
節
惣
勢
子
玉
な
し
鉄
炮
放
し
、
勢
子
声
ニ
而
答
、
一
之

踏
留
メ
前
」）。
こ
の
「
惣
勢
子
」
と
は
何
を
指
す
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、『
有

徳
院
殿
御
実
紀
』
三
月
二
十
七
日
の
条
に
は
「
兼
て
の
定
の
ご
と
く
。
鉄
砲
方

惣
手
始
の
相
図
と
て
。
砲
う
つ
こ
と
二
た
び
す
れ
ば
。
こ
れ
に
し
た
が
ひ
百
人
0

0

持
筒
先
手
組

0

0

0

0

0

に
て
。
毎
隊
五
挺
づ
ゝ
は
な
ち
。
と
き
の
こ
ゑ
を
あ
ぐ
」
と
あ
り
、

御
立
場
か
ら
の
合
図
に
対
し
て
百
人
組
・
持
筒
・
先
手
組
が
応
え
た
と
あ
る
。

に
は
四
五
〇
間
（
八
一
〇
メ
ー
ト
ル
）
の
網
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
（
図
2
の

2
～
4
）。
こ
の
点
は
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
外

側
に
は
大
番
・
書
院
番
・
小
性
組
が
歩
行
勢
子
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
（
図

2
の
5
～
7
）。
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
は
御
立
場
の
右
に
張
ら

れ
た
網
が
な
く
、
徒
組
・
小
十
人
組
・
新
番
が
並
ん
で
い
る
（
図
2
の
8
～
10
）。

一
之
手
・
二
之
手
・
三
之
手
の
並
び
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
両
番
の
駈
騎

馬
の
位
置
は
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
と
同
様
の
位
置
で
あ
る
（
図
2
の
11
～

16
）。
駈
騎
馬
六
手
の
先
に
百
人
組
・
持
組
（
持
弓
組
・
持
筒
組
）、
先
手
組
（
先

手
弓
組
・
先
手
鉄
炮
組
）
と
い
っ
た
足
軽
弓
・
鉄
炮
部
隊
が
並
ん
で
い
る
（
図
2

の
17
）。
追
懸
騎
馬
は
、
絵
図
で
は
両
番
の
駈
騎
馬
の
後
方
に
二
隊
が
描
か
れ

て
い
る
が
（
図
2
の
18
）、
後
述
す
る
通
り
追
懸
騎
馬
は
五
隊
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
の
で
、
絵
図
の
作
成
段
階
で
追
懸
騎
馬
の
配
置
は
略
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
絵
図
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
御
立
場
付
近
に
は

騎
射
衆
十
二
名
を
含
ん
だ
吉
宗
の
御
供
が
控
え
て
い
る
。
享
保
十
年
の
鹿
狩
同

様
、
御
立
場
前
の
松
の
内
で
騎
射
を
披
露
し
た
。
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
図
2

で
は
略
し
た
が
（
絵
図
に
は
描
か
れ
て
い
る
）、
幕
臣
に
よ
る
勢
子
の
周
り
を
百

姓
勢
子
が
囲
ん
で
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
子
の
運
用
に
つ
い
て
、『
柳

営
日
次
記
』
と
『
御
遊
猟
細
記
』（
作
成
者
・
作
成
時
期
不
明
、
国
立
公
文
書
館

所
蔵
）
の
記
述
を
中
心
に
論
じ
て
い
く
。
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徳川吉宗の小金原鹿狩

　

右
は
『
柳
営
日
次
記
』
享
保
十
一
年
三
月
二
十
七
日
の
条
に
記
さ
れ
て
い
る

当
日
の
新
番
に
対
す
る
指
示
で
あ
る
。
新
番
頭
が
吉
宗
に
御
目
見
し
て
い
る
間

に
新
番
組
頭
・
新
番
番
士
は
担
当
の
場
所
に
移
動
す
る
。
番
頭
・
組
頭
は
騎
乗

し
な
い
も
の
の
馬
を
近
く
に
引
き
付
け
て
お
く
。
番
士
は
歩
行
立
ち
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
竹
柄
の
槍
を
持
ち
、「
参
懸
り
候
鹿
」
を
突
き
留
め
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
享
保
十
年
の
騎
馬
勢
子
の
よ
う
に
、
鹿
の
い
る
場
所
に
移

動
し
て
鹿
を
突
き
留
め
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
自
分
た
ち
の
担
当
場
所
に

逃
れ
て
き
た
鹿
を
突
く
と
い
う
姿
勢
で
あ
り
、
合
図
に
よ
る
立
ち
位
置
の
移
動
、

獲
物
を
追
い
込
む
た
め
の
指
示
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
文
中
に
あ
る
「
羽
織
」

に
つ
い
て
は
騎
馬
勢
子
の
項
（
④
）
で
説
明
す
る
。

　

新
番
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
指
示
は
小
十
人
組
・
徒
組
に
も
共
通
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
柳
営
日
次
記
』
同
日
の
条
に
は
小
十
人
組
に
つ
い

て
「
右
（
新
番
）同
断
、
但
、
頭
ハ
麾
指
、
馬
引
付
、
歩
行
立
ニ
而

罷
在
、
組
中
ハ
常
の
御

供
の
時
の
羽
織
着
致
し
候
、
何
も
歩
行
ニ
而

、
竹
柄
の
鑓
持
候
事
」、
徒
組
に
つ

い
て
は
「
頭
ハ
麾
指
、
馬
引
付
、
歩
立
ニ
而

罷
在
、
御
徒
常
の
役
羽
織
着
し
、
竹

鑓
持
候
事
」
と
あ
る
。
い
さ
さ
か
曖
昧
な
文
章
で
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も

獲
物
を
追
う
よ
う
に
と
の
指
示
は
出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
旗
本
・
御
家
人
と
い
う
格
の
差
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
小
十
人
組
が

使
用
す
る
槍
が
竹
柄
の
槍
、
徒
組
の
使
用
す
る
槍
が
竹
槍
と
い
う
違
い
は
あ
る

も
の
の
、
担
当
の
場
所
に
お
け
る
運
用
に
差
は
見
ら
れ
な
い
。
以
上
の
分
析
に

よ
り
、
立
切
勢
子
は
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
け
る
御
立
場
右
手
の
網
の

百
人
組
・
持
組
・
先
手
組
を
「
惣
勢
子
」
と
す
る
に
は
違
和
感
が
あ
る
も
の
の
、

後
述
す
る
通
り
、
御
立
場
か
ら
の
「
惣
始
」
の
合
図
に
対
す
る
百
人
組
・
持

組
・
先
手
組
の
行
動
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の

「
惣
勢
子
」
に
つ
い
て
は
百
人
組
・
持
組
・
先
手
組
と
い
う
意
味
と
し
て
捉
え

て
お
く
。

②
立
切
勢
子
（
新
番
・
小
十
人
組
・
徒
組
）

　

享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
い
て
は
御
立
場
右
手
に
は
三
百
間
（
五
四
〇

メ
ー
ト
ル
）
の
網
が
張
ら
れ
て
い
た
が
、
同
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て

は
網
は
張
ら
れ
ず
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
新
番
三
組
、
小
十
人
組
四
組
、
徒
組

七
組
が
配
備
さ
れ
た
。
諸
組
は
御
立
場
右
か
ら
若
干
曲
が
り
つ
つ
横
一
文
字
に

展
開
し
て
い
る
（
図
2
の
8
～
10
）。
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
三
月
五
日
の
小

金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
は
こ
れ
ら
を
立
切
勢
子
と
称
し
た
。
よ
っ
て
、
本
論
で
も

以
後
こ
の
呼
称
を
使
用
す
る
が
、
そ
れ
で
は
立
切
勢
子
と
は
ど
う
い
う
も
の
で

あ
る
の
か
。

右（
新
番
頭
）

頭
ハ
西
の
木
戸
ニ
而

致　

御
目
見
、
組
頭
・
組
中
御
成
前
請
取
之
場
江

罷
越
、

組
頭
・
組
中
共
ニ

歩
行
立
、
頭
・
組
頭
ハ
馬
引
付
置
、
何
も
竹
柄
の
鑓
を
持
、

参
懸
り
候
鹿
突
留
候
事
、
頭
・
組
頭
ハ
勝
手
次
第
の
羽
織
着
し
、
頭
ハ
麾

指
、
一
組
切
の
吹
貫
之
通
羽
織
ニ

写
、
着
致
申
事
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小
十
人
組
に
つ
い
て
は
立
切
勢
子
を
勤
め
る
ほ
か
、
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
同

様
、
弓
御
用
が
命
じ
ら
れ
、
十
七
名
の
小
十
人
組
番
士
が
そ
の
役
に
あ
た
り
、

吉
宗
の
狩
場
巡
見
の
供
行
列
に
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
十
七
名
は
鹿
狩
の
最

中
は
『
柳
営
日
次
記
』
に
「
右
初
の
間
ハ
並
之
立
場
ニ

鹿
鑓
を
持
罷
在
、
弓
被　

仰
付
候
節
、
頭
一
人
差
添
弓
相
勤
候
事
」
と
あ
る
通
り
、
吉
宗
か
ら
の
指
示
が

あ
る
ま
で
は
他
の
小
十
人
組
番
士
と
同
じ
く
立
切
勢
子
を
勤
め
た
が
、
吉
宗
か

ら
弓
御
用
を
命
じ
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る（

54
）。

③
御
向
勢
子
（
百
人
組
・
持
組
・
先
手
組
）

　

御
立
場
か
ら
南
に
三
二
〇
間
（
五
七
六
メ
ー
ト
ル
）
を
隔
て
た
向
こ
う
に
は

百
人
組
二
組
・
持
組
二
組
（
持
筒
組
一
組
・
持
弓
組
一
組
）・
先
手
組
十
二
組

（
先
手
鉄
炮
組
八
組
・
先
手
弓
組
四
組
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
（
図
2
の
17
）。
こ

れ
ら
の
組
は
御
家
人
層
で
編
成
さ
れ
、
江
戸
城
内
の
警
衛
や
将
軍
の
警
固
な
ど

を
主
な
任
務
と
し
て
い
る
。
戦
時
に
お
い
て
は
足
軽
鉄
炮
部
隊
・
足
軽
弓
部
隊

と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
特
に
先
手
組
は
先
陣
を
勤
め
る
こ
と
か
ら
、
組
を
率

い
る
先
手
頭
に
は
武
勇
の
旗
本
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。

　

寛
政
期
に
あ
っ
て
は
、
百
人
組
・
持
組
・
先
手
組
が
勤
め
た
勢
子
を
「
御
向

勢
子
」
と
称
し
て
い
る
。
将
軍
座
所
で
あ
る
御
立
場
に
向
か
っ
て
正
面
に
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
論
も
こ
の
呼
称
を
使
う
こ

と
と
す
る
。

　

御
向
勢
子
の
役
目
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。『
柳
営
日
次
記
』
三

役
割
を
担
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
獲
物
が
近
づ
い
た
際
に
は
槍
を
使
う
が
、

横
列
を
崩
し
て
ま
で
鹿
を
追
う
わ
け
で
は
な
い
。
横
列
を
保
っ
た
ま
ま
「
立
ち

切
る
」
わ
け
で
あ
る
。

　

な
お
、
絵
図
に
は
徒
組
と
小
十
人
組
と
の
間
に
「
御
鷹
匠
」
と
の
記
述
が
あ

る
。『
柳
営
日
次
記
』
同
日
の
条
に
は
小
金
原
鹿
狩
に
赴
い
た
鷹
匠
頭
と
し
て

小
栗
長
右
衛
門
正
等
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
配
下
の
同
心
の
働
き

に
つ
い
て
は
「
御
鷹
匠
同
心
、
右
新
御
番
と
同
断
、
但
同
心
ハ
御
網
の
外
両
脇

ニ

丗
人
、
其
外
御
手
明
之
者
御
立
場
辺
ニ

罷
在
候
、
御
鷹
匠
ハ
竹
柄
の
鑓
、
同
心

ハ
竹
杖
持
候
」
と
あ
り
、
役
目
と
し
て
は
立
切
勢
子
で
あ
る
も
の
の
、
新
番
・

小
十
人
組
・
徒
組
に
よ
る
横
列
に
加
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
詳
細
は
不
明
で

あ
る
が
竹
杖
を
持
っ
て
御
立
場
左
手
に
張
ら
れ
た
網
の
外
の
両
脇
や
御
立
場
付

近
に
配
置
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
く
吹
上
御
庭
を
管
理
す
る
吹
上
奉
行
配

下
の
吹
上
御
庭
方
も
鷹
匠
方
の
同
心
同
様
、
御
立
場
左
手
の
網
の
外
の
両
脇
や

御
立
場
付
近
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
は
新
番
番
士
は
追
懸
勢
子
を
勤

め
て
い
る
が
、
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
は
騎
馬
勢
子
を
勤
め
て
い
な

い
。
そ
も
そ
も
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
い
て
新
番
は
元
々
吉
宗
の
御
供
を
す

る
と
い
う
役
目
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
急
遽
追
懸
騎
馬
と
し
て
編
成
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
十
年
の
鹿
狩
が
十
一
年
の
鹿
狩
の
「
御
試
」
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
る

こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
新
番
番
士
を
騎
馬
勢
子
と
し
て
使
う
と
い
う
構
想
は
吉
宗

の
中
に
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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な
お
、
戦
時
に
あ
っ
て
は
鉄
炮
部
隊
・
弓
部
隊
と
し
て
行
動
す
る
百
人
組
・

持
組
・
先
手
組
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
鉄
炮
が
使
用
さ
れ
る
の
は
動
く
際
の

合
図
の
み
で
あ
り
（
し
か
も
空
炮
で
あ
る
）、
鹿
を
追
う
に
際
し
て
は
竹
杖
を
使

用
す
る
と
い
う
点
は
少
し
腑
に
落
ち
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
御
向
勢
子
の
周

り
を
追
懸
騎
馬
が
走
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
無
用
の
事
故
を
避
け

た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

④
追
懸
騎
馬
・
駈
騎
馬
（
書
院
番
・
小
性
組
・
大
番
）

　

新
番
・
小
十
人
組
・
徒
組
に
よ
る
立
切
勢
子
や
百
人
組
・
持
組
・
先
手
組
に

よ
る
御
向
勢
子
が
、
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
い
て
初
め
て
設
置
さ
れ

た
の
に
対
し
、
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
か
ら
引
き
続
き
設
置
さ
れ
て
い
る
の

が
追
懸
騎
馬
（
図
2
の
18
）・
駈
騎
馬
（
図
2
の
11
～
16
）
で
あ
る
が
、
そ
の
運

用
方
法
に
変
化
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
度
々
取
り
上
げ
て
い
る
三
月
二
十
四
日

の
大
久
保
常
春
か
ら
の
指
示
を
見
る
と
、
他
の
勢
子
に
つ
い
て
は
諸
々
の
言
及

が
あ
る
も
の
の
、
追
懸
騎
馬
・
駈
騎
馬
に
つ
い
て
は
編
成
上
の
文
言
の
み
で
あ

り
、
そ
の
運
用
方
法
に
関
す
る
文
言
は
な
い
。
ま
た
、『
御
遊
猟
細
記
』
に
も

そ
の
よ
う
な
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
追
懸
騎
馬
・
駈
騎
馬
と
も
に
、

享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
と
同
様
の
働
き
を
求
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、（
一
）
の
③
で
取
り
上
げ
た
口
附
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
前
年
の
小
金

原
鹿
狩
同
様
、
騎
馬
勢
子
の
口
附
を
勤
め
た
の
は
現
地
の
百
姓
で
あ
り
、
騎
馬

勢
子
の
面
々
が
召
し
抱
え
て
い
る
家
人
で
は
な
い
（「
騎
馬
勢
子
之
面
々
口
附
、

月
二
十
四
日
の
条
に
あ
る
大
久
保
常
春
か
ら
の
指
示
に
は
「
一
、百
人
組
・
御

持
・
御
先
手
持
前
へ
寄
候

打
勢
子
声

相
図
白
吹
貫
鉄
炮
つ
る
べ　

右
者

何
扁
も
右
同
断
」
と
あ
り
、

『
御
遊
猟
細
記
』
一
に
は
「
百
人
組
・
御
持
・
御
先
手
持
所
へ
寄
り
候
者

、
相
図

白
吹
貫
、
答
鉄
炮
つ
る
へ
打
・
勢
子
声
、
右
ハ
何
れ
も
何
篇
も
同
断
」
と
あ
る

が
、
い
さ
さ
か
意
味
が
取
り
づ
ら
い
。
そ
こ
で
、『
大
狩
盛
典
』
に
所
収
さ
れ

て
い
る
先
手
組
の
記
録
を
元
に
当
日
の
御
向
勢
子
の
働
き
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

同
書
に
よ
れ
ば
、
鹿
狩
の
始
ま
る
前
、
御
向
勢
子
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た

「
一
之
印
」
の
地
点
で
立
ち
並
び
、「
惣
始
」
の
合
図
を
待
っ
て
い
る
。「
惣
始
」

の
合
図
が
聞
こ
え
る
と
、
百
人
組
二
組
、
持
筒
組
松
田
善
右
衛
門
組
・
持
弓
組

小
野
次
郎
右
衛
門
組
、
先
手
鉄
砲
組
山
川
安
左
衛
門
組
・
先
手
弓
組
逸
見
源
兵

衛
組
・
先
手
鉄
砲
組
佐
々
木
五
郎
右
衛
門
組
の
順
に
発
砲
す
る
（『
柳
営
日
次

記
』
に
「
一
組
よ
り
五
人
宛
玉
不
込
鉄
炮
打
候
事
」
と
あ
る
通
り
、
五
発
ず
つ
の
空

炮
で
あ
る
）。
発
砲
し
た
後
、
勢
子
の
面
々
は
声
を
上
げ
、「
弐
番
杭
」
に
詰
め

寄
せ
る
。
そ
の
後
御
立
場
よ
り
吹
貫
（
白
吹
貫
）
の
合
図
が
あ
れ
ば
、
再
び
百

人
組
か
ら
順
に
空
炮
を
鳴
ら
し
、
声
を
上
げ
て
「
三
之
杭
」
ま
で
詰
め
寄
せ
て

立
ち
並
ぶ
。
鹿
が
来
た
場
合
に
は
与
力
・
同
心
が
竹
杖
を
使
っ
て
御
立
場
の
方

に
鹿
を
追
い
返
す（

55
）。

　

御
向
勢
子
の
動
き
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
、『
御
遊
猟
細
記
』
に
あ
る
「
右

ハ
何
れ
も
何
篇
も
同
断
」（『
柳
営
日
次
記
』
に
あ
っ
て
は
「
右
者
何
扁
も
右
同
断
」）

と
の
文
言
を
鑑
み
れ
ば
、
前
進
の
み
で
は
な
く
後
退
、
再
前
進
を
含
ん
だ
指
示

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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懸
騎
馬
の
構
成
人
員
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
い
て
追
懸
騎
馬
・
駈
騎
馬
を
勤
め
た
顔
ぶ
れ

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
前
掲
表
1
・
2
の
通
り
で
あ
る
。
享
保

十
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
は
両
番
番
士
に
対
し
て
追
懸
騎
馬
の
志
願
者
が

募
ら
れ
、
二
度
の
選
抜
を
経
て
、
十
七
名
の
番
士
が
追
懸
騎
馬
と
し
て
鹿
狩
に

参
加
し
、
選
抜
か
ら
洩
れ
た
一
七
二
名
の
番
士
が
駈
騎
馬
と
し
て
鹿
狩
に
参
加

し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
追
懸
騎
馬
を
勤
め

た
の
は
、
書
院
番
番
士
が
十
名
、
小
性
組
番
士
が
十
五
名
、
二
丸
書
院
番
番
士

が
二
十
名
、
大
番
番
士
が
三
十
名
、
こ
れ
に
「
騎
馬
世
話
役
」（
追
懸
騎
馬
の
指

揮
を
す
る
追
懸
騎
馬
頭
取
と
同
義
で
あ
ろ
う
）
の
使
番
五
名
が
加
わ
っ
て
い
る

（『
御
遊
猟
細
記
』
二
）。
ほ
ぼ
す
べ
て
が
三
番
方
の
番
士
で
占
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
追
懸
騎
馬
を
勤
め
る
三
番
方
番
士
の
合
計
は
七
十
五
名
。

享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
け
る
追
懸
騎
馬
の
総
数
を
上
回
っ
て
い
る
。
享

保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
配
置
さ
れ
た
追
懸
騎
馬
が
何
手
に
分
け
ら
れ
た
の

か
、
書
院
番
・
小
性
組
・
二
丸
書
院
番
・
大
番
番
士
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に

割
り
振
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、「
騎

馬
世
話
役
」
の
使
番
一
名
に
つ
き
追
懸
騎
馬
を
一
手
率
い
る
と
す
れ
ば
、
番
士

十
五
名
程
度
で
構
成
さ
れ
て
い
る
五
手
の
追
懸
騎
馬
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
図
2
に
お
い
て
は
絵
図
の
記
載
に
従
っ
て
追
懸
騎
馬
は
二
手
し
か
載
せ

て
い
な
い
が
、
規
模
に
お
い
て
劣
る
前
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
け
る
追
懸
騎
馬

前
日
小
宮
山
杢
之
進
方
ゟ
相
渡
候
筈
候
間
、
一
組
切
ニ

口
附
請
取
、
罷
連
御
仁
之
名

御
書
出
可
被
成
候
」、『
柳
営
日
次
記
』
三
月
二
十
四
日
の
条
）。

　

三
月
二
十
四
日
の
大
久
保
常
春
の
指
示
に

一
、 

御
鹿
狩
当
候
勢
子
之
番
頭
・
組
中
共
ニ

、
供
廻
同
勢
者

面
々
請
取
之
小

屋
場
ニ

始
終
差
置
、
小
屋
場
ゟ
外
へ
不
罷
出
候
様
ニ

御
組
之
末
々
迄
急
度

可
被
仰
渡
候
、
尤
小
屋
場
前
後
ニ

御
徒
目
付
・
御
小
人
目
付
等
附
置
、

制
さ
せ
可
申
候
、
左
様
御
心
得
被
成
候

と
あ
る
通
り
（『
柳
営
日
次
記
』）、
騎
馬
勢
子
そ
の
他
、
小
金
原
鹿
狩
に
勢
子
と

し
て
赴
い
た
旗
本
の
面
々
が
引
き
連
れ
た
家
臣
は
、
す
べ
て
狩
場
の
外
に
設
け

ら
れ
た
「
小
屋
場
」
に
留
め
置
か
れ
、
鹿
狩
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
す
で

に
述
べ
た
通
り
、
狩
猟
（
勢
子
）
か
ら
旗
本
家
の
家
臣
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う

事
例
は
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
以
前
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
述

す
る
三
番
方
歩
行
勢
子
を
含
め
、
様
々
な
勢
子
が
配
置
さ
れ
た
軍
事
色
の
強
い

享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
か
ら
も
こ
う
し
た
傾
向
が
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と

は
決
し
て
軽
視
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

　

騎
馬
勢
子
に
つ
い
て
、
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
と
異
な
っ
て
い
る
点
と
し

て
は
、
第
一
に
駈
騎
馬
・
追
懸
騎
馬
を
構
成
す
る
人
員
、
第
二
に
羽
織
、
第
三

に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
三
番
方
歩
行
勢
子
と
の
関
係
、
以
上
の
三
点
が
挙
げ
ら

れ
る
。
三
番
方
歩
行
勢
子
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
ま
ず
駈
騎
馬
・
追
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羽
織
が
揃
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
勢
子
が
羽
織
を
着
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
同
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
二
の
（
二
）

で
取
り
上
げ
た
享
保
八
年
十
月
三
日
の
鷹
狩
で
す
で
に
見
ら
れ
る
。
無
論
、
享

保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。「
御
狩
日
記
」
五
に
は
同

年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
い
て
勢
子
の
面
々
が
着
し
た
羽
織
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
際
の
羽
織
は
伊
達
羽
織
、
す
な
わ
ち
装
飾
を
施
し
た
羽
織
で
あ
る
。
総
じ

て
、
各
組
の
番
士
は
同
じ
意
匠
の
羽
織
を
着
し
、
目
付
や
使
番
、
あ
る
い
は
番

頭
・
組
頭
な
ど
は
個
々
人
で
異
な
る
意
匠
の
羽
織
を
着
し
て
い
る
。
羽
織
の
着

用
に
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
明
示
し
た
史
料
は
管
見

の
限
り
見
当
た
ら
な
い
が
、「
ハ
レ
」
の
舞
台
を
演
出
す
る
と
い
う
目
的
の
ほ

か
、
勢
子
に
つ
い
て
視
覚
的
な
把
握
を
す
る
と
い
う
目
的
に
よ
る
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
享
保
八
年
十
月
三
日
の
鷹
狩
に
せ
よ
、
享
保
十
年

の
小
金
原
鹿
狩
に
せ
よ
、
騎
馬
勢
子
は
い
ず
れ
も
混
成
部
隊
で
あ
り
、
一
手
に

属
す
る
勢
子
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
意
匠
の
羽
織
を
着
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
で
は
得
ら
れ
る
効
果
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
享
保

十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
は
、
追
懸
騎
馬
を
除
い
た
他
の
勢
子
は
通
常

の
組
を
基
準
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
意
匠
を
同
じ
く
す
る
羽

織
を
着
し
た
勢
子
の
集
団
が
随
所
に
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
図
3

は
同
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
い
て
左
右
の
駈
騎
馬
一
之
手
を
勤
め
た
書
院
番
酒

井
日
向
守
組
・
小
性
組
大
久
保
彦
兵
衛
組
の
羽
織
で
あ
る
。
番
頭
・
組
頭
は
そ

れ
ぞ
れ
の
意
匠
が
施
さ
れ
た
羽
織
で
あ
る
が
、
そ
の
麾
下
の
番
士
は
一
様
の
羽

が
四
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
い
て

追
懸
騎
馬
が
二
手
で
あ
る
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
腑
に
落
ち
な
い
。
同
年
の
追

懸
騎
馬
は
五
手
に
分
か
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。

　

一
方
、
駈
騎
馬
の
方
は
、
組
数
に
変
化
は
な
い
も
の
の
（
書
院
番
駈
騎
馬
三

手
、
小
性
組
駈
騎
馬
三
手
）、
駈
騎
馬
を
勤
め
る
書
院
番
番
士
が
八
十
八
名
か
ら

六
十
八
名
に
、
同
じ
く
小
性
組
番
士
が
八
十
四
名
か
ら
六
十
一
名
に
減
少
し
て

い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
鹿
狩
に
お
け
る
駈
騎
馬
の
重
要
度
が
低
下
し
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　

前
年
の
駈
騎
馬
に
は
、
追
懸
騎
馬
の
選
抜
か
ら
洩
れ
た
番
士
が
割
り
振
ら
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
駈
騎
馬
一
手
の
中
に
書
院
番
各
組
、
小
性
組
各
組
の
番
士
が

混
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
確
認
し
て
お
く
。
例
え
ば
、
前
年
の
小
金
原
鹿

狩
に
お
い
て
、
小
性
組
駈
騎
馬
一
之
手
を
率
い
た
の
は
小
性
組
番
頭
阿
部
出
雲

守
正
興
で
あ
り
、
組
頭
も
同
人
の
組
の
者
で
あ
る
が
、
一
之
手
に
配
属
さ
れ
た

小
性
組
番
士
二
十
八
名
の
う
ち
、
阿
部
出
雲
守
組
の
番
士
は
五
名
に
す
ぎ
な
い
。

他
の
二
十
三
名
は
小
性
組
番
士
で
あ
る
と
は
い
え
、
他
の
番
頭
の
組
に
属
す
る

番
士
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
十
一
年
の
鹿
狩
に
あ
っ
て
は
、

書
院
番
駈
騎
馬
一
之
手
（
図
2
の
14
）
が
酒
井
日
向
守
組
、
小
性
組
駈
騎
馬
一

之
手
（
図
2
の
11
）
が
大
久
保
彦
兵
衛
組
と
い
う
次
第
で
、
組
そ
の
も
の
を
駈

騎
馬
の
一
手
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
違
う
組
の
番
士
を
組
み
合
わ
せ
て
一
手

を
作
る
よ
り
も
息
の
合
っ
た
勢
子
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
ら
に
、
組
そ
の
も
の
を
駈
騎
馬
の
一
手
と
す
る
こ
と
は
、
番
士
の
着
す
る
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織
を
着
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
勢
子
の
視
覚

的
な
把
握
は
無
論
の
こ
と
、
組
内
の
団
結
心
、

あ
る
い
は
他
組
に
優
ろ
う
と
す
る
競
争
心
が
生

ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
組
を
率
い
る

番
頭
に
と
っ
て
は
、
自
組
が
い
か
な
る
働
き
を

し
て
い
る
か
、
羽
織
に
よ
っ
て
一
層
際
立
つ
こ

と
と
な
り
、
必
死
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況

が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
観
点
で
い
く
と
、
追

懸
騎
馬
の
場
合
も
本
来
で
あ
れ
ば
一
組
で
一
手

を
作
る
の
が
理
想
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
馬
上
槍
な
ど
、
駈
騎
馬
よ
り
も
高
度
な

技
術
が
求
め
ら
れ
る
追
懸
騎
馬
の
性
質
上
、
所

属
番
士
の
大
半
が
そ
の
水
準
を
充
た
し
て
い
る

組
が
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
管
見
の
限

り
で
あ
る
が
、
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に

お
い
て
駈
騎
馬
の
番
士
が
馬
上
槍
を
実
現
し
て

い
た
と
判
断
で
き
る
史
料
は
見
当
た
ら
な
か
っ

た
。
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
で
見
え
た
問
題

は
い
ま
だ
解
決
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

出典：『大狩盛典』五十七より作成した。
注： 番士の人数は『御遊猟細記』二による。『柳営日次記』享保 11 年 3 月 27 日条では酒井日向守組番士は 22 名、

大久保彦兵衛組番士は 19 名とある。

図 3　駈騎馬の伊達羽織

番頭・酒井日向守忠佳 組頭・三宅惣九郎長房 番士 23名

◎書院番酒井日向守組（駈騎馬一之手・左）

番頭・大久保彦兵衛忠宜 番士 18名組頭・小幡孫市直昌

◎小性組大久保彦兵衛組（駈騎馬一之手・右）
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徳川吉宗の小金原鹿狩

始
を
待
っ
て
い
る
。
勢
子
の
番
士
は
い
ず
れ
も
竹
柄
の
槍
を
携
え
て
い
る
。
御

立
場
か
ら
法
螺
貝
が
鳴
り
、
白
麾
が
円
形
に
振
ら
れ
た
時
が
三
番
方
歩
行
勢
子

の
始
ま
り
で
あ
る
。
御
立
場
か
ら
白
麾
が
振
ら
れ
る
の
を
見
た
大
番
頭
森
川
下

総
守
俊
央
は
太
鼓
を
三
拍
子
で
鳴
ら
し
、
三
番
方
歩
行
勢
子
一
之
手
で
あ
る
大

番
が
屯
所
か
ら
出
て
、
屯
所
の
前
に
張
ら
れ
て
い
る
網
に
向
か
い
、
網
か
ら
番

頭
ま
で
三
十
間
（
五
十
四
メ
ー
ト
ル
）
の
距
離
で
一
列
に
並
ぶ
（
図
2
の
19
）。

大
番
が
一
列
に
並
ぶ
と
、
網
が
開
か
れ
、
鹿
が
網
の
外
に
追
い
出
さ
れ
る
。
再

度
網
が
閉
じ
ら
れ
る
の
を
合
図
に
下
総
守
の
太
鼓
の
音
は
四
拍
子
に
な
り
、
調

子
が
早
く
な
る
。
こ
の
音
を
聞
い
た
大
番
歩
行
勢
子
は
網
際
に
詰
め
寄
せ
て
鹿

を
突
き
留
め
る
。
こ
の
際
、
組
ご
と
に
列
を
乱
さ
ぬ
よ
う
に
鹿
を
突
き
止
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
追
い
出
さ
れ
た
鹿
を
粗
方
突
き
止
め
た
の
を
見
計
ら
い
、

組
ご
と
に
番
頭
・
組
頭
の
指
図
が
あ
り
、
元
の
場
所
に
戻
る
（
網
の
前
で
一
列

に
な
っ
た
場
所
で
あ
ろ
う
）。
御
立
場
か
ら
の
合
図
で
歩
行
勢
子
二
之
手
で
あ
る

書
院
番
と
交
替
し
、
大
番
は
屯
所
に
引
き
返
す
（
さ
ら
な
る
合
図
で
歩
行
勢
子
三

之
手
で
あ
る
小
性
組
と
交
替
し
、
書
院
番
は
屯
所
に
引
き
返
す
）。
こ
の
よ
う
に
、

大
番
・
書
院
番
・
小
性
組
の
順
で
御
立
場
か
ら
の
合
図
に
従
っ
て
何
度
も
こ
れ

を
繰
り
返
す（

56
）。

享
保
十
年
の
鹿
狩
と
比
し
て
網
の
張
り
方
が
複
雑
に
な
っ
て
い

る
の
は
（
図
2
の
3
、
4
）、
こ
の
よ
う
な
行
程
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

三
番
方
歩
行
勢
子
の
働
き
は
お
よ
そ
こ
の
通
り
で
あ
る
。
一
之
手
か
ら
二
之

手
、
三
之
手
と
交
替
し
つ
つ
、
大
番
・
書
院
番
・
小
性
組
そ
れ
ぞ
れ
の
組
が
呼

吸
を
合
わ
せ
て
一
列
に
展
開
し
、
そ
の
横
列
を
保
ち
な
が
ら
鹿
を
突
き
留
め
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
は

雑
然
と
し
て
い
た
追
懸
騎
馬
・
駈
騎
馬
の
構
成
が
、
す
っ
き
り
と
し
た
形
、
す

な
わ
ち
三
番
方
（
書
院
番
・
小
性
組
・
大
番
）
の
番
士
を
中
心
と
し
た
構
成
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
幕
府
の
軍
事
機
構
の
中
で
最
も
格
が

高
く
、
主
力
部
隊
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
書
院
番
・
小
性
組
・
大
番
が
騎
馬

勢
子
の
主
流
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
軍
事
演
習
上
、
大
き
な
意
義
が
あ
る

と
考
え
る
。

⑤
三
番
方
歩
行
勢
子
（
書
院
番
・
小
性
組
・
大
番
）

　

享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
、
三
番
方
の
番
士
は
騎
馬
勢
子
だ
け

を
勤
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
歩
行
勢
子
も
勤
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
勢
子
は

三
番
方
の
番
士
に
よ
る
歩
行
立
ち
の
勢
子
で
あ
る
が
、
他
の
歩
行
勢
子
と
の
混

同
を
防
ぐ
た
め
、
三
番
方
歩
行
勢
子
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

三
番
方
歩
行
勢
子
は
、
こ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
立
切
勢
子
や
御
向
勢
子
と

比
べ
て
よ
り
活
動
的
な
役
割
を
担
っ
た
歩
行
勢
子
で
あ
る
と
い
え
る
。
以
下
、

や
や
煩
雑
に
な
る
が
、『
柳
営
日
次
記
』
と
『
御
遊
猟
細
記
』
か
ら
三
番
方
歩

行
勢
子
の
働
き
を
再
現
し
て
み
よ
う
。

　

歩
行
勢
子
を
率
い
る
三
番
方
の
番
頭
は
御
立
場
西
の
印
西
木
戸
で
吉
宗
に
拝

謁
を
済
ま
せ
た
後
、
御
立
場
左
手
、
三
二
〇
間
（
五
七
六
メ
ー
ト
ル
）
の
と
こ

ろ
に
設
け
ら
れ
た
屯
所
に
向
か
う
（
図
2
の
5
～
7
）。
こ
の
時
、
番
士
は
す
で

に
組
頭
に
引
き
連
れ
ら
れ
て
屯
所
に
到
着
し
て
お
り
、
歩
行
立
ち
で
鹿
狩
の
開
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あ
る
い
は
運
用
上
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
、
追
懸
騎
馬
の

選
出
で
あ
る
が
、
三
月
二
十
四
日
の
大
久
保
常
春
の
指
示
に
は

一
、
大
御
番
、
一
組
五
人
宛
二
十
人
、
駈
騎
馬
可
相
勤
候
、
右
一
番
之
追

留
迄
之
駈
騎
馬
相
勤
、
其
後
頭
之
手
ニ

附
可
申
候
、
人
数
之
義
ハ

頭
ニ々
而

吟
味
有
之
、
可
致
書
出
候

一
、
両
御
番
・
西
丸
書
院
番
、
一
組
五
人
宛
罷
出
、
右
駈
騎
馬
相
勤
候
間
、

被
得
其
意
可
被
談
候
、
且
又
右
騎
馬
之
世
話
、
五
人
之
御
使
番
致
候

間
可
被
得
其
意
候

と
あ
る
（『
柳
営
日
次
記
』）。
文
中
の
「
駈
騎
馬
」
と
は
追
懸
騎
馬
を
指
し
て
い

る
が
、
右
に
よ
れ
ば
大
番
・
両
番
・
西
丸
書
院
番
か
ら
一
組
に
つ
き
五
名
ず
つ

を
追
懸
騎
馬
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、『
御
遊
猟
細
記
』
二
に
記
さ
れ

た
追
懸
騎
馬
の
名
簿
か
ら
判
断
す
る
に
、
す
べ
て
の
組
か
ら
五
名
の
番
士
を
追

懸
騎
馬
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
当
日
の
鹿
狩
に
お
い
て
歩
行
勢
子
と

し
て
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
組
か
ら
五
名
の
番
士
を
出
す
と
い
う
こ
と

で
あ
る
（
追
懸
騎
馬
の
選
別
は
組
内
で
実
施
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
）。
ま
た
、

同
書
の
名
簿
を
見
る
に
、
駈
騎
馬
を
勤
め
た
小
性
組
三
組
・
書
院
番
三
組
か
ら

は
追
懸
騎
馬
を
勤
め
た
番
士
は
い
な
い
。

　

右
の
文
中
に
「
一
番
之
追
留
迄
之
駈
騎
馬
相
勤
、
其
後
頭
之
手
ニ

附
可
申
候
」

と
あ
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
御
遊
猟
細

相
当
に
高
度
な
勢
子
運
用
と
い
え
る
が
、
鷹
狩
や
追
鳥
狩
を
含
め
、
勢
子
の
経

験
豊
富
な
両
番
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
こ
れ
ま
で
に
狩
猟
の
勢
子
の
経
験
が
少

な
い
大
番
に
こ
の
よ
う
な
動
き
は
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。『
御
遊
猟
細
記
』
三

に
よ
る
と
、
鹿
狩
の
数
日
後
で
あ
る
四
月
一
日
、
吉
宗
は
大
番
頭
に
対
し
て

「
此
度
小
金
御
鹿
狩
勢
子
被　

仰
付
、
常
々
御
鷹
野
御
供
不
相
勤
候
所
ニ

、
思
召

之
外
勢
子
之
勤
方
宜
被　

思
召
、
向
後
出
精
可
相
勤
之
旨
」
と
褒
詞
を
下
し
て

い
る
。
大
番
の
歩
行
勢
子
ぶ
り
が
誉
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
番
は
無
事

に
歩
行
勢
子
を
勤
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
史
料
上
は
確
認
で
き
な
い
が
、

お
そ
ら
く
は
書
院
番
や
小
性
組
の
歩
行
勢
子
も
及
第
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
三
番
方
歩
行
勢
子
の
成
功
の
裏
に
は
、
事
前
の
勢
子
調
練
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
三
番
方
は
鹿
狩
の
二
日
前
で
あ
る
三
月
二
十
五
日
に
江
戸

城
田
安
門
内
の
空
き
地
で
勢
子
の
稽
古
を
実
施
し
て
い
る
（『
大
狩
盛
典
』

十
三
）。
三
月
二
十
四
日
に
大
久
保
常
春
か
ら
勢
子
の
諸
々
に
つ
い
て
指
示
が

出
た
と
い
う
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
指
示
内
容
を
踏
ま
え
て
稽
古
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
勢
子
調
練
の
実
施
が
わ
か
る
事
例
は
少
な
い

も
の
の
、
前
述
の
通
り
、『
御
徒
方
万
年
記
』
に
は
徒
組
の
調
練
の
記
事
が
散

見
さ
れ
、
享
保
九
年
九
月
二
十
四
日
に
は
田
安
門
内
空
き
地
に
て
騎
馬
勢
子
の

調
練
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
三
番
方
歩
行
勢
子
の
調
練
も
三
月

二
十
五
日
以
外
に
も
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
騎
馬
勢
子
（
追
懸
騎
馬
・
駈
騎
馬
）
と
三
番
方
歩
行
勢
子
は
と
も
に

三
番
方
番
士
で
編
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
勢
子
の
編
成
上
、



121

徳川吉宗の小金原鹿狩

他
の
勢
子
が
果
た
し
た
役
割
と
の
比
較
に
お
い
て
、
小
金
原
鹿
狩
の
勢
子
の
主

役
と
な
っ
た
の
は
三
番
方
の
番
士
で
あ
り
、
そ
れ
は
畢
竟
、
三
番
方
を
軍
事
的

に
強
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
小
金
原
鹿
狩
の
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
惣
始
」
の
合
図
と
同
じ
く
、
五
十
目
筒
の
空
炮
が
二
発
、
さ
ら
に
空
炮
五

発
が
御
立
場
で
発
せ
ら
れ
、
十
一
年
の
鹿
狩
も
終
わ
り
を
告
げ
た
。『
有
徳
院

殿
御
実
紀
』
同
日
の
条
に
よ
る
と
獲
物
は
猪
が
十
二
頭
、
狼
が
一
頭
、
鹿
が

四
七
〇
頭
と
あ
る
。
享
保
十
年
の
鹿
狩
の
方
が
獲
物
の
数
が
多
い
が
、
そ
れ
は

享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
よ
っ
て
獲
物
の
数
自
体
が
減
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
歩
行
勢
子
・
騎
馬
勢
子
の
併
用
、
御
立
場
か
ら
の
合
図
を
駆
使

し
た
複
雑
な
勢
子
運
用
、
こ
う
し
た
諸
々
は
そ
れ
ま
で
の
鷹
狩
や
追
鳥
狩
に
お

い
て
試
行
錯
誤
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
は
、

吉
宗
に
よ
る
狩
猟
の
集
大
成
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
受
け
継
が
れ
る
小
金
原
鹿
狩
（
寛
政
七
年
の
小
金
原
鹿
狩
）

（
一
）
吉
宗
の
狩
猟
、
そ
の
後

　

こ
こ
ま
で
で
、
享
保
二
年
、
吉
宗
に
よ
っ
て
鷹
狩
が
再
興
さ
れ
て
か
ら
、
享

保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
と
い
う
壮
大
な
規
模
の
狩
猟
が
実
現
す
る
ま
で
を
論

じ
た
。
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
至
る
ま
で
に
は
勢
子
運
用
と
い
う
点
に

記
』
二
に
「
駈
騎
馬
并
騎
馬
勢
子
之
面
々
、
相
勤
仕
廻
候
以
後
、
屯
所
へ
一
所

ニ

成
、
組
一
同
ニ

列
シ
歩
行
立
之
勢
子
勤
之
」
と
あ
る
通
り
、
追
懸
騎
馬
を
勤
め

た
番
士
、
お
よ
び
駈
騎
馬
（
文
中
で
は
「
騎
馬
勢
子
」）
を
勤
め
た
都
合
六
組
は
、

騎
馬
に
よ
る
追
い
込
み
が
終
わ
っ
た
後
、
屯
所
に
戻
り
、
歩
行
勢
子
に
加
わ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
い
さ
さ
か
の
疑
義
が
あ
る
。
追
懸

騎
馬
を
出
し
た
組
の
場
合
、
追
懸
騎
馬
に
割
か
れ
る
人
数
は
五
人
に
過
ぎ
ず
、

追
懸
騎
馬
の
指
揮
を
と
っ
た
の
は
番
頭
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
「
騎
馬
世
話

役
」
の
使
番
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
追
懸
騎
馬
に
よ
る
追
い
込
み
が
実
施
さ
れ

て
い
る
最
中
で
も
、
歩
行
勢
子
を
勤
め
る
上
で
支
障
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
番
頭
自
ら
が
指
揮
を
と
る
駈
騎
馬
の
場
合
、
駈
騎
馬
に
よ
る
追
い
込
み

が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
駈
騎
馬
を
勤
め
た
都
合
六
手
（
六
組
）
の
中
で
、
駈
騎

馬
に
加
わ
っ
て
い
な
い
番
士
は
何
を
し
て
い
た
の
か
。
歩
行
勢
子
に
加
わ
ら
ず
、

自
分
の
組
が
駈
騎
馬
を
勤
め
終
わ
る
の
を
屯
所
で
待
っ
て
い
た
の
か
、
歩
行
勢

子
の
指
揮
を
と
り
、
駈
騎
馬
の
指
揮
を
と
っ
て
い
な
い
他
組
の
番
頭
の
指
揮
を

仰
い
だ
の
か
。
あ
る
い
は
番
頭
・
組
頭
の
間
で
役
割
（
駈
騎
馬
の
指
揮
と
歩
行

勢
子
の
指
揮
）
を
分
担
し
た
の
か
。
仮
に
自
組
の
駈
騎
馬
の
面
々
が
屯
所
に
戻

る
ま
で
歩
行
勢
子
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
駈
騎
馬
を
勤
め
て
い
な
い

大
番
は
と
も
か
く
、
小
性
組
は
三
組
で
、
書
院
番
は
二
組
で
歩
行
勢
子
を
勤
め

る
こ
と
と
な
る
。
鹿
を
網
に
追
い
詰
め
る
に
際
し
て
、
人
員
が
不
足
す
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
解
決
す
る
に
足
る
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
が
、

多
く
の
三
番
方
番
士
が
騎
馬
勢
子
・
歩
行
勢
子
を
勤
め
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
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上
槍
に
関
す
る
指
示
で
あ
る
（『
御
小
性
組
方
例
書
私
録
』「
遠
御
成
之
部
」）。

一
、
御
網
之
内
江

猪
出
、
網
江

懸
可
申
候
様
子
ニ

候
ハ
ヽ
、
鼻
乗
組
頭
よ
り

一
行
ニ

乗
出
、
御
書
院
方
ハ
乗
合
、
御
網
懸
も
れ
候
猪
を
引
包
突
留

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

可
申
候

0

0

0

　

 

但
右
之
節
入
乱
突
留
候
義
者

無
用
ニ

い
た
し
、
銘
々
騎
馬
之
手
近
江

寄
候
所
を
突
留
可
被
申
候
、
此
節
総
騎
馬
混
雑
無
用
様
可
被
申
合

候

　

網
の
内
に
猪
が
出
て
、
網
に
懸
か
り
そ
う
な
様
子
で
あ
れ
ば
、
小
性
組
の
騎

馬
勢
子
は
組
頭
を
先
頭
に
一
列
に
な
っ
て
馬
を
駆
り
、
書
院
番
の
騎
馬
勢
子
は

小
性
組
の
騎
馬
勢
子
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
網
か
ら
逃
れ
そ
う
な
猪
を
包
み
込

ん
で
突
き
留
め
よ
と
の
指
示
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
馬
上
槍
が
当
然
の
命
令
と
し

て
出
さ
れ
て
い
る
。
享
保
十
年
・
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
か
ら
数
年
後
、
馬
上

槍
を
習
熟
し
た
番
士
が
増
加
し
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
条
文
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

騎
馬
勢
子
の
隊
列
が
乱
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
指
示
さ
れ
て
い
る
。
騎
馬

勢
子
の
部
隊
同
士
の
連
携
と
、
部
隊
と
し
て
統
一
の
と
れ
た
動
作
が
求
め
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

享
保
十
年
・
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
は
巷
間
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ

る
が
、
吉
宗
の
狩
猟
は
そ
の
後
も
改
良
が
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
組
織
的
な
軍
事
行
動
を
こ
な
す
番
士
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

お
い
て
幾
多
の
試
行
錯
誤
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し

た
通
り
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
は
吉
宗
の

狩
猟
の
集
大
成
と
位
置
付
け
る
に
足
る
成
果
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
吉
宗
の
狩
猟
は
こ
の
後
も
発
展
し
て
い
く
。
特
に
騎
馬
勢
子
の
運

用
に
つ
い
て
は
こ
の
後
も
繰
り
返
し
指
示
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
享

保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
十
月
七
日
、
騎
馬
勢
子
を
勤
め
る
番
士
へ
の
申
し
渡

し
に
あ
っ
て
は
、
地
面
に
降
り
立
っ
た
鶉
を
騎
馬
勢
子
で
囲
む
た
め
の
指
示
が

出
て
い
る
（『
御
小
性
組
方
例
書
私
録
』「
遠
御
成
之
部
」）。

一
、
鶉
落
有
之
、
鼻
乗
組
頭
衆
被
乗
出
候
ハ
ヽ
、
名
之
順
之
通
、
段
々
一

所
ニ

乗
次
、
間
切
レ
不
申
候
様
可
被
心
得
候
事
、
両
輪
ニ

成
候
て
、
輪

切
レ
不
申
様
被
相
心
得
、
遅
キ
馬
ハ
追
候
而

輪
並
揃
候
節
、
拍
子
木

打
可
申
候
間
、
早
速
馬
留
候
而

、
馬
之
鼻
輪
之
内
江

向
ケ
可
被
申
候
、

留
候
節
も
馬
出
入
無
之
様
可
被
心
得
候

　

二
の
（
二
）
で
取
り
上
げ
た
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
三
月
十
八
日
の
追
鳥

狩
に
あ
っ
て
は
雉
子
の
逃
げ
た
方
に
速
や
か
に
移
動
し
吉
宗
の
方
に
追
い
立
て

る
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
指
示
が
、
右
の
指
示
で
は
鶉
を
包
囲
す
る
と
い
う
次

元
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
猪
狩
に
つ
い
て
享
保
十
五
年
二
月

二
十
二
日
に
申
し
渡
さ
れ
た
指
示
に
お
い
て
は
、
両
番
番
士
に
よ
る
騎
馬
勢

子
・
歩
行
勢
子
に
関
し
て
細
か
な
指
示
が
見
受
け
ら
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
馬
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し
た
と
い
う
こ
と
も
理
由
と
し
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）、
ア
イ
ヌ
人
が
蜂
起
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ

た
（
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
）。
こ
の
事
件
自
体
は
松
前
藩
に
よ
っ
て
鎮
圧

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
幕
府
は
事
件
を
重
大
視
し
た
。
蜂
起
の
背
景
に
南
下

の
気
配
を
見
せ
て
い
た
ロ
シ
ア
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
北
方
の
守
り
を
い
か
に
す
る
か
と
い
う
問
題
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、

同
年
定
信
は
幕
臣
最
上
徳
内
を
蝦
夷
地
に
派
遣
し
て
そ
の
防
備
の
検
討
を
開
始

し
て
い
る
。
ま
た
江
戸
湾
の
防
備
も
定
信
を
は
じ
め
と
す
る
幕
閣
の
検
討
課
題

で
あ
っ
て
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
定
信
は
自

ら
相
模
・
伊
豆
湾
岸
の
巡
視
に
出
て
い
る（

58
）。

寛
政
の
小
金
原
鹿
狩
と
は
こ
の
よ

う
な
状
況
下
で
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
軍
事
調
練
と
し
て
の
小
金

原
鹿
狩
を
見
出
す
の
は
容
易
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

小
金
原
鹿
狩
は
寛
政
五
年
七
月
、
定
信
が
将
軍
補
佐
・
勝
手
掛
老
中
か
ら
罷

免
さ
れ
た
こ
と
で
頓
挫
す
る
も
の
の
、
老
中
松
平
信
明
、
若
年
寄
立
花
種
周
に

よ
っ
て
再
び
計
画
さ
れ
た
。
寛
政
六
年
五
月
二
十
九
日
の
両
名
の
仰
渡
に
よ
れ

ば
「
諸
事
享
保
十
一
年
の
通
相
心
得
可
申
」
と
あ
り
（『
大
狩
盛
典
』
十
一
）、

享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
を
範
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
勢
子
の
規
模
や
そ
の
運
用
を
検
討
し
た
場
合
、
享
保
十
一
年
の
小
金

原
鹿
狩
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
。
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
小
金
原
鹿
狩
に
動

員
さ
れ
た
百
姓
勢
子
の
規
模
で
あ
る
。
享
保
十
年
・
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
に

お
い
て
立
切
勢
子
を
勤
め
た
百
姓
は
お
よ
そ
一
万
人
。
こ
れ
に
対
し
、
寛
政
七

と
に
獣
で
あ
る
鹿
や
猪
を
槍
で
仕
留
め
る
と
い
う
鹿
狩
は
番
士
の
逞
し
さ
を
涵

養
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
番
士
を
統
率
す
る
番
頭

や
組
頭
が
勢
子
の
指
揮
に
あ
た
っ
た
と
い
う
点
は
、
そ
う
し
た
役
職
に
就
い
て

い
る
者
に
指
揮
能
力
を
付
け
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
寛
政
七
年
の
小
金
原
鹿
狩

　

吉
宗
の
狩
猟
に
対
す
る
取
り
組
み
は
後
世
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
論
で
そ
れ
を
論
じ
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
三

月
五
日
に
実
施
さ
れ
た
小
金
原
鹿
狩
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
解
答
の
一
つ
と
し

た
い
。

　

寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
三
月
五
日
に
実
施
さ
れ
た
小
金
原
鹿
狩
は
、
享
保

十
一
年
以
来
の
小
金
原
鹿
狩
で
あ
る
が
、
本
来
で
あ
れ
ば
す
で
に
実
施
さ
れ
て

い
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
松
平
定
信
が
老
中
で
あ
っ
た
頃
の
寛
政
三

年
七
月
二
十
四
日
に
そ
の
実
施
の
仰
出
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（『
大
狩

盛
典
』
十
一
）。
高
見
澤
美
紀
氏
は
小
金
原
鹿
狩
を
計
画
し
た
定
信
の
意
図
に

つ
い
て
、「
享
保
期
へ
の
復
古
・
文
武
奨
励
・
農
政
へ
の
配
慮
」、
さ
ら
に
は

「
幕
臣
団
の
再
掌
握
」
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
し
て
い
る（

57
）。

定
信
の
武
芸
奨
励
全

般
に
関
し
て
の
評
価
で
あ
れ
ば
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
の
み

で
は
後
述
す
る
よ
う
な
勢
子
運
用
の
変
化
─
─
よ
り
効
率
的
な
運
用
方
法
が
求

め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
─
─
に
つ
い
て
の
説
明
に
は
な
り
得
ま
い
。
高

見
澤
氏
の
挙
げ
る
も
の
の
ほ
か
に
、
軍
事
調
練
と
し
て
の
小
金
原
鹿
狩
に
注
目
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14
）
の
前
後
左
右
で
馬
を
駆
り
、
獲
物
を
追
い
詰
め
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

御
立
場
前
に
は
享
保
の
小
金
原
鹿
狩
同
様
に
、
騎
射
場
を
示
す
松
が
四
本
植
え

ら
れ
て
い
る
。
当
日
の
騎
射
勤
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
書
院
番
番
士
四
名
、

小
性
組
番
士
三
名
、
新
番
番
士
一
名
、
大
番
番
士
一
名
、
小
姓
一
名
、
小
納
戸

一
名
で
あ
る
（『
大
狩
盛
典
』
九
十
四
）。
こ
れ
ら
十
一
名
の
騎
射
衆
は
鹿
狩
の

最
中
に
騎
射
場
に
お
い
て
そ
の
腕
前
を
披
露
す
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
図
4

に
示
し
た
幕
臣
の
勢
子
の
周
り
に
は
百
姓
勢
子
の
包
囲
網
が
敷
か
れ
て
い
る
。

　

鹿
狩
の
開
始
は
御
立
場
よ
り
五
十
目
筒
の
空
炮
を
一
発
ず
つ
二
度
放
ち
、
次

い
で
五
発
の
釣
瓶
打
で
あ
る
。
こ
の
点
は
享
保
の
小
金
原
鹿
狩
と
同
様
で
あ
る

が
、
寛
政
期
に
あ
っ
て
は
さ
ら
に
五
十
目
筒
の
空
炮
を
二
発
、
こ
れ
は
百
姓
勢

子
に
対
す
る
合
図
で
あ
る
。
こ
の
合
図
は
鹿
狩
中
、三
度
あ
っ
た
と
い
う
（『
大

狩
盛
典
』
九
十
）。
合
図
に
従
っ
て
百
姓
勢
子
は
包
囲
網
を
狭
め
て
い
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
厖
大
な
百
姓
勢
子
を
円
滑
に
運
用
す
る
に
は
、
こ
う
し
た
段

階
を
踏
ん
だ
指
示
を
出
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
寛
政
の
小
金
原
鹿
狩
で
あ
る
が
、
各
所
に
配
置
さ
れ
た

幕
臣
の
勢
子
は
ど
の
よ
う
な
働
き
を
見
せ
た
の
か
。
本
論
で
す
べ
て
を
網
羅
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
享
保
の
小
金
原
鹿
狩
と
比
し
て
変
化
の
目
立
つ
駈
騎

馬
・
三
番
方
歩
行
勢
子
の
運
用
に
つ
い
て
、
以
下
、
検
討
す
る
。

①
駈
騎
馬
の
運
用

　

寛
政
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
い
て
は
、
小
性
組
三
組
（
図
4
の
4
）、
書
院
番

年
の
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
は
七
万
人
を
超
え
る
す
さ
ま
じ
い
規
模
の
動
員
が

な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

59
）。

　

こ
の
よ
う
な
百
姓
勢
子
の
大
幅
な
増
加
に
比
べ
れ
ば
、
幕
臣
に
よ
る
勢
子
に

は
目
立
っ
た
増
加
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
運
用
方
法
、
特
に

駈
騎
馬
・
三
番
方
歩
行
勢
子
に
つ
い
て
は
享
保
期
の
小
金
原
鹿
狩
に
比
し
て
明

ら
か
に
高
度
な
運
用
が
実
現
し
て
お
り
、
鹿
狩
の
有
す
る
軍
事
調
練
と
し
て
の

性
格
を
さ
ら
に
強
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
図
4
は
同
年
の
小
金
原
鹿
狩
を
描
い
た
絵
図
『
寛
政
小
金
御
狩
場
縄

張
間
数
絵
図
』（『
大
狩
盛
典
』
所
収
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
見
し

て
ま
ず
そ
の
違
い
が
わ
か
る
の
は
、
網
、
立
切
勢
子
、
歩
行
勢
子
の
配
置
場
所

が
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
と
反
対
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
御
立
場

（
図
4
の
1
）
か
ら
右
に
伸
び
た
網
（
図
4
の
2
）
は
三
七
〇
間
（
六
六
六
メ
ー

ト
ル
）、
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
の
網
は
四
五
〇
間
（
八
一
〇
メ
ー
ト
ル
）

で
あ
っ
た
か
ら
、
百
メ
ー
ト
ル
以
上
短
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
御
立
場
左
手

に
は
一
六
九
間
（
約
三
〇
四
メ
ー
ト
ル
）
の
竹
矢
来
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
図
4

の
3
）。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
享
保
十
一
年
の
配
置
で
は
何
ら
か
の
不
都
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
、
駈
騎
馬
の
配
置
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
（
図
4
の
4
、
5
）。
ま
た
、
底
本

と
し
た
絵
図
に
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
図
4
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
が
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
追
懸
騎
馬
は
存
在
す
る
。
同
年
の
鹿
狩
に
関
す
る
他
の
絵

図
か
ら
鑑
み
る
に
、
御
立
場
と
は
反
対
側
、
す
な
わ
ち
御
向
勢
子
（
図
4
の
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　　凡例
1：御立場
2：網（「御網惣間数三百七拾三間」）
3：竹矢来（「竹矢来惣長壱百六拾九間」）
4：小性組駈騎馬、御立場に近い方から、三之手、二之手、一之手
5：書院番駈騎馬、御立場に近い方から、一之手、二之手、三之手
6：三番方歩行勢子一之手、大番屯所。計 6 組
7：三番方歩行勢子二之手、書院番屯所。計 6 組
8：三番方歩行勢子三之手、小性組屯所。計 6 組
9：駈騎馬が横列に展開
10：駈騎馬が二重の横列に
11：中寄。三番方歩行勢子が屯所から出て一列に並ぶ。次の手が控える
12：三番方歩行勢子が出番の際に立ち並ぶ。この場所を基準に進退
13：立切勢子。御立場に近い方から、新番（3 組）、小十人組（6 組）、御厩方、徒組（5 組）
14：御向勢子。百人組（2 組）、持組（3 組）、先手組（20 組）

図 4　寛政 7年の小金原鹿狩
出典：『寛政小金御狩場縄張間数絵図』（『大狩盛典』所収）より作成した。
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な
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
鹿
を
追
い
、
馬
を
留
め
る
こ
と
な
く
六
十
人
ず
つ
二
重
の

横
列
を
作
り
、
御
立
場
脇
の
網
に
ま
で
鹿
を
追
い
詰
め
て
乗
り
留
め
る
（
図
4

の
10
）。
さ
ら
に
前
列
の
六
十
人
か
ら
三
十
人
ず
つ
入
れ
替
わ
り
に
鹿
を
突
き

留
め
て
い
く
。
包
囲
し
た
鹿
を
す
べ
て
突
き
留
め
た
後
、
書
院
番
駈
騎
馬
・
小

性
組
駈
騎
馬
、
そ
れ
ぞ
れ
三
行
の
縦
列
を
作
り
、
互
い
に
確
認
し
合
い
な
が
ら

揃
っ
て
元
の
場
所
に
戻
る
。
鹿
が
再
度
網
に
入
っ
て
い
た
際
に
は
再
び
こ
れ
を

繰
り
返
す
。
元
の
場
所
に
戻
る
途
中
で
鹿
が
入
っ
て
き
た
場
合
は
そ
こ
か
ら
引

き
返
し
包
囲
す
る（

60
）。

　

以
上
が
寛
政
期
に
お
け
る
駈
騎
馬
の
運
用
で
あ
る
。
横
列
に
展
開
し
、
さ
ら

に
は
二
重
の
横
列
に
変
化
し
て
鹿
を
追
い
詰
め
る
と
い
う
運
用
は
、
駈
騎
馬
六

手
に
配
属
さ
れ
て
い
る
番
士
の
馬
術
に
相
応
の
も
の
が
要
求
さ
れ
る
上
、
日
頃

か
ら
の
訓
練
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
享
保
十
年
の
小
金
原

鹿
狩
に
あ
っ
て
は
、
鹿
が
多
数
網
に
入
っ
た
の
を
見
た
吉
宗
が
左
右
の
駈
騎
馬

す
べ
て
に
対
し
て
突
撃
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、『
御
狩
日
記
』
に
あ
る
通
り
、
入

り
乱
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
寛
政

の
小
金
原
鹿
狩
に
お
け
る
駈
騎
馬
の
水
準
は
相
当
に
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

②
三
番
方
歩
行
勢
子
の
運
用

　

三
番
方
歩
行
勢
子
に
つ
い
て
は
、
一
之
手
が
大
番
（
図
4
の
6
）、
二
之
手

が
書
院
番
（
図
4
の
7
）、
三
之
手
が
小
性
組
（
図
4
の
8
）
と
い
う
享
保
の
小

金
原
鹿
狩
の
枠
組
み
を
踏
襲
し
、
基
本
的
な
動
作
も
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿

三
組
（
図
4
の
5
）
が
そ
れ
ぞ
れ
左
右
の
駈
騎
馬
を
担
当
し
て
い
る
。
各
組
か

ら
は
二
十
名
程
度
の
番
士
が
駈
騎
馬
と
し
て
鹿
狩
に
参
加
し
て
い
る
の
で
お
よ

そ
一
二
〇
名
の
番
士
が
駈
騎
馬
を
勤
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
規
模
と
し
て
は

享
保
の
小
金
原
鹿
狩
と
大
差
な
い
が
（
享
保
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
け
る
駈
騎
馬
の

方
が
若
干
名
多
い
）、
そ
の
運
用
面
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
寛
政
七
年
正
月

に
小
納
戸
頭
取
よ
り
駈
騎
馬
の
面
々
に
出
さ
れ
た
指
示
に
よ
れ
ば
、
左
右
六
手

の
連
携
し
た
勢
子
運
用
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

鹿
が
出
る
様
子
を
判
断
し
、
御
立
場
か
ら
白
布
が
一
文
字
に
振
ら
れ
る
の
が

駈
騎
馬
開
始
の
合
図
で
あ
る
。
こ
の
合
図
を
受
け
た
駈
騎
馬
は
左
右
一
之
手
か

ら
一
行
に
乗
り
出
し
て
、
目
印
の
麾
（
図
4
中
央
の
○
印
）
ま
で
進
む
。
三
之

手
の
拍
子
木
に
従
っ
て
御
立
場
の
方
に
前
進
し
、
騎
射
場
の
松
か
ら
二
十
間

（
三
十
六
メ
ー
ト
ル
）
の
と
こ
ろ
で
横
列
に
展
開
す
る
（
図
4
の
9
）。
網
の
内
に

い
る
鹿
の
様
子
か
ら
判
断
を
下
し
て
、
番
頭
の
合
図
（
麾
）
で
小
性
組
駈
騎

馬
・
書
院
番
駈
騎
馬
は
左
右
に
分
か
れ
て
元
の
立
場
に
戻
る
。
御
立
場
で
白
布

が
一
文
字
に
振
ら
れ
る
た
び
に
こ
れ
を
繰
り
返
す
。
元
の
場
所
に
引
き
上
げ
る

途
中
で
あ
っ
て
も
鹿
が
網
に
入
っ
て
き
た
際
に
は
再
び
図
4
の
9
で
横
列
を
形

成
す
る
。
こ
の
間
、
御
立
場
前
で
は
騎
射
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
御

立
場
で
白
布
が
右
回
り
に
振
ら
れ
る
と
、
そ
れ
は
騎
射
の
終
了
の
合
図
で
あ
る
。

こ
の
後
は
御
立
場
か
ら
の
合
図
は
な
い
の
で
、（
番
頭
が
）
鹿
が
網
の
内
に
入

る
の
を
見
計
ら
い
、
六
組
は
再
び
目
印
の
麾
（
○
印
）
に
集
合
し
、
拍
子
木
に

従
っ
て
前
進
し
（
再
び
横
列
を
形
成
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
）、
網
の
狭
く
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備
え
る
。
他
の
五
人
の
持
場
を
荒
ら
し
て
ま
で
鹿
を
突
き
留
め
て
は
い
け
な
い
。

た
だ
し
、
状
況
に
よ
っ
て
は
総
掛
か
り
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
大
番
が

図
4
の
12
に
ま
で
進
ん
だ
の
を
見
計
ら
い
、
二
之
手
で
あ
る
書
院
番
が
や
は
り

三
ツ
拍
子
の
太
鼓
で
屯
所
よ
り
出
て
、
中
寄
（
図
4
の
11
）
の
と
こ
ろ
に
立
ち

並
ぶ
。
御
立
場
か
ら
の
白
麾
の
合
図
に
従
っ
て
大
番
は
屯
所
に
引
き
取
り
、
図

4
の
12
に
立
つ
の
は
二
之
手
で
あ
る
書
院
番
と
な
る
。
書
院
番
の
図
4
の
12
へ

の
前
進
に
従
っ
て
三
之
手
で
あ
る
小
性
組
が
中
寄
（
図
4
の
11
）
に
立
ち
並
ぶ（

61
）。

　

一
之
手
か
ら
二
之
手
、
三
之
手
と
順
繰
り
に
前
に
出
る
と
い
う
基
本
的
な
運

用
は
享
保
期
の
小
金
原
鹿
狩
に
も
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
と
鹿
を
突

き
留
め
る
段
に
お
い
て
は
、
両
者
の
間
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
と
い
え
る
。
一

文
字
に
立
ち
並
び
、
網
際
ま
で
押
し
寄
せ
て
鹿
を
突
き
留
め
る
と
い
う
享
保
の

三
番
方
歩
行
勢
子
に
比
し
て
、
寛
政
の
三
番
方
歩
行
勢
子
は
さ
ら
に
組
織
的
な

動
き
を
指
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
、
不
十
分
で
は
あ
る
が
寛
政
七
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
け
る
勢
子
運
用

に
つ
い
て
検
討
を
進
め
た
。
寛
政
の
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
は
、
勢
子
の
編
成

な
ど
、
枠
組
み
こ
そ
享
保
の
小
金
原
鹿
狩
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、

そ
の
勢
子
運
用
の
水
準
と
し
て
は
明
ら
か
に
享
保
の
小
金
原
鹿
狩
を
上
回
る
も

の
で
あ
る
。
同
年
の
小
金
原
鹿
狩
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
異
国
船
の
来
航
な
ど
、

内
外
の
緊
張
の
高
ま
る
中
で
実
施
さ
れ
た
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
小
金
原

鹿
狩
に
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
小
金
原
鹿

狩
と
同
様
で
あ
る
が
、
変
化
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿

狩
で
は
、
三
番
方
歩
行
勢
子
の
始
動
の
合
図
が
法
螺
貝
と
白
麾
で
あ
る
の
に
対

し
、
寛
政
の
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
は
法
螺
貝
の
み
の
合
図
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
差
異
は
些
細
な
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
寛
政
七
年
正
月
に
小
納
戸
頭
取

か
ら
三
番
方
に
出
さ
れ
た
指
示
を
元
に
、
三
番
方
歩
行
勢
子
の
働
き
を
時
系
列

で
追
い
、
享
保
の
小
金
原
鹿
狩
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

　

歩
行
勢
子
開
始
の
合
図
で
あ
る
御
立
場
か
ら
の
法
螺
貝
に
従
っ
て
、
大
番
頭

は
三
ツ
拍
子
の
太
鼓
を
打
ち
、
屯
所
か
ら
配
下
の
番
士
が
出
払
う
ま
で
打
ち
続

け
る
。
屯
所
か
ら
出
た
大
番
歩
行
勢
子
は
中
寄
、
絵
図
に
よ
れ
ば
網
か
ら
の
距

離
五
十
五
間
（
九
十
九
メ
ー
ト
ル
）
の
と
こ
ろ
で
一
文
字
に
並
ぶ
（
図
4
の
11
）。

御
立
場
で
白
麾
が
振
ら
れ
る
の
に
従
っ
て
、
網
か
ら
十
五
間
（
二
十
七
メ
ー
ト

ル
）
の
と
こ
ろ
に
ま
で
詰
め
寄
せ
る
（
図
4
の
12
）。
こ
の
場
所
に
は
目
印
と
し

て
「
芝
切
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
網
が
開
か
れ
、
鹿
が
網
の
内
か
ら
追
い
出
さ

れ
る
の
は
大
番
（
あ
る
い
は
書
院
番
・
小
性
組
）
が
図
4
の
12
に
立
ち
並
ん
だ
時

で
あ
ろ
う
。
番
士
は
基
本
的
に
図
4
の
12
を
基
準
と
し
て
動
く
こ
と
に
な
る
。

各
組
の
番
士
は
あ
ら
か
じ
め
五
人
ず
つ
の
組
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
五
人

が
立
ち
並
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
網
ま
で
が
五
人
の
持
場
と
な
っ
て
い
る
。
網
の
内

か
ら
鹿
が
追
い
出
さ
れ
る
と
、
五
人
は
図
4
の
12
か
ら
進
み
出
て
鹿
を
突
き
留

め
る
が
、
そ
れ
は
持
場
内
の
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
五
人
の
持
場
に
鹿
が

逃
げ
た
際
に
は
鹿
が
逃
げ
た
先
を
持
場
と
す
る
五
人
が
鹿
を
突
き
留
め
る
。
最

初
の
五
人
は
元
の
場
所
（
図
4
の
12
）
に
戻
り
、
再
度
鹿
が
や
っ
て
く
る
の
に
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を
組
み
合
わ
せ
た
高
度
な
勢
子
運
用
―
―
そ
れ
は
高
度
な
軍
事
演
習
で
も
あ
る

―
―
に
至
る
ま
で
に
は
一
つ
ひ
と
つ
の
狩
猟
の
積
み
重
ね
が
存
在
し
た
の
で
あ

る
。

　

勢
子
運
用
に
つ
い
て
の
試
行
錯
誤
は
、
本
論
に
お
い
て
は
度
々
強
調
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
吉
宗
に
対
す
る
称
揚
を
も
く
ろ
ん
で
の
こ
と
で
は
な

い
。
四
で
取
り
上
げ
た
通
り
、
寛
政
（
・
嘉
永
）
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
け
る
勢

子
運
用
は
享
保
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
け
る
勢
子
運
用
以
上
に
組
織
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
勢
子
運
用
は
明
ら
か
に
享
保
の
小
金
原
鹿
狩

に
お
け
る
勢
子
運
用
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
水
準
こ
そ
享
保
の
小
金
原

鹿
狩
の
勢
子
運
用
を
上
回
っ
て
い
る
も
の
の
、
同
種
の
勢
子
運
用
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
一
方
で
、
享
保
の
小
金
原
鹿
狩
、
突
き
詰
め
れ

ば
吉
宗
の
狩
猟
に
対
す
る
試
行
錯
誤
が
な
け
れ
ば
実
現
の
難
し
い
勢
子
運
用
で

も
あ
っ
た
。
寛
政
期
で
あ
れ
嘉
永
期
で
あ
れ
、
小
金
原
鹿
狩
を
実
施
す
る
に
あ

た
っ
て
、
仮
に
吉
宗
に
よ
る
成
果
が
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
享
保
二
年
五

月
十
一
日
の
鷹
狩
の
ご
と
き
水
準
か
ら
取
り
組
み
を
始
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
軍
事
的
色
彩
の
強
い
鹿
狩
は
、
有
効
な
軍
事
訓
練
を
必

要
と
す
る
時
代
に
こ
そ
、
そ
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
実
施
に
は
幾
多
の
試
行
錯
誤
が
求
め
ら
れ
る
。
吉
宗
が
狩
猟
に
関
す
る
試

行
錯
誤
を
引
き
受
け
、
そ
の
成
果
が
軍
事
調
練
を
必
要
と
す
る
後
世
の
鹿
狩
の

土
台
と
な
っ
た
と
い
う
点
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
吉
宗
の
狩
猟
へ
の
取
り
組
み
は

歴
史
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

狩
は
寛
政
七
年
に
「
完
成
し
た
」
と
い
え
よ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
成
果
を
も
た

ら
し
た
も
の
は
何
か
。
直
接
的
に
は
小
金
原
鹿
狩
の
実
施
前
に
度
々
繰
り
返
さ

れ
た
勢
子
調
練
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
の
か
。

　

一
に
お
い
て
、
享
保
二
年
の
鷹
狩
復
興
の
際
、
廃
絶
前
の
勢
子
運
用
の
方
法

を
知
っ
て
い
る
者
を
探
す
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
吉

宗
は
そ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
狩
猟
を
繰
り
返
し
試
行
錯
誤
を
積
み
重
ね
、
そ
の

結
果
と
し
て
小
金
原
鹿
狩
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
小
金
原
鹿
狩
こ
そ
実
施

さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
狩
猟
自
体
は
家
重
（
九
代
将
軍
、
在
職
一
七
四
五
～

一
七
六
〇
）、
家
治
（
十
代
将
軍
、
在
職
一
七
六
〇
～
一
七
八
六
）
も
実
施
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
寛
政
の
小
金
原
鹿
狩
と
は
、
吉
宗
以
来
の

狩
猟
の
経
験
が
受
け
継
が
れ
た
末
に
実
現
し
た
も
の
と
い
え
る
。
吉
宗
の
狩
猟

へ
の
取
り
組
み
と
そ
の
成
果
は
、
後
世
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
徳
川
吉
宗
に
よ
る
狩
猟
、
特
に
小
金
原
鹿
狩
に
つ
い
て
、
勢
子
運
用

の
面
か
ら
分
析
を
進
め
た
。
従
来
の
吉
宗
の
狩
猟
に
つ
い
て
の
評
価
に
あ
っ
て

は
、
鷹
狩
の
復
興
と
鹿
狩
の
実
施
と
い
う
二
つ
の
事
例
を
並
列
す
る
の
み
で
あ

り
、
勢
子
を
知
る
幕
臣
を
確
保
す
る
こ
と
す
ら
難
し
か
っ
た
と
い
う
当
初
の
段

階
か
ら
い
か
に
発
展
し
て
い
っ
た
か
を
抜
き
に
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

本
論
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
千
人
を
超
え
る
勢
子
、
歩
行
勢
子
・
騎
馬
勢
子
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徳川吉宗の小金原鹿狩

る
な
ら
ば
、
個
々
人
の
技
量
は
弓
馬
上
覧
を
通
じ
て
高
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
狩
猟
と
武
芸
上
覧
が
補
完
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
観
点
の
下
、

武
芸
上
覧
の
影
響
も
あ
わ
せ
て
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

第
二
に
、
小
金
原
鹿
狩
の
全
国
的
な
伝
播
で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
、
享

保
の
小
金
原
鹿
狩
が
後
世
に
受
け
継
が
れ
た
と
い
う
こ
と
は
論
じ
た
が
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
幕
府
内
に
限
ら
れ
る
。
全
国
の
諸
藩
は
、
幕
府
内
で
実
施
さ
れ
た

小
金
原
鹿
狩
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は

指
摘
す
る
以
上
の
材
料
を
持
た
な
い
が
、
一
点
、
地
方
へ
の
伝
播
を
考
え
る
一

助
と
な
る
史
料
を
提
示
し
た
い
。

　

国
文
学
研
究
資
料
館
の
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
検
索

し
た
と
こ
ろ
、
小
金
原
鹿
狩
に
関
す
る
史
料
は
全
国
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
模
様

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
軍
事
調
練
の
必
要
性
の
増
し
た
寛
政
・
嘉
永
の
小
金
原
鹿

狩
に
関
わ
る
史
料
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
必
ず
し
も
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
い
。
図
5
は
小
金
原
鹿
狩
の
様
子
を
描
い
た
木
版
画
で
あ
る（「
小

金
原
御
猪
狩
全
図
」、
甲
賀
市
水
口
図
書
館
所
蔵
）。
こ
の
木
版
画
が
ど
の
小
金
原

鹿
狩
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
明
示
す
る
文
言
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
御
立
場
の
左
手
に
三
番
方
歩
行
勢
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
か

ら
は
寛
政
・
嘉
永
の
小
金
原
鹿
狩
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
周
囲
に
記

載
さ
れ
て
い
る
文
章
に
「
騎
馬
世
話
人
、
五
人
ツ
ヽ
御
使
番
致
候
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
使
番
五
人
が
「
騎
馬
世
話
人
」（
騎
馬
勢
子
の
指
揮
）
を
勤
め
た
享
保

十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
と
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
水
口
図
書
館
に
こ

　

さ
ら
に
、
旗
本
家
家
臣
の
排
除
に
つ
い
て
も
、
一
考
を
要
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
幕
府
の
軍
制
に
あ
っ
て
は
、
旗
本
は
そ
れ
ぞ
れ
が
召
し
抱
え
た
家
人

を
伴
っ
て
戦
地
に
赴
き
、
と
も
に
戦
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
五
番
方
と
は
直

臣
で
あ
る
旗
本
（
お
よ
び
番
頭
に
附
属
す
る
与
力
や
同
心
）
の
み
で
構
成
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
旗
本
そ
れ
ぞ
れ
に
附
属
す
る
家
臣
を
含
め
た
組
織
な
の
で
あ

る
。
軍
事
色
の
強
い
小
金
原
鹿
狩
に
あ
っ
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
勢
子
を
勤
め

る
番
士
の
傍
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
供
の
者
が
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
は
ず
が
、
勢

子
は
幕
臣
と
百
姓
の
み
で
構
成
さ
れ
、
旗
本
家
の
家
臣
は
勢
子
に
関
わ
り
を
持

た
な
か
っ
た
。
軍
役
に
基
づ
く
伝
統
的
な
軍
事
体
系
を
超
え
た
姿
が
出
現
し
た

と
い
え
る
。
吉
宗
の
意
図
が
何
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、

こ
の
よ
う
な
吉
宗
時
代
の
新
た
な
試
み
が
後
世
の
幕
閣
に
何
ら
か
の
示
唆
を
与

え
、
旗
本
家
臣
を
直
臣
化
し
す
べ
て
の
兵
員
を
幕
府
が
直
接
指
揮
下
に
置
く
と

い
う
幕
末
の
軍
制
改
革
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

以
上
で
本
論
を
締
め
く
く
ろ
う
と
考
え
る
が
、
二
点
、
今
後
の
課
題
を
挙
げ

て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
武
芸
上
覧
と
狩
猟
と
の
関
係
で
あ
る
。
本
論
に
あ
っ
て
は
、
特
に

騎
馬
勢
子
運
用
の
発
展
に
は
大
き
な
紙
面
を
割
い
た
。
本
論
で
は
、
繰
り
返
さ

れ
る
狩
猟
で
の
経
験
が
そ
の
発
展
に
結
び
つ
い
た
と
し
た
が
、
吉
宗
期
に
あ
っ

て
度
々
実
施
さ
れ
た
、
五
番
方
番
士
を
対
象
と
す
る
弓
馬
上
覧
の
影
響
も
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
集
団
的
な
運
用
が
狩
猟
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
と
す
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の
木
版
画
が
所
蔵
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
広
く
衆
人
に
周

知
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
木
版
画
に
享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
が
描
か
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
小
金
原
鹿
狩
が
享
保
の
段
階
か
ら
大

き
な
関
心
を
持
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
他
所
の
関

係
史
料
に
つ
い
て
は
今
後
の
調
査
を
進
め
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

注（
1
）　

黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
集
会
編
集
『
徳
川
実
紀
』（
八
）、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
六
年
。
黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
集
会
編
集
『
徳
川
実
紀
』（
九
）、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
六
年
。

（
2
）　

同
右
、『
徳
川
実
紀
』（
九
）。

（
3
）　

同
右
、
二
六
七
頁
。

（
4
）　

徳
富
猪
一
郎
『
近
世
日
本
国
民
史
』（
二
十
一
、
吉
宗
時
代
）、
近
世
日
本
国
民
史
刊

行
会
、
一
九
五
四
年
、
七
三
～
七
八
頁
・
二
九
六
～
三
〇
四
頁
。

（
5
）　

大
庭
脩
『
江
戸
時
代
の
日
中
秘
話
』
東
方
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
一
九
〇
～
一
九
三

頁
／
同
「
解
題
」、
大
庭
脩
『
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料
』（
二
、
朱
子
三
兄
弟
集
）、

関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
年
、
七
〇
三
～
七
四
七
頁
／
同
『
徳
川
吉
宗
と
康
煕
帝

―
―
鎖
国
化
で
の
日
中
交
流
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
九
年
、
二
五
二
～
二
六
〇
頁
／

今
村
英
明
「
徳
川
吉
宗
と
洋
学
（
そ
の
一
、
軍
事
・
工
学
）
―
―
オ
ラ
ン
ダ
商
館
史
料

を
通
し
て
」『
洋
学
史
研
究
』（
十
九
）、二
〇
〇
二
年
、一
〇
～
四
六
頁
／
魚
住
孝
至「
一
八

世
紀
に
お
け
る
武
術
文
化
の
再
編
成
―
―
社
会
的
背
景
と
そ
の
影
響
」
笠
谷
和
比
古
編

集
『
一
八
世
紀
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
、

三
六
七
～
三
九
二
頁
／
郡
司
健
「
享
保
期
の
異
国
船
対
策
と
長
州
藩
に
お
け
る
大
砲
技

術
の
継
承
―
―
江
戸
中
期
の
大
砲
技
術
の
展
開
」
笠
谷
和
比
古
編
集
『
一
八
世
紀
日
本

図 5　「小金原御猪狩全図」
（甲賀市水口図書館所蔵）
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た
だ
し
、
同
制
度
を
通
じ
て
番
士
と
な
る
に
は
、
事
前
に
課
さ
れ
る
武
芸
の
試
験
（
武

芸
吟
味
）
を
勝
ち
抜
く
必
要
が
あ
っ
た
。
旗
本
家
の
惣
領
は
同
制
度
の
恩
恵
を
獲
得
す

る
た
め
、
武
芸
に
励
み
、
武
芸
吟
味
に
備
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
武
芸
に
励
む

と
い
う
こ
と
に
制
度
的
な
恩
恵
を
保
証
す
る
武
芸
奨
励
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

同
制
度
に
よ
る
武
芸
の
奨
励
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
制
度
の
対
象
が
番

入
を
し
て
い
な
い
旗
本
家
の
惣
領
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
番
入
後
の
武
芸
出
精
を
保
証
す

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
番
士
の
心
得
方
を
、狂
歌
に
作
り
た
る
」『
番

衆
狂
歌
』（
作
者
・
作
成
年
代
不
明
）
に
「
御
奉
公
願
の
内
ハ
稽
古
す
る
御
番
入
し
て
止

る
不
届
」
と
の
一
首
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
惣
領
番
入
制
度
を
通
じ
て
番
入
し
た
者
の

み
な
ら
ず
、
当
主
と
な
っ
て
か
ら
番
入
し
た
者
へ
の
警
句
（
あ
る
い
は
皮
肉
）
で
も
あ

ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
幕
臣
に
武
芸
を
奨
励
す
る
に
は
惣
領
番
入
制
度
の
み
で
は

不
足
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
。
番
士
に
対
し
て
は
別
の
武
芸
奨
励
が
必
要

で
あ
り
、
狩
猟
も
そ
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
よ
う
。

（
10
）　

村
上
直
・
根
崎
光
男
『
鷹
場
史
料
の
読
み
方
・
調
べ
方
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
五
年
、

七
五
～
七
七
頁
／
大
石
学
『
享
保
改
革
の
地
域
政
策
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
、

一
〇
〇
～
二
一
三
頁
／
根
崎
光
男
『
将
軍
の
鷹
狩
』
同
成
社
、
一
九
九
九
年
、
八
二
～

一
一
〇
頁
／
同
『
江
戸
幕
府
放
鷹
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
、

二
九
二
～
三
四
八
頁
／
岡
崎
寛
徳
『
鷹
と
将
軍
―
―
徳
川
社
会
の
贈
答
シ
ス
テ
ム
』
講

談
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
六
～
一
五
二
頁
。

（
11
）　

こ
の
傾
向
は
武
道
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
吉
宗
の
狩
猟
を
武
芸
奨
励
の
一
環

と
し
て
捉
え
た
上
で
、
そ
こ
に
い
か
な
る
評
価
を
加
え
る
の
か
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、

管
見
の
限
り
、
そ
れ
を
充
た
す
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
12
）　

高
見
澤
美
紀
「
享
保
改
革
期
に
お
け
る
将
軍
狩
猟
と
旗
本
政
策
―
―
享
保
一
〇
年
小

金
原
鹿
狩
の
検
討
か
ら
」『
千
葉
史
学
』（
三
十
）、
一
九
九
七
年
、
二
五
～
四
一
頁
。

（
13
）　

ま
た
、
高
見
澤
氏
は
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
に
お
い
て
騎
馬
勢
子
と
し
て
参
加
し

た
両
番
番
士
の
昇
進
に
つ
い
て
論
及
し
、
不
参
加
で
あ
っ
た
番
士
よ
り
も
昇
進
の
度
合

い
が
強
い
と
し
て
い
る
が
、
後
段
で
述
べ
る
通
り
、
享
保
十
年
の
小
金
原
鹿
狩
は
翌
年

の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
三
九
三
～
四
一
五
頁
。

（
6
）　

小
山
松
吉
「
日
本
弓
道
概
論
」
長
坂
金
雄
編
集
『
弓
道
講
座
』（
一
）、
雄
山
閣
出
版
、

初
版
一
九
四
一
年
・
復
刻
一
九
九
四
年
、
四
六
頁
、
五
〇
～
五
一
頁
／
斎
藤
直
芳
「
日

本
弓
道
史
」
長
坂
金
雄
編
集
『
弓
道
講
座
』（
一
）、
雄
山
閣
出
版
、
初
版
一
九
四
一
年
・

復
刻
一
九
九
四
年
、二
八
七
～
二
八
八
頁
／
「
騎
射
の
伝
統
」
石
岡
久
雄
ほ
か
編
集
『
日

本
武
道
大
系
』（
四
、弓
術
）、同
朋
社
出
版
、一
九
八
二
年
、四
二
九
～
四
三
四
頁
／
「
小

笠
原
流
」
石
岡
久
雄
ほ
か
編
集
『
日
本
武
道
大
系
』（
四
、
弓
術
）、
同
朋
社
出
版
、

一
九
八
二
年
、
五
～
九
頁
／
入
江
康
平
「
徳
川
吉
宗
の
武
芸
奨
励
」
二
木
謙
一
ほ
か
編

集
『
日
本
史
小
百
科
』（
武
道
）、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
、
一
一
二
～
一
一
三
頁

／
石
川
久
夫
『
近
世
日
本
弓
術
の
発
展
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
三
年
、
一
五
八

～
一
五
九
頁
。

（
7
）　

今
村
嘉
雄
『
十
九
世
紀
に
於
け
る
日
本
体
育
の
研
究
』
第
一
書
房
、
一
九
八
九
年
、

二
六
三
～
三
三
二
頁
。

（
8
）　

菊
本
智
之
「
近
世
中
期
の
為
政
者
の
武
芸
思
想
に
関
す
る
一
考
察
―
―
徳
川
吉
宗
と

武
芸
の
関
わ
り
を
中
心
に
」『
ス
ポ
ー
ツ
サ
イ
エ
ン
ス
』（
一
―

一
）、
二
〇
〇
六
年
、

三
一
～
四
六
頁
。

（
9
）　

拙
著
「
惣
領
番
入
制
度
、
そ
の
成
立
と
意
義
―
─
吉
宗
期
の
武
芸
奨
励
と
関
連
し
て
」

『
日
本
研
究
』（
四
十
五
）、
二
〇
一
二
年
、
五
一
～
一
一
三
頁
／
同
「
惣
領
番
入
制
度
と

五
番
方
―
―
吉
宗
期
の
事
例
を
中
心
に
」『
日
本
研
究
』（
四
十
六
）、
二
〇
一
二
年
、

四
五
～
九
九
頁
。

　
　
　

筆
者
は
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
下
、
惣そ
う
り
よ
う
ば
ん
い
り
せ
い
ど

領
番
入
制
度
に
つ
い
て
、
右
二
本
の
論
考

を
発
表
し
た
。
同
制
度
は
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）、
吉
宗
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
制
度

で
あ
る
。
同
制
度
は
旗
本
の
惣
領
（
跡
取
り
）
を
、
五
番
方
（
書
院
番
、
小
性
組
、
大
番
、

新
番
、
小
十
人
組
。
兵
員
が
旗
本
で
構
成
さ
れ
た
幕
府
の
主
力
部
隊
）
の
番
士
（
兵
員
）

と
し
て
番
入
さ
せ
る
（
召
し
出
す
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
来
、
惣
領
は
そ
れ
ぞ
れ

の
家
の
当
主
に
な
っ
た
後
で
番
士
と
な
る
。
し
か
し
、
同
制
度
を
活
用
す
れ
ば
当
主
に

な
る
前
に
番
士
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
収
入
・
昇
進
の
面
で
有
利
で
あ
っ
た
。
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書
面
い
た
し
置
候
茂
可
有
之
候
間
、
と
く
と
承
合
、
書
出
候
様
、
御
同
役
中
江
申
達
候
様

ニ
と
被
仰
聞
候

（
22
）　
『
御
小
性
組
方
例
書
私
録
』「
遠
御
成
之
部
」

　
　
　

享
保
二
丁
酉
年
五
月
七
日

一
、
大
久
保
佐
渡
守
殿
御
渡
候
由
ニ
て
、
御
目
付
稲
葉
多
宮
為
見
候
書
付
、
御
書
院

番
頭
・
御
小
性
組
番
頭
、
御
成
・　

還
御
共
壱
人
立
、
御
供
仕
候
筈
、
此
段
可

申
談
事

一
、
右
多
宮
為
見
候
御
書
付
之
趣
、
難
心
得
ニ
付
佐
渡
守
殿
江
相
窺
候
処
、
左
之
通
被

仰
渡
候

一
、
御
鷹
野
之
節
、
両
番
頭
之
内
、　

御
成
・　

還
御
と
も
申
合
、
壱
人
者　

御
先
隅

田
川
木
母
字
辺
迄
罷
越
、　

還
御
之
御
供
可
仕
候
、
両
番
頭
之
内
御
供
仕
候
得
者
、

御
用
弁
候
間
、
其
辺
可
申
合
と
被　

仰
聞
候
事

　
　
　
　
　
　

此
以
後
、
御
鷹
野
之
節
、
両
番
頭
壱
人
者

　
　
　
　
　
　

御
成
御
供
、
壱
人
者

　
　
　
　
　
　

還
御
之
御
供
相
勤
候
、
尤
御
書
院
方
御
小
性
組
方
代
々
右
之
通
相
勤
候
事

　
　
　

※ 

『
御
小
性
組
方
例
書
私
録
』
は
七
代
将
軍
徳
川
家
継
（
在
職
一
七
一
三
～

一
七
一
六
）
か
ら
十
代
将
軍
徳
川
家
治
（
在
職
一
七
六
〇
～
一
七
八
六
）
の
期
間

に
お
け
る
小
性
組
に
対
す
る
各
種
法
令
、
あ
る
い
は
小
性
組
の
運
営
に
関
わ
る
申

し
合
わ
せ
事
項
な
ど
を
内
容
別
・
年
代
別
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
は
成

立
年
代
・
作
者
と
も
に
不
明
で
あ
る
が
、
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
地
の
文
で
家
治

期
を
「
当
御
代
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
治
期
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
内
容
が
小
性
組
番
頭
と
し
て
の
立
場
か
ら
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

点
か
ら
、
作
者
は
家
治
期
に
小
性
組
番
頭
に
あ
っ
た
者
と
推
察
さ
れ
る
。
国
立
公

文
書
館
所
蔵
。

（
23
）　

同
右
。

（
24
）　

同
右
。

　
　
　

同
月
九
日

の
小
金
原
鹿
狩
の
た
め
の
「
御
試
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
位
置
付
け
で
あ
る
鹿
狩
へ

の
参
加
が
昇
進
に
結
び
つ
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
昇
進
と
騎
馬
勢
子
参
加
の
関
係
性

に
言
及
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
騎
馬
勢
子
参
加
者
の
石
高
や
家
柄
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
、

石
高
や
家
柄
に
左
右
さ
れ
な
い
「
騎
馬
勢
子
参
加
型
昇
進
モ
デ
ル
」
を
提
唱
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

（
14
）　
『
国
史
大
事
典
』
内
の
「
し
ょ
い
ん
ば
ん　

書
院
番
組
」、「
こ
し
ょ
う
ぐ
み　

小
性
組
」、

「
お
お
ば
ん
ぐ
み　

大
番
組
」、「
し
ん
ば
ん
ぐ
み　

新
番
組
」、「
こ
じ
ゅ
う
に
ん
ぐ
み　

小
十
人
組
」
の
項
よ
り
。

（
15
）　

享
保
十
一
年
の
小
金
原
鹿
狩
実
施
に
至
る
ま
で
の
吉
宗
に
よ
る
狩
猟
の
一
覧
を
別
表

と
し
て
末
尾
に
附
し
た
。
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
）　

前
掲
（
2
）、
二
六
九
～
二
七
〇
頁
。

（
17
）　

前
掲
（
1
）、
享
保
二
年
七
月
二
十
三
日
の
条
。

（
18
）　

南
和
男
「
江
戸
幕
府
御
徒
組
に
つ
い
て
」『
日
本
歴
史
』（
二
一
四
）、
一
九
六
六
年
、

二
五
～
五
〇
頁
。

（
19
）　
『
御
徒
方
万
年
記
』、『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
』（
六
十
九
）、
汲
古
書
院
、

一
九
八
七
年
。

（
20
）　

同
右
、
享
保
二
年
二
月
二
十
五
日
の
条

　
　
　

大
佐
渡
守
殿
被　

仰
聞
候
者
、
雲
雀
鷹
・
鷭
鷹
・
白
鳥
鷹
之
節
勢
子
勤
方
之
儀
、
同

役
中
江
申
達
、
御
徒
古
者
共
之
内
ニ
存
候
者
も
可
有
之
候
間
、
承
合
書
付
仕
差
出
候
様
ニ
与

被
仰
聞
候
。

（
21
）　

同
右
、
享
保
元
年
三
月
三
日
の
条

　
　
　

雲
雀
鷹
・
鷭
鷹
之
節
相
勤
候
者
無
御
座
候
、
白
鳥
勢
子
助
取
相
勤
候
者
者
御
座
候
、

右
之
段
書
付
去
ル
廿
九
日
佐
渡
守
殿
江
差
出
候
処
、
佐
渡
守
殿
被
仰
聞
候
ハ
、
組
之
内

雲
雀
鷹
・
鷭
鷹
之
節
相
勤
候
者
無
之
段
御
承
知
被
成
候
、
父
相
勤
候
而
外
ニ
罷
在
、
又
者

隠
居
な
と
い
た
し
存
候
者
有
之
候
歟
、
父
親
類
な
と
相
勤
、
又
者
様
子
承
伝
書
面
い
た

し
置
候
事
可
有
之
候
、
雲
雀
鷹
・
鷭
鷹
、
久
敷
儀
に
て
茂
無
之
候

　
　

厳
有
院
殿
様　

御
代
に
茂
有
之
候
間
、
其
身
勤
不
申
候
而
も
、
右
之
通
父
・
親
類
相
勤
、
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れ
候
節
者
、
御
答
ニ
白
ニ
而
も
赤
ニ
而
も
御
目
印
振
合
候
而
、
勢
子
追
詰
可
申
旨
、
御
徒

頭
三
人
江
松
下
専
助
被
申
談
候

（
30
）　

同
右
。

一
、
橋
場
之
方
、
百
姓
勢
子
百
人
、
御
鳥
見
三
人
、
伊
奈
半
左
衛
門
家
来
三
人
、
場

所
相
詰
居
、　

御
成
前
五
ツ
之
鐘
承
候
而
、
大
川
畑
迄
追
詰
さ
せ
、
元
之
所
ニ
引

居
候
、
白
鳥
池
之
方
者
六
町
計
、
先
ゟ
百
姓
勢
子
三
百
人
、
御
鳥
見
拾
人
、
伊

奈
半
左
衛
門
家
来
五
人
、
白
鳥
池
之
向
通
り
迄
、
相
図
之
御
貝
之
音
聞
江
次
第
、

勢
子
之
者
声
ヲ
合
、
追
詰
さ
せ
可
申
候
、
御
貝
三
度
相
聞
江
、
右
之
通
ニ
追
セ
申
候

［
以
下
略
］

（
31
）　

前
掲
（
22
）「
弓
馬
并
水
稽
古
之
事
」。

一
、
馬
勢
子
乗
双
、
雉
落
候
節
、
拍
子
木
ニ
て
乗
出
、
雉
子
追
立
、
馬
之
頭　

御
前

之
方
江
立
置
拍
子
木
合
候
ハ
ヽ
其
侭
引
返
し
、
元
之
所
江
乗
双
、
馬
立
可
申
候
、

幾
度
も
同
前
之
事
、
馬
立
所
芝
ニ
つ
く
り
の
筋
有
之
候
間
、
つ
く
り
の
す
し
を

前
に
し
て
立
可
申
候

（
32
）　

同
右
。

一
、
雉
子
御
立
場
を
背
き
、
二
町
も
脇
へ
落
有
之
候
ハ
ヽ
、
横
扇
之
相
図
ニ
て
、
右

之
方
者
専
助
鼻
馬
ニ
て
乗
出
し
候
間
、
其
節
者
一
行
ニ
段
々
乗
出
、
専
助
馬
を
と
め

候
処
ニ
て
、
何
も
馬
を
立
、
御
前
之
方
江
雉
子
追
立
遣
申
、
尤
乗
切
輪
乗
ニ
候
間
、

順
々
早
馬
ニ
可
致
候
、
尤
左
り
之
方
江
雉
子
落
候
ハ
ヽ
、
三
十
郎
・
専
助
之
通
可

被
致
候
事

　
　
　
　
　
　

 

但
雉
子
追
立
候
ハ
ヽ
、
拍
子
木
ニ
て
銘
々
順
ゟ
段
々
一
行
乗
、
元
之
立
場
江
馬

返
し
申
候
、
且
又
早
馬
之
節
者
、
騎
馬
合
見
や
ら
せ
、
早
キ
馬
ハ
先
乗
之
馬

を
見
合
、
乗
越
不
申
候
様
い
た
し
、
遅
キ
馬
者
随
分
跡
よ
り
馬
つ
か
へ
な（

マ
マ
）

し
や

う
、
早
く
乗
可
申
候
、
尤
遅
候
ハ
ヽ
跡
ゟ
声
か
け
早
く
被
乗
候
や
う
可
申
事

（
33
）　
『
柳
営
日
次
記
』
享
保
七
年
三
月
十
八
日
の
条

　
　
　

一
、 

小
十
人
組
・
御
徒
方
御
定
書

一
、 

御
鷹
場
ニ
而
、
貝
二
声
小
十
人
、
同
三
声
御
徒
方
、
赤
麾
振
候
時
、
押
出
シ
、
白

　
　
　

一
、 

大
久
保
佐
渡
守
殿
、
両
番
頭
詰
番
江
被
仰
聞
候
者
、
御
鷹
野

　
　
　
　
　

御
成
之
節
、　

御
先
懸
放
シ
候
所
御
座
候
間
、
御
供
之
立
前
見
合
可
申
候
、
御
徒
・

　
　
　

小
十
人
抔
と
混
雑
可
致
候
得
共
、
夫
共
無
搆
相
立
可
申
候

　
　
　
　
　

 

御
目
通
遠
く
も
御
座
候
間
、
何
茂
不
及
平
伏
立
候
而
可
罷
出
候
、
尤　

御
先
ニ
而
御

差
図
可
被
成
候
へ
と
も
、
兼
而
相
心
得
可
被
在
之
、
若
御
鷹
抔
そ
れ
候
ハ
ヽ
、

御
番
衆
其
外
心
掛
可
申
候
、乍
去
急
度
見
届
候
事
ニ
者
無
之
候
、委
細
者
稲
葉
民
也
・

仙
波
七
郎
左
衛
門
江
承
合
可
申
候
旨
被　

仰
候

（
25
）　

前
掲
（
1
）、
享
保
二
年
五
月
十
三
日
の
条

　
　
　

 

少
老
大
久
保
佐
渡
守
常
春
去
年
よ
り
鷹
鶻
の
事
つ
か
さ
ど
り
し
が
。
こ
た
び
は
じ
め

て
放
鷹
の
御
遊
あ
り
し
を
も
て
。
時
服
三
襲
た
ま
は
り
褒
せ
ら
る
。
且
こ
の
後
御
鷹

狩
に
は
常
供
奉
た
る
べ
し
と
命
ぜ
ら
る
。
小
納
戸
に
て
其
事
つ
か
さ
ど
り
し
桑
山
内

匠
頭
盛
政
。
松
下
専
助
当
恒
金
二
枚
を
た
ま
ふ
。
鷹
師
頭
戸
田
五
助
勝
房
に
も
時
服

二
。
羽
織
一
を
た
ま
ふ
。

（
26
）　

伊
勢
貞
丈
『
貞
丈
雑
記
』
今
泉
定
介
編
集
『
故
実
叢
書
』（
二
）、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
二
八
年
、
四
九
二
頁
。

（
27
）　
『
教
令
類
纂
』
二
集
七
十
三
「
武
術
之
部
」『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
』（
二
十
二
）、

汲
古
書
院
、
一
九
八
二
年
。

（
28
）　
『
享
保
遠
御
成
之
記
』
享
保
四
年
三
月
一
日
の
条

　
　
　

一
、 ［
前
略
］
御
差
図
有
之
、
御
貝
吹
、
御
徒
組
勢
子
人
数
寄
セ
参
候
、
其
節
御
貝
三

度
吹
、小
十
人
組
人
数
寄
セ
候
、其
節
御
貝
二
度
吹
、其
行
列
ニ
而　

御
前
之
方
江
段
々

寄
セ
候
、
小
十
人
組
・
御
徒
共
々
組
江々
印
を
立
ル
、
御
小
人
持
之
、
段
々
勢
子

御
立
場
之
方
江
寄
セ
申
候
［
以
下
略
］

（
29
）　

同
右
、
享
保
六
年
三
月
二
十
五
日
の
条

　
　
　

一
、 ［
前
略
］
御
徒
頭
牧
野
新
平
・
長
田
三
右
衛
門
・
松
波
甚
兵
衛
三
組
江
、
赤
白
之

御
目
印
相
渡
、
右
之
方
之
組
者
赤
、
左
之
方
之
組
者
白
と
申
様
ニ
相
定
、
赤
白
之
御

目
印
御
前
ニ
而
振
候
ハ
ヽ
、
右
之
方
勢
子
追
詰
可
申
候
、
白
キ
御
目
印　

御
前
ニ
而
振

候
ハ
ヽ
踏
留
可
申
候
、
御
前
之
方
御
目
印
振
止
シ
節
者
横
ニ
成
候
間
、
御
目
印
振
ら
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人
宛
、
都
合
九
拾
五
人
一
帳
ニ
書
立
可
被　

出
候
、
両
番
よ
り
余
慶
別
紙
ニ
十
人

可
書
出
候
、
且
又
右
之
節
、
両
組
頭
之
内
、
騎
馬
勢
子
可
相
勤
人
可
被
書
出
候

　
　
　
　
　
　
　

八
月

（
36
）　

前
掲
（
1
）、
享
保
八
年
三
月
二
十
二
日
の
条

　
　
　

 

駒
場
野
に
猪
狩
あ
り
。
猪
十
八
頭
を
か
り
得
た
ま
ふ
。
御
み
ず
か
ら
猪
。
兎
各
一
頭

を
つ
き
と
め
ら
る
。
戸
田
山
城
守
忠
真
陪
従
し
て
猪
一
頭
を
得
た
り
。
両
番
の
頭
。

組
頭
。
及
び
番
士
み
な
騎
馬
し
て
駆
馳
す
。
徒
頭
四
人
も
こ
れ
に
同
じ
。
供
奉
の
少

老
大
久
保
佐
渡
守
常
春
に
。
御
み
づ
か
ら
猪
を
う
ち
獲
ら
れ
し
銃
丸
を
た
ま
ふ
。

（
37
）　

前
掲
（
12
）。

（
38
）　

前
掲
（
22
）、「
遠
御
成
之
部
」。

　
　
　

同
八
癸
卯
年
三
月
十
六
日
。

一
、
大
久
保
佐
渡
守
殿
口
上
ニ
て
両
番
頭
詰
番
江
被
仰
聞
候
者
、
御
猪
狩
之
節
、
番
頭

中
御
供
望
之
も
の
、
大
勢
ハ
不
相
成
候
、
三
四
人
罷
出
可
申
候
、
尤
御
番
差
合

不
申
候
様
ニ
可
致
候
、
右
罷
出
候
性
名
并
組
々
ゟ
も
若
キ
面
々
望
之
分
者
、
勝
手

次
第
可
罷
出
候
、
尤
右
名
寄
も
可
書
出
旨
被
仰
聞
候
事

一
、
騎
馬
勢
子
相
勤
候
者
、
於
御
場
竹
鑓
并
采
幣
可
相
渡
候
間
、
左
様
相
心
得
、
鑓
ニ

て
鹿
を
突
留
候
様
ニ
と
の
事
ニ
候
間
、
右
馬
も
物
お（

怖
）ち
無
キ
を
心
か
け
乗
候
や

う
ニ
と
、
御
目
付
稲
葉
多
宮
被
申
聞
候
事

（
39
）　

松
戸
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
松
戸
市
史
』（
中
）、
松
戸
市
役
所
、
一
九
七
八
年
、

三
二
七
～
三
四
七
頁
。

（
40
）　

前
掲
（
12
）。

（
41
）　
『
御
狩
日
記
』（
一
）。

　
　
　

 

享
保
乙
巳
春
の
正
月
の
末
ツ
頃　

仰
出
さ
れ
た
り
け
る
ハ
、
来
年
春
に
至
り
て
下
総

国
小
金
原
に
お
ゐ
て
御
鹿
狩
可
被
遊
、
且
ハ　

御
試
の
た
め
な
れ
は
、
先
彼
地
に
お

ゐ
て
当
春　

御
狩
有
へ
き
旨
被　

仰
出
、
依
之
御
小
納
戸
役
之
内
、
松
下
専
助
・
佐

野
伊
右
衛
門
・
土
岐
八
左
衛
門
・
浦
上
弥
五
左
衛
門
、
右
四
人
を
以
御
鹿
狩
御
用
頭

取
に
被　

仰
付
、
諸
事
頭
取
よ
り
可
相
定
の
旨
な
り

麾
振
候
時
踏
留

一
、
小
十
人
方
者
御
鷹
場
ゟ
御
相
図
之
時
、
同
音
に
高
ク
一
声
か
け
鎮
押
出
シ
、
御

山
御
立
場
片
通
踏
留
、
尤
押
候
内
者
声
か
け
不
申
、
鳥
出
候
近
所
ゟ
四
五
人
声

か
け
追
懸
可
申
候
、
一
同
に
ハ
声
か
け
不
申
候
事

一
、
鳥
捕
、
直
ニ
持
参
可
申
候
、
其
組
之
頭
付
候
ニ
不
及
、
人
々
之
姓
名
紙
札
ニ
書
付

可
申
候
事

一
、
御
供
方
押
出
し
候
よ
り
踏
留
迄
者
声
な
く
、
鳥
出
候
近
所
ゟ
四
五
人
程
声
か
け

可
申
候
、
踏
留
り
候
後
、
押
詰
候
様
ニ
御
差
図
有
之
時
、
一
同
声
高
ク
か
け
、

鎮
押
出
し
詰
可
申
候
、
雉
子
随
分
損
シ
不
申
候
様
ニ
捕
可
申
事

　
　
　
　
　
［
以
下
略
］

（
34
）　

前
掲
（
28
）
享
保
七
年
三
月
十
八
日
の
条

　
　
　

壱
番
之
印　

白
白
白 

弐
番
印　

赤赤 

三
番
印　

青青

　
　
　

四
番
印　

白 

五
番
印　

赤赤 

六
番
印　

青青青 

七
番
印　

赤

　
　
　

八
番
印　

白白 

九
番　

白
赤
白 

拾
番
印　

赤
赤
赤

　
　
　
　
　

右
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
如
此
之
様
子
ニ
篭
ヲ
紙
ニ
而
張
ル
）

（
35
）　

前
掲
（
22
）、「
弓
馬
并
水
稽
古
之
事
」。

　
　
　

同
八
癸
卯
年
八
月
十
二
日

　
　
　

一
、
大
久
保
佐
渡
守
御
渡
被
成
候
御
書
付

　
　
　
　
　
　
　

見
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
番
頭
江

　
　
　
　
　

 

来
月
中
旬
、
鶉
御
鷹
野
有
之
候
付
而
、
両
番
騎
馬
勢
子
入
候
間
、
一
組
よ
り
五
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徳川吉宗の小金原鹿狩

一
、
壱
番
之
組
合
、
星
付
候
場
江
馬
を
立
、
鹿
出
候
ハ
ヽ
追
掛
ケ
射
留
可
申
候
、
面
々

請
取
之
場
所
迄
追
候
ハ
ヽ
、
夫
ゟ
先
き
へ
ハ
不
可
参
候
、
一
へ
ん
追
通
候
ハ
ヽ

直
ニ
馬
立
所
江
立
可
申
、代
り
之
者
ハ
見
合
、星
付
之
方
へ
可
被
参
候
、段
々
一
番
・

二
番
・
三
番
、
順
繰
ニ
可
仕
候

　
　
　

一
、  

若
し
壱
人
計
追
懸
射
候
時
ハ
、
代
り
申
間
敷
候
、
三
人
と
も
追
懸
候
ハ
ヽ
勿
論
、

二
人
追
懸
射
申
候
ハ
ヽ
次
之
組
と
入
替
可
申
候

（
46
）　

同
右
。

（
47
）　

同
右
（
一
）。

　
　
　

 

御
立
場
ゟ
貝
の
声
聞
へ
候
を
合
図
と
し
て
、
頭
取
の
面
々
下
知
を
加
へ
、
列
卒
の
者

共
或
は
矢
声
を
立
、
又
ハ
御
鉄
炮
の
者
共
其
組
〳
〵
を
下
知
し
て
鉄
炮
但
、
玉
な
し

を
放
ち
て
、
鹿
を
追
出
候
何
れ
も
踏
留
の

場
を
兼
而
定
ら
る
、
列
卒
ゟ
追
入
た
る
鹿
を
ハ
追
懸
騎
馬
を
以
て

先
を
遮
り
、
後
を
閉
ぢ
て

　
　
　

御
立
場
前
江
と
追
出
候

（
48
）　

吉
宗
期
以
前
、
家
康
・
秀
忠
・
家
光
は
各
所
に
お
い
て
度
々
鹿
狩
を
実
施
し
て
い
る
。

史
書
の
類
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
鹿
狩
に
つ
い
て
の
記
述
が
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
吉
宗
期

の
ご
と
く
、
勢
子
の
人
員
・
運
用
方
法
ま
で
詳
細
に
記
録
し
た
も
の
は
見
つ
け
ら
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
断
片
的
に
、
勢
子
に
家
臣

が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
史
料
が
あ
る
。
以
下
、
慶
長
十
五
年

（
一
六
一
〇
）
閏
二
月
の
鹿
狩
（
秀
忠
）
と
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
十
月
八
日
の
鹿

狩
（
家
光
）
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
検
証
す
る
。

　
　

Ａ　

 

慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
閏
二
月
の
鹿
狩

　
　
　

慶
長
十
五
年
閏
二
月
十
日
、
二
代
将
軍
秀
忠
（
在
職
一
六
〇
五
～
一
六
二
三
）
は
三

河
国
田
原
（
現
愛
知
県
田
原
市
）
に
お
い
て
鹿
狩
を
実
施
す
る
た
め
、
駿
府
を
発
ち
、

同
十
四
日
に
現
地
に
到
着
し
た
。
以
後
、
二
十
四
日
に
現
地
を
出
発
す
る
ま
で
に
断
続

的
に
鹿
狩
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
鹿
狩
に
動
員
さ
れ
た
勢
子
に
つ
い
て
は
、『
台
徳
院

殿
御
実
紀
』
ほ
か
、
種
々
の
史
書
は
三
河
国
・
遠
江
国
の
諸
士
お
よ
そ
二
万
人
と
伝
え

て
い
る
。
さ
て
、
同
月
十
七
日
の
鹿
狩
の
最
中
、
刃
傷
沙
汰
が
勃
発
し
た
。『
台
徳
院
殿

（
42
）　

同
右
。

　
　
　

 
諸
役
人
并
ニ
両
御
番
之
面
々
馬
上
ニ
而
鹿
突
留
申
度
輩
ハ
可
申
上
之
由
、
頭
取
四
人
奉

り
、
大
久
保
佐
渡
守
江
若
年

寄

達
し
、
夫
ゟ
諸
役
人
并
ニ
両
御
番
頭
江
被
申
渡
候
而
、
各
書

附
差
上
ら
れ
候
、
其
後
馬
達
者
ニ
而
追
懸
騎
馬
可
相
勤
器
量
に
当
り
候
者
撰
出
す
へ
き

の
よ
し
、
頭
取
四
人
亦
奉
り
に
て
、
御
鹿
狩
御
当
日
出
勤
之
両
御
番
の
番
頭
同
し
く

組
頭
、　

御
本
丸
并
ニ
二
之　

御
丸
両
御
番
之
内
、
騎
馬
鑓
勤
願
之
面
々
を
率
ひ
て
騎
馬

鑓
勤

め
願
大
勢
有
之
候
内
を
、
馬
達
者
に
相
見
へ
候
計
、
両
御

番
之
番
頭
・
組
頭
中
撰
出
候
而
、
田
安
広
芝
へ
可
被
差
出
候
田
安
御
門
広
芝
の
内
江
可
相
集
之
旨
申
触
候
而
、

則
彼
地
に
お
ゐ
て
駆
二
篇
宛
并
ニ
馬
上
之
鑓
之
体
、
頭
取
四
人
検
分
を
遂
け
、
其
甲

乙
を
吟
味
之
上
、
追
懸
騎
馬
の
人
数
相
定
り
候
、
二
之
御
丸
御
番
ハ
元
ゟ
願
の
人
数
少
な
き
ゆ
へ
検
分
迄
は

甲
乙
の
吟
味
な
く
、
追
懸
騎
馬
を
出
勤
被
申
候
、　

御
本

丸
新
御
番
組
之
内
ゟ
も
追
懸
騎
馬
出
勤
之
衆
あ
り
と
云
共
、
新
御
番
ハ

初
メ　

御
前
騎
馬
出
勤
之
積
り
ニ
候
故
、
此
時
之
検
分
ニ
ハ
罷
出
不
申
候

（
43
）　

同
右
。

（
44
）　

同
右
。

（
45
）　

同
右
（
四
）。

　
　
　
　

騎
射
場
之
図

松

松

御
立
場

松

松
（
騎
射
衆
一
番
組
、

小
姓
三
名
）

（
騎
射
衆
二
番
組
、

小
納
戸
一
名
・

小
姓
二
名
）

（
騎
射
衆
三
番
組
、

小
納
戸
一
名
・

小
姓
三
名
）

（
馬
立
所
）

○

（
馬
立
所
）

○

（
馬
立
所
）

○
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仮
に
吉
宗
期
の
ご
と
く
家
臣
を
狩
場
か
ら
排
除
し
た
と
す
れ
ば
、
知
行
高
が
ど
れ
だ
け

で
あ
ろ
う
と
、
家
臣
を
ど
れ
ほ
ど
引
き
連
れ
て
い
よ
う
と
、
そ
の
よ
う
な
割
り
当
て
は

無
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
阿
部
家
の
年
代
記
で
あ
る
「
公
餘
録
」
巻
一
に
は
同
日
の
鹿

狩
に
つ
い
て
、「
忠
秋
公
様
御
家
中
勢
固
弐
百
四
拾
・
足
軽
中
間
分
勢
固
拾
五
人
」
と
の

記
述
が
あ
り
、
大
名
家
（
阿
部
家
は
当
時
三
万
石
）
の
家
臣
が
鹿
狩
に
動
員
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
49
）　

高
橋
典
幸
ほ
か
『
日
本
軍
事
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
二
六
〇
～
二
八
八
頁
。

該
当
箇
所
は
保
谷
（
熊
澤
）
徹
の
執
筆
に
よ
る
。

（
50
）　

前
掲
（
41
）、（
一
）。

　
　
　

 

左
右
各
三
組
、
一
・
二
・
三
番
之
次
第
を
定
め
、　

御
立
場
ゟ
御
招
き
の
白
布
を
振
て
、

合
図
の
有
に
随
て
、
代
々
追
入
候
何
れ
も
約
束
の
場
所
有
て
追
留
申

候
故
、
諸
組
入
り
乱
る
ゝ
事
な
し
、
然
所
に
鹿
の
出
る
こ
と
夥
敷
、

五
百
三
百
打
群
〳
〵
出
き
た
る
に
依
て
、
左
右
の
六
組
入
乱
れ
、
打
交
り
て
或
ハ
網

へ
追
入
れ
、
或
ハ
突
留
候
、
但
臨
時
の　

御
下
知
有
に
依
て
と
な
り
、
其
内
、
馬
上

よ
り
鑓
付
る
も
あ
り
、
多
ハ
お
り
立
て
鑓
付
候
、
追
懸
騎
馬
の
面
々
も
、
初
ハ
鹿
鑓

を
口
附
之
者
に
渡
し
置
、
一ひ
た
す
ら向

馬
上
に
て
の
ミ
鹿
を
追
候
処
に
、
漸
く
鹿
も
多
く
群

れ
出
、
四
方
の
列
卒
に
追
疲
か
さ
れ
候
ゆ
へ
、
各
鑓
を
馬
上
に
取
て
、
或
ハ
突
伏
、

又
ハ
乗
倒
候
、
是
又
兼
而
の　

御
下
知
な
り
、

（
51
）　

同
右
。

（
52
）　

同
右
。

　
　
　

御
上
茂
初
よ
り
御
馬
上
遊
さ
れ
、　

御
前
騎
馬
数
拾
騎
被　

召
れ
候
而
、　

御
采
幣
を
打

振
て
か
け
引
の　

御
下
知
透
間
な
し
此
節　

御
立
場
に
有
之
候
御
招
、
弐
本
共
ニ
御
鷹
匠
之
者
持
参
仕
、　

御
馬
乃

左
右
に
伺
公
し
、
遠
く　

御
下
知
を
出
さ
せ
ら
れ
候
時
の
合
図
に
用
ら
れ
候
、
其

内
に　

御
鎗
に
て
鹿
共　

御
留
め
被
遊
候
に
、
何
れ
も
只
一
鑓
に
て
留
り
候
故
、　

御

獲え
も
の夥

敷
候
ひ
し
か
共
、
元
ゟ　

御
突
捨
に
被
遊
候
故
、
其
数
ハ
不
相
知
候

（
53
）　

前
掲
（
39
）、
三
四
七
～
三
五
〇
頁
。

（
54
）　
『
御
遊
猟
細
記
』（
三
）

　
　
　
　
　

弓
射
ル
小
十
人
、
十
七
人

　
　
　

大
渡
四
郎
三
郎 

土
屋
文
右
衛
門 

斎
藤
半
太
郎

御
実
紀
』（
秀
忠
の
年
代
記
）
慶
長
十
五
年
閏
二
月
十
七
日
の
条
に
は
こ
う
あ
る
。

　
　
　
　

 
永
井
信
濃
守
尚
政
が
隊
下
の
番
士
中
川
八
兵
衞
某
。
岡
部
八
十
郎
某
と
争
闘
に
及

ぶ
。
井
伊
掃
部
助
直
孝
左
備
の
隊
長
な
り
し
が
。
馬
に
鞭
あ
て
速
に
は
せ
よ
り
。

大
竹
の
杖
を
ふ
り
あ
げ
て
双
方
を
押
分
る
。
其
ひ
ま
に
中
川
が
従
者
岡
部
を
討
し

か
ば
。
八
兵
衞
某
も
死
を
賜
ふ
。
騒
動
に
も
狩
場
の
諸
士
法
令
を
守
り
。
一
人
も

争
闘
の
か
た
に
は
面
を
む
け
し
者
も
な
く
。
隊
伍
み
だ
れ
ざ
る
事
。　

御
所
法
令

の
た
ぐ
ひ
な
き
さ
ま
誠
美
観
な
り
と
て
。
世
以
て
称
賛
せ
り
と
い
ふ
。

　
　
　

事
件
の
概
要
は
右
に
引
用
し
た
通
り
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
「
当
代
記
」
に
は
岡
部
・

中
川
が
秀
忠
の
近
習
と
書
か
れ
て
い
る
な
ど
、
史
書
に
よ
り
細
部
に
違
い
が
あ
る
。
た

だ
し
、
鹿
狩
の
最
中
に
勢
子
を
勤
め
る
岡
部
・
中
川
が
喧
嘩
を
し
、
そ
れ
が
家
臣
を
巻

き
込
ん
だ
刃
傷
沙
汰
に
な
っ
た
と
い
う
大
筋
は
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
宗
期

の
ご
と
く
、
家
臣
が
狩
場
の
外
に
置
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
仮
に
両
名
が
喧
嘩
し
た
と
し

て
も
家
臣
が
そ
れ
を
知
る
の
は
時
間
を
経
て
の
こ
と
で
あ
り
、
両
名
の
喧
嘩
が
そ
の
ま

ま
家
臣
を
巻
き
込
ん
だ
刃
傷
沙
汰
に
発
展
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
同
日
の
鹿
狩
に

お
い
て
、
勢
子
を
勤
め
る
幕
臣
が
家
臣
を
引
き
連
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。

　
　

Ｂ　

寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
十
月
八
日
の
鹿
狩

　
　
　

寛
永
十
二
年
十
月
七
日
、
三
代
将
軍
家
光
（
在
職
一
六
二
三
～
一
六
五
一
）
は
武
蔵

国
板
橋
（
現
東
京
都
板
橋
区
）
に
お
い
て
鹿
狩
を
実
施
し
た
。
勢
子
は
『
大
猷
院
殿
御

実
紀
』
同
日
の
条
に
「
大
番
士
弓
鐵
炮
の
輩
は
勢
子
の
為
。
昨
夜
よ
り
ま
か
り
」
と
あ

る
通
り
、
大
番
番
士
と
「
弓
鐵
炮
の
輩
」
が
勤
め
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
同
月
六
日
、

家
光
は
老
中
兼
小
性
組
番
頭
の
松
平
伊
豆
守
信
綱
・
阿
部
豊
後
守
忠
秋
、
目
付
新
庄
美

作
守
直
房
・
石
谷
十
蔵
貞
清
を
現
地
に
派
遣
し
た
。
そ
の
目
的
は
、『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』

に
「
勢
子
立
場
割
渡
の
た
め
」、『
大
狩
盛
典
』
に
「
せ
こ
立
場
応
知
行
高
可
割
渡
之
旨

に
よ
つ
て
也
」
と
あ
る
通
り
、
勢
子
を
勤
め
る
者
の
知
行
高
に
応
じ
て
勢
子
に
立
つ
場

所
を
割
り
当
て
る
た
め
で
あ
っ
た
。
知
行
高
に
応
じ
た
割
り
当
て
と
い
う
こ
と
は
、
知

行
高
に
応
じ
た
規
模
の
家
臣
を
狩
場
ま
で
連
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
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徳川吉宗の小金原鹿狩

　
　
　

一
、
歩
行
立
始
の
相
図　

白
麾

　
　
　
　
　

 

但
シ
貝
吹
候
已
後
、
此
麾
を
ふ
り
候
筈
、
但
シ
円
形
ニ
振
候
筈

　
　
　
　
　

 

答
、
太
鼓
、
組
切
ニ
静
ニ
打
、
立
場
迄
一
文
字
に
立
並
、
早
々
打
候
節
ハ
網
際
へ

詰
寄
、
鹿
突
留
可
申
候
、
右
ハ
何
篇
も
同
前

　
　
　
『
御
遊
猟
細
記
』（
三
）

一
、
屯
所
ニ
有
之
内
、　

御
成
前
御
番
順
ニ
被
並
居
、
御
相
図
次
第
絵
図
之
通
歩
行
ニ
て

御
網
之
外
江
相
詰
、
追
出
候
鹿
突
留
可
被
申
候
、
尤
鹿
参
掛
り
候
ハ
ヽ
、
其
組

切
に
列
を
乱
し
不
申
、
突
留
可
被
申
候
、
此
以
後
御
小
性
組
働
之
内
、
此
方
へ

御
相
図
次
第
太
鼓
可
申
候
間
、
押
出
し
可
被
申
候
、
幾
篇
も
右
之
通
可
被
得
其

意
候
事

　
　
　
　
　
［
中
略
］

一
、
御
相
図
之
麾
相
見
江
候
ハ
ヽ
、
森
川
下
総
守
致
差
図
、
御
太
鼓
三
拍
子
打
せ
可
申

候
間
、
最
前
絵
図
ニ
て
申
達
候
通
、
屯
所
へ

（
ゟ
カ
）
人
数
操
出
し
、
御
網
之
外
一
列
ニ

立
並
可
申
候
、
右
之
通
立
並
候
上
、
御
網
開
き
鹿
追
出
し
候
而
、
御
網
し
ま
り

申
候
、
右
之
御
網
の
し
ま
り
申
候
ヲ
相
図
ニ
下
総
守
致
差
図
、
四
拍
子
ニ
御
太
鼓

は
や
め
打
セ
候
間
、
御
網
際
へ
詰
寄
セ
鹿
を
突
留
可
被
申
候
、
尤
此
時
ハ
入
乱

候
儀
も
可
有
之
候
、
扨
右
之
通
突
候
而
、
大
概
済
候
時
分
見
合
、
番
頭
・
組
頭

切
ニ
可
致
差
図
候
間
、
元
立
候
所
え
人
数
集
ま
り
可
申
候
、
但
シ
纏
ハ
最
前
立

置
候
所
ニ
其
侭
差
置
候
事
、
右
之
通
人
数
立
直
り
、
其
後
御
書
院
番
立
並
候
ハ
ヽ
、

見
合
候
て
、
小
堀
備
中
守
以
麾
可
致
差
図
候
間
、
先
達
而
申
達
候
通
絵
図
一
組

〳
〵
に
立
並
之
順
、
最
前
申
達
候
趣
に
、
左
ニ
書
付
之
通
り
可
被
心
得
候

（
57
）　

高
見
澤
美
紀
「
寛
政
期
に
お
け
る
小
金
御
鹿
狩
と
幕
臣
団
」『
関
東
近
世
史
研
究
』

（
四
十
五
）、
一
九
九
九
年
、
一
〇
～
五
五
頁
。

（
58
）　

前
掲
（
49
）、
二
二
三
～
二
二
五
頁
。

（
59
）　

前
掲
（
39
）、
三
五
〇
～
三
六
〇
頁
。

（
60
）　
『
大
狩
盛
典
』（
九
十
）

一
、
鹿
出
候
様
子
ニ
寄
、　

御
立
場
ニ
而
御
相
図
ニ
而
白
布
一
文
字
ニ
振
候
を
見
請
候
ハ
ヽ
、

　
　
　

小
林
平
十
郎 

美
濃
部
七
十
郎 

建
部
伊
織

　
　
　

図
司
文
助 

深
沢
惣
太
郎 

飯
田
茂
八
郎

　
　
　

真
方
五
平
二 

石
井
半
四
郎 

井
上
長
三
郎

　
　
　

沢
四
郎
左
衛
門 

神
尾
五
郎
右
衛
門 

吉
田
藤
蔵

　
　
　

小
宮
山
新
八
郎

　
　

右
之
分
、
勢
子
相
勤
、
弓
御
用
時
分
ハ
弓
相
勤
申
候
、
右
勤
之
間
ハ
並
之
立
場
ニ
竹
鑓

持
罷
在
、
弓
被　

仰
付
候
節
、
頭
壱
人
差
添
罷
有
候
而
弓
相
勤
候

　
　

原
因
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
名
分
の
脱
落
が
あ
る
。

（
55
）　
『
大
狩
盛
典
』（
百
三
十
六
）

　
　
　
　
　

御
当
日
勤
方

一
、
小
金　

御
立
場
江
罷
越
候
刻
限
、
夜
七
ツ
時
出
立
、
一
之
印
迄
立
並
、
御
相
図

五
拾
目
筒
玉
な
し
二
ツ
打
、
其
次
五
ツ
打
候
を
承
り
、
百
人
組
久
貝
忠
右
衛
門
・

舟
越
五
郎
右
衛
門
打
、
御
持
松
田
善
右
衛
門
・
小
野
次
郎
右
衛
門
方
よ
り
打
、

其
次
山
川
安
左
衛
門
・
逸
見
源
兵
衛
段
々
打
、
佐
々
木
五
郎
右
衛
門
組
ニ
而
打
払
、

勢
子
声
立
、
弐
番
杭
江
詰
申
候
、
夫
よ
り
御
相
図
吹
貫
出
、
又
鉄
砲
百
人
組
よ

り
段
々
打
立
、
五
郎
右
衛
門
組
ニ
而
打
仕
廻
、
勢
子
声
ニ
而
三
之
杭
江
詰
寄
、
備
立

並
申
候
、
夫
よ
り
鹿
参
り
候
得
者
、
与
力
・
同
心
竹
杖
ニ
而　

御
立
場
之
方
江
追
帰

し
申
候

（
56
）　
『
柳
営
日
次
記
』
享
保
十
一
年
三
月
二
十
四
日
の
条

　
　
　

一
、 

番
頭
ハ
印
西
之
木
戸
ニ
而　

御
目
見
、
直
ニ
屯
所
ニ
罷
越
、
組
頭
者
組
中
召
連
、

　
　
　
　
　

 

御
成
之（

前
欠
）屯

所
江
相
詰
、
歩
行
立
に
て
可
罷
在
事
、
何
も
竹
柄
之
鎗
致
持
参
、
御

差
図
次
第
御
網
之
際
江
一
並
ニ
詰
寄
セ
、
一
行
ニ
立
並
、
御
網
内
よ
り
追
出
し
候

鹿
突
可
申
候
、
其
後
御
相
図
次
第
御
書
院
方
者
入
替
り
、
屯
所
柄
引
取
可
申
事

　
　
　
　
　
［
中
略
］

一
、
大
御
番
・
御
書
院
番
・
御
小
性
組
、
替
々
幾
度
も
御
差
図
次
第
入
替
相
勤
可
申

候

　
　
　
『
御
遊
猟
細
記
』（
一
）
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時
ニ
取
見
計
之
事
ニ
而
、
強
而
規
定
之
儀
ニ
者
無
之
候
事

　
　
　
　
　
［
中
略
］

一
、
追
懸
騎
馬
之
儀
者
始
終
鹿
追
込
候
儀
、
専
ニ
候
得
共
、
品
ニ
寄
り
御
指
図
可
有
之

候
間
、
鹿
鑓
之
義
も
用
意
致
百
姓
為
持
置
可
申
候

※ 

翻
刻
史
料
に
付
さ
れ
た
読
点
・
中
黒
・
傍
注
な
ど
は
す
べ
て
本
論
筆
者
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

参
考
文
献

　

笠
谷
和
比
古
「
習
俗
の
法
制
化
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』（
十
三
）
所
収
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年
／
同
『
徳
川
吉
宗
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
／
大
石
慎
三
郎
「
享
保
の
改
革
」

『
日
本
歴
史
大
系
』（
三
）、
山
川
出
版
社
、
一
九
八
八
年
／
大
石
学
『
吉
宗
と
享
保
の
改
革
』

東
京
堂
出
版
、
初
版
一
九
九
五
年
・
改
訂
二
〇
〇
一
年
／
同
「
享
保
改
革
と
社
会
変
容
」『
日

本
の
時
代
史
』（
十
六
）、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
／
高
埜
利
彦
「
一
八
世
紀
の
日
本

―
―
泰
平
の
な
か
の
転
換
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』（
十
三
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
／

辻
達
也
『
享
保
改
革
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
六
三
年

付
記

　

本
論
の
投
稿
後
、
日
文
研
共
同
研
究
会
「
徳
川
社
会
と
日
本
の
近
代
化
─
│
一
七
世
紀
～

一
九
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
」（
代
表
・
笠
谷
和
比
古
）
に
お
い
て
、

吉
宗
の
武
芸
奨
励
に
つ
い
て
の
発
表
を
行
い
、
小
金
原
鹿
狩
を
は
じ
め
と
す
る
吉
宗
の
狩
猟

も
論
点
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
た
（
平
成
二
十
六
年
三
月
三
日
）。
そ
の
際
、
鷹
狩
や
追
鳥

狩
、
鹿
狩
と
い
っ
た
別
種
の
狩
猟
は
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
考
察
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
指
摘

が
あ
っ
た
。
本
論
に
あ
っ
て
も
、狩
猟
の
種
別
ご
と
の
分
析
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

双
方
一
之
手
ゟ
壱
行
ニ
乗
出
し
、
目
印
之
麾
江
乗
合
、
三
ノ
手
ゟ
拍
子
木
打
合
、

騎
射
場
四
本
松
よ
り
弐
拾
間
程
手
前
ニ
而
壱
行
ニ
乗
留
、
立
切
可
罷
在
、
御
網
内

鹿
之
様
子
を
見
切
、
番
頭
麾
を
掛
、
御
書
院
方
・
御
小
性
組
、
左
右
江
乗
別
れ
、

立
場
江
引
取
、
始
之
通
馬
立
罷
在
、
又
白
布
一
文
字
御
相
図
有
之
候
ハ
ヽ
何
篇

も
前
書
同
様
相
心
得
、
尤
引
候
節
、
鹿
入
来
候
ハ
ヽ
、
半
引
返
し
同
断
、
立
切

可
申
候
、
其
後
白
布
御
相
図
右
輪
ニ
振
候
ハ
ヽ
、
騎
射
相
済
候
与
心
得
、
こ
れ
ゟ

御
相
図
無
之
候
間
、
鹿
御
網
江
入
様
子
ニ
寄
、
如
初
目
印
之
麾
江
乗
合
、
拍
子
木
打
、

直
ニ
拍
子
木
番
少
し
先
江
乗
、
一
統
乗
出
し
、
御
網
狭
く
成
候
所
を
曲
尺
ニ
左
右

ゟ
拍
子
木
打
合
、
此
所
ニ
而
者
不
乗
留
、
乍
乗
壱
騎
挟
ミ
ニ
乗
抜
、
拾（

六
拾
）六
騎
ツ
ヽ
二

側
ニ
成
、
直
ニ　

御
立
場
脇
網
江
乗
詰
、
前
之
六
拾
騎
ゟ
三
拾
騎
ツ
ヽ
入
替
り
、

鹿
突
留
可
申
候
、
御
網
江
追
詰
乗
留
候
曲
尺
合
者　

御
立
場
之
方
先
江
乗
留
可
申

候
、
是
に
随
ひ
御
網
之
方
ハ
何
ニ
而
も
格
好
ニ
不
拘
、
御
網
江
乗
附
、
乗
留
可
申
事
、

追
留
候
鹿
、
皆
突
留
候
ハ
ヽ
、
御
書
院
番
方
・
御
小
性
組
方
、
三
行
ツ
ニヽ
成
、

左
右
江
引
別
れ
、
無
遅
速
様
双
方
見
合
引
取
、
立
場
江
罷
在
、
又
鹿
入
来
様
子
次
第
、

何
篇
も
右
之
通
進
退
相
働
、鹿
突
留
可
申
候
、尤
引
取
候
半
ニ
而
茂
、鹿
入
来
候
ハ
ヽ

此
所
ニ
而
乗
合
、
又
追
詰
突
留
可
申
候

（
61
）　

同
右
。

一
、
始
御
相
図
之
鉄
炮
相
聞
、
列
卒
声
立
、
猪
鹿
出
候
様
子
ニ
随
ひ
勢
子
内
一
盃
ニ
追

懸
ケ
御
狩
場
内
江
追
込
候
様
可
仕
候
、
尤
組
合
限
り
働
追
込
候
計
ニ
而
者
無
之
、
鹿

之
様
子
次
第
、
壱
組
合
ニ
而
手
余
り
候
様
子
ニ
候
ハ
ヽ
弐
組
合
ニ
而
も
三
組
合
ニ
而
も

落
合
候
而
、
追
込
可
申
候

　
　
　
　
　

 　

但
、
鹿
を
取
巻
乗
包
候
儀
者
無
之
事
ニ
而
、
御
網
内
江
追
込
候
計
之
事
ニ
有
之
候

事

　
　
　
　
　
［
中
略
］

一
、
御
網
内
江
鹿
多
追
込
候
節
、
駈
騎
馬
乗
込
、
御
網
内
ニ
立
切
罷
在
候
共
、
其
立
切

を
洩
出
候
も
可
有
之
候
間
、
右
様
之
節
、
追
懸
騎
馬
御
網
辺
居
合
候
者
、
駈
騎
馬

を
洩
候
鹿
、
御
網
外
江
不
出
候
様
、
獣
道
之
口
ニ
乗
切
罷
在
可
然
候
、
尤
此
儀
者
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本
論
で
論
じ
た
通
り
、
鷹
狩
や
追
鳥
狩
が
当
初
は
未
熟
な
勢
子
運
用
で
実
施
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
小
金
原
鹿
狩
が
そ
れ
ま
で
の
種
々
の
狩
猟
の
経
験
を
土
台
と
せ
ね
ば
到
底
実
現
不
可
能

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
鑑
み
れ
ば
、
種
々
の
狩
猟
に
お
け
る
勢
子
運
用
を
一
連
の
流

れ
と
し
て
論
じ
る
こ
と
に
意
味
は
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
種
々
の
狩
猟
を
そ
れ
ぞ
れ
に

論
じ
て
い
く
こ
と
が
、
分
析
の
精
密
さ
を
増
す
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
も
論
を
俟
た

な
い
。
今
後
の
研
究
に
活
か
し
て
い
き
た
い
。
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№ 元号　年 西暦 月 日 狩猟種別

1 享保 2 1717 5 11 鷹狩
2 享保 2 1717 5 18 鷹狩

3 享保 2 1717 7 26 鷹狩

4 享保 2 1717 10 11 鷹狩

5 享保 2 1717 11 2 狩猟

6 享保 2 1717 11 7 狩猟

7 享保 2 1717 11 13 鷹狩

8 享保 2 1717 11 26 狩猟

9 享保 2 1717 12 4 鷹狩

10 享保 2 1717 12 11 鷹狩

11 享保 2 1717 12 13 狩猟

12 享保 2 1717 12 19 狩猟

13 享保 2 1717 12 27 鷹狩

14 享保 3 1718 1 12 鷹狩

15 享保 3 1718 1 22 鷹狩

16 享保 3 1718 1 27 狩猟

17 享保 3 1718 1 29 鷹狩

18 享保 3 1718 2 7 鷹狩

19 享保 3 1718 2 13 狩猟

20 享保 3 1718 2 19 鷹狩

21 享保 3 1718 2 27 狩猟

22 享保 3 1718 3 2 鷹狩

23 享保 3 1718 3 13 追鳥狩
24 享保 3 1718 4 2 狩猟

25 享保 3 1718 8 2 鷹狩

26 享保 3 1718 8 15 鷹狩

27 享保 3 1718 10 27 追鳥狩
28 享保 3 1718 閏 10 15 鷹狩

29 享保 3 1718 閏 10 21 鷹狩

30 享保 3 1718 11 4 鷹狩

31 享保 3 1718 11 21 狩猟

32 享保 3 1718 12 5 鷹狩

33 享保 3 1718 12 19 鷹狩

34 享保 4 1719 1 12 鷹狩

35 享保 4 1719 1 25 狩猟

36 享保 4 1719 1 29 鷹狩

37 享保 4 1719 2 2 狩猟

38 享保 4 1719 2 11 鷹狩

39 享保 4 1719 3 1 追鳥狩
40 享保 4 1719 3 28 鷹狩

41 享保 4 1719 4 21 鷹狩

42 享保 4 1719 4 25 鷹狩

43 享保 4 1719 7 19 鷹狩

44 享保 4 1719 7 23 狩猟

№ 元号　年 西暦 月 日 狩猟種別

45 享保 4 1719 7 26 鷹狩

46 享保 4 1719 9 13 鷹狩

47 享保 4 1719 9 18 狩猟

48 享保 4 1719 9 29 鷹狩

49 享保 4 1719 10 16 狩猟

50 享保 4 1719 10 21 鷹狩

51 享保 4 1719 11 6 狩猟

52 享保 4 1719 11 21 鷹狩

53 享保 4 1719 11 26 狩猟

54 享保 4 1719 11 29 鷹狩

55 享保 4 1719 12 7 狩猟

56 享保 4 1719 12 19 狩猟

57 享保 4 1719 12 23 狩猟

58 享保 5 1720 1 4 鷹狩

59 享保 5 1720 1 12 鷹狩

60 享保 5 1720 1 22 鷹狩

61 享保 5 1720 1 29 鷹狩

62 享保 5 1720 2 13 狩猟

63 享保 5 1720 2 27 鷹狩

64 享保 5 1720 3 27 鷹狩

65 享保 5 1720 4 23 鷹狩

66 享保 5 1720 7 29 鷹狩

67 享保 5 1720 8 11 狩猟

68 享保 5 1720 10 16 鷹狩

69 享保 5 1720 10 19 狩猟

70 享保 5 1720 10 25 鷹狩

71 享保 5 1720 11 6 狩猟

72 享保 5 1720 11 18 鷹狩

73 享保 5 1720 11 26 鷹狩

74 享保 5 1720 12 6 鷹狩

75 享保 5 1720 12 12 鷹狩

76 享保 5 1720 12 23 鷹狩

77 享保 6 1721 1 12 狩猟

78 享保 6 1721 2 3 鷹狩

79 享保 6 1721 2 6 ※出遊

80 享保 6 1721 2 13 鷹狩

81 享保 6 1721 2 25 狩猟

82 享保 6 1721 3 1 狩猟

83 享保 6 1721 3 18 鷹狩

84 享保 6 1721 3 25 鷹狩
85 享保 6 1721 4 27 ※出遊

86 享保 6 1721 5 3 狩猟

87 享保 6 1721 閏 7 19 鷹狩

88 享保 6 1721 9 15 狩猟

別表　吉宗期の狩猟
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№ 元号　年 西暦 月 日 狩猟種別

89 享保 6 1721 9 21 鷹狩

90 享保 6 1721 9 23 鷹狩
91 享保 6 1721 10 29 鷹狩

92 享保 6 1721 11 11 狩猟

93 享保 6 1721 11 16 鷹狩

94 享保 6 1721 11 23 狩猟

95 享保 6 1721 12 3 鷹狩

96 享保 7 1722 1 21 鷹狩

97 享保 7 1722 2 3 狩猟

98 享保 7 1722 2 16 狩猟

99 享保 7 1722 3 18 追鳥狩
100 享保 7 1722 4 11 鷹狩
101 享保 7 1722 8 5 狩猟

102 享保 7 1722 9 11 鷹狩

103 享保 7 1722 9 18 鷹狩
104 享保 7 1722 9 27 狩猟

105 享保 7 1722 9 29 鷹狩

106 享保 7 1722 10 9 鷹狩

107 享保 7 1722 10 12 鷹狩

108 享保 7 1722 10 18 鷹狩

109 享保 7 1722 11 2 鷹狩

110 享保 7 1722 11 19 鷹狩

111 享保 7 1722 11 25 狩猟

112 享保 7 1722 12 3 狩猟

113 享保 8 1723 1 5 狩猟

114 享保 8 1723 2 11 狩猟

115 享保 8 1723 3 5 狩猟

116 享保 8 1723 3 11 鷹狩

117 享保 8 1723 3 22 猪狩（鹿狩）
118 享保 8 1723 4 11 狩猟

119 享保 8 1723 7 18 ※出遊

120 享保 8 1723 8 3 鷹狩

121 享保 8 1723 8 13 鷹狩

122 享保 8 1723 9 21 狩猟

123 享保 8 1723 9 27 ※出遊

124 享保 8 1723 10 3 鷹狩
125 享保 8 1723 10 11 狩猟

126 享保 8 1723 10 16 狩猟

127 享保 8 1723 10 23 鷹狩

128 享保 8 1723 11 6 狩猟

129 享保 8 1723 11 16 鷹狩

130 享保 8 1723 12 11 鷹狩

131 享保 9 1724 1 12 鷹狩

132 享保 9 1724 1 21 鷹狩

注： 『有徳院殿御実紀』、『柳営日次記』から作成した。
　　狩猟の種別が不明な場合は「狩猟」とした。
　　 「出遊」とある場合でも狩猟に転じることがあるので

抽出対象とした。
　　太字は本論で取り上げた事例である。

№ 元号　年 西暦 月 日 狩猟種別

133 享保 9 1724 2 13 鷹狩

134 享保 9 1724 4 11 鷹狩

135 享保 9 1724 閏 4 4 鷹狩

136 享保 9 1724 7 15 狩猟

137 享保 9 1724 7 22 鷹狩

138 享保 9 1724 9 18 猪狩（鹿狩）

139 享保 9 1724 10 2 鷹狩

140 享保 9 1724 10 5 鷹狩

141 享保 9 1724 10 7 鷹狩

142 享保 9 1724 10 22 狩猟

143 享保 9 1724 10 27 ※出遊

144 享保 9 1724 11 3 ※出遊

145 享保 9 1724 11 12 鷹狩

146 享保 9 1724 11 27 ※出遊

147 享保 9 1724 12 11 鷹狩

148 享保 9 1724 12 21 ※出遊

149 享保 10 1725 1 4 鷹狩

150 享保 10 1725 1 12 狩猟

151 享保 10 1725 1 23 狩猟

152 享保 10 1725 2 6 狩猟

153 享保 10 1725 2 12 狩猟

154 享保 10 1725 3 13 狩猟

155 享保 10 1725 3 27 小金原鹿狩
156 享保 10 1725 4 18 狩猟

157 享保 10 1725 7 23 鷹狩

158 享保 10 1725 8 28 鷹狩

159 享保 10 1725 9 22 鷹狩

160 享保 10 1725 10 6 鷹狩

161 享保 10 1725 10 12 鷹狩

162 享保 10 1725 10 27 鷹狩

163 享保 10 1725 11 9 鷹狩

164 享保 10 1725 11 12 鷹狩

165 享保 10 1725 11 26 鷹狩

166 享保 10 1725 12 12 鷹狩

167 享保 11 1726 1 22 鷹狩

168 享保 11 1726 2 5 狩猟

169 享保 11 1726 3 27 小金原鹿狩
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は
じ
め
に

　

本
論
で
は
、
一
九
二
八
年
に
日
本
で
開
催
さ
れ
た
「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧

会
」
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
外
務
省
記
録
」
を
中
心
に
用
い
て
そ
の
経
緯
を

明
ら
か
に
し
、
内
容
を
分
析
し
、
意
義
を
考
察
す
る
。

　

一
九
二
八
年
十
一
月
二
十
四
日
よ
り
十
二
月
十
六
日
（
一
部
は
二
十
日
）
ま

で
、
東
京
府
美
術
館
お
よ
び
東
京
帝
室
博
物
館
に
お
い
て
、「
唐
宋
元
明
名
画

展
覧
会
」
の
主
催
に
よ
り
「
支
那
古
名
画
展
覧
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
展

覧
会
に
は
日
本
人
と
中
国
人
の
双
方
か
ら
各
三
百
点
前
後
が
出
品
さ
れ
た
。

「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
」
の
会
長
は
近
衛
文
麿
、
副
会
長
は
清
浦
奎
吾
で
あ

り
、
そ
の
下
に
十
五
名
の
日
本
人
か
ら
な
る
委
員
、
ま
た
百
名
の
日
本
人
と

八
十
七
名
の
中
国
人
か
ら
な
る
賛
助
員
が
い
た
。
事
務
局
は
東
京
美
術
学
校
文

庫
に
置
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
表
向
き
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
事
実

上
の
主
催
者
は
日
中
の
現
役
画
家
か
ら
な
る
東
方
絵
画
協
会
で
あ
り
、
そ
の
経

費
は
外
務
省
所
管
の
「
対
支
文
化
事
業
特
別
会
計
」
よ
り
支
出
さ
れ
た
。
当
時

か
ら
展
覧
会
の
正
式
名
称
よ
り
も
主
催
者
の
名
称
が
通
用
し
、
ま
た
翌
年
刊
行

さ
れ
た
図
録
も
『
唐
宋
元
明
名
画
大
観
』
と
題
さ
れ
た
た
め
、
本
論
で
も
こ
の

中
国
古
画
展
を
「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
」（
略
称
「
唐
宋
元
明
」
展
）
と
呼
ぶ
。

　

本
論
で
は
こ
の
展
覧
会
に
つ
い
て
、
第
一
に
近
代
日
本
に
お
け
る
中
国
絵
画

（
古
画
）
受
容
の
一
事
例
と
し
て
、
第
二
に
近
代
の
日
中
関
係
史
に
お
け
る
文

化
外
交
の
一
事
例
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

第
一
の
論
点
よ
り
見
れ
ば
、「
唐
宋
元
明
」
展
は
近
代
以
前
よ
り
日
本
に
現

存
し
た
（
古
渡
の
）
中
国
絵
画
と
主
に
辛
亥
革
命
後
日
本
に
流
入
し
た
（
新
来

の
）
中
国
絵
画
に
加
え
て
、
同
時
代
の
中
国
人
収
蔵
家
の
所
蔵
品
か
ら
構
成
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
近
代
日
本
に
お
け
る
最
大
規
模
の
中
国
古
画
展
で
あ
っ
た
。

外
務
省
記
録
に
み
る
「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
」（
一
九
二
八
年
）

久
世
夏
奈
子
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も
特
に
政
治
的
局
面
か
ら
独
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
と
位
置
付
け
る（

5
）。

後
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
唐
宋
元
明
」
展
（
お
よ
び
先
行
す
る
日
華

聯
合
絵
画
展
）
に
対
す
る
外
務
省
の
立
場
と
一
致
す
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
本
論
で
は
「
唐
宋
元
明
」
展
に
つ
い
て
、
第
一
に
近
代
日

本
に
お
い
て
（
同
時
代
の
中
国
人
画
家
の
協
力
に
よ
り
）
日
本
人
画
家
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
中
国
古
画
展
と
し
て
、
そ
の
経
緯
と
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
当
時
の

日
本
人
の
中
国
絵
画
観
へ
与
え
た
影
響
を
検
討
す
る
。
第
二
に
、
外
務
省
対
支

文
化
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
近
代
中
国
史
に
と
っ
て
重
要
な
局
面
で
あ
る
と
同

時
に
日
中
関
係
の
微
妙
な
時
期
に
開
催
に
至
っ
た
こ
と
を
重
視
し
、
各
関
係
者

の
思
惑
の
解
明
を
試
み
る
。

　

外
務
省
記
録（

6
）に

よ
れ
ば
、
同
展
開
催
に
至
る
背
景
と
直
接
の
経
緯
だ
け
で
な

く
、
特
に
中
国
人
の
実
際
の
出
品
点
数
が
『
唐
宋
元
明
名
画
大
観
』
掲
載
点
数

の
ほ
ぼ
二
倍
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ
し
同
記
録
に
は
図
版
も
完
全

な
目
録
も
な
い
の
で
、
今
回
本
論
で
は
『
唐
宋
元
明
名
画
大
観
』
と
外
務
省
記

録
と
を
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
作
品
名
が
特
定
さ
れ
る
出
品
数

を
暫
定
的
に
六
一
五
点
と
し
た
（
第
三
章
で
詳
述
）。
他
方
、
外
務
省
は
特
に
中

国
に
お
け
る
出
品
交
渉
と
来
日
中
国
人
の
受
け
入
れ
に
関
与
し
た
の
で
、
本
論

で
は
中
国
人
出
品
の
経
緯
を
中
心
と
し
て
、
日
本
人
出
品
に
関
し
て
は
先
行
研

究
を
踏
ま
え
た
内
容
の
分
析
に
と
ど
め
た
。

　

以
下
、
第
一
章
で
は
「
日
華
聯
合
絵
画
展
」
と
外
務
省
対
支
文
化
事
業
と
の

関
わ
り
、
第
二
章
で
は
「
唐
宋
元
明
」
展
自
体
の
開
催
の
経
緯
と
中
国
に
お
け

先
行
研
究
で
は
、
近
代
日
本
に
お
い
て
そ
れ
ら
古
渡
の
中
国
絵
画
が
公
開
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
一
方
、
特
に
辛
亥
革
命
以
降
、
当
時
の
中
国
人
収
蔵
家
の
所
蔵

品
が
日
本
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、
自
ら
中
国
で
購
入
す
る
日

本
人
も
現
れ
、
新
た
に
中
国
絵
画
の
収
蔵
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
き
た（

1
）。

ま
た
、
東
方
絵
画
協
会
の
前
身
と
そ
の
団
体
展
で
あ
る
一
連
の
日
華

聯
合
絵
画
展
覧
会
に
つ
い
て
も
、
主
に
近
代
日
中
絵
画
史
の
観
点
か
ら
論
じ
ら

れ
て
き
た（

2
）。

そ
こ
で
は
外
務
省
記
録
が
用
い
ら
れ
つ
つ
も
同
展
の
経
緯
と
内
容

の
解
明
が
主
で
あ
り
、
同
省
関
与
の
詳
細
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。

　

第
二
の
論
点
よ
り
見
れ
ば
、「
唐
宋
元
明
」
展
は
外
務
省
「
対
支
文
化
事
業
」

の
一
つ
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、そ
の
発
案
か
ら
開
催
に
至
る
期
間
（
一
九
二
八

年
二
月
～
十
二
月
）
は
中
国
に
お
け
る
国
民
革
命
軍
に
よ
る
北
伐
の
再
開
か
ら
、

北
京
政
府
の
消
滅
を
経
て
（
南
京
）
国
民
政
府
に
お
け
る
新
体
制
の
確
立
に
至

る
ま
で
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
っ
た
。
特
に
そ
の
途
上
日
中
間
で
発
生
し
た
済
南

事
件
は
中
国
各
地
の
対
日
不
買
運
動
を
引
き
起
こ
し
、
事
件
の
解
決
交
渉
は
十

カ
月
に
及
ん
だ
。
先
行
研
究
で
は
、
ま
ず
外
務
省
記
録
を
用
い
て
対
支
文
化
事

業
を
主
に
ア
メ
リ
カ
の
対
中
国
文
化
政
策
と
比
較
し
つ
つ
そ
の
成
立
・
展
開
を

詳
細
に
跡
付
け
た
労
作
が
あ
る（

3
）。

そ
こ
で
は
日
中
関
係
者
間
の
駆
け
引
き
と
や

が
て
挫
折
へ
と
至
る
過
程
の
解
明
が
主
で
あ
り
、「
唐
宋
元
明
」
展
の
よ
う
な

比
較
的
小
規
模
な
成
功
事
例
に
は
言
及
さ
れ
な
い（

4
）。

他
方
、
別
の
手
法
に
よ
り

同
記
録
を
用
い
た
近
年
の
労
作
は
、
対
支
文
化
事
業
を
第
一
次
世
界
大
戦
後
の

世
界
情
勢
に
対
応
し
た
日
本
の
外
交
方
針
の
変
化
を
受
け
て
、
外
務
省
の
中
で
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わ
ゆ
る
「
西
原
借
款
」
の
よ
う
に
経
済
提
携
が
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
最
終
的

に
は
文
化
提
携
へ
と
転
換
さ
れ
た（

8
）。

財
源
が
確
保
さ
れ
た
後
、
翌
一
九
二
三
年

三
月
十
五
日
に
法
案
が
第
四
十
六
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
、
三
十
日
に
「
対
支

文
化
事
業
特
別
会
計
法
」（
法
律
第
三
六
号
）
が
公
布
さ
れ
た
。
毎
年
度
歳
出
額

の
上
限
は
二
五
〇
万
円
で
あ
っ
た
（
の
ち
三
百
万
円
に
改
正
）。

　

そ
の
事
務
機
関
と
し
て
は
同
年
五
月
五
日
、
外
務
省
に
「
対
支
文
化
事
業

局
」
が
設
置
さ
れ
、
当
初
は
同
省
の
亜
細
亜
局
長
が
そ
の
局
長
を
兼
ね
た
。
翌

一
九
二
四
年
十
二
月
二
十
日
に
官
制
改
正
さ
れ
、
そ
の
亜
細
亜
局
の
内
部
に

「
文
化
事
業
部
」
が
設
置
さ
れ
た（

9
）。

そ
の
初
代
部
長
は
旧
事
業
局
の
事
務
官
で

あ
っ
た
岡
部
長
景
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
唐
宋
元
明
」
展
の
一
年
前
、
一
九
二
七

年
六
月
二
十
二
日
に
再
び
官
制
改
正
さ
れ
、
文
化
事
業
部
は
亜
細
亜
局
か
ら
独

立
し
て
外
務
省
内
の
一
部
局
と
な
っ
た
。

　

当
初
、
対
支
文
化
事
業
の
内
容
と
し
て
は
日
本
の
中
国
に
対
す
る
、
ま
た
は

中
国
に
お
け
る
い
わ
ば
「
単
独
」
事
業
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
中
国
人

か
ら
の
批
判
を
踏
ま
え
、
特
に
日
中
双
方
の
人
員
か
ら
な
る
委
員
会
や
、
図
書

館
お
よ
び
博
物
館
な
ど
日
中
「
共
同
」
の
事
業
が
模
索
さ
れ
る
。
そ
し
て

一
九
二
四
年
二
月
六
日
、
汪
栄
宝
駐
日
中
華
民
国
公
使
と
出
淵
勝
次
対
支
文
化

事
業
局
長
と
の
間
で
具
体
的
方
針
に
関
す
る
協
定
（
汪
―
出
淵
協
定
）
が
締
結

さ
れ
た（

10
）。

　

一
九
二
七
年
二
月
の
時
点
で
、
そ
の
具
体
的
事
業
と
し
て
①
研
究
所
お
よ
び

図
書
館
の
設
立
、
②
日
本
人
が
経
営
す
る
文
化
施
設
に
対
す
る
補
助
、
③
中
国

る
賛
助
お
よ
び
出
品
交
渉
、
第
三
章
で
は
日
中
双
方
の
出
品
内
容
、
第
四
章
で

は
展
覧
会
評
を
含
む
同
展
の
開
催
前
後
に
つ
い
て
論
じ
る
。
結
論
と
し
て
、

「
唐
宋
元
明
」
展
は
第
一
に
戦
前
日
本
に
お
け
る
新
来
の
中
国
絵
画
紹
介
の
集

大
成
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
日
本
の
対
支
文
化
事
業
と
し
て
明
白
な
成
功
事

例
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

な
お
、
本
論
で
は
表
・
図
の
表
記
も
含
め
、
原
則
と
し
て
新
字
体
を
用
い
る
。

第
一
章
　
日
華
聯
合
絵
画
展
覧
会
と
外
務
省
対
支
文
化
事
業

第
一
節
　
外
務
省
対
支
文
化
事
業
と
関
与
の
は
じ
ま
り

　

日
華
聯
合
絵
画
展
は
日
中
の
現
役
画
家
に
よ
る
自
主
的
な
団
体
展
と
し
て
始

ま
り
、
一
九
二
一
年
に
そ
の
第
一
回
展
が
開
催
さ
れ
た
が
、
同
展
が
外
務
省
対

支
文
化
事
業
の
援
助
を
受
け
る
の
は
一
九
二
四
年
の
第
三
回
展
以
降
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
対
支
文
化
事
業
特
別
会
計
法
」
の
公
布
が
一
九
二
三
年
三
月
末
で

あ
っ
た
。
以
下
、
本
論
で
は
各
回
の
日
華
聯
合
絵
画
展
の
内
容
に
つ
い
て
は
先

行
研
究
に
譲
り
、
主
に
外
務
省
と
の
関
わ
り
に
限
定
し
て
述
べ
る
。

　

対
支
文
化
事
業
は
、
一
九
〇
一
年
九
月
に
当
時
の
清
朝
と
日
本
を
含
む
各
国

と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
最
終
議
定
書
、
お
よ
び
一
九
二
二
年
二
月
と
十
二
月
に

日
中
間
で
締
結
さ
れ
た
山
東
問
題
に
関
す
る
条
約
と
協
定
に
よ
る
、
中
国
か
ら

日
本
へ
の
支
払
い
を
財
源
と
し
た（

7
）。

そ
の
資
金
の
使
途
に
つ
い
て
、
当
初
は
い
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に
外
務
省
を
代
表
し
て
小
村
を
加
え
る
こ
と
、
②
こ
の
計
画
に
対
し
て
外
務
省

よ
り
「
裏
面
的
」
に
相
当
援
助
す
る
が
、
機
密
費（

16
）よ

り
支
出
し
て
将
来
文
化
事

業
中
に
入
れ
る
か
ど
う
か
は
保
留
に
す
る
こ
と
、
③
今
回
の
補
助
は
こ
れ
で
打

ち
切
り
、
追
加
支
出
は
し
な
い
こ
と
、
④
在
外
公
館
で
は
無
税
通
関
な
ど
必
要

な
援
助
を
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
打
ち
合
わ
せ
や
荷
物
発
送
の
斡
旋
等
に
は
関

与
し
な
い
こ
と
、
で
あ
る（

17
）。

そ
の
後
、
発
起
人
よ
り
開
催
地
へ
の
渡
航
費
用
の

一
部
補
助
を
申
請
す
る
御
願
書
が
提
出
さ
れ
た（

18
）。

　

初
年
度
の
対
支
文
化
事
業
で
は
調
査
研
究
に
重
点
が
置
か
れ
、
こ
の
時
期
の

外
務
省
は
来
日
中
国
人
の
意
見
を
聞
く
と
同
時
に
、
官
員
を
中
国
に
派
遣
し
よ

う
と
し
て
い
た（

19
）。

し
た
が
っ
て
こ
の
日
華
聯
合
絵
画
展
へ
の
対
応
に
も
や
や
混

乱
が
見
ら
れ
る
と
同
時
に
、
暫
定
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
事
業
に
対
し
て
〝
非
政
治

的
〟
立
場
を
と
ろ
う
と
苦
心
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
文
化
事
業
部
が

事
業
の
実
施
を
各
団
体
・
学
校
な
ど
の
第
三
者
に
任
せ
、
自
ら
は
そ
の
申
請
に

応
じ
て
事
業
を
補
助
・
助
成
す
る
黒
子
に
徹
し
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る（

20
）。

そ
の
立
場
は
法
律
や
協
定
の
条
文
と
し
て
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

法
律
の
公
布
直
後
か
ら
「
汪
―
出
淵
協
定
」
の
締
結
に
至
る
ま
で
、
そ
し
て
そ

の
後
も
絶
え
ず
中
国
人
か
ら
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
中
で
日
本
人
関
係
者
が
体

得
し
、
や
が
て
対
支
文
化
事
業
の
基
本
方
針
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

21
）。

人
留
学
生
に
対
す
る
学
費
支
給
、
④
中
国
人
留
学
生
の
予
備
教
育
機
関
の
改
善
、

⑤
交
換
講
演
お
よ
び
視
察
旅
行
、
⑥
対
支
文
化
事
業
の
助
成
、
の
六
つ
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る（

11
）。

①
は
日
中
双
方
の
委
員
か
ら
な
る
東
方
文
化
事
業
総
委
員
会（

12
）が

管
理
し
た
共
同
事
業
、
②
～
⑤
は
日
本
が
当
初
か
ら
想
定
し
た
事
業
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
の
⑥
は
「
随
時
各
種
ノ
文
化
的
施
設
」
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、

日
華
聯
合
絵
画
展
は
そ
こ
に
含
ま
れ
た
。

　

さ
て
、
外
務
省
記
録
に
は
一
九
二
三
年
四
月
二
十
六
日
付
で
内
田
康
哉
よ
り

竹
内
栖
鳳
、
山マ

本マ

春
挙
、
横
山
大
観
、
下
村
観
山
の
各
人
に
宛
て
、
第
三
回
日

華
聯
合
絵
画
展
へ
の
個
人
的
賛
同
を
表
明
す
る
と
同
時
に
各
人
の
協
力
を
希
望

し
た
私
信
が
残
る
。
内
田
は
当
時
外
務
大
臣
で
あ
っ
た
が
、
対
支
文
化
事
業
を

示
唆
す
る
文
言
は
な
い
。
動
機
は
不
明
だ
が
、「
小
室
翠
雲
、
渡
辺
晨
畝
氏
来

省
依
頼
ニ
ヨ
リ
発
信
」
と
い
う
岡
部
に
よ
る
書
き
込
み
が
あ
り（

13
）、

少
な
く
と
も

こ
の
日
付
ま
で
に
日
華
聯
合
絵
画
展
関
係
者
と
外
務
省
と
の
最
初
の
接
触
が

あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
翌
五
月
末
、
外
務
省
は
在
中
国
公
使
に
対
し

て
、
関
係
者
よ
り
第
三
回
日
華
聯
合
絵
画
展
に
関
す
る
援
助
の
願
出
が
あ
り
、

そ
の
性
質
上
「
何
等
政
治
的
色
彩
ヲ
帯
ヒ
サ
ル
」
た
め
適
当
な
援
助
を
与
え
て

有
意
義
に
発
展
さ
せ
た
い
と
通
知
し
た（

14
）。

　

六
月
九
日
、
再
び
発
起
人
の
渡
辺
と
荒
木
十
畝
の
訪
問
が
あ
り
、
局
内
で
は

次
の
よ
う
に
取
り
決
め
た
。
す
な
わ
ち
、
①
小
村
［
欣
一（

15
）］

参
事
官
を
会
長
と

す
る
こ
と
に
内
諾
を
与
え
た
が
、
同
展
が
「
政
府
ノ
意
図
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト

ノ
誤
解
」
を
与
え
な
い
た
め
、
従
来
通
り
画
家
を
発
起
人
と
し
て
賛
助
員
の
中
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岡
部
に
依
頼
し
た）

（2
（

。

　

と
は
い
え
、
在
外
公
館
も
た
だ
指
示
に
従
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
な
り
の
見

識
が
あ
っ
た
。
特
に
北
京
で
一
行
を
迎
え
た
当
時
の
在
中
華
民
国
特
命
全
権
公

使
・
芳
沢
謙
吉
は
、
展
覧
会
の
終
了
後
そ
の
成
功
を
報
告
し
て
継
続
を
希
望
し

た
上
で
、
訪
中
画
家
の
人
選
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
進
言
し
た
。
す
な
わ
ち
、

今
回
小
室
以
外
は
ほ
と
ん
ど
四
条
派
で
日
本
の
画
家
の
各
派
を
網
羅
し
て
い
た

と
は
い
え
ず
、
中
国
側
に
日
本
画
界
が
単
調
で
あ
る
と
誤
信
さ
せ
か
ね
な
い
。

次
回
か
ら
は
、
本
省
の
方
で
京
都
の
竹
内
栖
鳳
、
山
元
春
挙
、
東
京
の
川
合
玉

堂
、
横
山
大
観
の
よ
う
な
画
家
を
代
表
と
し
て
招
致
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
荒

木
は
人
望
薄
く
幹
事
役
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
本
省
の

出
淵
対
支
文
化
事
業
局
長
宛
の
紹
介
状
を
渡
辺
に
手
渡
し
た（

26
）。

　

六
月
六
日
、
帰
国
し
た
渡
辺
は
出
淵
と
面
会
し
、
今
後
は
画
家
だ
け
で
は
手

に
負
え
な
い
の
で
外
務
省
の
援
助
を
得
た
く
、
具
体
的
に
は
一
年
お
き
に
一
万

円
の
経
費
補
助
を
願
い
出
た
。
ま
た
、
先
の
芳
沢
公
使
の
助
言
に
触
れ
て
日
本

人
画
家
の
結
束
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
、
近
日
中
に
京
都
に
赴
い
て
竹

内
・
山
元
両
人
を
説
得
し
た
い
の
で
、
局
長
か
ら
二
人
宛
の
書
面
を
賜
り
た
い

と
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
出
淵
は
、
こ
の
展
覧
会
に
「
主
義
上
」
将
来
相
当
の

経
費
を
補
助
す
る
こ
と
に
異
存
は
な
い
が
、
金
額
に
つ
い
て
は
約
束
で
き
な
い
。

ま
た
、
未
知
の
画
伯
に
突
然
書
面
を
送
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
の
で
、
他
の

機
会
に
で
き
る
だ
け
尽
力
し
よ
う
と
回
答
し
た（

27
）。

　

そ
の
後
、
渡
辺
は
東
京
で
川
合
・
横
山
・
小
堀
鞆
音
、
そ
し
て
京
都
で
竹

第
二
節
　
第
三
回
展
と
芳
沢
公
使
の
進
言

　

第
三
回
日
華
聯
合
絵
画
展
は
当
初
一
九
二
三
年
秋
に
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、

関
東
大
震
災
に
よ
り
延
期
さ
れ
た
。
翌
一
九
二
四
年
四
～
五
月
に
北
京
と
上
海

で
開
催
さ
れ
、
日
本
人
一
行
（
荒
木
・
小
室
・
渡
辺
と
彼
ら
の
門
下
と
思
わ
れ
る

九
名
）
が
訪
中
し
た（

22
）。

　

外
務
省
は
第
三
回
展
に
つ
い
て
、
在
中
国
公
使
に
対
し
簡
易
通
関
だ
け
で
な

く
「
展
覧
会
ヲ
シ
テ
成
功
ヲ
収
メ
シ
ム
ル
様
」
諸
般
の
便
宜
を
与
え
る
こ
と
を

指
示
し
た
が）

（（
（

、
本
省
と
在
外
公
館
の
対
応
は
あ
く
ま
で
便
宜
供
与
の
範
囲
内
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
本
省
で
は
満
鉄
に
依
頼
し
て
人
数
分
の
一
等
待
遇
乗
車
券

を
発
行
し
て
も
ら
っ
た
。
北
京
で
は
、
公
使
館
付
通
訳
官
を
画
家
一
行
の
専
属

と
し
て
派
遣
し
た
。
ま
た
公
使
と
書
記
官
は
中
国
人
の
主
催
し
た
複
数
の
歓
迎

会
に
同
席
し
、
さ
ら
に
公
使
自
身
も
日
中
双
方
の
関
係
者
を
官
邸
へ
招
待
し
た
。

上
海
で
も
、
総
領
事
が
関
係
者
を
官
邸
へ
招
待
し
て
い
る
。
こ
の
年
の
四
月
か

ら
十
月
は
対
支
文
化
事
業
に
対
す
る
中
国
人
の
反
対
運
動
が
盛
ん
に
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た）

（（
（

。

　

し
た
が
っ
て
日
本
人
一
行
と
中
国
人
関
係
者
と
の
新
た
な
縁
は
中
国
側
発
起

人
の
尽
力
に
よ
る
も
の
で
（
金
紹
城
は
彼
ら
を
中
国
人
閣
僚
お
よ
び
次
官
級
の
官

僚
に
紹
介
し
た
）、
そ
れ
は
中
国
側
発
起
人
自
身
も
ま
た
北
京
政
府
官
吏
で
あ
っ

た
こ
と
が
大
き
い
と
い
え
る
。
渡
辺
は
書
簡
や
報
告
の
中
で
そ
の
こ
と
を
再
三

強
調
し
た
だ
け
で
な
く
、
帰
国
後
金
紹
城
と
周
肇
祥
へ
礼
状
を
送
付
す
る
よ
う
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当
初
、
在
中
国
芳
沢
公
使
は
文
化
事
業
に
は
反
対
者
も
い
る
の
で
そ
の
名
称

を
出
さ
な
い
方
が
よ
い
と
渡
辺
に
助
言
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
渡
辺
は

沈
瑞
麟
外
交
部
総
長
邸
で
の
宴
会
で
逆
に
激
励
さ
れ
、
沈
も
尽
力
を
約
束
し
た
。

そ
こ
で
渡
辺
は
改
め
て
芳
沢
に
そ
の
旨
を
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
芳
沢
も
先
方
よ

り
話
が
あ
っ
た
の
な
ら
支
障
な
い
と
了
承
し
た
の
で
あ
る（

32
）。

そ
の
後
、
渡
辺
は

金
紹
城
、
周
肇
祥
、
お
よ
び
王
一
亭
ら
関
係
者
と
会
合
を
開
い
て
後
の
拡
張
計

画
案
に
至
る
具
体
的
内
容
を
協
議
し
た
だ
け
で
な
く（

33
）、

多
く
の
人
物
と
接
触
し

て
協
力
を
要
請
し
た
。

　

当
時
北
京
に
い
た
汪
駐
日
中
国
公
使
は
渡
辺
が
帰
国
直
前
に
起
草
し
た
計
画

の
草
稿
を
預
か
り
、
そ
の
後
日
本
で
渡
辺
・
荒
木
の
二
人
か
ら
完
成
稿
を
受
け

取
っ
た
。
同
年
十
一
月
、
汪
は
中
日
両
文
に
よ
る
そ
の
意
見
書（

34
）を

出
淵
勝
次
外

務
次
官
（
前
年
十
二
月
よ
り
当
職
）
に
直
接
手
渡
し
た
上
で
、
そ
れ
は
「
相
当

有
意
義
ノ
事
業
」
な
の
で
「
文
化
事
業
部
ノ
資
金
」
で
何
と
か
実
現
で
き
な
い

か
と
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
出
淵
は
、
展
覧
会
は
継
続
可
能
と
し
た
が
、

「
研
究
室
」
の
方
に
は
同
意
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
東
方
文
化
事

業
総
委
員
会
に
よ
り
別
途
計
画
中
で
あ
っ
た
北
京
人
文
科
学
研
究
所
の
内
容
と

重
複
し
て
お
り
、
そ
の
収
蔵
予
定
品
は
仮
に
そ
の
研
究
所
に
収
め
る
と
し
て
も

広
汎
す
ぎ
て
費
用
上
困
難
で
あ
る
と
い
う（

35
）。

こ
の
よ
う
に
、
人
文
科
学
研
究
所

の
計
画
が
進
展
し
た
の
と
引
き
換
え
に
、
日
華
聯
合
絵
画
展
は
あ
く
ま
で
展
覧

会
の
み
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
拡
張
計

画
の
う
ち
「
事
務
所
」
に
相
当
す
る
も
の
が
新
規
に
設
置
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

内
・
山
元
と
相
談
し
（
横
山
以
外
は
第
三
回
展
の
発
起
人
）、
そ
の
結
論
と
し
て

日
華
聯
合
絵
画
展
は
国
内
の
ど
の
展
覧
会
よ
り
も
意
義
と
権
威
の
あ
る
も
の
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
「
東
洋
芸
術
の
精
華
」
を
世
界
に
紹
介
す
る
必
要

も
あ
る
。
そ
こ
で
外
務
省
の
尽
力
と
補
助
を
得
て
、「
帝
展
以
上
」
の
正
々

堂
々
た
る
展
覧
会
と
し
た
い
と
い
う（

28
）。

こ
の
よ
う
に
、
画
家
た
ち
（
少
な
く
と

も
渡
辺
）
の
熱
意
と
野
心
、
そ
し
て
在
外
公
館
の
同
情
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、

外
務
本
省
の
対
応
は
あ
く
ま
で
対
支
文
化
事
業
の
方
針
に
従
っ
て
冷
静
か
つ
慎

重
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
同
年
十
二
月
、
外
務
省
は
次
の
第
四
回
日
華
聯
合
絵
画
展
に

対
し
て
対
支
文
化
事
業
特
別
会
計（
助
成
費
）か
ら
約
一
万
円
を
交
付
す
る
こ
と

を
決
裁
し
た（

29
）。

こ
れ
は
日
華
聯
合
絵
画
展
へ
の
資
金
援
助
に
関
し
て
現
存
す
る

限
り
で
最
初
の
決
裁
で
あ
り
、
第
三
回
展
の
成
果
を
受
け
て
同
展
は
正
式
に
対

支
文
化
事
業
の
助
成
事
業
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
後
の
動

向
に
よ
れ
ば
、
こ
の
助
成
は
同
展
の
組
織
改
善
を
条
件
に
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

第
三
節
　
展
覧
会
拡
張
計
画
と
東
方
絵
画
協
会
の
設
立

　

一
九
二
五
年
五
月
、
渡
辺
は
「
展
覧
会
問
題
」
に
つ
い
て
中
国
側
当
事
者
と

交
渉
す
る
た
め
に
訪
中
し
た（

30
）。

前
年
末
文
化
事
業
部
長
に
就
任
し
た
岡
部
は
在

中
国
公
使
館
に
対
し
、
日
華
聯
合
絵
画
展
に
は
帝
国
美
術
院
と
日
本
美
術
院
の

有
力
者
が
ほ
と
ん
ど
参
加
し
て
い
て
、
従
来
の
成
績
を
鑑
み
て
「
相
当
ノ
援

助
」
を
す
る
予
定
の
た
め
、
諸
般
の
便
宜
を
与
え
る
よ
う
指
示
し
た（

31
）。
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に
一
旦
決
裁
し
て
い
た
が
、
最
終
的
に
助
成
費
と
し
て
一
万
三
五
〇
〇
円
を
支

給
し
た（

40
）。

ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
展
覧
会
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に
渡
辺
が
訪
中

し
た
費
用
を
「
講
演
及
視
察
費
」
と
し
て
支
給
し
た（

41
）。

一
九
二
六
年
五
月
、
渡

辺
は
ま
ず
天
津
に
到
着
し
、
予
定
通
り
徐
世
昌
に
会
長
の
就
任
を
依
頼
し
て
承

諾
さ
れ
た
。
そ
し
て
従
来
通
り
展
覧
会
へ
の
支
援
を
要
請
す
る
だ
け
で
な
く
、

こ
れ
ま
で
絵
画
を
出
品
し
て
い
な
か
っ
た
人
々
に
も
書
の
出
品
を
依
頼
し
た（

42
）。

　

第
四
回
展
は
同
年
六
月
か
ら
七
月
に
東
京
と
大
阪
で
開
催
さ
れ
、
外
務
省
は

両
方
の
開
催
地
に
お
い
て
来
日
中
国
人
の
受
け
入
れ
、
関
係
者
へ
の
協
力
要
請
、

荷
物
の
受
け
渡
し
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
事
務
作
業
を
担
当
し
た
。
第
四

回
展
の
会
長
は
、（
お
そ
ら
く
中
国
人
の
会
長
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
）
日
本

人
の
牧
野
伸
顕
で
あ
っ
た（

43
）。

開
催
直
前
の
六
月
五
日
に
そ
の
主
催
団
体
の
名
称

が
「
東
方
絵
画
協
会
」
と
決
定
さ
れ（

44
）、

会
期
の
前
後
に
日
中
の
発
起
人
に
よ
る

そ
の
会
則
へ
の
調
印
も
済
み（

45
）、

実
質
的
に
発
足
し
た
。
と
こ
ろ
が
第
四
回
展
の

た
め
に
来
日
し
た
中
国
側
発
起
人
の
一
人
で
あ
る
金
紹
城
が
、
帰
国
後
の
九
月

六
日
に
急
逝
し
た（

46
）。

そ
の
後
、
東
方
絵
画
協
会
を
め
ぐ
る
状
況
が
一
変
す
る
。

　

翌
一
九
二
七
年
二
月
、
東
方
絵
画
協
会
北
京
本
部
の
役
員
が
決
定
し
た
と
の

通
知
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
東
京
本
部
で
も
役
員
の
候
補
が
検
討
さ
れ

（
後
述
）、
ま
た
従
来
の
発
起
人
が
幹
事
に
就
任
し
た
。
こ
の
機
会
に
役
員
を
中

国
へ
派
遣
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
た
が
、
政
情
不
安
の
た
め
保
留
に
さ
れ
た（

47
）。

そ
の
間
に
中
国
で
は
、
故
金
紹
城
の
息
子
・
金
開
藩
が
絵
画
団
体
「
湖
社
」
を

設
立
し
、
も
う
一
人
の
発
起
人
・
周
肇
祥
と
対
立
し
始
め
た
。
九
月
、
芳
沢
公

　

翌
一
九
二
六
年
二
月
二
十
日
、
渡
辺
ら
の
要
請
を
受
け
て（

36
）、

岡
部
よ
り
「
今

後
更
ニ
両
国
美
術
家
ノ
提
携
聯
合
ヲ
深
フ
シ
両
国
文
化
ノ
向
上
ニ
貢
献
」
す
る

方
法
を
講
じ
る
協
議
会
の
案
内
が
「
拡
張
計
画
」
に
連
署
し
た
十
名
お
よ
び
従

来
の
発
起
人
の
一
人
山
元
春
挙
に
送
付
さ
れ
た（

37
）。

二
十
八
日
、
そ
の
会
合
が
華

族
会
館
で
行
わ
れ
、
以
下
の
こ
と
が
決
定
し
た
。
①
展
覧
会
の
主
催
者
と
し
て

単
一
の
団
体
を
組
織
す
る
こ
と
、
②
会
長
は
中
国
人
と
す
る
こ
と
（
候
補
と
し

て
徐
世
昌
が
挙
げ
ら
れ
た
）、
③
展
覧
会
は
毎
年
一
回
日
中
交
互
に
行
う
こ
と
、

④
日
中
い
ず
れ
の
政
府
に
よ
る
補
助
金
で
も
両
国
等
分
に
使
用
す
る
こ
と
（
文

化
事
業
費
か
ら
は
毎
年
総
額
二
、三
万
円
位
補
助
希
望
）、
⑤
日
本
で
開
催
す
る
場

合
は
中
国
人
の
作
品
を
、
中
国
で
開
催
す
る
場
合
は
日
本
人
の
作
品
を
展
示
す

る
こ
と（

38
）、

⑥
適
当
な
世
話
人
（
事
務
担
当
者
）
を
選
定
す
る
こ
と
、
⑦
日
本
人

賛
助
員
（
中
国
関
係
実
業
家
）
を
置
い
て
（
作
品
の
購
入
に
よ
り
）
経
費
の
一
部

を
寄
付
し
て
も
ら
う
こ
と
、
等
が
決
定
さ
れ
た（

39
）。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
日
華
聯
合
絵
画
展
の
主
催
者
と
し
て
の
団
体
（
名
称
未

定
）
が
設
立
し
た
。
そ
こ
で
は
日
中
の
双
方
か
ら
な
る
会
員
が
自
主
的
に
事
業

を
行
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
方
針
は
お
そ
ら
く
東
方
文
化
事
業
総
委
員
会

に
準
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
外
務
省
は
あ
く
ま
で
事
務
方
に
徹
し
て

日
華
聯
合
絵
画
展
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
四
節
　
第
四
回
展
の
開
催
と
第
五
回
展
の
延
期

　

第
四
回
日
華
聯
合
絵
画
展
に
対
し
、
外
務
省
は
す
で
に
一
九
二
四
年
十
二
月
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こ
の
よ
う
に
、
第
四
回
日
華
聯
合
絵
画
展
の
後
第
五
回
展
ま
で
の
間
に
東
方

絵
画
協
会
だ
け
で
な
く
中
国
情
勢
も
ま
た
急
転
す
る
中
で
、「
唐
宋
元
明
名
画

展
覧
会
」
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
章
　
開
催
の
経
緯
と
中
国
に
お
け
る
賛
助
・
出
品
交
渉

第
一
節
　
開
催
の
経
緯

　

外
務
省
作
成
の
資
料
に
「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
」
が
初
出
す
る
の
は
、

一
九
二
八
年
三
月
で
あ
る
。
た
だ
し
外
務
省
記
録
に
収
録
さ
れ
た
当
時
の
新
聞

記
事
に
よ
れ
ば
、
同
年
二
月
ま
で
に
「
唐
宋
元
明
」
展
の
概
要
が
ほ
ぼ
決
ま
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
ず
一
九
二
七
年
十
一
月
の
記
事
で
は
、
前
述
の
金
・
周
両
者
の
調
停
の
た

め
に
中
国
滞
在
中
で
あ
っ
た
渡
辺
が
、
そ
の
訪
中
の
用
務
と
し
て
書
道
作
振
会
、

中
日
絵
画
展
覧
会
、
名
画
展
覧
会
を
挙
げ
て
い
る
。
中
日
絵
画
展
覧
会
と
は
日

華
聯
合
絵
画
展
の
こ
と
で
、
来
春
に
北
京
・
上
海
で
開
催
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、

名
画
展
覧
会
は
「
文
化
事
業
の
方
か
ら
話
が
あ
つ
て
東
方
絵
画
協
会
で
や
る
こ

と
に
な
つ
た
」
も
の
で
、「
唐
宋
元
明
四
朝
の
逸
品
」
を
集
め
て
東
京
の
美
術

館
で
展
覧
会
を
開
き
、
会
期
は
「
今
の
処
来
年
六
月
」
で
、「
文
華
殿
故
宮
博

物
院
」
の
名
品
に
つ
い
て
「
当
局
の
御
尽
力
を
煩
」
す
と
い
う（

56
）。

　

ま
た
一
九
二
八
年
二
月
の
記
事
で
は
、
東
方
絵
画
協
会
が
「
今
秋
」
御
大
典

使
は
そ
れ
を
報
告
し
て
次
回
展
覧
会
へ
の
影
響
を
懸
念
し
た（

48
）。

そ
れ
に
対
し
て

外
務
省
は
正
木
直
彦
に
そ
の
旨
を
通
知
し
た
後（

49
）、

渡
辺
を
現
状
視
察
の
た
め
中

国
へ
派
遣
す
る
こ
と
を
決
裁
し
た（

50
）。

仲
間
の
一
人
が
死
に
、
他
の
仲
間
と
遺
族

と
が
対
立
す
る
の
は
あ
り
ふ
れ
た
話
で
あ
る
が
、
対
支
文
化
事
業
の
助
成
金
が

絡
ん
で
い
た
た
め
に
問
題
が
複
雑
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る（

51
）。

両
者
の
対
立
は
東

方
絵
画
協
会
北
京
本
部
の
組
織
改
編
に
ま
で
及
び
、
日
本
か
ら
赴
い
た
正
木
・

渡
辺
ら
、
中
国
人
関
係
者
、
お
よ
び
日
本
公
使
館
・
総
領
事
館
に
よ
る
再
三
の

調
停
に
も
か
か
わ
ら
ず
解
決
し
な
か
っ
た（

52
）。

　

翌
一
九
二
八
年
三
月
、
後
述
の
よ
う
に
東
方
絵
画
協
会
東
京
本
部
は
従
来
の

日
華
聯
合
絵
画
展
を
延
期
す
る
と
決
定
し
た
。
四
月
、
北
京
本
部
に
対
し
て
貴

地
会
員
間
に
紛
糾
の
あ
る
間
は
事
業
が
遂
行
で
き
な
い
の
で
助
成
金
を
得
ら
れ

ず
、
ま
た
展
覧
会
も
開
催
で
き
な
い
旨
を
通
知
し
た（

53
）。

　

他
方
、
中
国
で
は
一
九
二
六
年
七
月
以
降
、
国
民
党
が
蔣
介
石
を
国
民
革
命

軍
総
司
令
と
し
て
北
伐
を
開
始
し
て
い
た
（
同
年
十
二
月
、
北
京
で
は
張
作
霖
が

安
国
軍
の
総
司
令
に
就
任
し
た（

54
））。

翌
一
九
二
七
年
一
月
に
は
武
漢
国
民
政
府
が

成
立
、
三
月
に
は
国
民
革
命
軍
の
一
部
に
よ
る
南
京
事
件
、
四
月
に
は
蔣
介
石

に
よ
る
反
共
ク
ー
デ
タ
ー
を
経
て
、
南
京
国
民
政
府
が
成
立
し
た
（
六
月
、
北

京
で
は
張
作
霖
が
安
国
軍
の
大
元
帥
に
就
任
し
た
）。
八
月
、
蔣
介
石
が
国
民
革
命

軍
総
司
令
を
辞
任
し
て
北
伐
は
一
時
中
断
さ
れ
た
。
彼
は
十
～
十
一
月
に
日
本

に
滞
在
し
て
北
伐
完
成
へ
の
決
意
を
表
明
し
、
日
本
の
支
援
を
要
請
し
た（

55
）。

そ

し
て
翌
一
九
二
八
年
一
月
七
日
、
国
民
革
命
軍
総
司
令
に
復
職
し
た
。
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博
物
館
所
蔵
品
、
国
宝
（
当
時
の
「
国
宝
」
は
古
社
寺
の
所
蔵
品
の
み
）
を
陳
列

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
中
国
出
張
を
坂
西
と
渡
辺

に
依
頼
し
た
い
と
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
画
家
一
同
は
、
古
画
は
新
画
に
比

べ
て
「
美
術
界
ヲ
益
ス
ル
コ
ト
多
大
」
と
賛
同
し
た
。
ま
た
、
溝
口
は
博
物
館

で
は
前
年
も
中
国
絵
画
展
を
行
っ
た
の
で
、
今
回
は
広
く
民
間
か
ら
も
収
集
し

た
い
と
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
も
、
横
山
が
名
家
の
所
蔵
す
る
未
公
開
の
名

品
を
借
用
し
て
陳
列
で
き
れ
ば
「
此
上
ナ
シ
」
と
請
け
合
っ
た
。

　

日
本
の
帝
室
、
博
物
館
、
古
寺
、
そ
し
て
民
間
の
所
蔵
品
と
、
中
国
人
の
所

蔵
品
と
の
双
方
か
ら
な
る
一
大
中
国
古
画
展
の
計
画
に
関
し
て
、
少
な
く
と
も

文
化
事
業
部
、
汪
公
使
、
正
木
、
渡
辺
の
ほ
か
、
坂
西
と
溝
口
は
事
前
に
承
知

し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
会
合
で
東
方
絵
画
協
会
の
他
の
幹
事
の
承

認
を
得
て
正
式
に
成
立
し
た
。
こ
の
時
坂
西
は
、
借
入
作
品
鑑
査
の
た
め
に
専

門
家
の
同
行
を
希
望
し
た
。
ま
た
、
正
木
は
「
日
本
現
在
支
那
画
目
録
」
の
作

成
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が（

62
）、

こ
れ
は
後
述
す
る
「
支
那
古
書
画
現
在
目

録
作
成
事
業
」
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
月
二
十
八
日
、
正
木
・
坂
西
・
渡
辺
と
外
務
省
官
員
に
よ
る
会
合
が
あ
り
、

主
に
以
下
が
決
定
さ
れ
た
。
①
同
展
覧
会
は
、
表
面
上
は
東
方
絵
画
協
会
の
事

業
と
し
な
い
が
同
協
会
の
関
係
者
が
運
営
す
る
こ
と
、
②
委
員
会
は
日
本
に
置

く
が
日
中
の
関
係
者
を
賛
助
員
と
す
る
こ
と
、
③
会
期
は
十
一
月

0

0

0

二
十
日
頃
よ

り
約
三
週
間
と
す
る
こ
と
、
④
こ
の
機
会
に
中
国
に
あ
る
「
支
那
美
術
品
名
作

物
」
の
調
査
を
行
う
こ
と
、
で
あ
る（

63
）。

を
記
念
す
る
た
め
日
中
の
絵
画
の
粋
を
集
め
た
一
大
展
覧
会
を
東
京
府
美
術
館

で
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
汪
駐
日
公
使
の
賛
同
を
得
た
と
い
う
。
そ
れ
は

「
現
代
支
那
の
絵
画
は
も
と
よ
り
遠
く
文
化
さ
ん
然
た
る
唐
、
宋
、
元
、
明
時

代
の
絵
画
の
粋
中
の
粋
」
が
全
中
国
か
ら
、
日
本
で
は
通
常
の
絵
画
展
で
は
絶

対
に
見
ら
れ
な
い
国
宝
・
御
物
だ
け
で
な
く
民
間
の
隠
れ
た
名
作
が
集
め
ら
れ

る
。
そ
し
て
岡
部
の
談
話
と
し
て
、「
日
支
の
文
化
を
融
合
促
進
す
る
の
に
こ

れ
以
上
の
催
し
は
な
い
と
自
信
」
す
る
と
い
う（

57
）。

記
事
掲
載
の
翌
日
（
二
月
二

日
）、
岡
部
と
渡
辺
は
正
木
直
彦
を
訪
問
し
て
そ
の
展
覧
会
に
つ
い
て
協
議
し
、

美
術
館
を
「
帝
展
直
後
」
に
借
り
る
こ
と
を
決
定
し
た（

58
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
初
は
一
九
二
八
年
春
の
日
華
聯
合
絵
画
展
の
後
、
六
月
0

0

に

開
催
予
定
で
あ
っ
た
の
が
同
年
秋
に
ず
れ
込
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
「
唐
宋
元
明
」
展
の
内
容
と
日
程
の
正
式
な
決
定
は
、
一
九
二
八
年
三
月
、

東
方
絵
画
協
会
の
会
合
で
な
さ
れ
た
。
同
月
二
日
に
華
族
会
館
で
行
わ
れ
た
会

合
に
は
外
務
省
文
化
事
業
部
、
東
方
絵
画
協
会
の
幹
事
の
う
ち
正
木
・
横
山
・

川
合
・
下
村
・
結
城
・
渡
辺
の
ほ
か
、
東
京
帝
室
博
物
館
の
溝
口
禎
次
郎
、
東

京
美
術
学
校
文
庫
の
北
浦
大
介
、
当
時
貴
族
院
議
員
の
坂ば
ん

西ざ
い

利
八
郎）

25
（

が
出
席
し

た）
46
（

。

　

ま
ず
、
正
木
が
東
方
絵
画
協
会
北
京
本
部
の
内
紛
と
そ
の
調
停
が
失
敗
に
終

わ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
た
上
で
、
本
年
は
日
華
聯
合
絵
画
展
を
中
止
し
、
別
に

「
唐
宋
元
明
等
ノ
古
名
画
」
を
収
集
し
て
「
十
月
0

0

中
旬（

61
）」

に
東
京
府
美
術
館
で

展
覧
会
を
行
い
た
い
。
ま
た
、
同
時
期
に
東
京
帝
室
博
物
館
で
も
帝
室
御
物
、
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そ
の
間
、
四
月
十
九
日
に
日
本
政
府
は
北
伐
に
対
す
る
居
留
民
保
護
を
理
由

に
山
東
出
兵
を
閣
議
決
定
し
て
い
た
。
五
月
三
日
、
省
都
の
済
南
で
日
本
の
出

兵
軍
と
国
民
革
命
軍
が
衝
突
し
た
（
済
南
事
件
）。
七
日
、
日
本
軍
は
国
民
革

命
軍
に
対
し
て
先
の
衝
突
に
関
す
る
時
限
付
き
の
要
求
を
提
出
し
た
。
そ
れ
に

対
す
る
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
軍
は
八
日
に
済
南
城
総
攻
撃
を

開
始
し
、
十
一
日
に
占
領
し
た
。
国
民
政
府
は
部
隊
の
北
上
継
続
を
決
定
し
た
。

　

当
然
な
が
ら
坂
西
と
渡
辺
の
渡
航
は
延
期
さ
れ
た
が
、
早
く
も
五
月
十
四
日

に
は
外
務
省
で
正
木
・
坂
西
・
結
城
・
渡
辺
を
含
め
た
会
合
が
あ
り
、
二
十
六

日
に
坂
西
・
渡
辺
・
結
城
が
渡
航
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た（

66
）。

十
九
日
、
外
務

省
は
結
城
に
対
す
る
中
国
視
察
手
当
支
給
を
決
裁
し
た（

67
）。

ま
た
、
二
十
四
日
に

は
在
外
公
館
に
対
し
、
中
国
の
政
局
は
い
つ
鎮
静
す
る
か
見
込
み
が
つ
か
な
い

が
展
覧
会
の
準
備
に
は
す
ぐ
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
三
人
の

出
航
を
通
知
し
た（

68
）。

二
十
六
日
、
正
木
は
「
兵
馬
倥
偬
の
際
に
文
事
の
為
に
」

出
張
す
る
坂
西
・
結
城
・
渡
辺
の
三
人
を
見
送
っ
た（

69
）。

一
行
は
三
十
日
に
大
連（

70
）、

六
月
三
日
に
天
津
に
到
着
し
た（

71
）。

　

そ
の
間
、
張
作
霖
の
軍
隊
は
退
却
し
始
め
、
六
月
三
日
に
張
作
霖
自
身
が
北

京
を
退
去
し
た
。
四
日
、
周
知
の
よ
う
に
奉
天
へ
の
途
上
で
列
車
を
爆
破
さ
れ
、

後
日
張
作
霖
は
死
去
し
た
（
公
表
は
同
月
二
十
一
日
）。
八
日
、
国
民
革
命
軍
が

北
京
に
入
城
し
、
九
日
、
蔣
介
石
は
北
伐
が
完
成
し
て
任
務
を
終
え
た
と
し
て
、

国
民
革
命
軍
総
司
令
と
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
主
席
を
辞
任
し
た
。
そ
れ
に
よ

り
、
済
南
事
件
の
解
決
は
現
地
協
定
か
ら
外
交
交
渉
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な

　

こ
の
よ
う
に
、「
唐
宋
元
明
」
展
は
第
一
に
、
当
初
日
華
聯
合
絵
画
展
と
ほ

ぼ
同
時
期
に
開
催
予
定
で
あ
っ
た
が
、
後
者
が
延
期
さ
れ
た
た
め
に
単
独
で
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
東
方
絵
画
協
会
を
名
義
上
の
主
催
者
と
し
な
か
っ
た

の
は
、
北
京
本
部
に
対
す
る
配
慮
の
結
果
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
そ
の
発
案
に

は
外
務
省
が
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
対
支
文
化
事
業
の
方
針
に
よ

り
東
方
絵
画
協
会
が
実
施
し
た
。
た
だ
し
、
後
述
の
「
支
那
古
書
画
現
在
目
録

作
成
事
業
」
と
同
時
並
行
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
正
木
を
中
心
と
し
た

東
方
絵
画
協
会
幹
事
と
外
務
省
と
の
間
で
発
案
さ
れ
た
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ

る
。
第
三
に
、
中
国
の
「
新
画
」
展
以
上
に
「
古
画
」
展
の
方
が
有
益
と
考
え

た
日
本
人
画
家
に
支
持
さ
れ
て
実
現
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
従
来
の
日
華
聯
合
絵

画
展
に
お
け
る
中
国
人
出
品
作
の
質
に
対
す
る
不
満
を
裏
付
け
る
と
同
時
に
、

現
代
絵
画
発
展
の
た
め
に
古
画
を
収
集
す
る
と
し
た
拡
張
計
画
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

第
二
節
　
政
情
不
安
の
中
で
―
―
天
津
・
北
京
・
大
連
・
上
海

　

東
方
絵
画
協
会
で
「
唐
宋
元
明
」
展
に
関
す
る
具
体
的
な
方
針
が
決
定
さ
れ

た
直
後
の
四
月
七
日
、
中
国
で
は
国
民
革
命
軍
が
北
伐
を
再
開
し
た
。
二
十
二

日
、
外
務
省
は
在
外
公
館
に
対
し
て
従
来
の
新
画
展
を
延
期
し
て
古
画
展
を
開

催
す
る
旨
を
通
知
し
た（

64
）。

五
月
五
日
に
は
坂
西
と
渡
辺
に
対
し
て
中
国
視
察
手

当
支
給
を
決
裁
し
て
お
り（

65
）、

こ
の
時
点
で
は
二
人
が
渡
航
可
能
と
考
え
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
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験
者
か
、
宣
統
帝
（
溥
儀
）
と
そ
の
側
近
で
あ
る
（
表
1
）。
北
京
に
近
い
天
津

は
、
引
退
し
た
政
治
家
・
軍
人
・
官
僚
・
財
界
人
ら
の
溜
ま
り
場
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
る（

77
）。

　

滞
在
中
の
一
行
に
最
も
協
力
し
た
の
は
来
日
予
定
で
あ
っ
た
方
若
で
、
し
ば

し
ば
打
ち
合
わ
せ
に
参
加
し
た
。
ま
た
、
最
も
関
係
が
長
く
深
い
の
は
第
一
回

日
華
聯
合
絵
画
展
以
来
の
徐
世
昌
・
陳
宝
琛
・
宣
統
帝
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、

袁
克
定
は
袁
世
凱
の
長
子
で
、
曹
汝
霖
と
陸
宗
輿
は
か
つ
て
対
日
本
借
款
を
め

ぐ
る
五
・
四
運
動
で
失
脚
し
た
。
靳
雲
鵬
・
徐
世
昌
・
顔
恵
慶
・
段
祺
瑞
は
前

回
以
前
に
は
現
役
の
閣
僚
で
、
潘
復
・
沈
瑞
麟
・
姚
震
は
直
前
の
軍
政
府
の
閣

僚
で
あ
っ
た
。
梁
鴻
志
は
当
時
（
辞
表
を
提
出
し
た
）
東
方
文
化
事
業
総
委
員

会
委
員
で
あ
り
、
そ
の
出
品
内
容
に
つ
い
て
は
大
連
の
項
で
述
べ
る
。

　

渡
辺
に
よ
れ
ば
混
乱
の
巷
に
あ
る
の
で
か
え
っ
て
美
術
問
題
を
論
じ
て
も
一

人
の
反
対
者
も
な
く
、
む
し
ろ
「
清
涼
剤
」
と
し
て
皆
賛
成
し
交
渉
は
進
捗
し

た（
78
）。

ま
た
、
坂
西
は
奉
天
系
直
魯
軍
の
総
司
令
で
あ
っ
た
張
宗
昌
や
国
務
院
総

理
で
あ
っ
た
潘
復
の
相
談
に
応
じ
て
彼
ら
の
天
津
退
去
に
協
力
す
る
一
方
、
今

回
の
用
務
は
「
唐
宋
元
明
」
展
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た（

79
）。

　

他
方
、
宣
統
帝
は
第
三
回
日
華
聯
合
絵
画
展
直
後
の
一
九
二
四
年
十
一
月
に

政
変
に
よ
っ
て
北
京
を
追
放
さ
れ
た
後
、
天
津
の
日
本
租
界
に
住
ん
で
い
た
。

い
わ
ゆ
る
故
宮
文
物
は
ま
ず
北
京
政
府
の
「
清
室
善
後
委
員
会
」
の
管
理
下
に

置
か
れ
、
そ
の
後
一
九
二
五
年
十
月
以
降
「
故
宮
博
物
院
」
に
、
さ
ら
に
北
京

入
城
後
の
国
民
政
府
に
接
収
さ
れ
た（

80
）。

つ
ま
り
、
一
九
二
八
年
六
月
の
時
点
で

る
。
そ
し
て
五
月
中
旬
以
降
、
特
に
中
国
南
部
を
中
心
に
対
日
不
買
運
動
が
発

生
し
た（

72
）。

　

こ
の
よ
う
に
、「
唐
宋
元
明
」
展
へ
の
賛
助
・
出
品
交
渉
は
中
国
の
政
局
が

北
京
か
ら
南
京
へ
と
移
行
す
る
ま
さ
に
転
換
点
で
、
か
つ
済
南
事
件
に
よ
り
日

中
関
係
が
緊
迫
す
る
中
で
開
始
さ
れ
た（

73
）。

対
支
文
化
事
業
で
は
特
に
東
方
文
化

事
業
総
委
員
会
に
支
障
が
生
じ
た
が（

74
）、「

唐
宋
元
明
」
展
は
あ
く
ま
で
助
成
事

業
の
一
つ
で
あ
っ
て
同
委
員
会
の
直
接
の
管
理
下
に
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
ひ

と
ま
ず
継
続
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
に
お
け
る
交
渉
は
五
月
末
か

ら
七
月
、
お
よ
び
九
月
下
旬
か
ら
十
一
月
上
旬
の
二
回
行
わ
れ
た
（
後
半
は
坂

西
と
渡
辺
の
二
人
だ
け
が
担
当
し
た
）。
一
行
は
特
に
天
津
・
北
京
・
大
連
・
上

海
を
中
心
に
、
都
市
ご
と
に
賛
助
・
出
品
者
を
固
め
て
い
っ
た
。

天
津

　

前
述
の
よ
う
に
一
行
は
六
月
三
日
に
天
津
に
到
着
し
た
が
、
す
で
に
北
京
間

の
鉄
道
は
不
通
で
あ
り
、
そ
こ
に
二
週
間
滞
在
し
た（

75
）。

天
津
は
第
一
回
日
華
聯

合
絵
画
展
の
開
催
地
の
一
つ
で
、
第
四
回
展
の
交
渉
の
際
に
も
渡
辺
が
訪
問
し

て
い
る
。
当
時
の
天
津
は
外
国
軍
の
警
備
と
奉
天
系
残
留
軍
の
駐
在
に
よ
り
平

静
で
あ
っ
た
と
い
う（

76
）。

　

天
津
在
住
の
「
唐
宋
元
明
」
展
中
国
人
関
係
者
は
、
最
大
五
十
六
人
確
認
さ

れ
る
。
そ
の
う
ち
賛
助
員
は
三
十
九
人
、
出
品
者
は
二
十
六
人
（
宣
統
帝
含
む
）

で
あ
っ
た
。
各
人
の
経
歴
に
よ
れ
ば
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
北
京
政
府
の
閣
僚
経



154

名前 生年 経歴 出品（数） 賛助
来日

（予定
含む）

その他
日華聯合絵画展への関与

1 2 3 拡 4

袁克定 1878 袁世凱の長子 ●
王賢賓 不詳 ●
王克敏 1873 前財政部総長 ● ●
王揖唐 1877 前内務部総長（軍人） ● 訪問・宴会
蒯寿枢 前日本学生監督 ●（5） ● ●
郭宗熙 1878 京師図書館長等 ●（1） ●
郭則澐 1884 前僑務局総裁 ●（3） ● 宴会 ●
夏継泉 1883 山東塩運使 ●
顔恵慶 1877 前国務院総理 ● 訪問 ● ● ●
曲同豊 前航空署署長（軍人） ● 宴会
靳雲鵬 1877 前国務院総理（軍人） ●（10） ● 来訪・宴会 ●
厳修 1860 教育家 ●（2） 訪問

高凌霨 1870 前国務院総理 ●（3） ●
呉光新 1883 前陸軍部総長（軍人） ● 宴会
朱啓鈐 1872 中国造学社社長 ●（4） ● 訪問・宴会
徐世昌 1855 前大総統 ●（3） ● 訪問 ● ● ● ●
徐世章 1886 前幣制局総裁 ●（2） ● 訪問・宴会
沈瑞麟 1874 内務部総長 ●（7） ● 訪問・宴会 ● ● ●

宣統帝（溥儀） 1906 前清朝皇帝 ●（1） 訪問 ● ● ●
曽毓隽 前交通部総長 ● 宴会
曹汝霖 1877 前交通部総長 ●（4） ● 訪問・宴会
孫潤宇 1881 前法制局局長 ●（2） ●
段祺瑞 1865 前臨時執政（軍人） ● 訪問 ● ●
張孤 1875 前財政部総長 ●（3） ● ● 訪問・宴会

張国溶 1877 前評政院評事 ●（3）
張志潭 1875 前交通部総長 ●（6） ● ●
張文孚 不詳 ● 訪問
陳昌棨 不詳 ●（1）
陳宝琛 1848 宣統帝太傅 ●（8） ● 訪問・来訪・宴会 ● ● ●
鄭孝胥 1859 宣統帝の側近 ● 訪問・宴会 ●
丁士源 1879 天津中華匯業銀行経理 ●（1） ● 訪問・宴会
陶湘 1870 天津中国銀行経理等 ● 訪問・宴会

潘復 1870 国務院総理兼交通部総
長 ●（2） ● 訪問・宴会・贈答

方経 不詳 ●（2）
方若 1869 天津日々新聞社社長 ●（9） ● ● 訪問・来訪・宴会 ●
姚震 1885 大理院院長 ● 宴会 ●

余紹宋 1883 前司法部次長 ●
羅振玉 1866 宣統帝顧問 ●（6） ● 訪問・宴会
陸宗輿 1876 前幣制局総裁 ● 訪問・宴会 ●
李思浩 1882 前財政部総長 ● 宴会
李孺 不詳 ●

李盛鐸 1858 前農商部総長 ●
梁啓超 1873 前財政部総長 ● ●
梁鴻志 1882 前臨時執政府秘書長 ●（1） ● ● 宴会
劉驤業 1890 陳宝琛の娘婿 ●（2） ● ● 来訪・宴会・協議 ● ●

表 1　中国人関係者（天津）

凡例
1： 以下、表 4 までは「唐宋元明」展の中国人関係者のうち、出品・賛助・来日いずれかの実績のある者のみをその都

市ごとに記載した（南京は省略）。交渉記録のある都市を優先したので、出品や来日は別都市の場合がある。
2： 「その他」とは、出品・賛助・来日以外の関与を示す。訪問＝日本人交渉者の側から。来訪＝中国人関係者の側から。

宴会＝日本人交渉者の関係する宴会に出席。
3： 「日華聯合絵画展への関与」では、各回の該当者を記載した（出品・賛助・来日、その他のいずれか。ただし上記

1 に該当しない者は未掲載）。拡＝ 1925 年の拡張計画交渉。
4： 外務省記録以外の参考文献は以下の通り。趙爾巽等撰『清史稿』巻 219（列伝 6 諸王 5）、巻 221（列伝 8 諸王 7）、

中華書局、1977 年。橋川時雄編『中国文化界人物總鑑』（中華法令編印館 1940 年刊の複製）名著普及会、1982 年。
郭卿友主編『中華民国時期軍政職官誌』甘粛人民出版社、1990 年。陳玉堂編著『中国近現代人物名号大辞典』（全
編増訂本）浙江古籍出版社、2005 年。
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行
し
た
り
し
て
い
る
（
劉
は
天
津
か
ら
来
日
）。
東
方
絵
画
協
会
北
京
本
部
の
内

紛
の
要
因
と
な
っ
た
周
肇
祥
は
、
北
京
在
住
中
国
人
の
中
で
（
故
金
紹
城
を
除

け
ば
）
日
華
聯
合
絵
画
展
と
最
も
関
係
が
長
く
か
つ
深
か
っ
た
。
今
回
も
一
行

の
訪
問
を
受
け
、
一
行
の
た
め
に
宴
会
を
開
き
、
賛
助
員
に
も
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
一
行
の
北
京
滞
在
中
の
六
月
二
十
三
日
に
古
画
展
反
対
の
印
刷

物
が
配
布
さ
れ
、
別
途
新
聞
へ
の
投
書
も
あ
っ
た（

87
）。

そ
し
て
こ
の
反
対
運
動
の

首
謀
者
を
、
渡
辺
は
周
肇
祥
と
そ
の
周
辺
と
認
識
し
て
い
た（

88
）。

他
方
、
前
述
の

東
方
文
化
事
業
総
委
員
会
委
員
の
う
ち
、
委
員
長
の
柯
劭
忞
の
ほ
か
、
王
式
通

と
江
庸
は
賛
助
員
と
な
っ
た
。

　

そ
の
他
、
全
中
国
人
出
品
者
の
中
で
最
も
点
数
の
多
い
関
冕
鈞
も
日
華
聯
合

絵
画
展
の
関
係
者
で
あ
り
、
特
に
第
三
回
展
で
訪
中
し
た
際
に
日
本
人
画
家
一

行
は
す
で
に
そ
の
所
蔵
品
を
観
賞
し
て
い
た（

89
）。

閣
僚
経
験
者
の
う
ち
貢
桑
諾
爾

布
（
グ
ン
サ
ン
ノ
ル
ブ
）
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
有
力
者
で
あ
っ
た
（
天
津
か
ら

出
品（

90
））。

軍
人
の
う
ち
閻
錫
山
は
北
京
入
り
し
た
国
民
革
命
軍
の
最
有
力
者
の

一
人
で
、
彼
と
は
坂
西
が
面
会
し
て
い
る（

91
）。

画
家
は
、
故
金
紹
城
の
親
族
か
そ

の
門
下
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
一
行
は
国
民
政
府
関
係
者
と
も
接
触
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は

国
民
政
府
が
中
国
の
正
統
政
府
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
故
宮
文
物
を
接
収
し

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
政
府
が
安
定
し
て
か
ら
公
使
館
を
通
じ
て

そ
の
出
品
交
渉
が
行
わ
れ
る
見
込
み
で
あ
っ
た（

92
）。

宣
統
帝
の
所
蔵
品
と
は
、
そ
の
私
有
財
産
の
み
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一

行
は
六
月
十
七
日
に
彼
を
訪
問
し
て
出
品
と
賛
助
を
依
頼
し
た（

81
）。

側
近
の
陳
宝

琛
は
後
述
す
る
北
京
で
の
反
対
運
動
を
批
判
し
、
外
面
を
憚
る
た
め
宣
統
帝
と

自
分
の
名
義
は
伏
せ
る
が
出
品
す
る
と
約
束
し
た（

82
）。

　

そ
の
後
、
渡
辺
は
十
月
に
再
度
天
津
に
滞
在
し
た
際
に
、
汪
駐
日
公
使
の
助

言
に
従
い
、
宣
統
帝
に
孔
雀
の
画
を
贈
呈
し
て
再
度
出
品
を
依
頼
し
た
よ
う
で

あ
る（

83
）。

陳
宝
琛
の
言
葉
通
り
、
こ
の
「
唐
宋
元
明
」
展
で
は
外
部
資
料
に
出
品

者
と
し
て
宣
統
帝
の
名
前
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
十
一
月

初
め
に
は
そ
の
出
品
が
決
定
し（

84
）、

後
述
の
よ
う
に
確
か
に
出
品
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る
。

北
京

　

六
月
十
七
日
以
降
天
津
・
北
京
間
の
鉄
道
が
運
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

十
八
日
に
一
行
は
北
京
に
到
着
し
た（

85
）。

北
京
で
は
同
月
八
日
に
国
民
革
命
軍
の

う
ち
山
西
軍
が
入
城
し
た
後
、
十
二
日
に
戒
厳
状
態
が
解
除
さ
れ
て
い
た（

86
）。

　

北
京
在
住
中
国
人
の
「
唐
宋
元
明
」
展
関
係
者
は
、
最
大
八
十
四
人
確
認
さ

れ
る
。
そ
の
う
ち
賛
助
員
は
三
十
二
人
、
出
品
者
は
二
十
五
人
で
あ
っ
た
（
表

2
）。
各
人
の
経
歴
に
よ
れ
ば
、
そ
の
多
く
は
北
京
政
府
の
閣
僚
経
験
者
ま
た

は
官
吏
（
軍
人
含
む
）、
学
者
、
画
家
で
あ
る
。

　

滞
在
中
の
一
行
に
最
も
協
力
し
た
の
は
来
日
者
で
も
あ
っ
た
金
開
藩
・
劉
驤

業
・
闞
鐸
で
、
打
ち
合
わ
せ
に
参
加
し
た
り
、
一
行
の
賛
助
・
出
品
交
渉
に
同
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名前 生年 経歴 出品（数） 賛助
来日（予
定含む）

その他
日華聯合絵画展への関与

1 2 3 拡 4
易培基 1880 前教育部総長 ●
閻錫山 1883 山西都督・国民革命軍（軍人） ● 訪問
袁励準 1875 輔仁大学教授 ●（9） ● 訪問・宴会 ●
汪栄宝 1878 駐日中華民国公使 ●（1） ● ● ●
王衡永 不詳 ●（6）
王衡桂 画家 ●（1） 訪問・来訪・宴会 ● ●

王式通 1864
故宮博物院管理委員会委員長・東
方文化事業総委員会委員

●

王士珍 1861 前陸軍部総長（軍人） ● 訪問
王樹楠 1852 萃升書院主講 ●
汪大燮 1859 前国務院総理兼財政部総長 ● 訪問・来訪 ● ●
汪伯唐 不詳 ●（1）
郭葆昌 1879 故宮博物院委員 ●（8） ● 訪問・来訪・宴会
柯鴻年 1867 不詳 ●（1）

柯劭忞 1850
北京大学国学門教授・東方文化事
業総委員会委員長

● ●

闞鐸 前司法部総務庁長 ● ● 来訪・宴会・協議
関冕鈞 1870 山西塩運使 ●（33） ● ● 訪問・宴会 ● ● ●
熙鈺 蒙古人 ●（4） ● ● 訪問・宴会 ●
耆齢 満州人・前清室善後委員会委員 ●（1）

金開華 故金紹城の子 ●（1）
金開藩 1895 故金紹城の子 ●（6） ● ● 来訪・宴会・協議 ●
金紹基 1886 故金紹城の弟 ●（1） 訪問・来訪
金紹堂 故金紹城の弟 ●（1）

貢桑諾爾布 1865 蒙古人・蒙蔵院総裁 ●（4） ● 訪問・宴会 ● ● ●
恵均 1902 画家 ●（1） 来訪・宴会・協議 ● ●

顧維鈞 1888 前国務院総理兼外交部総長 ● 訪問 ●
胡惟徳 1863 前内務部総長 ● 訪問 ● ● ●
江瀚 1853 京師大学校長 ●（1） ●

黄峙青 不詳 ●（8）
江庸 1878 東方文化事業総委員会委員 ● 訪問・宴会 ● ●
三多 1875 蒙古人・前将軍府際威将軍（軍人） ● 訪問・来訪・宴会 ●

周肇祥 1880 画家・北京古物陳列所所長 ● 訪問・宴会 ● ● ● ● ●
朱益藩 1861 宣統帝の漢文の師 ●（6） ● 訪問・宴会 ● ● ●
朱廷昱 不詳 ●
朱文鈞 1882 蔵書家 ● 訪問・宴会
蔣作賓 1884 前参謀本部次長（軍人） ●
邵福瀛 不詳 ●（2） ● 訪問
蕭方駿 1870 財政部参事等 ●（2）
徐慧 画家 ●（1） ● ●

沈兼士 1885 北京大学教授 ● 宴会
荘蘊寛 1866 前審計院院長 ● 訪問 ● ●
卓定謀 1886 前中国実業銀行経理 ● 訪問 ●
陳垣 1880 北京大学国学門教授 ●

丁澄如 不詳 ●（2）
馬衡 1881 古物保管会北平分会主任 ● 来訪・宴会

馮公度 不詳 ●（3）
宝熙 1871 満州人・参政院参政等 ● 訪問・来訪・宴会 ●

熊希齢 1870
前国務院総理・前東方文化事業総
委員会委員

● 訪問・来訪・宴会 ● ●

楊恒 不詳 ●（1）
楊寿枢 参政院参政 ●（3） 訪問・宴会

表 2　中国人関係者（北京）
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大
連
・
青
島

　

七
月
十
日
、
一
行
は
大
連
に
到
着
し
た
（
十

月
に
も
再
度
訪
問（

93
））。

そ
の
二
日
前
、
国
民
政
府

は
諸
外
国
に
対
し
、
不
平
等
条
約
廃
棄
と
新
条

約
締
結
宣
言
を
行
っ
た（

94
）。

　

大
連
は
こ
れ
ま
で
日
華
聯
合
絵
画
展
の
開
催

地
に
な
っ
た
こ
と
は
な
く
、
前
歴
の
あ
る
関
係

者
は
い
な
い（
表
3
）。
た
だ
し
天
津
の
蒯
寿

枢
・
潘
復
・
梁
鴻
志
は
実
際
に
は
大
連
か
ら
発

送
し
た
。
特
に
、
梁
鴻
志
は
大
連
で
閻
立
本
筆

歴
代
帝
王
図
巻（
図
1
）の
出
品
を
約
束
し（

95
）、

こ

れ
は
後
述
の
よ
う
に
「
唐
宋
元
明
」
展
で
最
も

注
目
さ
れ
る
作
品
の
一
つ
と
な
る
。
そ
の
他
の

出
品
者
は
、
清
朝
宗
室（

96
）と

閣
僚
経
験
者
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
出
品
や
賛
助
は
し
て
い
な
い
も
の

の
訪
問
や
宴
会
で
関
わ
っ
た
人
物
に
は
軍
人
が

多
く
見
ら
れ
、
坂
西
の
知
己
と
推
測
さ
れ
る
。

　

七
月
十
五
日
、
一
行
は
青
島
に
到
着
し
た
が
、

全
体
と
し
て
は
出
品
す
る
ほ
ど
の
名
品
は
な

か
っ
た
。
た
だ
し
例
外
は
殷
同
所
蔵
の
沈
銓
筆

花
鳥
図
（
図
2
）
で
、
そ
れ
は
渡
辺
自
身
の
嗜

↑図 1　唐閻立本筆歴代帝王図巻（梁鴻志蔵）／『唐宋元明名画大観』掲載

名前 生年 経歴 出品（数） 賛助 来日 その他

大連

恭親王 清宣宗（道光帝）第六子恭忠親王奕訢の末裔 ●（2） 訪問

肅親王 清太宗第一子肅武親王豪格の末裔善耆の後継 ●（1） 訪問・来訪

張英華 1886 前財政部総長 ●（2） 出品

李文権 前東京高等商業学校教師 ● 訪問・来訪・宴会

青島 殷同 1890 不詳 ●（1） 訪問・宴会

表 3　中国人関係者（大連・青島）

←
図 2　清沈銓筆花鳥図（殷同蔵）／『唐宋元明名画大観』掲載
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好
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
例
で
も
あ
る
。
今
回
の
出
品
作
の
ほ
と
ん
ど

に
つ
い
て
、
渡
辺
は
「
名
品
」
な
ど
の
決
ま
り
文
句
で
評
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
「
頗
る
努
力
の
密
画
に
て
大
に
感
歎
」
し
、
出
発
の
当

日
に
も
「
観
賞
去
る
不あ
た
は
ず能

」、
よ
う
や
く
上
海
行
き
の
船
に
乗
り
込
ん
だ
ほ
ど

で
あ
っ
た（

97
）。

後
述
の
よ
う
に
「
唐
宋
元
明
」
展
で
は
清
代
の
画
は
参
考
品
で
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
文
人
画
か
郎
世
寧
の
画
で
あ
っ
た
。
こ
の
出
品
は
や
や
異
例

で
あ
り
、
自
身
も
密
画
の
花
鳥
画
家
で
あ
っ
た
渡
辺
の
意
向
が
働
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

上
海

　

七
月
十
九
日
、
坂
西
と
渡
辺
は
上
海
に
到
着
し
た
が
、
当
時
の
上
海
は
対
日

不
買
運
動
が
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た（

98
）。

そ
れ
に
先
立
つ
同
月
十
日
に
日
本
政
府
は

済
南
事
件
の
解
決
条
件
案
を
閣
議
決
定
し
、
十
八
日
に
在
上
海
矢
田
七
太
郎
総

領
事
は
国
民
政
府
の
王
正
廷
外
交
部
長
と
の
交
渉
を
開
始
し
て
い
た
。

　

上
海
在
住
中
国
人
の
「
唐
宋
元
明
」
展
関
係
者
は
、
最
大
四
十
七
人
確
認
さ

れ
る
。
そ
の
う
ち
出
品
者
は
二
十
人
、
賛
助
員
は
十
四
人
で
あ
っ
た
（
表
4
）。

各
人
の
経
歴
に
よ
れ
ば
そ
の
多
く
は
画
家
ま
た
は
実
業
家
で
、
特
に
画
家
は
日

華
聯
合
絵
画
展
に
出
品
歴
が
あ
っ
た
。

　

滞
在
中
の
一
行
に
最
も
協
力
し
た
の
は
王
一
亭
と
葉
恭
綽
で
あ
る
。
王
は
言

う
ま
で
も
な
く
第
一
回
日
華
聯
合
絵
画
展
以
来
の
常
連
で
あ
っ
た
。
葉
に
つ
い

て
前
回
展
以
前
の
関
係
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
上
海
在
住
の
関
係
者
の
中
で
は

名前 生年 経歴 出品（数） 賛助 来日 その他 日華聯合絵画展への関与

1 2 3 拡 4
王一亭 1867 実業家・画家 ●（16） ● ● 訪問・宴会 ● ● ● ● ●
王傅燾 王一亭の子 ●（2） ● 協議・宴会 ●
哈少甫 不詳 ●（4） ●
黄植 不詳 ●（7）

呉仲熊 1899 画家 ●（2） ● 訪問・宴会 ● ●
呉東邁 不詳 ●（2） ●
顧麟士 1865 画家 ●（9） ● ● ● ● ●
蔡実寛 不詳 ●（6） ●
周湘雲 1878 実業家 ●（4） ● 訪問・宴会 ●
葉恭綽 1881 前交通部総長 ●（1） ● 協議・訪問・宴会
曽熙 1861 画家 ●（7） ●

孫多禔 不詳 ●（1）
趙時棡 1874 ●（7） 訪問・協議 ● ●
趙叔孺 不詳 ● 宴会 ●
狄景明 不詳 ●（2）
狄葆賢 1873 前時報社社長 ●（17） ● ● 宴会
龐元済 1864 実業家 ●（10） ● ● ● ● ●
濮一乗

（伯欣） 「仏学叢報」主筆 ●（1）

姚虞琴 1867 湖南銀行漢口分行襄理 ●（4） ● 宴会 ●
李宣龔 1876 商務印書館経理 ●（4） ● 来訪・宴会
李祖慶 不詳 ●（8） ●

表 4　中国人関係者（上海）
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第
三
節
　
国
民
政
府
の
承
認
―
―
南
京

　

九
月
十
八
日
、
外
務
省
は
在
南
京
領
事
館
に
対
し
「
唐
宋
元
明
」
展
に
関
連

し
て
坂
西
と
渡
辺
が
訪
中
す
る
こ
と
、
国
民
政
府
の
承
認
と
賛
同
を
得
て
で
き

れ
ば
「
北
京
宮
殿
所
蔵
品
」
か
ら
出
品
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と
を
通
知
し
た（

100
）。

そ
の
数
日
前
、
日
本
政
府
は
国
民
政
府
に
お
け
る
五
院
制
の
確
立
と
蔣
介
石
の

行
政
院
院
長
就
任
内
定
の
情
報
を
得
て
い
た（

101
）。

　

坂
西
は
上
海
を
経
て
同
月
二
十
三
日
に
南
京
に
到
着
し
、
二
十
六
日
ま
で
滞

在
し
た
。
そ
の
間
在
南
京
岡
本
領
事
の
斡
旋
に
よ
り
、
蔣
介
石
の
ほ
か
、
譚
廷

闓
（
国
民
政
府
委
員
会
議
主
席
）、
王
正
廷
（
外
交
部
長
）、
薛
篤
弼
（
内
務
部
長
）、

李
烈
鈞
（
国
民
政
府
常
務
委
員
）、
李
石
曽
（
中
央
教
育
行
政
委
員
会
委
員
）
ら
と

会
見
し
た
が
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
東
洋
文
化
の
た
め
美
挙
と
し
て
賛
意
を
表
明

し
た
と
い
う（

102
）。

　

他
方
、
渡
辺
は
九
月
二
十
五
日
に
上
海
に
到
着
し
た
。
直
ち
に
王
一
亭
ら
を

訪
問
し
た
が
い
ず
れ
も
国
民
政
府
に
遠
慮
し
て
い
た
と
い
う
。
坂
西
が
政
府
要

人
を
訪
問
し
て
賛
助
を
得
た
後
、
渡
辺
は
王
一
亭
を
通
じ
て
自
筆
の
孔
雀
の
大

幅
（
図
3 （

103
））

を
蔣
介
石
・
宋
美
齢
夫
妻
に
贈
呈
し
た
。
蔣
は
そ
の
孔
雀
は
九
徳

を
具
備
す
る
鳥
の
王
、
石
は
寿
、
牡
丹
は
富
貴
を
意
味
す
る
の
で
、
国
民
政
府

主
席
で
あ
る
今
の
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
と
大
い
に
喜
び
、
ま
た
宋
も
女
性
に
関

す
る
古
事
（
雀
屏
中
選
）
に
見
合
う
と
い
っ
て
喜
ん
だ
。
そ
の
後
、
出
品
者
も

積
極
的
に
協
力
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う（

104
）。

唯
一
の
閣
僚
経
験
者
で
あ
る
。
二
人
は
、
特
に
当
時
不
在
で
あ
っ
た
顧
麟
士
と

龐
元
済
の
出
品
に
つ
い
て
口
添
え
を
行
っ
た
（
そ
し
て
出
品
さ
れ
た（

99
））。

ま
た
、

一
行
は
出
品
者
の
う
ち
王
一
亭
・
呉
仲
熊
・
周
湘
雲
・
狄
葆
賢
・
李
宣
龔
の
所

蔵
品
を
実
見
し
て
お
り
、
出
品
内
容
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
上
海
で
は
「
唐
宋
元
明
」
展
の
出
品
・
賛
助
交
渉
に
関
し

て
は
一
見
順
調
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
実
業
家
を
含
む
関
係
者
が
、
地
元
の
対

日
不
買
運
動
（
と
そ
れ
に
よ
る
日
本
人
業
者
の
困
窮
）
に
関
し
て
無
知
で
あ
っ
た

と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
も
矢
田
と
王
と
の
済
南
事
件
解
決
交
渉
は
、
交
渉

の
開
催
地
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
一
向
に
進
展
し
な
か
っ
た
。
こ
の
時
点
で

は
坂
西
と
渡
辺
は
国
民
政
府
へ
の
働
き
か
け
を
行
わ
ず
、
七
月
末
に
一
旦
帰

国
し
た
。

図 3　		［渡辺晨畝筆双孔雀牡丹木蓮石図］（蔣介石
国民政府主席収蔵）／『永好留真』掲載
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こ
の
よ
う
に
、
坂
西
・
渡
辺
と
国
民
政
府
と
の
直
接
交
渉
の
結
果
、
最
終
的

に
「
唐
宋
元
明
」
展
は
開
催
に
至
っ
た
。
同
展
の
主
催
者
と
し
て
は
、
従
来
の

日
華
聯
合
絵
画
展
同
様
に
当
時
の
政
府
首
脳
に
対
す
る
挨
拶
だ
け
で
な
く
、
接

収
さ
れ
た
故
宮
文
物
の
出
品
を
依
頼
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
日
本
政
府
と

し
て
は
、
新
体
制
下
の
国
民
政
府
を
支
持
す
る
と
い
う
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
も

込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

110
）。

し
た
が
っ
て
国
民
政
府
も
ま
た
、

済
南
事
件
を
一
時
棚
上
げ
し
て
そ
れ
に
応
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
事
件
の
解

決
交
渉
が
矢
田
と
再
び
外
交
部
長
と
な
っ
た
王
と
の
間
で
本
格
化
す
る
の
は
、

こ
の
後
十
月
半
ば
以
降
で
あ
る
。

　

上
海
を
離
れ
る
前
に
渡
辺
は
、
一
時
は
国
交
問
題
と
周
一
派
の
妨
害
に
よ
っ

て
非
常
に
心
痛
、
悲
観
し
た
が
、
難
関
を
切
り
抜
け
た
の
で
必
ず
成
功
す
る
と

確
信
し
た
。
そ
れ
で
も
こ
の
古
画
展
は
「
容
易
な
ら
ぬ
骨
の
折
れ
る
仕
事
」
で

再
度
の
開
催
は
望
み
少
な
く
、「
東
方
文
化
の
一
大
事
業
」
と
し
て
十
二
分
の

尽
力
を
得
て
有
終
の
美
果
を
収
め
さ
せ
て
ほ
し
い
と
述
べ
た（

111
）。

な
お
、
故
宮
文

物
は
結
果
と
し
て
出
品
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

渡
辺
は
過
去
の
日
華
聯
合
絵
画
展
の
際
も
、
北
京
政
府
の
閣
僚
経
験
者
や
宣

統
帝
と
贈
答
し
て
い
た（

105
）。

今
回
も
九
月
半
ば
の
時
点
で
日
本
政
府
が
入
手
し
た

人
事
情
報
に
基
づ
き
、
当
初
は
次
期
行
政
院
（
国
民
政
府
の
最
高
行
政
機
関
）
院

長
と
し
て
の
蔣
に
対
し
て
画
を
用
意
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宋
美
齢
と
の
結
婚

に
つ
い
て
は
前
年
蔣
介
石
が
日
本
に
滞
在
し
た
際
盛
ん
に
報
道
さ
れ
て
い
た
の

で（
106
）、

渡
辺
は
夫
妻
へ
の
贈
り
物
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

坂
西
と
渡
辺
が
上
海
お
よ
び
南
京
に
滞
在
し
「
唐
宋
元
明
」
展
へ
の
賛
助
を

依
頼
し
た
こ
の
九
月
末
か
ら
十
月
初
旬
は
、
国
民
政
府
に
と
っ
て
非
常
に
重
要

な
時
期
で
あ
っ
た
。
八
月
に
国
民
党
は
孫
文
の
遺
志
に
基
づ
く
五
院
制
を
行
う

こ
と
を
議
決
し
、
九
月
二
十
五
日
に
「
中
華
民
国
国
民
政
府
五
院
組
織
法
」
を

起
草
、
二
十
六
日
に
そ
の
審
議
委
員
会
を
結
成
、
十
月
三
日
に
中
央
政
治
会
議

で
可
決
さ
れ
た
。
法
律
の
公
布
と
蔣
介
石
の
国
民
政
府
主
席
就
任
は
同
月
八
日

で
あ
っ
た（

107
）。

し
た
が
っ
て
王
一
亭
に
よ
る
贈
呈
は
ま
さ
に
法
律
の
起
草
か
審
議

の
最
中
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
蔣
介
石
の
国
民
政
府
主
席
就
任
が
そ
の
時

ま
で
に
内
定
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
民
政
府
承
諾
の
報
道
が
あ
っ
た（

108
）

九
月
二
十
七
日
付
で

唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
会
長
（
近
衛
文
麿
）
よ
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
、
外

務
省
は
在
上
海
総
領
事
か
ら
の
電
報
を
受
け
た
二
十
八
日
付
で
同
展
に
対
す

る
補
給
（
助
成
費
一
万
二
千
円
）
を
起
案
し
、
十
月
一
日
に
決
裁
し
た（

109
）。

そ

し
て
蔣
介
石
・
王
正
廷
・
李
石
曽
の
三
名
が
南
京
の
賛
助
員
と
し
て
記
載
さ

れ
た
。
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中
国
人
と
も
に
Ａ
の
掲
載
点
数
の
方
が
Ｂ
よ
り
も
多
い
が
、
Ｂ
の
み
に
掲
載
さ

れ
る
作
品
も
あ
る
。
Ｃ
も
「
外
務
省
記
録
」
に
含
ま
れ
る
も
の
で
図
版
は
な
く
、

中
国
人
出
品
に
関
し
て
の
み
都
市
ご
と
に
作
成
さ
れ
て
い
る（

113
）。

さ
ら
に
、
当
時

の
在
外
公
館
か
ら
の
電
報
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
担
当
し
た
実
際
の
発
送
点
数
と
来

日
者
の
携
帯
点
数
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
、
総
合
す
る
と
中
国
人
の
出
品
点

数
が
約
三
五
〇
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
中
国
人
出
品
に
関

す
る
限
り
、
Ｃ
が
最
も
実
態
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
人
出
品
に
関
し
て

は
Ｃ
に
相
当
す
る
資
料
が
確
認
さ
れ
な
い
た
め
、
今
回
は
Ａ
Ｂ
の
み
を
使
用
し

た
。
な
お
、
出
品
者
に
は
中
国
在
住
日
本
人
や
日
本
在
住
外
国
人
と
判
明
す
る

者
も
若
干
含
ま
れ
る
が
、
比
較
の
趣
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
今
回
は
中
国
在

住
中
国
人
と
日
本
在
住
日
本
人
の
み
を
分
析
の
対
象
と
し
た（
た
だ
し
、
汪
栄
宝

駐
日
中
国
公
使
は
中
国
人
の
方
に
含
め
た
）。
そ
の
結
果
か
ら
、
推
定
さ
れ
る
出

品
数
を
中
国
人
三
二
五
点
、
日
本
人
二
九
〇
点
、
全
六
一
五
点
と
し
た
（
表
5
）。

　

以
上
に
基
づ
き
、
伝
称
を
含
む
作
品
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
見
る
と
（
表
6
）、

明
代
が
最
も
多
く
四
十
四
％
を
占
め
る
。
次
い
で
宋
代
二
十
三
％
、
元
代

二
十
二
％
と
続
き
、
以
上
の
三
代
を
合
わ
せ
て
全
体
の
九
割
近
く
に
上
る
。
さ

ら
に
清
代
四
％
、
五
代
三
％
、
唐
代
三
％
で
あ
る
。

　

以
下
、
各
時
代
の
日
中
出
品
の
傾
向
を
見
る
。
唐
代
と
五
代
で
は
中
国
人
と

日
本
人
の
出
品
は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
り
、
特
に
日
本
人
出
品
で
は
古
寺
や
旧
大
名

家
に
よ
る
古
渡
の
出
品
と
、
個
人
に
よ
る
新
来
の
出
品
が
混
在
す
る
。

　

宋
代
で
は
、
北
宋
時
代
に
関
し
て
は
中
国
と
日
本
の
出
品
は
ほ
ぼ
同
数
で
、

第
三
章
　
出
品
内
容

第
一
節
　
概
要

　

今
回
、「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
」
の
出
品
内
容
を
再
構
成
す
る
た
め
に
主

に
使
用
し
た
資
料
は
次
の
三
種
類
で
あ
る
。

　

Ａ　
『
唐
宋
元
明
名
画
大
観
』

Ｂ　

 「
自
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
四
日
至
昭
和
三
年
十
二
月
十
六
日　

於

東
京
府
美
術
館　

支
那
古
名
画
展
覧
仮
目
録　

唐
宋
元
明
名
画
展
覧

会
」（
略
称
「
仮
目
録
」）

Ｃ　
「
出
品
明
細
表
」

　　

Ａ
は
展
覧
会
終
了
後
の
一
九
二
九
年
一
月
、
二
月
、
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
も

の
で
図
版
が
あ
る
。
本
論
で
使
用
し
た
の
は
一
月
版
で
あ
る
（
詳
細
は
後
述
）。

Ｂ
は
「
外
務
省
記
録
」
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
図
版
は
な
い
。
末
尾
に
「
右
は

開
会
前
日
迄
に
到
達
し
た
る
も
の
」
で
「
出
品
を
予
約
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
し

て
未
着
の
名
品
少
な
か
ら
ず
」
と
あ
る（

112
）。

ま
た
、
東
京
帝
室
博
物
館
展
示
分

（
御
物
お
よ
び
古
寺
の
出
品
）は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。推
定
さ
れ
る
全
出
品
数
と

比
較
す
る
と
、
Ａ
Ｂ
と
も
に
日
本
人
出
品
の
掲
載
率
が
高
い
。
ま
た
日
本
人
・
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表 5　出品数の算出

出典 A.『唐宋元明名画大観』B.「仮目録」 C.「出品明細表」 推定出品数
（重複分を相殺）

中国人出品 161 170 301 325

日本人出品 237 251 ― 290

合計 398 421 301 615

表 6　出品内容内訳

時代 伝称作者分類 中国 日本 総計

元

文人 46 21 67
画人 6 17 23
画人（院体） 6 7 13
不明 7 2 9
宗室 8 8
道士 6 6
画人（文人） 3 1 4
僧 3 3
宗室・文人 1 1

元　集計 83 51 134

明

文人 68 55 123
画人（文人） 18 14 32
画人（院体） 13 13 26
不明 19 5 24
画人（画院） 10 14 24
画人（浙派） 3 16 19
画人 6 4 10
不詳 5 5
僧 3 3
文人（院体） 3 3
道士（文人） 1 1
皇帝 1 1

明　集計 141 130 271

清

僧 4 5 9
画人（文人） 7 1 8
画人（院体） 5 1 6
文人 2 2
道士（文人） 1 1

清　集計 18 8 26
不明 不明 4 4
不明　集計 4 4

総計 325 290 615

時代 伝称作者分類 中国 日本 総計

北魏 不明 1 1
北魏　集計 1 1
北斉 不明 1 1
北斉　集計 1 1

唐
画人 8 3 11
不明 2 4 6

唐　集計 10 7 17

五代

画人 6 3 9
僧 1 2 3
不明 2 2
画人（画院） 2 2
画人（文人） 1 1

五代　集計 7 10 17

宋

画人（画院） 19 34 53
不明 14 10 24
画人（北宋） 11 9 20
僧 1 12 13
文人（北宋） 5 2 7
宗室 2 3 5
皇帝（北宋） 1 4 5
画人 2 1 3
不詳 1 2 3
宗室（北宋） 1 2 3
文人 2 2
画人（文人） 1 1
画人（院体） 1 1
皇帝 1 1
刻工 1 1

宋　集計 60 82 142
遼 不明 1 1
遼　集計 1 1
金 文人 1 1
金　集計 1 1

凡例
1： 以下は、表 5 の推定出品数に相当する全 615 点の内訳を時代と伝称作者の分類順に示したものである。作者の分類は、

主に兪剣華編『中国美術家人名辞典』（修訂本、上海人民美術出版社、2006 年）を参照して筆者が行った。
2： 作者分類の用語法は次の通り。不明＝作品の作者名が不明。不詳＝作者の経歴が不詳。（北宋）＝北宋時代。画人（画

院）＝画院または宮廷に属した画人。画人（文人）＝文人画を描いた画人。画人（院体）＝画院に属さず、院体画
を描いた画人。画人（浙派）＝「浙派」（明代山水画の流派の一つ）と称される画人。文人（院体）＝院体画を描い
た文人。
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濤
）
に
つ
い
て
は
日
本
人
出
品
が
若
干
多
く
、
文
人
画
を
描
い
た
龔
賢
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
中
国
人
の
出
品
、
そ
し
て
院
体
画
を
描
い
た
郎
世
寧
に
つ
い
て

は
す
べ
て
中
国
人
の
出
品
で
あ
っ
た
。

第
二
節
　
中
国
人
の
出
品

　

中
国
人
の
出
品
は
、都
市
別
に
見
る
と
上
海
三
十
五
％
、北
京
三
十
二
％
、
天

津
二
十
九
％
で
あ
り
、こ
の
三
都
市
が
ほ
ぼ
同
数
ず
つ
で
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。

　

特
に
宋
代
～
明
代
の
作
品
に
つ
い
て
見
る
と
（
表
6
）、
宋
代
で
は
南
宋
時

代
四
十
六
％
に
対
し
て
北
宋
時
代
三
十
％
で
あ
り
、
日
本
人
出
品
と
比
較
す
る

と
北
宋
時
代
の
割
合
が
高
い
。
北
宋
時
代
に
は
郭
煕
・
李
公
麟
・
武
宗
元
・
王

詵
・
崔
白
・
許
道
寧
な
ど
の
画
人
、
文
人
の
蘇
軾
・
文
同
・
呉
元
瑜
、
宗
室
の

趙
令
穣
、
そ
し
て
徽
宗
が
含
ま
れ
る
。
南
宋
時
代
の
画
院
画
家
で
も
劉
松
年
・

蕭
照
・
李
唐
・
馬
遠
な
ど
比
較
的
初
期
の
者
が
多
い
。

　

元
代
で
は
文
人
画
系
七
十
七
％
に
対
し
て
非
文
人
画
系
十
四
％
、
明
代
で
は

文
人
画
系
六
十
四
％
に
対
し
て
非
文
人
画
二
十
三
％
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
日
本

人
出
品
と
比
較
す
る
と
圧
倒
的
に
文
人
画
系
の
割
合
が
高
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

元
代
の
文
人
画
系
に
は
呉
鎮
・
王
蒙
・
倪
瓚
・
黄
公
望（
以
上
元
末
四
大
家
）、郭

畀
・
銭
選
な
ど
の
文
人
、
宗
室
の
趙
孟
頫
、
道
士
の
方
従
義
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

ま
た
非
文
人
画
系
で
は
院
体
画
を
描
い
た
王
淵
・
朱
玉
・
盛
懋
が
含
ま
れ
る
。

　

明
代
の
文
人
画
系
に
は
唐
寅
・
文
徴
明
・
沈
周
・
董
其
昌
（
以
上
四
大
家
）、

徐
渭
・
文
嘉
な
ど
の
文
人
、
張
宏
・
陸
治
な
ど
文
人
画
を
描
い
た
画
人
な
ど
が

南
宋
時
代
に
関
し
て
は
日
本
人
出
品
の
方
が
多
い
。
特
に
北
宋
の
徽
宗
と
李
公

麟
の
伝
称
作
品
に
は
日
本
の
古
渡
も
含
ま
れ
る
が
、
郭
煕
、
蘇
軾
な
ど
は
中
国

人
出
品
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
南
宋
時
代
の
画
院
画
家
と
僧
（
そ
の
ほ

と
ん
ど
は
牧
渓
）
に
よ
る
作
品
で
は
日
本
人
の
出
品
が
圧
倒
的
に
多
い
。

　

元
代
と
明
代
で
は
、
文
人
画
に
関
し
て
は
い
ず
れ
も
中
国
人
出
品
が
圧
倒
的

に
多
い
が
、
非
文
人
画
に
関
し
て
は
日
本
人
出
品
が
多
く
見
ら
れ
た
。
ま
ず
、

元
代
の
文
人
画
で
は
出
品
点
数
の
上
位
に
い
わ
ゆ
る
元
末
四
大
家
が
並
ぶ
。
特

に
倪
瓚
、
王
蒙
、
黄
公
望
の
作
品
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
が
中
国
人
出
品
で
あ

る
中
に
日
本
の
新
興
収
蔵
家
（
特
に
山
本
悌
二
郎
）
の
出
品
が
辛
う
じ
て
食
い

込
ん
で
い
る
。
他
方
、
非
文
人
画
で
は
日
本
の
古
渡
の
出
品
が
圧
倒
的
に
多
く
、

特
に
日
本
の『
君
台
観
左
右
帳
記
』に
し
か
記
載
の
な
い
作
者
（
因
陀
羅
、
高
然

暉
、
檀
芝
瑞
、
用
田
な
ど
）
に
つ
い
て
は
当
然
な
が
ら
日
本
人
出
品
の
み
で
あ
る
。

　

ま
た
、
明
代
の
文
人
画
で
は
四
大
家
の
沈
周
・
文
徴
明
・
董
其
昌
・
唐
寅
が

最
も
多
く
各
十
五
点
以
上
に
達
し
、
こ
の
四
人
の
作
品
だ
け
で
全
出
品
数
の
一

割
以
上
を
占
め
る
。
そ
の
う
ち
沈
周
と
董
其
昌
に
つ
い
て
は
日
本
人
出
品
が
多

く
、
文
徴
明
は
日
中
同
数
、
唐
寅
は
中
国
人
出
品
が
多
い
（
当
時
の
日
本
人
に

と
っ
て
唐
寅
の
作
品
が
比
較
的
珍
し
か
っ
た
こ
と
は
、
後
述
す
る
展
覧
会
評
で
も
裏

付
け
ら
れ
る
）。
他
方
、
非
文
人
画
で
は
特
に
い
わ
ゆ
る
浙
派
（
特
に
謝
時
臣
・

李
士
達
・
藍
瑛
）
の
作
品
に
つ
い
て
日
本
の
古
渡
の
出
品
が
圧
倒
的
に
多
い
。

　

最
後
に
、「
唐
宋
元
明
」
展
で
は
清
代
の
作
品
は
参
考
品
だ
っ
た
の
で
、
そ

の
内
容
に
は
明
ら
か
に
偏
り
が
あ
る
。
比
較
的
点
数
の
多
い
僧
の
釈
道
済
（
石
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含
ま
れ
る
。
特
に
、唐
寅
の
作
品
は
中
国
人
出
品
の
中
で
最
も
多
く
十
二
点
に

上
る（
例
え
ば
図
4
、5
）。
ま
た
非
文
人
画
系
で
は
院
体
画
を
描
い
た
仇
英
・
尤

求
な
ど
、
画
院
画
家
に
相
当
す
る
陳
洪
綬
・
辺
文
進
・
丁
雲
鵬
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

　

都
市
ご
と
に
出
品
数
が
多
く
か
つ
特
徴
的
な
収
蔵
家
と
し
て
、
北
京
で
は
関

冕
鈞
、
上
海
で
は
狄
葆
賢
、
天
津
で
は
方
若
が
挙
げ
ら
れ
る
（
表
7
）。
ま
ず
、

関
冕
鈞
の
出
品
数
は
全
中
国
人
の
中
で
最
多
の
三
十
三
点
に
上
っ
た
だ
け
で
な

く
、
そ
の
内
容
は
全
体
の
傾
向
を
反
映
す
る
。
す
な
わ
ち
明
代
の
文
人
画
が
最

も
多
く
、
元
代
の
文
人
画
が
続
く
。
北
宋
時
代
の
李
公
麟
・
王
詵
、
明
代
の
宮

廷
画
家
の
陳
洪
綬
や
院
体
画
を
描
い
た
仇
英
の
ほ
か
、
唐
代
・
五
代
・
清
代
の

作
品
も
含
ま
れ
る
。
次
に
、
狄
葆
賢
の
出
品
数
は
関
冕
鈞
に
次
ぐ
十
七
点
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
元
代
の
文
人
画
が
最
も
多
く
、
特
に
王
蒙
筆
青
卞
隠
居
図

（
図
6
、
図
版
原
題
に
「
春
」
と
あ
る
の
は
誤
り
）
は
後
述
の
よ
う
に
展
覧
会
で
最

も
注
目
さ
れ
た
作
品
の
一
つ
と
な
り
、
現
在
で
も
名
品
と
し
て
知
ら
れ
る
（
上

海
博
物
館
蔵
）。
そ
れ
に
南
宋
の
画
院
画
家
、
明
代
の
文
人
画
が
続
き
、
さ
ら

に
北
宋
時
代
の
文
同
も
含
ま
れ
る
。
最
後
に
、
方
若
の
出
品
で
は
明
代
の
文
人
、

南
宋
時
代
の
画
院
画
家
が
多
く
、
さ
ら
に
元
代
の
文
人
画
も
含
ま
れ
た
。

　
第
三
節
　
日
本
人
の
出
品

　

日
本
人
の
出
品
は
、
先
行
研
究
に
し
た
が
っ
て
そ
の
収
蔵
家
区
分
ご
と
に
見

れ
ば
、
個
人
が
六
十
九
％
を
占
め
、
旧
大
名
家
・
公
家
十
二
％
、
古
寺
八
％
、

勲
功
華
族
七
％
を
大
き
く
引
き
離
し
て
い
る
。
そ
の
個
人
で
は
実
業
家
が

右：		図 4　明唐寅筆孟蜀宮妓図（郭葆昌蔵）／『唐宋元明名画大観』掲載
中：図 5　		明唐寅筆古槎鸜鵒図（龐元済蔵）／『唐宋元明名画大観』掲載
左：		図 6　元王蒙筆青卞隠居図（狄葆賢蔵）／『唐宋元明名画大観』掲載
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四
十
九
％
を
占
め
、
や
は
り
美
術
家

十
三
％
、
学
者
七
％
、
官
僚
お
よ
び
軍
人

若
干
を
大
き
く
引
き
離
す
。

　

中
国
人
と
同
じ
く
宋
代
～
明
代
の
作
品

に
つ
い
て
見
る
と
（
表
6
）、
宋
代
で
は

南
宋
時
代
六
十
七
％
に
対
し
て
北
宋
時
代

二
十
一
％
で
あ
り
、
中
国
人
出
品
と
比
較

す
る
と
北
宋
時
代
の
割
合
は
低
い
。
た
だ

し
北
宋
時
代
の
画
に
対
す
る
日
本
人
の
理

解
が
本
格
化
す
る
の
は
一
九
三
〇
年
代
以

降
で
あ
る
の
で（

114
）、

こ
の
時
期
す
で
に
そ
の

兆
候
が
現
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

北
宋
時
代
で
は
古
渡
に
も
見
ら
れ
た
徽

宗
・
李
公
麟
・
趙
令
穣
の
ほ
か
、
許
道

寧
・
李
成
・
米
芾
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
ま

た
南
宋
時
代
の
画
院
画
家
に
は
梁
楷
・
馬

遠
・
夏
珪
・
馬
和
之
・
劉
松
年
・
馬
麟
な

ど
が
あ
り
、
特
に
劉
松
年
・
馬
和
之
に
は

新
来
も
含
ま
れ
る
。

　

元
代
で
は
文
人
画
系
四
十
六
％
に
対
し

て
非
文
人
画
系
五
十
％
、
明
代
で
は
文
人

表	7　中国人の出品例

時代 作者名 作品名 『唐宋元明名画大観』 「仮目録」 「出品明細表」

唐 閻立本 秋嶺帰雲図巻 ● ● ●

五代
周文矩 兜率宮内慈氏図 ● ●
黄筌 蜀江秋浄図巻 ● ● ●

宋
王詵 万壑秋雲図巻 ● ● ●

李公麟 羅漢巻 ● ●
馬遠 山水巻 ●

元

呉鎮
山水 ● ●
墨竹図 ● ● ●

王蒙 素菴図 ● ● ●
倪瓚 清閟閣図軸 ● ●

方従義 為兪紫芝翁写山水軸 ● ●
郭畀 山水図 ● ● ●
趙元 仿菫源夏山読書図 ● ● ●
王淵 鳩居籜落図軸 ● ●
銭選 柴桑翁図巻 ● ● ●

明

文徴明
山水図 ● ● ●
大山水軸 ●

唐寅 秋林書屋図巻 ●
宣徳皇帝 双驩図 ● ● ●

傅山 乾坤草堂図 ● ● ●
仇英 募驢図巻 ● ● ●

陳洪綬 五洩山図 ● ● ●
呉振 渓山無尽図巻 ● ●

黄道周 平沙落雁図 ● ● ●
董其昌 山水軸 ●
高喜 浅色小景山水巻 ●
王鐸 仿董源山水図 ● ● ●

周之冕 百花長巻 ● ●

清

郎世寧
松鶴図 ● ● ●
竹陰西 図 ● ● ●

釈道済 山水大横幅 ● ●
龔賢 千巌平遠図 ● ● ●

惲寿平 虞美人軸 ● ●

1.　関冕鈞（北京）
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画
系
五
十
六
％
に
対
し
て
非
文
人
画
系
三
十
八
％
で

あ
り
、
い
ず
れ
も
中
国
人
出
品
と
比
較
す
る
と
非
文

人
画
系
の
割
合
の
高
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
元
代
の

文
人
画
系
に
は
任
仁
発
・
銭
選
・
倪
瓚
・
黄
公
望
な

ど
が
あ
り
、
特
に
任
仁
発
・
銭
選
に
は
古
渡
も
含
ま

れ
る
。
ま
た
非
文
人
画
系
に
は
因
陀
羅
・
顔
輝
・
檀

芝
瑞
・
高
然
暉
・
盛
懋
・
孟
玉
澗
・
王
淵
・
孫
君
沢

な
ど
が
含
ま
れ
、
い
ず
れ
も
古
渡
の
典
型
で
あ
る
。

特
に
高
然
暉
と
檀
芝
瑞
の
作
品
は
日
本
に
し
か
現
存

せ
ず
、
い
ず
れ
も
文
人
画
に
準
じ
る
も
の
と
見
な
さ

れ
た（

115
）。

　

明
代
の
文
人
画
系
に
は
い
わ
ゆ
る
四
大
家
（
沈
・

文
・
董
・
唐
）
の
ほ
か
、
倪
元
璐
・
関
思
・
王
建
章
・

周
之
冕
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
四
大
家
の
ほ
と
ん
ど
は

新
来
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
画

家
で
は
古
渡
が
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
非
文
人
画
系

で
は
謝
時
臣
・
藍
瑛
・
李
士
達
な
ど
の
浙
派
、
呂

紀
・
劉
俊
・
戴
文
進
・
丁
雲
鵬
な
ど
の
宮
廷
画
家
相

当
、
仇
英
・
周
臣
な
ど
院
体
画
を
描
い
た
画
人
が
含

ま
れ
る
。
そ
の
多
く
は
古
渡
で
、
そ
れ
ら
に
よ
り
日

本
に
お
け
る
非
文
人
画
系
の
割
合
が
高
ま
っ
た
こ
と

時代 作者名 作品名 『唐宋元明名画大観』 「仮目録」 「出品明細表」

宋
高宗 瑞応図 ●
蕭照 山居図巻 ● ● ●
馬麟 紅梅巻 ● ● ●

遼 無名氏 相馬鏡心 ●
元 黄公望 山水図 ● ● ●

明

邵高 山水図 ● ● ●
尤求 雪個山人像 ● ● ●
唐寅 約齋図巻 ● ●

方亨咸 甲申紀遊冊 ● ●

3.　方若（天津）

凡例　表 5 の参考文献に記載がある場合は●で示した。□ = 判読不能

時代 作者名 作品名 『唐宋元明名画大観』 「仮目録」 「出品明細表」

五代
顧閎中 闘鶏図 ● ●
貫休 羅漢 ●

宋

無名 残梅□鳥巻 ●
夏森 楚山図巻 ●
李唐 漁父軸 ●

朱懐瑾 秋山浮艇図 ● ●
文同 墨筆□□軸 ●

元

王蒙
青卞隠居図 ● ● ●
春壑鳴泉図 ● ●

呉鎮
水竹幽居図 ● ●
墨竹軸 ●

趙孟頫 紅樹石山軸 ●
唐棣 摩詰詩意軸 ●

明

王寵 墨筆牡丹 ● ●
方孝孺 松石図 ●
劉俊 雪□□酒図 ●

董香□ 寒林巻 ●

2.　狄葆賢（上海）
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が
わ
か
る
。

　

先
行
研
究
に
し
た
が
い
収
蔵

家
ご
と
の
特
徴
を
補
足
す
る
と
、

ま
ず
古
寺
の
出
品
（
表
8
）
は

す
べ
て
当
時
の
国
宝
で
あ
っ
た

が
、
従
来
伝
称
に
よ
っ
て
言
及

さ
れ
て
き
た
作
者
の
一
部
が
こ

こ
で
は
「
無
款
」
と
な
っ
て
い

る
こ
と
に
留
意
し
た
い（

116
）。

い
ず

れ
に
せ
よ
、
そ
の
内
容
は
古
寺

が
確
か
に
唐
代
か
ら
明
代
の
非

文
人
画
系
の
主
要
な
所
蔵
者
で

あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。

　

旧
大
名
家
・
公
家
の
出
品

（
表
9
）
で
は
宋
代
の
画
院
画

家
、
元
代
の
画
人
、
牧
渓
、
お

よ
び
明
代
の
宮
廷
画
家
の
作
品

が
多
く
見
ら
れ
る
。
今
日
な
お

名
品
と
し
て
知
ら
れ
る
作
品
も

含
ま
れ
る
も
の
の
、
全
体
と
し

て
量
的
に
乏
し
い
と
い
う
印
象

名称 宗派 出品数

永保寺 臨済宗南禅寺派 1

教王護国寺 真言宗 2

久遠寺 日蓮宗総本山 1

向嶽寺 臨済宗向嶽寺派総本山 1

高山寺 古義真言宗別格本山 1

高桐院 大徳寺塔頭 2

金地院 南禅寺塔頭 3

相国寺 臨済宗相国寺派総本山 2

正法寺 時宗雲山寺派本山 1

知恩院 浄土宗総本山 3

知恩寺 浄土宗大本山 1

智積院 真言宗智山派総本山 1

東福寺 臨済宗東福寺派大本山 1

南禅寺 臨済宗南禅寺派大本山 1

西本願寺 浄土真宗本願寺派総本山 1

本法寺 日蓮宗本山 1

曼殊院 天台宗門跡寺院 1

表 8　日本人出品者（古寺）

凡例
1： 以下、表 11 までは「唐宋元明」展の日本人関係者のうち出品の

実績のある者を記載し、賛助員または役員の情報を追加した（賛
助員のみの者は表13参照）。古寺以外は、その家柄により旧大名家・
公家、勲功華族、（それ以外の）個人に分類した。

2： 外務省記録以外の主な参考文献は以下の通り。秦郁彦編『日本近
現代人物履歴事典』第 2 版、東京大学出版会、2013 年。同編『日
本陸海軍総合事典』第 2 版、東京大学出版会、2005 年。『三百藩
藩主人名事典』新人物往来社、1987 〜 1989 年。『大正人名辞典Ⅱ』
日本図書センター、1989 年。『昭和人名辞典Ⅰ』第 1 巻東京篇、
日本図書センター、1987 年。

表 9　日本人出品者（旧大名家・公家）

名前 生年 当時 出品数 賛助／役員

秋元春朝 1881 子爵・上野館林藩秋元家の後裔・貴族院議員 2

大村純英 1872 伯爵・肥前大村藩大村家の後裔・陸軍少将 3

黒田長成 1867 侯爵・筑前福岡藩黒田家の後裔・貴族院議員・枢密顧問官 11 ●

近衛文麿 1891 公爵・従一位近衛家の後裔・貴族院議員・東亜同文書院院長 1 会長

酒井忠克 1883 伯爵・若狭小浜藩酒井家の後裔・貴族院議員 1

酒井忠正 1893 伯爵・播磨姫路藩酒井家の後裔・貴族院議員・亜細亜文化研究所所長ほか 1 ●

三条公輝 1882 公爵・清華家三条家の後裔・貴族院議員・皇太后宮事務官 1 ●

徳川家達 1863 公爵・徳川本家の後裔・貴族院議長 2 ●

徳川達道 1872 伯爵・一橋家の後裔 3 ●

徳川義親 1886 侯爵・名古屋尾張藩徳川家の後裔・貴族院議員 1 ●

徳川頼貞 1892 侯爵・紀伊和歌山藩徳川家の後裔 2

蜂須賀正韶 1871 侯爵・阿波徳島藩蜂須賀家の後裔 2 ●

前田利為 1885 侯爵・加賀金沢藩前田家の後裔・海軍大佐 2 ●

松平直亮 1864 伯爵・出雲松江藩松平家の後裔 3
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詳細 名前 生年 当時 出品数 賛助／役員

実業家

阿部房次郎 1868 東洋紡績株式会社社長 5 ●
岡田壮四郎 1877 日清紡績取締役 1
小倉常吉 1865 小倉石油 5
末延道成 1855 東京海上保険会長・貴族院議員 2

高島菊次郎 1875 王子製紙常務取締役 1
武居綾蔵 1871 内外綿頭取等 2
西原亀三 1873 元満州綿布輸出組合長 2

西脇済三郎 1880 西脇銀行頭取 1
根津嘉一郎 1860 東武鉄道代表取締役・貴族院議員 13 ●
橋本辰二郎 国洋汽船社長？ 4 ●

原邦造 1883 東京貯蓄銀行頭取等 2 ●
幡生弾治郎 1869 上海紡績株取締役 4
前山久吉 1872 浜松銀行頭取等 3 ●
牧田環 1871 三井鉱山 1

馬越恭平 1844 大日本麦酒社長・貴族院議員 2 ●
本山彦一 1853 大阪毎日新聞社社長 4 ●

山本悌二郎 1870 元台湾製糖社長・衆議院議員・農林大臣 46 ●

美術家

川合玉堂 1873 帝国美術院会員・日本画家 1 委員
小林万吾 1870 洋画家・東京美術学校教授 1
小室翠雲 1874 帝国美術院会員・日本画家 2 委員
塩崎逸陵 1884 日本画家 1
中村不折 1866 洋画家・書家 7 ●
早崎稉吉 美術家 7 ●

八木岡春山 1879 日本美術協会会員・日本画家 5
渡辺晨畝 1867 日本美術協会会員・日本画家 1 委員

学者
井上辰九郎 1868 法学博士 5 ●
小川睦之輔 1885 京都帝大教授 3 ●
加藤正治 1871 東京帝大教授 6 ●

官僚
岩村成允 1876 外務省文化事業部嘱託 2 ●
速水一孔 外務省官員 2 ●
森安三郎 1880 外務省在イタリア大使館参事官 1

軍人 長岡外史 1858 陸軍中将 1 ●

その他

岡崎正也 1864 弁護士 2
斎藤悦蔵 収蔵家 3

田辺為三郎（碧堂） 1865 漢詩人 3 ●
橋本独山 1869 相国寺住職 2
原田悟朗 博文堂経営 2
藤井善助 1873 藤井斉成会有鄰館 14 ●

不明
カッコ内
は出品数

菊地栄（1）、笹川豊之助（10）、篠崎都香佐（8）、須田慎一郎（1）、
竹内栄喜（1）、武川盛次（1）、西田善一（1）、林平造（4）、兵藤三郎（2）、
古田福三郎（1）、横山八十七郎（1）

表 11　日本人出品者（個人）

表	10　日本人出品者（勲功華族）

名前 生年 当時 出品数 賛助

井上勝之助 1861 侯爵・井上馨の養子・貴族院議員・枢密顧問官 2 ●

岩崎小弥太 1874 男爵・岩崎弥之助の子・三菱鉱業会長 15 ●

近藤滋弥 1882 男爵・近藤廉平の子・三光紡績創業・貴族院議員 1

藤村義朗 1871 男爵・貴族院議員・元三井物産取締役 1 ●

（ ）
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代
の
二
流
の
文
人
、
浙
派
、
文
人
画
を
描
い
た
画
人
に
加
え
て
、
宋
代
の
画
院

画
家
と
牧
渓
が
含
ま
れ
る
。
た
だ
し
勲
功
華
族
の
一
部
（
井
上
・
松
方
・
川
崎
）

も
ま
た
こ
の
時
期
す
で
に
所
蔵
品
を
入
札
済
み
で
あ
り
、
彼
ら
も
ま
た
有
力
な

出
品
者
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

華
族
で
は
な
い
個
人
の
出
品
（
表
11
）
で
は
明
代
の
文
人
、
南
宋
の
画
院
画

は
否
め
な
い
。
有
力
な
旧
大
名
家
・
公
家
の
一
部
（
伊
達
・
秋
元
・
津
軽
・
旧

津
山
藩
松
平
・
島
津
な
ど
）
は
こ
の
時
期
す
で
に
所
蔵
品
を
入
札
済
み
で
あ
り
、

彼
ら
も
ま
た
中
国
絵
画
の
主
要
な
収
蔵
家
が
後
述
す
る
個
人
へ
と
移
行
す
る
過

渡
期
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

勲
功
華
族
の
出
品
（
表
10
）
は
ほ
と
ん
ど
岩
崎
家
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
明

表 12　日本人の出品例

時代 作者名 作品名 『唐宋元明名画大観』 「仮目録」

唐 呉道子 送子天王図巻 ● ●

五代
敦煌石室発見 観世音功徳 ● ●
董源 雲壑松風図 ● ●

宋

劉松年
蜀道図 ●
着色山水軸 ●

李成 喬松平遠図 ● ●
陳居中 倦繍図 ● ●
趙伯駒 仙山楼閣図 ● ●
李公麟 九歌図巻 ●
米友仁 雲山図巻 ● ●
李唐 水荘琴棋図 ● ●
許道寧 雲山楼閣図軸 ●
徽宗皇帝 五色鸚鵡図 ● ●

元

陳汝言 渓山清爽図 ● ●
倪瓚 西林禅室図 ● ●
曹知白 石岸古松図 ● ●
王蒙 泉声松韻図 ● ●
高克恭 青山白雲巻 ●
黄公望 秋山図 ● ●
王淵 芍薬粉鶏図 ● ●
盛懋 秋林漁隠図 ● ●

明

沈周

高枕聴蝉図 ● ●
仿雲林山水図 ● ●
楓落呉江図 ● ●
蜀葵図 ● ●
万寿呉江図巻 ●

董其昌
盤谷序図巻 ● ●
仿米山水図 ● ●
仿揚昇没骨山水図 ● ●

文徴明
雲山図 ● ●
横塘聴雨図 ● ●
烟雨聴秋図 ● ●

唐寅
仿李唐山水図 ● ●
応真図 ● ●

孫克弘 寒山拾得図 ● ●
周天球 呉楚一望図 ● ●
盛茂燁 松石藤蘿図 ● ●
王紱 秋林隠居図 ● ●
戴文進 松巌蕭寺図 ● ●
銭穀 赤壁舟遊図 ● ●
項元汴 水墨荷花図 ● ●
藍瑛 仿北苑山水図 ● ●
文伯仁 四万図 ● ●
楊文驄 山水巻 ● ●

清 釈道済
渓山釣艇図 ● ●
授易図軸 ●

1.　山本悌二郎
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型
と
し
て
山
本
悌
二
郎
、
古
渡
の
収
蔵
家
の
典
型
と
し
て
根
津
嘉
一
郎
の
出
品

内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
る
（
表
12
）。

　

最
後
に
、
前
記
の
い
ず
れ
で
も
な
い
収
蔵
家
と
し
て
東
京
帝
室
博
物
館
、
帝

室
（
御
物
）、
東
京
美
術
学
校
、
伏
見
宮
家
が
あ
っ
た
。

第
四
章
　
開
催
の
前
後

　

十
月
半
ば
以
降
、
日
本
政
府
は
再
び
国
民
政
府
と
済
南
事
件
の
解
決
交
渉

を
開
始
し
た
。
二
十
三
日
に
は
一
旦
合
意
す
る
が
日
本
側
の
意
向
で
撤
回
さ

れ
、
翌
十
一
月
二
十
二
日
、「
唐
宋
元
明
」
展
の
開
催
直
前
に
も
会
談
が
行
わ

れ
た
が
、
内
容
に
入
ら
ず
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
両
国
間
の
外
交
が
停

滞
す
る
傍
ら
で
、「
唐
宋
元
明
」
展
開
催
に
向
け
た
具
体
的
準
備
は
進
め
ら
れ

て
い
た
。

第
一
節
　
来
日
中
国
人
と
出
品
物
の
発
送

　

日
本
で
の
展
覧
会
会
期
中
に
来
日
し
た
中
国
人
収
蔵
家
と
関
係
者
は
、
北

京
・
天
津
・
大
連
・
上
海
の
各
都
市
に
わ
た
る
。
外
務
省
で
は
十
一
月
六
日
に

来
日
中
国
人
に
対
す
る
視
察
手
当
の
支
給
が
決
裁
さ
れ（

117
）、

そ
の
頃
ま
で
に
人
選

が
ほ
ぼ
定
ま
っ
た
。

　

北
京
で
は
、
出
品
者
の
関
冕
鈞
・
熙
鈺
・
金
開
藩
の
ほ
か
、
出
品
は
な
い
が

旧
北
京
政
府
官
吏
で
日
本
語
に
精
通
し
た
闞
鐸
、
お
よ
び
世
話
役
と
し
て
彼
地

家
、
元
代
の
文
人
、
北
宋
時
代
の
画
の
順
に
多
い
。
そ
の
う
ち
明
代
お
よ
び
元

代
の
文
人
画
は
ほ
と
ん
ど
新
来
で
あ
り
、
南
宋
の
画
院
画
家
に
は
新
来
と
古
渡

の
双
方
が
あ
り
、
北
宋
時
代
の
画
は
ほ
と
ん
ど
新
来
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
来

の
収
蔵
家
は
元
代
お
よ
び
明
代
の
文
人
画
と
い
う
古
渡
の
欠
落
部
分
を
埋
め
た

上
で
、
古
渡
の
典
型
で
あ
っ
た
南
宋
時
代
の
画
院
画
家
と
（
徽
宗
・
李
公
麟
を

除
く
）
北
宋
時
代
の
画
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
新
来
の
収
蔵
家
の
典

時代 作者名 作品名 『唐宋元明名画大観』 「仮目録」

宋

牧渓
漁村夕照図 ● ●
龍図 ● ●

徽宗皇帝
花鳥図 ● ●
柘榴小禽図 ● ●

李安忠 鶉図 ● ●
子温 蒲萄図 ● ●
蘇漢臣 七夕繁栄祭図 ● ●
無款 達磨像 ●

元
因陀羅

布袋図 ●
祖師問答図 ●

孫君沢 楼閣山水図 ● ●
顔輝 達摩図 ●

明 関思 渓山雨霽図 ● ●

2.　根津嘉一郎

凡例　表 5 の参考文献に記載がある場合は●で示した。
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の
他
は
各
在
外
公
館
か
ら
発
送
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
北
京
お
よ
び
天
津
分
に
つ

い
て
は
発
送
が
若
干
遅
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
同
時
に
天
津
か
ら
発

送
さ
れ
た
が
、
在
南
京
領
事
館
は
誤
っ
て
北
京
分
し
か
国
民
政
府
に
（
商
品
で

は
な
い
の
で
無
税
・
無
検
査
と
い
う
）
簡
易
手
続
許
可
の
申
請
を
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る（

126
）。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
十
一
月
七
日
に
は
古
物
保
管
会
北
平
分
会
が
国

民
党
の
北
平
臨
時
政
治
分
会
に
対
し
、
日
本
の
展
覧
会
に
出
品
す
る
と
称
し
て

名
画
が
輸
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
各
海
関
に
出
品
物
を
抑
留
す
る
よ

う
建
議
し
た
と
い
う
報
道
が
あ
っ
た（

127
）。

海
関
で
は
天
津
分
に
つ
い
て
も
北
京
分

と
同
等
と
見
な
し
て
簡
易
手
続
が
行
わ
れ
た
の
で
、
展
覧
会
へ
の
支
障
は
な

か
っ
た（

128
）。

し
か
し
な
が
ら
、
展
覧
会
終
了
後
の
翌
年
一
月
に
、
海
関
監
督
は
国

民
政
府
よ
り
天
津
分
の
簡
易
手
続
に
つ
い
て
懲
戒
的
電
報
を
受
け
た
と
い
う（

129
）。

海
関
に
対
す
る
処
分
は
そ
の
独
断
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

古
物
保
管
会
は
国
民
政
府
の
管
轄
下
に
あ
り（

130
）、

そ
の
反
対
運
動
に
つ
い
て
は
調

査
の
余
地
が
あ
る
。

第
二
節
　
日
本
人
役
員
・
賛
助
員
と
関
連
行
事

　

一
九
二
八
年
十
月
付
で
、「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
趣
旨
書
」
が
発
行
さ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
中
両
国
に
伝
承
さ
れ
た
唐
宋
元
明
の
名
画
は
「
東
方

美
術
ノ
精
華
ニ
シ
テ
世
界
文
化
ノ
至
宝
」
で
あ
る
が
、
従
来
両
国
の
間
に
遺
存

し
た
古
名
画
を
併
せ
見
る
機
会
は
な
く
、
長
く
互
い
に
関
わ
り
を
持
た
な
か
っ

た
の
は
頗
る
遺
憾
で
あ
る
。
と
も
に
陳
列
し
て
観
賞
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば

在
住
日
本
人
の
中
根
斉
、
橋
川
時
雄
が
い
た
。

　

天
津
で
は
、
出
品
者
の
張
孤
・
方
若
・
劉
驤
業
の
ほ
か
学
生
の
潘
経
孫
が
自

費
で
同
行
予
定
で
あ
り
、
劉
は
日
本
語
に
精
通
し
た
と
い
う（

118
）。

当
時
の
新
聞
記

事
に
よ
れ
ば
、
張
と
劉
に
別
の
三
名
の
同
行
が
確
認
さ
れ
る（

119
）。

　

大
連
で
は
、
出
品
者
の
蒯
寿
枢
・
梁
鴻
志
の
ほ
か
、
前
東
京
高
等
商
業
学
校

教
師
の
李
文
権
の
三
名
が
来
日
予
定
で
あ
っ
た
が（

120
）、

前
二
者
が
来
日
し
た
形
跡

は
な
い
。
李
は
日
本
語
に
精
通
し
、
彼
地
の
出
品
物
を
持
参
し
て
別
の
一
名
と

来
日
し
た（

121
）。

　

上
海
で
は
、
出
品
者
の
王
一
亭
・
傅
燾
父
子
、
龐
元
済
、
狄
葆
賢
の
ほ
か
、

収
蔵
家
の
潘
曽
蔭
・
李
盛
鈞
、
通
訳
の
王
苣
蓀
、
お
よ
び
案
内
役
と
し
て
彼
地

在
住
日
本
人
の
飯
島
政
男
が
い
た
。
特
記
す
べ
き
は
、
龐
と
狄
が
ア
ヘ
ン
中
毒

者
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
人
は
い
ず
れ
も
名
品
を
多
数
出
品
予
定
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
ら
を
持
参
す
る
の
で
な
け
れ
ば
出
品
し
な
い
、
し
か
も
来
日
に
は
必

要
量
の
ア
ヘ
ン
を
持
参
し
て
特
定
の
場
所
で
吸
引
し
た
い
、
そ
れ
が
で
き
な
け

れ
ば
来
日
を
見
合
わ
せ
る
と
さ
え
言
っ
た（

122
）。

そ
れ
に
対
し
て
外
務
省
で
は
、
警

視
庁
よ
り
口
頭
で
了
承
を
得
て
応
じ
た（

123
）。

　

ま
ず
北
京
一
行
が
十
一
月
十
七
日
、
次
に
上
海
一
行
が
十
九
日
、
大
連
一
行

が
二
十
日
に
そ
れ
ぞ
れ
神
戸
に
到
着
し
た（

124
）。

最
後
に
、
天
津
一
行
が
二
十
四
日

に
（
お
そ
ら
く
朝
鮮
半
島
経
由
で
）
東
京
に
到
着
し（

125
）、

当
日
の
開
会
式
に
間
に

合
っ
た
模
様
で
あ
る
。

　

上
海
と
大
連
の
来
日
者
は
出
品
物
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
携
行
し
た
が
、
そ
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留
意
し
た
い
（
表
13
）。
彼
ら
は
賛
助
員
一
般
の
中
に
紛
れ
た
の
で
あ
る
。

　

展
覧
会
前
日
の
十
一
月
二
十
三
日
、
出
品
物
の
陳
列
が
午
後
か
ら
夜
を
徹
し

て
行
わ
れ
た（

135
）。

　

二
十
四
日
午
前
十
一
時
、
東
京
府
美
術
館
で
開
会
式
が
行
わ
れ
た
。
開
会
の

辞
は
展
覧
会
委
員
の
正
木
、
挨
拶
は
外
務
省
の
岡
部
、
汪
駐
日
公
使
、
賛
助
員

代
表
と
し
て
山
本
悌
二
郎
、
来
日
中
国
人
代
表
と
し
て
北
方
の
張
弧
、
南
方
の

王
一
亭
が
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た（

136
）。

　

二
十
六
日
午
後
六
時
、
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
主
催
、
朝
日
新
聞
社
後
援
の

「
支
那
古
名
画
講
演
会
」
が
同
社
講
堂
で
行
わ
れ
た
。
開
会
の
辞
は
正
木
、
講

演
者
は
坂
西
・
小
室
・
汪
・
張
弧
、
お
よ
び
山
本
で
あ
っ
た（

137
）。

朝
日
新
聞
社
は
、

十
二
月
に
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
臨
時
増
刊
と
し
て
「
唐
宋
元
明
名
画
展
特
集

号
」
も
発
行
し
た
。

　

十
二
月
五
日
、
陳
列
替
え
が
行
わ
れ
た（

138
）。

　

六
日
、
近
衛
が
展
覧
会
を
観
賞
し
た
。
そ
の
後
正
木
と
と
も
に
宮
内
省
を
訪

れ
、
両
陛
下
の
展
覧
会
へ
の
行
幸
啓
を
執
奏
し
た
（
翌
日
、
皇
后
行
啓
の
内
意

を
得
る（

139
））。

十
一
日
、
来
日
中
国
人
の
劉
驤
業
が
宣
統
帝
所
蔵
と
称
す
る
三
点

の
作
品
（
黄
筌
筆
柳
塘
聚
鳥
図
巻
、
唐
人
遊
猟
図
巻
、
李
公
麟
筆
五
馬
図
巻
）
を
皇

后
の
御
覧
に
供
す
る
こ
と
を
希
望
し
た（

140
）。

こ
の
三
点
は
前
述
の
『
唐
宋
元
明
名

画
大
観
』「
仮
目
録
」「
出
品
明
細
表
」
の
い
ず
れ
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、

実
際
に
展
示
さ
れ
た
ら
し
い（

141
）。

　

十
二
日
、
皇
后
は
実
際
に
東
京
府
美
術
館
を
訪
れ
た
が（

142
）、

他
用
の
つ
い
で
で

「
彼
我
芸
術
家
ノ
研
鑽
ト
東
方
文
化
ノ
宣
揚
」
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
き
く
、「
御

大
礼
御
挙
行
直
後
内
外
貴
紳
名
流
来
京
ノ
好
機
」
を
と
ら
え
、
併
せ
て
精
麗
な

図
録
を
監
修
し
て
世
界
に
頒
布
す
る
と
い
う（

131
）。

特
に
日
中
両
国
に
現
存
す
る
絵

画
を
併
せ
見
る
意
義
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
正
木
直
彦
の
談
話
で
も
語
ら
れ
て

お
り
、
彼
が
こ
の
趣
旨
書
を
起
案
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
展
規
則
の

第
七
条
に
出
品
は
全
部
非
売
品
と
す
る
旨
が
明
記
さ
れ
、
税
関
手
続
に
配
慮
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
第
四
回
日
華
聯
合
絵
画
展
の
会
長
は
牧
野
伸
顕
で
あ
り
、
そ

の
後
東
方
絵
画
協
会
の
日
本
側
会
長
と
し
て
は
一
旦
清
浦
奎
吾
が
浮
上
し
た（

132
）。

し
か
し
な
が
ら
一
九
二
八
年
八
月
十
五
日
、「
唐
宋
元
明
」
展
の
賛
助
・
出
品

交
渉
を
一
旦
終
え
た
渡
辺
と
坂
西
の
帰
国
中
に
東
方
絵
画
協
会
の
会
合
が
あ
り
、

そ
の
場
で
同
展
の
会
長
就
任
を
近
衛
文
麿
に
岡
部
か
ら
依
頼
す
る
こ
と
が
決
定

さ
れ
た（

133
）。

当
時
、
近
衛
は
す
で
に
貴
族
院
議
員
で
政
治
家
と
し
て
有
望
視
さ
れ

て
い
た
だ
け
で
な
く
、
同
じ
華
族
の
一
員
と
し
て
岡
部
と
親
交
が
あ
っ
た
と
い

う（
134
）。

ま
た
、
周
知
の
よ
う
に
後
年
陽
明
文
庫
を
設
立
し
て
お
り
、
古
美
術
に
も

一
定
の
理
解
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
近
衛
が
「
唐
宋
元
明
」
展
の
会
長
、
清

浦
が
副
会
長
と
な
っ
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
な
お
、
委
員
は
東
方
絵
画
協

会
幹
事
の
十
三
名
と
坂
西
・
溝
口
で
あ
っ
た
。

　

日
本
人
出
品
者
に
は
、
中
国
人
ほ
ど
以
前
か
ら
の
関
係
者
は
含
ま
れ
な
か
っ

た
。
た
だ
し
賛
助
員
の
方
に
は
第
一
回
日
華
聯
合
絵
画
展
か
ら
の
関
係
者
が
少

な
か
ら
ず
含
ま
れ
、
さ
ら
に
外
務
省
関
係
者
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
た
こ
と
に
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表 13　日本人賛助員（出品者を除く）

区分 名前 生年 当時

実業家

稲畑勝太郎 1862 大阪商業会議所会頭・貴族院議員
上野精一 1882 上野理一の子・朝日新聞社
江口定条 1865 元三菱合資会社総理事

大倉喜七郎 1882 男爵・合名会社大倉組頭取
大橋新太郎 1863 共同印刷創業・貴族院議員
門野重九郎 1867 元大倉組取締役・大倉土木会長
菊池惺堂 1867 東海銀行頭取等

木村久寿弥太 1866 三菱合資会社総理事
高木陸郎 1880 中日実業副総裁
高橋義雄 1861 三井物産顧問

藤原銀次郎 1869 王子製紙会社社長
村山龍平 1850 朝日新聞社社長

望月軍四郎 1879 田口銀行頭取等
安川雄之助 1870 三井物産常務取締役等

官僚

有田八郎 1884 外務省亜細亜局長・山本悌二郎の弟
入江為守 1868 子爵・冷泉家四男・入江家養子・皇太后宮大夫
岡部長景 1884 子爵・和泉岸和田藩岡部家の後裔・外務省文化事業部長

小田切万寿之助 1868 元外務省在上海総領事・横浜正金銀行取締役
加藤外松 1890 外務省在天津総領事
小村欣一 1883 侯爵・小村寿太郎の子・外務省情報部部長
下村寿一 1884 文部省宗教局長
下村宏 1875 元台湾総督府総務長官・東京朝日新聞社専務取締役

仙石政敬 1872 侯爵・但馬出石藩仙石家の後裔・貴族院議員・宮内官僚
平塚広義 1875 内務省東京府知事
平山成信 1854 男爵・枢密顧問官・日本赤十字社社長
藤田栄介 外務省在青島総領事

船津辰一郎 1873 元外務省在上海・奉天総領事・在華日本紡績同業会総務理事
松岡洋右 1880 元外交官・南満州鉄道副社長
三枝茂智 外務省文化事業部第一課課長

矢田七太郎 1879 外務省在上海総領事
芳沢謙吉 1874 外務省在中華民国公使
吉田茂 1878 外務次官

政治家

一木喜徳郎 1867 宮内大臣
犬養毅 1855 衆議院議員

植原悦二郎 1877 衆議院議員・外務参与官
大内暢三 1874 衆議院議員・東亜同文会理事・東方文化事業上海委員会委員
大隈信常 1871 大隈重信の養子・貴族院議員

小笠原長幹 1885 伯爵・豊前小倉藩小笠原家の後裔・貴族院議員
小川平吉 1869 衆議院議員・鉄道大臣

木下謙次郎 1869 関東長官
後藤新平 1857 伯爵・貴族院議員・少年団日本連盟総長等
勝田主計 1869 貴族院議員・文部大臣
田中義一 1864 男爵・内閣総理大臣兼外務大臣

福原鐐二郎 1868 貴族院議員・学習院長
細川護立 1883 侯爵・肥後熊本藩細川家の後裔・貴族院議員

山本条太郎 1867 衆議院議員・南満州鉄道社長
渡辺千冬 1876 子爵・貴族院議員
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あ
り
、
ま
た
主
催
者
の
依
頼
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
か

え
っ
て
「
唐
宋
元
明
」
展
と
帝
室
と
の
関
係
の
希
薄
さ
を
裏
付
け
る
と
い
え
る
。

　

東
京
帝
室
博
物
館
会
場
は
予
定
通
り
十
二
月
十
六
日
に
閉
会
し
た
が
、
東
京

府
美
術
館
会
場
は
会
期
を
四
日
間
延
長
し
て
二
十
日
に
閉
会
し
た（

143
）。

な
お
、
閉

会
間
近
の
十
四
日
に
大
阪
で
も
開
催
希
望
の
打
診
が
あ
っ
た
が
、
委
員
は
「
責

任
の
重
大
さ
に
鑑
み
」
拒
絶
し
た
と
い
う（

144
）。

　

こ
の
よ
う
に
、「
唐
宋
元
明
」
展
は
無
事
終
了
し
た
が
、
済
南
事
件
の
解
決

交
渉
は
年
内
に
終
結
せ
ず
、
翌
年
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た（

145
）。

後
述
の
評
者
た
ち
が

「
国
際
的
な
外
交
上
の
悩
ま
し
い
問
題
を
よ
そ
に
し
て
文
化
的
の
融
和
と
芸
術

上
の
交
歓（

146
）」、

あ
る
い
は
「
時
局
を
超
越
し
て
す
ら
す
ら
と
か
ゝ
る
雅
催（

147
）」

が

行
わ
れ
た
と
特
記
す
る
だ
け
の
理
由
は
あ
っ
た
。

　

閉
会
後
、
出
品
物
の
う
ち
北
京
お
よ
び
天
津
分
は
翌
年
一
月
上
旬
ま
で
外
務

省
に
保
管
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
天
津
分
に
宣
統
帝
の
出
品
物
が
含
ま
れ
て
い
た

の
で
、
外
務
省
で
は
そ
の
扱
い
に
慎
重
を
期
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
月
上
旬

に
外
務
省
が
出
品
物
を
滞
日
中
の
劉
驤
業
に
預
け
て
返
送
し
て
よ
い
か
宣
統
帝

に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
彼
は
総
領
事
館
を
通
じ
て
返
却
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し

た（
148
）。

直
前
に
そ
の
他
の
出
品
物
が
発
送
さ
れ
て
い
た
の
で
、
日
本
人
官
吏
ま
た

は
軍
人
が
公
用
で
天
津
に
赴
く
別
の
機
会
を
待
っ
て
、
最
終
的
に
同
年
六
月
末

に
本
人
に
返
却
さ
れ
た（

149
）。

こ
の
一
連
の
経
緯
に
よ
り
宣
統
帝
の
出
品
は
「
馬
和

之
」
の
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
先
に
劉
驤
業
が
提
示
し
た
三
点
の

経
緯
は
不
明
で
あ
る
。

凡例
1： 以下には表 8 〜 11 に未掲載の「唐宋元明」展の日本人賛助員のみを記載し、その家柄よりも本人の主た

る職業によって分類した。
2：参考文献は表 8 〜 11 に同じ。

区分 名前 生年 当時

学者

石川岩吉 1875 国学院大主事

大河内正敏 1878 子爵・上総大多喜藩大河内家の末裔・理化学研究所所長・貴族院議員・
東方文化事業総委員会委員

狩野直喜 1868 京都帝大名誉教授・東方文化事業総委員会委員
沢村専太郎 1884 京都帝大教授
高田早苗 1860 貴族院議員・早稲田大学総長
内藤虎次郎 1866 京都帝大教授
服部宇之吉 1867 東京帝大教授・東方文化事業総委員会委員

軍人 本郷房太郎 1860 陸軍大将
美術家 工藤壮平 1880 書家

その他

大島義修 1871 女子学習院長等
岡実 1873 大阪毎日新聞取締役・東京日日新聞主幹
鎌田栄吉 1857 元貴族院議員・枢密顧問官
白岩龍平 1870 日華学会理事・東亜同文会理事長・対支文化事業調査委員等
徳富猪一郎 1863 貴族院議員・国民新聞社長
山井格太郎 日華学会常務理事・同仁会評議員等

不明 上田恭輔、栗屋謙、小貫慶治、荻野仲三郎、原田治郎、矢島正昭、簗田𨥆次郎
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中
国
で
は
古
名
画
の
保
存
が
困
難
で
日
本
に
そ
の
安
全
地
帯
を
求
め
て
い
る
状

況
は
気
の
毒
だ
が
、
収
蔵
家
と
し
て
は
日
本
の
山
本
悌
二
郎
と
並
ん
で
中
国
の

関
冕
鈞
を
重
要
人
物
と
し
た（

154
）。

　

久
木
今
作
（
経
歴
不
詳
）
は
、
今
回
の
出
品
を
次
の
三
つ
の
系
統
に
的
確
に

分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
我
国
に
古
く
か
ら
流
伝
し
て
漢
画
の
元
に
な
り
、

国
宝
の
銘
を
打
た
れ
て
今
度
博
物
館
の
方
に
出
陳
さ
れ
た
諸
作
、
ま
た
は
東

京
府
美
術
館
に
出
陳
さ
れ
た
馬
遠
・
牧
渓
そ
の
他
日
本
の
絵
画
史
の
中
に
散

見
す
る
作
品
群
、
②
明
治
の
末
年
辺
り
か
ら
初
め
て
日
本
の
新
し
い
蒐
集
家

の
手
に
入
っ
た
作
品
群
、
③
今
度
の
展
覧
会
を
機
と
し
て
中
国
の
蒐
集
家
ら

が
遙
か
に
も
た
ら
し
た
作
品
群
で
あ
り
、
こ
の
展
覧
会
で
は
日
本
で
は
近
年

ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
各
代
の
め
ぼ
し
い
画
を
一
通
り
見
ら
れ
る
と
評
し
た
。

特
に
、
明
代
の
唐
寅
の
「
殊
に
い
ゝ
も
の
」
を
今
回
中
国
人
が
出
品
し
て
い

る
と
い
う
。
ま
た
、
元
末
四
大
家
は
「
何
れ
も
神
品
、
逸
品
揃
ひ
」
で
、
特

に
部
屋
の
中
央
に
王
者
の
よ
う
に
掲
げ
ら
れ
た
王
蒙
筆
青
卞
隠
居
図
は
「
冠

冕
」（
首
位
）
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
収
集
家
の
雄
は
や
は
り
山
本
と
関

だ
が
、
龐
は
逸
品
の
み
で
愉
快
で
あ
り
、
狄
と
金
は
ず
ば
抜
け
た
一
、二
点
の

み
で
心
憎
い
と
い
う（

155
）。

　

最
後
に
、
正
木
に
よ
る
評
は
会
期
の
終
わ
り
頃
に
掲
載
さ
れ
、
今
回
の
展
覧

会
を
総
括
し
て
い
る
。
そ
れ
は
中
日
の
古
名
画
を
併
せ
て
見
る
と
い
う
試
み
で

あ
り
、
互
い
に
無
い
も
の
を
見
る
こ
と
は
利
益
が
多
か
っ
た
。
日
本
に
は
宋
元

明
の
院
体
画
の
名
画
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
南
画
系
統
の
淵
源
、
す

第
三
節
　
日
本
人
の
中
国
絵
画
観
へ
の
影
響

　

当
時
の
新
聞
記
事
に
よ
れ
ば
、
特
に
閻
立
本
筆
歴
代
帝
王
図
巻
に
つ
い
て

「
李
文
権
持
参
、
大
連
の
梁
鴻
志
出
品
」
等
前
評
判
が
あ
り
、
開
会
後
も
「
場
内

第
一
等
の
名
品
と
い
は
れ
る
だ
け
に
非
常
な
人
気（

150
）」

と
観
客
が
群
が
っ
て
い
る

様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
王
蒙
筆
青
卞
隠
居
図
に
つ
い
て
も
「
逸
品
中
の
逸
品（

151
）」、

「
最
有
価
値
者（

152
）」

と
評
さ
れ
た
。

　

比
較
的
長
文
の
記
事
か
ら
は
、「
唐
宋
元
明
」
展
が
当
時
の
日
本
人
の
中
国

絵
画
観
に
与
え
た
影
響
が
窺
え
る
。
ま
ず
、
当
時
外
務
省
か
ら
「
支
那
古
書

画
現
在
目
録
作
成
事
業
」
の
助
成
（
後
述
）
を
受
け
て
い
た
原
田
尾
山
は
、

同
展
の
特
徴
と
し
て
南
画
（
特
に
北
宋
の
董
源
・
李
成
、
元
末
お
よ
び
明
の
四
大

家
）
の
名
品
が
多
い
こ
と
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
最
近
二
、三
十
年
の
う
ち
に
日

本
が
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
「
新
渡
」
の
南
画
の
大
部
分
を
初
め
て
目
の
当
た

り
に
見
得
る
、
そ
れ
に
よ
り
南
画
に
対
す
る
鑑
賞
が
正
し
く
確
立
さ
れ
得
る

と
い
う（

153
）。

　

次
に
、
当
時
日
本
大
学
教
授
で
訪
中
経
験
が
豊
富
で
あ
っ
た
後
藤
朝
太
郎
は
、

主
に
唐
宋
の
も
の
は
日
本
か
ら
、
元
明
の
も
の
は
中
国
か
ら
多
く
出
品
さ
れ
て

い
る
。
従
来
中
国
で
民
間
の
名
品
を
ま
と
め
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

今
回
の
展
示
は
時
代
・
流
派
・
筆
者
が
系
統
的
で
信
頼
で
き
る
も
の
を
豊
富
に

集
め
て
い
る
と
評
し
た
。
そ
し
て
前
述
の
歴
代
帝
王
図
巻
や
王
蒙
の
作
品
群
だ

け
で
な
く
、
北
宋
の
山
水
画
や
明
代
爛
熟
期
の
諸
名
家
に
も
注
目
し
た
。
他
方
、
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所
は
大
塚
巧
藝
社
、
売
捌
所
は
刀
江
書
院
で
あ
る
。
ま
た
封
面
お
よ
び
題
筌
題

は
汪
栄
宝
、
題
字
は
近
衛
文
麿
、
序
文
は
汪
・
岡
部
・
正
木
の
三
者
に
よ
る
。

こ
の
図
版
の
選
択
は
、
正
木
・
溝
口
・
渡
辺
・
結
城
の
間
で
行
わ
れ
た（

161
）。

ま
た
、

外
務
省
で
は
同
年
四
月
に
少
な
く
と
も
北
京
お
よ
び
天
津
の
出
品
者
へ
配
布
す

る
た
め
に
同
書
を
発
送
し
た（

162
）。

こ
の
図
録
は
次
の
「
宋
元
明
清
名
画
展
覧
会
」

へ
の
出
品
交
渉
に
も
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。

　

最
後
に
、「
支
那
古
書
画
現
在
目
録
作
成
事
業
」
に
つ
い
て
補
足
す
る
。
前

述
の
よ
う
に
、
一
九
二
八
年
三
月
の
会
合
で
正
木
は
「
日
本
現
在
支
那
画
目

録
」
の
作
成
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
四
月
、
彼
は
そ
の
件
に
関
し
て
原

田
尾
山
に
相
談
し（

163
）、

八
月
に
は
社
団
法
人
國
華
倶
楽
部
理
事
会
長
と
し
て
外
務

大
臣
宛
に
「
請
願
」
を
提
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
伝
存
す
る
中
国

古
美
術
は
「
実
ニ
世
界
ノ
至
宝
ト
謂
フ
ベ
キ
」
で
す
で
に
国
宝
と
し
て
登
録
さ

れ
た
も
の
も
少
数
あ
る
が
、
社
寺
の
所
蔵
品
で
も
未
登
録
の
も
の
も
あ
り
、
民

間
の
所
蔵
品
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
未
着
手
で
あ
る
。
そ
の
見
在
目
録
を
作
成

す
る
こ
と
は
文
化
事
業
の
一
重
要
事
で
、
國
華
倶
楽
部
で
は
そ
れ
を
原
田
謹
次

郎
（
尾
山
）
に
委
嘱
し
た
く
、
そ
の
費
用
の
一
部
補
助
を
願
い
出
る
と
い
う（

164
）。

翌
九
月
、
外
務
省
で
は
こ
の
請
願
に
対
し
昭
和
三
年
度
助
成
費
と
し
て
支
出
が

決
裁
さ
れ
た（

165
）。

　

こ
れ
は
翌
一
九
二
九
年
三
月
公
布
の
「
国
宝
保
存
法
」
お
よ
び
一
九
三
三
年

四
月
公
布
の
「
重
要
美
術
品
等
ノ
保
存
ニ
関
ス
ル
法
律
」
に
先
立
ち
、
当
時
の

日
本
に
現
存
す
る
中
国
美
術
品
に
対
す
る
保
護
が
十
分
で
は
な
い
と
い
う
危
機

な
わ
ち
元
末
四
大
家
は
絶
無
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
題
賛
・
題
跋
が
あ
り
書
画
が

互
い
に
映
り
合
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
日
本
に
は
少
な
か
っ
た
と
い
う（

156
）。

　

筆
者
は
以
前
、
雑
誌
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
中
国
絵
画
の
分
析
を
通
じ
て
、

近
代
日
本
が
「
古
渡
」
の
中
国
絵
画
の
蓄
積
の
上
に
「
新
来
」
の
そ
れ
を
受
け

入
れ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
論
じ
た（

157
）。

こ
の
「
唐
宋
元
明
」
展
の
評
者
た
ち
も

ま
た
、
そ
れ
以
前
の
日
本
に
あ
っ
た
中
国
絵
画
と
近
年
日
本
に
流
入
し
た
か
今

回
中
国
人
が
も
た
ら
し
た
中
国
絵
画
と
を
よ
く
識
別
し
た
上
で
、
後
者
―
―
特

に
元
代
と
明
代
の
文
人
画
―
―
に
圧
倒
的
な
印
象
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
四
節
　『
唐
宋
元
明
名
画
大
観
』
と
「
支
那
古
書
画
現
在
目
録
作
成
事
業
」

　

一
九
二
九
年
、
外
務
省
は
「
唐
宋
元
明
」
展
に
関
し
て
新
た
に
二
つ
の
支
出

を
決
裁
し
た
。
一
つ
は
中
国
時
局
の
混
乱
に
よ
り
保
険
・
収
集
・
輸
送
・
送
還

に
関
す
る
予
想
外
の
支
出
を
補
う
た
め（

158
）、

も
う
一
つ
は
、『
唐
宋
元
明
名
画
大

観
』
を
九
十
部
購
入
し
、
中
国
人
出
品
者
お
よ
び
内
外
の
著
名
の
学
校
図
書
館

に
寄
贈
す
る
た
め
で
あ
る（

159
）。

現
在
、『
唐
宋
元
明
名
画
大
観
』
に
は
①
昭
和
四

（
一
九
二
九
）
年
一
月
二
十
三
日
印
刷
、
同
月
二
十
五
日
発
行
、
全
二
冊
、
②

（
一
）
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
一
月
二
十
三
日
印
刷
、
同
月
二
十
五
日
発
行
、

全
二
冊
、（
二
）
同
年
二
月
十
一
日
印
刷
、
同
月
十
三
日
発
行
、
全
二
冊
、
③

同
年
六
月
二
日
印
刷
、
同
月
五
日
発
行
、
全
四
冊
の
少
な
く
と
も
三
種
の
版
が

確
認
さ
れ
る（

160
）。

い
ず
れ
も
編
集
者
は
東
京
美
術
学
校
文
庫
内
唐
宋
元
明
名
画
展

覧
会
、
代
表
者
は
北
浦
大
介
、
発
行
兼
印
刷
は
大
塚
稔
、
印
刷
所
お
よ
び
発
売
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中
国
人
出
品
者
は
旧
北
京
政
府
の
閣
僚
経
験
者
、
画
家
、
実
業
家
が
多
数
を
占

め
る
一
方
、
日
本
人
出
品
者
は
実
業
家
が
半
数
近
く
を
占
め
、
古
寺
、
旧
大
名

家
・
公
家
、
勲
功
華
族
も
含
ま
れ
た
。
伝
称
作
者
の
時
代
で
は
明
代
が
最
も
多

く
四
割
以
上
、
宋
代
・
元
代
を
合
わ
せ
て
九
割
近
く
に
上
り
、
清
代
・
五
代
・

唐
代
が
若
干
含
ま
れ
た
。
そ
の
内
容
は
当
時
の
日
中
に
お
け
る
収
蔵
家
の
差
異

だ
け
で
な
く
、
日
本
に
お
け
る
新
旧
収
蔵
家
の
交
替
を
も
反
映
し
た
。

　

結
論
と
し
て
、「
唐
宋
元
明
」
展
は
第
一
に
近
代
日
本
に
お
け
る
中
国
絵
画

受
容
の
論
点
よ
り
見
れ
ば
、
戦
前
に
お
け
る
新
来
の
中
国
絵
画
紹
介
の
集
大
成

で
あ
っ
た
。
第
二
に
近
代
日
中
関
係
史
に
お
け
る
文
化
外
交
の
論
点
よ
り
見
れ

ば
、
日
本
の
対
支
文
化
事
業
の
明
白
な
成
功
事
例
で
あ
っ
た
。

　

第
一
の
点
に
つ
い
て
、「
唐
宋
元
明
」
展
は
近
代
日
本
に
お
け
る
民
間
中
国

人
収
蔵
家
の
所
蔵
品
の
最
大
の
展
示
事
例
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
の

新
興
収
蔵
家
に
よ
る
出
品
と
合
わ
せ
て
、
特
に
日
本
の
古
渡
に
十
分
見
ら
れ
な

か
っ
た
元
代
お
よ
び
明
代
の
文
人
画
の
豊
富
な
作
例
を
提
供
し
た
。
し
た
が
っ

て
一
九
一
〇
年
代
以
降
行
わ
れ
て
き
た
新
来
の
中
国
絵
画
紹
介
の
集
大
成
で
あ

り
、
か
つ
日
本
人
の
中
国
絵
画
観
の
修
正
を
決
定
づ
け
た（

166
）。

　

た
だ
し
そ
れ
以
前
の
新
来
の
中
国
絵
画
の
紹
介
が
主
に
歴
史
家
に
よ
っ
て
主

導
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、「
唐
宋
元
明
」
展
は
現
役
画
家
の
団
体
展
で
あ
る

日
華
聯
合
絵
画
展
の
実
績
の
上
に
成
立
し
た
。
そ
れ
は
時
間
軸
よ
り
見
れ
ば
中

国
の
古
画
に
対
す
る
日
本
人
画
家
の
思
い
入
れ
の
近
代
的
帰
結
に
し
て
、
お
そ

ら
く
最
後
の
現
れ
で
あ
っ
た
。
ま
た
空
間
軸
よ
り
見
れ
ば
、
同
時
代
の
中
国
人

意
識
の
現
れ
で
あ
り
、
特
に
民
間
所
蔵
の
中
国
絵
画
に
関
し
て
少
な
く
と
も
目

録
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
一
連
の
経
緯
を
考
え
れ

ば
、
こ
の
目
録
は
「
唐
宋
元
明
」
展
と
ほ
ぼ
同
時
期
か
つ
ほ
ぼ
同
じ
集
団
に

よ
っ
て
発
案
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
両
者
は
と
も
に
近
代
日
本
に
お
け
る
中
国

絵
画
受
容
の
一
定
の
成
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

　
「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
」
は
、
日
華
聯
合
絵
画
展
覧
会
の
主
催
団
体
で

あ
っ
た
東
方
絵
画
協
会
と
、
同
展
覧
会
へ
「
対
支
文
化
事
業
」
よ
り
助
成
費
を

支
出
し
て
い
た
外
務
省
関
係
者
と
の
間
で
発
案
さ
れ
、
事
実
上
東
方
絵
画
協
会

に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
当
初
は
第
五
回
日
華
聯
合
絵
画
展
と
前
後
し
て
開
催

予
定
で
あ
っ
た
が
、
中
国
側
会
員
間
の
内
紛
に
よ
り
同
展
が
延
期
さ
れ
た
た
め

に
単
独
で
開
催
さ
れ
た
。
中
国
人
に
対
す
る
賛
助
・
出
品
交
渉
は
、
中
国
大
陸

に
お
い
て
国
民
革
命
軍
に
よ
る
（
第
二
次
）
北
伐
の
開
始
か
ら
そ
の
完
成
（
北

京
政
府
の
消
滅
）
を
経
て
、（
南
京
）
国
民
政
府
が
新
体
制
を
確
立
す
る
ま
で
と

同
時
期
に
行
わ
れ
た
。
特
に
北
伐
開
始
直
後
に
日
中
の
軍
隊
が
衝
突
し
（
済
南

事
件
）、
そ
の
解
決
交
渉
が
十
カ
月
に
及
ん
だ
だ
け
で
な
く
中
国
で
は
対
日
不

買
運
動
が
盛
ん
と
な
っ
た
が
、
中
国
人
収
蔵
家
と
国
民
政
府
首
脳
が
出
品
と
賛

助
に
同
意
し
て
開
催
が
実
現
し
た
。
現
時
点
で
確
認
さ
れ
る
展
覧
会
へ
の
出
品

点
数
は
、
中
国
人
三
百
点
強
、
日
本
人
三
百
点
弱
、
合
計
六
百
点
超
で
あ
る
。
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本
土
の
安
定
を
希
望
し
た
。
中
国
大
陸
に
お
け
る
諸
勢
力
も
ま
た
、
清
朝
の
宗

室
・
遺
臣
か
ら
、
内
蒙
古
族
、
北
京
政
府
の
担
い
手
と
な
っ
た
諸
軍
閥
、
国
民

党
に
至
る
ま
で
、
自
ら
の
基
盤
安
定
を
は
か
る
た
め
に
、
機
会
あ
る
ご
と
に
日

本
の
官
民
に
対
し
て
理
解
や
援
助
を
要
請
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
中
間
に
は

す
で
に
「
交
流
」
の
次
元
を
超
え
て
互
い
の
政
治
・
社
会
構
造
に
影
響
を
与
え

得
る
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
大
陸
を
対
象
と
し
た
日
本

に
よ
る
対
支
文
化
事
業
は
、
双
方
の
政
府
関
係
者
に
と
っ
て
「
親
善
」
を
強
調

す
る
有
効
な
機
会
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
「
時
局
を
超
越
」
し
た
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
互
い
に
相
手
に
と
っ
て
不
利
益
と
な
る
外
交
政
策
と
十

分
に
両
立
可
能
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る（

170
）。

　

ま
た
、
当
時
の
「
中
国
」
人
の
内
情
が
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
こ
と

に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
唐
宋
元
明
」
展
の
中

国
人
出
品
者
は
象
徴
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
北
京
政
府
時
代
の
中
華
民
国

の
収
蔵
家
の
見
本
市
と
い
え
る
ほ
ど
多
様
な
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

北
京
政
府
の
閣
僚
経
験
者
や
官
吏
―
―
金
石
書
画
篆
刻
を
善
く
す
る
従
来
の
文

人
の
後
継
―
―
か
ら
、
清
朝
の
遺
臣
、
近
代
的
制
度
に
お
け
る
軍
人
、
実
業
家
、

そ
し
て
画
家
ま
で
が
含
ま
れ
た
（
そ
の
う
ち
の
数
名
に
は
、
満
州
事
変
後
の
日
本

へ
の
関
与
も
確
認
さ
れ
る
）。

　

例
え
ば
、
前
述
の
古
物
保
管
会
の
主
張
を
受
け
て
、
日
本
政
府
は
中
国
か
ら

の
出
品
物
の
受
け
入
れ
に
際
し
て
決
し
て
売
却
目
的
で
は
な
い
こ
と
を
保
証
す

る
の
に
腐
心
し
た
。
し
か
し
中
国
人
収
蔵
家
の
思
惑
は
必
ず
し
も
そ
の
通
り
で

画
家
の
中
で
も
特
に
金
紹
城
ら
「
国
画
」
を
志
向
し
た
人
々
と
の
交
流
の
成
果

で
あ
る（

167
）。

　

他
方
、
並
行
し
て
行
わ
れ
た
「
支
那
古
書
画
現
在
目
録
作
成
事
業
」
は
従
来

の
古
社
寺
保
存
法
の
欠
陥
を
補
完
し
て
日
本
の
民
間
所
蔵
の
中
国
書
画
目
録
を

作
成
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
中
国
で
も
古
物
保
管
会
が
活
動
を

開
始
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
「
唐
宋
元
明
」
展
の
実

現
は
、
近
代
日
中
絵
画
史
だ
け
で
な
く
両
国
に
お
け
る
古
美
術
保
護
行
政
の
観

点
か
ら
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

第
二
の
点
に
つ
い
て
、
第
四
回
日
華
聯
合
絵
画
展
以
降
東
方
絵
画
協
会
と
の

関
係
は
強
ま
っ
た
も
の
の
、
外
務
省
は
対
支
文
化
事
業
を
「
政
治
外
交
ノ
範
囲

外
」
に
置
こ
う
と
苦
心
し
、
そ
の
関
与
は
実
際
に
資
金
ま
た
は
便
宜
の
提
供
に

と
ど
ま
っ
た（

168
）。

ま
た
、
当
時
の
中
国
政
府
は
多
面
的
か
つ
流
動
的
で
あ
っ
た
が
、

北
京
政
府
の
閣
僚
た
ち
は
日
本
政
府
の
対
中
国
政
策
に
か
か
わ
ら
ず
日
華
聯
合

絵
画
展
を
常
に
歓
迎
し
、
国
民
政
府
も
ま
た
済
南
事
件
や
対
日
不
買
運
動
に
対

処
し
つ
つ
「
唐
宋
元
明
」
展
に
同
意
し
た
。
特
に
蔣
介
石
は
済
南
事
件
の
中
国

側
当
事
者
で
そ
の
衝
撃
は
小
さ
く
な
か
っ
た
は
ず
だ
が（

169
）、「

唐
宋
元
明
」
展
の

開
催
を
最
終
的
に
保
証
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
中
の
政
府
関
係
者
は
「
唐
宋

元
明
」
展
を
文
字
通
り
〝
非
政
治
的
〟
事
業
と
見
な
し
た
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
。
し
か
し
、
当
然
な
が
ら
状
況
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。

　

そ
も
そ
も
清
朝
末
期
以
降
、
日
本
は
帝
国
主
義
列
強
か
ら
受
け
継
い
だ
中
国

大
陸
に
お
け
る
権
益
を
維
持
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
脅
か
さ
な
い
範
囲
で
中
国
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二
〇
〇
九
年
。
曽
布
川
寛
監
修
、
関
西
中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
会
編
『
中
国
書

画
探
訪　

関
西
の
収
蔵
家
と
そ
の
名
品
』
二
玄
社
、
二
〇
一
一
年
。
関
西
中
国
書
画
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
会
編
刊
『
関
西
中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
過
去
と
未
来
』、

二
〇
一
二
年
。
瀧
精
一
を
中
心
と
し
た
『
國
華
』
の
動
向
に
つ
い
て
は
、拙
論
「『
國
華
』

に
み
る
新
来
の
中
国
絵
画
―
―
近
代
日
本
に
お
け
る
中
国
美
術
観
の
一
事
例
と
し
て
」

『
國
華
』
第
一
三
九
五
号
、
二
〇
一
二
年
一
月
、
五
～
一
七
頁
。
同
「『
國
華
』
に
み
る

古
渡
の
中
国
絵
画
―
―
近
代
日
本
に
お
け
る
「
宋
元
画
」
と
文
人
画
評
価
の
成
立
」『
日

本
研
究
』
第
四
十
七
集
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
五
三
～
一
〇
八
頁
。

（
2
）　

鶴
田
武
良
「
日
華
（
中
日
）
絵
画
聯
合
展
覧
会
に
つ
い
て
―
―
近
百
年
来
中
国
絵
画

史
研
究　

七
」『
美
術
研
究
』
第
三
八
三
号
、
二
〇
〇
四
年
八
月
、
一
～
三
三
頁
。
前
記

を
踏
ま
え
、
近
代
に
お
け
る
日
中
画
家
の
交
流
に
関
す
る
近
年
の
成
果
と
し
て
は
、
戦

暁
梅
「
金
城
と
一
九
二
〇
年
代
の
北
京
画
壇
」
瀧
本
弘
之
編
『
民
国
期
美
術
へ
の
ま
な

ざ
し
―
―
辛
亥
革
命
百
年
の
眺
望
』（
ア
ジ
ア
遊
学
一
四
六
）、
二
〇
一
一
年
十
月
、

一
一
～
三
一
頁
。
吉
田
千
鶴
子
「
日
中
美
術
交
流
最
盛
期
の
様
相
」
同
前
、
三
二
～

四
〇
頁
。『
中
国
近
代
絵
画
と
日
本
』
京
都
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
二
年
。

（
3
）　

阿
部
洋
『「
対
支
文
化
事
業
」
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
。

（
4
）　

外
務
省
記
録
を
用
い
て
直
接
「
唐
宋
元
明
」
展
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
は
、
河
村

一
夫
「
大
正
末
期
よ
り
昭
和
六
年
に
至
る
日
中
交
流
名
画
展
開
催
に
関
す
る
渡
辺
晨
畝

画
伯
の
活
躍
に
つ
い
て
」『
外
交
時
報
』
第
一
一
五
五
号
、
一
九
七
八
年
六
月
、
一
八
～

二
九
頁
。
同
「
鄭
孝
胥
と
交
渉
の
あ
っ
た
日
本
各
界
の
人
々
（
下
）
―
―
昭
和
三
年
の

唐
宋
元
明
名
画
展
に
関
連
し
て
」『
政
治
経
済
史
学
』
第
二
九
〇
号
、
一
九
九
〇
年
六
月
、

二
九
～
三
四
頁
。
た
だ
し
日
華
聯
合
絵
画
展
と
明
確
に
区
別
さ
れ
ず
、
一
部
史
料
の
紹

介
に
と
ど
ま
る
。

（
5
）　

熊
本
史
雄
『
大
戦
間
期
の
対
中
国
文
化
外
交
―
―
外
務
省
記
録
に
み
る
政
策
決
定
過

程
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
。

（
6
）　
（
戦
前
期
）
外
務
省
記
録
と
は
、「
外
務
省
文
書
編
纂
規
定
」（
一
九
三
一
年
）
に
基
づ

き
公
信
・
電
信
・
契
約
書
・
諸
帳
簿
等
、
公
務
に
関
す
る
す
べ
て
の
書
類
の
う
ち
執
務

は
な
く
、「
唐
宋
元
明
」
展
が
主
体
的
な
売
却
の
契
機
と
な
る
場
合
も
あ
っ
た（

171
）。

日
本
に
お
け
る
中
国
古
画
展
の
開
催
が
彼
ら
に
と
っ
て
む
し
ろ
有
利
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
三
年
後
（
一
九
三
一
年
、
満
州
事
変
の
数
カ
月
前
）
の
「
宋
元
明
清
名

画
展
覧
会
」
へ
の
積
極
的
参
加
（
出
品
者
数
は
一
・
八
倍
、
出
品
点
数
は
二
倍
）

に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
彼
ら
の
上
に
、
国
際
社
会
に
対
し
自
ら
の
正
当

性
の
承
認
を
希
求
す
る
（
南
京
）
国
民
政
府
の
幹
部
が
賛
助
員
と
し
て
加
わ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
国
人
関
係
者
が
賛
助
・
出
品
交
渉
に
協
力
し
、
特
に
収
蔵

家
自
身
が
日
本
に
お
け
る
展
示
に
同
意
し
た
か
ら
こ
そ
「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧

会
」
は
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
人
画
家
や
収
蔵
家
は
中
国

人
の
所
蔵
す
る
古
画
を
見
る
と
い
う
長
年
の
、
そ
し
て
最
後
の
宿
願
を
果
た
し
、

中
国
人
画
家
や
収
蔵
家
も
自
己
の
作
品
や
所
蔵
品
を
宣
伝
す
る
機
会
を
得
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
日
中
双
方
の
官
民
の
利
害
に
十
分
に
一
致
し
た
ゆ
え
に

成
功
し
た
、
日
本
の
対
支
文
化
事
業
の
事
例
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う

な
事
例
が
他
国
と
の
関
係
に
応
用
あ
る
い
は
一
般
化
し
得
る
か
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
1
）　

内
藤
虎
次
郎
を
中
心
と
し
た
関
西
圏
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
陶
徳
民
編
著
『
内
藤
湖

南
と
清
人
書
画　

関
西
大
学
図
書
館
内
藤
文
庫
所
蔵
品
集
』
関
西
大
学
出
版
部
、
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二
二
三
～
二
二
四
頁
。

（
10
）　

阿
部
洋
『「
対
支
文
化
事
業
」
の
研
究
』、
二
二
五
～
二
三
九
頁
。

（
11
）　
『
対
支
文
化
事
業
ノ
概
要
』、
一
一
～
三
六
頁
。

（
12
）　

一
九
二
五
年
五
月
に
沈
瑞
麟
外
交
部
総
長
と
在
中
国
芳
沢
謙
吉
公
使
と
の
間
で
交
換

さ
れ
た
公
文
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
た
、
文
化
事
業
に
関
す
る
日
中
共
同
の
総
委
員
会
。

日
本
人
委
員
十
名
以
内
、
中
国
人
委
員
十
一
名
以
内
で
構
成
さ
れ
、
委
員
長
は
中
国
人

委
員
か
ら
選
ば
れ
た
。
上
海
に
分
会
が
設
置
さ
れ
た
。
同
前
、
三
六
～
三
八
頁
。

（
13
）　
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
一
巻
、
九
～
一
〇
】。
小
室
・
渡
辺
・
竹
内
・
山
元

は
第
一
回
お
よ
び
第
二
回
日
華
聯
合
絵
画
展
の
発
起
人
。

（
14
）　

内
田
康
哉
外
務
大
臣
よ
り
在
中
国
（
北
京
）
吉
田
伊
三
郎
代
理
公
使
宛
公
信
第
九
六

号
、
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
五
月
三
十
一
日
【
同
前
、
六
～
八
】。

（
15
）　

小
村
欣
一
は
寿
太
郎
の
子
（
侯
爵
）
で
、
直
前
ま
で
政
務
局
で
対
支
文
化
事
業
の
創

設
に
貢
献
し
た
。
熊
本
史
雄
『
大
戦
間
期
の
対
中
国
文
化
外
交
』、
四
四
～
四
六
頁
。
ま

た
、
戦
前
に
は
名
誉
職
に
華
族
を
推
戴
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

（
16
）　

こ
の
機
密
費
は
後
年
の
「
助
成
費
」
と
同
義
で
あ
る
。
岡
部
に
よ
れ
ば
、
当
初
事
業

の
遂
行
上
機
密
費
的
な
も
の
も
必
要
を
感
じ
た
が
、
事
業
の
性
質
上
不
適
切
と
し
て
大

蔵
省
に
削
除
さ
れ
た
た
め
、
用
途
を
確
定
せ
ず
比
較
的
自
由
な
「
助
成
費
」
を
設
け
た

と
い
う
。「
岡
部
前
部
長
ヨ
リ
坪
上
新
部
長
ヘ
事
務
引
継
内
容
」、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）

年
二
月
【
Ｈ
0
『
東
方
文
化
事
業
関
係
雑
件
』
第
一
巻
、
二
一
〇
】。

（
17
）　
「
日
華
聯
合
絵
画
展
覧
会
ノ
件
ニ
関
シ
左
ノ
通
リ
処
置
致
度
」、［
一
九
二
三
年
六
月
］

【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
一
巻
、
一
五
四
】。

（
18
）　

日
華
聯
合
絵
画
展
覧
会
発
起
人
「
御
願
書
」、
大
正
十
二
年
六
月
十
八
日
【
同
前
、

一
五
五
～
一
五
六
】。

（
19
）　

阿
部
洋
『「
対
支
文
化
事
業
」
の
研
究
』、
二
〇
八
～
二
一
〇
、二
二
五
～
二
三
一
頁
。

（
20
）　

官
員
の
内
訳
、
文
書
の
決
裁
お
よ
び
保
管
方
法
の
分
析
に
よ
り
、
そ
の
処
理
は
高
度

な
政
治
的
判
断
を
要
す
る
も
の
で
は
な
く
、
外
務
省
の
中
で
も
亜
細
亜
局
の
所
管
す
る

対
中
国
政
策
（
特
に
満
蒙
の
政
治
状
況
）
か
ら
は
独
立
し
た
事
業
と
し
て
位
置
付
け
ら

上
処
理
済
み
と
な
っ
た
も
の
（
記
録
文
書
）
を
事
件
・
事
項
別
に
編
纂
し
た
も
の
で
、

外
務
省
創
立
（
一
八
六
九
年
）
以
来
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で
の
内
容
が
含
ま
れ
る
。

原
本
は
外
交
史
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
か
ら
も
そ
の
電
子
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
で
き
る
（
本
論
で
は
後
者
を
利
用
し
た
）。

そ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
は
、
小
池
聖
一
「
外
務
省
文
書
・
外
務
省
記
録
の
生
成
過

程
―
―
外
務
省
文
書
の
文
書
学
的
一
試
論
」『
日
本
歴
史
』
第
五
八
四
号
、
一
九
九
七
年

一
月
、
一
～
一
五
頁
。
以
下
出
典
が
外
務
省
記
録
の
場
合
、
本
論
で
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

作
成
者
名
、
資
料
名
、
年
月
日
【
門
・
類
『
簿
冊
名
』
巻
数
、
コ
マ
番
号
】（
Ｈ
門
＝
東

方
文
化
事
業
、
0
類
＝
雑
件
、
3
類
＝
委
員
会
事
業
、
6
類
＝
講
演
、
視
察
お
よ
び
助
成
）。

特
に
文
書
と
電
報
の
表
記
に
関
し
て
は
、
後
出
の
『
日
本
外
交
文
書
』
に
準
じ
た
。

（
7
）　

前
者
は
い
わ
ゆ
る
義
和
団
事
件
の
賠
償
金
で
あ
る
。
中
国
が
第
一
次
世
界
大
戦
に
参

戦
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
支
払
い
が
猶
予
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
二
二
年
十
二
月
よ
り

再
開
さ
れ
た
。
以
下
対
支
文
化
事
業
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
対
支
文
化
事
業
ノ
概
要
』

外
務
省
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
十
二
月
【
Ｈ
0
『
東
方
文
化
事
業
関
係
雑
件
』
第

一
巻
、
一
三
二
～
一
六
五
】。
後
者
は
同
じ
く
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
り
発
生
し
た
、
山

東
に
お
け
る
旧
ド
イ
ツ
権
益
処
理
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
六
月
の
講
和

条
約
に
は
日
本
の
要
求
が
反
映
さ
れ
た
た
め
に
中
国
は
調
印
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後

一
九
二
二
年
二
月
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
を
経
て
鉄
道
財
産
を
日
本
に
償
却
す
る
こ
と
等

が
決
定
さ
れ
た
。
服
部
龍
二
「
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
下
の
国
際
政
治
―
―
一
九
二
〇
年
代
」

川
島
真
・
服
部
龍
二
編
『
東
ア
ジ
ア
国
際
政
治
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、

一
一
五
～
一
二
一
頁
。

（
8
）　

第
一
次
世
界
大
戦
の
講
和
会
議
で
米
国
大
統
領
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
提
唱
し
た
い
わ
ゆ

る
「
一
四
カ
条
」
に
呼
応
し
て
、
北
京
政
府
へ
の
経
済
支
援
に
偏
向
し
た
従
来
の
対
中

国
政
策
の
見
直
し
が
図
ら
れ
た
と
い
う
。
熊
本
史
雄
『
大
戦
間
期
の
対
中
国
文
化
外
交
』、

二
六
～
五
九
頁
。

（
9
）　

部
署
名
か
ら
「
対
支
」
が
除
か
れ
た
の
は
、（
共
同
事
業
を
希
望
し
た
）
中
国
側
の
要

請
に
よ
る
。『
対
支
文
化
事
業
ノ
概
要
』、三
頁
。
阿
部
洋
『「
対
支
文
化
事
業
」
の
研
究
』、
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一
二
～
一
三
】。

（
32
）　

渡
辺
よ
り
岡
部
文
化
事
業
部
長
宛
書
簡
、［
一
九
二
五
年
］
五
月
二
十
日
、
二
十
九
日

【
同
前
、
一
六
、三
〇
】。
こ
の
直
前
、
芳
沢
は
難
航
の
末
に
よ
う
や
く
当
の
沈
外
交
部
総

長
と
前
述
の
交
換
公
文
に
署
名
し
た
が
、
そ
の
後
も
反
対
運
動
は
継
続
さ
れ
た
。
阿
部

洋
『「
対
支
文
化
事
業
」
の
研
究
』、
二
七
八
～
二
八
〇
頁
。

（
33
）　

渡
辺
よ
り
岡
部
宛
書
簡
、［
一
九
二
五
年
］
五
月
二
十
九
日
、
六
月
二
日
【
Ｈ
6
『
展

覧
会
関
係
雑
件
』
第
三
巻
、
三
〇
、一
九
】。

（
34
）　
「
日
華
絵
画
聯
合
展
覧
会
籌
擬
設
備
拡
充
弁
法
意
見
書
」、
大
正
十
四
年
十
一
月
【
同

前
、
六
一
～
六
七
】。
そ
の
内
容
は
渡
辺
が
中
国
滞
在
中
に
関
係
者
と
協
議
し
て
い
た
も

の
と
ほ
ぼ
同
一
で
、
①
北
京
と
東
京
に
事
務
所
を
置
く
こ
と
、
②
一
年
ご
と
に
北
京
・

上
海
ま
た
は
東
京
・
大
阪
で
展
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
、
③
「
東
亜
絵
画
研
究
室
」（
日

文
で
は
「
東
亜
美
術
研
究
室
」）
を
北
京
に
設
置
す
る
こ
と
、
④
一
定
期
間
の
後
、
欧
米

で
も
展
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

（
35
）　
「
日
支
絵
画
聯
合
展
覧
会
拡
張
計
画
ニ
関
シ
汪
公
使
ト
出
淵
次
官
会
談
要
領
」、
大
正

十
四
年
十
一
月
十
日
【
同
前
、
五
〇
】。

（
36
）　

渡
辺
晨
畝
「
日
華
聯
合
絵
画
展
覧
会
第
四
回
日
本
開
催
ニ
付
渡
支
交
渉
報
告
書
」、
大

正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
六
月
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
五
巻
、
五
二
～
五
三
】。

（
37
）　

岡
部
よ
り
正
木
直
彦
、
川
合
玉
堂
、
小
堀
鞆
音
、
荒
木
十
畝
、
小
室
翠
雲
、
結
城
素
明
、

横
山
大
観
、
下
村
観
山
、
竹
内
栖
鳳
、
山マ

本マ

春
挙
、
渡
辺
晨
畝
宛
私
信
、
大
正
十
五
年

二
月
二
十
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
三
巻
、
六
九
～
七
四
】。

（
38
）　

こ
の
要
因
と
し
て
、
従
来
の
展
覧
会
で
は
中
国
側
出
品
中
に
拙
劣
な
も
の
が
少
な
く

な
く
、日
本
の
大
家
の
力
作
と
並
列
す
る
こ
と
を
歓
迎
し
な
い
向
き
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
中
国
側
に
は
書
を
出
品
し
て
も
ら
っ
た
方
が
日
本
側
に
は
有
益
と
い
う
意
見
が

あ
っ
た
。
第
四
回
展
で
は
そ
の
意
向
を
反
映
し
て
後
述
の
よ
う
に
書
が
出
品
さ
れ
た
が
、

中
国
側
の
意
向
で
従
来
通
り
日
中
双
方
の
作
品
が
展
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
渡
辺

よ
り
岡
部
宛
書
簡
、［
一
九
二
六
年
五
月
］
十
三
日
【
同
前
、
一
一
七
】。

（
39
）　
［
島
田
］「
日
支
美
術
家
聯
合
展
覧
会
ニ
関
ス
ル
協
議
会
記
事
」、
大
正
十
五
年
二
月

れ
た
と
い
う
。
熊
本
史
雄
『
大
戦
間
期
の
対
中
国
文
化
外
交
』、
一
六
三
～
一
七
六
頁
。

（
21
）　

例
え
ば
、『
対
支
文
化
事
業
ノ
概
要
』
で
は
「
絶
対
ニ
政
治
的
関
係
ヲ
離
レ
真
ニ
東
洋

文
化
進
展
ノ
見
地
ニ
立
」
つ
と
い
う
。
同
書
、
一
〇
～
一
一
頁
。
ま
た
、
後
年
岡
部
は

異
動
に
際
し
「
実
施
上
ノ
根
本
方
針
」
と
し
て
、「
創
設
以
来
事
業
ヲ
政
治
外
交
ノ
範
囲

外
ニ
置
キ
其
ノ
累
ヲ
蒙
ラ
サ
ル
様
留
意
」「
可
成
世
人
ノ
注
意
ヲ
惹
カ
ヌ
様
ニ
努
メ
専
ラ

実
績
ヲ
挙
ケ
テ
支
那
側
ノ
誤
解
ヲ
氷
解
ス
ル
コ
ト
ニ
心
掛
」「
可
成
名
ヲ
棄
テ
テ
実
ヲ
取

ル
ノ
地
味
ナ
ル
方
針
ニ
依
ル
」
と
い
う
。「
岡
部
前
部
長
ヨ
リ
坪
上
新
部
長
ヘ
事
務
引
継

内
容
」【
Ｈ
0
『
東
方
文
化
事
業
関
係
雑
件
』
第
一
巻
、
一
七
五
】。

（
22
）　

公
式
報
告
書
は
、
荒
木
十
畝
・
渡
辺
晨
畝
「
大
正
十
三
年
春
季
開
催　

北
京
上
海
日

華
聯
合
絵
画
展
覧
会
報
告
書
」、
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑

件
』
第
一
巻
、
七
九
～
九
一
】。

（
23
）　

松
井
慶
四
郎
外
務
大
臣
よ
り
在
中
国
（
北
京
）
芳
沢
謙
吉
公
使
宛
電
報
第
一
七
九
号
、

大
正
十
三
年
四
月
一
日
【
同
前
、
二
三
三
】。

（
24
）　

阿
部
洋
『「
対
支
文
化
事
業
」
の
研
究
』、
二
四
六
～
二
五
六
頁
。

（
25
）　

渡
辺
晨
畝
よ
り
岡
部
長
景
事
務
官
宛
書
簡
、［
一
九
二
四
年
］
五
月
二
十
七
日
【
Ｈ
6

『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
一
巻
、
三
一
八
～
三
一
九
】。

（
26
）　

在
中
国
（
北
京
）
芳
沢
公
使
よ
り
松
井
外
務
大
臣
宛
公
信
第
二
二
六
号
、
大
正
十
三

年
五
月
十
七
日
【
同
前
、
三
一
二
～
三
一
三
】。

（
27
）　
「
日
華
聯
合
絵
画
展
覧
会
ニ
関
ス
ル
件
」、［
一
九
二
四
年
六
月
十
二
日
］【
同
前
、

三
二
〇
～
三
二
一
】。

（
28
）　

渡
辺
よ
り
出
淵
勝
次
対
支
文
化
事
業
局
長
宛
書
簡
、［
一
九
二
四
年
］
六
月
二
十
二
日

【
同
前
、
二
七
八
～
二
八
一
】。

（
29
）　
「
第
四
回
日
華
聯
合
絵
画
展
覧
会
ニ
対
シ
助
成
費
交
付
ニ
関
ス
ル
高
裁
案
」、
大
正

十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
決
裁
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
三
巻
、
八
】。

（
30
）　

公
式
報
告
書
は
、
渡
辺
晨
畝
「
日
華
聯
合
絵
画
展
覧
会
拡
張
交
渉
報
告
書
」、
大
正

十
四
（
一
九
二
五
）
年
六
月
二
十
八
日
【
同
前
、
三
三
～
四
一
】。

（
31
）　

岡
部
よ
り
在
中
国
大
田
為
吉
参
事
官
宛
半
公
信
、
大
正
十
四
年
五
月
二
十
日
【
同
前
、
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外
務
省
で
は
発
起
人
の
負
担
軽
減
と
故
人
の
生
前
の
日
中
国
交
に
関
す
る
功
績
に
よ
り
、

追
悼
会
経
費
の
一
部
を
別
途
支
出
し
た
。
在
中
国
（
北
京
）
堀
義
貴
臨
時
代
理
公
使
よ

り
幣
原
喜
重
郎
外
務
大
臣
宛
電
報
第
五
七
七
号
、
大
正
十
五
年
九
月
九
日
【
Ｈ
6
『
展

覧
会
関
係
雑
件
』
第
五
巻
、
一
四
三
】
ほ
か
。

（
47
）　

清
水
誌
「
華
族
会
館
ニ
於
ケ
ル
東
方
絵
画
協
会
ニ
関
ス
ル
会
合
記
事
」、
昭
和
二

（
一
九
二
七
）
年
二
月
二
十
二
日
【
Ｈ
6
『
東
方
絵
画
協
会
一
件
』、
四
三
～
四
八
】。

（
48
）　

在
中
国
（
北
京
）
芳
沢
公
使
よ
り
田
中
義
一
外
務
大
臣
宛
公
信
第
九
六
一
号
、
昭
和

二
年
九
月
二
十
八
日
【
同
前
、
二
八
～
二
九
】。

（
49
）　

岡
部
よ
り
正
木
宛
半
公
信
、
昭
和
二
年
十
月
十
一
日
【
同
前
、
三
〇
】。

（
50
）　
「
渡
辺
晨
畝
氏
ニ
支
那
視
察
手
当
支
給
ニ
関
ス
ル
高
裁
案
」、
昭
和
二
年
十
月
十
四
日

決
裁
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
七
】。

（
51
）　

後
日
関
係
者
向
け
に
作
成
さ
れ
た
文
書
に
よ
れ
ば
、
周
肇
祥
は
対
支
文
化
事
業
の
助

成
金
を
事
業
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
交
付
さ
れ
る
も
の
と
思
い
込
み
、
か
つ
そ
れ
を
金

紹
城
亡
き
あ
と
独
断
で
使
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
。
東
方
絵
画
協
会
東
京
本
部
、

［
題
名
な
し
］、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
六
月
二
日
【
同
前
、
三
四
】。

（
52
）　

例
え
ば
、
在
中
国
（
北
京
）
芳
沢
公
使
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
一
二
八
三
号
、

昭
和
二
年
十
二
月
五
日
【
Ｈ
6
『
東
方
絵
画
協
会
一
件
』、
七
八
】。

（
53
）　

東
方
絵
画
協
会
東
京
本
部
「
東
方
絵
画
協
会
北
京
本
部
ヘ
回
答
案
」、
昭
和
三

（
一
九
二
八
）
年
四
月
四
日
【
同
前
、
九
六
】。

（
54
）　

以
下
日
中
の
主
な
政
治
的
事
項
に
関
し
て
は
、
近
代
日
中
関
係
史
年
表
編
集
委
員
会

編
『
近
代
日
中
関
係
史
年
表　

一
七
九
九
―

一
九
四
九
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
。
郭

卿
友
主
編
『
中
華
民
国
時
期
軍
政
職
官
誌
』
甘
粛
人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。『
日
本

外
交
文
書
』
昭
和
期
Ⅰ
第
一
部
第
二
巻
（
昭
和
三
年
）、
外
務
省
、
一
九
九
〇
年
。
出
典

が
前
二
者
の
場
合
は
省
略
し
、『
日
本
外
交
文
書
』
の
場
合
は
巻
数
を
「
Ⅰ
・
一
・
二
」

と
略
記
す
る
。
後
者
は
外
務
省
記
録
の
一
部
を
編
年
方
式
で
主
題
ご
と
に
編
纂
し
た
も

の
で
、
昭
和
期
の
中
国
関
係
は
第
一
部
に
収
録
。

（
55
）　

家
近
亮
子
「
蔣
介
石
の
一
九
二
七
年
秋
の
日
本
訪
問
―
―
「
蔣
介
石
日
記
」
と
日
本

二
十
八
日
【
同
前
、
九
五
～
一
〇
一
】。

（
40
）　
「
日
華
絵
画
聯
合
展
覧
会
開
催
助
成
金
支
出
ニ
関
ス
ル
高
裁
案
」、
大
正
十
五
年
六
月

十
七
日
決
裁
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
五
巻
、
一
〇
～
一
一
】。
こ
れ
と
は
別
に
、

一
般
会
計
経
費
よ
り
出
品
作
品
買
上
の
決
裁
も
あ
る
。

（
41
）　
「
渡
辺
晨
畝
氏
ニ
支
那
美
術
界
ノ
現
状
視
察
方
委
嘱
ニ
関
ス
ル
高
裁
案
」、
大
正
十
五

年
三
月
三
日
決
裁
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
三
巻
、
一
〇
五
～
一
〇
六
】。
公
式

報
告
書
は
、
渡
辺
晨
畝
「
日
華
聯
合
絵
画
展
覧
会
第
四
回
日
本
開
催
ニ
付
渡
支
交
渉
報

告
書
」【
同
第
五
巻
、
五
一
～
六
一
】。

（
42
）　

そ
の
結
果
、
日
華
聯
合
絵
画
展
常
連
の
徐
世
昌
・
呉
昌
碩
・
周
肇
祥
ら
だ
け
で
な
く
、

朱
益
藩
・
沈
瑞
麟
・
宣
統
帝
（
溥
儀
）
か
ら
軍
人
の
段
祺
瑞
・
黎
元
洪
ま
で
が
書
を
出

品
し
、特
に
東
京
の
展
覧
会
場
で
は
一
室
が
設
け
ら
れ
た（
第
三
室
、全
三
十
三
点
）。「
日

華
絵
画
聯
合
展
覧
会
出
品
目
録　

大
正
十
五
年
六
月
十
八
日
至
三
十
日
於
東
京
府
美
術

館
」【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
五
巻
、
一
二
二
～
一
二
七
】。

（
43
）　
「
日
華
絵
画
聯
合
展
覧
会
趣
意
書
」、
大
正
十
五
年
六
月
十
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係

雑
件
』
第
三
巻
、
三
〇
七
】。
牧
野
は
伯
爵
で
、
当
時
内
大
臣
。
同
年
六
月
十
二
日
、
岡

部
と
正
木
が
彼
を
訪
問
し
て
会
長
就
任
を
依
頼
し
、
そ
の
場
で
承
諾
さ
れ
て
い
る
。
正

木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
五
年
、
四
〇
四
頁
。

（
44
）　

渡
辺
晨
畝
「
日
華
聯
合
絵
画
展
覧
会
第
四
回
日
本
開
催
ニ
付
渡
支
交
渉
報
告
書
」【
Ｈ

6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
五
巻
、
六
〇
】。

（
45
）　

会
則
の
起
草
は
七
月
二
日
で
あ
っ
た
。
正
木
直
彦『
十
三
松
堂
日
記
』、四
〇
八
頁
。「
東

方
絵
画
協
会
会
則
」、［
一
九
二
六
年
七
月
］【
Ｈ
6
『
東
方
絵
画
協
会
一
件
』、
三
四
～

三
五
】。
岡
部
よ
り
竹
内
栖
鳳
宛
私
信
、
大
正
十
五
年
七
月
九
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係

雑
件
』
第
三
巻
、
二
九
一
】。
文
化
事
業
部
よ
り
在
中
国
日
本
公
使
館
書
記
官
室
宛
公
信

第
二
〇
四
号
、
同
七
月
二
十
六
日
【
同
第
五
巻
、
一
〇
五
】。

（
46
）　

こ
の
金
死
去
に
関
す
る
日
本
へ
の
第
一
報
は
、
在
中
国
公
使
館
か
ら
の
電
報
で
あ
っ

た
。
東
京
と
大
阪
で
そ
れ
ぞ
れ
の
発
起
人
に
よ
り
追
悼
会
が
行
わ
れ
、
前
者
に
は
牧
野

会
長
以
下
東
方
絵
画
協
会
会
員
の
ほ
か
、
外
務
省
の
出
淵
と
岡
部
も
含
ま
れ
た
。
ま
た
、
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年
、
二
～
五
頁
。
そ
し
て
「
唐
宋
元
明
」
展
の
一
年
前
に
す
で
に
予
備
役
（
事
実
上
の

退
役
）
と
な
り
、貴
族
院
議
員
に
転
身
し
て
い
た
。
坂
西
は
当
時
の
陸
軍
に
お
け
る
「
支

那
通
」
の
先
駆
者
の
一
人
で
、
確
か
に
北
京
政
府
時
代
に
は
陸
軍
の
中
国
政
策
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
。
た
だ
し
坂
西
ら
旧
世
代
の
支
那
通
は
、
現
地
の
中
国
人
有
力
者

と
深
い
関
係
を
結
ん
だ
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
彼
ら
に
利
用
さ
れ
、
ま
た
一
九
二
〇
年
代

半
ば
以
降
新
世
代
の
支
那
通
が
台
頭
す
る
に
つ
れ
そ
の
影
響
力
は
後
退
し
た
と
い
う
。

北
岡
伸
一
『
官
僚
制
と
し
て
の
日
本
陸
軍
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
一
〇
五
～

一
四
七
頁
。

（
60
）　
［「
岩
村
」
印
］「
東
方
絵
画
協
会
関
係
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
ニ
関
ス
ル
打
合
会
状
況

概
要
」、
昭
和
三
年
【
Ｈ
6
『
東
方
絵
画
協
会
一
件
』、
六
一
～
六
六
】。

（
61
）　

前
述
の
よ
う
に
帝
展
の
日
程
は
毎
年
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
「
十
月
」
は
単

な
る
記
述
ミ
ス
と
考
え
ら
れ
る
。

（
62
）　

正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
五
六
三
頁
。

（
63
）　
［「
岩
村
」
印
］「
東
方
絵
画
協
会
関
係
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
ニ
関
ス
ル
打
合
会
打
合

要
領
」、［
昭
和
三
年
三
月
二
十
八
日
］【
Ｈ
6
『
東
方
絵
画
協
会
一
件
』、
九
三
～
九
四
】。

（
64
）　

田
中
外
務
大
臣
よ
り
在
中
国
芳
沢
公
使
宛
公
信
第
一
一
五
号
、
昭
和
三
年
四
月

二
十
三
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
一
〇
三
～
一
〇
五
頁
】。

（
65
）　
「
貴
族
院
議
員
坂
西
利
八
郎
、
画
家
渡
辺
晨
畝
両
氏
ニ
支
那
視
察
手
当
支
給
ニ
関
ス
ル

高
裁
案
」、
昭
和
三
年
五
月
四
日
起
案
・
五
日
決
裁
【
同
前
、
一
四
】。

（
66
）　

正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
五
九
一
頁
。

（
67
）　
「
東
京
美
術
学
校
教
授
結
城
素
明
氏
ニ
支
那
視
察
手
当
支
給
ニ
関
ス
ル
高
裁
案
」、
昭

和
三
年
五
月
十
六
日
起
案
・
十
九
日
決
裁
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、

二
二
】。

（
68
）　

田
中
外
務
大
臣
よ
り
在
中
国
芳
沢
公
使
・
在
天
津
加
藤
外
松
総
領
事
宛
公
信
合

五
二
一
号
、
昭
和
三
年
五
月
二
十
四
日
【
同
前
、
二
七
～
二
八
】。

（
69
）　

正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
五
九
三
頁
。

（
70
）　

渡
辺
よ
り
木
村
淳
文
化
事
業
部
第
一
課
長
ほ
か
一
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
六
月

の
新
聞
報
道
に
よ
る
分
析
」
山
田
辰
雄
・
松
重
充
浩
編
著
『
蔣
介
石
研
究　

政
治
・
戦
争
・

日
本
』
東
方
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
七
八
～
八
四
頁
。
特
に
、
十
一
月
五
日
に
は
田
中

義
一
首
相
兼
外
相
と
の
非
公
式
会
談
も
行
わ
れ
た
（
田
中
内
閣
は
一
九
二
七
年
四
月

二
十
日
に
成
立
）。

（
56
）　
『
北
京
新
聞
』、
昭
和
二
年
十
一
月
一
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、

六
九
】。

（
57
）　
『
報
知
新
聞
』、
昭
和
三
年
二
月
一
日
。「
御
大
典
」
と
は
同
年
十
一
月
十
日
に
行
わ
れ

る
予
定
で
あ
っ
た
昭
和
天
皇
の
即
位
礼
の
こ
と
で
、
そ
の
日
程
は
そ
の
年
の
一
月
に
決

定
さ
れ
て
い
た
。
大
礼
記
録
編
纂
委
員
会
編
『
昭
和
大
礼
要
録
』
再
版
、
内
閣
印
刷
局
、

一
九
三
一
年
、
四
頁
。
以
後
の
新
聞
記
事
や
関
係
者
の
言
で
は
「
御
大
典
記
念
」
と
い

う
文
句
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
内
容
を
よ
く
読
む
な
ら
ば
そ
の
真
意
は
内
外
の
要

人
が
集
ま
る
た
め
に
東
洋
美
術
を
宣
伝
す
る
好
機
と
い
う
こ
と
で
、
む
し
ろ
即
位
礼
に

便
乗
し
た
と
い
え
る
。

（
58
）　

正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
五
五
五
頁
。
一
九
二
八
年
第
九
回
帝
展
の
会
期
お
よ

び
会
場
は
同
年
八
月
十
六
日
付
『
官
報
』
に
告
示
さ
れ
た
が
、
帝
展
は
前
身
の
文
展
時

代
よ
り
例
年
ほ
ぼ
十
月
半
ば
よ
り
十
一
月
二
十
日
前
後
に
開
催
、
会
場
は
第
七
回
展
よ

り
東
京
府
美
術
館
で
あ
っ
た
。
日
展
史
編
纂
委
員
会
編
『
日
展
史
』
第
一
～
八
巻
、日
展
、

一
九
八
〇
～
八
二
年
。
ま
た
、
一
九
二
八
年
に
同
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
は
全

部
で
二
十
九
本
あ
り
、
特
に
二
月
～
六
月
、
九
月
に
は
各
三
本
以
上
開
催
さ
れ
、
十
一

月
以
前
に
借
り
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
東
京
都
美
術
館
新
館
十
年
の

歩
み　

旧
美
術
館
五
十
年
・
展
覧
会
記
録
』
東
京
都
美
術
館
、
一
九
八
五
年
、
一
九
頁
。

齊
藤
康
嘉
『
東
京
府
美
術
館
史
の
研
究
』
筑
波
大
学
芸
術
学
系
齊
藤
康
嘉
研
究
室
、

二
〇
〇
五
年
、
二
〇
四
～
二
〇
五
頁
。

（
59
）　

坂
西
は
第
一
回
日
華
聯
合
絵
画
展
当
時
陸
軍
少
将
（
の
ち
中
将
）
で
中
国
政
府
顧
問

と
し
て
北
京
に
滞
在
し
て
お
り
、
以
来
同
展
に
協
力
し
た
。
当
時
の
彼
は
、
軍
人
に
限

ら
ず
中
国
を
訪
れ
る
す
べ
て
の
日
本
人
に
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
諸
橋

徹
次
「
中
国
旅
行
と
中
国
留
学
（
二
）」『
諸
橋
徹
次
著
作
集
第
三
巻
月
報
』、
一
九
七
七
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事
業
大
事
記
」、
五
一
八
頁
【
Ｈ
3
『
総
委
員
会
関
係
雑
件
／
総
委
員
会
記
録
』、

二
七
八
】
ほ
か
。

（
75
）　

坂
西
・
結
城
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
三
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
六
月
七
日
【
Ｈ

6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
六
一
～
六
三
】。

（
76
）　

在
天
津
加
藤
総
領
事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
一
四
六
号
、
昭
和
三
年
六
月
六

日
、『
日
本
外
交
文
書
』
Ⅰ
・
一
・
二
、三
一
六
頁
。

（
77
）　

天
津
地
域
史
研
究
会
編
『
天
津
史　

再
生
す
る
都
市
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
』
東
方
書
店
、

一
九
九
九
年
、
一
一
一
頁
。

（
78
）　

坂
西
・
結
城
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
三
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
六
月
七
日
【
Ｈ

6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
六
二
】。

（
79
）　
『
北
京
新
聞
』、
昭
和
三
年
六
月
二
十
一
日
【
同
前
、
七
〇
】。

（
80
）　

吉
開
将
人
「
近
代
中
国
に
お
け
る
文
物
事
業
の
展
開
―
―
制
度
的
変
遷
を
中
心
に
」

『
歴
史
学
研
究
』
第
七
八
九
号
、
二
〇
〇
四
年
六
月
、
五
六
頁
。
張
碧
恵
「
中
華
民
国
に

お
け
る
「
故
宮
文
物
」
の
意
味
形
成
―
―
北
京
政
府
期
を
中
心
に
」『
中
国
研
究
月
報
』、

第
六
十
三
巻
第
十
二
号
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
、
二
〇
～
二
四
頁
。

（
81
）　

坂
西
・
結
城
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
三
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
六
月
十
八
日
【
Ｈ

6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
七
四
】。
当
時
は
清
朝
の
復
辟
に
関
す
る
流
言
が
飛

び
交
っ
て
い
た
。
在
天
津
加
藤
総
領
事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
二
〇
三
号
、
昭

和
三
年
六
月
二
十
八
日
、『
日
本
外
交
文
書
』
Ⅰ
・
一
・
二
、
九
八
一
～
九
八
二
頁
。
し

か
し
七
月
初
め
に
い
わ
ゆ
る
東
陵
事
件
（
乾
隆
帝
お
よ
び
西
太
后
の
陵
墓
の
盗
掘
）
が

発
生
し
て
か
ら
、
宣
統
帝
自
身
は
以
前
よ
り
も
行
動
を
自
粛
し
祭
壇
に
礼
拝
す
る
消
極

的
な
日
々
で
あ
っ
た
と
い
う
。
同
機
密
第
五
九
五
号
、
同
九
月
十
七
日
、
同
九
八
五
頁
。

（
82
）　

坂
西
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
三
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
七
月
十
九
日
【
Ｈ
6
『
展

覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
九
一
】。

（
83
）　

坂
西
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
二
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
十
月
七
日
【
同
前
、

一
五
二
】。
後
述
の
『
永
好
留
真
』
に
は
、「
戊
辰
」（
一
九
二
八
年
）
の
年
記
を
持
つ
宣

統
帝
題
、
渡
辺
筆
の
孔
雀
図
が
二
点
収
録
さ
れ
て
い
る
。

二
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
五
六
】。

（
71
）　

坂
西
利
八
郎
・
結
城
素
明
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
三
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
六

月
七
日
【
同
前
、
六
一
】。

（
72
）　
「
中
国
各
地
の
対
日
ボ
イ
コ
ッ
ト
問
題
」『
日
本
外
交
文
書
』
Ⅰ
・
一
・
二
、八
四
〇
～

九
一
二
頁
。
当
時
の
日
本
人
外
交
官
が
し
ば
し
ば
政
府
主
導
と
批
判
し
た
よ
う
に
、
実

際
に
国
民
政
府
は
外
交
政
策
の
一
環
と
し
て
「
宣
伝
と
動
員
」
を
利
用
し
た
と
い
わ
れ

る
。
川
島
真
・
毛
里
和
子
『
グ
ロ
ー
バ
ル
中
国
へ
の
道
程　

外
交
一
五
〇
年
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
九
年
、
五
三
～
五
四
頁
。

（
73
）　

済
南
事
件
に
つ
い
て
は
、
臼
井
勝
美
「
済
南
事
件
交
渉
経
緯
」『
外
交
史
料
館
報
』
第

三
号
、一
九
九
〇
年
三
月
、一
～
一
二
頁
。
邵
建
国
「「
済
南
事
件
」
交
渉
と
蔣
介
石
」『
国

際
政
治
』
第
一
〇
四
号
、
一
九
九
三
年
十
月
、
一
六
八
～
一
八
二
頁
。
同
「「
済
南
事
件
」

を
め
ぐ
る
中
日
外
交
交
渉
」『N

U
C

B
 Journal of Econom

ics and M
anagem

ent

』
vol. 

44
、
No. 

2
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
一
四
五
～
一
五
六
頁
。
高
文
勝
「
済
南
事
件
の
解
決

交
渉
と
王
正
廷
」『
情
報
文
化
研
究
』
第
十
六
号
、
二
〇
〇
二
年
十
月
、
一
六
三
～

一
八
八
頁
。
同
「
済
南
事
件
を
め
ぐ
る
国
民
政
府
の
対
応
」『
日
本
福
祉
大
学
研
究
紀
要　

現
代
と
文
化
』
第
一
一
二
号
、
二
〇
〇
五
年
八
月
、
三
一
～
四
五
頁
。
ま
た
、
田
中
外

相
自
身
は
い
ず
れ
も
反
共
産
主
義
的
傾
向
を
示
す
国
民
党
右
派
勢
力
（
蔣
介
石
を
中
心

と
す
る
）
お
よ
び
張
作
霖
の
両
者
と
等
距
離
を
保
持
し
て
南
北
を
分
割
統
治
さ
せ
る
こ

と
が
本
望
で
、
済
南
事
件
に
よ
る
対
日
不
信
は
不
本
意
で
あ
っ
た
と
い
う
。
服
部
龍
二

『
東
ア
ジ
ア
国
際
環
境
の
変
動
と
日
本
外
交　

一
九
一
八
―

一
九
三
一
』
有
斐
閣
、

二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
～
二
〇
八
頁
。

（
74
）　

五
月
十
三
日
に
そ
の
中
国
側
委
員
長
（
柯
劭
忞
）
が
辞
表
を
提
出
、
十
四
日
に
委
員

の
一
人
（
江
庸
）
が
全
体
の
辞
表
を
提
出
、
さ
ら
に
十
五
日
に
は
委
員
全
体
の
退
出
の

声
明
を
新
聞
紙
上
に
発
表
し
た
。
そ
の
後
同
委
員
会
は
開
催
さ
れ
ず
、
関
連
す
る
事
業

は
す
べ
て
停
滞
し
た
。
外
務
省
は
政
府
間
協
定
に
基
づ
く
任
務
の
一
方
的
な
放
棄
を
認

め
な
か
っ
た
が
、
同
時
に
新
た
に
政
権
を
と
っ
た
国
民
政
府
が
条
約
改
正
の
一
環
と
し

て
対
支
文
化
事
業
の
廃
止
を
要
求
す
る
と
い
う
情
報
を
す
で
に
得
て
い
た
。「
東
方
文
化
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（
94
）　

在
南
京
岡
本
一
策
領
事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
二
八
〇
号
、
昭
和
三
年
七
月

八
日
、『
日
本
外
交
文
書
』
Ⅰ
・
一
・
二
、
六
〇
三
頁
。

（
95
）　

渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
二
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
十
月
十
五
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会

関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
一
六
一
】。

（
96
）　

当
時
の
肅
親
王
の
先
代
（
善
耆
、
一
八
六
六
～
一
九
二
二
）
は
一
九
一
〇
年
代
に
日

本
人
の
川
島
浪
速
と
「
満
蒙
独
立
」
運
動
を
画
策
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、そ
れ
は
「
運
動
」

に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
中
見
立
夫
「〝
満
蒙
独
立
運
動
〟
と
い
う
虚
構
と
、

そ
の
実
像
」『
近
代
日
本
研
究
』
第
二
十
八
巻
、
二
〇
一
二
年
二
月
、
七
三
～
一
〇
六
頁
。

ま
た
、
恭
親
王
も
張
作
霖
の
下
野
後
に
日
本
の
了
解
と
擁
立
運
動
者
が
あ
れ
ば
「
東
三

省
ノ
首
脳
者
」
と
な
る
野
心
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。
関
東
庁
警
務
局
長
よ
り
出
淵

外
務
次
官
ほ
か
一
名
宛
関
機
高
収
第
一
五
三
一
三
号
ノ
二
、
昭
和
三
年
六
月
十
日
、『
日

本
外
交
文
書
』
Ⅰ
・
一
・
二
、
九
七
七
～
九
七
八
頁
。

（
97
）　

坂
西
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
三
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
七
月
十
九
日
【
Ｈ
6
『
展

覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
九
三
】。

（
98
）　

七
月
二
十
一
日
、
反
日
暴
行
委
員
会
に
よ
っ
て
反
日
国
体
協
議
会
が
開
か
れ
た
。
在

上
海
加
藤
副
領
事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
商
電
第
四
九
号
、
昭
和
三
年
七
月

二
十
一
日
、『
日
本
外
交
文
書
』
Ⅰ
・
一
・
二
、
八
五
七
頁
。

（
99
）　

坂
西
利
八
郎
・
渡
辺
晨
畝
「
上
海
ニ
於
ケ
ル
日
誌
」、［
一
九
二
八
年
］
八
月
【
Ｈ
6
『
展

覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
一
〇
一
】。

（
100
）　

田
中
外
務
大
臣
よ
り
在
南
京
岡
本
領
事
宛
公
信
第
七
二
号
、
昭
和
三
年
九
月
十
八
日

【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
一
二
三
～
一
二
四
】。

（
101
）　

在
上
海
矢
田
総
領
事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
六
一
一
号
、
昭
和
三
年
九
月

十
二
日
、『
日
本
外
交
文
書
』
Ⅰ
・
一
・
二
、
四
八
〇
～
四
八
一
頁
。
こ
の
情
報
は
蔣
介

石
の
腹
心
の
部
下
で
国
民
革
命
軍
総
参
謀
長
の
張
群
か
ら
得
た
も
の
で
、
当
時
に
お
い

て
は
比
較
的
確
実
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
田
中
外
相
は
時
局
に
は
触
れ
ず
た
だ
蔣

に
御
祝
を
伝
え
る
よ
う
矢
田
に
指
示
し
、
両
者
の
会
談
は
同
月
十
六
日
に
実
現
し
た
。

田
中
よ
り
矢
田
宛
電
報
第
二
〇
九
号
、
同
九
月
十
二
日
、
同
四
八
一
～
四
八
二
頁
ほ
か
。

（
84
）　

在
天
津
加
藤
総
領
事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
三
〇
九
号
、
昭
和
三
年
十
一
月

五
日
【
同
前
、
二
一
五
】。

（
85
）　

坂
西
・
結
城
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
三
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
六
月
十
八
日
、

七
月
五
日
【
同
前
、
七
四
、八
二
】。
な
お
、国
民
政
府
は
北
京
入
城
後
に
同
地
を
「
北
平
」

と
改
称
し
た
が
、
今
回
参
照
の
資
料
の
ほ
と
ん
ど
で
は
変
更
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、

本
論
で
は
「
北
京
」
で
統
一
す
る
。

（
86
）　

在
中
国
芳
沢
公
使
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
機
密
第
七
二
八
号
、
昭
和
三
年
六
月
十
九

日
、『
日
本
外
交
文
書
』
Ⅰ
・
一
・
二
、
三
二
一
頁
。

（
87
）　

坂
西
・
結
城
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
三
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
七
月
五
日
【
Ｈ

6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
八
三
】。

（
88
）　

坂
西
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
二
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
十
月
七
日
【
同
前
、

一
五
二
】。

（
89
）　

荒
木
十
畝
・
渡
辺
晨
畝
「
大
正
十
三
年
春
季
開
催　

北
京
上
海
日
華
聯
合
絵
画
展
覧

会
報
告
書
」、
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
一
巻
、

八
四
】。

（
90
）　

貢
桑
諾
爾
布
は
内
モ
ン
ゴ
ル
の
中
で
も
北
京
に
近
い
ハ
ラ
チ
ン
の
領
主
で
、
そ
の
妃

は
清
朝
宗
室
肅
親
王
善
耆
の
妹
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
内
モ
ン
ゴ
ル
統
一
の
た
め
に
日
本

と
連
携
し
て
自
己
の
軍
事
力
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
、善
耆
と
日
本
人
か
ら
は
「
蒙

古
挙
兵
」
に
参
加
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
た
。
し
か
し
、
北
京
政
府
の
蒙
古
待
遇
条
例

に
よ
り
蒙
蔵
事
務
局
（
の
ち
蒙
蔵
院
）
総
裁
に
就
任
し
た
。
中
見
立
夫
『「
満
蒙
問
題
」

の
歴
史
的
構
図
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
五
九
～
八
一
、一
三
一
～
一
六
八

頁
。

（
91
）　

坂
西
・
結
城
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
三
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
七
月
五
日
【
Ｈ

6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
八
四
】。

（
92
）　

同
前
。

（
93
）　

坂
西
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
三
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
七
月
十
九
日
【
同
前
、

九
二
】。
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（
114
）　

拙
論
「『
國
華
』
に
み
る
新
来
の
中
国
絵
画
」、
一
三
～
一
四
頁
。

（
115
）　

拙
論
「『
國
華
』
に
み
る
古
渡
の
中
国
絵
画
」、
七
三
、八
五
、九
〇
～
九
二
頁
。

（
116
）　

例
え
ば
、
東
福
寺
所
蔵
の
釈
迦
普
賢
菩
薩
像
お
よ
び
高
桐
院
所
蔵
の
山
水
図
は
呉
道

子
、
知
恩
院
所
蔵
の
蓮
花
図
は
徐
煕
、
金
地
院
所
蔵
の
山
水
図
は
徽
宗
、
久
遠
寺
所
蔵

の
夏
景
山
水
図
は
胡
直
夫
、
智
積
院
所
蔵
の
瀑
布
図
は
王
維
、
高
山
寺
所
蔵
の
不
空
三

蔵
像
は
張
思
恭
の
筆
、
と
い
う
伝
称
が
あ
っ
た
。

（
117
）　
「
支
那
名
士
ニ
本
邦
視
察
手
当
補
給
方
ニ
関
ス
ル
高
裁
案
」、
昭
和
三
年
十
一
月
六
日

決
裁
【
Ｈ
6
『
満
支
人
本
邦
視
察
旅
行
関
係
雑
件
／
補
助
実
施
関
係
』
第
三
巻
、

二
七
九
～
二
八
一
】。

（
118
）　

在
天
津
加
藤
総
領
事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
三
〇
四
号
、
昭
和
三
年
十
月

三
十
一
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
一
九
四
】。

（
119
）　
『
国
民
新
聞
』、
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日
。

（
120
）　

在
大
連
坂
西
よ
り
岡
部
宛
電
報
、昭
和
三
年
十
一
月
一
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』

第
四
巻
、
一
九
八
】。

（
121
）　
『
日
日
新
聞
』、
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
日
【
同
前
、
三
六
四
】。

（
122
）　

在
上
海
矢
田
総
領
事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
七
七
九
号
、
昭
和
三
年
十
一
月

一
日
【
同
前
、
二
〇
四
】。

（
123
）　

田
中
外
務
大
臣
よ
り
在
上
海
矢
田
総
領
事
宛
電
報
第
三
二
二
号
、
昭
和
三
年
十
一
月

七
日
【
同
前
、
二
三
〇
】。

（
124
）　
『
大
阪
毎
日
新
聞
』、
十
一
月
十
八
日
。
在
神
戸
大
久
保
よ
り
岩
村
書
記
官
宛
電
報
、

昭
和
三
年
十
一
月
十
九
日
、
二
十
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、

三
二
八
、三
三
四
】。

（
125
）　
『
国
民
新
聞
』、
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日
。

（
126
）　

在
天
津
加
藤
総
領
事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
三
二
二
号
、
昭
和
三
年
十
一
月

二
十
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
三
三
五
～
三
三
六
】。
在
南
京
岡
本
領

事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
六
六
三
号
、
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
一
日
【
同
、

三
三
七
】。

（
102
）　

矢
田
よ
り
田
中
宛
電
報
第
六
六
三
号
、
昭
和
三
年
九
月
二
十
七
日
（
発
）【
Ｈ
6
『
展

覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
一
三
〇
】。

（
103
）　

図
3
の
原
題
は
「
蔣
介
石
国
民
政
府
主
席
収
蔵
」
の
み
の
た
め
、
筆
者
名
と
作
品
名

を
暫
定
的
に
付
け
た
。

（
104
）　

坂
西
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
二
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
十
月
七
日
【
Ｈ
6
『
展

覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
一
五
一
】。

（
105
）　

図
3
が
収
録
さ
れ
た
『
永
好
留
真
』
は
そ
の
集
大
成
で
、
一
九
三
〇
年
十
二
月
に
自

費
出
版
さ
れ
た
。

（
106
）　

家
近
亮
子
「
蔣
介
石
の
一
九
二
七
年
秋
の
日
本
訪
問
」、
七
〇
～
七
六
頁
。

（
107
）　

家
近
亮
子
『
蔣
介
石
と
南
京
国
民
政
府
―
―
中
国
国
民
党
の
権
力
浸
透
に
関
す
る
分

析
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
九
～
一
四
三
頁
。
こ
の
制
度
上
の

最
高
権
力
は
中
国
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
政
治
会
議
で
あ
り
、
行
政
院
を
含
む
五
院

の
各
院
長
も
国
民
政
府
主
席
を
牽
制
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
、
決
し
て
蔣
介
石
の
意
図

通
り
の
制
度
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

（
108
）　
『
聯
合
通
信
』
第
十
四
号
、
昭
和
三
年
九
月
二
十
七
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』

第
四
巻
、
一
二
九
】。

（
109
）　
「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
ニ
対
シ
助
成
金
補
給
ニ
関
ス
ル
高
裁
案
」【
同
前
、
四
三
七
】。

（
110
）　

日
本
政
府
に
よ
る
国
民
政
府
の
正
式
承
認
は
、
一
九
二
九
年
六
月
で
あ
る
（
た
だ
し

事
実
上
同
年
一
月
に
承
認
）。

（
111
）　

坂
西
・
渡
辺
よ
り
岡
部
ほ
か
二
名
宛
書
簡
、［
一
九
二
八
年
］
十
月
七
日
【
Ｈ
6
『
展

覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
一
五
三
】。

（
112
）　
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
三
五
七
～
三
六
一
】。
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ

ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
閲
覧
で
き
る
の
は
当
目
録
の
表
面
の
み
だ
が
、
実
は
こ
の

目
録
に
は
裏
面
が
あ
り
、「
十
二
月
六
日
陳
列
替　

追
加
」
と
し
て
さ
ら
に
六
十
八
点
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。
今
回
伊
藤
隆
夫
氏
の
ご
厚
意
に
よ
り
、氏
所
蔵
の
原
本
を
閲
覧
し
た
。

（
113
）　
「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
大
連
出
品
明
細
表
」「
同
天
津
出
品
明
細
表
」「
同
北
平
出
品

明
細
表
」「
同
上
海
出
品
明
細
表
」【
同
前
、
五
〇
八
～
五
一
九
】。
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一
九
二
五
年
五
月
、
前
述
の
日
華
聯
合
絵
画
展
拡
張
計
画
交
渉
の
た
め
に
北
京
に
滞
在

し
た
渡
辺
は
大
内
暢
三
に
偶
然
会
い
、
近
衛
の
会
長
就
任
へ
の
口
添
え
を
依
頼
し
て
い

る
。
渡
辺
よ
り
岡
部
宛
書
簡
、［
一
九
二
五
年
］五
月
二
十
日【
Ｈ
6『
展
覧
会
関
係
雑
件
』

第
三
巻
、
一
六
】。
大
内
は
文
麿
の
父
篤
麿
の
晩
年
の
側
近
で
あ
り
、
当
時
衆
議
院
議
員

に
し
て
東
亜
同
文
会
理
事
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
東
方
文
化
事
業
総
委
員
会
委
員

と
し
て
、
そ
の
章
程
の
作
成
に
際
し
日
中
委
員
双
方
の
合
意
を
得
る
た
め
に
奔
走
し
た
。

阿
部
洋
『「
対
支
文
化
事
業
」
の
研
究
』、
二
八
九
～
二
九
三
頁
。
し
た
が
っ
て
、
は
る

か
以
前
に
日
華
聯
合
絵
画
展
の
会
長
と
し
て
近
衛
が
浮
上
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
135
）　

正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
六
三
四
頁
。

（
136
）　

例
え
ば
、『
日
日
新
聞
』、
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』

第
四
巻
、
三
六
九
】。

（
137
）　
『
東
京
朝
日
新
聞
』、
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
七
日
。

（
138
）　

正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
六
三
六
頁
。『
時
事
新
聞
』、
昭
和
三
年
十
二
月
二
日

【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
三
八
七
】。

（
139
）　

正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
六
三
六
頁
。

（
140
）　

同
前
、
六
三
七
頁
。
正
木
は
「
実
に
其
劇
跡
な
る
に
驚
嘆
」
し
た
と
い
う
。

（
141
）　
『
時
事
新
聞
』、
昭
和
三
年
十
二
月
十
三
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、

四
〇
五
】。
特
に
李
公
麟
筆
五
馬
図
巻
に
は
黄
庭
堅
に
よ
る
跋
文
が
あ
り
、
か
つ
て
「
旧

清
朝
内
府
蔵
」
と
し
て
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
と
同
一
の
可
能
性
が
あ
る
。
拙

論
「『
國
華
』
に
み
る
新
来
の
中
国
絵
画
」、
一
一
頁
。
ま
た
、
展
覧
会
終
了
後
の
十
二

月
二
十
二
日
に
も
同
じ
三
点
が
東
京
府
美
術
館
で
関
係
者
に
公
開
さ
れ
、
翌
年
一
月

三
十
日
に
も
正
木
は
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
で
細
川
護
立
・
矢
代
幸
雄
と
と
も
に
観
賞

し
た
。
正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
六
四
〇
、六
四
八
頁
。

（
142
）　

展
覧
会
会
長
の
近
衛
、
外
務
省
の
岡
部
の
ほ
か
、
委
員
の
正
木
・
坂
西
・
横
山
・
川
合
・

小
室
・
結
城
・
渡
辺
、
さ
ら
に
来
日
中
国
人
の
劉
驤
業
・
李
文
権
ら
に
よ
る
壮
大
な
出

迎
え
が
あ
り
、
ま
た
歴
代
帝
王
図
に
つ
い
て
正
木
よ
り
説
明
を
受
け
た
と
い
う
。『
時
事

新
聞
』、
昭
和
三
年
十
二
月
十
三
日
。
た
だ
し
滞
在
時
間
は
三
十
分
ほ
ど
で
、
全
点
を
観

（
127
）　
『
聯
合
通
信
』
第
三
九
号
、
昭
和
三
年
十
一
月
七
日
【
同
前
、
二
三
九
】。
翌
日
日
本

の
『
国
民
新
聞
』
に
も
同
内
容
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

（
128
）　

在
天
津
加
藤
総
領
事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
三
一
三
号
、
昭
和
三
年
十
一
月

九
日
【
同
前
、
二
四
七
】。
在
中
国
（
北
京
）
堀
代
理
公
使
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報

第
一
五
五
二
号
、
同
十
一
月
十
日
【
同
、
二
五
七
】。

（
129
）　

在
天
津
田
代
重
徳
総
領
事
代
理
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
三
号
、
昭
和
四

（
一
九
二
九
）
年
一
月
七
日
【
同
前
、
四
四
四
】。

（
130
）　

古
物
保
管
会
は
、
一
九
二
七
年
十
月
に
中
華
民
国
の
最
高
学
術
機
関
と
し
て
設
立
さ

れ
た
中
華
民
国
大
学
院
（
院
長
は
蔡
元
培
）
の
専
門
委
員
会
の
一
つ
と
し
て
翌
年
南
京

に
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
北
平
分
会
は
、
一
九
二
八
年
六
月
、
国
民
革
命
軍
の
北
京
入
城

後
に
設
立
さ
れ
て
い
た
。
吉
開
将
人
「
近
代
中
国
に
お
け
る
文
物
事
業
の
展
開
」、
五
六

～
五
八
頁
。

（
131
）　
「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
趣
旨
書
（
役
員
並
ニ
賛
助
員
）」【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』

第
四
巻
、
三
四
五
～
三
五
六
】。

（
132
）　

候
補
は
西
園
寺
公
望
・
牧
野
伸
顕
・
内
田
康
哉
・
清
浦
奎
吾
で
あ
っ
た
が
、
な
る
べ

く
「
協
会
ノ
為
マ
メ
ニ
奔
走
」
し
、
か
つ
文
墨
に
理
解
が
あ
る
人
物
が
望
ま
れ
た
。
清

水
誌
「
華
族
会
館
ニ
於
ケ
ル
東
方
絵
画
協
会
ニ
関
ス
ル
会
合
記
事
」【
Ｈ
6
『
東
方
絵
画

協
会
一
件
』、
五
五
～
五
六
】。
一
九
二
七
年
六
月
二
十
四
日
、
実
際
に
正
木
が
清
浦
に

依
頼
し
て
承
諾
さ
れ
た
。
正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
四
九
六
頁
。

（
133
）　

正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
六
一
三
頁
。
こ
の
日
の
会
合
は
、
帝
展
の
会
期
・
会

場
に
関
す
る
翌
日
の
文
部
省
告
示
を
想
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
134
）　

岡
部
は
子
爵
で
、
一
九
二
三
年
十
一
月
に
結
成
さ
れ
て
華
族
、
貴
族
院
、
学
習
院
問

題
を
議
論
し
た
「
十
一
会
」
に
参
加
し
て
い
た
。
他
方
近
衛
は
一
九
二
七
年
に
貴
族
院

改
革
を
目
指
し
公
侯
爵
か
ら
な
る
「
火
曜
会
」
を
結
成
し
、
両
会
は
同
年
十
月
よ
り
合

流
し
た
。
ま
た
、
岡
部
は
一
九
二
六
年
頃
よ
り
行
わ
れ
た
近
衛
派
の
「
東
京
倶
楽
部
午

餐
会
」
に
も
参
加
し
て
い
た
と
い
う
。
後
藤
致
人
「
近
代
国
家
に
お
け
る
天
皇
・
華
族

社
会
の
研
究
」、
博
士
論
文
、
一
九
九
八
年
、
七
二
～
七
六
、八
九
～
九
七
頁
。
た
だ
し



188

（
158
）　
「
唐
宋
元
明
名
画
展
覧
会
ニ
対
シ
助
成
金
追
加
補
給
ニ
関
ス
ル
高
裁
案
」、
昭
和
四
年

十
一
月
二
十
六
日
決
裁
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
四
二
四
】。

（
159
）　
「
唐
宋
元
明
名
画
大
観
購
入
費
支
出
方
ニ
関
ス
ル
高
裁
案
」、
昭
和
四
年
三
月
二
十
五

日
決
裁
【
同
前
、
四
八
四
】。

（
160
）　

①
②
は
い
ず
れ
も
二
冊
だ
が
、
①
は
全
四
二
〇
頁
で
末
尾
に
画
家
名
の
日
英
対
照
表

を
含
む
の
に
対
し
、
②
は
全
四
二
八
頁
で
対
照
表
は
な
く
、
表
紙
、
題
筌
、
お
よ
び
一

部
図
版
が
①
と
は
異
な
る
（
い
ず
れ
も
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
参
照
）。
③
は
「
特
輯

版
」
と
明
記
さ
れ
、
大
型
で
冊
数
は
多
い
も
の
の
図
版
は
全
二
百
点
で
あ
る
（
東
京
文

化
財
研
究
所
所
蔵
本
参
照
）。
岡
部
は
一
九
二
九
年
二
月
一
日
に
大
塚
巧
藝
社
か
ら
で
き

た
ば
か
り
の
「
普
及
版
」
を
受
け
取
る
一
方
、
そ
の
前
日
に
は
刀
江
書
院
の
尾
高
豊
作

か
ら
「
唐
宋
元
明
名
画
大
観
偽
造
」
の
計
画
が
あ
る
と
注
意
さ
れ
て
い
る
。
尚
友
倶
楽

部
編
『
岡
部
長
景
日
記
』、
二
七
、二
九
頁
。
し
た
が
っ
て
②
は
二
版
ま
た
は
偽
版
の
可

能
性
が
あ
り
、
本
論
で
は
①
を
採
用
し
た
。

（
161
）　

正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
六
四
三
頁
。

（
162
）　

外
務
省
文
化
事
業
部
よ
り
在
中
国
（
北
京
）
公
使
館
・
在
天
津
総
領
事
館
宛
公
信
合

第
四
一
〇
号
、
昭
和
四
年
四
月
十
七
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、

四
八
六
】。

（
163
）　

正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
五
八
五
～
五
八
六
頁
。

（
164
）　
【
Ｈ
6
『
研
究
助
成
関
係
雑
件
／
出
版
助
成
関
係
雑
件
』
第
一
巻
、
二
九
～
三
〇
】。

（
165
）　
「
社
団
法
人
國
華
倶
楽
部
ノ
支
那
古
書
画
現
在
目
録
作
成
事
業
助
成
ニ
関
ス
ル
高
裁

案
」、
昭
和
三
年
九
月
十
八
日
決
裁
【
同
前
、
三
三
】。
な
お
、
昭
和
四
年
度
か
ら
六
年

度
に
つ
い
て
も
同
様
の
決
裁
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
目
録
は
最
終
的
に
一
九
三
八
年
（
昭

和
十
三
年
）
に
『
日
本
現
在
支
那
名
画
目
録
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
外
務
省
で
は
同
年

度
に
そ
の
購
入
費
が
決
裁
さ
れ
た
。

（
166
）　

例
え
ば
、
日
本
人
新
興
収
蔵
家
の
所
蔵
す
る
（
新
来
の
）
中
国
絵
画
の
『
國
華
』
へ

の
掲
載
は
一
九
二
七
年
に
始
ま
っ
た
が
、
本
格
化
す
る
の
は
一
九
二
九
年
以
降
で
あ
り
、

「
唐
宋
元
明
」
展
の
影
響
が
窺
え
る
。
ま
た
内
藤
湖
南
「
支
那
絵
画
史
講
話
」（『
仏
教
美

覧
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

（
143
）　

正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、
六
三
八
～
六
三
九
頁
。

（
144
）　

同
前
、
六
三
八
頁
。

（
145
）　

最
終
的
に
、
翌
一
九
二
九
年
三
月
二
十
八
日
、
日
中
両
政
府
が
解
決
文
書
に
調
印
し

て
終
了
し
た
。

（
146
）　

原
田
尾
山
談
「
唐
、
宋
、
元
、
明
四
代
の
作
品
を
観
る
」『
東
京
日
日
新
聞
』、
昭
和

三
年
十
一
月
二
十
五
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
三
七
〇
】。

（
147
）　

後
藤
朝
太
郎
「
支
那
で
も
見
ら
れ
ぬ
古
名
画
の
展
観
清
賞
」『
国
民
新
聞
』、
昭
和
三

年
十
一
月
三
十
日
～
十
二
月
二
日
。

（
148
）　

田
中
外
務
大
臣
よ
り
在
天
津
田
代
総
領
事
代
理
宛
電
報
第
三
号
、
昭
和
四
年
一
月

十
四
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
四
四
五
】。
田
代
よ
り
田
中
宛
電
報
第

三
号
、
一
月
十
六
日
【
同
、
四
四
六
】。
こ
れ
は
、
劉
驤
業
に
よ
る
一
方
的
な
申
し
出
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
尚
友
倶
楽
部
編
『
岡
部
長
景
日
記
』
柏
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
七
頁
。

（
149
）　

田
中
よ
り
田
代
宛
公
信
第
九
号
、
昭
和
四
年
一
月
二
十
四
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係

雑
件
』
第
四
巻
、
四
六
三
】。
同
電
報
第
五
六
号
、
同
五
月
二
十
二
日
【
同
、
五
〇
〇
】。

在
天
津
岡
本
武
三
総
領
事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
一
六
五
号
、
同
六
月
二
十
九

日
【
同
、
五
〇
七
】。

（
150
）　
『
日
日
新
聞
』、
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
日
、
二
十
五
日
【
同
前
、
三
六
四
、三
六
九
】。

（
151
）　
『
報
知
新
聞
』、
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日
【
同
前
、
三
七
〇
】。

（
152
）　
『
日
華
新
報
』、
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日
【
同
前
、
三
六
六
】。

（
153
）　

原
田
尾
山
談
「
唐
、
宋
、
元
、
明
四
代
の
作
品
を
観
る
」。

（
154
）　

後
藤
朝
太
郎
「
支
那
で
も
見
ら
れ
ぬ
古
名
画
の
展
観
清
賞
」。

（
155
）　

久
木
今
作
「
唐
宋
元
明
画
展
所
感
」『
都
新
聞
』、
昭
和
三
年
十
二
月
九
日
～

十
二
、十
四
日
。

（
156
）　

正
木
直
彦
「
支
那
古
名
画
」『
東
京
朝
日
新
聞
』、
昭
和
三
年
十
二
月
十
五
日
、
十
六
日
、

十
八
日
。

（
157
）　

注
（
1
）
の
拙
論
参
照
。
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（
169
）
蔣
介
石
が
済
南
事
件
以
降
抗
日
戦
勝
利
ま
で
日
記
に
「
雪
恥
」
の
文
字
を
書
き
続
け
た

と
い
う
逸
話
は
有
名
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
は
日
本
の
軍
部
と
政
官
民
と
を
切
り
離
し

て
考
え
て
い
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
家
近
亮
子
『
蔣
介
石
の
外
交
戦
略
と
日
中
戦
争
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
六
二
～
六
四
頁
。

（
170
）　

例
え
ば
、
田
中
内
閣
は
あ
く
ま
で
「
等
距
離
外
交
」
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
中
国
統

一
を
危
惧
し
、（
国
民
政
府
に
帰
属
し
よ
う
と
す
る
）
張
学
良
に
は
圧
力
を
か
け
て
い
た
。

服
部
龍
二
『
東
ア
ジ
ア
国
際
環
境
の
変
動
と
日
本
外
交
』、
二
一
七
頁
。
他
方
、
国
民
政

府
は
一
九
二
九
年
以
降
、
前
述
の
条
約
改
正
交
渉
の
一
環
と
し
て
対
支
文
化
事
業
自
体

の
廃
止
（
す
な
わ
ち
義
和
団
事
件
賠
償
金
の
全
面
返
還
）
要
求
交
渉
を
開
始
し
た
。
阿

部
洋
『「
対
支
文
化
事
業
」
の
研
究
』、
四
五
二
～
四
五
八
頁
。

（
171
）　

例
え
ば
、
先
の
古
物
保
管
会
の
主
張
に
対
し
、
在
外
公
館
で
は
出
品
物
を
日
本
で
売

却
す
る
よ
う
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
出
品
者
中
に
は
相
当

の
価
格
で
あ
れ
ば
売
却
す
る
も
差
支
え
な
い
と
い
う
者
も
い
る
と
聞
い
た
と
い
う
。
在

天
津
加
藤
総
領
事
よ
り
田
中
外
務
大
臣
宛
電
報
第
三
四
三
、三
四
四
号
、
昭
和
三
年
十
二

月
十
二
日
【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
四
巻
、
四
〇
九
、四
一
〇
】。
実
際
に

一
九
二
九
年
一
月
十
一
日
、
正
木
は
「
梁
鴻
志
の
閻
立
本
帝
王
図
を
八
万
五
千
円
位
に

て
取
る
人
あ
ら
は
斡
当
せ
ん
」
と
の
情
報
を
得
た
。
正
木
直
彦
『
十
三
松
堂
日
記
』、

六
四
三
頁
。
同
図
は
、
一
九
三
一
年
に
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
購
入
さ
れ
た
。

付
記

　

図
版
の
撮
影
に
際
し
、『
唐
宋
元
明
名
画
大
観
』
に
つ
い
て
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
、

『
永
好
留
真
』
に
つ
い
て
は
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
東
京
文
化
財
研
究
所
所
蔵
本
を

そ
れ
ぞ
れ
使
用
し
た
。
ま
た
、
本
論
の
旧
稿
に
対
し
、
瀧
本
弘
之
、
戦
暁
梅
の
両
氏
か
ら
貴

重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。

術
』
一
九
二
六
年
五
月
～
一
九
三
一
年
十
一
月
）
で
は
、
一
九
二
九
年
九
月
の
「
五
代

の
絵
画
」
以
降
「
唐
宋
元
明
」
展
の
出
品
作
を
想
定
し
た
記
述
が
確
認
さ
れ
る
。

（
167
）　

そ
も
そ
も
日
華
聯
合
絵
画
展
の
最
初
の
動
機
は
、
渡
辺
が
金
紹
城
ら
の
所
蔵
す
る
中

国
の
古
画
を
見
て
「
支
那
絵
画
の
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
」「
分
家
た
る
日
本
も
本

家
た
る
中
国
も
相
共
に
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
」
を
痛
切
に
感
じ
た
こ
と
に
よ
る
。

一
記
者
「
日
支
絵
画
展
覧
会
の
前
途
」、［
出
典
不
明
、大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
五
月
］

【
Ｈ
6
『
展
覧
会
関
係
雑
件
』
第
三
巻
、
一
二
〇
～
一
二
二
】。
ま
た
、
金
は
第
二
回
お

よ
び
第
四
回
の
日
華
聯
合
絵
画
展
の
際
に
、
参
考
品
と
し
て
所
蔵
す
る
古
画
を
展
示
し

た
。［
渡
辺
］「
日
華
聯
合
絵
画
展
覧
会
報
告
書
」、［
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
五
月

開
催
］【
同
第
一
巻
、
三
二
八
～
三
五
一
】。「
日
華
絵
画
聯
合
展
覧
会
出
品
目
録　

大
正

十
五
年
七
月
七
日
至
十
一
日
於
中
之
島
中
央
公
会
堂
」【
同
第
五
巻
、
一
二
二
～

一
二
七
】。

（
168
）　

た
だ
し
、
特
に
文
化
事
業
部
長
の
岡
部
、
在
中
国
公
使
の
芳
沢
、
陸
軍
中
将
（
の
ち

貴
族
院
議
員
）
の
坂
西
ら
に
よ
る
個
人
的
賛
同
が
、
事
業
の
進
捗
に
少
な
か
ら
ず
影
響

し
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
岡
部
は
「
唐
宋
元
明
」
展
終
了
後
の

一
九
二
九
年
二
月
、
宮
内
省
へ
異
動
し
た
。
そ
の
時
渡
辺
は
「
若
し
宮
内
省
で
な
け
れ

ば
是
非
引
留
運
動
を
な
す
べ
き
だ
が
、
こ
れ
は
已
む
を
得
な
い
。
御
祝
を
申
す
」「
今
後

是
非
関
係
を
断
た
ず
に
居
て
呉
れ
」
と
述
べ
、
特
に
岡
部
に
対
し
て
個
人
的
信
頼
を
寄

せ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
尚
友
倶
楽
部
編
『
岡
部
長
景
日
記
』、二
四
、三
二
頁
。
ま
た
、

芳
沢
は
当
時
の
対
中
国
政
策
に
関
し
て
本
省
と
対
等
に
渡
り
合
っ
た
有
能
な
外
交
官
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
劉
傑
「
日
中
関
係
の
な
か
の
「
中
国
通
」
外
交
官
―
―
芳
沢

謙
吉
・
有
吉
明
の
時
代
」
劉
傑
・
川
島
真
編
『
対
立
と
共
存
の
歴
史
認
識　

日
中
関
係

一
五
〇
年
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
二
四
九
～
二
七
八
頁
。
さ
ら
に
、
退

役
後
の
坂
西
は
独
自
の
「
日
支
親
善
」
観
の
下
に
一
議
員
と
し
て
中
国
に
お
け
る
活
動

に
様
々
な
抱
負
を
持
っ
て
い
た
。「
現
代
支
那
研
究
の
態
度
」［
昭
和
三
年
五
月
四
日
講

演
］
坂
西
利
八
郎
講
述
・
吉
見
正
任
編
『
隣
邦
の
内
面
観
』
日
支
問
題
研
究
会
、

一
九
三
六
年
、
二
九
～
六
三
頁
ほ
か
。
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は
じ
め
に

　

近
年
の
邦
画
に
お
い
て
、
興
行
的
に
成
功
し
、
数
々
の
映
画
賞
を
受
賞
す
る

な
ど
評
価
を
集
め
、
シ
リ
ー
ズ
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
稀
有
な
作
品
と
し
て
、

『A
LW

A
Y

S　

三
丁
目
の
夕
日
』（
山
崎
貴
監
督
、
二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
。
現

在
ま
で
、
同
一
監
督
で
『A

LW
A

Y
S　

続
・
三
丁
目
の
夕
日
』（
二
〇
〇
七
年
）、

『A
LW

A
Y

S　

三
丁
目
の
夕
日
’64
』（
二
〇
一
二
年
）
と
あ
わ
せ
て
全
三
作
製

作
・
公
開
さ
れ
て
い
る
が（

1
）、

そ
の
ど
れ
も
が
、
邦
画
年
間
興
行
収
入
の
ベ
ス

ト
・
テ
ン
に
入
り
、
三
十
億
円
以
上
を
稼
ぐ
ヒ
ッ
ト
作
と
な
っ
て
い
る（

2
）。

最
新

の
映
像
技
術
と
精
巧
な
美
術
セ
ッ
ト
に
よ
っ
て
昭
和
三
十
年
代
（
一
九
五
五
～

六
四
年
）
の
東
京
の
下
町
の
様
子
が
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
に
再
現
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
一
つ
の
魅
力
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
（
第
一
作
目
か
ら
順
に
、
一
九
五
八
年
、

五
九
年
、
六
四
年
の
東
京
が
描
か
れ
て
い
る
）。
当
時
の
こ
と
を
知
る
映
画
評
論

家
の
佐
藤
忠
男
も
「
私
は
こ
の
映
画
を
お
お
い
に
楽
し
ん
だ
」
と
賛
辞
を
贈
り
、

「
力
道
山
の
大
活
躍
は
近
所
の
人
々
が
大
人
も
子
ど
も
も
テ
レ
ビ
の
あ
る
家
に

集
っ
て
み
ん
な
で
見
た
し
、
子
ど
も
が
遅
く
な
っ
て
も
帰
っ
て
こ
な
い
と
近
所

の
人
々
が
一
緒
に
な
っ
て
心
配
し
て
捜
し
た
も
の
だ
っ
た
」
と
、
映
画
に
あ
る

場
面
を
実
体
験
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
懐
か
し
ん
で
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る（

3
）。

ま
た
監
督
の
山
崎
が
映
画
の
感
想
を
周
囲
の
人
物
に
聞
く
と
、「
み
ん
な
自
分

の
話
を
し
だ
す
ん
で
す
よ
。『
俺
の
家
で
は
Ｔ
Ｖ
が
い
つ
来
た
』
と
か
ね
」
と（

4
）、

佐
藤
と
同
様
に
個
人
の
経
験
を
引
き
合
い
に
出
し
、
映
画
を
語
ろ
う
と
す
る
傾

向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
当
時
を
知
ら
な
い
世
代
に

と
っ
て
も
十
分
に
楽
し
め
る
作
品
だ
ろ
う
が
、
そ
の
時
代
を
生
き
た
世
代
に
は

自
ら
の
思
い
出
と
絡
め
て
見
る
こ
と
で
、
充
実
し
た
映
画
体
験
が
で
き
た
よ
う

だ
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
個
人
と
映
画
と
を
強
固
に
つ
な
い
で
お
く
の
に
欠
か

映
画
の
な
か
の
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア

─
─
昭
和
三
十
年
代
の
映
像
産
業
の
攻
防
を
通
し
て
─
─

北
浦
寛
之
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皇
太
子
の
ご
成
婚
パ
レ
ー
ド
の
影
響
も
あ
っ
て
、
国
民
の
テ
レ
ビ
購
買
意
欲
は

増
大
し
、
五
八
年
に
二
百
万
ほ
ど
だ
っ
た
テ
レ
ビ
受
信
契
約
数
が
倍
以
上
の

四
百
万
超
に
ま
で
急
伸
す
る（

7
）。

以
後
、
着
実
に
テ
レ
ビ
は
国
民
の
間
に
浸
透
し

て
い
き
、
そ
れ
に
対
し
て
映
画
の
観
客
数
は
減
少
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
テ
レ

ビ
は
映
画
の
脅
威
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
映
画
界
は
そ
ん
な
テ
レ
ビ
産
業
へ
の
対
抗
措
置
と
し
て
、

一
九
五
六
年
十
月
に
日
活
を
除
い
た
東
映
・
松
竹
・
東
宝
・
大
映
・
新
東
宝
の

大
手
映
画
会
社
五
社
が
、
テ
レ
ビ
局
へ
の
自
社
作
品
の
提
供
を
停
止
し
た
。
さ

ら
に
一
九
五
八
年
に
は
日
活
も
加
わ
り
、
大
手
映
画
会
社
の
作
品
は
テ
レ
ビ
で

は
放
映
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
レ
ビ
を
明
ら
か
に
敵
視
し
た
措

置
は
、
一
九
六
四
年
九
月
ま
で
続
く
の
だ
が
、
こ
の
間
に
、
映
画
の
興
行
収
入

が
テ
レ
ビ
放
送
事
業
者
の
収
入
に
抜
か
れ
る
な
ど
、
力
関
係
が
逆
転
し
て
し
ま

う
。
そ
れ
ゆ
え
、
映
画
産
業
は
一
九
六
四
年
の
十
月
か
ら
劇
映
画
の
提
供
を
再

開
し
、
こ
れ
ま
で
の
敵
対
的
姿
勢
か
ら
協
調
路
線
へ
と
転
換
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る）

8
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「A

LW
A

Y
S

」
が
提
示
し
た
テ
レ
ビ
を
め
ぐ

る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
光
景
は
、
当
時
の
日
本
映
画
界
に
と
っ
て
は
目
を
覆
い

た
く
な
る
現
実
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
現
実
を
当
時
の
日
本
映
画
の
製
作
者
た
ち
は
ど
う
捉

え
て
い
た
の
か
。「A

LW
A

Y
S

」
で
描
か
れ
た
昭
和
三
十
年
代
は
、
前
述
の

よ
う
に
映
画
界
が
テ
レ
ビ
業
界
と
衝
突
し
対
立
し
て
い
た
冷
戦
期
に
あ
た
る
。

そ
の
よ
う
な
時
期
に
、
現
代
の
「A

LW
A

Y
S

」
が
再
生
産
し
た
テ
レ
ビ
を
め

せ
な
か
っ
た
の
が
、
前
出
の
二
人
も
言
及
し
て
い
た
、
テ
レ
ビ
を
め
ぐ
る
描
写

で
あ
る
。
例
え
ば
第
一
作
目
で
は
、
テ
レ
ビ
を
買
っ
た
自
動
車
修
理
工
場
の
家

に
近
所
の
人
が
大
勢
集
ま
っ
て
、
お
祭
り
騒
ぎ
で
、
プ
ロ
レ
ス
中
継
に
盛
り
上

が
っ
て
い
る
場
面
が
あ
る
し
、
第
三
作
目
で
は
近
隣
住
民
の
注
目
を
集
め
な
が

ら
、
白
黒
テ
レ
ビ
が
よ
う
や
く
来
た
家
と
、
待
望
の
カ
ラ
ー
・
テ
レ
ビ
を
購
入

し
た
家
と
の
衝
突
が
ギ
ャ
グ
と
し
て
展
開
さ
れ
る
場
面
が
あ
る（

5
）。

こ
の
よ
う
に
、

高
度
経
済
成
長
期
の
消
費
社
会
の
象
徴
で
あ
っ
た
テ
レ
ビ
と
、
そ
れ
に
群
が
り

興
奮
す
る
人
々
の
様
子
を
捉
え
た
場
面
は
、
当
時
の
印
象
的
な
情
景
と
し
て
、

懐
か
し
さ
を
覚
え
る
者
が
多
か
っ
た
に
違
い
な
い（

6
）。

た
だ
こ
こ
で
、
テ
レ
ビ
を

め
ぐ
る
こ
う
し
た
場
面
を
各
個
人
の
歴
史
か
ら
眺
め
る
の
で
は
な
く
、
映
画
の

歴
史
か
ら
見
て
み
た
い
。
す
る
と
、
甘
美
で
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
光
景
が
、

違
っ
た
も
の
と
し
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、「A

LW
A

Y
S

」
三
部
作
が
描
い
た
昭
和
三
十
年
代
は
、
日
本

映
画
界
に
と
っ
て
繁
栄
か
ら
衰
退
へ
と
向
か
う
転
換
期
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、

そ
の
転
落
の
要
因
と
な
っ
た
の
が
、「A

LW
A

Y
S

」
で
大
勢
の
人
の
前
に
鎮

座
し
て
い
た
テ
レ
ビ
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
一
九
五
〇
年
代
は
映
画
観
客
が
年
々

急
増
し
、
日
本
映
画
の
黄
金
期
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
だ
が
、
一
九
五
八
年
に

十
一
億
人
を
超
え
る
動
員
数
を
記
録
す
る
も
、
こ
の
年
を
境
に
し
て
、
翌
五
九

年
か
ら
は
減
少
へ
と
転
じ
、
そ
の
後
も
大
衆
の
映
画
離
れ
が
進
ん
で
い
く
。

一
九
五
八
年
か
ら
わ
ず
か
五
年
後
の
六
三
年
に
は
観
客
数
は
半
数
以
下
の
五
億

人
に
ま
で
激
減
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
テ
レ
ビ
は
と
い
う
と
、
一
九
五
九
年
、
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映画のなかのテレビ・メディア

す
れ
ば
、
力
を
つ
け
て
き
た
競
争
相
手
に
こ
う
し
た
発
言
を
し
て
み
た
く
な
る

の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
映
画
の
経
営
陣
は
テ
レ
ビ
を
向
こ
う
に
回
し
て
対
峙

す
る
ば
か
り
で
な
く
、
テ
レ
ビ
局
に
出
資
し
た
り
（
東
映
は
Ｎ
Ｅ
Ｔ
［
現
テ
レ

ビ
朝
日
］、
松
竹
・
東
宝
・
大
映
は
フ
ジ
テ
レ
ビ
）、
テ
レ
ビ
用
映
画
の
製
作
に
着

手
し
た
り
と
、
提
携
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
各
社
は
協
定
を
結
び
、

専
属
ス
タ
ー
の
テ
レ
ビ
局
へ
の
出
演
を
拒
否
す
る
な
ど
、
厳
し
い
対
応
が
目

立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
て
会
社
か
ら
制
約
を
受
け
た
役

者
、
そ
れ
に
映
画
を
実
際
に
指
揮
し
て
作
り
上
げ
る
監
督
な
ど
、
肝
心
の
製
作

現
場
の
人
間
た
ち
は
ど
う
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
般
的
に
、
映
画
人
は
テ
レ
ビ
の
こ
と
を
「
電
気
紙
芝
居
」
と
揶
揄
し
、
見

下
す
傾
向
に
あ
っ
た
。
映
画
も
ま
た
そ
の
最
初
期
に
は
、
歌
舞
伎
関
係
者
か
ら

「
泥
芝
居
」
と
蔑
ま
れ
て
い
た（

10
）。

歌
舞
伎
は
檜
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
の
に
対
し

て
、
映
画
は
土
の
上
で
芝
居
が
な
さ
れ
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
そ
ん
な
土
の
上
で

の
芝
居
に
人
気
が
出
だ
す
と
一
転
、
東
京
の
劇
場
組
合
は
所
属
の
歌
舞
伎
役
者

に
映
画
に
出
演
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る（

11
）。

お
よ
そ
半
世
紀
後
に
映
画
会
社
が
テ

レ
ビ
産
業
に
対
し
て
と
っ
た
対
応
と
ま
さ
に
同
じ
だ
。
そ
れ
に
よ
り
、
映
画
出

演
は
旅
回
り
の
役
者
な
ど
ラ
ン
ク
と
し
て
は
落
ち
る
者
た
ち
に
限
ら
れ
て
い
た
。

一
方
で
、
映
画
俳
優
た
ち
の
テ
レ
ビ
出
演
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
確
か

に
会
社
と
の
契
約
上
の
問
題
が
絡
ん
で
困
難
だ
っ
た
人
物
も
い
た
が
、
そ
れ
で

も
、
主
演
級
の
ス
タ
ー
が
続
々
と
テ
レ
ビ
の
世
界
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て
い
っ

た
。
新
聞
紙
面
を
見
返
す
と
、
松
竹
の
看
板
女
優
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
有
馬

ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で

以
下
で
は
、
同
時
代
の
映
画
作
品
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
な
い
し
は
テ
レ
ビ
業
界

な
ど
、
総
体
と
し
て
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
た
の

か
を
分
析
し
、
い
ま
な
お
大
衆
娯
楽
の
中
核
を
担
う
映
画
と
テ
レ
ビ
の
攻
防
の

歴
史
を
、
本
質
的
な
映
像
の
次
元
か
ら
整
理
し
て
い
き
た
い
。

一
　
映
画
人
の
テ
レ
ビ
に
対
す
る
態
度

　

映
画
の
中
の
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
を
見
て
い
く
前
に
、
ま
ず
は
、
映
画
産
業

の
中
で
働
く
人
た
ち
の
テ
レ
ビ
に
対
す
る
態
度
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

一
九
五
七
年
、『
キ
ネ
マ
旬
報
』
で
「
テ
レ
ビ
と
映
画
・
一
九
五
七
年
」
と
題

し
た
座
談
会
が
組
ま
れ
た（

9
）。

そ
の
席
上
で
東
宝
製
作
担
当
重
役
・
森
岩
雄
は
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
映
画
部
副
部
長
に
対
し
て
、「
も
う
我
々
が
援
助
す
る
と
い
う
段
階
で

は
な
く
互
い
に
協
力
す
る
け
れ
ど
も
、
五
分
と
五
分
と
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
対
し
て

行
く
段
階
に
来
た
と
我
々
は
考
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
点
か
ら
行
く
と
、

我
々
が
今
ま
で
テ
レ
ビ
に
供
給
し
て
い
た
映
画
の
条
件
は
余
り
に
低
す
ぎ
る
と
、

こ
う
い
う
判
断
か
ら
フ
ィ
ル
ム
の
提
供
を
打
切
っ
た
わ
け
で
す
」
と
映
画
界
の

こ
れ
ま
で
の
対
応
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
フ
ィ
ル
ム
の
提
供
を
「
援
助
」
と

い
う
言
葉
で
表
現
し
た
り
、
そ
の
「
援
助
」
が
テ
レ
ビ
界
の
不
当
な
要
求
の
せ

い
で
取
り
止
め
に
な
っ
た
と
主
張
し
た
り
、
な
る
ほ
ど
、
そ
こ
か
ら
確
執
が
あ

る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。
会
社
の
舵
取
り
を
担
う
経
営
者
サ
イ
ド
の
人
間
か
ら
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保
造
も
「
今
の
テ
レ
ビ
劇
は
あ
ま
り
に
映
画
的
な
の
が
気
に
な
り
ま
す
。
も
っ

と
テ
レ
ビ
の
制
約
を
生
か
し
た
ら
と
空
想
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
テ

レ
ビ
に
お
け
る
演
出
の
構
想
を
話
す
者
も
い
て
、
関
心
の
高
さ
を
印
象
づ
け
て

い
た
。

　

実
際
、
市
川
に
は
テ
レ
ビ
界
進
出
へ
の
機
会
が
す
ぐ
に
訪
れ
る
。「
テ
レ
ビ
・

ド
ラ
マ
を
よ
く
す
る
に
は
、
な
に
も
映
画
や
演
劇
界
か
ら
既
製
の
ス
タ
ー
を
連

れ
て
く
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
ド
ラ
マ
の
作
り
方
に
も
っ
と
重
点
を
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
」
と
い
う
日
本
テ
レ
ビ
の
阿
木
芸
能
局
長
の
思
惑
に

対
し
て
、
ド
ラ
マ
作
り
の
プ
ロ
と
し
て
起
用
さ
れ
た
の
が
、
市
川
で
あ
っ
た
の

だ（
15
）。

彼
は
テ
レ
ビ
初
演
出
に
際
し
て
、
従
来
の
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
観
も
交
え
て

改
め
て
次
の
よ
う
に
演
出
に
対
す
る
意
気
込
み
を
語
っ
て
い
る
。

今
ま
で
の
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
は
余
り
に
も
映
画
の
手
法
に
か
た
よ
り
す
ぎ

て
い
た
と
思
う
。
両
方
と
も
に
〝
動
く
絵
〟
な
の
だ
か
ら
そ
れ
も
ム
リ
は

な
い
が
、
私
は
そ
う
い
う
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
の
技
法
を
一
応
ご
破
産
に
し

て
、
テ
レ
ビ
そ
の
も
の
の
機
能
を
生
か
し
た
可
能
性
を
実
験
し
た
い
と

思
っ
て
い
る（

16
）。

　

映
画
の
真
似
で
は
な
く
、
テ
レ
ビ
独
自
の
技
法
を
確
立
す
る
。
そ
う
し
た
意

識
で
彼
が
臨
ん
だ
の
が
、
一
九
五
一
年
の
自
作
『
恋
人
』
の
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ

化
だ
っ
た
。
演
出
で
映
画
的
手
法
と
の
違
い
を
表
現
す
る
に
は
、
自
ら
が
手
掛

稲
子
が
一
九
五
七
年
七
月
に
「
私
は
告
発
し
ま
す
」（
日
本
テ
レ
ビ
）
で
初
出
演

し
、
正
義
感
の
強
い
女
子
学
生
を
演
じ
た
こ
と
や（

12
）、

後
に
任
侠
映
画
の
大
ス

タ
ー
に
な
る
鶴
田
浩
二
が
一
九
五
八
年
に
「
美
し
い
灯
」（
日
本
テ
レ
ビ
）
で
連

続
ド
ラ
マ
初
出
演
を
果
た
し
、
弟
思
い
で
純
情
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
役
を
務
め
た

こ
と
な
ど
が
、
大
き
な
話
題
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る（

13
）。

ま
た
、
三
國
連
太
郎

が
初
出
演
し
た
一
九
五
六
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ド
ラ
マ
「
ど
た
ん
ば
」
は
芸
術
祭
文
部

大
臣
賞
を
受
賞
し
、
翌
年
に
映
画
化
さ
れ
る
な
ど
、
映
画
ス
タ
ー
の
力
が
作
品

の
成
功
に
貢
献
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ほ
か
に
も
、
森
雅
之
や
山
田
五
十
鈴
、

杉
村
春
子
な
ど
、
映
画
界
で
キ
ャ
リ
ア
の
あ
る
ベ
テ
ラ
ン
俳
優
た
ち
も
、

一
九
五
〇
年
代
半
ば
以
降
相
次
い
で
お
茶
の
間
に
姿
を
見
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
監
督
た
ち
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
九
五
八
年
、『
キ
ネ
マ
旬
報
』

の
テ
レ
ビ
特
集
に
お
い
て
、
十
一
人
の
映
画
監
督
／
脚
本
家
に
対
し
て
実
施
さ

れ
た
テ
レ
ビ
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
確
認
し
て
み
た
い（

14
）。「

テ
レ
ビ
を
関
心

を
も
っ
て
見
て
い
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
全
員
が
「
見
て
い
る
」
と

答
え
、
そ
の
う
ち
七
人
が
「
関
心
を
持
っ
て
い
る
」
と
よ
り
好
意
的
な
反
応
を

示
し
た
。
さ
ら
に
、「
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
の
演
出
の
意
志
が
あ
る
か
」
と
い
う

質
問
に
対
し
て
は
、
実
に
十
人
が
「
あ
る
」
と
答
え
、
総
じ
て
挑
戦
す
る
意
志

が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
な
か
で
も
、
市
川
崑
は
「
映
画
会
社
が
種
々
の
事

情
で
我
々
に
や
ら
し
て
く
れ
な
い
よ
う
な
も
の
を
、
小
品
に
ま
と
め
て
テ
レ
ビ

画
面
に
演
出
し
、
そ
れ
が
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
の
一
つ
の
形
式
を
創
造
す
る
こ
と

が
で
き
た
ら
、
大
変
愉
快
な
こ
と
だ
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
、
増
村



195

映画のなかのテレビ・メディア

二
　
テ
レ
ビ
の
登
場

　

映
画
産
業
と
テ
レ
ビ
産
業
の
間
で
摩
擦
が
生
じ
て
い
る
時
代
で
あ
っ
て
も
、

多
く
の
映
画
製
作
者
た
ち
は
、
テ
レ
ビ
と
積
極
的
に
関
係
を
持
と
う
と
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
で
は
こ
れ
か
ら
実
際
に
、
同
時
代
の
映
画
に
お
い
て
テ

レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

　

日
活
を
除
く
大
手
映
画
会
社
か
ら
の
フ
ィ
ル
ム
供
給
が
途
絶
え
た
の
は

一
九
五
六
年
の
こ
と
だ
が
、
そ
も
そ
も
テ
レ
ビ
自
体
は
、
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
、

受
信
契
約
者
数
四
十
二
万
で
普
及
率
は
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
国
民
に
あ
ま

り
浸
透
し
て
は
い
な
か
っ
た（

19
）。

吉
見
俊
哉
が
「
少
な
く
と
も
五
十
年
代
末
に
至

る
ま
で
、
家
の
中
で
家
族
で
テ
レ
ビ
を
見
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
テ
レ
ビ
視

聴
の
け
っ
し
て
支
配
的
な
形
態
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
一
方
で（

20
）、

一
九
五
五
年
十
月
九
日
の
『
朝
日
新
聞
』
は
「
街
頭
テ
レ
ビ
の
大
人
気
が
ピ
ー

ク
を
過
ぎ
、
テ
レ
ビ
の
場
所
が
「
街
頭
か
ら
家
庭
へ
」
移
動
し
始
め
て
い
る
こ

と
を
伝
え
て
い
る
」
と
紹
介
し
て
い
る（

21
）。

こ
う
し
た
状
況
だ
っ
た
の
で
、
そ
の

頃
の
映
画
に
お
い
て
も
テ
レ
ビ
が
登
場
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
そ
れ

で
も
い
く
つ
か
の
作
品
で
確
認
さ
れ
た
部
分
を
追
っ
て
い
く
。

　

奔
放
な
若
者
た
ち
の
姿
を
描
い
た
い
わ
ゆ
る
太
陽
族
映
画
の
代
表
作
、『
狂
っ

た
果
実
』（
中
平
康
監
督
、
一
九
五
六
年
）
を
見
て
み
よ
う
。
冒
頭
、
主
人
公
の

石
原
裕
次
郎
と
津
川
雅
彦
の
兄
弟
が
訪
れ
た
海
岸
沿
い
に
あ
る
友
人
の
家
で
、

け
た
映
画
を
ド
ラ
マ
化
す
る
の
が
最
適
と
い
え
る
。
一
時
間
ド
ラ
マ
と
し
て
完

成
し
た
作
品
は
、
一
九
五
八
年
十
二
月
に
放
映
さ
れ
た
。

　

市
川
崑
と
同
様
に
巨
匠
ク
ラ
ス
の
監
督
で
あ
る
内
田
吐
夢
も
ま
た
、
テ
レ
ビ

に
魅
せ
ら
れ
て
参
入
し
て
き
た
一
人
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
に
新
聞
紙
面
で
前

出
の
日
本
テ
レ
ビ
の
阿
木
芸
能
局
長
と
対
談
し
、「
す
ぐ
そ
ば
で
き
い
て
い
る

よ
う
な
会
話
の
明
り
ょ
う
さ
は
、
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
の
も
つ
絶
対
の
強
み
で
す

ね
。
一
人
一
人
の
耳
も
と
に
さ
さ
や
き
か
け
る
よ
う
な
」
と
、
テ
レ
ビ
・
ド
ラ

マ
に
つ
い
て
好
意
的
な
分
析
を
展
開
し
て
い
た（

17
）。

内
田
に
テ
レ
ビ
演
出
の
機
会

が
訪
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
二
年
後
。
彼
は
直
前
に
「
テ
レ
ビ
は
一
年
生
だ
が
、

テ
レ
ビ
で
な
け
れ
ば
表
現
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
を
追
求
す
る
」
と
、
市
川
と

同
様
に
テ
レ
ビ
の
独
自
性
を
追
求
す
る
意
気
込
み
を
語
っ
て
い
た（

18
）。

そ
う
し
て

手
掛
け
た
作
品
が
「
土
」
で
あ
る
。
戦
前
に
内
田
が
監
督
し
た
映
画
の
テ
レ

ビ
・
ド
ラ
マ
化
だ
っ
た
。
そ
う
、
彼
も
ま
た
、
テ
レ
ビ
初
演
出
の
舞
台
で
、
自

作
の
リ
メ
イ
ク
を
通
し
て
、
テ
レ
ビ
演
出
の
新
機
軸
を
打
ち
出
そ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

　

他
に
も
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
次
々
に
映
画
製
作
者
た
ち
が
テ
レ
ビ
に

活
動
の
場
を
広
げ
て
い
く
。
な
か
に
は
、
映
画
産
業
の
衰
退
も
あ
っ
て
仕
事
の

機
会
が
減
り
、
否
応
な
し
に
「
電
気
紙
芝
居
」
に
移
っ
て
い
っ
た
ケ
ー
ス
も

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
市
川
や
内
田
、
そ
の
他
多
く
の
映
画
監
督
た
ち
は
、

テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
に
強
い
関
心
を
抱
き
、
そ
し
て
実
際
に
そ
こ
で
仕
事
す
る

こ
と
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
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て
い
る
場
面
が
印
象
的
に
描
か
れ
、
あ
た
か
も
数
々
の
悪
事
を
働
い
て
金
儲
け

し
て
い
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
あ
る
い
は
、
川
島
雄
三
監
督
の
『
あ
し
た
来

る
人
』（
一
九
五
五
年
）、『
続
・
飢
え
る
魂
』（
一
九
五
六
年
）
に
お
い
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
、
ホ
テ
ル
経
営
者
の
オ
フ
ィ
ス
と
大
学
教
授
の
自
宅
に
、
テ
レ
ビ
が
据

え
置
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
面
白
い
こ
と
に
、
ど
ち
ら
も
、
テ
レ
ビ
を
持
っ
て

い
る
そ
う
し
た
金
持
ち
か
ら
別
の
人
物
が
お
金
を
借
り
る
（
借
り
よ
う
と
す
る
）

と
い
う
設
定
が
あ
る
こ
と
だ
。『
あ
し
た
来
る
人
』
で
は
、
カ
ジ
カ
研
究
者
が

社
長
の
オ
フ
ィ
ス
に
研
究
資
金
援
助
の
お
願
い
で
や
っ
て
く
る
し
、『
続
・
飢

え
る
魂
』
で
は
、
旅
館
の
女
将
が
大
学
教
授
の
自
宅
に
、
借
り
て
い
た
お
金
を

返
し
に
訪
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
資
金
援
助
と
い
う
脚
本
上
の
設
定
に
対
し
て
、

依
頼
さ
れ
る
方
の
人
物
は
当
然
金
持
ち
で
あ
り
、
金
持
ち
な
ら
ば
テ
レ
ビ
く
ら

い
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
、
美
術
的
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
く
し
く
も
両
作
品
の
美
術
監
督
は
、
中
村
公
彦
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
本
当
に
覚
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
名

前
は
、
監
督
の
川
島
雄
三
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
日
本
映
画
に
お
い
て
、

最
も
早
く
効
果
的
に
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
人
物
だ
か
ら
だ
。

　

川
島
は
、
こ
れ
ま
で
言
及
し
た
作
品
よ
り
前
の
作
品
『
愛
の
お
荷
物
』

（
一
九
五
五
年
）
で
す
で
に
、
テ
レ
ビ
を
意
識
的
に
ス
ク
リ
ー
ン
に
登
場
さ
せ
独

特
な
演
出
を
行
っ
て
い
る
。
本
作
は
、
人
口
増
加
が
社
会
問
題
と
な
り
、
厚
生

大
臣
が
そ
の
対
策
と
し
て
国
会
で
産
児
制
限
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
場
面
か

ら
始
ま
る
の
だ
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
そ
の
最
中
に
、
四
十
八
歳
の
彼
の
妻
が
病

太
陽
族
＝
若
者
た
ち
は
酒
を
飲
み
な
が
ら
女
の
話
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
ん

な
彼
ら
の
背
景
に
、
当
時
の
日
常
空
間
に
は
珍
し
い
テ
レ
ビ
が
映
し
出
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
彼
ら
が
そ
の
テ
レ
ビ
を
見
た
り
、
何
か
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
た
り

と
い
っ
た
特
別
な
演
出
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
テ
レ
ビ
は
美
術
セ
ッ
ト

の
一
部
と
し
て
据
え
置
か
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
テ
レ
ビ
が
家
の
中
に
あ
る
こ

と
が
ま
だ
一
般
的
で
な
か
っ
た
時
代
に
、
そ
う
し
た
美
術
設
計
が
施
さ
れ
る
こ

と
で
、
彼
ら
の
居
る
場
所
が
一
般
家
庭
で
は
な
い
特
別
な
家
の
一
室
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　

映
画
美
術
と
は
、「
ど
う
い
う
状
況
の
も
と
で
そ
の
ド
ラ
マ
が
行
わ
れ
る
か
。

そ
の
た
め
に
は
場
所
が
ど
う
な
る
の
か
、
そ
れ
を
決
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、

例
え
ば
ど
う
い
う
建
物
が
あ
る
と
か
ど
う
い
う
空
間
が
あ
る
と
か
、
そ
こ
に
登

場
す
る
人
物
は
ど
う
い
う
も
の
を
着
て
る
の
か
、
ど
う
い
う
道
具
類
を
使
う
の

か
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
関
連
し
て
く
る
」
と
、
美
術
監
督
内
藤
昭
は
説
明
し
て

い
る
が（

22
）、

本
作
で
テ
レ
ビ
と
い
う
高
価
な
製
品
が
そ
こ
に
置
い
て
あ
る
と
い
う

こ
と
は
無
論
、
主
人
公
の
仲
間
の
一
人
が
、
テ
レ
ビ
が
家
に
あ
る
ほ
ど
の
金
持

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ち0

の
息
子
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
場
面
で
は
、
そ
ん
な
金
持

ち
の
家
で
勝
手
気
ま
ま
に
遊
ぶ
若
者
た
ち
の
放
蕩
ぶ
り
が
表
現
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

　

他
の
作
品
で
も
同
様
に
、
テ
レ
ビ
は
金
持
ち
の
指
標
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
吉
村
公
三
郎
監
督
『
四
十
八
歳
の
抵
抗
』（
一
九
五
六
年
）
で
は
、

保
険
金
詐
欺
の
疑
い
が
あ
る
熱
海
の
旅
館
経
営
者
が
、
自
宅
で
相
撲
中
継
を
見
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レ
ビ
が
家
に
や
っ
て
く
る
」
過
程
が
描
か
れ
る
。

　

東
京
郊
外
の
新
興
住
宅
地
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
テ
レ
ビ
の
あ

る
近
所
の
家
で
、
勉
強
そ
っ
ち
の
け
で
相
撲
観
戦
を
す
る
の
が
日
常
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
中
の
一
組
の
兄
弟
が
親
に
テ
レ
ビ
を
ね
だ
る
の
だ
が
、「
う
る
さ

い
」
と
拒
否
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
兄
弟
は
一
転
、
何
も
喋
ら
ず
、

ご
飯
も
食
べ
な
い
と
い
う
子
ど
も
ら
し
い
反
抗
に
出
る
。
つ
い
に
は
家
出
騒
動

ま
で
巻
き
起
こ
し
、
周
囲
を
心
配
さ
せ
る
。
最
終
的
に
は
、
二
人
は
駅
前
で
テ

レ
ビ
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
を
近
所
の
人
に
見
つ
か
り
帰
宅
す
る
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
帰
っ
た
ら
家
に
は
テ
レ
ビ
の
箱
が
置
い
て
あ
り
、
大
喜
び
す
る
と
い
う

話
の
流
れ
で
あ
る
。
一
九
五
八
年
に
は
、
相
撲
放
送
が
あ
っ
た
日
は
テ
レ
ビ
を

所
有
す
る
家
庭
の
子
ど
も
の
勉
強
時
間
が
少
な
い
と
い
う
調
査
結
果
が
報
告
さ

れ（
23
）、

そ
う
し
た
同
時
代
の
子
ど
も
と
テ
レ
ビ
を
め
ぐ
る
状
況
が
、
風
刺
的
に
描

か
れ
た
作
品
と
い
え
る
。

　

一
九
五
六
年
の
杉
江
敏
男
監
督
作
品
『
浮
気
旅
行
』
で
も
、
子
ど
も
た
ち
は

近
所
の
家
に
テ
レ
ビ
を
見
に
い
っ
て
い
る
。
仕
事
を
終
え
て
帰
宅
し
た
主
人
公

が
妻
に
子
ど
も
た
ち
は
ど
こ
か
と
尋
ね
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
妻
の
返
答
か
ら

そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
、
実
際
に
子
ど
も
た
ち
が
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る

場
面
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
主
人
公
一
家
に
テ
レ
ビ
が
や
っ
て
く
る
気
配
も
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
テ
レ
ビ
が
物
語
の
大
筋
に
関
わ
る
映
画
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
は

当
然
の
演
出
で
あ
る
が
、
た
だ
や
は
り
、
家
庭
を
映
し
出
し
た
映
画
の
中
で
の

テ
レ
ビ
の
存
在
感
が
、『
お
早
よ
う
』
の
前
後
で
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

院
で
妊
娠
を
告
げ
ら
れ
る
。
帰
宅
し
た
彼
女
は
、
決
ま
り
が
悪
そ
う
に
娘
た
ち

に
そ
の
こ
と
を
報
告
す
る
が
、
次
に
は
妊
娠
の
影
響
か
ら
か
吐
き
気
を
も
よ
お

し
、
そ
の
様
子
に
娘
た
ち
は
大
慌
て
で
介
抱
に
右
往
左
往
す
る
。
さ
ら
に
今
度

は
、
統
制
が
効
か
な
く
な
っ
た
状
況
を
さ
ら
に
混
乱
に
陥
れ
る
か
の
よ
う
に
、

突
如
と
し
て
甲
高
い
耳
障
り
な
音
ま
で
鳴
り
出
す
。
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
と
も
な

く
聞
こ
え
て
き
た
不
協
和
音
で
あ
り
、
産
児
制
限
を
政
策
に
掲
げ
る
大
臣
一
家

に
降
っ
て
湧
い
た
現
実
の
問
題
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
な

く
も
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
不
自
然
な
音
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
瞬

間
、
そ
の
正
体
不
明
の
音
の
出
ど
こ
ろ
が
判
明
す
る
。
騒
動
を
よ
そ
に
一
人
自

室
い
る
長
男
が
、
夢
中
で
テ
レ
ビ
の
修
理
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
音
は
、
そ
の

壊
れ
た
テ
レ
ビ
が
発
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
異
常
音
は
鳴
り
止
ま
ず
、
テ
レ

ビ
の
故
障
は
直
る
気
配
が
な
い
。
そ
う
し
て
暴
走
す
る
テ
レ
ビ
は
、
ま
さ
に
一

家
の
予
想
だ
に
し
な
い
出
来
事
の
衝
撃
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
テ
レ
ビ
が
家
に
や
っ
て
く
る

　

こ
の
よ
う
に
、
当
初
、
映
画
の
中
で
テ
レ
ビ
は
登
場
人
物
の
経
済
的
指
標
と

し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
所
有
し
て
い
る
の
は
限
ら
れ
た
人
物

だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
が
次
第
に
変
化
し
、
一
九
五
九
年
四
月
の
ご

成
婚
パ
レ
ー
ド
の
一
カ
月
後
に
公
開
さ
れ
た
小
津
安
二
郎
監
督
の
『
お
早
よ

う
』
で
は
、「A

LW
A

Y
S

」
を
通
し
て
多
く
の
人
が
回
想
し
た
と
い
う
、「
テ



198

の
『
江
分
利
満
氏
の
優
雅
な
生
活
』（
一
九
六
三
年
）
で
は
、
一
階
で
テ
レ
ビ
を

見
て
い
た
祖
父
に
、
大
型
ト
ラ
ッ
ク
の
走
行
で
は
じ
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
（
ト

ラ
ッ
ク
の
映
像
は
映
ら
な
い
）
砂
利
が
あ
た
り
怪
我
を
し
て
し
ま
う
。
く
し
く

も
テ
レ
ビ
で
は
、
砂
利
道
を
疾
走
す
る
馬
を
と
ら
え
た
ア
メ
リ
カ
西
部
劇
が
放

映
さ
れ
て
お
り
、
ト
ラ
ッ
ク
の
勢
い
を
馬
の
映
像
が
代
弁
し
て
み
せ
る
。
直
後

に
、
祖
父
を
心
配
し
て
駆
け
つ
け
た
小
説
執
筆
中
の
彼
の
息
子
が
、
そ
の
様
子

を
見
て
家
の
前
は
砂
利
道
と
い
う
設
定
で
物
語
を
構
築
す
る
こ
と
を
決
め
る
。

ア
メ
リ
カ
西
部
劇
の
テ
レ
ビ
映
画
は
、
後
発
局
の
Ｎ
Ｅ
Ｔ
と
フ
ジ
テ
レ
ビ
が
そ

れ
を
売
り
に
放
送
を
推
し
進
め
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら

六
十
年
代
半
ば
ま
で
日
本
で
盛
ん
に
放
映
さ
れ
て
い
た（

24
）。

こ
こ
で
は
、
そ
う
し

た
時
代
背
景
を
上
手
に
取
り
込
み
、
物
語
と
も
有
機
的
に
結
合
さ
せ
て
い
る
。

　

ま
た
、
テ
レ
ビ
業
界
に
い
ち
早
く
進
出
し
た
市
川
崑
監
督
も
、
テ
レ
ビ
を
活

用
し
て
登
場
人
物
に
特
徴
を
持
た
せ
て
い
る
。『
私
は
二
歳
』（
一
九
六
二
年
）

で
市
川
は
、
二
歳
の
息
子
よ
り
テ
レ
ビ
に
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
う
愚
か
な
会
社

員
を
描
く
。
そ
の
男
は
嫁
か
ら
の
頼
み
で
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
母
の
た
め

に
し
ぶ
し
ぶ
テ
レ
ビ
を
買
っ
て
や
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
夢
中
に
な
る
の
は
当
の

本
人
で
、
彼
は
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
被
っ
て
遊
ん
で
い
る
息
子
を
放
っ
て
お
い
て
、

相
撲
中
継
に
見
入
っ
て
し
ま
う
。
結
果
、
息
子
は
袋
を
被
っ
た
ま
ま
危
う
く
窒

息
死
し
そ
う
に
な
り
、
そ
の
事
態
に
激
怒
し
た
母
は
、「
相
撲
や
野
球
ば
か
り

に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
て
な
い
で
勉
強
し
な
さ
い
」
と
、
二
歳
児
と
ま
で
は
い
か

な
い
が
、
ま
る
で
小
学
生
に
叱
る
よ
う
な
口
調
で
迫
る
。
こ
こ
で
は
、
大
人
を

れ
る
。

　

実
際
、
一
九
六
〇
年
の
『
黒
い
画
集　

あ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
証
言
』（
堀

川
弘
通
監
督
）
で
は
、
帰
宅
し
た
直
後
主
人
公
が
目
に
す
る
の
が
、
テ
レ
ビ
で

ボ
ク
シ
ン
グ
中
継
を
見
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
姿
で
あ
る
。『
浮
気
旅
行
』
の

子
ど
も
は
他
所
の
家
に
テ
レ
ビ
を
見
に
い
っ
て
お
り
テ
レ
ビ
も
含
め
て
「
不

在
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
親
か
ら
寝
る
よ
う
に
促
さ
れ
て
も
布
団
に
入
ら

ず
（
つ
ま
り
「
不
在
」
と
は
な
ら
ず
）、
眼
前
の
テ
レ
ビ
と
と
も
に
「
存
在
」
し

て
い
る
。
お
ま
け
に
姉
弟
で
チ
ャ
ン
ネ
ル
争
い
を
す
る
始
末
で
、
テ
レ
ビ
と
子

ど
も
が
関
係
す
る
描
写
だ
け
を
見
比
べ
て
も
、
家
庭
内
で
の
テ
レ
ビ
の
存
在
感

が
増
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

ほ
か
に
も
、
一
九
六
〇
年
以
降
、
多
く
の
作
品
で
テ
レ
ビ
は
現
実
社
会
と
同

様
に
、
登
場
人
物
の
生
活
に
入
り
込
ん
で
、
随
所
で
そ
の
「
存
在
」
を
印
象
づ

け
て
い
る
。
そ
こ
で
は
し
ば
し
ば
、
ボ
ク
シ
ン
グ
や
相
撲
・
プ
ロ
レ
ス
と
い
っ

た
同
時
代
の
人
気
番
組
が
映
し
出
さ
れ
、
普
段
そ
う
し
た
番
組
を
見
て
い
る
日

本
人
の
生
活
を
反
映
し
た
演
出
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
テ
レ
ビ
番
組
が
単
な
る
生
活
感
を
生
み
出
す
小
道
具
に
と

ど
ま
ら
ず
、
物
語
の
内
容
と
積
極
的
に
関
わ
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
た
。
以
前
か

ら
テ
レ
ビ
を
重
宝
し
て
き
た
川
島
雄
三
監
督
は
『
し
と
や
か
な
獣
』（
一
九
六
二

年
）
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
で
若
者
た
ち
が
踊
っ
て
い
る
様
子
を
提
示
す
る
の
だ

が
、
そ
の
際
、
悪
事
を
重
ね
る
人
の
皮
を
被
っ
た
獣
た
ち
が
同
調
し
て
踊
り
狂

う
姿
も
収
め
、
彼
ら
の
狂
人
ぶ
り
を
強
調
す
る
。
あ
る
い
は
、
岡
本
喜
八
監
督
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上
昇
志
向
の
国
分
は
売
れ
る
た
め
に
、
ジ
ャ
ズ
評
論
家
・
左
京
徹
（
金
子
信

雄
）
と
取
引
し
て
、
彼
に
自
ら
の
宣
伝
を
し
て
も
ら
う
。
そ
こ
で
、
左
京
が
宣

伝
媒
体
と
し
て
利
用
し
た
の
が
テ
レ
ビ
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
日
本
テ
レ
ビ
の
ス

タ
ジ
オ
で
（
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
日
活
だ
け
が
テ
レ
ビ
局
に
劇
映
画
を
提
供
し
て

い
た
が
、
そ
の
提
供
元
が
日
活
だ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う（

26
））、

左
京
が

最
近
の
ジ
ャ
ズ
界
全
般
に
つ
い
て
視
聴
者
に
語
り
か
け
る
。
そ
の
際
、
少
し
離

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
カ
メ
ラ
が
彼
の
顔
に
寄
っ
て
い
く
の
だ
が
、
傍
に
数
台
の
テ

レ
ビ
・
カ
メ
ラ
が
あ
り
、
こ
の
映
画
自
体
の
カ
メ
ラ
が
、
あ
た
か
も
画
面
内
と

同
様
の
テ
レ
ビ
・
カ
メ
ラ
で
撮
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
見
る
者
に
与
え
る

（
図
1
）。
次
に
、
カ
メ
ラ
が
寄
り
切
っ
た
と
こ
ろ
で
（
図
2
）、
ス
タ
ジ
オ
の
画

面
か
ら
テ
レ
ビ
の
画
面
へ
と
つ
な
が
り
、
左
京
が
、「
最
近
の
ジ
ャ
ズ
界
の
話

題
は
、
…
…
国
分
正
一
君
の
台
頭
」
と
い
う
肝
心
な
話
を
し
て
い
る
の
を
、
テ

レ
ビ
画
面
が
映
し
出
す
（
図
3
）。

　

テ
レ
ビ
は
な
に
も
誰
か
に
見
ら
れ
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
誰
か
／
何
か
を
見

せ
る
た
め
に
も
機
能
す
る
。
前
述
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
テ
レ
ビ
に
高
い
関
心
を
寄

せ
て
い
た
増
村
保
造
も
そ
う
し
た
機
能
を
利
用
し
、
一
九
五
八
年
の
二
本
の
作

品
『
氷
壁
』
と
『
巨
人
と
玩
具
』
で
、
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
を
含
め
た
マ
ス
コ

ミ
に
翻
弄
さ
れ
る
人
物
を
描
い
て
い
る
。
加
え
て
本
作
で
は
、
映
画
に
は
欠
け

る
テ
レ
ビ
の
本
質
的
な
機
能
も
取
り
込
ん
だ
演
出
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
注
目

し
た
い
。
図
2
か
ら
図
3
へ
の
シ
ョ
ッ
ト
の
移
行
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
当
時

か
ら
、
テ
レ
ビ
の
魅
力
と
し
て
「
同
時
性
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
一
九
五
八

幼
稚
に
す
る
装
置
と
し
て
テ
レ
ビ
は
働
く
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
テ
レ
ビ
は
映
画
の
中
で
表
象
さ
れ
始
め
た
当
初
よ
り
も
、

一
九
六
〇
年
以
降
特
に
、
画
面
に
当
時
の
人
気
番
組
を
映
し
出
し
て
は
、
登
場

人
物
を
引
き
付
け
る
装
置
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
以
前
の
よ
う
に
、
単
な
る
美
術

セ
ッ
ト
の
一
部
と
し
て
機
能
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
の
内
容
に
も
密
接
に

絡
む
演
出
上
の
ア
イ
テ
ム
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

四
　
同
時
性

　

日
活
が
一
九
五
八
年
の
正
月
映
画
と
し
て
公
開
し
た
『
嵐
を
呼
ぶ
男
』（
井

上
梅
次
監
督
）
で
は
、
新
た
な
テ
レ
ビ
の
機
能
が
開
花
し
て
い
る
。

　

こ
の
映
画
は
、「
爆
発
的
な
大
当
り
を
記
録
し
、
裕
次
郎
の
ス
タ
ー
と
し
て

の
位
置
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
彼
を
中
心
と
し
た
ス
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
日
活
の
製
作
方
針
の
決
定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
」
と
見
な
さ
れ
る（

25
）、

石

原
裕
次
郎
な
ら
び
に
日
活
に
と
っ
て
記
念
碑
的
作
品
で
あ
る
。
流
し
を
や
っ
て

い
た
ド
ラ
マ
ー
志
望
の
青
年
・
国
分
正
一
（
石
原
）
が
、
ジ
ャ
ズ
バ
ン
ド
の
女

性
マ
ネ
ー
ジ
ャ
（
北
原
三
枝
）
に
見
出
さ
れ
、
一
躍
ス
タ
ー
に
上
り
つ
め
る
話

で
あ
り
、
現
実
に
も
普
通
の
大
学
生
か
ら
あ
っ
と
い
う
間
に
映
画
ス
タ
ー
と

な
っ
た
裕
次
郎
自
身
の
物
語
と
も
い
え
よ
う
。
た
だ
、
本
作
で
は
、
国
分
／
裕

次
郎
の
存
在
を
大
衆
に
知
ら
し
め
た
の
は
、
映
画
で
は
な
く
テ
レ
ビ
で
あ
る
。
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図 1
出典：『嵐を呼ぶ男』日活、1957 年

図 2
出典：同映画

図 3
出典：同映画



201

映画のなかのテレビ・メディア

年
の
『
キ
ネ
マ
旬
報
』
の
テ
レ
ビ
特
集
「
テ
レ
ビ

と
芸
術
」
の
欄
で
も
、
ま
ず
こ
の
こ
と
が
第
一
に

述
べ
ら
れ
て
い
る（

27
）。

こ
の
場
面
で
は
、
そ
の
テ
レ

ビ
の
特
長
を
生
か
し
た
演
出
が
行
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
左
京
が
テ
レ
ビ
で
国
分
を
宣
伝
す
る
と

い
う
演
出
だ
け
を
考
え
た
場
合
、
ス
タ
ジ
オ
か
も

し
く
は
テ
レ
ビ
画
面
で
彼
を
収
め
た
映
像
が
あ
れ

ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
実
際
こ
の
後
、
国
分
を
ス

タ
ー
に
す
べ
く
、
再
度
テ
レ
ビ
に
出
演
す
る
左
京

は
テ
レ
ビ
画
面
の
み
の
登
場
で
、
ま
た
、
有
名
に

な
っ
た
国
分
が
バ
ン
ド
と
と
も
に
テ
レ
ビ
出
演
を

果
た
す
際
は
、
ス
タ
ジ
オ
・
シ
ー
ン
の
み
で
あ
っ

た
。

　

だ
が
こ
こ
で
は
、
ス
タ
ジ
オ
で
左
京
が
話
し
て

い
る
姿
が
テ
レ
ビ
画
面
で
も
映
し
出
さ
れ
、
な
お

か
つ
、
彼
の
発
言
と
仕
草
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く

連
続
的
に
、
ま
た
カ
メ
ラ
が
左
京
に
寄
っ
た
サ
イ

ズ
と
ほ
ぼ
同
じ
サ
イ
ズ
で
移
行
す
る
な
ど
、
ス
タ

ジ
オ
と
テ
レ
ビ
画
面
は
同
期
し
連
動
し
て
い
る
よ

う
に
演
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
タ
ジ
オ

で
左
京
が
話
す
言
葉
が
、
そ
の
ま
ま
文
字
通
り

図 4
出典：『銀座旋風児 嵐が俺を呼んでいる』日活、1961 年

図 5
出典：同映画
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刑
事
が
話
す
事
件
の
情
報
を
、
記
者
た
ち
と
同
時
に
聞
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　

映
画
製
作
者
は
、
こ
う
し
た
テ
レ
ビ
の
同
時
性
や
即
時
性
と
い
っ
た
映
画
に

は
欠
け
る
情
報
伝
達
の
特
長
を
劇
中
に
取
り
込
み
、
物
語
を
盛
り
上
げ
る
手
法

と
し
て
し
ば
し
ば
利
用
し
た
。
な
か
で
も
加
山
雄
三
主
演
の
「
若
大
将
」
シ

リ
ー
ズ
（
一
九
六
一
年
～
七
一
年
）
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
作
品

群
で
あ
る
。
本
シ
リ
ー
ズ
は
、
若
大
将
こ
と
田
沼
雄
一
が
、
毎
度
、
ス
ポ
ー
ツ

や
音
楽
で
周
囲
を
魅
了
す
る
物
語
だ
が
、
彼
が
注
目
を
集
め
る
特
別
な
存
在
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に
、
彼
の
活
動
は
逐
一
テ
レ
ビ
で
生
放
送
さ
れ
る
。

田
沼
家
の
家
族
、
こ
と
に
祖
母
（
飯
田
蝶
子
）
は
、
テ
レ
ビ
に
か
じ
り
つ
い
て
、

現
在
進
行
形
で
展
開
す
る
若
大
将
の
一
挙
一
動
に
声
援
を
送
る
。
若
大
将
が
バ

ン
ド
の
メ
ン
バ
ー
と
勝
ち
抜
き
エ
レ
キ
合
戦
に
出
場
し
た
時
、
彼
女
は
興
奮
し

て
自
ら
も
ギ
タ
ー
を
演
奏
し
て
い
る
よ
う
な
動
き
を
見
せ
る
し
（『
エ
レ
キ
の
若

大
将
』〔
岩
内
克
己
監
督
、
一
九
六
五
年
〕）、
サ
ッ
カ
ー
で
終
了
間
際
に
劇
的
ゴ
ー

ル
を
決
め
た
時
は
、
喜
び
の
あ
ま
り
踊
り
だ
す
（『
レ
ッ
ツ
ゴ
ー
若
大
将
』〔
岩
内

克
己
監
督
、
一
九
六
七
年
〕）。
ま
た
、
駅
伝
で
よ
う
や
く
ア
ン
カ
ー
の
若
大
将

に
た
す
き
が
渡
り
こ
れ
か
ら
追
い
上
げ
る
と
い
う
絶
好
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
Ｃ
Ｍ

が
入
る
と
、
彼
女
は
そ
の
Ｃ
Ｍ
の
商
品
を
「
絶
対
買
わ
な
い
よ
」
と
言
っ
て
激

怒
す
る
（『
ゴ
ー
!　

ゴ
ー
!　

若
大
将
』〔
岩
内
克
己
監
督
、
一
九
六
七
年
〕）。

　

こ
う
し
た
祖
母
の
反
応
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ス
ポ
ー
ツ
番
組
や
音
楽
番
組
を
見

て
い
る
際
、
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
思
わ
ず
や
っ
て
し
ま
う
行
動
で
も
あ
る
だ

ろ
う
。
映
画
館
と
い
う
静
粛
さ
が
求
め
ら
れ
る
公
共
空
間
で
は
難
し
い
リ
ア
ク

「
生
の
声
」
と
し
て
直
接
視
聴
者
に
届
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る

の
で
あ
る
。

　

別
の
作
品
で
も
、
こ
う
し
た
テ
レ
ビ
の
同
時
性
を
意
識
し
た
か
の
よ
う
な
演

出
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
銀
座
旋
風
児　

嵐
が
俺
を
呼
ん
で
い
る
』（
野
口
博
志

監
督
、
一
九
六
一
年
）
で
は
、
あ
る
殺
人
事
件
に
つ
い
て
、
報
道
陣
が
警
察
署

内
で
刑
事
を
取
り
囲
ん
で
取
材
を
行
っ
て
い
る
が
（
図
4
）、
そ
の
流
れ
の
中

で
取
材
の
状
況
が
今
度
は
白
黒
の
テ
レ
ビ
画
面
に
映
し
出
さ
れ
る
（
図
5
）。

『
嵐
を
呼
ぶ
男
』
で
は
、
図
1
の
よ
う
に
ス
タ
ジ
オ
で
カ
メ
ラ
が
数
台
あ
る
こ

と
か
ら
テ
レ
ビ
の
撮
影
で
あ
る
こ
と
は
見
当
が
つ
く
が
、
本
作
で
は
カ
メ
ラ
は

不
在
で
、
ま
た
テ
レ
ビ
撮
影
だ
と
は
予
想
で
き
な
い
場
所
で
も
あ
る
の
で
、
突

然
の
テ
レ
ビ
画
面
へ
の
移
行
は
、
観
客
に
大
き
な
戸
惑
い
を
与
え
る
。
そ
し
て

そ
の
戸
惑
い
は
、
次
の
シ
ョ
ッ
ト
で
、
一
層
深
ま
る
。

　

テ
レ
ビ
が
消
え
、
ま
た
図
4
の
よ
う
な
署
内
の
シ
ー
ン
に
戻
っ
た
と
思
い
き

や
、
映
画
の
色
彩
が
テ
レ
ビ
画
面
の
白
黒
か
ら
本
来
の
カ
ラ
ー
映
像
に
戻
ら
な

い
。
事
件
に
関
す
る
取
材
が
進
む
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
白
黒
の
映
像
を
見

続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
不
可
解
さ
に
明
確
な
回
答
が
出
さ
れ
る
の
が
、
再

び
図
5
の
よ
う
に
テ
レ
ビ
本
体
が
映
っ
た
時
だ
。
そ
う
、
不
可
解
な
白
黒
映
像

は
、
取
材
現
場
で
あ
る
署
内
を
映
し
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
テ
レ

ビ
画
面
上
の
映
像
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
警
察
署
内
か
ら
の
生

中
継
が
展
開
さ
れ
、
さ
な
が
ら
、
取
材
現
場
と
テ
レ
ビ
画
面
は
同
一
の
空
間
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
者
た
ち
（
登
場
人
物
／
観
客
）
は
、
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て
い
た
わ
け
だ
が
、
一
方
で
映
画
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
こ
れ
ま
で
、
テ
レ
ビ

を
め
ぐ
る
表
象
の
系
譜
を
辿
っ
て
き
た
が
、
テ
レ
ビ
業
界
あ
る
い
は
そ
こ
に
従

事
す
る
人
物
が
映
画
の
中
で
ど
う
描
か
れ
て
い
た
か
を
最
後
に
見
て
お
き
た
い
。

　

映
画
に
は
、「
マ
ン
モ
ス
タ
ワ
ー
」
ほ
ど
真
正
面
か
ら
テ
レ
ビ
業
界
を
扱
っ

た
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
部
分
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
作
品
は
い
く
つ
か
あ
る
。

川
島
雄
三
監
督
の
一
九
五
六
年
の
作
品
『
飢
え
る
魂
』、『
続
・
飢
え
る
魂
』
で

は
有
名
建
築
家
（
小
杉
勇
）
の
妻
で
あ
る
ヒ
ロ
イ
ン
（
南
田
洋
子
）
が
、
自
ら

を
家
政
婦
の
よ
う
に
扱
う
冷
淡
な
夫
と
は
対
照
的
な
、
女
と
し
て
優
し
く
接
し

て
く
れ
る
青
年
実
業
家
（
三
橋
達
也
）
に
好
意
を
寄
せ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の

彼
の
手
が
け
る
事
業
が
日
本
テ
レ
ビ
の
新
ス
タ
ジ
オ
の
建
設
で
、
ま
た
彼
と
密

会
す
る
場
所
が
テ
レ
ビ
塔
の
上
だ
っ
た
り
す
る
。
す
な
わ
ち
、
は
か
ら
ず
も
旦

那
が
彼
女
に
「
テ
レ
ビ
と
い
う
の
は
こ
れ
か
ら
の
産
業
だ
な
」
と
言
っ
た
台
詞

が
物
語
る
よ
う
に
、
悪
し
き
封
建
制
の
象
徴
の
よ
う
な
夫
に
対
し
て
、
こ
れ
か

ら
の
産
業
に
従
事
す
る
恋
人
は
、
彼
女
に
と
っ
て
未
来
の
人
、
自
ら
の
将
来
を

委
ね
ら
れ
る
人
と
し
て
措
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ラ
ス
ト
で
ヒ
ロ
イ
ン
が
恋
人

を
思
い
な
が
ら
北
海
道
に
旅
立
つ
が
、
そ
の
機
内
か
ら
テ
レ
ビ
塔
を
見
続
け
る

姿
は
、
未
来
の
あ
る
「
恋
」
と
「
テ
レ
ビ
産
業
」
を
同
一
視
し
た
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
テ
レ
ビ
産
業
の
未
来
は
映
画
に
お
い
て
は
ど
う
だ
っ
た
か
。

一
九
五
八
年
の
増
村
保
造
監
督
『
巨
人
と
玩
具
』
で
は
、「
一
種
の
非
人
間
的

な
も
の
を
出
そ
う
」
と
す
る
増
村
の
思
惑
通
り（

28
）、

マ
ス
コ
ミ
と
い
う
「
巨
人
」

シ
ョ
ン
を
、
お
茶
の
間
で
は
気
に
せ
ず
で
き
る
。
映
画
「
若
大
将
」
シ
リ
ー
ズ

は
、
同
時
性
や
即
時
性
と
い
っ
た
テ
レ
ビ
そ
の
も
の
の
本
質
的
な
機
能
だ
け
で

な
く
、
テ
レ
ビ
視
聴
に
お
け
る
典
型
的
な
反
応
ま
で
盛
り
込
ん
で
、
若
大
将
を

お
茶
の
間
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
祭
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

五
　
テ
レ
ビ
業
界

　

現
存
す
る
Ｔ
Ｂ
Ｓ
の
最
古
の
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
で
あ
る
一
九
五
八
年
十
一
月

十
六
日
放
送
の
「
マ
ン
モ
ス
タ
ワ
ー
」
は
、
字
義
通
り
巨
大
な
東
京
タ
ワ
ー
を

見
上
げ
る
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
急
成
長
を
遂
げ
て
い
く

テ
レ
ビ
産
業
を
換
喩
的
に
表
現
し
て
い
る
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
と
い
え
る
。
場
面
が

変
わ
っ
て
次
は
、
そ
の
東
京
タ
ワ
ー
が
窓
の
向
こ
う
に
見
え
る
一
室
で
、
映
画

会
社
の
重
役
た
ち
が
会
議
を
し
て
お
り
、
そ
こ
で
「
テ
レ
ビ
恐
れ
る
に
足
り

ず
」、「
テ
レ
ビ
番
組
は
愚
劣
」、「
装
飾
品
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
っ
た
発
言
が
交

わ
さ
れ
る
。
現
実
の
テ
レ
ビ
の
力
と
、
そ
の
現
実
を
直
視
し
な
い
映
画
会
社
の

重
役
た
ち
が
冒
頭
か
ら
克
明
に
対
比
さ
れ
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
ラ
マ

は
、
そ
の
構
図
を
継
承
す
る
か
た
ち
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
多
忙
を
極
め
る

テ
レ
ビ
業
界
人
と
、
組
織
に
蔓
延
す
る
時
代
錯
誤
の
感
覚
に
苦
し
め
ら
れ
る
映

画
人
の
姿
を
描
い
て
い
く
。
そ
し
て
皮
肉
に
も
、
こ
の
ド
ラ
マ
が
予
期
し
て
い

た
か
の
よ
う
に
、
翌
年
か
ら
映
画
観
客
数
は
減
少
へ
と
転
ず
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
映
画
産
業
に
対
し
て
挑
発
的
な
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
が
放
映
さ
れ
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そ
う
だ
。
大
島
は
杏
子
の
た
め
に
、
失
業
中
の
五
十
五
歳
の
彼
女
の
父
親
に
、

16
ミ
リ
映
画
製
作
会
社
へ
の
就
職
を
世
話
し
て
や
る
。
当
時
の
放
送
界
は
、
こ

れ
ま
で
の
生
放
送
主
体
の
ド
ラ
マ
製
作
の
中
で
、
16
ミ
リ
・
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る

国
産
テ
レ
ビ
映
画
の
製
作
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
最
中
に
あ
っ
た
。
映
画
会

社
も
そ
の
気
運
に
乗
り
、
東
映
は
一
九
五
九
年
二
月
よ
り
Ｎ
Ｅ
Ｔ
で
「
風
小

僧
」
の
放
送
を
開
始
し
、
大
映
・
松
竹
も
同
年
に
フ
ジ
テ
レ
ビ
で
そ
れ
ぞ
れ

「
少
年
ジ
ェ
ッ
ト
」「
花
の
家
族
」
と
い
っ
た
テ
レ
ビ
映
画
の
放
送
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
て
い
る（

29
）。

当
時
、
映
画
会
社
が
将
来
性
を
見
込
ん
で
飛
び
つ
い
た
テ
レ
ビ

映
画
の
製
作
を
、
本
作
の
「
最
新
型
の
キ
ャ
デ
ラ
ッ
ク
」
が
好
み
の
テ
レ
ビ
・

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
は
、
愛
す
る
人
の
、
い
か
に
も
古
風
を
重
ん
じ
る
父
親
に
紹

介
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
周
囲
は
、
そ
れ
が
ど
う
い
っ
た
仕
事
か
具
体
的
に
わ

か
ら
な
い
。
仕
事
内
容
を
力
説
す
る
大
島
を
、
杏
子
の
弟
は
「
い
か
れ
て
る
ね
、

あ
の
お
っ
さ
ん
」
と
陰
口
を
た
た
く
始
末
。
な
に
せ
、
平
然
と
「
僕
は
庶
民
的

な
男
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」、「
あ
な
た
の
将
棋
や
碁
や
盆
栽
の
お
相
手
な
ど
、
と

て
も
じ
ゃ
な
い
が
で
き
か
ね
ま
す
」
と
言
っ
て
し
ま
う
あ
た
り
、
確
か
に
「
い

か
れ
て
る
」
と
し
か
思
え
な
い
。
さ
ら
に
大
島
は
父
親
に
、
就
職
の
斡
旋
の
代

わ
り
に
、
杏
子
と
の
結
婚
を
認
め
て
ほ
し
い
と
言
う
の
だ
が
、
当
の
杏
子
に
は

交
際
も
申
し
込
ん
で
い
な
い
状
況
で
、
そ
れ
を
父
親
に
た
し
な
め
ら
れ
る
な
ど
、

周
囲
と
の
温
度
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

　

彼
は
職
場
で
は
リ
ハ
ー
サ
ル
の
予
定
が
入
っ
た
と
思
え
ば
、
今
度
は
突
如
中

止
に
な
る
と
い
う
、
不
規
則
で
目
ま
ぐ
る
し
い
環
境
変
化
の
中
で
仕
事
を
し
て

を
相
手
に
、
人
間
性
が
崩
壊
し
て
い
く
人
物
た
ち
が
描
か
れ
る
。
冒
頭
の
タ
イ

ト
ル
画
面
で
、
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
少
女
（
野
添
ひ
と
み
）
の
あ
ど
け
な
い
姿
が

提
示
さ
れ
る
や
、
あ
る
瞬
間
で
静
止
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
細
か
く
な
っ
て
増

殖
し
、
無
数
の
静
止
画
が
画
面
を
覆
う
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の

か
。
本
作
は
製
菓
会
社
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
熾
烈
な
宣
伝
合
戦
に
つ
い
て

の
話
だ
が
、
彼
女
は
一
般
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
う
ち
の
一
社
の

「
ト
レ
ー
ド
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
に
抜
擢
さ
れ
る
。
彼
女
は
大
人
た
ち
に
言
わ

れ
る
が
ま
ま
に
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
、
写
真
に
撮
ら
れ
、
そ
れ
が
雑
誌
で
大
量
に

発
信
さ
れ
て
い
く
。
あ
る
時
は
人
形
の
よ
う
に
宇
宙
服
を
着
せ
ら
れ
テ
レ
ビ
Ｃ

Ｍ
で
商
品
の
宣
伝
を
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
映
像
が
各
所
で
流
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
映
し
出
さ
れ
る
と
い
う
具
合
に
、
冒
頭
の
無
数
の
静
止
画
は
そ
う
し
て
と

め
ど
な
く
流
出
し
続
け
る
彼
女
の
表
層
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
し
て
い
る
。
だ
が
、

彼
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
増
殖
さ
れ
る
に
従
い
、
彼
女
を
「
玩
具
」
と
し
て
し
か
見

な
い
、
周
囲
の
連
中
の
非
人
間
的
な
対
応
に
よ
っ
て
、
彼
女
も
ま
た
一
般
人

だ
っ
た
頃
の
天
真
爛
漫
さ
を
失
い
、
自
分
ら
し
さ
を
欠
い
て
い
く
。
彼
女
の
Ｃ

Ｍ
撮
影
に
同
席
し
た
テ
レ
ビ
の
女
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
は
「
あ
の
人
は
女
じ
ゃ
な

い
。
機
械
な
の
よ
」
と
周
囲
に
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
言
葉
は
本
作
の
マ
ス
コ
ミ

社
会
で
生
き
る
多
く
の
人
間
た
ち
に
当
て
は
ま
る
象
徴
的
な
台
詞
で
あ
る
。

　

増
村
は
翌
年
の
恋
愛
喜
劇
映
画
『
最
高
殊
勲
夫
人
』
に
も
ど
こ
か
バ
ラ
ン
ス

を
欠
い
た
テ
レ
ビ
業
界
人
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
若
尾
文
子
演
じ
る
ヒ
ロ
イ
ン

野
々
宮
杏
子
に
好
意
を
寄
せ
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
大
島
武
久
（
柳
沢
真
一
）
が
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映画のなかのテレビ・メディア

お
わ
り
に

　
「A

LW
A

Y
S

」三
部
作
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
た
昭
和
三
十
年
代（
一
九
五
五

年
～
六
四
年
）
の
テ
レ
ビ
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
テ
レ
ビ
産
業
と
の
確
執
を

抱
え
て
い
た
当
時
の
日
本
映
画
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
探
っ
て
き
た
わ

け
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
表
象
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
た
と

言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

ま
だ
、
テ
レ
ビ
が
国
民
の
間
に
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
一
九
五
五
年
か
ら
二
、

三
年
の
間
は
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
金
持
ち
の
指
標
と
し
て
据
え
置
か
れ
た
美

術
セ
ッ
ト
の
一
部
で
あ
っ
た
。
だ
が
、「
テ
レ
ビ
が
家
に
や
っ
て
く
る
」
過
程

を
撮
っ
た
映
画
、『
お
早
よ
う
』
が
公
開
さ
れ
た
一
九
五
九
年
の
頃
に
は
、
テ

レ
ビ
は
し
ば
し
ば
、
画
面
に
当
時
の
人
気
番
組
を
映
し
出
し
て
登
場
人
物
を
魅

了
す
る
な
ど
、
よ
り
同
時
代
の
大
衆
の
生
活
を
反
映
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
存

在
し
、
さ
ら
に
物
語
と
有
機
的
に
絡
む
ケ
ー
ス
も
目
立
っ
た
。
ま
た
テ
レ
ビ
は
、

登
場
人
物
に
見
ら
れ
る
対
象
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
を
見
せ
る

装
置
と
し
て
も
一
九
五
八
年
の
正
月
映
画
『
嵐
を
呼
ぶ
男
』
の
頃
よ
り
機
能
し

始
め
る
。
ス
ク
リ
ー
ン
の
ス
タ
ー
が
映
画
の
中
と
は
い
え
、
テ
レ
ビ
出
演
を
果

た
し
て
い
く
。
確
か
に
現
実
世
界
で
も
、
映
画
俳
優
が
続
々
と
テ
レ
ビ
・
ド
ラ

マ
に
出
て
、
お
茶
の
間
を
賑
わ
せ
る
時
代
で
あ
っ
た
が
、
映
画
に
お
け
る
ス

タ
ー
た
ち
の
テ
レ
ビ
出
演
も
、
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

い
る
。
一
九
五
八
年
十
二
月
七
日
の
『
朝
日
新
聞
』
は
「
テ
レ
ビ
病
」
に
悩
む

放
送
マ
ン
と
題
し
て
、
調
査
対
象
の
四
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
テ
レ
ビ
関
係
者
が

睡
眠
・
食
事
の
不
規
則
か
ら
「
仕
事
で
い
ら
い
ら
す
る
こ
と
が
多
い
」
と
答
え

て
い
る
と
い
う
結
果
を
報
告
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
慌
た
だ
し
い
テ
レ
ビ
業

界
の
日
常
の
光
景
が
本
作
で
は
適
宜
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

　

一
九
六
一
年
の
市
川
崑
監
督
の
『
黒
い
十
人
の
女
』
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
こ
と
を
集
約
し
た
よ
う
な
会
話
が
な
さ
れ
て
い
る
。
女
性
テ
レ
ビ
演
出
家

（
岸
田
今
日
子
）
が
芸
能
局
長
（
永
井
智
雄
）
に
仕
事
の
こ
と
で
相
談
を
持
ち
掛

け
、「
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
な
か
で
時
間
に
追
い
か
け
ら
れ
な
が
ら
自
分
を
フ
ル
に

使
っ
て
勝
負
す
る
の
が
、
現
代
の
生
き
方
だ
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
持
論
と
と

も
に
、「
局
長
さ
ん
も
仕
事
の
捕
虜
で
す
か
？
」
と
尋
ね
る
。
対
し
て
、
男
は

「
テ
レ
ビ
は
特
に
ね
。
仕
事
に
切
れ
目
が
な
い
か
ら
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
連

続
だ
ろ
。［
中
略
］
と
に
か
く
、
難
し
い
こ
と
だ
よ
。
こ
の
仕
事
を
し
な
が
ら
、

人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
」
と
半
ば
自
嘲
気
味
に
返
答
す
る
。
二
人
の
中
で
、

演
出
家
が
言
う
、「
時
間
に
追
わ
れ
る
忙
し
い
現
代
人
の
生
き
方
」
を
最
も
体

現
し
て
い
る
の
は
、「
テ
レ
ビ
業
界
人
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
、
局
長
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
人
間
で
あ
る
こ
と
の
難
し
さ
」
を
感
じ
る
地
点

で
も
あ
る
。
テ
レ
ビ
「
マ
ン
モ
ス
タ
ワ
ー
」
は
混
乱
す
る
映
画
業
界
に
対
し
て
、

猪
突
猛
進
に
突
き
進
む
テ
レ
ビ
業
界
を
取
り
上
げ
た
が
、
そ
の
勢
い
は
、
映
画

に
お
い
て
は
、「
忙
し
い
現
代
人
の
象
徴
」
で
あ
り
、
人
間
ら
し
く
い
る
こ
と

の
難
し
さ
を
告
白
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。



206

三
月
十
日
ア
ク
セ
ス
）
の
各
年
代
の
興
行
収
入
を
参
照
。

（
3
）　
「
特
集　

A
LW

A
Y

S　

三
丁
目
の
夕
日
」『
キ
ネ
マ
旬
報
』
二
〇
〇
五
年
十
一
月
下

旬
号
、
五
八
頁
。

（
4
）　
「
対
談　

宮
崎
吾
朗　

山
崎
貴
」『
キ
ネ
マ
旬
報
』
二
〇
一
一
年
八
月
上
旬
号
、三
三
頁
。

（
5
）　
『A

LW
A

Y
S　

続
・
三
丁
目
の
夕
日
』
に
お
い
て
も
、
他
二
作
よ
り
か
は
目
立
た
な

い
が
、
そ
れ
で
も
テ
レ
ビ
を
め
ぐ
る
描
写
は
あ
る
。
自
動
車
修
理
工
場
の
家
に
親
類
の

娘
が
や
っ
て
く
る
が
、そ
の
娘
が
「
う
ち
の
家
の
テ
レ
ビ
は
、こ
れ
よ
り
も
三
倍
大
き
い
」

と
不
満
を
述
べ
る
場
面
が
あ
る
。

（
6
）　

二
〇
一
二
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
梅
ち
ゃ
ん
先
生
」
も
、「A

LW
A

Y
S

」

と
同
じ
時
代
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
、
テ
レ
ビ
を
買
っ
た
食
堂
に
近
所

の
人
が
集
ま
っ
て
騒
い
で
見
て
い
る
と
い
っ
た
光
景
が
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
に
描
か
れ
て

い
る
。

（
7
）　

村
田
昭
治
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
発
展
と
テ
レ
ビ
」
川
上
宏
編
『
大
衆
文
化
と
し
て

の
テ
レ
ビ
―
―
軌
跡
と
展
望
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
七
九
年
）、
一
一
四
頁
。

（
8
）　

古
田
尚
輝
『「
鉄
腕
ア
ト
ム
」
の
時
代
―
―
映
像
産
業
の
攻
防
』（
世
界
思
想
社
、

二
〇
〇
九
年
）、
一
一
二
～
一
二
一
頁
。
ま
た
同
書
一
二
三
頁
で
は
、
①
一
九
六
四
年
七

月
か
ら
外
国
映
画
の
輸
入
自
由
化
に
よ
っ
て
大
量
の
テ
レ
ビ
映
画
と
劇
映
画
の
輸
入
が

予
想
さ
れ
、
映
画
会
社
に
危
機
感
が
芽
生
え
た
こ
と
、
②
東
映
・
松
竹
・
東
宝
・
大
映

の
四
社
が
民
間
テ
レ
ビ
局
に
出
資
し
、
か
つ
テ
レ
ビ
映
画
の
製
作
も
始
め
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
、
敵
対
的
姿
勢
を
撤
回
す
る
要
因
に
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）　
「
テ
レ
ビ
と
映
画
・
一
九
五
七
年
」『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九
五
七
年
三
月
上
旬
号
、

三
六
～
四
一
頁
。

（
10
）　

四
方
田
犬
彦
『
日
本
映
画
史
一
〇
〇
年
』（
集
英
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
四
四
頁
。

（
11
）　

永
田
哲
朗
『
殺
陣
―
―
チ
ャ
ン
バ
ラ
映
画
史
』（
社
会
思
想
社
、
一
九
九
三
年
）、
二
九

頁
。

（
12
）　
『
読
売
新
聞
』
一
九
五
七
年
七
月
二
十
四
日
付
朝
刊
。

（
13
）　
『
読
売
新
聞
』
一
九
五
八
年
三
月
十
日
付
朝
刊
。

あ
る
。
一
九
六
一
年
か
ら
の
加
山
雄
三
主
演
の
「
若
大
将
」
シ
リ
ー
ズ
に
至
っ

て
は
、
毎
度
の
よ
う
に
、
テ
レ
ビ
で
若
大
将
の
活
躍
が
、「
同
時
性
」
や
「
即

時
性
」
と
い
っ
た
テ
レ
ビ
の
特
長
を
利
用
す
る
か
た
ち
で
大
衆
に
伝
え
ら
れ
、

若
大
将
は
ま
さ
に
お
茶
の
間
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。

　
「A

LW
A

Y
S

」
は
、
古
き
良
き
昭
和
三
十
年
代
の
風
景
と
し
て
、
近
所
の

人
が
集
ま
っ
て
、
お
祭
り
騒
ぎ
で
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
シ
ー
ン
を
描
い
た
。
だ

が
、
こ
う
し
て
振
り
返
っ
て
見
た
映
画
の
中
の
原
風
景
に
は
、
そ
う
し
た
祝
祭

的
な
も
の
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
映
画
製
作
者
は
、
テ
レ
ビ
と
い
う

新
し
い
メ
デ
ィ
ア
の
個
性
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
社
会
に
お
け
る
価
値
で
あ
っ

た
り
、
そ
こ
に
提
示
さ
れ
る
番
組
で
あ
っ
た
り
、
本
質
的
な
機
能
性
の
部
分
で

あ
っ
た
り
、
ま
た
は
、
忙
し
く
慌
た
だ
し
い
業
界
そ
の
も
の
も
含
め
て
、
そ
う

し
た
諸
々
の
特
徴
に
敏
感
に
反
応
し
て
、
映
画
に
生
か
す
べ
く
摂
取
し
て
い
た

よ
う
に
感
じ
る
。
そ
こ
に
は
、
同
時
代
の
テ
レ
ビ
産
業
と
の
摩
擦
は
関
係
な
く
、

映
画
を
よ
り
良
く
し
て
い
こ
う
と
す
る
強
い
意
志
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）　

監
督
の
山
崎
は
「
三
部
作
と
し
て
キ
レ
イ
に
納
ま
る
の
で
は
な
く
『
男
は
つ
ら
い
よ
』

の
よ
う
な
シ
リ
ー
ズ
に
な
っ
て
い
く
感
じ
も
し
て
い
る
ん
で
す
」
と
答
え
、
続
編
の
可

能
性
を
に
お
わ
せ
て
い
る
。「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

山
崎
貴
監
督
」『
キ
ネ
マ
旬
報
』

二
〇
一
二
年
二
月
上
旬
特
別
号
、
四
六
頁
。

（
2
）　
「
日
本
映
画
産
業
統
計
」（http://w

w
w

.eiren.org/toukei/index.htm
l

、
二
〇
一
四
年
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（
14
）　
「
テ
レ
ビ
と
映
画
監
督
・
脚
本
家
（
ア
ン
ケ
ー
ト
）」『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九
五
八
年
臨

時
増
刊
テ
レ
ビ
大
鑑
、
七
四
～
七
五
頁
。

（
15
）　
『
読
売
新
聞
』
一
九
五
八
年
十
一
月
十
八
日
付
夕
刊
。

（
16
）　

同
前
。

（
17
）　
『
読
売
新
聞
』
一
九
六
〇
年
一
月
十
六
日
付
夕
刊
。

（
18
）　
『
読
売
新
聞
』
一
九
六
二
年
五
月
二
十
九
日
付
夕
刊
。

（
19
）　

村
田
昭
治
、
前
掲
書
、
一
一
四
頁
。

（
20
）　

吉
見
俊
哉
「
映
画
館
と
い
う
戦
後
」
黒
沢
清
ほ
か
編
『
観
る
人
、
作
る
人
、
掛
け
る

人
（
日
本
映
画
は
生
き
て
い
る　

第
三
巻
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
一
三
頁
。

（
21
）　

同
前
、
一
一
四
頁
。

（
22
）　

内
藤
昭
『
映
画
美
術
の
情
念
』（
リ
ト
ル
・
モ
ア
、
一
九
九
二
年
）、
七
二
頁
。

（
23
）　
「
テ
レ
ビ
と
生
活
」『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九
五
八
年
臨
時
増
刊
テ
レ
ビ
大
鑑
、
三
五
頁
。

（
24
）　

古
田
尚
輝
、
前
掲
書
、
六
四
～
六
五
頁
。

（
25
）　

渡
辺
武
信
『
日
活
ア
ク
シ
ョ
ン
の
華
麗
な
世
界
（
上
）』（
未
来
社
、
一
九
八
一
年
）、

四
七
頁
。

（
26
）　

日
活
と
日
本
テ
レ
ビ
の
契
約
な
ら
び
に
放
送
作
品
に
つ
い
て
は
、
古
田
尚
輝
、
前
掲

書
、
一
一
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
27
）　
「
テ
レ
ビ
と
芸
術
」『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九
五
八
年
臨
時
増
刊
テ
レ
ビ
大
鑑
、七
三
頁
に
、

「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
魅
力
の
一
つ
に
は
そ
の
同
時
性
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
今
、
現

に
起
っ
て
い
る
こ
と
を
見
た
り
聴
い
た
り
し
て
い
る
魅
力
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

（
28
）　
「
映
画
に
な
っ
た
マ
ス
コ
ミ
」『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九
五
八
年
七
月
上
旬
号
、
九
二
頁
。

（
29
）　

古
田
尚
輝
、
前
掲
書
、
八
二
頁
。

　





209　『日本研究』No. 50（2014）

は
じ
め
に

　

本
研
究
ノ
ー
ト
は
、
岡
倉
覚
三
の
英
文
三
部
作
（『
東
洋
の
理
想
』『
日
本

の
覚
醒
』『
茶
の
本
』）
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
み
、
そ
の
思
想
に
同
意
を
示
し

た
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
（Phạm

 Q
uỳnh

／
范
瓊
、
一
八
九
二
～
一
九
四
六
、
写
真

1
）
の
書
評（

1
）の

日
本
語
訳
と
解
題
か
ら
な
る
。

　

岡
倉
の
著
作
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
、
英
語
圏
と
は
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト

に
お
い
て
、
翻
訳
出
版
さ
れ
受
容
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
フ
ラ
ン
ス
語
訳
が
、
フ

ラ
ン
ス
知
識
層
だ
け
で
は
な
く
、
旧
イ
ン
ド
シ
ナ
、
な
か
で
も
、
ベ
ト
ナ
ム

の
知
識
人
に
熱
心
に
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ

こ
で
取
り
上
げ
る
「
東
洋
の
理
想
（Les Idéaux de l’O

rient

）」（
一
九
三
一
年
）

と
「
茶
の
礼
賛
（Éloge du Thé

）」（
一
九
二
九
年
）
と
名
付
け
ら
れ
た
書
評

は
、
い
ず
れ
も
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
と
い
う
ベ
ト
ナ
ム
知
識
人
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
経
由
す
る
日
越
文
化
交
渉
の
興
味
深
い

一
資
料
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

評
者
の
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
は
、
安
南
の
近
代
文
化
の
創
生
に
一
生
を
捧
げ

た
人
物
で
あ
り
、「
文
人
中
の
文
人
で
あ
り
、
文
化
に
よ
っ
て
国
を
革
新
し

よ
う
と
主
導
し
た
人
」
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る（

2
）。

ハ
ノ
イ
で
生
を
受
け
、

幼
少
期
に
は
従
来
の
儒
教
教
育
を
、
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
教
育
を
受

け
、
十
六
歳
で
通
訳
学
校
を
卒
業
し
、
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
（École 

Française d’Extrêm
e-O

rient

）
で
九
年
間
働
い
た（

3
）。

極
東
学
院
勤
務
中
か
ら
、

ク
イ
ン
は
グ
エ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ィ
ン
（N

guyễn V
ăn V

ĩnh 

／
阮
文
永
、

一
八
八
二
～
一
九
三
六
）
が
編
集
し
た
『
イ
ン
ド
シ
ナ
雑
誌
（Đ

ông D
ương 

tạp chí

）』（
一
九
一
三
～
一
九
一
七
）
を
手
伝
い
、
後
に
、
三
カ
国
語
文
藝
誌

『
南
風
雑
誌
（N

am
 Phong tạp chí

）』（
一
九
一
七
～
一
九
三
四（

4
））

の
主
筆
と

【
研
究
ノ
ー
ト
】

フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
け
る
『
東
洋
の
理
想
』『
日
本
の
覚
醒
』『
茶
の
本
』

─
─
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
の
書
評
と
そ
の
解
題
─
─

二
村
淳
子
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な
お
、
本
研
究
ノ
ー
ト
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
─
一　

 「
東
洋
の
理
想
」（
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
に
よ
る
『
東
洋
の
理
想
』

と
『
日
本
の
覚
醒
』
の
書
評
）
の
日
本
語
試
訳

一
─
二　

 

右
（「
東
洋
の
理
想
」）
の
解
題

二
─
一　

 「
茶
の
礼
賛
」（
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
に
よ
る
『
茶
の
本
』
の
書
評
）

の
日
本
語
試
訳

二
─
二　

 

右
（「
茶
の
礼
賛
」）
の
解
題

［
補
遺
］　

本
研
究
ノ
ー
ト
に
登
場
す
る
人
物
の
略
歴

フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
著
「
東
洋
の
理
想
」
原
文

フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
著
「
茶
の
礼
賛
」
原
文

一
─
一
　�「
東
洋
の
理
想
」（
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
評
、
一
九
三
一
年
）
の
日
本
語
試
訳

　

極
東
に
興
味
を
抱
く
者
な
ら
ば
誰
で
も
、『
東
洋
の
理
想
』
と
題
さ
れ
た

日
本
人
作
家
・
岡
倉
の
著
作
を
知
っ
て
い
る
。
英
語
で
書
か
れ
た
こ
の
作
品

は
、
一
九
一
六
年
に
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
さ
れ
、
同
著
者
に
よ
る
連
作
的
な
作

品
『
日
本
の
覚
醒
』
と
ま
と
め
て
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た（

8
）。

　

私
は
こ
の
二
作
を
仏
訳
版（

9
）で

読
み
、
深
い
感
銘
を
受
け
た
。
長
い
間
私
が

練
っ
て
き
た
思
考
は
、
こ
の
二
作
を
読
ん
だ
こ
と
で
、
胸
が
締
め
付
け
ら
れ

な
っ
た
。
ま
た
、
知
識
青
年
層
の
た
め
の
文
化
・
社
交
サ
ー
ク
ルA

ア
フ
ィ
マ

FIM
A

（A
ssociation pour la form

ation intellectuelle et m
orale des A

nnam
ites

／
開
智

進
徳
会
、
一
九
一
九
～
一
九
四
五
）
の
事
務
局
長
と
し
て
会
を
統
率
し
続
け
た
。

ク
オ
ッ
ク
・
グ
ー
（
国
語（

5
））

普
及
運
動
や
、『
金
雲
翹
（K

im
 Vân K

iều （
6
））』

な

ど
の
安
南
文
学
の
再
評
価
、
演
劇
改
革
、
詩
歌
の
記
録
と
保
存
な
ど
、
彼
の

功
績
は
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
の
よ
う
に
雑
誌
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
と
結
ア
ソ
シ
ア
シ
ォ
ン

社
と

い
う
制
度
を
通
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
文
化
の
舵
取
り
を
精
力
的
に
行

い
、
一
九
三
二
年
か
ら
バ
オ
ダ
イ
帝
（B

ảo Đ
ại, 1918

―1997

）
の
イ
デ
オ

ロ
ー
グ
と
な
っ
た
も
の
の
、
一
九
四
六
年
の
八
月
革
命
で
ヴ
ェ
ト
・
ミ
ン
に

よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る（

7
）。

写真 1　1942 年頃のファム・クイン（Pham Quynh, 
Un poēte humaniste annamite, Hué, Editions Phan-
Manh-Danh, 1943）

（撮影者：Le Van Tan）
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デ
ィ
ア
で
あ
る
。
つ
ま
り
イ
ン
ド
と
中
国
、
そ
し
て
こ
の
二
国
に
従
属
・
服

従
し
た
す
べ
て
の
国
々
に
付
与
さ
れ
て
い
る
文
化
と
文
明
の
一
貫
性
で
あ
り
、

最
も
完
璧
で
、
最
も
繊
細
な
産
物
で
あ
る
東
洋
の
叡
智
の
影
響
の
も
と
に
長

年
か
け
て
形
作
ら
れ
た
精
神
的
な
生
き
方
で
あ
る
。

　

こ
の
統
一
性
は
、
十
三
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
略
に
よ
っ
て
断
絶
さ
れ
、

以
来
、
ア
ジ
ア
は
深
い
闇
の
奥
へ
と
沈
ん
で
い
っ
た
。
沈
没
は
、
極
東
が
西

洋
と
の
接
触
を
強
い
ら
れ
た
十
九
世
紀
半
ば
ま
で
続
い
た
。
西
洋
と
の
接
触

は
、
極
東
の
民
に
二
つ
の
選
択
肢
─
─
適
応
す
る
か
、
死
か
─
─
を
つ
き
つ

け
た
。
最
初
に
、
現
代
生
活
に
う
ま
く
適
合
し
て
み
せ
た
の
は
日
本
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
日
本
の
成
功
は
、
外
面
的
な
状
況
よ
り
、
本
質
的
な
特
性

─
─
古
き
ア
ジ
ア
の
理
想
そ
の
も
の
に
忠
実
で
い
る
と
い
う
こ
と
─
─
に
多

く
を
負
っ
て
い
る
。

近
代
国
家
の
生
活
が
余
儀
な
く
さ
せ
る
新
し
い
色
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本
来
の
自
己
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
が
、
先
祖
た
ち
に
よ
っ
て
教
え

ら
れ
た
不ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ

二
元
（
統
一
性（

10
））

の
理
念
の
本
質
的
至
上
命
令
な
の
だ
。

　

さ
ら
に
岡
倉
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
西
洋
社
会
の
哀
れ
な
事
情
は
、

我
々
を
し
て
印
度
の
宗
教
や
中
国
の
倫
理
の
う
ち
に
、
よ
り
高
次
の
解
決
を

求
め
し
む
る
」、
と
。

　

イ
ン
ド
の
宗
教
と
中
国
の
倫
理
。
壮
大
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
で
分
か
れ
て
い

る
よ
う
な
熱
狂
的
な
感
情
を
帯
び
、
堅
固
に
な
っ
た
。
著
者
の
主
た
る
欠
点

で
あ
る
果
て
し
な
い
賛
辞
の
調
子
に
さ
え
、
私
は
気
付
か
な
か
っ
た
。
そ
の

欠
点
と
は
、
日
本
─
─
著
者
が
い
う
に
は
、
ア
ジ
ア
す
べ
て
の
良
心
と
な
っ

た
宿
命
国
─
─
の
み
の
役
割
と
栄
誉
と
し
て
知
識
と
事
実
を
我
田
引
水
し
、

す
べ
て
を
自
国
へ
と
帰
結
さ
せ
て
し
ま
う
著
し
い
贔
屓
で
あ
る
。
岡
倉
氏
の

目
に
と
っ
て
は
、
二
十
五
世
紀
に
わ
た
る
ア
ジ
ア
文
明
の
発
展
は
、
た
っ
た

一
つ
の
目
的
し
か
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
目
的
と
は
、
奇
跡
の
中

の
奇
跡
、
驚
異
の
中
の
驚
異
で
あ
る
現
代
日
本
を
誕
生
さ
せ
る
た
め
に
一
致

協
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

盲
目
的
愛
国
心
と
も
い
え
る
度
の
過
ぎ
た
愛
国
主
義
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
た
こ
う
し
た
誇
張
や
先
入
観
は
、
最
初
に
読
ん
だ
時
は
、
ほ
と
ん
ど
感

じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
著
者
が
展
開
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
に
、
私
は
そ
れ
ほ
ど
ま

で
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
と
中
国
に
代
表
さ
れ
る
古

き
ア
ジ
ア
文
化
の
根
底
に
あ
る
理
想
は
、
科
学
と
近
代
文
明
と
の
接
触
に

よ
っ
て
蘇
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
ア
ジ
ア
の
民
の
新
た
な
更
生
を
施
す
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　

最
近
、
私
は
こ
の
岡
倉
の
著
を
再
読
し
た
。
先
に
私
が
挙
げ
た
短
所
は
、

二
度
目
の
読
書
に
て
、
明
確
な
も
の
に
思
え
た
。
し
か
し
、
衝
撃
的
で
包
括

的
な
岡
倉
の
文
章
に
お
い
て
、
そ
の
着
想
源
・
指
針
と
な
っ
て
い
る
根
本
的

な
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
独
創
的
な
価
値
と
暗
示
に
富
む
魅
力
を
失
っ
て
い
な
い
。

　

そ
れ
は
、
か
つ
て
、「
古
き
ア
ジ
ア
の
統
一
性
」
が
あ
っ
た
と
い
う
ア
イ
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新
た
な
、
そ
し
て
、
無
傷
の
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
力
を
注
ぐ
こ
と
が
で
き
、

レ
ベ
ル
高
き
現
代
国
家
と
し
て
の
位
置
を
築
き
上
げ
た
の
だ
。

　

一
方
、
活
動
的
で
新
進
の
気
性
に
一
段
と
富
む
西
洋
は
、
物
質
的
・
実
践

的
な
生
活
を
重
視
し
、
理
に
適
っ
た
整
合
的
な
方
法
で
人
生
設
計
す
る
術
を

心
得
た
。
そ
し
て
、
最
大
の
利
便
性
と
快
適
さ
を
手
に
入
れ
た
。
西
洋
は
、

巧
妙
な
物
質
の
使
用
と
適
切
な
力
の
行
使
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
自
然
現

象
の
研
究
の
た
め
に
科
学
と
い
う
素
晴
ら
し
い
探
究
の
道
具
─
─
そ
れ
に

よ
っ
て
物
質
的
世
界
の
す
べ
て
を
支
配
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
─
─

を
考
案
し
た
。「
組
織
だ
っ
た
文
化
を
擁
し
、
分
化
し
た
知
識
の
こ
と
ご
と

く
を
備
え
、
切
り
込
む
よ
う
な
競
争
力
を
宿
し
た
欧
州
の
科
学
」
は
、
全
世

界
が
屈
服
す
る
ほ
ど
の
驚
く
べ
き
勢
力
を
西
洋
に
与
え
た
。

　

ア
ジ
ア
は
、
物
質
的
な
欠
落
に
よ
っ
て
堕
落
し
た
。
あ
ま
り
に
も
瞑
想
的

な
精
神
の
結
末
で
あ
っ
た
。
そ
の
ア
ジ
ア
同
様
に
、
欧
州
も
、
物
質
面
に
お

け
る
過
剰
な
力
に
よ
っ
て
堕
落
す
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
過
剰

さ
は
、
ア
ジ
ア
に
損
害
を
被
ら
せ
て
き
た
し
、
未
来
に
も
さ
ら
な
る
損
害
を

も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
力
の
濫
用
は
、
理
想
を
払
拭
さ
せ
、
ア
ジ
ア
を
ま
す
ま

す
愚
鈍
な
物
質
主
義
へ
と
追
い
込
ん
で
い
く
。
欧
州
で
も
、
最
も
優
れ
た
才

気
の
持
ち
主
た
ち
の
多
く
は
、
こ
の
こ
と
に
す
で
に
気
付
い
て
お
り
、
ア
ジ

ア
の
古
き
叡
智
を
尋
ね
よ
う
と
東
洋
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
白
人
の
自
尊
心
」
と
で
も
呼
び
得
る
感
情
か
ら
、
東
洋
へ
の
熱
狂
に
敵
意

を
持
つ
者
も
い
る
。
威
嚇
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
過
剰
か
ら

る
「
ヴ
ェ
ー
ダ
の
個
人
主
義
」
と
「
孔
子
の
共
同
社
会
主
義
」。
こ
れ
が
、

ア
ジ
ア
思
想
の
二
大
支
柱
で
あ
る
。

　

だ
が
、
ア
ジ
ア
は
一
つ
で
あ
る
と
岡
倉
は
言
う
。「［
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
］
雪
を

い
た
だ
く
こ
の
障
壁
で
さ
え
も
、
ア
ジ
ア
の
民
に
共
通
の
思
想
遺
産
と
い
う

べ
き
、
究
極
普
遍
的
な
も
の
を
求
め
る
愛
の
広
が
り
を
、
一
瞬
た
り
と
も
断

ち
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
愛
こ
そ
が
、
世
界
す
べ
て
の
大

宗
教
を
生
み
出
さ
し
め
、
ま
た
、
地
中
海
や
バ
ル
ト
海
沿
岸
の
諸
民
族
が
、

特
殊
に
注
意
し
、
人
生
の
目
的
で
は
な
く
手
段
を
探
し
出
す
こ
と
を
好
む
こ

と
と
、
は
っ
き
り
区
別
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」、
と
。

　

東
洋
と
西
洋
、
ア
ジ
ア
と
欧
州
を
隔
て
る
根
本
的
な
相
違
は
こ
こ
に
あ
る
。

片
方
は
、
究
極
普
遍
的
な
も
の
へ
の
情
熱
。
も
う
片
方
は
、
偶
然
や
特
殊
な

も
の
へ
の
配
慮
。
東
と
西
の
文
明
の
大
枠
を
特
徴
付
け
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る

結
論
は
こ
こ
か
ら
導
き
出
せ
よ
う
。
究
極
普
遍
的
な
も
の
へ
の
追
究
に
熱
中

し
、
理
想
ば
か
り
を
凝
視
し
て
い
た
東
洋
は
、
外
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
進
歩

に
対
し
て
無
関
心
で
、
発
展
を
止
め
て
し
ま
っ
た
。（
フ
ン
、
モ
ン
ゴ
ル
、
韃

靼
の
）
周
辺
の
蛮
族
に
よ
る
侵
略
に
耐
え
切
れ
ず
、
何
度
も
蛮
族
の
な
す
が

ま
ま
に
さ
れ
、
そ
の
た
び
に
屈
辱
的
な
服
従
を
強
い
ら
れ
、
い
ま
だ
回
復
し

き
れ
な
い
「
知
的
混
乱
と
精
神
的
苦
悩
」
を
引
き
起
こ
し
た
。

　

島
国
と
い
う
地
理
的
条
件
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
国
民
の
気
力
に
よ
っ
て
、

蛮
族
か
ら
の
侵
略
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
日
本
の
み
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
改
造
と
適
応
と
い
う
重
要
な
仕
事
に
対
し
、
決
定
的
な
時
期
に
、
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岡
倉
は
、
日
本
が
「
ア
ジ
ア
文
明
の
博
物
館
」
に
な
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。

い
や
、
単
な
る
博
物
館
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
民

族
の
特
異
な
天
性
は
、
古
い
も
の
を
失
う
こ
と
な
し
に
新
し
い
も
の
を

歓
迎
す
る
生
け
る
不
二
元
論
の
精
神
に
よ
っ
て
、
過
去
の
諸
理
想
を
余

す
こ
と
な
く
維
持
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
岡
倉
は
、
近
代
世
界
の
現
在
の
状
況
下
で
は
「
ア
ジ
ア
的

魂
の
固
守
」
は
難
し
い
と
も
認
め
、
用
心
深
い
、
持
続
的
努
力
が
そ
の
た
め

に
は
必
要
だ
と
言
う
。

実
際
に
、
我
々
の
過
去
の
中
に
蘇
生
の
源
泉
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
一
大
強
化
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
今
、

認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
近
代
的
卑
俗
の
焼
き
焦
が
す
ご

と
き
旱
魃
が
、
生
命
と
芸
術
の
咽
頭
を
枯
渇
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
岡
倉
は
次
の
よ
う
に
確
信
し
て
い
る
。

過
去
の
影
は
未
来
の
約
束
で
あ
る
。
い
か
な
る
木
も
、
種
子
の
中
に
あ

る
力
以
上
に
大
き
く
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
命
は
常
に
自
己
回
帰

の
中
に
存
す
る
。

「
西
欧
擁
護
」
を
唱
え
る
人
た
ち
で
さ
え
も
、
欧
州
が
単
に
物
質
的
で
機
械

的
な
文
明
へ
の
道
に
あ
ま
り
に
コ
ミ
ッ
ト
し
す
ぎ
、
自
ら
を
見
失
っ
て
い
る

こ
と
を
認
識
し
て
い
る
の
だ
。

　

そ
の
間
、
ア
ジ
ア
は
完
全
に
征
服
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
す
っ
か
り
西
欧
文

明
に
覆
い
尽
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
は
、
自
ら
の
足
元
を
お
び
や
か

す
危
険
を
充
分
に
自
覚
す
る
こ
と
な
く
、
大
き
な
渦
へ
と
次
々
に
巻
き
込
ま

れ
て
い
っ
た
。
今
現
在
、
欧
州
下
に
大
き
く
従
属
し
て
い
る
状
況
下
に
お
い

て
は
、
そ
も
そ
も
、
選
択
の
余
地
は
な
い
。
当
の
日
本
も
、
一
八
五
三
年
に

江
戸
湾
に
錨
を
下
ろ
し
に
や
っ
て
き
た
ペ
リ
ー
艦
隊
が
象
徴
す
る
外
国
の
脅

威
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
潮
流
の
最
中
に
飛
び
入
る
決
断
を
し
た
の
だ
。

そ
し
て
、
渦
の
中
に
入
っ
て
か
ら
は
、
欧
州
各
国
に
お
け
る
深
刻
さ
と
同
じ

「
西
洋
社
会
の
哀
れ
な
事
情
」
が
日
本
に
も
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で

あ
る
。

　

哲
学
者
・
櫻
澤
如
一
は
、最
近
出
版
さ
れ
た『
東
洋
哲
学
及
び
科
学
の
根
本

無
双
原
理（Le principe unique de la philosophie et de la science d’Extrêm

e-

O
rient （

11
））』

の
中
で
、
胸
が
痛
く
な
る
よ
う
な
表
現
で
そ
の
こ
と
を
嘆
い
て
い

る
。
櫻
澤
は
、
思
想
家
・
哲
学
者
と
し
て
、
現
在
日
本
を
と
か
く
「
つ
ま
ら

ぬ
も
の
」
と
し
て
見
な
し
て
い
る
。
櫻
澤
の
同
郷
者
で
あ
る
『
東
洋
の
理

想
』
の
著
者
・
岡
倉
は
、
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
て
日
本
と
日
本
人
を
あ
ま
り

に
過
大
評
価
し
す
ぎ
て
い
た
。
見
事
な
成
功
を
遂
げ
た
日
本
だ
が
、
文
明
の

質
と
い
う
視
点
か
ら
は
頗
る
つ
ま
ら
ぬ
も
の
に
な
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
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ヒ
ン
ド
ゥ
ー
特
有
の
形
式
に
由
来
す
る
イ
ン
ド
の
宗
教
は
、
常
に
ガ
ン
ジ

ス
川
の
精
神
に
忠
実
で
あ
っ
た
が
、
最
後
に
は
生
ま
れ
故
郷
を
捨
て
、
極
東

に
遍
く
普
及
す
る
こ
と
に
な
る
普
遍
的
な
仏
教
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
極
東

の
人
々
の
精
神
と
魂
に
、
軽
や
か
で
あ
る
も
の
の
、
拭
う
こ
と
が
で
き
な
い

刻
印
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。
仏
教
は
、
黄
河
と
揚
子
江
の
中
国
で
開
化
し

た
道
教
哲
学
と
出
会
っ
た
が
、
道
教
哲
学
も
、
仏
教
と
同
じ
く
、
先
に
見
た

ア
ジ
ア
の
理
想
、
つ
ま
り
、
究
極
普
遍
的
な
も
の
へ
の
情
熱
と
い
う
同
源
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
教
義
の
結
合
か
ら
、
極
東
に
お
け
る

あ
ら
ゆ
る
思
想
と
芸
術
の
深
遠
な
る
源
で
あ
る
中
国
の
大
乗
仏
教
が
生
ま
れ

た
。

　

だ
が
、
仏
教
と
道
教
の
結
合
は
、
形
而
上
的
な
極
、
創
造
と
霊
感
を
生
み

出
す
「
陽
」
の
極
で
し
か
な
い
。
倫
理
の
極
で
あ
る
「
陰
」
は
、
儒
教
で
あ

る
。
中
国
の
最
古
の
三
王
朝
に
お
け
る
古
き
叡
智
で
あ
る
。
こ
の
黄
河
の
精

神
は
ガ
ン
ジ
ス
の
精
神
と
強
化
・
相
補
し
合
う
も
の
の
、
対
立
す
る
こ
と
は

な
い
。

　

私
た
ち
の
イ
ン
ド
シ
ナ
は
、
そ
の
地
理
的
状
況
か
ら
、
イ
ン
ド
と
中
国
の
、

黄
河
と
ガ
ン
ジ
ス
川
の
、
文
明
の
融
合
を
は
か
る
宿
命
に
あ
る
。
だ
が
、
実

際
の
イ
ン
ド
シ
ナ
の
歴
史
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
過
去
を
振
り
返
れ

ば
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
チ
ャ
ン
パ
に
よ
る
「
イ
ン
ド
」
と
、
安
南
に
よ
る
「
中

国
」
の
果
て
し
な
い
血
ま
み
れ
の
紛
争
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
嘆
か
わ
し
い
過
去
は
、
岡
倉
が
「
ア
ジ
ア
の
夜
」
と
呼
ぶ
、
ア
ジ
ア
が

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
私
は
、
岡
倉
の
思
想
に
両
手
を
挙
げ
て
賛
成
し
た

い
。「
今
日
の
ア
ジ
ア
の
課
題
は
、
ア
ジ
ア
的
様
式
を
擁
護
し
、
回
復
す
る

こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
す
る
た
め
に
は
、
ア
ジ
ア
自
ら
が
ま
ず
、

こ
れ
ら
の
様
式
の
意
識
を
確
認
し
て
発
達
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
岡
倉
の
主
張
に
も
私
は
賛
同
す
る
。
要
す
る
に
、
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
必
要

な
の
は
、
自
ら
の
魂
を
自
覚
す
る
こ
と
な
の
だ
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
ア
ジ
ア
の
魂
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
東ア
ジ
・
オ
リ
エ
ン
タ
ル

方
ア
ジ
ア
全
土
に
通
じ
る
理
想
で
あ
り
、
岡
倉
が
こ
の
二
冊
を
通

じ
て
鮮
や
か
に
論
証
し
た
「
ア
ジ
ア
の
古
き
統
一
性
」
の
産
物
で
あ
る
。

　

そ
の
理
想
は
、
イ
ン
ド
の
宗
教
と
中
国
の
倫
理
と
い
う
二
つ
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
る
。
岡
倉
は
、
そ
こ
に
、
第
三
の
要
素
と
し
て
日
本
の
芸
術
を
加
え

よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
日
本
芸
術
と
は
、
イ
ン
ド
の
宗
教
を
中
国
の

叡
智
を
介
し
て
日
本
流
に
解
釈
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
魅
力
的
で
は
あ
る

が
、
あ
る
種
、
ア
ジ
ア
の
魂
の
副
産
物
で
し
か
な
い
。
ア
ジ
ア
の
魂
の
肝
心

な
二
つ
の
顕
現
は
、
二
元
論
の
原
理
で
作
用
す
る
も
の
─
─
櫻
澤
氏
風
の
言

い
方
を
す
れ
ば
「
分
極
作
用（

12
）」

─
─
で
あ
り
、
イ
ン
ド
起
源
の
宗
教
と
中
国

的
倫
理
が
そ
の
核
と
な
る
。

　

よ
っ
て
、
こ
の
二
軸
の
中
に
ア
ジ
ア
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
精
神
生
活
の
本

質
を
探
究
す
べ
き
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
は
、
お
互
い
の
中
に
、
自
ら
を
認
め
、

自
覚
す
る
。
そ
の
二
つ
は
、
陰
と
陽
の
二
元
の
よ
う
な
同
様
の
実
有
で
あ
り
、

ア
ジ
ア
の
古
き
統
一
と
汎
神
的
な
魂
で
あ
る
。
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世
界
大
戦
中
の
一
九
一
七
年
。
日
本
語
訳
よ
り
二
十
年
以
上
早
い
。
出
版
社

は
、
パ
イ
ヨ
社
（Payot &

 C
ie.

）
で
あ
る
。
訳
者
は
、
名
高
い
パ
リ
の
著
作

権
代
理
人（

15
）、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
夫
人
と
し
て
知
ら
れ
る
ジ
ェ

ニ
ー
・
セ
リ
ュ
イ
ス
（Jenny Serruys B

radley, 1886

―1983 （
16
））

だ
。
英
文
学
の

「
目
利
き
」
で
あ
っ
た
彼
女
が
、
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
で
岡
倉
の
英
文
二
作
を

見
事
に
訳
し
て
い
た
事
実
は
興
味
深
い
。

　

こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
、
ニ
ヴ
ェ
デ
ィ
ダ
の
序
は
削
ら
れ
、
代
わ
り
に

極
東
に
詳
し
い
元
駐
日
大
使
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ジ
ェ
ラ
ー
ル
（A

uguste 

G
érard, 1852

―1922

）
に
よ
る
長
い
序
文
（
二
十
頁
に
も
わ
た
る
）
が
掲
載
さ

れ
た
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
序
を
読
む
限
り
、
こ
の
『
東
洋
の
理
想
』
仏
版
が
大

戦
中
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
侵
略
者
ド
イ
ツ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
を
一

致
団
結
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
、「
東
洋
の
理
想

は
、
私
た
ち
の
理
想
と
結
合
・
融
合
し
た（

17
）」

と
、
序
の
中
で
熱
弁
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
岡
倉
の
「
東
洋
の
理
想
」
は
、
第
一
次
大
戦
中
に
フ
ラ
ン

ス
国
民
の
闘
志
を
煽
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
一
面
が
あ
っ
た
が（

18
）、

そ
の
一
方

で
、
出
版
側
の
意
図
と
は
別
に
、
本
国
以
外
の
フフ

ラ

ン

コ

フ

ォ

ー

ン

ラ
ン
ス
語
使
用
圏
の
読
者

に
も
熱
心
に
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
も
、
岡
倉
の
仏
版
に
熱
中
し
た
読
者
だ
っ
た
。
文
中
、

ク
イ
ン
は
、
岡
倉
の
文
章
に
迸
る
愛
国
主
義
を
強
く
批
判
し
て
い
る
も
の
の
、

『
東
洋
の
理
想
』
が
、
安
南
文
化
の
あ
る
べ
き
方
向
を
彼
に
確
信
さ
せ
た
重

要
な
著
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
方
向
と
は
、
無
条
件
に
フ

そ
の
魂
を
失
っ
た
時
期
、
す
な
わ
ち
眠
り
と
暗
闇
の
長
い
時
期
の
出
来
事
で

あ
る
。

　

そ
の
夜
は
明
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
大
部
分
は
靄も
や

に
包
ま
れ
て
い
る
も
の

の
、
新
た
な
曙
が
空
を
染
め
始
め
て
い
る
。

　

近
代
文
明
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
安
南
は
、
若
返
り
、
刷
新
し
、
再
生
し
、

そ
れ
と
同
時
に
ア
ジ
ア
文
化
の
深
遠
な
る
源
に
よ
っ
て
活
力
を
養
う
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
自
ら
の
た
め
に
、
か
つ
て
の
イ
ン
ド
シ
ナ
が

達
成
で
き
な
か
っ
た
使
命
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

決
し
て
実
現
し
得
ぬ
野
心
的
な
夢
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
夢
は
、

私
た
ち
に
矜
持
を
与
え
、
私
た
ち
の
変
転
を
確
信
さ
せ
て
く
れ
る
、
刺
激
的

な
も
の
で
あ
る
。

一
─
二
　「
東
洋
の
理
想
」
の
解
題

　

右
の
書
評
「
東
洋
の
理
想
」
は
、
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
に
よ
っ
て
一
九
三
一

年
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
。
初
出
は
、
日
刊
紙
『
東
法
月
報
（France-

Indochine （
13
））』

の
論
壇
欄
で
あ
り
、
後
に
、
一
九
三
七
年
に
出
版
さ
れ
た
随

筆
集
『
仏
安
随
筆
（Essais Franco-Annam

ites （
14
））』

に
収
録
さ
れ
た
。

　

ま
ず
手
始
め
に
、
岡
倉
の
『
東
洋
の
理
想
』
の
フ
ラ
ン
ス
版
の
翻
訳
出
版

の
経
緯
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。

　

岡
倉
のThe Ideals of East

が
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
さ
れ
た
の
は
、
第
一
次
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一
九
六
六
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
『
東
洋
哲
学
及
び
科
学
の
根
本
無
双
原
理
』

を
上
梓
す
る（

23
）。

何
度
も
版
を
重
ね
、
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
読
ま
れ
た
こ
の

著
書
の
初
版
の
年
は
、
一
九
三
一
年
で
あ
っ
た
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
ク
イ
ン
が
、
書
評
「
東
洋
の
理
想
」
を
書
い
た
の
も

一
九
三
一
年
で
あ
る
。
文
中
に
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
読
は
、
仏

版
初
版
の
一
九
一
七
年
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
か
ら
十
四
年
の
時
を
経
て

こ
の
評
を
書
い
た
の
は
、
一
九
三
一
年
に
開
催
さ
れ
た
パ
リ
植
民
地
博
覧
会

の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
と
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
博
覧
会
は
、
一
般
的
な
万
博

と
は
違
い
、
フ
ラ
ン
ス
の
栄
光
の
も
と
に
自
画
像
を
提
出
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
た
博
覧
会
で
あ
る
。「
イ
ン
ド
シ
ナ
（
越
語
漢
字
で
《
東イ
ン
ド
シ
ナ洋
》
と
表

記
す
る
）」
と
い
う
名
称
を
宗
主
国
か
ら
与
え
ら
れ
、
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
表
象
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
て
い
た
ク
イ
ン
は
、
イ
ン
ド
的
「
ヴ
ェ
ー

ダ
の
個
人
主
義
」
と
中
国
の
「
孔
子
の
共
同
社
会
」
と
い
う
二
国
に
挟
ま
れ

た
地
理
に
あ
る
安
南
の
理
想
を
構
想
す
る
そ
の
過
程
で
、
岡
倉
の
『
東
洋
の

理
想
』
を
再
び
繙
い
た
の
で
は
な
い
か
。
文
中
、
ク
イ
ン
は
、「
安
南
ル
ネ

サ
ン
ス
」
同
様
、「
イ
ン
ド
シ
ナ
」
と
い
う
概
念
に
も
、
陰
陽
二
元
論
に
よ

る
止
揚
を
援
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
イ
ン
ド
シ
ナ
」
を
、「
ヴ
ェ
ー
ダ
の

個
人
主
義
」
と
「
孔
子
の
共
同
社
会
主
義
」
と
い
う
二
極
に
よ
っ
て
新
し
い

も
の
を
生
み
出
し
て
い
く
磁
場
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

ラ
ン
ス
式
を
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
保
守
に
徹
す
る
の
で
も
な

く
、「
発
展
」
と
「
保
存
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
対
峙
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
新
文
化
を
創
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る（

19
）。

こ
れ
は
、
ク
イ
ン
が

「
安
南
ル
ネ
サ
ン
ス（

20
）」

と
呼
ん
で
い
た
文
化
構
想
の
原
理
で
あ
る
。
そ
の

「
安
南
ル
ネ
サ
ン
ス
」
は
、
陰
が
あ
れ
ば
陽
が
あ
り
、
陽
が
あ
れ
ば
陰
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
提
示
す
る
陰
陽
二
元
の
太
極
図
に
構
造
的
に
な
ぞ
ら
れ
る

も
の
だ
。
別
エ
ッ
セ
イ
で
、
ク
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

仮
に
、
中
国
の
哲
学
者
の
よ
う
に
論
じ
る
と
し
た
ら
、
東
洋
は
「
陰
」、

西
洋
は
「
陽
」
で
あ
り
、
片
方
は
力
と
活
力
を
、
も
う
一
方
は
永
続
性

と
安
定
性
を
表
象
す
る
。［
中
略
］
こ
の
二
つ
の
邂
逅
は
、
い
つ
の
日
か
、

人
類
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
美
し
く
調
和
的
で
、
一
言
で
い
う
な
れ
ば
、

よ
り
完
璧
な
人
間
ら
し
さ
を
生
じ
さ
せ
る
だ
ろ
う（

21
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
ク
イ
ン
は
、「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
い
う
現
象
を
東
洋
的
に

解
釈
し
て
い
た
が
、
こ
の
背
後
に
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
欧
州
の
知

識
層
の
タ
オ
イ
ス
ム
へ
の
接
近
が
あ
っ
た（

22
）。

西
欧
に
お
い
て
『
道
徳
経
』
が

最
初
に
完
訳
さ
れ
た
の
は
十
九
世
紀
半
ば
で
あ
っ
た
が
、
幅
広
い
知
識
層
に

読
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
二
十
世
紀
初
頭
に
な
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
か
く
し
て
、
老
荘
思
想
と
い
う
東
洋
の
叡
智
に
興
味
や
関
心
が
向

け
ら
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
で
、
ク
イ
ン
の
友
人
、
櫻さ
く
ら
ざ
わ
に
ょ
い
ち

澤
如
一
（
一
八
九
三
～
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に
よ
っ
て
、
そ
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
茶
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

実
際
、
ご
く
小
さ
な
茶
碗
に
注
が
れ
る
、
琥
珀
色
あ
る
い
は
黄
金
色
の
熱

い
飲
料
は
、
喉
の
渇
き
を
癒
す
だ
け
で
は
な
く
、「
疲
労
を
軽
減
し
、
精
神

を
爽
快
に
し
、
意
志
を
強
固
に
す
る
」
効
用
も
あ
る
。
お
茶
は
、
洗
練
さ
れ

た
作
法
を
伴
う
。
そ
れ
は
、
人
生
に
つ
い
て
の
見
解
を
反
映
し
た
魅
力
的
な

儀
式
さ
な
が
ら
だ
。
し
か
し
、
現
代
生
活
に
お
い
て
は
、
そ
の
儀
式
を
し
か

る
べ
く
行
う
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
き
た
。

　

ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル
、
コ
ー
ヒ
ー
、
カ
カ
オ
と
い
っ
た
他
の
飲
料
と
異
な
り
、

お
茶
は
、
軽
や
か
さ
と
繊
細
さ
、
そ
し
て
、
控
え
め
な
魅
力
と
優
雅
さ
が
あ

り
、
肉
体
的
な
粗
野
な
快
楽
や
、
脳
を
鈍
ら
せ
て
精
神
を
混
乱
さ
せ
る
陶
酔

は
も
た
ら
さ
な
い
。
そ
の
逆
に
、
明
晰
さ
や
精
神
の
平
穏
さ
を
与
え
、
熟
考

や
瞑
想
に
適
し
た
状
態
へ
と
精
神
を
導
い
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
生
の
偶
然

性
か
ら
い
く
ぶ
ん
超
逸
し
た
賢
人
や
芸
術
家
の
精
神
状
態
に
喩
え
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
か
な
り
昔
か
ら
、
文
人
・
哲
学
者
・
芸
術
家
は
、
お
茶
に
、
意
義

や
審
美
眼
や
超
越
的
な
味
わ
い
を
与
え
よ
う
と
工
夫
を
凝
ら
し
て
き
た
。
お

茶
は
、
あ
る
意
味
、
哲
学
飲
料
と
も
呼
べ
よ
う
。

　

こ
う
し
た
か
つ
て
の
茶
愛
好
家
た
ち
は
、
お
茶
に
対
し
、
芸
術
的
規
範
や

宗
教
と
等
価
の
細
や
か
な
決
ま
り
ご
と
や
処
方
を
創
っ
た
。
岡
倉
自
身
の
言

葉
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
、〈
テ
イ
ス
ム
（théism （

26
））〉

で
あ
る
。
こ
の
テ
イ
ス

ム
は
、
極
東
の
魂
と
精
神
の
礎
で
あ
る
三
つ
の
教
義
を
概
括
す
る
も
の
で
あ

る
。

二
─
一
　「
茶
の
礼
賛
」（
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
評
、
一
九
二
九
年
）
の
日
本
語
試
訳

我
々
は
大
ア
バ
タ
ー
を
待
ち
望
ん
で
い
る
。
そ
の
間
、
お
茶
で
も
啜
ろ

う
で
は
な
い
か
。
昼
さ
が
り
の
陽
は
竹
林
に
輝
き
、
泉
は
心
地
よ
げ
に

泡
立
ち
、
松
籟
は
我
が
茶
釜
に
響
く
。
は
か
な
き
を
夢
見
、
美
し
き
と

り
と
め
の
な
い
こ
と
に
、
し
ば
し
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
み
よ
う
で
は
な

い
か
。

　

ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
こ
の
美
文
は
、『
茶
の
本
』
と
題
さ
れ
た
素
晴
ら
し
い

本
の
作
者
で
あ
り
、
日
本
の
文
人
で
あ
る
岡
倉
覚
三
に
よ
る
も
の
だ
。
岡
倉

は
、
こ
の
本
よ
り
重
要
な
『
東
洋
の
理
想
』
と
『
日
本
の
覚
醒
』
の
二
作
も

手
掛
け
て
い
る
。
幅
広
い
読
者
層
に
向
け
て
英
語
で
綴
ら
れ
た
彼
の
作
品
は
、

一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
〇
六
年
の
間
に
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
フ
ラ
ン

ス
語
に
訳
さ
れ
た
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
後
に
な
っ
て
で
あ
っ
た
。
仏
版
『
茶

の
本（

24
）』

の
出
版
は
つ
い
最
近（

25
）

の
こ
と
で
あ
り
、『
東
洋
の
理
想
』
と
『
日
本

の
覚
醒
』
の
二
作
の
出
版
は
大
戦
中
の
一
九
一
七
年
だ
っ
た
。

　

こ
の
『
茶
の
本
』
は
、
豊
富
な
資
料
の
裏
付
け
が
あ
る
、
優
美
で
奥
深
い

極
東
の
民
の
愛
飲
物
に
捧
げ
ら
れ
た
情
緒
的
な
礼
賛
だ
。
非
常
に
魅
力
的
で

含
蓄
に
富
ん
だ
文
体
で
岡
倉
が
説
く
の
は
、
ア
ジ
ア
の
最
も
古
い
哲
学
に
根

差
し
て
い
る
自
然
と
生
命
に
つ
い
て
の
見
解
す
べ
て
と
、
そ
の
儀
式
と
技
術
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い
磁
器
の
急
須
と
大
き
な
茶
碗
と
二
つ
の
受
け
皿
と
四
つ
の
小
さ
な
碗
─
─

が
置
か
れ
て
い
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
絵
付
け
さ
れ
た
上
等
な
磁
器
で
、

絵
の
モ
チ
ー
フ
の
具
体
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
赤
壁
で
の
小
舟
の
散
策
な

ど
で
あ
る
。
そ
の
横
の
脚
立
の
上
に
は
、
あ
る
い
は
、
床
上
に
は
、
小
さ
な
窯

と
そ
の
付
属
品
や
、新
鮮
で
濁
り
の
な
い
水
─
─
願
わ
く
は
山
の
清
水
─
─

が
入
っ
た
、
陶
磁
器
や
金
属
の
茶
釜
や
瓶カ
ラ
フな

ど
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
茶
師
」

の
よ
う
に
、
安
南
の
文
人
も
、
心
を
許
せ
る
友
を
伴
侶
に
自
分
自
身
で
茶
を

淹
れ
、
即
興
詩
を
創
っ
た
り
、
画
を
鑑
賞
し
た
り
、
本
を
評
し
た
り
、
文
学

や
哲
学
に
つ
い
て
論
じ
た
り
し
な
が
ら
茶
を
賞
玩
す
る
。

　

配
置
や
環
境
に
お
い
て
多
少
の
差
異
は
あ
れ
ど
も
、
こ
れ
が
、
中
国
や
日

本
、
そ
し
て
、
安
南
に
お
け
る
「
茶
道
」
の
実
践
法
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は

中
国
で
は
─
─
少
な
く
と
も
昔
の
中
国
で
は
─
─
、
さ
ら
に
厳
粛
で
複
雑
で

あ
ろ
う
。
日
本
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
気
取
り
な
く
、
洗
練
さ
れ
、
示
唆
に

富
ん
で
い
よ
う
。
そ
し
て
、
安
南
で
は
、
頽
廃
的
な
あ
る
種
の
マ
ニ
エ
リ
ス

ム
を
帯
び
て
い
る
。

中
国
で
は
、
唐
（
七
世
紀
か
ら
九
世
紀
）
か
ら
茶テ
イ
ス
ム道
が
ま
す
ま
す
繁
栄
し
、

三
つ
の
流
派
が
生
ま
れ
た
。
淹だ
し
ち
ゃ茶
、
抹ひ
き
ち
ゃ茶
、
そ
し
て
煎
茶
で
あ
る
。

文
人
な
ら
ば
、茶
へ
の
卓
越
し
た
賛
辞
を
残
し
た
著
名
な
詩
人
、盧ろ
ど
う仝（
27
）

を
知
ら
ぬ
者
は
い
ま
い
。

　

 

象
牙
色
の
磁
器
の
中
の
琥
珀
色
の
液
体
に
、
そ
の
道
を
知
る
人
な
ら
ば
、

孔
子
の
快
い
寡
黙
、
老
子
の
辛
辣
、
釈
迦
牟
尼
自
身
の
天
上
の
芳
香
に

触
れ
る
こ
と
さ
え
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

い
う
な
れ
ば
、
繊
細
な
磁
器
の
茶
碗
で
お
茶
を
飲
む
際
、
我
々
の
一
人
一

人
が
毎
日
こ
な
し
て
い
る
慣
習
的
な
儀
礼
は
、
深
く
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、

儒
教
と
道
教
と
仏
教
の
総
和
を
実
現
し
、
そ
れ
ら
本
質
を
直
観
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

理
想
的
な
文
人
と
い
う
の
は
、
精
神
を
養
い
、
ま
た
、
堪
能
す
る
た
め
に

三
つ
の
教
義
か
ら
精
髄
を
抽
出
す
る
術
を
心
得
、
ま
た
、
茶
の
儀
礼
を
上
手

に
嗜
む
者
の
こ
と
で
あ
る
。
身
体
的
要
求
を
満
た
そ
う
と
味
気
な
い
水
を
ガ

ブ
飲
み
す
る
よ
う
な
俗
人
の
真
似
は
し
ま
い
。
理
想
の
飲
み
物
を
口
に
運
ぶ

前
に
、
文
人
た
る
者
な
ら
ば
、
至
福
の
時
を
味
わ
う
だ
ろ
う
。
ま
た
、
自
ら

の
心
情
と
調
和
で
き
る
よ
う
な
ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
選
ぶ
だ
ろ
う
。

　
「
茶
室
」
は
、
非
常
に
簡
素
だ
。
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
庭
の
奥
ま
っ

た
と
こ
ろ
に
あ
る
一
室
、
あ
る
い
は
、
鑑
賞
植
物
や
珍
し
い
蘭
が
生
え
た
人

工
岩
な
ど
が
飾
ら
れ
た
中
庭
に
向
い
た
ア
パ
ル
ト
マ
ン
な
ど
で
あ
る
。
茶
室

の
装
飾
は
と
も
か
く
地
味
で
あ
る
。
壁
に
は
古
い
画
を
擁
し
た
掛
物
が
あ
り
、

そ
の
両
脇
に
は
、
画
の
表
現
を
含
蓄
す
る
美
し
い
書
が
綴
ら
れ
て
い
た
り
す

る
。
ま
た
、
茶
室
の
中
央
部
に
あ
る
小
さ
な
卓
に
は
、
お
香
や
壺
が
置
か
れ
、

そ
れ
よ
り
も
一
回
り
大
き
い
卓
に
は
、
お
茶
道
具
が
一
式
─
─
煉
瓦
色
の
古
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で
あ
る
。
茶
は
、
純
潔
と
優
雅
を
崇
拝
す
る
口
実
、
す
な
わ
ち
、
主
客

協
力
し
て
そ
の
折
に
世
俗
的
な
も
の
か
ら
無
常
の
幸
福
を
生
み
出
す
神

聖
な
役
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。

　

安
南
で
は
、〈
テ
イ
ス
ム
〉は
、
何
時
の
時
代
に
も
、
上
流
文
人
に
よ
っ
て

熱
心
に
嗜
ま
れ
て
き
た
。
黎
朝
（
十
八
世
紀
）
終
盤
の
作
家
で
あ
る
フ
ァ
ン
・

デ
ィ
ン
・
ホ
ー（Phạm

 Đ
ình H

ổ

／
范
廷
琥
、一
七
六
六
？
～
一
八
三
二
？
）
は
、

『
雨
中
随
筆
（Vũ trung tùy bút

）』
中
の
一
章
を
茶
の
儀
式
に
割
き
、
詳
細

に
描
写
し
て
い
る（

29
）。

彼
自
身
熱
心
な
〈
茶テ
イ
ス
ト人
〉
で
あ
り
、
茶
を
語
る
彼
の
言

葉
は
、
常
に
詩
的
だ
。
フ
ァ
ン
・
デ
ィ
ン
・
ホ
ー
は
言
う
。

私
が
慶
雲
村
で
先
生
だ
っ
た
時
、
村
の
文
人
で
あ
る
蘇
先
生
を
伴
っ
て
、

し
ば
し
ば
寺
院
や
そ
の
裏
の
丘
陵
に
赴
い
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
丘
陵

の
す
ぐ
近
く
に
は
清
水
が
流
れ
て
い
た
。
離
合
聚
散
す
る
雲
を
眺
め
な

が
ら
、
ま
た
、
道
を
行
き
か
う
人
々
を
眺
め
な
が
ら
、
私
た
ち
は
お
茶

を
飲
み
、
詩
句
を
創
っ
た
。

　

今
日
で
も
お
茶
は
国
民
飲
料
で
は
あ
る
が
、〈
テ
イ
ス
ム
〉
は
絶
滅
の
一

途
を
辿
っ
て
い
る
。
第
一
、
過
去
の
美
し
い
伝
統
に
立
ち
戻
ろ
う
と
自
覚
す

る
エ
リ
ー
ト
層
を
擁
し
て
い
る
日
本
を
除
け
ば
、
中
国
で
さ
え
、
栄
え
て
い

な
い
は
ず
だ
。

一
碗
喉
吻
潤
［
最
初
の
碗
は
、
口
と
咽
喉
を
潤
す
］

兩
碗
破
孤
悶
［
二
碗
目
、
孤
悶
を
破
る
］

三
碗
搜
枯
腸
［
三
碗
目
、
枯
腸
を
捜
り
］

惟
有
文
字
五
千
卷
［
惟
う
文
字
五
千
字
巻
有
り
］

四
碗
發
輕
汗
［
四
碗
目
、
軽
汗
を
発
し
］

平
生
不
平
事
［
平
生
不
平
の
事
］

盡
向
毛
孔
散
［
毛
穴
か
ら
散
ず
］

五
碗
肌
骨
清
［
五
碗
目
、
肌
骨
清
し
］

六
碗
通
仙
靈
［
六
碗
目
、
仙
霊
に
通
ず
］

七
碗
吃
不
得
也
［
七
碗
目
、
吃
し
得
ざ
る
に
也
］

唯
覺
兩
腋
習
習
清
風
生
［
た
だ
覚
ゆ
両
脇
習
々
清
風
の
生
ず
る
を
］

蓬
萊
山
在
何
處
［
蓬
萊
山
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
］

玉
川
子
乘
此
清
風
欲
歸
去
［
こ
の
清
風
に
乗
じ
て
帰
り
去
ら
な
ん
と
欲
す（

28
）］

　

日
本
で
は
、
道
教
と
禅
派
（
仏
教
の
一
派
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
デ
ィ
ヤ
ー

ナ
、
安
南
で
は
瞑
想
派
と
言
う
）
の
結
び
付
き
が
、
芸
術
一
般
に
お
け
る
前
代

未
聞
の
飛
躍
を
─
─
と
り
わ
け
、〈
テ
イ
ス
ム
〉
に
お
け
る
飛
躍
を
─
─
生

ん
だ
。茶

は
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
飲
み
方
の
形
式
を
理
想
化
す
る
以
上
の
も

の
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
生
の
術
に
関
す
る
一
種
の
宗
教
に
な
っ
た
の
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ず（
32
）、

最
初
に
出
版
さ
れ
た
の
は
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ム
ー
レ（G

abriel M
ourey, 

1865

―1943

）
の
訳
で
あ
っ
た
。

　

ム
ー
レ
は
、
美
術
評
論
家
・
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、『
レ
・
ザ
ー
ル
・

ド
・
ラ
・
ヴ
ィ
（Les Arts de la Vie

）』（
一
九
〇
四
～
一
九
〇
五（

33
））

の
編
集
長

と
し
て
も
活
躍
し
た
。
こ
の
雑
誌
は
、
イ
ポ
リ
ー
ト
・
テ
ー
ヌ
の
「
藝
術
は

実
生
活
の
縮
約
で
あ
る
（L’art résum

e la vie

）」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
題
エ
ピ
グ
ラ
フ辞

と
し
、
都
市
の
新
風
習
の
も
と
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
芸
術
を
理
解
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
た
。
ム
ー
レ
は
、
東
洋
の
美
意
識
を
フ
ラ
ン
ス
に
も
取
り
入

れ
よ
う
と
、
仏
版
『
茶
の
本
』
の
「
序
」
に
て
次
の
よ
う
に
提
案
し
て
い
る
。

岡
倉
覚
三
が
こ
の
本
で
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
智
慧
や
美
意
識
の
教
訓

を
役
立
て
る
の
に
、
日
本
人
で
あ
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
の
逆
に
、
私
た
ち
欧
州
人
に
こ
そ
、
こ
れ
ら
教
訓
は
有
用
な
の
で
あ

り
、
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

ム
ー
レ
の
よ
う
な
西
洋
の
知
識
人
が
、
極
東
の
叡
智
や
美
意
識
に
関
心
を

寄
せ
る
一
方
、
イ
ン
ド
シ
ナ
で
は
、
そ
れ
ら
固
有
の
も
の
が
お
ざ
な
り
に
さ

れ
、
急
速
な
近
代
化
／
西
洋
化
が
進
む
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
安
南
で
は
、

一
九
二
〇
年
代
は
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
式
の
茶
の
大
規
模
生
産
が
始
ま
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
本
国
お
よ
び
北
ア
フ
リ
カ
に
大
量
輸
出
さ
れ
始
め
た
時
期
と
も
重

な
る
。
お
茶
そ
の
も
の
は
相
変
わ
ら
ず
飲
ま
れ
て
い
た
も
の
の
、
茶
の
心
は

　

安
南
に
お
い
て
は
、
上
流
社
会
の
「
上
流
層
」
の
人
々
は
、
お
茶
の
ほ
か

に
、
ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
、
そ
し
て
ウ
ィ
ス
キ
ー
・
ソ
ー

ダ
を
飲
み
始
め
た
…
…
。
こ
れ
が
「
進
歩
」
な
の
で
あ
る
。

二
─
二
　「
茶
の
礼
賛
」
の
解
題

　

フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
に
よ
る
右
の
評
「
茶
の
礼
賛
」
は
、
一
九
二
九
年
の
十

月
二
十
五
日
付
『
東
法
月
報
』
の
論
壇
欄
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
掲
載
さ
れ
、
後

の
一
九
三
一
年
に
出
版
さ
れ
た
随
筆
集
『
安
南
の
詩
趣（

30
）』

に
収
録
さ
れ
た
。

　

書
評
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
ま
ず
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
出
版
状
況
に

関
し
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　

仏
版
『
茶
の
本
（Livre du thé

）』
の
出
版
社
で
あ
る
ア
ン
ド
レ
・
デ
ル

プ
ッ
ク
（A

ndré D
elpeuch

）
は
、
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
三
五
年
の
短
期

間
に
美
し
い
装
丁
書
を
多
数
出
版
し
た
パ
リ
の
出
版
社
で
あ
る
。
ク
イ
ン
が

手
に
し
た
仏
版
『
茶
の
本
』
に
も
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
に
遊
学
し
て
い
た
長
谷

川
路
可
（
一
八
九
七
～
一
九
六
七
）
の
挿
絵
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　

ク
イ
ン
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、『
茶
の
本
』
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
は
ず
い

ぶ
ん
遅
れ
た
。
原
著
は
一
九
〇
六
年
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
さ
れ
る
に
は

二
十
一
年
の
歳
月
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
実
は
、
詩
人
兼
翻
訳
家
の

ロ
ベ
ー
ル
・
デ
ュ
ミ
エ
ー
ル
（R

obert d’H
um

ière, 1868

―1915

）
（2
（

）
が
一
九
一
〇

年
代
初
頭
に
仏
訳
を
手
が
け
、
出
版
予
定
が
あ
っ
た
も
の
の
出
版
に
は
至
ら
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家
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、〈
テ
イ
ス
ム
〉
を
主
題
に
し

た
絵
画
作
品
を
残
し
て
い
る（

34
）。

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
岡
倉
の
意
を
汲
み
な
が

ら
利
休
を
描
い
た
横
山
大
観（

35
）を

思
い
出
さ
せ
る
一
方
、
太
平
洋
戦
争
中
に
精

神
修
養
と
し
て
の
「
茶
の
湯
」
を
植
民
地
朝
鮮
や
台
湾
で
教
え
て
い
た
事
実

も
髣
髴
と
さ
せ
よ
う（

36
）。

　

残
念
な
が
ら
、
ク
イ
ン
自
身
が
彼
ら
の
絵
画
に
対
し
て
直
接
言
及
し
た
記

録
や
、
画
家
た
ち
に
よ
る
茶
へ
の
言
及
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
ク
イ
ン
が

美
術
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
希
少
な
資
料
に
「
三
つ
の
計
画
」
と
い
う
随
筆

が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
ク
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ア
ジ
ア
は
、
な
ん
で
も
模
倣
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
で
無
為
な
時
を
過

ご
し
て
い
る
。
欧
州
を
猿
真
似
し
て
い
る
と
見
な
す
も
の
も
い
る
。
西

洋
科
学
の
方
法
実
践
に
よ
っ
て
知
性
を
磨
き
、
頭
を
ほ
ぐ
す
こ
と
は
意

義
あ
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
じ
ぐ
ら
い
、
芸
術
と
美
の
理
想

に
対
し
て
は
手
付
か
ず
の
状
態
に
保
つ
こ
と
が
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
大
事

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
命
に
関
わ
る
問
題
だ
。
魂
に
関
わ
る
問
題
な
の

だ（
37
）。

　

フ
ラ
ン
ス
統
治
下
に
あ
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
に
と
っ
て
、
極
東
固
有
の
美
の
理

想
、
つ
ま
り
〈
テ
イ
ス
ム
〉
を
失
う
こ
と
は
、
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

喪
失
を
意
味
す
る
と
ク
イ
ン
ら
は
考
え
て
い
た
。
右
の
ク
イ
ン
の
言
葉
を
考

ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
消
え
か
け
て
い
た
よ
う
だ
。
ク
イ
ン
は
こ
う
し
た
現
状

に
嘆
き
、
警
告
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

　

こ
の
書
評
で
ク
イ
ン
が
俎
上
に
載
せ
て
い
る
の
は
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た

極
東
独
自
の
叡
智
／
美
意
識
と
し
て
の
〈
テ
イ
ス
ム
〉
で
あ
る
。
ク
イ
ン
は
、

ま
ず
岡
倉
を
「
文
人
（lettré

）」
と
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
茶
人
＝
文
人
＝

芸
術
家
／
哲
学
家
と
い
う
論
を
展
開
す
る
。
つ
ま
り
、
安
南
・
中
国
・
日
本

と
い
っ
た
漢
字
圏
に
共
通
の
独
自
の
美
学
は
、
文
人
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
が
茶
で
あ
る
と
ク
イ
ン
は
主
張
す
る
。

　

ち
な
み
に
、
ク
イ
ン
が
こ
の
評
を
書
い
た
一
九
二
九
年
は
、
日
本
で
は
岩

波
文
庫
か
ら
日
本
語
訳
の
『
茶
の
本
』
が
刊
行
さ
れ
て
流
通
し
、「
藝
術
」

と
し
て
の
茶
の
湯
と
い
う
認
識
を
普
及
せ
し
め
た
時
期
に
あ
た
る
。
茶
の
湯

が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
と
密
接
に
関
係
し
な
が
ら
美
術
言
説
に
現
れ
て

く
る
様
子
は
、
依
田
徹
の
『
近
代
の
〈
美
術
〉
と
茶
の
湯
』（
思
文
閣
、

二
〇
一
三
年
）
に
詳
し
い
。
こ
う
し
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
色
を
帯
び
た

茶
の
湯
の
美
学
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
も
芽
生
え
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
安
南
に
も
、
古
く
か
ら
根
付
い
て
い
た
茶
の
美
学
を
失

う
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
ク
イ
ン
の
意
見
に
同
調
し
た
ベ
ト
ナ
ム
人
芸

術
家
も
少
な
か
ら
ず
い
る
。
例
え
ば
、
レ･

フ
ォ
ー
（Lê Phổ

／
黎
譜
、

一
九
〇
七
～
二
〇
〇
一
）、
ヴ
・
カ
オ
・
ダ
ン
（V

ũ C
ao Đ

àm

／
武
高
談
、

一
九
〇
八
～
二
〇
〇
〇
）、
マ
イ
・
ト
ゥ
（M

ai Thứ

／
梅
忠
秋
、
一
九
〇
六
～

一
九
八
〇
）
ら
は
、
祖
国
を
離
れ
、
本
メ
ト
ロ
ポ
ー
ル

国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
に
移
住
し
た
画
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シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
、
ラ
ブ
レ
ー
ほ
か
の
作
品
を
翻
訳
・
出
版
。
ま
た
、

『
金
雲
翹
』
の
仏
訳
も
手
が
け
た
。
小
松
清
の
友
人
、
阮
江
（N

guyễn 

G
īang

）
の
父
に
あ
た
る
。

 

フ
ァ
ン
・
デ
ィ
ン
・
ホ
ー
（Phạm

 Đ
ình H

ổ

／
范
廷
琥
、
一
七
六
六
？
～

一
八
三
二
？
）

　

 

十
九
世
紀
初
頭
に
活
躍
し
た
儒
教
的
知
識
人
。『
雨
中
随
筆
』
の
ほ
か
、

漢
字
で
書
か
れ
た
伝
奇
小
説
『
桑
滄
偶
録
（Tang Thương N

gẫu Lục

）』

（
阮
案
と
の
共
著
）
な
ど
が
あ
る
。

レ･

フ
ォ
ー
（Lê Phổ

／
黎
譜
、
一
九
〇
七
～
二
〇
〇
一
）

　

 

画
家
。
イ
ン
ド
シ
ナ
美
術
学
校
卒
業
後
、
三
七
年
に
渡
仏
、
批
評
家
の
ワ

ル
デ
マ
ー
ル
・
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
（W

aldem
ar G

eorge

）
に
注
目
さ
れ
た
。

一
九
五
六
年
か
ら
五
七
年
に
か
け
、
リ
ヨ
ン
、
ニ
ー
ス
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
、

ボ
ル
ド
ー
に
て
藤
田
嗣
治
と
の
合
同
展
を
行
っ
た
。
彼
の
次
男
は
フ
ラ
ン

ス
で
活
躍
す
る
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
・
タ
ン
（Pierre 

Le-Tan

）。

ヴ
・
カ
オ
・
ダ
ン
（V

ũ C
ao Đ

àm

／
武
高
談
、
一
九
〇
八
～
二
〇
〇
〇
）

　

 

画
家
・
彫
刻
家
。
イ
ン
ド
シ
ナ
美
術
学
校
卒
業
後
、
三
一
年
に
渡
仏
、

ル
ー
ヴ
ル
で
美
術
史
を
習
得
し
た
。
サ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
ド
・
ヴ
ァ
ン
ス
に

慮
す
る
と
、
虐
げ
ら
れ
た
民
族
が
持
つ
矜
持
こ
そ
が
〈
テ
イ
ス
ム
〉
な
る
美

の
カ
ノ
ン
を
産
み
出
し
、
ま
た
、「
西
洋
」
に
対
す
る
「
極
東
」
と
い
う
境

界
枠
を
一
層
強
固
な
も
の
と
し
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

補
遺　

本
研
究
ノ
ー
ト
に
登
場
す
る
人
物
に
つ
い
て

　

本
研
究
ノ
ー
ト
に
登
場
す
る
岡
倉
以
外
の
人
物
の
生
没
年
と
略
歴

（
ベ
ト
ナ
ム
）

フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
（Phạm

 Q
uỳnh

／
范
瓊
、
一
八
九
二
～
一
九
四
六
）

　

 

思
想
家
・
政
治
家
・
比
較
文
学
者
・
編
集
者
。
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
勤
務

後
、『
南
風
雑
誌
』
を
創
刊
し
た
。
文
化
サ
ー
ク
ル
「
開
智
進
徳
会
（
ア

フ
ィ
マ
）」
事
務
局
長
。
三
二
年
か
ら
バ
オ
ダ
イ
帝
の
内
閣
に
入
り
、

三
三
年
に
は
国
家
教
育
大
臣
、
四
二
年
に
は
内
務
大
臣
に
昇
格
。
八
月
革

命
で
殺
さ
れ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
る
。

 

グ
エ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ィ
ン
（N

guyễn V
ăn V

ĩnh 

／
阮
文
永
、
一
八
八
二
～

一
九
三
六
）

　

 『
東
洋
雑
誌
』
の
創
刊
、
主
筆
人
。
十
以
上
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
持
ち
、
記

者
・
論
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
二
十
五
歳
で
ハ
ノ
イ
で
最
初
の
印
刷
所
を

作
り
、
ユ
ー
ゴ
ー
、
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
、
モ
リ
エ
ー
ル
、
デ
ュ
マ
、
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表
作
《The Serruys Sisters

》（
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
美
術
館
所
蔵
）
は
、

彼
女
の
少
女
時
代
の
肖
像
で
あ
る
。

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ジ
ェ
ラ
ー
ル
（A

uguste G
érard, 1852

―1922

）

　

 

外
交
官
・
文
筆
家
。
三
国
干
渉
と
清
仏
協
商
の
締
結
に
大
き
く
関
わ
っ
た
。

駐
東
京
大
使
を
務
め
て
い
た
（1906

―1913

）
時
に
は
在
京
外
交
官
主
席

に
も
な
り
、
日
仏
協
約
（
一
九
〇
八
年
）
を
締
結
し
た
功
績
に
対
し
、
日

本
政
府
よ
り
旭
日
桐
花
大
綬
章
が
贈
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
か
ら
は
レ
ジ
オ

ン
ド
ヌ
ー
ル
二
等
勲
章
を
受
け
た
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
、
同
じ
く
パ
イ
ヨ
社

か
ら
一
九
一
八
年
に
『
我
々
の
極
東
同
盟
国
（N

os alliés d’Extrêm
e-

O
rient

）』
を
出
版
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヤ
ー
コ
プ
・
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
の

『
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ 

イ
タ
リ
ア
美
術
鑑
賞
の
手
引
き
（D

er C
icerone

）』
の

仏
訳
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

ロ
ベ
ー
ル
・
デ
ュ
ミ
エ
ー
ル
（R

obert d’H
um

ière, 1868

―1915

）

　
 『

サ
ロ
メ
の
悲
劇
』
で
知
ら
れ
る
詩
人
・
翻
訳
家
。
岡
倉
の
『
茶
の
本
』

の
仏
訳
を
手
が
け
た
が
、
彼
の
訳
は
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
。
現
在
、
エ

ベ
ル
ト
劇
場
（Le Théâtre H

ébertot

）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
バ
テ
ィ

ニ
ョ
ー
ル
の
劇
場
の
元
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
、
ロ
イ
・
フ
ラ
ー
（Loie 

Fuller

）
を
起
用
し
、
舞
台
芸
術
に
貢
献
し
た
。
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス

ト
の
友
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
開
き
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
ら
と
交
流
し
た
。
留
学
中
の
バ
オ
ダ

イ
帝
と
親
し
く
交
流
し
、
帝
を
モ
デ
ル
に
彫
刻
《
バ
オ
ダ
イ
》（B

ao D
aï

）

を
制
作
し
た
（
ケ
・
ブ
ラ
ン
リ
ー
美
術
館
に
収
蔵
）。

マ
イ
・
ト
ゥ
（M

ai Thứ
／
梅
忠
秋
、
一
九
〇
六
～
一
九
八
〇
）

　

 

画
家
。
イ
ン
ド
シ
ナ
美
術
学
校
卒
業
後
、
三
七
年
に
渡
仏
。
伝
統
音
楽
を

愛
好
し
、
自
ら
も
弾ダ
ン

匏バ
ウ

と
い
う
一
弦
琴
の
伝
統
楽
器
を
嗜
み
、
そ
の
録
音

は
資
料
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
イ
ラ
ス

ト
レ
ー
タ
ー
・
挿
絵
画
家
・
俳
優
と
し
て
も
活
躍
し
た
。
四
十
年
代
、
マ

コ
ン
に
あ
る
教
会
の
壁
画
を
制
作
し
た
。

（
フ
ラ
ン
ス
）

ジ
ェ
ニ
ー
・
セ
リ
ュ
イ
ス
（Jenny Serruys B

radley, 1886

―1983
）

　

 

二
十
世
紀
の
パ
リ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
文
学
を
結
ん
だ
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
、

「
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
著
作
権
代
理
事
務
所
」
代
表
者
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ

イ
ス
の
最
初
の
理
解
者
で
あ
り
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
、
ガ
ー
ト
ル
ー

ト
・
ス
タ
イ
ン
と
い
っ
た
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
を
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
、
ま
た
、

サ
ル
ト
ル
や
ブ
ー
レ
ー
ズ
・
サ
ン
ド
ラ
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
人
作
家
を
北
米

に
紹
介
し
た
。
彼
女
自
身
も
、
ジ
ョ
イ
ス
の
『
追
放
者
た
ち
』
や
、
エ
ド

ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
『
鐘
』
な
ど
を
訳
し
て
い
る
。
後
期
印
象
派
の

ベ
ル
ギ
ー
人
画
家
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
マ
ン
（G

eorges Lem
m

en

）
の
代
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注（
1
）　

便
宜
上
、「
書
評
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、
ク
イ
ン
の
こ
の
二
つ
の
文
章
は
、

そ
れ
と
同
時
に
、
評
論
お
よ
び
随
筆
的
で
も
あ
る
。

（
2
）　V

inh-tho. «H
om

m
age à Pham

 Q
uynh et à N

guyen Tien Lang». N
°spécial du 

M
ondes et cultures. Paris: A

cadém
ie des sciences d’outre-m

er, 1985, p. 21.

（
3
）　

フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
の
近
代
化
思
想
の
一
考
察
と
し
て
、
次
の
論
文
が
あ
る
。
二
村

淳
子
「
フ
ァ
ム
・
ク
イ
ン
と
岡
倉
覚
三
の
〈
ル
ネ
サ
ン
ス
〉」（『
比
較
文
学
』
日
本

比
較
文
学
会
編
纂
、
第
五
十
六
巻
、
二
〇
一
四
年
、
二
〇
～
三
四
頁
）。

（
4
）　

一
九
一
七
年
七
月
か
ら
一
九
三
四
年
十
二
月
ま
で
創
刊
さ
れ
た
、
国
語
・
中
国
語
・

仏
語
の
三
カ
国
語
雑
誌
。

（
5
）　

ク
オ
ッ
ク
・
グ
ー
（
国
語
、Q

uốc N
gữ

）
と
は
、
ラ
テ
ン
文
字
を
使
用
し
て
越
語

を
表
記
す
る
方
法
。
一
六
五
一
年
に
宣
教
師
ド
ゥ
・
ロ
ー
ド
が
作
成
し
た
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
表
記
に
起
源
を
持
つ
。

（
6
）　
『
金
雲
翹
』
は
、十
九
世
紀
初
頭
に
ベ
ト
ナ
ム
阮
朝
の
文
人
グ
エ
ン
・
ズ
ー
（N

guyễn 

D
u, 1765

―1820

）
に
よ
っ
て
字
喃
文
字
で
書
か
れ
た
。
明
末
清
初
の
通
俗
小
説
『
金

雲
翹
伝
』
の
翻
案
。
ベ
ト
ナ
ム
独
特
の
形
式
、
六
十
八
体
か
ら
な
る
。

（
7
）　

ク
イ
ン
は
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
サ
ロ
ー
総
督
ら
が
推
進
し
た
仏
安
文
化
協
力
（
協
同

政
策
）
に
賛
同
し
て
い
た
。
ベ
ト
ナ
ム
民
族
を
裏
切
っ
た
越
奸
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、

彼
が
親
仏
者
と
見
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
九
〇
年
代
あ
た
り
か

ら
越
僑
社
会
に
お
い
て
ク
イ
ン
の
再
評
価
も
始
ま
っ
て
い
る
。

（
8
）　

ク
イ
ン
は
初
版
の
年
を
一
九
一
六
年
と
記
憶
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
初
版
は

一
九
一
七
年
で
あ
る
。

（
9
）　O

kakura K
akuzo. Les Idéaux de l’O

rient, traduit par Jenny Serruys. Paris: 

Payot &
 C

ie., 1917

（
以
下
、Idéaux

と
省
略
）.

（
10
）　
「
統
一
性
」
と
い
う
訳
を
〈
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
〉
に
付
与
し
た
の
は
、
ク
イ
ン
本
人

で
あ
る
。

（
11
）　N

yoiti Sakurazaw
a. Principe unique de la philosophie et de la science 

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ム
ー
レ
（G

abriel M
ourey, 1865

―1943

）

　

 
詩
人
・
翻
訳
家
・
美
術
批
評
家
・
編
集
者
。
岡
倉
の
『
茶
の
本
』
を
仏
訳

し
、
二
七
年
に
パ
リ
の
ア
ン
ド
レ
・
デ
ル
プ
ッ
ク
社
か
ら
出
版
し
た
。
ク

ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
と
親
し
く
交
流
し
、
小
曲
「
シ
リ
ン
ク
ス
」
の

た
め
に
詩
劇
を
書
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
ム
ー
レ
も
ま
た
、
セ

リ
ュ
イ
ス
同
様
、
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
翻
訳
を
し
た
。

（
日
本
）

櫻
澤
如
一
（G

eorge O
hsaw

a, 1893

―1966
）

　

 

マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
を
提
唱
し
た
人
物
。
一
九
一
九
年
、
ロ
ー
マ
字
に

よ
る
国
字
革
命
運
動
の
先
鞭
を
つ
け
た
。
一
九
二
七
年
に
無
銭
旅
行
で
渡

仏
し
、
一
九
三
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
、
東
洋
医
学
者
と
し
て
、
社
会
文

化
論
者
と
し
て
、
西
洋
の
東
洋
文
化
研
究
者
と
親
し
ん
だ
。
仏
語
で
の
著

作
も
多
数
あ
り
、「
花
の
本
」（Le livre des fleurs, paris: Plon, 1935
）
な

ど
の
文
化
論
著
書
も
あ
る
。
ま
た
、
ベ
ト
ナ
ム
と
の
関
係
も
深
く
、

一
九
三
一
年
に
は
『
安
南
の
悲
劇
』
を
記
し
て
い
る
。
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（
23
）　

マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
食
事
療
法
の
創
始
者G

eorge O
hsaw

a

と
し
て
よ
り
知
ら

れ
て
い
る
櫻
澤
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
安
南
と
日
本
を
結
ぶ
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
一
人
だ
っ

た
よ
う
だ
。ク
イ
ン
と
は
、お
互
い
に
著
書
を
送
り
合
う
仲
で
あ
っ
た
。ク
イ
ン
の『
安

仏
随
筆
』
に
は
、
櫻
澤
を
ト
ピ
ッ
ク
に
し
た
「
極
東
の
哲
学
（Philosophie 

d’Extrêm
e-O

rient

）」 

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。
一
方
、
櫻
澤
に
は
安
南
を
主
題

に
し
た
著
書
が
二
冊
あ
る
。
一
冊
は
、
安
南
伝
説
集
『A

R
A

R
A

G
IN

O
 H

A
N

A

（
ア

ラ
ラ
ギ
ノ
ハ
ナ
）』（
一
九
二
一
年
）
で
、
も
う
一
冊
は
、『
安
南
の
悲
劇
─
─
白
人

人
種
世
界
覇
権
有
色
人
種
勃
興
の
犠
牲
史
』（
無
双
原
理
講
究
所
、
一
九
三
一
年
）

で
あ
る
。

（
24
）　K

akuzo O
kakura. Le Livre du Thé, traduit par G

abriel M
ourey. Paris: A

ndré 

D
elpeuch, 1927.

（
25
）　

フ
ラ
ン
ス
語
版
『
茶
の
本
』
の
出
版
は
一
九
二
七
年
。

（
26
）　

原
文
はT

eaism

。
二
十
世
紀
に
入
っ
て
下
火
と
な
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
代
わ
る

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
岡
倉
が
欧
米
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
が
「
禅
（Zenism

）」
と
「
茶

（Teaism

）」
で
あ
っ
た
（
稲
賀
繁
美
「O

kakura in the global context

」『
岡
倉
天
心

―
―
近
代
美
術
の
師
』
別
冊
太
陽
、
平
凡
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
五
頁
）。

（
27
）　

生
年
不
詳
～
八
三
五
年
。
号
は
玉
川
子
。
陸
羽
と
あ
わ
せ
て「
蘆
陸
」と
称
さ
れ
た
。

（
28
）　
「
孟
諌
議
寄
新
茶
」
の
一
部
（
こ
の
部
分
は
蘆
同
七
碗
と
呼
ば
れ
る
）。
原
文
で
は
、

ク
イ
ン
は
、
十
二
行
目
の
「
蓬
萊
山
在
何
處
」
の
一
文
を
記
載
し
て
い
な
い
。

（
29
）　

ベ
ト
ナ
ム
の
茶
文
化
と
フ
ァ
ン
・
デ
ィ
ン
・
ホ
ー
に
つ
い
て
は
以
下
の
資
料
を
参

考
に
し
た
。
西
村
昌
也
「
ベ
ト
ナ
ム
の
茶
飲
文
化
・
茶
業
に
関
す
る
資
料
初
探
」『
周

縁
の
文
化
交
渉
学
シ
リ
ー
ズ
一　

東
ア
ジ
ア
の
茶
飲
文
化
と
茶
業
』
関
西
大
学
文
化

交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
、
二
〇
一
一
年
三
月
号
、
七
五
～
九
三
頁
。

（
30
）　Phạm

 Q
uỳnh. La poésie Annam

ite. H
anoi: Ð

ông-K
inh, 1931.

（
31
）　

ア
メ
リ
カ
人
の
母
を
持
つ
デ
ュ
ミ
エ
ー
ル
は
、
ラ
ド
ヤ
ー
ド
・
キ
ッ
プ
リ
ン
グ
の

小
説
翻
訳
や
、『
サ
ロ
メ
の
悲
劇
（Tragédie de Salom

é

）』
の
作
詩
者
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。

d’Extrêm
e-O

rient. Paris: V
rin, 1931. 

フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
東
洋
学
者
の
ル
ネ
・

グ
ル
セ
と
セ
ル
ゲ
イ
・
エ
リ
セ
ー
エ
フ
が
序
を
寄
せ
て
い
る
。

（
12
）　Polarisation

の
訳
。
実
有
が
陰
陽
を
生
じ
る
現
象
の
こ
と
。

（
13
）　

一
九
二
五
年
か
ら
一
九
四
六
年
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
た
日
刊
紙
。
三
一
年
ま
で
は

フ
ラ
ン
ス
語
で
、
そ
の
後
は
ベ
ト
ナ
ム
語
で
表
記
さ
れ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
語
名
は

Đ
ông Phap

。 

（
14
）　Phạm

 Q
uỳnh. Essais Franco-Annam

ites. H
ué:  B

ui H
uy-Tin, 1937

（
以
下
、

EFA

と
省
略
）.

（
15
）　W

illiam
 A

. B
radeley Literary A

gency

は
、
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
八
二
年
ま
で

存
続
し
た
文
学
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
。

（
16
）　

ベ
ル
ギ
ー
生
ま
れ
の
彼
女
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
英
国
文
学
を
専
攻
し
、
そ
の
後
、

パ
リ
に
移
住
し
た
。
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
英
文
学
サ
ロ
ン
を
開

き
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
才
能
を
見
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

（
17
）　
「
野
蛮
で
蒙
昧
な
暴
虐
の
国
々
に
対
し
て
自
由
と
権
利
と
知
識
を
も
た
ら
す
た
め
、

英
国
と
同
盟
し
て
い
る
日
本
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
シ
ア
と
も
同
じ
く
結
び
付
い
て
お

り
、
当
然
の
ご
と
く
、
同
盟
諸
国
の
側
に
与
す
る
。
東
洋
の
理
想
は
、
私
た
ち
の
理

想
と
結
合
・
融
合
し
た
の
だ
」（Idéaux, p. 26

）。

（
18
）　

岡
倉
自
身
は
、「
西
欧
は
我
々
に
戦
争
を
教
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
、

い
つ
に
な
っ
た
ら
、
彼
ら
は
平
和
の
恵
み
を
学
ぶ
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
で
『
日

本
の
覚
醒
』
の
最
後
を
締
め
て
い
る
。

（
19
）　EFA, p. 297.

（
20
）　Phạm

 Q
uỳnh. «La culture française et la R

enaissance A
nnam

ite», EFA. H
ué: 

B
ui H

uy-Tin, 1937, pp. 206

―214. 

（
21
）　EFA, p. 89.

（
22
）　

セ
ガ
レ
ン
、
ク
ロ
ー
デ
ル
、
ミ
シ
ョ
ー
な
ど
の
知
識
人
に
よ
る
老
荘
思
想
受
容
は

次
の
書
に
詳
し
い
。M

uriel D
étrie, ed. Le taoïsm

e dans la littérature européenne.

Paris: H
onoré C

ham
pion, 1999.
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（
32
）　

デ
ュ
ミ
エ
ー
ル
は
第
一
次
世
界
大
戦
で
戦
死
し
て
い
た
も
の
の
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・

ジ
ェ
ラ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
仏
版
『
東
洋
の
理
想
』（
一
九
一
七
年
）
の
直
後
に
『
茶

の
本
』
が
出
版
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
と
い
う
（Idéaux, p. 10

）。

（
33
）　

一
九
〇
四
年
に
創
刊
さ
れ
、
エ
リ
・
フ
ォ
ー
ル
や
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
、

ラ
フ
ァ
エ
ル
・
ペ
ト
ル
ッ
チ
ら
も
寄
稿
し
て
い
た
。

（
34
）　

こ
の
三
人
の
画
家
た
ち
の
茶
の
湯
を
主
題
に
し
た
絵
画
の
作
成
年
は
、
主
に
は

三
十
年
代
後
半
だ
が
、
作
品
に
よ
っ
て
は
一
九
四
三
年
作
成
の
作
品
も
あ
る
。

（
35
）　

横
山
大
観
《
千
与
四
朗
》（
屏
風
画
、
野
間
奉
公
会
蔵
）。

（
36
）　

小
林
善
帆
「
植
民
地
朝
鮮
の
女
学
校
・
高
等
女
学
校
と
い
け
花
・
茶
の
湯
・
礼
儀

作
法
─
─
植
民
地
台
湾
と
の
相
互
参
照
を
加
え
て
」『
日
本
研
究
』
第
四
十
七
集
、

二
〇
一
三
年
、
二
〇
七
～
二
三
七
頁
。
ま
た
、
日
本
国
際
振
興
会
に
よ
っ
て

一
九
四
三
年
に
来
日
し
た
イ
ン
ド
シ
ナ
の
画
家
た
ち
も
、
滞
在
中
に
何
度
も
茶
を
振

る
舞
わ
れ
て
い
る
（
後
小
路
雅
弘
「
昭
和
十
八
年
の
日
本
旅
行
─
─
ベ
ト
ナ
ム
人
画

家
ル
オ
ン
・
ス
ア
ン
・
ニ
ー
の
日
記
か
ら
」『
哲
学
年
報
』
第
六
十
九
輯
、
二
〇
一
〇

年
、
二
二
五
～
二
五
二
頁
）。

（
37
）«Les Trois Plans», EFA, p. 241.
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«.....La premier tasse humecte ma lèvre et mon gosier, la seconde rompt ma solitude, la troisième 

pénètre dans mes entrailles et y remue des milliers d’idéographies étranges, la quatrième me procure 

une légère transpiration et tout le mauvais de ma vie s’en va à travers mes pores à la cinquième tasse 

je suis purifié: la sixième m’emporte dans le royaume des immortels. La septième! Ah! la septième, 

mais je n’en puis boire davantage! Je sens seulement le souffle du vent froid gonfler mes manches. 

Ah! laissez-moi monter sur cette douce brise et qu’elle m’emporte dans le séjour des bienheureux....»

Au Japon, l’alliance du taoïsme avec une école bouddhique, le Zen (en sanscrit dhyana, en 

annamite Thièn ou école de la méditation), a donné un essor inouï à l’art en général et au «théisme» 

en particulier.

«Le thé devient chez nous, dit Okakura, plus qu’une idéalisation de la forme de boire: une 

religion de l’art de la vie. Ce breuvage devient un prétexte au culte de la pureté et du raffinement, 

une fonction sacrée ou l’hôte et son invite s’unissaient pour réaliser a cette occasion la plus haute 

béatitude de la vie mondaine....»

En Annam, le «théisme» a toujours été cultivé avec ferveur par l’élite lettrée. Un écrivain de la 

fin des Lê (18e siècle), Phạm Huy-Hổ (sic), a consacré tout un chapitre de ses «Notes et Souvenirs» 

(Vũ trung tùy bút) à la cérémonie du thé qu’il décrivait avec beaucoup de détails. Lui-même fut un 

«théiste» fervent, et c’est avec des accents de poète qu’il parlait chaque fois de sa boisson préférée.

«Quand j’étais maître d’école à Khánh-vân, disait-il, je venais souvent en compagnie de maître 

Tơ, un lettre du village, à la pagode Vân et nous prépqrions le thé, soit dans la pafode même, soit sur 

un monticule qui se trouve derrière et près duquel coule une source limpide. Et c’est en regardant les 

nuage qui vont et viennent, s’assemblent et se dispersent, en voyant passer les paysans sur la route que 

nous dégustions notre breuvage et improvisions des vers....»

De nos jours, si le thé est toujours la boisson nationale, le théisme est près de disparaître. 

D’ailleurs, sauf au Japon ou une élite consciente cherche à renouer les belles traditions du passé, en 

Chine même il ne doit pas être bien prospère.

Ici, dans les milieux «select», dans la haute société, en dehors du thé on commence à prendre le 

vin, la bière, le champagne ou le..... whisky-soda.... C’est le progrès. 

 (Phạm Quỳnh. La poésie Annamite. Hanoi: Ðông-Kinh, 1931, pp. 97–102) 
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endroit tout un ensemble de règles, de prescriptions qui équivalent à un canon artistique, ou à une 

religion: la religion du thé――théisme, suivant l’expression d’Okakura Kakuzo,――qui résume à 

leurs yeux les trois doctrines fondamentales qui constituent les assises spirituelles de âme extrême-

orientale.

«Dans le liquide ambre qui emplit la tasse de porcelaine ivoirine, dit l’écrivain japonais, l’initié 

peut goûter l’exquise réserve de Confucius, le piquant de Lao-Tseu et l’arôme éthéré de Çakamouni 

lui-même.»

Ainsi le rite coutumier que chacun de nous accomplit tous les jours en dégustant le thé dans de 

fines tasse de porcelaine, réalise, si nous savons en pénétrer le sens profonde, la somme et l’essence 

même du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme.

Le lettré parfait, c’est celui qui a su, pour s’en nourrir l’esprit et s’en délecter âme, extraire de 

ces trois doctrines la quintessence. C’est celui également qui sait le mieux accomplir le rite du thé. Il 

ne boira pas comme le vulgaire qui satisfait un besoin en avalant des verres d’eau insipide. Avant de 

porter à sa bouche le breuvage idéal, il saura se mettre en état de grâce. Il choisira un lieu convenable, 

en harmonie avec son état âme. La «chambre de thé» sera très simple: Ce sera une pièce retirée au 

fond d’un jardin ou d’un appartement donnant sur une cour intérieure ornée de plantes d’agrément, 

de rochers artificiels ou poussent des orchidées rares. Elle sera très sobrement décorée: au mur un 

kakemono portant une peinture ancienne, entre deux sentences parallèles dont la belle calligraphie 

ne le cede qu’à la profondeur de l’idée qui y est exprimée: au milieu, sur une petite table, un brûle-

parfum ou un vase et sur une autre plus large le service du thé qui se compose d’une petite théière en 

vieille poterie couleur de brique, d’une grande tasse et de quatre petites dans deux soucoupes, le tout 

en porcelaine de choix aux dessins assortis dont le motif principal est, par exemple, une promenade 

en sampan sur la rivière de Xich-bich. A côté, sur un escabeau, ou même à terre, un petit fourneau 

avec ses accessoires, la bouilloire en terre ou en métal et la carafe contenant une eau fraiche et pure, 

puisée si possible à une source de montagne. En vrai «maître du thé», notre lettre prépara lui-même 

le breuvage et en compagnie de quelques amis choisi il le dégustera en improvisant des vers, en 

admirant un tableau, en faisant la crique d’un livre ou en dissertant sur des sujets d’ordre littéraire ou 

philosophique.

Voilà, avec des différences plus ou moins grandes dans la disposition du lieu ou dans le cadre, 

comment se pratique la «cérémonie du thé» en Chine, au Japon, en Annam: plus solennelle et plus 

compliquée peut-être, en Chine, du moins dans la vieille Chine, plus naturelle et aussi plus raffinée et 

d’inspiration plus profonde au Japon, et en Annam empreinte d’un certain maniérisme décadent.

En Chine, c’est a partir des Duong (Tang, 7–9e siècle) que le «théisme» devint de plus en plus 

florissant e donna naissance a trois écoles successives: école du thé bouilli, école du thé battu ou thé 

en poudre et enfin école du thé infusé.

Tous les lettrés connaissent le poème célèbre de Lu Dong des Duong dédié à la boisson par 

excellence:
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Rêve ambitieux qui ne se réalisera peut-être jamais, mais rêve tonifiant, susceptible de nous 

donner confiance en nous-mêmes et en notre devenir. 

 (Phạm Quỳnh. Essais Franco-Annamites. Hué: Bui Huy-Tin, 1937, pp. 97–106)

ファム・クイン著「茶の礼賛」原文

Eloge	du	Thé

«...Nous attendons le grand Avatar. En attendant, dégustons une tasse de thé. La lumière de 

l’après-midi éclaire les bambous, les fontaines babillent délicieusement, le soupire des pins murmure 

dans notre bouilloire, Rêvons de l’éphémère et laissons-nous errer dans la belle folie des choses....»

Ces belles paroles poétiques sont d’un lettré japonais, auteur d’un petit livre délicieux intitulé; Le 

Livre du Thé, Okakura Kakuzo, ――c’est son nom, a écrit deux autres ouvrages plus importants: Les 

Idéaux de l’Orient et Le Réveil du Japon. Ces ouvrages composées en anglais pour atteindre un public 

large avaient paru depuis 1903–1906; elle ne furent traduites en français que beaucoup plus tard, la 

première tout récemment (1927), les deux dernières pendant la guerre, en 1917.

Le Livre du Thé dont nous voulons parler ici, est un éloge délicat et profond, à la fois documenté 

et lyrique, de la boisson préférée des peuples d’Extrême-Orient. Il expose, sous une forme infiniment 

séduisante et nuancée, toute une conception de la nature et de la vie, qui à ses racines dans les plus 

vieilles philosophies de l’Asie, et dont le Thé, avec son cérémonial et sa technique, est en quelque 

sorte le symbole.

En effet, ce liquide ambré ou doré, cette infusion qu’on vous sert toute chaude dans des tasses 

minuscules, n’a pas seulement pour l’objet de calmer la soif, pour vertu «de soulager la fatigue, de 

fortifier la volonté, de délecter âme» même. Elle s’accompagne d’un cérémonial raffiné, d’une sorte 

de rituel qui reflète une conception de la vie qui ne manque pas de la charme, mais que les nécessites 

actuelles rendent de plus en plus difficile à réaliser complètement. Celle-ci vaut par cela même d’être 

rappelée, méditée, avant que l’enseignement ou le goût ne s’en perde tout-à-fait.

A la différence de toute autre boisson le vin, la bière, le café, le cacao, le thé, par sa légèreté, sa 

subtilité, et dirions-nous, son charme discret et sa grâce, ne procure pas ce plaisir un peu grossier qui 

provient d’une jouissance toute physique, ou cette griserie qui embrume le cerveau et trouble âme, 

mais verse au contraire de la clarté, de la sérénité dans l’esprit, le rendant plus apte à la contemplation 

et à la méditation. Il correspond à un état mental quelque peu détaché des contingences de la vie, qui 

se rapproche de celui du sage ou de l’artiste. Aussi de bonne heure, les lettrés, les philosophes, les 

artistes se sont-ils ingéniés à lui donner une signification, un goût, une saveur transcendantale, qui 

en fait en quelque sorte une boisson philosophique, si je puis ainsi m’exprimer. Ils ont imaginé à son 
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conscience de son âme propre.

Car il existe une âme asiatique, un idéal commun à toute l’Asie orientale, fruit de cette «vieille 

unité de l’Asie» que l’auteur japonais démontre lumineusement au cours de ses deux ouvrage.

Cet idéal a trouvé sa double expression dans la religions indienne et dans l’éthique chinoise, 

OKAKURA voudrait y ajouter une troisième expression qui serait l’art japonais. Mais ce dernier 

n’est que la manifestation de la religion indienne interprétée par le tempérament japonais à travers 

la sagesse chinoise. Malgré tout son charme, il n’est en quelque sortes qu’un sous-produit de l’âme 

asiatique. Les deux manifestations essentielles de celle-ci, la double activité de son principe dualiste 

ou sa «polarisation», pour parler comme M. KAKURAZAWA (sic.), résident dans la religion 

indienne et dans l’éthique chinoise.

C’est donc dans l’une comme dans l’autre qu’il faut chercher le principe de toute vie spirituelle 

en Asie. C’est dans l’une et dans l’autre que l’Asie peut se reconnaître et prendre conscience d’elle-

même. L’une et l’autre sont comme les deux principes yin et yang d’une même réalité substantielle 

qui est la vieille âme unitaire et panthéiste de l’Asie.

La religion indienne, dégagée de ses formes spécifiquement hindoues, mais toujours fidèle à 

l’esprit du Gange, s’est réalisée dans le bouddhisme universaliste qui a finalement déserté le sol natal, 

pour se répandre dans tout l’Extrême-Orient et modeler de son empreinte, une empreinte légère et 

ineffaçable, les esprits et les âmes. Elle s’est rencontrée avec la philosophie taoïste, éclose dans la 

Chine du Hoang-Ho et du Yang-tsé Kiang, mais dérivant de la même source qui est cette passion de 

absolue et de l’universel qui caractérise, comme nous l’avons vu, l’idéal asiatique. De la conjonction 

des deux doctrines est né le bouddhisme mahayaniste chinois, source profonde de toute philosophie et 

de tout art dans l’Extrême-Asie.

Mais bouddhisme et taoïsme réunis ne représentent que le pôle métaphysique, le principe 

yang, créateur et inspirateur de toutes choses. Le pôle éthique, le principe yin est représenté par le 

confucianisme, fruit lui-même de la vieille sagesse des trois premières dynasties chinoise, de cet esprit 

du Houang-Ho qui ne s’oppose à l’esprit du Gange que pour le fortifier et le compléter.

Notre Indochine, par sa situation géographique, était destinée à réaliser la fusion de l’Inde et de 

la Chine, de l’esprit du Hoang-Ho et de celui du Gange. Son rôle historique fut tout autre; il ne se 

manifestait que par un long et sanglant conflit entre Inde et la Chine, l’Inde représentée par l’ancien 

Cambodge et défunt Champa, et la Chine représentée par l’Annam. Mais cette histoire lamentable se 

passait durant cette longue période de sommeil et d’obscurité ou l’Asie avait perdu son âme, période 

qu’OKAKURA appelle «la nuit de l’Asie.»

La nuit a touché à sa fin; une aurore nouvelle se lève, encore en grande partie cachée par les 

brumes.

Sera t-il donné a l’Annam rajeuni, rénové, revivifié au contact de la civilisation moderne et 

retrempé à la fois aux sources profondes de la culture asiatique, de réaliser enfin pour son compte, les 

destinées manquées de l’Indochine d’autrefois?
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matière; en tout cas, cette puissance l’entraîne à des excès qui lui ont coûté et lui coûteront davantage 

encore; ils lui font perdre toutes préoccupation idéale et l’enfoncent de plus en plus dans un lourd 

matérialisme. Les meilleurs esprits en Europe le sentent déjà et beaucoup se tournent vers l’Orient 

pour interroger la vieille sagesse asiatique. Même ceux qui, par un sentiment que je qualifierai 

d’amour-propre d’homme blanc, se montrent hostiles à ce qu’ils appellent cet engouement pour l’Orient 

et prennent la «défense de l’Occident» nullement menacé sinon par ses propres excès, reconnaissent 

que l’Europe s’est fourvoyée en s’engageant trop avant dans la voie d’une civilisation purement 

matérielle et mécanique.

Et pendant ce temps, l’Asie est complètement conquise, entièrement subjuguée par cette 

civilisation; elle est à son tour entraînée dans le tourbillon sans avoir encore pleinement conscience du 

danger qui la menace. D’ailleurs, elle n’est pas libre de choisir, n’étant en somme à l’heure actuelle 

qu’une vaste dépendance de l’Europe. Le Japon lui-même ne se décida à entrer dans le mouvement 

que sous la menace étrangère représentée par l’escadre du commodore Peary qui en 1853, était venue 

mouiller dans la baie de Yedo. Depuis qu’il est tout à fait pris dans l’engrenage, les «tristes problèmes 

de la société occidentale» se posent pour lui, avec la même acuité que pour les pays européens eux-

mêmes.

Le philosophe KAKURAZAWA (sic.) dans son récent ouvrage intitulé Le Principe Unique de la 

Philosophie et de la Science d’Extrême-Orient, l’a déploré en terme saisissants. Il considère volontiers 

le Japon moderne comme «sans intérêt» pour le penseur et pour le philosophe. Son compatriote 

OKAKURA, l’auteur des Idéaux de l’Orient, était trop possédé par son parti-pris de magnifier son 

pays et sa race pour admettre que le Japon moderne qui représente, après tout, une belle réussite, fut 

vraiment sans intérêt au point de vue de la civilisation qualitative. Au contraire, il estimait que ce pays 

est devenu le conservatoire, «le musée de la civilisation asiatique.»

«Il en est même plus que le musée, dit-il, parce que le singulier génie de la race japonaise le 

porte à méditer sur toutes les phrases des idéaux du passé, avec cet esprit de vivant advaitisme qui 

accueille le nouveau sans renoncer aux anciennes traditions.»

OKAKURA convient néanmoins que «cette fidélité à l’âme asiatique» est bien difficile dans les 

conditions actuelles du monde moderne; elle demande un effort vigilant et soutenue.

«S’il y a vraiment, dit-il, une source de renouveau cachée dans notre passé, nous devons admettre 

qu’elle demande en ce moment, un puissant secours, car la sécheresse aride de la vulgarité moderne 

brûle le gosier de la vie et l’art.»

Pour sa part, il est convaincu que «les ombres du passé sont les promesse de l’avenir. Aucun 

arbre ne saurait dépasser la force contenue dans sa graine. La vie consiste toujours en un retour sur 

soi-même.»

Je partage complètement sa pensée sur ce point, et j’estime comme lui, que «la tâche actuelle de 

l’Asie consiste à protéger et à restaurer les coutumes asiatiques. Mais pour le faire, il lui faut d’abord 

se reconnaître elle-même et développer la conscience de ses coutumes.» Il lui fait, en un mot, prendre 
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vieux idéaux de l’Asie.

«Demeurer fidèle à lui-même, malgré la couleur nouvelle que la vie d’une nation moderne l’oblige 

à prendre, voila pour le Japon l’impératif catégorique de l’idée d’advaita (unité) qui lui fut inculquée 

par ses ancêtre.»

«Les tristes problèmes de la société occidentale, ajoute OKAKURA, nous incitent à chercher 

dans la religion indienne et dans l’éthique chinoise, une solution plus haute.»

Religion indienne et éthique chinoise, voilà les deux pôles de la pensée asiatique; «l’Inde 

individualiste des Vedas» et la «Chine communiste de Confucius», séparées l’une de l’autre par la 

barrière formidable de l’Himalaya.

Mais l’Asie étant une, «ces barrières de neige, dit OKAKURA, ne saurait interrompre, ne fût-ce 

qu’un instant, l’expansion de cette passion de l’absolu et de l’universel, patrimoine spirituel commun 

aux race asiatiques, qui leur permit de créer toutes les grandes religions du monde, et les différences 

des peuples maritimes de la Méditerranée et de la Baltique qui aiment à se confiner au particulier et à 

rechercher les moyens plutôt que les fins de la vie.»

Voilà bien la différence fondamentale qui sépare l’Orient de l’Occident, L’Asie de l’Europe. 

D’un côté, passion de l’absolu et de l’universel, de l’autre, souci du contingent et du particulier. Il 

n’y a qu’à tirer de là, toutes les conséquences pour caractériser dans la grande lignes, les civilisations 

occidentale et orientale. Absorbé dans la contemplation de l’idéal, s’acharnant dans la recherche et la 

poursuite de l’Absolu, l’Orient s’est figé dans son évolution, indifférent à tous les progrès du monde 

extérieur. Incapable de résister aux bords barbares qui l’envahissaient (Huns, Mongols, Tartares), il 

se laissa à maintes reprises déborder par elles et chaque fois retomba dans une sujétion humiliante, 

suscitant à la longue «un trouble intellectuel, une angoisse morale» dont ses peuples ne se sont jamais 

remis complètement.

Le Japon seul, grâce à sa situation insulaire et aussi à l’énergie de ses habitants, fut à l’abri de ces 

invasions, et put apporter au moment décisif toutes ses forces neuves et intactes à la grande oeuvres 

de transformation et d’adaptation qui l’a élevé si haut dans la hiérarchie des nations modernes.

L’Occident, au contraire, plus actif et plus entreprenant, se confinant dans le domaine de la vie 

matérnelle et pratique, a su organiser cette vie d’une façon rationnelle et méthodique et lui donner le 

maximum de commodité et de confort. Pour l’étude des phénomènes de la nature en vue d’une sage 

utilisation de la matière et d’un emploie judicieux des forces, il a inventé ce merveilleux instrument 

d’investigation qu’est la science, grâce auquel il s’est rendu maître de tout le monde matériel. Cette 

«culture organisée, armée, de tout l’appareil des connaissances spéciales, sans cesse aiguisée par 

les énergies compétitrices» lui donne une puissance formidable devant laquelle l’univers tout entier 

s’incline.

Mais de même que l’Asie fut perdue par sa déficience matérielle, résultat de son esprit trop 

exclusivement contemplatif, l’Europe le sera par son excès de puissance dans le domaine de la 
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フランス領インドシナにおける『東洋の理想』『日本の覚醒』『茶の本』

ファム・クイン著「東洋の理想」原文

Les	Idéaux	de	l’Orient

Tous ceux qui s’intéressent aux choses de l’Extrême-Orient, connaissent l’ouvrage de l’écrivain 

japonais OKAKURA intitulé: Les Idéaux de L’Orient. Ecrit en anglais, il fut traduit en français en 

1916, et publié ensemble avec un autre petit livre du même auteur sur le Réveil du Japon, qui en est la 

suite naturelle.

J’avais lu ces deux livres des la parution de l’édition française, et je me rappelle l’impression 

profonde que me produisit cette lecture. Elle me confirmait dans des idées que je méditais depuis 

longtemps, en leur donnant une expression enthousiaste, presque lyrique. Je ne remarquais même 

pas ce ton d’éternel panégyrique qui est le principal défaut de l’auteur, cette partialité évidente qui 

lui faisait tout rapporter a son pays interprétant les idées et les faits pour ainsi dire en fonction et à 

l’honneur exclusif du Japon, destiné, à l’entendre, à devenir la conscience de toute l’Asie. L’évolution 

de la civilisation asiatique depuis vingt cinq siècles semblait n’avoir à ses yeux qu’un seul but: 

concourir à donner naissance à ce miracle des miracles, à cette merveille des merveilles, le Japon 

moderne.

Ces exagération ou ce parti-pris inspirés par un patriotisme intempérant devenu presque du 

chauvinisme, passaient inaperçus pour moi au cours de cette première lecture, tant l’idée principale 

développée par l’auteur m’enthousiasmait, l’idée que les idéaux qui étaient à la base de la vieille 

culture asiatique représentée par l’Inde et la Chine, pourraient être revivifiés au contact de la science 

et de la civilisation moderne et servir de nouveau à la régénération des peuples de l’Asie.

Je viens de relire ces jours-ci, les deux livres d’OKAKURA. Le défaut que j’ai signalé plus haut, 

m’apparaît plus clairement à cette deuxième lecture, mais l’idée fondamentale qui inspiré et guide 

l’auteur japonais dans son exposé saisissant et compréhensif, conserve toute sa valeur originale et son 

charme suggestif.

Cette idée, c’est qu’il y avait une «vieille unité de l’Asie», une unité de culture et de civilisation 

qui donnait à l’Inde et à la Chine et à tous les pays qui en dépendaient ou qui vivaient sous leur 

obédience, une même vie spirituelle inspirée par ce que la sagesse orientale avait à travers les siècles, 

produit de plus parfait et de plus sublime.

A partir du XIIIe siècle, cette unité fut rompue par la conquête mongole et l’Asie fut prolongée 

dans une nuit de plus en plus profonde qui ne devait prendre fin que dans la seconde moitié du 

XIXe siècle, quand l’Extrême-Orient fut obligé d’entrer en contact forcé avec Occident. Ce contact 

posait aux peuples extrême-orientaux cette alternative: s’adapter ou mourir. Le premier qui put 

s’adapter avec succès aux conditions de la vie moderne fut le Japon. Mais il le devait bien moins aux 

circonstances extérieures qu’à ses qualités intrinsèques dont la principale fut justement sa fidélité aux 





235　『日本研究』No. 50（2014）

は
じ
め
に

　

日
本
人
学
校
と
は
、「
移
民
や
出
稼
ぎ
で
海
外
に
移
住
す
る
こ
と
に
な
っ

た
日
本
人
子
弟
の
た
め
に
、
国
内
と
同
じ
教
育
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
在
留

邦
人
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
し
た
教
育
施
設
」
で
あ
る（

1
）。

戦
前
期
フ
ィ
リ
ピ

ン
に
は
日
本
人
学
校
が
十
八
校
あ
り
（
そ
の
う
ち
在
外
指
定
学
校
は
十
六
校
）、

そ
の
中
で
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
は
、
い
ち
ば
ん
早
い
一
九
一
七
年
に
設
立
さ

れ
た
。
生
徒
数
は
、
開
校
当
時
は
三
十
三
人
で
あ
っ
た
が
、
十
年
後
の

一
九
二
七
年
は
二
〇
一
人
に
、
一
九
三
七
年
は
五
七
六
人
と
な
り
、
開
戦
直

前
一
九
四
〇
年
に
は
八
四
六
人
に
上
り（

2
）、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
戦
前
期
日
本
人
学

校
に
お
い
て
最
大
か
つ
中
心
的
存
在
の
学
校
で
あ
っ
た
。

　

戦
前
の
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
で
は
、
内
地
の
学
校
と
同
様
、
国
定
教
科
書

を
使
い
、
日
本
精
神
の
涵
養
や
臣
民
教
育
を
行
っ
た
が
、
外
国
人
学
校
と
し

て
政
府
へ
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
英
語
」
の
授
業
が
課
せ
ら
れ
、
ア

メ
リ
カ
人
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
教
師
が
担
当
し
た
。
さ
ら
に
、
植
民
地
宗
主

国
ア
メ
リ
カ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
に
対
し
敬
意
を
称
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
学
校

行
事
の
際
に
は
中
央
の
日
の
丸
と
と
も
に
、
向
か
っ
て
左
に
ア
メ
リ
カ
の
国

旗
を
、
右
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
国
旗
を
同
じ
高
さ
に
掲
揚
し
、
ま
た
、
日
本
内

地
の
祝
祭
日
の
ほ
か
に
、
両
国
の
祝
祭
日
も
休
業
と
し
た（

3
）。

こ
の
マ
ニ
ラ
日

本
人
学
校
の
教
育
活
動
の
中
で
、
現
地
理
解
教
育
の
取
り
組
み
が
特
徴
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
第
三
代
校
長
・
河
野
辰
二
（
在
職
一
九
三
三
～

一
九
四
三
年（

4
））

は
英
語
教
育
の
推
進
の
ほ
か
、
現
地
校
と
の
生
徒
や
教
師
の

交
流
や
現
地
で
の
遠
足
、
修
学
旅
行
な
ど
を
行
事
に
取
り
入
れ
た
。
南
洋
に

お
け
る
日
本
人
学
校
の
中
で
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
は
最
も
現
地
理
解
教
育
に

力
を
入
れ
た
学
校
と
い
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
開
戦
に
よ
り
日

【
研
究
ノ
ー
ト
】

開
戦
前
後
に
お
け
る
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
に
み
る
教
育
活
動
の
変
容

─
─
発
行
さ
れ
た
副
読
本
と
児
童
文
集
を
手
が
か
り
に
─
─

小
林
茂
子
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り
、
最
後
は
小
島
の
指
摘
の
よ
う
に
学
校
自
体
が
消
滅
し
て
終
焉
と
な
る
。

開
戦
前
後
の
占
領
地
で
の
日
本
人
学
校
の
変
容
過
程
を
追
究
す
る
こ
と
は
、

戦
争
へ
と
傾
斜
す
る
国
家
と
教
育
の
関
係
を
よ
り
鮮
明
に
捉
え
、
占
領
地
と

い
う
、
軍
（
国
家
）
と
教
育
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
地
域
で
の
日
本
人
学
校

の
実
態
を
通
し
て
、
両
者
の
関
わ
り
を
考
え
る
際
の
一
つ
の
視
点
を
得
る
こ

と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
日
米
開
戦
を
は
さ
ん
だ

一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
四
〇
代
初
頭
に
お
け
る
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校

の
教
育
活
動
を
検
討
す
る
意
義
は
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

研
究
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
一
九
三
五
年
に
開
催
さ
れ
た
在
比
邦
人
小
学

校
長
会
議
の
討
議
事
項
と
、
一
九
三
八
年
四
月
発
行
の
『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
読

本
』
を
も
と
に
、
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
の
現
地
理
解
教
育
の
実
情
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
次
に
一
九
四
〇
年
三
月
と
五
月
に
発
行
さ
れ
た
『
比
律
賓
小
学

歴
史
』
と
『
比
律
賓
小
学
地
理
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
と
そ
れ
が
作
ら

れ
た
背
景
に
つ
い
て
分
析
し
、
開
戦
直
前
の
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
の
教
育
事

情
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
開
戦
後
、
米
比
軍
に
よ
る
在
留
邦
人
の
拘
束
・
監

禁
か
ら
日
本
軍
に
よ
る
解
放
を
経
て
、
一
九
四
二
年
一
月
三
日
か
ら
始
ま
る

軍
政
下
に
お
い
て
、
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
の
教
育
活
動
が
い
か
に
変
容
し
、

ま
た
、
そ
の
時
の
生
徒
の
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、

一
九
四
二
年
八
月
発
行
の
『
と
く
べ
つ
児
童
文
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
学
校

ご
よ
み
」
と
児
童
の
作
文
を
も
と
に
検
討
を
加
え
る
。

本
軍
に
よ
る
軍
政
が
敷
か
れ
、
軍
へ
の
協
力
が
強
ま
る
と
教
育
活
動
に
も
大

き
な
変
化
が
現
わ
れ
る
。

　

南
洋
の
日
本
人
学
校
に
つ
い
て
は
小
島
勝
の
一
連
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る（

5
）。

小
島
は
南
洋
の
日
本
人
学
校
の
全
体
的
な
動
向
に
つ
い
て
、「
大
正
年
間
か

ら
ぽ
つ
ぽ
つ
現
わ
れ
、
昭
和
八
年
ご
ろ
に
急
に
増
殖
し
、
や
が
て
戦
争
に
よ

り
消
滅
し
て
し
ま
う（

6
）」

と
述
べ
、
複
数
の
日
本
人
学
校
を
取
り
上
げ
そ
の
実

態
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
本
稿
で
は
前
記
の
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、
特
に

マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
か
ら
発
行
さ
れ
た
四
点
の
資
料
に
着
目
す
る
。
す
な
わ

ち
『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
読
本
』（
一
九
三
八
年
四
月
）、『
比
律
賓
小
学
歴
史
』

（
一
九
四
〇
年
三
月
）
と
『
比
律
賓
小
学
地
理
』（
一
九
四
〇
年
五
月
）、『
と
く

べ
つ
児
童
文
集
』（
一
九
四
二
年
八
月
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
点
の
資
料
は
み

な
、「
発
行
所　

在
外
指
定
マ
ニ
ラ
日
本
人
小
学
校
」「
代
表
者　

河
野
辰

二
」
と
な
っ
て
お
り
、
現
地
理
解
の
推
進
か
ら
戦
争
協
力
へ
と
日
米
開
戦
を

は
さ
ん
だ
過
程
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
の
内

容
と
そ
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
、
時
代
背
景
を
勘
案
し
つ
つ
分
析
す
る
こ
と

で
、
各
時
期
の
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
や
そ
の
変
化
に
つ

い
て
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
課
題

意
識
に
基
づ
き
、
同
校
か
ら
発
行
さ
れ
た
資
料
内
容
を
検
討
し
、
各
発
行
時

期
の
教
育
活
動
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

占
領
地
の
日
本
人
学
校
は
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
構
想
の
中
で
否
応
な
く

戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
教
師
も
生
徒
も
悲
惨
な
戦
争
被
害
を
蒙
る
こ
と
に
な
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開戦前後におけるマニラ日本人学校にみる教育活動の変容

英
語
に
よ
る
授
業
が
十
六
～
十
九
時
間
あ
っ
た
。
さ
ら
に
英
語
関
連
の
学
校

行
事
を
挙
げ
て
み
る
と
、
例
え
ば
「
昭
和
七
年　

学
事
概
略
」
に
は
「
三
月

十
八
日
バ
キ
オ
小
学
校
修
学
旅
行
隊
来
校
、
同
月
二
十
三
日
バ
ギ
オ
小
学
校

児
童
ノ
歓
迎
オ
話
会
、
七
月
二
十
七
日
英
語
学
芸
会
、
八
月
二
十
三
日
レ
ガ

ル
ダ
小
学
校
参
観
、
同
月
二
十
六
日
ボ
ニ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
小
学
校
参
観
、
十
月

二
十
五
日
英
語
学
芸
会
、
十
二
月
十
八
日
高
等
科
児
童
バ
ギ
オ
旅
行
、
同
月

二
十
四
日
尋
常
五
年
児
童
ア
ラ
バ
ン
遠
足（

11
）」

な
ど
の
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、

現
地
見
学
や
交
流
を
含
ん
だ
英
語
の
教
育
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
が
英
語
の
教
育
活
動
に
熱
心
に
取
り
組
ん

だ
背
景
に
は
、
現
実
的
な
問
題
と
し
て
親
の
要
望
も
含
ま
れ
て
い
た
。「
保

護
者
職
業
調
」（
昭
和
八
年
）
に
よ
る
と
、
在
籍
児
童
五
〇
五
人
の
内
訳
は

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

大
工
・
一
三
九
人
、
水
屋
・
七
十
九
人
、
商
業
・
六
十
七
人
、
銀
行
会

社
・
二
十
八
人
、
建
築
請
負
二
十
四
人
、
製
菓
・
十
二
人
、
マ
ッ
サ
ー

ジ
・
九
人
、
園
芸
・
九
人
、
仕
立
・
七
人
、
料
理
・
七
人
、
漁
業
・

四
十
一
人
、
商
店
員
・
七
人
、
官
公
吏
・
六
人
、
技
師
・
六
人
、
写
真
・

六
人
、
運
転
手
・
五
人
、
理
髪
・
五
人
、
飲
食
店
・
五
人
、
時
計
・
四

人
、
木
炭
・
四
人
、
僧
侶
・
三
人
、
印
刷
・
二
人
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
三

人
、
教
師
・
二
人
、
ブ
リ
キ
・
一
人
、
其
の
他
・
二
十
三
人（

12
）

一
　
一
九
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
後
半
の
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
の
教
育
活
動

　

マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
の
『
本
校
施
設
経
営
案
』（
一
九
二
七
年
六
月
十
三
日

付
外
交
文
書
）
を
見
る
と
、「
本
校
教
育
ノ
方
針
」
と
し
て
ま
ず
は
じ
め
に

「
善
良
ナ
ル
児
童
タ
ラ
シ
メ
将
来
ニ
於
テ
ハ
忠
良
ナ
ル
臣
民
ト
シ
テ
南
洋
方

面
ニ
発
展
ス
ル
ノ
素
地
ヲ
養
フ
」
と
書
か
れ
て
い
る（

7
）。

内
地
の
学
校
と
同
様
、

第
一
に
臣
民
教
育
の
理
念
を
掲
げ
て
い
る
の
は
、
戦
前
の
日
本
人
学
校
に
共

通
す
る
基
本
的
な
教
育
方
針
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
「
教
授
ノ
方
針
」
で

は
、「
教
授
ハ
児
童
ノ
環
境
及
経
験
ヨ
リ
出
発
シ
之
ヲ
整
理
シ
拡
充
ス
ル
ト

共
ニ
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
必
要
ナ
ル
当
地
方
ノ
材
料
ハ
独
立
的
ニ
若
ク
ハ

付
帯
的
ニ
教
授
ス
ル
コ
ト
」
と
あ
り（

8
）、

教
授
方
法
に
は
現
地
へ
の
関
心
や
理

解
、
経
験
を
喚
起
す
る
よ
う
謳
っ
て
い
る
。「
土
地
ニ
対
ス
ル
愛
好
心
」
が

育
成
す
べ
き
基
本
的
徳
目
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た（

9
）。

こ
う
し
た
点

か
ら
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
で
は
、
臣
民
教
育
を
行
い
つ
つ
も
、
現
地
へ
の
理

解
を
深
め
る
方
針
が
教
育
活
動
の
基
底
部
分
に
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

具
体
的
な
活
動
内
容
と
し
て
は
、「
英
語
」
に
つ
い
て
は
、
学
則
第
九
条

で
「
尋
常
科
第
二
学
年
以
上
ニ
英
語
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
さ
れ（

10
）、

英
語
の
授
業
が
尋
常
科
二
～
六
年
で
は
「
読
方
」
を
中
心
に
二
～
六
時
間
、

高
等
科
で
は
「
話
方
」「
文
法
」「
算
術
」「
地
理
」「
理
科
」
な
ど
の
科
目
で
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一
九
三
四
年
、
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
で
は
、
修
身
科
、
読
方
科
、
体
操
、
保

育
、
英
語
科
、
綴
方
科
、
算
術
科
、
国
史
科
の
研
究
授
業
な
ら
び
に
研
究
会

が
相
次
い
で
開
催
さ
れ
た（

16
）。

さ
ら
に
翌
年
の
一
九
三
五
年
五
月
に
は
、
総
領

事
主
催
の
「
在
比
邦
人
小
学
校
長
会
議
」
が
六
日
間
に
わ
た
っ
て
同
校
で
開

か
れ
、
二
世
の
教
育
方
針
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
活
動
に

伴
い
、
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
は
一
九
三
〇
年
代
半
ば
頃
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
日
本
人
学
校
の
中
心
的
指
導
的
な
学
校
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
担
う
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
（
写
真
1
、
写
真
2
）。

　

そ
れ
で
は
こ
の
小
学
校
長
会
議
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
話
し
合
わ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
会
議
の
出
席
者
は
、
木
村
総
領
事
、
木
原
副
領
事
、
木
原
書

記
官
、
篠
原
バ
ギ
オ
校
長
、
栢
森
イ
ロ
イ
ロ
校
長
、
広
瀬
セ
ブ
校
長
、
川
上

ミ
ン
タ
ル
校
長
、
そ
し
て
河
野
マ
ニ
ラ
校
長
の
八
名
で
あ
り（

17
）、

当
時
各
日
本

人
学
校
が
直
面
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
討
議
が
交
わ
さ
れ
た
。
主
な
議
題

は
次
の
五
点
で
あ
っ
た
。

一
、
国
民
性
涵
養
の
方
法
を
如
何
に
す
べ
き
や
。

二
、
将
来
の
比
島
市
民
と
し
て
の
教
育
方
針
を
如
何
に
す
べ
き
や
。

三
、
日
比
親
善
の
契
機
た
ら
し
む
る
教
育
方
針
如
何
。

四
、
中
等
学
校
設
立
の
要
あ
り
や
。

五
、
日
本
語
を
解
せ
ざ
る
児
童
の
取
り
扱
い
を
如
何
に
す
べ
き
や（

18
）。

こ
こ
か
ら
は
、「
銀
行
会
社
」
と
い
っ
た
転
勤
に
よ
る
一
時
滞
在
者
は
ご
く

少
数
で
、
大
部
分
が
小
売
業
な
ど
現
地
に
密
着
し
た
職
種
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
現
地
人
と
接
す
る
仕
事
に
英
語
は
必
須
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
親
は

子
ど
も
へ
の
英
語
教
育
を
望
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
マ
ニ
ラ
日

本
人
学
校
で
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
よ
う
に
一
時
滞
在
者
と
一
般
在
留
者
と

い
っ
た
対
立（

13
）は

、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
尋
常
科
卒
業
者
数
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
昭

和
十
二
年
十
二
月
十
日
調（

14
））。

男
子
→ 

入
学
者
（
尋
一
、
中
途
含
む
）・
四
十
五
人
、
中
途
退
学
者
・

二
十
五
人
、
卒
業
者
・
二
十
人

女
子
→ 　

〃 

・
五
十
九
人
、
〃
・
三
十
六
人
、
〃
・
二
十
三
人

合
計
→　

〃 

・
一
〇
四
人
、
〃
・
六
十
一
人
、
〃
・
四
十
三
人

こ
れ
を
見
る
と
入
学
者
の
半
数
し
か
卒
業
に
至
っ
て
い
な
い
。「
中
途
退
学

の
殆
ど
全
部
は
内
地
帰
還
で
内
地
中
等
学
校
入
学
を
志
す
も
の
が
過
半
を
占

め
る（

15
）」

と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
せ
っ
か
く
英
語
を
身
に
付
け
て
も
、

進
学
を
考
え
た
と
き
に
内
地
の
中
学
校
入
学
を
選
択
し
、
帰
国
し
て
し
ま
う

者
が
多
い
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
定
住
を
推
奨
す
る
と
い
う
点

か
ら
、
現
地
で
の
中
学
校
設
立
の
要
望
が
強
く
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

一
九
三
三
年
に
は
第
三
代
校
長
・
河
野
辰
二
が
着
任
し
た
。
そ
の
翌
年
の
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は
、「
日
比
関
係
の
歴
史
的
、
経
済
的
密
接
な
る
事
態
を
認
識
さ
せ
」、「
比

島
の
国
民
的
国
家
的
の
行
事
に
対
し
て
は
相
当
の
敬
意
を
表
し
」、「
比
島
の

祝
祭
日
に
は
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
相
当
の
敬
意
を
表
さ
せ
る
」、「
日
比

相
互
の
交
誼
を
厚
う
す
る
た
め
の
機
会
を
作
る
」
な
ど
の
文
言
が
あ
り（

20
）、

日

本
人
学
校
と
し
て
日
比
親
善
を
推
進
す
る
方
針
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
前
提
に
は

二
世
の
日
本
人
と
し
て
の
「
国
民
精
神
涵

養
」
が
あ
り
、
日
本
を
優
越
さ
せ
る
意
識

は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
フ
ィ
リ
ピ
ン

を
尊
重
し
協
調
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
識

は
明
瞭
で
あ
る
。

　

こ
の
討
議
事
項
を
反
映
さ
せ
具
現
化
し

た
教
材
と
し
て
、
三
年
後
に
マ
ニ
ラ
日
本

人
学
校
か
ら
出
さ
れ
た
『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン

読
本
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同

書
は
マ
ニ
ラ
日
本
人
会
の
援
助
を
得
、
マ

ニ
ラ
日
本
人
学
校
二
十
周
年
記
念
の
一
つ

と
し
て
、
一
九
三
八
年
四
月
二
十
八
日
に

発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は

三
十
四
項
目
、
全
二
五
四
頁
か
ら
な
っ
て

い
る
。
冒
頭
で
「
当
校
高
学
年
児
童
に
比

　

特
に
注
目
す
べ
き
は
、「
二
」
の
方
法
に
つ
い
て
の
内
容
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
「
比
島
の
国
情
お
よ
び
民
族
性
を
正
し
く
認
識
さ
せ
る
」、「
比
島
伝
統

の
風
俗
、
習
慣
、
宗
教
お
よ
び
文
化
を
尊
重
す
る（

19
）」

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お

り
、
将
来
永
住
す
る
者
が
出
て
く
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
現
地
理
解
を
し
っ
か

り
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
ま
た
、「
三
」
の
方
法
に

写真 1　マニラ日本人小学校補習科卒業式
（前列中央左側が河野辰二、佐々木譲二氏より提供、1936 年 12 月）

写真 2　マニラ日本人小学校の校門と校舎
（菅原惇氏より提供、1938 年頃）
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律
賓
事
情
を
理
解
さ
せ
、
且
つ
比
律

賓
に
対
す
る
親
し
み
を
深
め
さ
せ
る

た
め
に
編
集
し
た
も
の
で
あ
る（

21
）」

と

代
表
者
で
あ
り
校
長
で
も
あ
る
河
野

は
述
べ
て
い
る
。『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
読

本
』
に
つ
い
て
は
、
国
際
理
解
教
育

の
視
点
か
ら
論
じ
た
拙
稿
が
あ
る
が（

22
）、

こ
こ
で
は
前
述
の
小
学
校
長
会
議
と

の
関
連
か
ら
見
て
い
く
（
写
真
3
、
写

真
4
）。

　

目
次
の
項
目
を
見
て
も
わ
か
る
よ

う
に
、
そ
の
内
容
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

歴
史
、
地
理
、
産
業
、
日
比
関
係
か
ら
、

住
民
の
暮
ら
し
、
動
植
物
や
気
象
の

特
徴
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
代
表
的
な
人

物
や
挿
話
、
日
比
交
流
に
尽
く
し
た

人
物
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
理
解
全
般
に
つ
い
て
必

要
な
項
目
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
先

の
小
学
校
長
会
議
の
討
議
事
項
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
「
国

写真 3　マニラ日本人小学校の校庭　創立二十周年記念式典
（菅原惇氏より提供、1937 年）

写真 4　マニラ日本人小学校の運動会風景
（菅原惇氏より提供、1938 年頃）
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情
」
や
「
民
族
性
」、「
伝
統
の
風
俗
、

習
慣
、
宗
教
お
よ
び
文
化
」
を
認
識

さ
せ
る
と
い
う
点
が
盛
り
込
ま
れ
、

具
体
的
に
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て

い
る
。
こ
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る

の
は
「
比
律
賓
の
国
旗
と
そ
の
立
て

方
」「
比
律
賓
国
国
歌
」
の
項
目
で

あ
る
。
国
旗
に
つ
い
て
は
カ
ラ
ー
刷

り
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
の
持
つ
意

味
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
掲
揚
の
方

法
に
つ
い
て
も
詳
し
く
解
説
さ
れ
て

い
る
。
国
歌
は
原
語
（
英
語
）
の
歌

詞
と
そ
の
大
意
、
楽
譜
ま
で
も
が
載

せ
ら
れ
て
い
る（

23
）。

こ
れ
は
、
会
議
で

討
議
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
対
し

「
相
当
の
敬
意
」
を
払
い
、
日
比
親
善

を
図
ろ
う
と
す
る
教
育
方
針
に
ま
さ

に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
フ
ィ
リ
ッ
ピ

ン
読
本
』
は
先
の
小
学
校
長
会
議
で

の
討
議
内
容
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て

表 1　

『フィリッピン読本』
（1938 年／ 1941 年発行）

目次

『新フィリピン読本』
（1943 年発行）

目次

一 比律賓の歴史 一 比律賓の歴史
二 比律賓の地理 二 比律賓の地理
三 マニラ市とマニラ港 三 マニラ市とマニラ港
四 入日の港 四 入日の港
五 我が国と比律賓 五 我が国と比律賓
六 菅沼貞風 六 菅沼貞風
七 矢矧招魂祭の歌 七 矢矧招魂祭の歌
八 太田恭三郎 八 太田恭三郎
九 ケンノン道路工事 九 ケノン道路工事

一〇 バギオの旅 一〇 バギオの旅
一一 ダヴァオ 一一 ダヴァオ
一二 麻山 一二 麻山
一三 俳句 一三 俳句
一四 マニラ名所 一四 マニラ名所
一五 年中行事 一五 年中行事
一六 共進会 一六 共進会
一七 市民と衛生 一七 市民と衛生
一八 俚諺 一八 俚諺
一九 セブだより 一九 セブーだより
二〇 気候と台風 二〇 気候と台風
二一 暴風警報 二一 暴風警報
二二 交通 二二 貿易
二三 貿易 二三 民謡
二四 民謡 二四 住民
二五 住民 二五 風習
二六 珍しい動植物 二六 珍しい動植物
二七 金山 二七 金山
二八 イロイロ市とネグロス島 二八 イロイロ市とネグロス島
二九 志士リサール 二九 志士リサール
三〇 比律賓の国旗とその立て方 三〇 比律賓の伝説
三一 比律賓国国歌 　（一） 創世記
三二 私どもの学校 　（二） 仙人の煙草
三三 比律賓創世記 　（三） マンギタとラリナ
三四 比律賓のお伽話 三一 比律賓のお伽話

　（一） 愚かな商人
　（二） 猿と亀
三二 私どもの学校
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扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
第
九
章
第
八
節
の
「
比
律
賓
連
邦
政
府
の
樹
立
」

（
一
九
三
五
年
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
発
足
）
で
全
体
の
記
述
が

終
わ
っ
て
い
る
。
巻
末
の
年
代
表
に
は
、
西
暦
で
書
か
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

歴
史
事
項
に
、「
日
本
紀
元
」
と
歴
代
の
「
天
皇
」「
将
軍
」
の
名
前
が
併
記

さ
れ
、
日
本
と
の
関
係
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
表
2
）。

　

一
方
、『
比
律
賓
小
学
地
理
』
は
、
十
四
章
三
十
九
節
、
全
一
二
〇
頁
（
附

録
を
含
む
）
か
ら
な
り
、
各
章
で
少
年
少
女
を
登
場
さ
せ
、
自
分
た
ち
の
土

地
の
生
活
の
様
子
を
紹
介
し
た
り
、
旅
行
に
行
っ
た
時
の
現
地
で
の
様
子
を

手
紙
文
で
語
っ
た
り
、
自
分
た
ち
の
父
親
か
ら
聞
い
た
そ
の
土
地
で
の
農
業

の
様
子
な
ど
を
語
り
口
調
で
紹
介
し
た
り
と
、
物
語
風
で
親
し
み
や
す
い
内

容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
話
の
中
に
各
地
方
に
お
け
る
稲
、
煙
草
、
玉

蜀
黍
、
甘
藷
、
砂
糖
、
椰
子
、
マ
ニ
ラ
麻
の
生
産
の
様
子
や
、
マ
ン
グ
ロ
ー

ブ
で
の
漁
業
や
マ
ニ
ラ
で
の
商
業
の
こ
と
な
ど
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま

た
、
巻
末
に
は
地
図
と
統
計
資
料
の
附
録
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
対
日
貿
易

額
な
ど
も
書
か
れ
て
い
る
（
表
3
）。

　

こ
の
よ
う
に
二
冊
と
も
百
頁
以
上
も
あ
る
か
な
り
厚
い
本
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
時
期
な
ぜ
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
教
科
書
が
翻
訳
さ
れ
、
相
次
い
で
マ
ニ
ラ
日

本
人
学
校
か
ら
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

主
な
理
由
と
し
て
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
点
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

政
府
の
外
国
人
学
校
に
対
す
る
態
度
の
変
化
で
あ
る
。
も
と
も
と
フ
ィ
リ
ピ

ン
政
府
の
外
国
人
学
校
に
対
す
る
態
度
は
概
ね
自
由
放
任
的
な
も
の
で
あ
っ

作
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
中
心
校
で
あ
る
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
か
ら
発
行
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
読
本
』
は
マ
ニ
ラ
日
本
人
会
に
は

も
ち
ろ
ん
、
外
務
大
臣
、
台
湾
外
事
課
長
、
在
米
大
使
、
ダ
ヴ
ァ
オ
領
事
な

ど
に
も
送
付
さ
れ
、
さ
ら
に
文
部
省
、
南
洋
協
会
に
も
転
送
さ
れ
て
お
り
、

好
評
を
得
て
い
た
よ
う
だ（

24
）。

一
九
四
一
年
四
月
に
は
台
湾
南
方
協
会
か
ら
再

版
さ
れ
た
（
表
1
）。

二
　
一
九
四
〇
年『
比
律
賓
小
学
歴
史
』『
比
律
賓
小
学
地
理
』の
発
行
事
情

　

一
九
四
〇
年
三
月
と
五
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
『
比
律
賓
小
学
歴
史
』
と
『
比

律
賓
小
学
地
理
』
が
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
（
代
表
者
・
河
野
辰
二
）
か
ら
発

行
さ
れ
た
。

　

ま
ず
両
書
の
内
容
か
ら
見
て
い
こ
う
。
こ
れ
ら
は
二
冊
と
も
現
地
小
学
校

で
使
用
さ
れ
た
教
科
書
の
翻
訳
で
あ
る
。『
比
律
賓
小
学
歴
史
』は
、C

onrado 

B
enitez （

25
）

に
よ
るPhilippine H

istory in Stories

を
、『
比
律
賓
小
学
地
理
』

は
、H

ugo H
. M

iller （
26
）

とC
atalina Velasquez Ty

そ
し
てJose B

alagot
に

よ
るH

om
e Lands

を
そ
れ
ぞ
れ
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
比
律
賓
小
学
歴
史
』
は
、
九
章
七
十
四
節
、
全
一
五
五
頁
（
年
表
を
含

む
）
か
ら
な
り
、
目
次
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
全
体
的
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

対
す
る
ス
ペ
イ
ン
の
支
配
と
そ
の
抵
抗
の
歴
史
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
第

八
章
「
比
律
賓
革
命
運
動
」
は
ボ
ニ
フ
ォ
シ
オ
と
リ
サ
ー
ル
の
抵
抗
運
動
を



243

開戦前後におけるマニラ日本人学校にみる教育活動の変容

表 2　『比律賓小学歴史』（1940 年 3月発行）目次
第一章 有史以前の比律賓
　第一節 マレー王の戴冠式
　第二節 家屋のはじまり
　第三節 最初の稲田
　第四節 Visayans の起り
　第五節 比律賓と文字
　第六節 マレー人の火薬
　第七節 古代の対支貿易
　第八節 支那との交歓
　第九節 Moros の名の起り
第二章 スペインの比律賓征服
　第一節 ヨーロッパ人の渡来
　第二節 贈物の交換
　第三節 F. Magellan の死
　第四節 血同盟
　第五節 比律賓国名の由来
　第六節 聖児 Jesus の肖像
　第七節 最後のマニラ王
　第八節 マニラを救つた Salcedo
第三章 キリスト教の伝来
　第一節 比律賓に於ける布教
　第二節 偶像の破壊
　第三節 姓のはじまり
　第四節 僧侶になつた少年
　第五節 比律賓服
第四章 比律賓人のスペインへの労役
　第一節 Gatmaitan の悲運
　第二節 比律賓人が大砲製法を忘れた理由
　第三節 貢物
　第四節 Banal の山中逃走
　第五節 比律賓兵の支那人討伐
　第六節 比律賓兵の名誉
　第七節 比律賓人殉教者
　第八節 スペイン軍を救つた比律賓水兵
　第九節 英艦の来襲
　第十節 三人と五十人
第五章 比律賓の革命運動
　第一節 最初の反逆人
　第二節 善人の偉力
　第三節 Bohol の反乱
　第四節 Sumoroy の敗戦
　第五節 Pampanga の革命騒ぎ
　第六節 Pangasinan 王国の企て
　第七節 比律賓監視官の任命
第六章 比律賓の門戸閉鎖
　第一節 黄金の島
　第二節 Santa Ana 号の鹵獲
　第三節 悲しい歓迎
　第四節 スペイン青年の冒険
　第五節 日本との往来
　第六節 支那人の渡来
　第七節 最古の印刷所
　第八節 総督と大司教との抗争

第七章 比律賓の門戸開放
　第一節 スペイン軍艦来航の反対
　第二節 百余年続いた組合
　第三節 失敗した王立会社
　第四節 煙草専売
　第五節 食料生産運動
　第六節 米国船の来航
　第七節 道路の増設
　第八節 最初の新聞
　第九節 スペイン議会の比律賓代表者
　第十節 西比間距離の接近
　第十一節 最初の公立学校
第八章 比律賓革命運動
　第一節 比律賓三僧侶の死
　第二節 スペインで雑誌発行の比律賓人
　第三節 Rizal の著書
　第四節 最近の血同盟
　第五節 Montalban の洞窟物語
　第六節 身分証明書の破棄
　第七節 Rizal の最期
　第八節 守られない約束
第九章 米国の統治
　第一節 米国の比律賓領有
　第二節 比律賓国旗
　第三節 東洋最初の共和国
　第四節 バナナ読本
　第五節 Tirad 越の Gregorio del Pilar
　第六節 Aguinaldo の捕獲
　第七節 比律賓人のための比律賓
　第八節 比律賓連邦政府の樹立
年代表
地図
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た
が
、
国
際
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、
こ
の
時

期
急
激
に
取
り
締
ま
り
が
強
化
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
外
国
人
学
校
に
対
し
フ
ィ
リ
ピ
ン

的
教
育
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
風
潮
が
強

ま
っ
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
一
九
三
九
年

度
議
会
に
お
い
て
私
立
学
校
法
修
正
案
が
提

出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
外

国
人
子
弟
専
門
の
私
立
学
校
［
マ
ニ
ラ
日
本
人

学
校
、
支
那
人
学
校
を
指
す
］
の
設
立
又
は
開

校
を
禁
止
し
既
に
設
立
又
は
開
校
せ
る
学
校

に
あ
り
て
は
其
課
目
に
比
島
憲
法
、
政
治
、

歴
史
、
地
理
を
英
語
を
以
つ
て
教
授
す
べ
し（

27
）」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
法
案
は
採
択
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
案
は

早
晩
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
見
方
が
大
勢

で
あ
り
、
そ
の
対
策
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で

あ
る（

28
）。

　

も
う
一
点
は
、
日
本
人
学
校
全
体
の
動
向

で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
の
外
国
人
学
校

に
対
す
る
態
度
が
硬
化
す
る
中
で
、

一
九
三
六
年
～
一
九
四
〇
年
の
間
に
フ
ィ
リ

表 3　『比律賓小学地理』（1940 年 5月発行）目次
第一章 Ilocos Coast の生活
　第一節 雨季と乾燥季
　第二節 雨季
　第三節 乾燥季
　第四節 家庭工業
第二章 Cagayan Valley
　第一節 Valley の旅
　第二節 Cagayan 河の洪水
　第三節 河川と道路
第三章 Mountain 州
　第一節 山嶽人の生活
　第二節 山嶽人の食料生産
　第三節 家屋
　第四節 住民
　第五節 Akop の Baguio 旅行
第四章 新 Ilocos Coast

Zambales
第五章 Luzon 中央平野
　第一節 雨季の農作
　第二節 乾燥季の農作
第六章 マニラ市
　第一節 区と街
　第二節 マニラの繁華
第七章 沼沢地方
第八章 マニラ市場の食料品と供給品
　第一節 必要品の供給
　第二節 平野地方
　第三節 湖水地方
　第四節 高台地方
第九章 Tayabas 州と Marinduque 州
　第一節 無数の古々椰子
　第二節 椰子栽培者の生活
第十章 Mindoro 州、Palawan 州、

Romblon 州、Masbate 州廻漕業
第十一章 Bicol 半島
　第一節 火山と人生との関係
　第二節 マニラ麻
　第三節 Bicol 半島部

第十二章 Visaya 諸島
　第一節 コプラと麻を産する州
　第二節 玉蜀黍を産する州
　第三節 砂糖を産する州

一　Antique 州
二　Occ. Negros 州
三　Iloilo 州
四　Capiz 州

第十三章 Mindanao 島
　第一節 Mindanao の東海岸
　第二節 Mindanao 島縦断
　第三節 Davao 州
　第四節 Mindanao 島の山越
　第五節 Bukidnon 高原
　第六節 Cotabato 州
　第七節 Lanao 湖
　第八節 Zamboanga 州
　第九節 Sulu 州
第十四章 比律賓群島の南端から北端まで
　第一節 商用旅行
　第二節 暴風の島
附録
地図
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ピ
ン
で
は
十
二
校
も
の
日
本
人
学
校
が
新
た
に
在
外
指
定
学
校

と
な
っ
た
（
ダ
バ
オ
九
校
、
セ
ブ
一
校
、
イ
ロ
イ
ロ
一
校
、
ビ
コ
ー

ル
一
校
）（
表
4
）。
日
本
人
学
校
は
法
制
度
的
に
は
外
国
人
学
校

の
地
位
に
あ
り
、
当
該
国
の
規
制
を
受
け
る
が
、
一
方
日
本
政

府
か
ら
在
外
指
定
の
認
可
を
受
け
る
と
、
一
定
額
の
補
助
金
が

得
ら
れ
、
職
員
は
国
内
同
様
、
恩
給
法
の
適
用
対
象
者
と
な
り
、

そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
政
府
は
認
可
を
出

す
た
め
に
、
学
校
運
営
全
般
に
関
す
る
事
前
の
調
査
を
行
う
が
、

一
九
三
〇
年
代
後
半
は
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
構
想
の
も
と
、
こ

の
制
度
を
通
し
て
、
日
本
式
臣
民
教
育
を
広
め
た
い
と
い
う
ね

ら
い
も
あ
っ
た（

29
）。

つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
日
本
人
学
校
は
当
該

国
か
ら
も
日
本
政
府
か
ら
も
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
い

え
る
。
そ
の
た
め
中
心
校
で
あ
る
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
は
、
新

た
な
在
外
指
定
学
校
の
運
営
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
も
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
側
の
要
求
に
対
応
し
た
教
育
内
容
に
関
し
て
、
そ
の
範

を
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る（

30
）。

　

こ
う
し
た
緊
迫
し
た
状
況
の
も
と
、
日
本
人
学
校
で
は

一
九
四
〇
年
の
新
学
期
（
一
月
）
よ
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
歴
史

と
地
理
を
尋
常
科
五
、六
年
生
と
高
等
科
一
、二
年
生
に
英
語
で

教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
の
時
点
で
は
強
制
で
は
な

く
自
発
的
に
で
あ
っ
た
）。
し
か
し
な
が
ら
、
英
語
で
書
か
れ
た

表 4

学校種別

国別

初等学校
数

中等諸学校数 計 年度別指定（新規）校数

中学校 高等
女学校

実業
学校

青年
学校 （小計） 1906

〜 10
1911
〜 15

1916
〜 20

1921
〜 25

1926
〜 30

1931
〜 35

1936
〜 40

1941
〜 45

南朝鮮 21 1 3 1 （5） 26 21 5

北朝鮮 8 8 7 1
中国

（東北部除く） 141 10 20 16 28 （74） 215 2 2 9 16 7 10 67 102

中国東北部
（旧満州国） 386 13 21 10 31 （75） 461 13 9 6 16 9 53 231 124

中国東北部
（旧関東州） 2 （2） 2 1 1

ソ連 1 1 1

イギリス 1 1 1

フィリピン 16 16 1 1 2 12

シンガポール 1 1 1

インドネシア 7 7 1 4 2

インド 2 2 1 1

タイ 1 1 1

マレーシア 4 4 1 3

ペルー 2 2 1 1

ビルマ 1 1 1

ベトナム 3 3 3

計 595 24 44 29 59 （156） 751 43 19 18 34 26 65 317 229

出典：渡部宗助『在外指定学校一覧（1906–1945）』1982 年、48 頁。
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リ
ピ
ン
理
解
の
大
切
さ
を
重
視
す
る
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
両
書
で
あ
る
が
、
や
は
り
元
が

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
生
徒
対
象
の
教
科
書
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
生
徒
に
は
そ
ぐ

わ
な
い
内
容
も
含
ま
れ
て
い
た
。
特
に
歴
史
は
ス
ペ
イ
ン
の
圧
政
に
対
す
る

抵
抗
史
と
い
う
側
面
が
強
く
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
英

雄
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
第
八
章
第
七
節
「R

izal

の
最
期
」
で

次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

R
izal

の
敵
は
彼
の
死
刑
に
よ
つ
て
自
分
達
が
勝
利
を
得
た
も
の
と
思

つ
た
で
あ
ら
う
が
、
歴
史
は
か
へ
つ
て
比
律
賓
人
に
勝
利
を
も
た
ら
し

た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
比
律
賓
人
は
そ
の
偉
大
な
指
導
者
の
死
に
憤

激
し
、
勇
気
を
ふ
る
ひ
起
し
て
戦
は
う
と
決
心
し
た
。
今
ま
で
革
命
参

加
の
こ
と
な
ど
考
へ
て
ゐ
な
か
つ
た
多
数
の
比
律
賓
人
が
故
郷
を
と
び

出
し
、
ス
ペ
イ
ン
人
に
反
抗
し
て
武
器
を
と
つ
て
立
ち
上
つ
た
。R

izal

は
そ
の
生
命
を
犠
牲
に
し
た
が
、
彼
の
死
は
革
命
に
新
生
命
を
与
へ
た

の
で
あ
る（

34
）。

抵
抗
史
と
し
て
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
史
に
対
し
河
野
は
、「
か
う
し
た
事
実
を
単

に
児
童
に
習
得
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
民
志
操
を
涵
養
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
我
が
国

史
の
立
前
か
ら
は
全
く
無
意
味
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ
危
惧
の
念
さ

へ
湧
く
の
で
あ
る
か
ら
、
指
導
の
任
に
当
る
者
は
常
に
正
し
い
批
判
力
と
反

外
国
の
歴
史
・
地
理
の
教
科
書
を
読
む
こ
と
は
、
日
本
の
小
学
生
に
と
っ
て

困
難
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
た
め
『
比
律
賓
小
学
歴

史
』『
比
律
賓
小
学
地
理
』
の
発
行
は
、
お
そ
ら
く
非
常
に
急
が
れ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
の
事
情
を
総
領
事
代
理
・
木
原
次
太
郎
は
こ
う

説
明
す
る
。「
今
後
在
比
邦
人
小
学
校
に
於
て
も
在
外
指
定
学
校
と
し
て
の

教
育
を
妨
げ
な
い
範
囲
内
で
、
其
の
教
科
目
中
に
比
島
歴
史
及
地
理
を
加
へ
、

比
島
政
府
認
定
の
教
科
書
を
使
用
す
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
邦
人

児
童
の
英
語
学
力
は
比
島
人
生
徒
に
比
し
可
成
に
遜
色
が
あ
る
の
で
、
児
童

の
学
習
に
便
す
る
為
、
補
助
本
と
し
て
本
教
科
の
邦
訳
が
印
刷
に
付
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る（

31
）」。

　

こ
の
説
明
に
よ
り
、
両
書
の
発
行
に
は
児
童
の
英
語
で
の
学
習
を
補
助
す

る
た
め
の
手
引
書
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
一
方
で

こ
の
時
期
は
ま
だ
、
日
比
親
善
に
寄
与
す
る
教
育
を
考
え
る
余
地
が
残
っ
て

い
た
と
も
い
え
る
。
先
の
木
原
総
領
事
代
理
は
説
明
の
最
後
に
、「
本
書
の

上
梓
は
た
だ
原
書
に
よ
る
比
島
歴
史
の
学
習
上
児
童
の
英
語
力
不
足
を
補
ふ

ば
か
り
で
な
く
、
又
日
比
親
善
関
係
を
尚
一
層
増
進
す
る
に
寄
与
す
る
と
こ

ろ
大
な
る
も
の
あ
る
と
信
ず
る
次
第
で
あ
る（

32
）」

と
い
い
、
ま
た
校
長
で
あ
り
、

両
書
発
行
の
代
表
者
で
あ
る
河
野
も
「
我
々
在
留
邦
人
が
よ
く
比
島
の
事
情

に
通
じ
、
こ
れ
を
そ
の
思
想
や
歴
史
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
は
、
両
国
民
間
に

親
愛
の
情
と
、
尊
敬
の
念
と
を
醸
す
ば
か
り
で
な
く
、
相
互
の
提
携
を
よ
り

固
く
す
る
上
に
必
要
な
こ
と
だ
と
考
へ
る（

33
）」

と
述
べ
、
日
比
の
友
好
や
フ
ィ
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三
　
日
米
開
戦
と
軍
政
開
始
時
の
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校

（
一
）
開
戦
後
の
教
育
活
動

　
　

―
―
『
と
く
べ
つ
児
童
文
集
』
の
「
学
校
ご
よ
み
」
か
ら

　

日
米
戦
争
は
一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
に
始
ま
っ
た
。
開
戦
と
同
時
に
日

本
軍
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
攻
撃
を
開
始
し
、
こ
の
日
の
う
ち
に
ル
ソ
ン
島
北
部
の

バ
タ
ア
ン
半
島
へ
の
上
陸
作
戦
、
ル
ソ
ン
島
の
ク
ラ
ー
ク
飛
行
場
と
イ
バ
飛

行
場
の
攻
撃
、
バ
ギ
オ
方
面
へ
の
攻
撃
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
ダ
バ
オ
へ
の
攻
撃

な
ど
を
敢
行
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
二
年
一
月
二
日
に
は
マ
ニ
ラ
へ
侵
攻

し
、
翌
三
日
か
ら
軍
政
を
開
始
し
た
。
一
方
、
米
比
軍
は
バ
タ
ア
ン
半
島
と

コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
島
に
篭
城
し
、
激
し
い
戦
闘
を
続
け
た
が
、
一
九
四
二
年
四

月
九
日
に
バ
タ
ア
ン
半
島
が
、
五
月
六
日
に
コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
島
が
陥
落
し
、

翌
日
ア
メ
リ
カ
極
東
軍
（
ユ
サ
フ
ェ
）
は
降
伏
し
た
（
こ
れ
よ
り
先
三
月
十
一

日
に
総
司
令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
将
は
「
ア
イ
・
シ
ャ
ル
・
リ
タ
ー
ン
」
の
言
葉

を
残
し
て
、
コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
島
を
脱
出
し
て
い
る（

39
））。

　

開
戦
直
後
の
戦
況
の
中
で
、
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を

し
た
の
だ
ろ
う
か
。『
と
く
べ
つ
児
童
文
集
』
に
は
「
学
校
ご
よ
み
」（
昭
和

十
六
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
昭
和
十
七
年
六
月
三
十
日
ま
で
）
が
掲
載
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
時
期
の
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
の
活
動
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
図

1
）。
そ
の
一
部
を
記
す
。

省
力
と
を
児
童
に
持
た
せ
る
や
う
に
つ
と
め
ね
ば
な
ら
ぬ（

35
）」

と
し
、「
革
命
」

や
「
抵
抗
」
の
教
授
に
は
細
心
の
注
意
を
払
う
よ
う
促
す
こ
と
を
忘
れ
て
は

い
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
『
比
律
賓
小
学
歴
史
』『
比
律
賓
小
学
地
理
』
は
、
実

際
ど
の
く
ら
い
の
期
間
使
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
開
戦
勃
発
後
は

使
わ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
両
書
が
揃
う
一
九
四
〇
年
五
月

頃
か
ら
一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
頃
ま
で
と
推
測
さ
れ
る（

36
）。

し
た
が
っ
て
、

両
書
が
実
際
に
使
わ
れ
た
期
間
は
一
年
余
ほ
ど
の
ご
く
短
い
期
間
だ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
、
両
書
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
内
容
そ

の
も
の
の
教
育
的
効
果
よ
り
も
む
し
ろ
、
日
比
両
政
府
に
対
し
て
両
書
を
発

行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
が
あ
る
一
定
程
度
の
フ
ィ
リ
ピ

ン
尊
重
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
で
得
ら
れ
た
作
用
の
方
が
、
よ
り
効
果
的
で

あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
在
比
島
邦
人
子

弟
の
学
校
教
育
に
関
す
る
調
査
」
の
中
に
は
、「
政
治
的
に
、
日
本
人
学
校

が
比
島
政
府
の
意
途
［
マ
マ
］
を
尊
重
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
法
令
に
よ

る
束
縛
よ
り
逃
が
れ
る
こ
と
は
明
か
に
賢
明
な
策
と
言
ひ
う
る（

37
）」

と
い
う
発

言
が
見
ら
れ
、
両
書
の
発
行
の
効
果
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
政

府
（
外
務
省
）
に
対
し
て
も
、「
比
島
ニ
於
ケ
ル
私
立
学
校
登
録
問
題
」
の

経
緯
は
報
告
さ
れ
て
い
た
が
、
事
態
の
鎮
静
化
が
伝
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、

同
省
に
も
こ
の
両
書
は
送
付
さ
れ
て
い
た（

38
）。
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○
昭
和
十
六
年
十
二
月

八
日
（
月
）
皇
軍
の
ハ
ワ
イ
爆
撃
、
宣
戦
の
大
詔
煥
発
…
…
ニ
ュ
ー
ス

は
い
ち
早
く
比
島
に
伝
は
つ
た
。
学
校
は
臨
時
休
業
。
在
留
邦
人
は
避

難
準
備
に
大
わ
ら
わ
。

こ
の
日
日
本
人
は
、
ム
ン
テ
ン
ル
バ
刑
務
所
・
三
井
物
産
会
社
社
宅
・

日
本
ク
ラ
ブ
・
太
田
興
業
会
社
社
宅
・
大
同
貿
易
会
社
社
宅
・
森
自
転

車
工
場
・
バ
リ
ン
タ
ワ
ー
ク
麦
酒
会
社
社
宅
に
収
容
監
禁
さ
れ
た
。

二
十
八
日
（
日
）
ム
ン
テ
ン
ル
バ
組
二
百
七
十
四
名
が
本
校
に
収
容
替

○
昭
和
十
七
年
一
月

二
日
（
金
）
皇
軍
の
入
城
に
感
激
の
血
湧
く
。
金
村
部
隊
駐
屯

四
日
（
日
）
本
日
以
後
他
集
合
所
か
ら
、
軍
奉
仕
者
が
続
々
と
本
校
に

集
つ
て
来
た
。

二
十
二
日
（
木
）
土
橋
兵
団
合
同
慰
霊
祭
が
極
東
大
学
で
施
行
さ
れ
、

職
員
児
童
参
列

三
十
日
（
金
）
本
校
集
合
所
を
ア
メ
リ
カ
人
青
年
館
に
移
転（

40
）

　

こ
こ
か
ら
は
、
開
戦
直
後
、
在
留
日
本
人
が
米
比
軍
に
よ
り
強
制
的
に
収

容
施
設
に
拘
束
・
監
禁
さ
れ
、
不
安
と
恐
怖
の
日
々
を
過
ご
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
れ
が
一
九
四
二
年
一
月
二
日
、
日
本
軍
の
マ
ニ
ラ
進
駐
に
よ
り
解

放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
喜
び
の
様
子
を
前
記
「
学
校
ご
よ
み
」
で

図 1
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り
、
ま
た
連
日
の
ご
と
く
職
員
生
徒
は
多
く
の
軍
人
の
出
迎
え
や
奉
仕
作
業
、

慰
問
、
英
霊
参
拝
な
ど
に
駆
り
出
さ
れ
た
。
軍
関
係
の
動
員
が
以
後
ず
っ
と

続
い
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
も
は
や
開
戦
前
の
よ
う
な
教
育
活
動
を
行
う
こ

と
は
難
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
軍
に
よ
り
米
比
軍
か
ら
の
拘
束
を
解
か

れ
、
ま
た
軍
政
が
始
ま
る
と
、
軍
政
部
か
ら
給
食
、
服
地
や
学
用
品
、
教
科

書
な
ど
多
く
の
物
品
も
支
給
さ
れ
て
い
た
。
子
ど
も
た
ち
の
軍
に
対
す
る
恩

恵
や
歓
迎
す
る
気
持
ち
は
い
や
が
う
え
に
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。

マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
は
ま
さ
に
軍
政
の
協
力
校
の
中
心
と
な
り
、
開
戦
前
に

見
ら
れ
た
現
地
理
解
の
姿
勢
な
ど
は
ま
た
た
く
間
に
消
え
て
し
ま
っ
た
様
子

が
こ
の
「
学
校
ご
よ
み
」
か
ら
読
み
取
れ
る（

43
）。

（
二
）『
と
く
べ
つ
児
童
文
集
』
の
作
文

　

で
は
軍
政
開
始
時
の
状
況
の
中
で
子
ど
も
た
ち
は
何
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
の
一
端
を
『
と
く
べ
つ
児
童
文
集
』
の
作
文
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
で
は
一
九
三
〇
年
代
後
半
以
降
、『
児
童
文
集
』

が
一
九
三
六
年
、
一
九
四
〇
年
と
発
行
さ
れ
て
い
る
が（

44
）、

一
九
四
二
年
発
行

の
も
の
を
『
と
く
べ
つ

0

0

0

0

児
童
文
集
』［
傍
点
は
引
用
者
］
と
し
た
理
由
を
、
冒

頭
の
部
分
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

私
た
ち
は
こ
の
一
年
間
に
、
今
ま
で
見
も
聞
き
も
考
へ
も
し
な
か
つ
た

い
ろ
い
ろ
な
体
験
を
し
て
、
こ
は
か
つ
た
こ
と
―
う
れ
し
か
つ
た
こ
と

は
、「
感
激
の
血
湧
く
」
と
表
現
し
て
い
る
。
実
際
こ
の
時
、
マ
ニ
ラ
日
本

人
学
校
の
校
庭
は
日
本
人
兵
士
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
と
い
う（

41
）。

さ
ら
に
翌
月

の
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
の
取
り
組
み
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

○
昭
和
十
七
年
二
月

二
日
（
月
）
開
校
式
挙
行
、
新
納
総
領
事
来
校
訓
話
。
本
日
か
ら
校
庭

に
国
旗
を
掲
揚
し
て
、
所
謂
日
丸
精
神
の
昂
揚
に
努
む
。
英
霊
に
参
拝

し
て
、
感
謝
の
誠
を
捧
げ
る
。　

三
日
（
火
）
入
学
入
園
式
挙
行　

五
日
（
木
）
本
日
か
ら
児
童
に
給
食

六
日
（
金
）
児
童
有
志
を
引
率
し
て
、兵
站
病
院
及
野
戦
病
院
を
見
舞
ふ
。

八
日
（
日
）
宣
戦
の
大
詔
奉
読
式
挙
行
、
奉
仕
作
業
、
比
島
神
社
及
英

霊
参
拝
、
時
局
に
関
す
る
綴
方
作
成
、
児
童
服
地
及
学
用
品
を
軍
政
部

か
ら
戴
く
。　

十
一
日
（
水
）
紀
元
節
祝
賀
式
挙
行
。
海
軍
病
院
を
見
舞
ふ
。　

十
五
日
（
日
）
軍
政
部
か
ら
学
用
品
を
戴
く
。
放
送
局
で
児
童
四
名
の

談
話
を
録
音　

十
八
日
（
水
）
放
送
局
か
ら
、
本
校
授
業
実
況
録
音
の
た
め
来
校　

二
十
五
日
（
水
）
陸
軍
大
臣
か
ら
教
科
書
御
恵
贈
の
通
知
に
接
し
た（

42
）。

　

マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
は
、
前
記
の
よ
う
に
軍
関
係
者
が
集
ま
る
拠
点
と
な
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内
容
は
、
児
童
の
心
情
を
か
な
り
の
程
度
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
読
み
取

る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
編
者
が
必
ず
し
も
代
表

者
・
河
野
辰
二
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
今
の
と
こ
ろ
編
者
イ
コ
ー
ル
代

表
者
か
ど
う
か
を
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
『
と
く
べ

つ
児
童
文
集
』
を
直
接
編
ん
だ
の
が
河
野
自
身
で
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く

と
も
文
集
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
た
「
と
く
べ
つ
」
の
意
味
合
い
を
、
代
表
者
で

あ
る
河
野
も
了
承
し
て
い
た
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
背
景
・
意
図
の
も
と
に
発
行
さ
れ
た
『
と
く
べ
つ
児
童
文

集
』
か
ら
、
開
戦
直
後
の
体
験
に
対
す
る
児
童
の
心
情
を
見
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

　

ま
ず
、
十
二
月
八
日
の
体
験
を
五
年
生
の
女
子
は
、
日
常
の
生
活
場
面
か

ら
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

日
本
ク
ラ
ブ
に
ひ
な
ん
す
る
ま
で 

初
五　

長
島　

信
子

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
、
何
時
も
の
や
う
に
、
私
と
姉
と
弟
と
三
人

で
学
校
に
向
ひ
ま
し
た
。
途
中
で
、
中
村
さ
ん
が
引
返
し
て
來
る
の
に

出
合
ひ
ま
し
た
。
中
村
さ
ん
が
、
私
達
を
見
る
と
す
ぐ
に
、

「
僕
は
学
校
ま
で
行
つ
た
の
だ
が
、
吉
村
先
生
が
、『
戦
争
が
始
ま
つ
た

か
ら
、
早
く
家
へ
帰
り
な
さ
い
。』
と
お
つ
し
や
つ
た
。」

と
言
ひ
ま
し
た
。
私
達
は
び
つ
く
り
し
て
、
急
い
で
家
に
引
返
し
、
父

母
に
つ
げ
ま
す
と
、
父
は
、

―
あ
り
が
た
か
つ
た
こ
と
―
な
ど
、
ど
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
味
は
つ
て
来

た
か
知
れ
な
い
。

か
う
し
た
こ
と
は
、
今
頭
に
は
つ
き
り
残
つ
て
ゐ
て
も
、
年
が
立
つ
に

し
た
が
つ
て
、
だ
ん
だ
ん
忘
れ
て
し
ま
ふ
に
ち
が
ひ
な
い
。
そ
れ
で
こ

の
体
験
に
な
つ
た
綴
方
を
、
文
集
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
は
、
の
ち
の

た
め
大
切
な
こ
と
だ
と
思
ふ
。

こ
の
文
集
は
、
さ
う
し
た
記
録
と
し
て

0

0

0

0

0

［
傍
点
は
引
用
者
］
残
す
た
め

に
作
つ
た
も
の
で
、
今
ま
で
の
文
集
の
や
う
に
、
文
章
の
ね
う
ち
が
あ

る
か
な
い
か
、と
い
ふ
こ
と
は
、深
く
考
へ
の
中
に
入
れ
て
は
な
い
。「
と

く
べ
つ
」
文
集
と
名
づ
け
た
の
は
、
こ
の
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
　

昭
和
十
七
年
八
月 

編
者
し
る
す（

45
）

　

代
表
者
・
河
野
は
、
経
歴
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
国
語
教
育
に
力
を
入

れ
た
教
師
で
あ
り
、
作
文
指
導
に
も
熱
心
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
頻

繁
に
『
児
童
文
集
』
を
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
四
二
年
以
前
に
発

行
さ
れ
た
『
児
童
文
集
』
は
「
文
章
と
し
て
の
ね
う
ち
」
を
問
う
も
の
で
あ

り
、
も
し
か
し
た
ら
教
師
の
手
も
入
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

一
九
四
二
年
発
行
の
『
と
く
べ
つ
児
童
文
集
』
は
、
開
戦
と
い
う
劇
的
な
児

童
の
体
験
を
「
記
録
と
し
て
」
残
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
多
少
文
章
的
に
は
未
熟
で
も
記
録
性
を
重
ん
じ
て
そ
の
ま

ま
載
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
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の
つ
な
が
り
が
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。
作
文
に
は
、

戦
争
に
よ
り
子
ど
も
の
日
常
が
急
変
す
る
様
子
が
具
体
的
な
日
常
場
面
か
ら

描
か
れ
て
お
り
、
戦
争
勃
発
の
影
響
が
占
領
地
の
子
ど
も
の
生
活
に
ど
の
よ

う
に
及
ん
で
い
っ
た
の
か
が
具
体
的
に
わ
か
る
。

　

次
に
、
日
本
軍
の
マ
ニ
ラ
入
城
の
様
子
を
見
た
時
の
六
年
生
女
子
の
心
情

が
描
か
れ
て
い
る
作
文
を
見
て
み
よ
う
。

日
本
の
兵
隊
さ
ん 

初
六　

中
嶋　

結
子

「
ば
ん
ざ
ー
い
、
ば
ん
ざ
ー
い
。」

と
、
我
を
忘
れ
て
叫
ぶ
千
人
余
り
の
人
の
声
は
、
暗
い
マ
ニ
ラ
の
夜
空

に
ひ
ゞ
き
渡
り
ま
し
た
。

十
二
月
八
日
か
ら
、
こ
の
大
同
貿
易
会
社
社
宅
に
避
難
し
て
、
毎

日
々
々
、
ど
ん
な
に

「
早
く
兵
隊
さ
ん
が
来
ら
れ
て
、
平
和
な
日
に
な
り
ま
す
様
に
。」

と
、
願
つ
た
こ
と
で
せ
う
か
。
そ
の
兵
隊
さ
ん
が
、
今
（
一
月
二
日
午

後
九
時
半
）
目
の
前
を
通
つ
て
居
ら
れ
る
の
で
す
。
私
は
た
ゞ
兵
隊
さ

ん
の
来
ら
れ
た
喜
び
と
、
兵
隊
さ
ん
へ
の
感
謝
と
で
、
一
ぱ
い
に
な
り
、

思
は
ず
手
に
し
た
日
の
丸
の
旗
を
し
つ
か
り
と
握
り
し
め
て
、
万
歳
を

叫
ぶ
の
で
し
た
。

［
中
略
］
そ
れ
か
ら
在
留
民
総
代
の
感
謝
の
言
葉
と
、
機
関
銃
中
隊
長

の
御
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
間
、
私
は
わ
け
も
な
く
自
然
に
流

「
さ
う
か
も
知
れ
な
い
。
皆
は
急
い
で
用
意
を
な
さ
い
。」

と
お
つ
し
や
つ
て
、
電
話
を
か
け
て
見
ま
し
た
が
、
電
話
は
も
う
切
ら

れ
て
通
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。

［
中
略
］
外
で
は
憲
兵
が
、「
皆
出
て
並
べ
。」
と
呼
ぶ
の
で
、
父
と
い

と
こ
の
達
二
さ
ん
は
大
袋
を
一
つ
づ
つ
持
ち
、
母
は
三
歳
に
な
る
妹
を

ひ
も
で
背
負
ひ
、
薬
の
ケ
ー
ス
を
持
ち
、
姉
と
私
は
着
物
を
入
れ
た
袋

を
背
負
ひ
、
弟
は
お
握
り
と
卵
と
水
筒
を
持
つ
て
、
外
へ
出
ま
し
た
。

家
の
前
の
道
路
に
は
、
荷
物
を
持
つ
た
日
本
人
が
し
ら
べ
ら
れ
て
ゐ
ま

し
た
。

［
中
略
］
私
達
や
近
所
の
小
母
さ
ん
方
は
、［
ト
ラ
ッ
ク
に
］
一
番
先
に

乗
り
ま
し
た
。
平
常
で
す
と
、
ヒ
リ
ッ
ピ
ン
の
友
達
は
、
ど
こ
へ
行
く

の
か
、
一
し
ょ
に
行
こ
う
、
な
ど
と
親
し
く
話
し
を
す
る
の
で
す
が
、

昨
日
の
友
は
今
日
の
敵
で
、皆
お
そ
れ
て
見
て
ゐ
る
ば
か
り
で
す
。［
中

略
］
道
に
は
、
ヒ
リ
ッ
ピ
ン
人
や
支
那
人
が
立
つ
て
、
じ
つ
と
見
て
ゐ

ま
す
。
き
よ
ち
や
ん
は
、
こ
わ
い
こ
わ
い
と
泣
き
出
し
ま
し
た
。
私
も

泣
き
た
く
な
り
ま
し
た
。［
以
下
略（

46
）］

　

こ
こ
に
は
、
戦
争
勃
発
に
よ
り
自
由
を
奪
わ
れ
拘
束
さ
れ
る
不
安
が
家
族

や
近
所
の
人
な
ど
身
近
な
人
た
ち
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
日

頃
親
し
か
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
友
達
が
こ
の
事
態
に
対
し
て
何
も
言
わ
ず

た
だ
見
て
い
る
だ
け
の
状
況
が
記
さ
れ
、
こ
の
日
を
境
に
外
国
人
の
友
達
と
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学
校
へ
集
つ
て
、
ら
ふ
そ
く
を
も
ら
つ
て
、
用
意
し
た
。
七
時
頃
楽
隊

を
先
頭
に
、
軍
歌
の
声
も
勇
ま
し
く
出
発
し
た
。
万
歳
の
声
は
、
天
を

裂
か
ん
ば
か
り
に
ひ
ゞ
き
、［
中
略
］
僕
等
は
た
ゞ
む
い
し
き
に
声
を

は
り
あ
げ
て
、
愛
国
行
進
曲
・
国
民
進
軍
歌
・
露
営
の
歌
と
、
次
々
に

歌
つ
て
ル
ネ
タ
公
園
ま
で
来
た
の
で
あ
つ
た
。［
以
下
略
］）

（5
（

　

一
時
マ
ニ
ラ
は
凱
旋
ム
ー
ド
に
包
ま
れ
、
提
灯
行
列
も
戦
勝
気
分
を
盛
り

上
げ
る
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
佐
々
木
さ
ん
は
、
ま

だ
バ
タ
ア
ン
半
島
が
陥
落
し
て
い
な
か
っ
た
時
の
話
と
し
て
、「
高
等
科
の

男
子
生
徒
が
朝
礼
の
壇
上
で
従
軍
体
験
談
を
話
し
た
の
を
聞
い
た
記
憶
が
あ

る（
50
）」

と
書
い
て
い
る
。
文
集
の
男
子
が
提
灯
行
列
で
高
揚
し
た
気
分
を
味

わ
っ
た
の
は
、
厳
し
い
従
軍
体
験
の
後
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、『
と
く
べ
つ
児
童
文
集
』
に
記
さ
れ
た
「
学
校

ご
よ
み
」
と
児
童
の
作
文
は
記
録
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら

を
通
し
て
、
急
激
な
戦
局
の
変
化
が
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
の
役
割
を
大
き
く

変
え
、
ま
た
そ
の
変
化
が
子
ど
も
た
ち
の
心
情
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
日
米
開
戦
を
は
さ
ん
だ
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
四
〇
年
代

れ
る
涙
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。［
以
下
略（

47
）］

　

マ
ニ
ラ
の
多
く
の
子
ど
も
た
ち
は
、
教
科
書
の
中
で
の
み
知
っ
て
い
た
日

本
軍
の
姿
を
実
際
に
初
め
て
目
の
当
た
り
に
し
た
の
だ
が
、
敵
の
恐
怖
か
ら

解
放
し
て
く
れ
た
日
本
軍
兵
士
の
「
勇
姿
」
に
接
し
、
感
激
の
気
持
ち
が
高

ま
っ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
感
情
表
現
は

決
し
て
大
げ
さ
な
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
文
集
の
中
で

も
日
本
軍
に
対
し
て
「
感
激
」
や
「
尊
敬
」
の
表
現
を
使
っ
て
い
る
児
童
が

幾
人
も
お
り
、
ま
た
、
注
36
で
記
し
た
元
マ
ニ
ラ
日
本
人
小
学
校
生
徒
で
あ

る
佐
々
木
譲
二
さ
ん
（
一
九
三
二
年
生
）
が
自
伝
の
中
で
「
日
本
軍
が
入
っ

て
来
た
時
は
例
え
様
も
な
い
感
激
を
味
わ
っ
た（

48
）」

と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。
傍
証
的
に
で
は
あ
る
が
当
時
の
子
ど
も
の
気
持
ち
を
説

明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
恐
怖
後
の
解
放
と
い
う
実
体
験
に
よ
り
、

日
本
軍
へ
の
「
感
謝
」
や
「
尊
敬
」
の
念
が
よ
り
高
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

そ
の
後
、
バ
タ
ア
ン
半
島
と
コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
島
が
落
ち
、
マ
ニ
ラ
で
は
提

灯
行
列
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
時
の
様
子
を
高
等
科
の
男
子
が
描
写
し
て
い
る
。

提
灯
行
列 

 

高
一　

青
木　

康
二

　
　

…
…
待
ち
に
待
つ
た
提
灯
行
列
も
、
五
月
十
七
日
と
決
定
さ
れ
た
。

僕
等
は
、
め
い
め
い
自
分
の
提
灯
を
作
つ
た
。
十
七
日
の
午
後
六
時
頃
、
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先
述
し
た
、
一
九
三
八
年
に
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
フ
ィ

リ
ッ
ピ
ン
読
本
』
が
、
一
九
四
三
年
三
月
に
『
新
フ
ィ
リ
ピ
ン
読
本
』
と
し

て
台
湾
の
東
都
書
籍
と
い
う
出
版
社
か
ら
二
円
二
十
銭
で
出
さ
れ
た
。
し
か

し
、
内
容
を
見
る
と
い
く
つ
か
の
変
更
点
が
あ
る
（
表
1
参
照
）。
そ
の
一

つ
と
し
て
、
巻
頭
の
口
絵
を
は
じ
め
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
動
植
物
、
天
然
資
源
、

地
下
資
源
な
ど
が
写
真
や
図
入
り
で
非
常
に
詳
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
ま
た
、「
比
律
賓
の
国
旗
と
そ
の
立
て
方
」「
比
律
賓
国
歌
」
の

項
目
は
な
く
な
り（

53
）、「

風
習
」
と
い
う
項
目
が
加
わ
っ
た
。
そ
の
中
に
は

「
比
律
賓
人
が
ス
ペ
イ
ン
の
享
楽
気
分
と
、
ガ
ソ
リ
ン
臭
い
米
国
の
物
質
文

明
に
染
ま
り
す
ぎ
て
居
る
」、「
華
美
と
逸
楽
と
を
好
む
比
律
賓
人
の
生
活
は

形
式
的
で
も
あ
る（

54
）」

と
い
う
よ
う
な
記
述
も
含
ま
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
て
占
領
地
の
日
本
人
学
校
は
、
現
地
な
ら
で
は
の
情
報
提
供
源
と

し
て
国
策
遂
行
に
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
戦
前
期
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
も
学

校
自
体
は
も
と
よ
り
、
発
行
さ
れ
た
出
版
物
に
お
い
て
も
内
容
を
改
編
さ
せ

ら
れ
、
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
日
本
軍
の
圧
政
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
抗
日
活
動
の
激
化
な
ど
に

よ
り
戦
局
が
厳
し
く
な
る
中
、
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
は
終
焉
へ
と
向
か
っ
た
。

最
後
に
そ
の
経
過
を
記
し
て
お
こ
う
。

一
九
四
三
年
八
月　
　

 

マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
を
マ
ニ
ラ
国
民
学
校
と
改

称

初
頭
に
お
け
る
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
の
教
育
活
動
に
つ
い
て
、
主
に
同
校
発

行
の
四
点
の
資
料
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。

　

開
戦
前
、
現
地
理
解
に
努
め
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
日
本
人
学
校
の
中
で
中
心
的

立
場
に
あ
っ
た
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
は
、
戦
争
勃
発
と
と
も
に
学
校
の
機
能

そ
の
も
の
が
戦
争
協
力
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
担
う
べ

き
役
割
を
大
き
く
変
容
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
軍
政
後
は
首
都
ゆ
え
に
、

あ
ら
ゆ
る
生
活
の
場
面
で
日
本
軍
に
接
す
る
こ
と
に
な
り
、
教
師
も
生
徒
も

軍
へ
の
協
力
を
強
め
て
い
っ
た
。

　

一
方
、
軍
政
期
の
日
本
人
学
校
の
活
用
方
針
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
三
年

九
月
に
比
島
軍
政
監
部
に
提
出
さ
れ
た
『
比
島
調
査
報
告
書
』
の
中
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
比
島
調
査
委
員
会
が
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和

国
」
独
立
（
一
九
四
三
年
十
月
）
を
前
に
、
現
地
調
査
を
し
た
も
の
で
、
こ
の

中
で
「
在
外
邦
人
子
弟
の
教
育
と
国
策
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る（

51
）。

執

筆
者
の
大
島
正
徳
は
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
構
想
の
中
で
の
在
外
邦
人
子
弟

の
教
育
問
題
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
現
地
教
員
の
待
遇
や
派
遣
教
員
の
養
成

な
ど
実
務
面
で
の
提
言
と
と
も
に
、「
海
外
に
勤
務
せ
る
教
育
家
に
研
究
費

を
与
へ
て
、
在
住
地
方
の
人
種
人
情
風
俗
の
み
な
ら
ず
、
広
く
天
然
資
源
の

調
査
研
究
を
な
さ
し
め
、
当
局
者
に
報
告
せ
し
む
る
方
策
を
実
施
す
べ
き
で

あ
る（

52
）」

と
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
人
学
校
の
現
地
教
師
の

知
識
や
情
報
を
活
用
し
国
策
遂
行
に
役
立
て
よ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
提
言
に
お
そ
ら
く
沿
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
出
版
物
が
出
て
い
る
。
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（
3
）　

同
右
、
一
五
三
～
一
五
四
頁
。

（
4
）　

河
野
辰
二
は
、
一
八
九
二
年
九
月
二
十
一
日
生
ま
れ
、
鹿
児
島
県
出
身
。
台
湾
総

督
府
国
語
学
校
小
学
師
範
部
卒
業
。
そ
の
後
、
台
湾
公
立
小
公
学
校
訓
導
兼
校
長
、

国
語
学
校
附
属
小
学
校
訓
導
、
台
北
第
二
師
範
附
属
公
学
校
教
頭
を
歴
任
し
、

一
九
三
三
年
五
月
か
ら
一
九
四
三
年
十
二
月
ま
で
マ
ニ
ラ
日
本
人
小
学
校
校
長
に
就

任
。
そ
の
後
台
湾
に
戻
り
、
台
北
市
川
端
国
民
学
校
長
、
鶯
歌
実
践
女
学
校
長
を

一
九
四
六
年
五
月
ま
で
務
め
た
後
引
き
揚
げ
る
。
戦
後
、『
か
ご
し
ま
こ
と
ば
と
そ

の
課
題
』（
一
九
六
六
年
四
月
二
十
日
、私
家
版
）
を
出
し
て
い
る
（
同
書
の
「
略
歴
」

よ
り
）。

（
5
）　

例
え
ば
、
前
掲
、
小
島
『
日
本
人
学
校
の
研
究
』
の
ほ
か
、
同
編
著
『
在
外
子
弟

教
育
の
研
究
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
三
年
。
同
『
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
在

外
子
弟
教
育
論
の
系
譜
』（
龍
谷
叢
書
Ⅰ
）
龍
谷
学
会
、
一
九
九
三
年
。
同
「
南
洋

の
日
本
人
学
校
と
「
臣
民
」
教
育
」
矢
野
暢
編
『
講
座
東
南
ア
ジ
ア
学　

第
十
巻　

東
南
ア
ジ
ア
と
日
本
』
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
。
同
「
南
洋
に
お
け
る
日
本
人
学
校

の
動
態
」『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
十
八
巻
三
号
、
一
九
八
〇
年
十
二
月
、
な
ど
が
あ
る
。

（
6
）　

同
右
論
文
、
小
島
「
南
洋
に
お
け
る
日
本
人
学
校
の
動
態
」、
一
〇
五
頁
。

（
7
）　

前
掲
、
小
島
『
日
本
人
学
校
の
研
究
』、
四
一
一
頁
（
資
料
編
）。

（
8
）　

同
右
、
四
一
二
頁
。

（
9
）　

同
右
、
四
一
四
頁
。

（
10
）　

同
右
、
四
一
二
頁
。

（
11
）　

外
務
省
外
交
史
料
「
昭
和
七
年
度　

学
事
概
略
」I

―1

―5

―0　

2

―7

―12

『
在
外
日

本
人
各
学
校
関
係
雑
件　

マ
ニ
ラ
国
民
学
校
』
第
一
巻
。

（
12
）　

同
右
、「
各
学
年
別
保
護
者
職
業
調
（
昭
和
八
年
三
月
調
）」。

（
13
）　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
日
本
人
学
校
の
一
時
滞
在
者
と
一
般
滞
在
者
の
対
立
に

つ
い
て
は
、
前
掲
、
小
島
『
日
本
人
学
校
の
研
究
』、
八
七
～
九
一
頁
を
参
照
。

（
14
）　

河
野
辰
二「
在
外
子
弟
教
育
問
題
」大
谷
純
一
編
集
兼
発
行
者『
比
律
賓
年
鑑
』（
昭

和
十
三
年
度
版
）、
一
九
三
七
年
、
二
〇
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

河
野
辰
二
校
長
他
訓
導
二
名
、
日
本
人
会
か
ら

永
年
勤
続
の
表
彰
を
受
け
る（

55
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

宮
腰
他
一
雄
、第
四
代
校
長
に
任
ぜ
ら
れ
る（
河

野
辰
二
は
そ
の
後
台
湾
へ
転
任
）

一
九
四
四
年
一
月　
　

 

大
東
亜
省
の
は
か
ら
い
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
よ
り
内

地
進
学
児
童
一
〇
二
名
帰
国

　
　
　
　
　

二
月　
　

戦
局
悪
化
の
た
め
閉
鎖

　

一
九
四
四
年
十
月
二
十
日
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
レ
イ
テ
島
に
再
上
陸
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
日
米
両
軍
の
激
し
い
戦
闘
が
諸
島
全
土
に
及
び
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

は
戦
場
と
化
し
た（

56
）。

マ
ニ
ラ
の
在
留
邦
人
も
激
し
い
戦
火
に
晒
さ
れ
逃
げ
ま

ど
い
、
最
終
的
に
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
り
収
容
所
に
収
監
さ
れ
、
最
後
は
日
本

へ
強
制
送
還
さ
れ
た
。

　

※
な
お
、
原
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
旧
字
体
・
旧
仮
名
遣
い
を
適
宜
新
字
体
・
新
仮

名
遣
い
に
改
め
て
用
い
た
。

注（
1
）　

小
島
勝
『
日
本
人
学
校
の
研
究
―
―
異
文
化
間
教
育
史
的
考
察
』
玉
川
大
学
出
版

部
、
一
九
九
九
年
、
一
一
〇
頁
。

（
2
）　

同
右
、
一
一
七
頁
。
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開戦前後におけるマニラ日本人学校にみる教育活動の変容

か
ら
、
実
業
界
に
転
じ
た
人
物
で
あ
る
（
邦
訳
書
、「
訳
者
序
」、
一
頁
）。

（
27
）　

満
田
忠
生（
台
湾
銀
行
マ
ニ
ラ
支
店
支
配
人
）「
邦
人
子
弟
教
育
に
就
て
」前
掲
、『
比

律
賓
年
鑑
』（
昭
和
十
五
年
度
版
）、
一
九
三
九
年
、
五
一
頁
。

（
28
）　

大
使
館
側
（
木
原
総
領
事
代
理
）
は
こ
の
法
案
成
立
を
阻
止
す
べ
く
フ
ィ
リ
ピ
ン

側
と
交
渉
を
重
ね
て
お
り
、
大
統
領
と
の
会
食
の
際
に
「
理
不
尽
ニ
取
締
ヲ
強
化
ス

ル
意
思
ナ
シ
」
と
の
考
え
を
引
き
出
し
、
ま
た
、
文
部
長
官
と
の
会
談
で
「
自
発
的

ニ
［
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
―
引
用
者
注
］
歴
史
地
理
等
ヲ
教
科
目
ニ
入
ル
ル
コ
ト
ハ
双
方

ノ
利
益
ニ
付
特
ニ
法
規
ヲ
以
テ
強
制
ス
ル
必
要
モ
起
ラ
ス
又
議
会
ニ
於
ケ
ル
問
題
ノ

再
燃
ヲ
モ
防
止
シ
」（
前
掲
、
外
務
省
外
交
史
料
「
比
島
ニ
於
ケ
ル
私
立
学
校
登
録

問
題
」
一
九
三
九
年
六
月
九
日
、I

―I

―1

―5

―0

―1

）
と
の
内
諾
を
得
て
い
た
。

（
29
）　

前
掲
、
小
島
「
南
洋
の
日
本
人
学
校
と
「
臣
民
」
教
育
」、
一
三
四
頁
。
な
お
、

在
外
指
定
学
校
に
関
す
る
歴
史
と
全
体
調
査
に
つ
い
て
は
、
渡
部
宗
助
編
『
在
外
指

定
学
校
一
覧
（
一
九
〇
六
～
一
九
四
五
）』
一
九
八
二
年
。
同
編
『
在
外
指
定
学
校

に
関
す
る
法
制
度
と
諸
調
査
』
一
九
八
三
年
。
同
「
在
外
指
定
学
校
四
〇
年
の
歴
史

に
つ
い
て
」『
国
立
教
育
研
究
所
研
究
集
録
』
第
四
号
、
一
九
八
二
年
三
月
二
十
九
日
、

な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
30
）　

し
か
し
、『
比
律
賓
小
学
歴
史
』『
比
律
賓
小
学
地
理
』
が
他
の
日
本
人
学
校
で
使

わ
れ
た
と
い
う
記
録
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
。

（
31
）　

在
外
指
定
マ
ニ
ラ
日
本
人
小
学
校
（
代
表
者
・
河
野
辰
二
）『
比
律
賓
小
学
歴
史
』

一
九
四
〇
年
三
月
二
十
日
、
一
頁
「
序
文
」。
な
お
、
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
の
「
教

科
目
毎
週
時
数
」
を
見
る
と
、
一
九
四
一
年
度
か
ら
「
比
島
文
化
」
と
い
う
科
目
が

設
置
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
、
小
島
『
日
本
人
学
校
の
研
究
』、
一
六
二
頁
）。
お
そ
ら

く
こ
の
時
間
で
『
比
律
賓
小
学
歴
史
』『
比
律
賓
小
学
地
理
』
が
使
わ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

（
32
）　

前
掲
、『
比
律
賓
小
学
歴
史
』、
一
～
二
頁
「
序
文
」。

（
33
）　

同
右
、
一
頁
「
序
言
」。

（
34
）　

同
右
、
一
二
七
～
一
二
八
頁
。

（
15
）　

同
右
。

（
16
）　

前
掲
、
小
島
『
日
本
人
学
校
の
研
究
』、
四
四
四
～
四
四
五
頁
（
資
料
編
）。

（
17
）　

同
右
。
お
よ
び
、
前
掲
、
外
務
省
外
交
史
料
「
在
比
日
本
人
小
学
校
長
会
議
開
催

ニ
関
ス
ル
件
」（
昭
和
十
年
三
月
二
十
六
日
）。

（
18
）　
「
戦
前
、
日
比
親
善
と
二
世
教
育
問
題　

昭
和
十
年　

在
比
邦
人
小
学
校
の
実
状
」

比
島
文
庫
（
佐
藤
喜
徳
編
集
・
発
行
人
）『
集
録
「
ル
ソ
ン
」』
四
十
三
号
、

一
九
九
二
年
一
月
三
十
一
日
、
七
四
～
七
五
頁
。

（
19
）　

同
右
。

（
20
）　

同
右
、
七
五
頁
。

（
21
）　

在
外
指
定
マ
ニ
ラ
日
本
人
小
学
校
（
代
表
者
・
河
野
辰
二
）『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
読
本
』

一
九
三
八
年
四
月
二
十
八
日
、
一
頁
「
例
言
」。

（
22
）　

拙
稿
「
戦
前
期
マ
ニ
ラ
日
本
人
学
校
に
お
け
る
現
地
理
解
教
育
の
取
り
く
み
―
―

『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
読
本
』（
一
九
三
八
年
）
の
分
析
を
中
心
に
」『
国
際
理
解
教
育
』

十
八
号
、
二
〇
一
二
年
六
月
、
二
四
～
三
二
頁
。

（
23
）　

前
掲
、『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
読
本
』、
二
一
八
～
二
二
五
頁
。

（
24
）　

外
務
省
外
交
史
料
「
マ
ニ
ラ
日
本
人
小
学
校
課
外
読
本
送
付
ノ
件
」（
一
九
三
八

年
七
月
一
六
日
）I

―1

―5

―0

―1

『
在
外
日
本
人
学
校
教
育
関
係
雑
件
』
第
五
巻
。
ま
た
、

『
比
律
賓
情
報
』
二
十
二
号
（
一
九
三
八
年
十
二
月
十
五
日
）
に
も
『
フ
ィ
リ
ッ
ピ

ン
読
本
』
の
紹
介
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）　C

onrado B
enitez

は
「
比
律
賓
師
範
学
校
教
授
、
比
律
賓
大
学
経
済
学
部
部
長
兼

文
芸
部
部
長
」
と
い
う
経
歴
を
持
ち
、H

istory of the Philippines, econom
ic, 

social, political

（B
oston, N

ew
 York, G

innand C
om

pany, 1929

［
東
亜
研
究
所
訳

『
比
律
賓
史
―
―
政
治
・
経
済
・
社
会
史
的
研
究
』
上
巻
・
下
巻
、
東
亜
研
究
所
、

一
九
四
二
年
／
一
九
四
五
年
］）
と
い
う
本
を
著
し
て
い
る
（
邦
訳
書
、「
序
」、三
頁
）。

（
26
）　H
ugo H

. M
iller

に
は
、Principles of Econom

ics Applied to the Philippines

（B
oston, 1932

［
法
貴
三
郎
訳
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
農
業
史
』
生
活
社
、
一
九
四
二
年
］）

と
い
う
著
書
が
あ
る
。H

ugo H
. M

iller

は
、
教
育
局
産
業
情
報
部
長
と
い
う
役
職
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て
い
た
日
本
人
が
、
軍
人
の
先
頭
に
な
っ
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
生
活
を
圧
迫
し
た
と

き
、
戦
前
に
営
々
と
築
い
て
き
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
と
の
信
頼
関
係
は
一
度
に
失
わ
れ

た
」（
早
瀬
晋
三
「
日
本
と
の
交
流
」
綾
部
恒
雄
・
石
井
米
雄
編
『
も
っ
と
知
り
た

い
フ
ィ
リ
ピ
ン　

第
二
版
』
弘
文
堂
、
一
九
八
三
年
、
二
六
一
頁
）。

（
44
）　

前
掲
、
小
島
『
日
本
人
学
校
の
研
究
』、
五
一
四
頁
。

（
45
）　

前
掲
、『
と
く
べ
つ
児
童
文
集
』「
と
く
べ
つ
児
童
文
集
に
つ
い
て
」（「
も
く
ろ
く
」

の
前
頁
）。

（
46
）　

同
右
、
五
～
八
頁
。

（
47
）　

同
右
、
一
五
～
一
六
頁
。

（
48
）　

佐
々
木
譲
二
『
私
の
履
歴
書　

前
編
』
二
〇
〇
六
年
四
月
、
一
七
頁
、
私
家
版
。

（
49
）　

前
掲
、『
と
く
べ
つ
児
童
文
集
』、
三
〇
頁
。

（
50
）　

前
掲
、
佐
々
木
『
私
の
履
歴
書　

前
編
』、
二
〇
頁
。

（
51
）　

比
島
調
査
委
員
会
は
、
比
島
派
遣
軍
最
高
顧
問
の
村
田
省
蔵
を
委
員
長
と
し
て
、

蠟
山
政
道
、
末
川
博
、
大
島
正
徳
、
東
畑
精
一
、
杉
村
広
蔵
、
伊
藤
兆
司
の
六
名
の

委
員
お
よ
び
六
名
の
補
助
委
員
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、
約
十
カ
月
の
現
地
調
査
を
経

て
、
一
九
四
三
年
九
月
比
島
軍
政
監
部
に
『
比
島
調
査
報
告
』
が
提
出
さ
れ
た
。
内

容
は
「
民
族
」、「
統
治
」、「
教
育
及
宗
教
」、「
経
済
」
の
四
篇
か
ら
な
り
、
当
時
の

日
本
の
第
一
線
の
学
術
研
究
者
ら
に
よ
る
分
析
と
さ
れ
て
い
る
（『
南
方
軍
政
関
係

史
料
11　

比
島
調
査
報
告　

第
一
巻
』
龍
渓
書
舎
、
一
九
九
三
年
四
月
復
刻
、
一
～

二
頁
「
第
一
分
冊　

解
説
」）。「
第
三
篇　

教
育
及
宗
教
」
の
執
筆
者
だ
っ
た
大
島

正
徳
は
、
元
東
大
教
授
、
の
ち
に
在
外
子
弟
教
育
協
会
の
設
立
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と

な
る
（
同
協
会
に
つ
い
て
は
、
大
島
正
徳
「
在
外
子
弟
教
育
協
会
の
成
立
に
際
し
て
」

『
教
育
』
一
九
四
三
年
一
月
号
、
が
あ
る
）。

（
52
）　

比
島
調
査
委
員
会『
比
島
調
査
報
告　

第
三
篇　

教
育
及
宗
教
』（
大
島
正
徳
担
当
）

一
九
四
三
年
九
月
、
一
一
二
頁
（
同
右
、『
南
方
軍
政
関
係
史
料
11　

比
島
調
査
報

告　

第
一
巻
』
一
九
九
三
年
四
月
復
刻
）。

（
53
）　

一
九
四
三
年
十
月
十
四
日
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
独
立
の
際
、
議
事
堂
前
で
行
わ

（
35
）　

同
右
、
二
頁
「
序
言
」。

（
36
）　

元
マ
ニ
ラ
日
本
人
小
学
校
生
徒
・
佐
々
木
譲
二
さ
ん
（
一
九
三
二
年
十
一
月

二
十
一
日
、マ
ニ
ラ
市
生
ま
れ
）
に
よ
る
と
、軍
政
後
（
小
三
の
時
）
は
、小
旗
を
持
っ

て
行
事
に
駆
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
小
学
五
、六
年
に
な
る
と
勤
労
動
員
で
ま
っ

た
く
学
校
に
は
通
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
『
比
律
賓
小
学
歴
史
』『
比
律
賓
小
学

地
理
』
は
教
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
、
と
証
言
し
て
い
る
（
電
話
で
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
、

二
〇
一
一
年
六
月
二
十
一
日
。
電
子
メ
ー
ル
で
の
回
答
、
二
〇
一
一
年
七
月
三
日
と

十
一
日
受
信
）。

（
37
）　

米
田
正
武
「
在
比
島
邦
人
子
弟
の
学
校
教
育
に
関
す
る
調
査
」
拓
殖
奨
励
館
『
拓

殖
奨
励
館
季
報
』
第
一
巻
第
四
号
、
一
九
四
〇
年
三
月
、
一
八
〇
頁
。

（
38
）　

外
務
省
外
交
史
料
「
在
外
指
定
マ
ニ
ラ
日
本
人
小
学
校
編
纂
教
科
書
送
付
ノ
件
」

（
一
九
四
〇
年
七
月
三
日
）I

―1

―5

―0

―1

『
在
外
日
本
人
学
校
教
育
関
係
雑
件
』
第
六
巻
。

（
39
）　

池
端
雪
浦
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
現
代
史
の
な
か
の
日
本
占
領
期
」
同
編
『
日
本
占
領
下

の
フ
ィ
リ
ピ
ン
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
一
頁
。
リ
カ
ル
ド
・
Ｔ
・
ホ
セ
「
占

領
の
日
々
―
―
日
本
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
占
領
」
宮
本
勝
・
寺
田
勇
文
編
『
ア
ジ
ア
読
本　

フ
ィ
リ
ピ
ン
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
四
年
、
二
九
三
頁
。

（
40
）　

在
外
指
定
マ
ニ
ラ
日
本
人
小
学
校
（
代
表
者
・
河
野
辰
二
）『
と
く
べ
つ
児
童
文
集
』

一
九
四
二
年
八
月
、「
学
校
ご
よ
み
」、
六
五
～
六
九
頁
。

（
41
）　

中
野
聡
『
東
南
ア
ジ
ア
占
領
と
日
本
人
―
―
帝
国
・
日
本
の
解
体
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
年
、
七
六
頁
。

（
42
）　

前
掲
、『
と
く
べ
つ
児
童
文
集
』、「
学
校
ご
よ
み
」、
六
六
～
六
七
頁
。
な
お
、
陸

軍
大
臣
か
ら
教
科
書
の
恵
贈
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
、
文
集
中
に
「
陸
軍
大
臣
閣
下

へ
」
と
い
う
御
礼
の
作
文
が
二
編
載
っ
て
い
る
（
図
1
参
照
）。

（
43
）　

在
留
邦
人
が
日
本
の
軍
政
に
よ
っ
て
以
前
の
態
度
を
反
転
さ
せ
た
様
子
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。「
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
相
手
に
地
道
な
活
動
を
続
け
て
い
た

日
本
人
も
、な
ん
の
疑
い
も
な
く
戦
争
に
協
力
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
に
、も
は
や
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
の
姿
は
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
と
昨
日
ま
で
親
し
く
し
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開戦前後におけるマニラ日本人学校にみる教育活動の変容

れ
た
式
典
で
、「
日
本
国
旗
が
降
ろ
さ
れ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
旗
が
、
一
九
四
二
年
以

来
禁
じ
ら
れ
て
い
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
歌
の
吹
奏
に
合
わ
せ
て
掲
揚
さ
れ
た
」
と
あ
る
。

形
式
上
、
日
本
の
軍
政
は
終
わ
っ
た
が
、
そ
の
実
態
は
軍
政
下
と
変
わ
り
な
か
っ
た

（
リ
カ
ル
ド
・
Ｔ
・
ホ
セ
「
信
念
の
対
決
―
―
「
ラ
ウ
レ
ル
共
和
国
」
と
日
本
の
戦

時
外
交
関
係　

一
九
四
三
～
一
九
四
五
年
」
池
端
雪
浦
、
リ
デ
ィ
ア
・
Ｎ
・
ユ
ー
・

ホ
セ
編
『
近
現
代
日
本
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
関
係
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、

二
一
二
頁
）。

（
54
）　

河
野
辰
二
『
新
フ
ィ
リ
ピ
ン
読
本
』
東
都
書
籍
台
北
支
店
、
一
九
四
三
年
三
月
、

一
七
八
～
一
七
九
頁
。

（
55
）　
「
河
野
校
長
等
を
表
彰　

マ
ニ
ラ
日
本
国
民
学
校
二
六
周
年　

師
恩
へ
感
謝
の
念

新
た
」『
マ
ニ
ラ
新
聞
』
一
九
四
三
年
八
月
十
四
日
付
。

（
56
）　

一
九
四
四
年
十
月
二
十
日
の
ア
メ
リ
カ
軍
レ
イ
テ
島
再
上
陸
か
ら
日
本
軍
降
伏
ま

で
、
日
本
の
総
兵
力
二
十
六
万
の
う
ち
十
九
万
が
戦
没
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
犠
牲
者
数
は
民
間
人
を
含
め
一
一
〇
万
（
前
掲
、
中
野
『
東

南
ア
ジ
ア
占
領
と
日
本
人
』、
二
八
四
頁
で
は
、
一
一
一
万
余
り
と
あ
る
）
に
上
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
日
本
軍
に
よ
る
虐
殺
の
犠
牲
者
が
多
数
含
ま
れ

て
い
た
と
い
う
（
前
掲
、
早
瀬
「
日
本
と
の
交
流
」、
二
六
二
頁
）。
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一
　
古
写
真
と
の
出
会
い

　

ま
ず
写
真
1
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

　

こ
れ
は
、
山
口
県
大
島
郡
周
防
大
島
町
沖お
き
か
む
ろ

家
室
島
出
身
の
ハ
ワ
イ
在
住
者

た
ち
が
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
ワ
イ
キ
キ
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
し
た
際

の
記
念
写
真
で
あ
る
。
横
八
二
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
縦
一
七
九
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
の
細
長
い
写
真
に
、
子
ど
も
も
含
め
て
一
七
二
人
も
の
人
々
が
写
っ
て
い

る
。
当
時
、
沖
家
室
島
の
戸
数
は
四
四
〇
戸
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
だ
け
多
く
の
沖
家
室
島
出
身
者
た
ち
が
ハ
ワ
イ
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ

る
。

　

こ
の
写
真
は
、
瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
小
島
か
ら
ハ
ワ
イ
へ
移
住
し
た
人
々

が
、
折
を
見
て
同
郷
出
身
者
と
集
い
、
親
睦
を
深
め
て
い
た
こ
と
を
物
語
る

貴
重
な
写
真
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
ハ
ワ
イ

在
住
の
沖
家
室
島
出
身
者
た
ち
は
、
毎
年
集
ま
っ
て
記
念
撮
影
を
し
、
そ
の

う
ち
の
写
真
一
枚
は
、
彼
ら
の
出
身
地
で
あ
る
沖
家
室
島
に
も
送
付
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
移
住
先
の
ハ
ワ
イ
と
故
郷
を
つ
な
ぐ
貴
重
な
写
真
。
本

稿
の
第
一
の
目
的
は
、
一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
ハ
ワ
イ
移
民
関
連
資
料
の
一

つ
で
あ
る
古
写
真
を
読
み
解
く
こ
と
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
古
写
真
三
点
は
、
沖
家
室
島
に
在
住
す
る
大
谷
亮
子

さ
ん
か
ら
、「
研
究
に
役
立
て
て
ほ
し
い
」
と
、
ハ
ワ
イ
か
ら
の
ト
ラ
ン
ク

や
旅
行
鞄
と
と
も
に
、
筆
者
が
二
〇
一
三
年
九
月
に
譲
り
受
け
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
地
域
の
歴
史
を
知
る
貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
る
こ
れ
ら
の
資

料
は
、
や
は
り
沖
家
室
で
保
存
・
活
用
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
と
考
え
た
。

本
稿
の
第
二
の
目
的
は
、
地
域
の
歴
史
遺
産
と
し
て
の
古
写
真
の
活
用
方
法

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

【
研
究
資
料
】

ワ
イ
キ
キ
で
の
同
郷
会
記
念
写
真

─
─
山
口
県
沖
家
室
島
の
ハ
ワ
イ
移
民
関
連
資
料
─
─

安
井
眞
奈
美
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二
　
沖
家
室
島
の
ハ
ワ
イ
移
民
略
史

　

山
口
県
大
島
郡
周
防
大
島
町
沖
家
室
島
は
、
瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
屋
代
島

（
周
防
大
島
）
の
南
東
に
位
置
す
る
〇
・
九
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
小
さ
な

島
で
あ
る
。
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
、
沖
家
室
島
に
鳴
門
海
峡
の
漁
村
・

阿
波
堂
ノ
浦
（
徳
島
県
鳴
門
市
）
か
ら
テ
グ
ス
と
一
本
釣
り
の
漁
法
が
伝
え

ら
れ
る
と
、
そ
れ
以
降
、
沖
家
室
島
は
漁
業
の
島
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た（

1
）。

周
防
大
島
の
東
部
は
「
島し
ま
ず
え末
」
と
呼
ば
れ
、
沖
家
室
島
も
含
め
て
水
田
農
耕

に
適
さ
な
い
土
地
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
の
中
頃
に
サ
ツ
マ
イ
モ
が
渡
来

し
て
以
来
、
九
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
島
末
の
人
口
は
三
倍
に
も
膨
れ
上
が
っ

た
と
い
う（

2
）。

　

明
治
以
降
、
国
家
に
よ
る
移
民
政
策
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
沖
家
室
島
を

は
じ
め
と
す
る
周
防
大
島
で
は
、
と
り
わ
け
移
民
の
募
集
に
力
が
入
れ
ら
れ

た
。
な
ぜ
な
ら
周
防
大
島
で
は
人
口
増
加
の
ほ
か
に
も
、
一
八
八
三
年
（
明

治
十
六
）
に
は
旱
魃
が
、
一
八
八
六
年
に
は
屋
代
村
の
洪
水
が
起
こ
り
、

人
々
の
生
活
は
困
窮
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

3
）。

そ
の
た
め
一
八
八
四
年
に
、

「
山
口
県
に
お
い
て
も
ハ
ワ
イ
出
稼
ぎ
者
募
集
に
関
し
て
は
特
に
人
口
稠
密

な
大
島
郡
を
重
視
し
て
、
大
島
郡
出
身
の
山
口
県
御
用
掛
学
務
課
勤
務
の
日

野
恕
助
氏
を
十
一
月
十
日
を
も
っ
て
県
勧
業
課
兼
務
に
し
、
さ
ら
に
大
島
郡

へ
出
張
を
命
じ
各
地
で
ハ
ワ
イ
事
情
の
講
演
其
他
出
稼
人
の
募
集
に
当
ら
せ
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ワイキキでの同郷会記念写真

た（
4
）」

と
い
う
。

　

第
一
回
ハ
ワ
イ
移
民
は
、
一
八
八
五
年
、「
官
約
移
民
」
の
九
四
五
人
か

ら
始
ま
る
。
政
府
が
取
り
扱
い
を
行
っ
た
官
約
移
民
は
、
一
八
八
五
年
一
月

か
ら
一
八
九
四
年
六
月
ま
で
二
十
六
回
に
及
ん
だ
。
官
約
移
民
の
出
身
府
県

別
統
計
を
見
る
と
、
広
島
県
に
次
い
で
山
口
県
が
多
く
、
山
口
県
内
で
も
大

島
郡
の
移
民
数
が
最
も
多
か
っ
た（

5
）。

ま
た
ハ
ワ
イ
に
お
い
て
も
山
口
県
・
広

島
県
の
労
働
者
の
評
価
が
高
く
、
ハ
ワ
イ
政
府
が
、
第
四
回
の
官
約
移
民
を

山
口
・
広
島
両
県
よ
り
募
集
す
る
こ
と
を
要
望
し
た
ほ
ど
で
あ
る（

6
）。

　

官
約
移
民
の
時
代
が
終
わ
っ
て
も
、
人
々
は
親
類
や
同
郷
者
を
頼
っ
て

次
々
と
海
外
へ
出
稼
ぎ
に
出
た
。
こ
れ
を
「
私
約
移
民
」
と
呼
ぶ
。
過
酷
な

労
働
を
強
い
ら
れ
た
初
期
の
移
民
に
比
べ
れ
ば
、
私
約
移
民
の
中
に
は
商
売

で
成
功
し
財
産
を
築
く
人
も
現
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
憧
れ
て
移
住
す
る
人
も

増
え
て
い
っ
た
。

　

で
は
、
沖
家
室
島
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う

に
、
沖
家
室
惺
々
会
が
刊
行
し
た
機
関
誌
『
か
む
ろ
』
に
、
沖
家
室
島
の

人
々
の
在
住
地
が
記
さ
れ
て
い
る（

7
）。

そ
れ
を
基
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
沖
家

室
島
本
島
に
は
四
四
〇
戸
が
在
住
し
、
沖
家
室
島
以
外
の
国
内
に
は
対
馬
の

五
十
八
戸
を
含
む
一
七
〇
戸
が
在
住
し
て
い
た
。
そ
の
他
海
外
に
は
、
台
湾

に
一
九
八
戸
、
朝
鮮
半
島
に
一
四
三
戸
、
ハ
ワ
イ
に
一
一
六
戸
（
ホ
ノ
ル
ル

六
十
九
戸
、
ヒ
ロ
四
十
七
戸
）、
カ
ナ
ダ
・
南
米
に
十
四
戸
、
満
州
に
十
三
戸

の
沖
家
室
島
出
身
の
家
族
が
在
住
し
て
い
た
こ
と
に
な
る（

8
）。

沖
家
室
島
の
海

写真 1　沖家室人会ピクニック記念写真（於	ワイキキ富士亭）（1930 年 7月 6日撮影）
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て
、
す
で
に
生
ま
れ
育
っ
た
沖
家
室
島
に
将
来
性
は
な
い
と
判
断
し
、
朝
鮮

行
き
を
考
え
る
。
し
か
し
結
果
と
し
て
、
彼
は
朝
鮮
に
は
渡
ら
な
か
っ
た
。

次
に
運
命
的
な
出
会
い
が
待
ち
受
け
て
い
た
か
ら
だ
。

　

丁
度
そ
の
頃
、
ハ
ワ
イ
の
ヒ
ロ
か
ら
帰
っ
て
来
て
い
た
北
川
磯
次
郎

氏
が
、
私
の
家
に
来
ら
れ
た
。
私
は
早
速
ぶ
し
つ
け
に
あ
な
た
は
ハ
ワ

イ
で
は
ど
ん
な
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
と
質
問
し
た
。
彼
は
、
魚

の
行
商
を
や
っ
て
い
る
と
即
座
に
答
え
ら
れ
た
。
雑
費
を
差
引
い
て
一

回
二
弗
は
楽
に
利
益
が
あ
る
と
説
明
し
て
く
れ
た
の
で
、
私
の
心
は
動

い
た
。
朝
鮮
行
き
を
変
更
し
て
、
ハ
ワ
イ
行
き
を
決
心
し
た
。
僅
か

十
六
歳
の
少
年
の
幼
稚
な
頭
に
も
、
海
外
雄
飛
が
念
頭
か
ら
離
れ
ず
、

ハ
ワ
イ
行
き
実
現
に
邁
進
し
た
。
顧
み
て
感
慨
無
量
な
も
の
が
あ
る（

11
）。

　

文
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
北
川
磯
次
郎
氏
」
と
は
、
ハ
ワ
イ
島
ヒ
ロ
で

ヒ
ロ
水
産
株
式
会
社
を
立
ち
上
げ
て
成
功
し
た
人
物
で
あ
る
。
小
川
真
和
子

の
研
究
に
よ
る
と
、「
沖
家
室
出
身
者
は
ホ
ノ
ル
ル
の
他
、
ハ
ワ
イ
島
ヒ
ロ

に
も
多
く
住
み
つ
き
、
漁
業
を
展
開
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
魚
を
売
り
さ

ば
く
商
人
も
ヒ
ロ
に
集
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
中
で
も
ヒ
ロ
で
操
業
す
る

叔
父
の
勧
め
で
一
九
〇
二
年
に
沖
家
室
か
ら
来
布
し
た
松
野
亀
蔵
が
、

一
九
〇
七
年
に
同
じ
く
沖
家
室
出
身
で
あ
る
魚
行
商
人
、
北
川
磯
次
郎
と
共

に
設
立
し
た
ヒ
ロ
水
産
株
式
会
社
（H

ilo Suisan C
om

pany

）
は
、
当
時
ヒ

外
移
住
先
と
し
て
第
三
番
目
に
ハ
ワ
イ
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
写
真
1
に
写
っ
て
い
た
一
七
二
人
も
、
ハ
ワ
イ
・
ホ
ノ
ル
ル
に
在
住
す

る
六
十
九
戸
の
家
族
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

三
　
ハ
ワ
イ
で
の
成
功
者
・
大
谷
松
治
郎

　

三
枚
の
写
真
の
持
ち
主
で
あ
る
大
谷
亮
子
さ
ん
の
伯
父
は
、
沖
家
室
島
か

ら
ハ
ワ
イ
へ
移
住
し
、
事
業
を
起
こ
し
て
成
功
し
た
大
谷
松
治
郎
氏
（
以
下
、

敬
称
略
）
で
あ
る
。
彼
の
手
記
『
わ
が
人
と
な
り
し
足
跡
―
―
八
〇
年
の
回

顧
』
の
年
譜
を
参
照
し
、
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
頃
ま
で
の
足
跡

を
追
っ
て
み
た
い
。

　

大
谷
松
治
郎
は
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
沖
家
室
島
に
生
ま
れ
、

大
島
郡
西
方
尋
常
小
学
校
を
二
年
で
退
学
す
る（

9
）。

　

私
は
あ
る
と
き
は
漁
師
を
し
た
り
、
魚
島
行
き
に
雇
わ
れ
た
り
、
時

に
は
大
工
、
船
大
工
の
仕
事
を
し
た
り
し
た
。

　

私
は
こ
の
孤
島
に
は
、
将
来
性
の
な
い
こ
と
を
考
え
、
大
島
郡
か
ら

朝
鮮
に
沢
山
の
人
が
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
成
功
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、

私
も
朝
鮮
に
行
っ
て
働
き
た
い
と
思
っ
た
。
十
六
歳
の
冬
で
あ
っ
た（

10
）。

　
「
こ
の
孤
島
」
と
は
沖
家
室
島
の
こ
と
で
あ
る
。
松
治
郎
は
十
六
歳
に
し
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洋
漁
業
に
出
漁
す
る
大
型
漁
船
は
十
五
隻
あ
っ
た
。
こ
の
頃
布
哇
の
漁
業

［
は
脱
力
］
日
本
人
独
占
事
業
と
し
て
ハ
ワ
イ
産
業
で
砂
糖
、
鳳
梨
［
パ
イ

ナ
ッ
プ
ル
、
筆
者
注
］
に
次
ぐ
漁
業
で
ま
さ
に
全
盛
時
代
で
あ
っ
た
」
と
記

さ
れ
て
い
る（

14
）。

　

松
治
郎
の
ハ
ワ
イ
で
の
成
功
を
、
本
人
の
回
顧
録
の
ほ
か
、
先
述
の
小
川

真
和
子
の
研
究
か
ら
も
引
用
し
た
い
。
小
川
に
よ
る
と
「
ハ
ワ
イ
に
お
け
る

ツ
ナ
缶
詰
製
造
は
、
白
人
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
者
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ

た
も
の
の
失
敗
に
終
わ
り
、
日
本
人
の
手
が
加
わ
っ
て
初
め
て
軌
道
に
乗
っ

た
が
、
流
通
に
お
い
て
も
、
日
本
人
が
ビ
ッ
グ
フ
ァ
イ
ブ
と
対
等
に
渡
り

合
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
二
〇
年
に
、
大
谷
松
治
郎

が
テ
オ
・
Ｈ
・
デ
ー
ビ
ス
社
、
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
ズ
社
を
押
さ
え
て
、

米
陸
軍
へ
卸
す
カ
ニ
缶
詰
の
入
札
を
勝
ち
取
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
八
年
に
一
八
歳
で
沖
家
室
か
ら
わ
ず
か
な
資
金
を
手
元
に
ハ
ワ
イ
へ

や
っ
て
き
た
大
谷
は
、
魚
の
行
商
を
皮
切
り
に
事
業
を
拡
大
し
、
大
谷
商
会

を
設
立
し
て
鮮
魚
だ
け
で
な
く
水
産
加
工
品
の
流
通
、
そ
し
て
蒲
鉾
製
造
な

ど
に
も
着
手
し
て
い
た
が
、
そ
の
大
谷
が
ビ
ッ
グ
フ
ァ
イ
ブ
の
二
社
を
押
さ

え
て
「
米
陸
軍
御
用
達
」
と
な
っ
た
こ
と
は
、
両
社
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が

た
い
屈
辱
で
あ
っ
た（

15
）」

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
松
治
郎
は
、
ハ
ワ
イ
の

「
ビ
ッ
グ
フ
ァ
イ
ブ
」
二
社
に
屈
辱
を
与
え
る
ほ
ど
、
ハ
ワ
イ
の
水
産
業
で

成
功
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
両
社
の
い
や
が
ら
せ
に
、

松
治
郎
は
両
社
と
の
取
引
を
一
切
打
ち
切
り
、「
新
た
に
米
海
軍
を
そ
の
顧

ロ
に
約
八
〇
人
い
た
と
い
う
日
本
人
漁
業
者
、
魚
仲
買
人
、
小
売
り
商
人
た

ち
の
活
躍
の
集
大
成
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
新
会
社
の
設
立
を
応
援
し
、
株

を
購
入
し
て
そ
の
経
営
を
応
援
し
た
」
と
い
う（

12
）。

小
川
の
記
述
か
ら
は
、
沖

家
室
島
出
身
者
の
活
躍
ぶ
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
北
川
磯
次
郎
が
帰
国

し
た
折
に
、
十
六
歳
の
松
治
郎
は
矢
継
ぎ
早
に
質
問
を
浴
び
せ
た
わ
け
で
あ

る
。

　

こ
う
し
て
松
治
郎
は
一
九
〇
八
年
一
月
、
十
八
歳
で
生
ま
れ
育
っ
た
沖
家

室
島
を
後
に
し
、
香
港
丸
に
て
神
戸
を
出
帆
、
二
月
七
日
に
ハ
ワ
イ
の
ホ
ノ

ル
ル
に
上
陸
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
市
内
の
太
平
洋
学
院
英
語
科
に
入
学

し
、
卸
売
商
の
山
本
商
店
に
入
店
す
る
。
そ
の
後
、
二
十
一
歳
の
時
に
ホ
ノ

ル
ル
市
内
で
魚
店
を
開
店
し
、
同
じ
沖
家
室
島
出
身
の
柳
原
カ
ネ
と
結
婚
す

る（
13
）。

　

魚
店
を
開
店
し
て
か
ら
の
活
躍
は
、
彼
の
半
生
記
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
コ

ラ
ム
「
漁
業
界
の
功
労
者　

大
谷
松
治
郎
氏
」
を
参
照
し
た
い
。

　
「
郷
里
沖
家
室
は
漁
業
地
な
の
で
手
近
な
漁
業
関
係
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
着
眼

し
、
一
九
一
〇
年
に
ケ
カ
ウ
リ
ケ
街
の
キ
ン
グ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
内
に
生
魚
店

を
開
業
し
、
一
九
一
三
年
か
ら
は
生
魚
行
商
を
始
め
た
が
ハ
ワ
イ
で
は
同
氏

が
元
祖
で
第
一
号
ラ
イ
セ
ン
ス
を
獲
得
し
た
。［
改
行
］
一
九
一
八
年
現
在

の
場
所
ア
ラ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
大
谷
商
会
、
合
資
会
社
を
設
立
し
、
業
務
は

隆
盛
、
一
九
三
九
年
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
ー
ス
会
社
を
起
し
た
。［
改
行
］

さ
ら
に
ハ
ワ
イ
水
産
会
社
を
組
織
し
、
当
時
約
五
十
隻
の
漁
船
を
有
し
て
遠
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朝
鮮
半
島
な
ど
に
居
住
す
る
沖
家
室
島
出
身
者
の
近
況
や
、
彼
ら
か
ら
の
通

信
も
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
移
住
先
と
故
郷
を
結
ぶ
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。

『
か
む
ろ
』
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
に
掲
載
さ
れ
た
ハ
ワ
イ
関
連
記
事
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
一
覧
表
を
作
成
し
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い（

20
）。

　

松
治
郎
は
、
沖
家
室
惺
々
会
に
お
い
て
海
外
支
部
ハ
ワ
イ
の
世
話
人
を
務

め
て
い
た
。
ほ
か
に
も
ハ
ワ
イ
・
ホ
ノ
ル
ル
の
世
話
人
と
し
て
大
村
啓
助
の

名
前
が
、
ま
た
ヒ
ロ
の
世
話
人
と
し
て
北
川
磯
次
郎
と
松
野
辰
松
の
名
前
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
大
谷
松
治
郎
は
、
ホ
ノ
ル
ル
の
ほ
か
に
も
新
義
州

の
世
話
人
（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
、
平
安
北
道
北
西
端
の
都
市
）
も
担

当
し
て
い
た（

21
）。

　

松
治
郎
の
沖
家
室
惺
々
会
に
お
け
る
働
き
に
つ
い
て
は
、『
か
む
ろ
』

十
二
号
に
沖
家
室
惺
々
会
よ
り
彼
に
対
し
て
謝
意
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
柳

原
常
助
氏
、
大
谷
松
二マ
マ

郎
氏
。
本
会
の
事
業
に
対
す
る
布
哇
ホ
ノ
ル
ル
二
氏

の
御
尽
力
は
一
々
こ
こ
に
列
記
し
ま
せ
ん
が
会
員
も
御
存
知
の
事
と
思
い
ま

す
。
殊
に
両
氏
が
私
財
を
投
じ
て
当
地
方
に
於
け
る
各
般
の
事
務
を
処
理
せ

ら
る
る
に
対
し
て
深
く
感
謝
致
し
ま
す
」
と
あ
る（

22
）。

松
治
郎
は
、
ハ
ワ
イ
で

大
成
功
を
収
め
て
も
、
決
し
て
故
郷
の
沖
家
室
島
を
な
い
が
し
ろ
に
は
せ
ず
、

沖
家
室
惺
々
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
ハ
ワ
イ
在
住
の
沖
家
室
島
出
身
者
た

ち
を
取
り
ま
と
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
松
治
郎
が
ホ
ノ
ル
ル
の
中
田
由
松
と
と
も
に
「
母
校

援
助
の
目
的
」
で
、
一
千
円
の
米
国
製
ピ
ア
ノ
一
台
を
沖
家
室
小
学
校
に
寄

客
リ
ス
ト
に
加
え
、
日
本
及
び
米
本
土
と
の
流
通
ル
ー
ト
を
積
極
的
に
開
拓

し
て
順
調
に
事
業
を
発
展
さ
せ
た）

24
（

」
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、「
も
は

や
一
九
二
〇
年
代
の
ハ
ワ
イ
経
済
に
お
い
て
、
水
産
業
界
は
日
本
人
に
対
す

る
白
人
財
閥
の
支
配
が
及
ば
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い

る
」
と
小
川
は
指
摘
し
て
い
る（

17
）

　

こ
う
し
て
松
治
郎
は
、
飛
ぶ
鳥
落
と
す
勢
い
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
拡
大
し
て

い
っ
た
が
、
一
九
四
一
年
十
二
月
七
日
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
ー
ス
新
築
落
成

式
の
準
備
中
、
ハ
ワ
イ
の
真
珠
湾
が
日
本
軍
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
た
。
松
治

郎
は
、「
永
い
間
の
希
望
が
実
現
し
、
さ
あ
、
こ
れ
か
ら
と
張
り
切
っ
て
い

た
が
、
日
米
戦
争
が
突
発
し
た
の
で
ガ
ッ
カ
リ
し
た
」
と
書
き
記
し
て
い
る（

18
）。

そ
の
日
、
松
治
郎
は
「
敵
性
日
本
人
」
と
し
て
拘
引
さ
れ
、
満
四
カ
年
、
家

族
と
の
決
別
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る（

19
）。

四
　
沖
家
室
島
の
機
関
誌
『
か
む
ろ
』
に
登
場
す
る
大
谷
松
治
郎

　

松
治
郎
の
ハ
ワ
イ
で
の
成
功
と
活
躍
ぶ
り
は
、
出
身
地
で
あ
る
沖
家
室
島

に
も
届
い
て
い
た
。
沖
家
室
島
で
は
沖
家
室
惺
々
会
が
、
大
正
三
年

（
一
九
一
四
）
九
月
五
日
、
機
関
誌
『
か
む
ろ
』
を
創
刊
し
た
。『
か
む
ろ
』

は
、
沖
家
室
の
様
々
な
出
来
事
を
国
内
外
に
住
む
沖
家
室
島
出
身
者
に
発
信

す
る
情
報
誌
で
あ
り
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
三
月
十
五
日
ま
で
の

二
十
七
年
間
に
わ
た
り
一
五
八
号
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
ハ
ワ
イ
や
台
湾
、
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月
六
日
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
写
真
右
下
に
は
「
ホ
ノ
ル
ヽ
市　

谷

川
写
真
研
究
所
」
と
あ
る
が
、
そ
の
続
き
の
文
字
は
、
写
真
破
損
の
た
め
解

読
で
き
な
い
。

　

こ
の
時
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
経
緯
が
、
一
九
二
八
年
の
『
か
む
ろ
』
第

七
十
九
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
引
用
し
た
い）

（2
（

。
福
田
義
勝
の
「
布
哇
通

信
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
中
の
原
文
に
あ
る
「
ピ
ツ
ニ
ッ
ク
」
は
、

す
べ
て
「
ピ
ク
ニ
ッ
ク
」
に
改
め
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
筆
者
が
句
読
点
を

入
れ
た
。
さ
ら
に
旧
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
も
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
て
読
み

や
す
く
し
て
い
る
。

第
一
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
模
様
を
簡
単
に
御
報
申
上
ま
す
。

ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
儀
は
度
々
会
議
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
何
等
其
功
を
得

な
か
っ
た
が
、
七
月
二
九
日
の
臨
時
総
会
で
決
行
に
可
決
し
ま
し
た
。

老
も
若
き
も
時
の
来
る
を
一
日
千
秋
の
思
い
で
待
ち
ま
し
た
。
八
月
五

日
布
哇
晴
の
好
天
気
、
場
所
は
カ
ハ
ラ
公
園
（
我
等
の
住
む
カ
カ
ア
コ

か
ら
三
哩
離
る
）、
係
員
は
そ
れ
ぞ
れ
準
備
に
忙
が
し
い
。
運
搬
部
員
は

老
若
男
女
を
自
動
車
に
満
積
し
て
会
場
へ
〳
〵
と
運
ぶ
。
其
処
に
は
立

派
な
運
動
場
も
右
は
各
商
店
か
ら
出
品
さ
れ
た
景
品
は
テ
ー
ブ
ル
の
上

に
山
盛
さ
れ
、
飲
食
店
の
氷
、
ソ
ー
ダ
水
、
果
物
等
の
用
意
さ
れ
て
居

た
。
用
意
整
い
、
今
迄
の
公
園
も
見
て
居
る
中
に
運
動
会
場
と
化
し
、

ス
ポ
ー
ツ
気
分
も
十
分
み
な
ぎ
っ
た
。
午
前
九
時
半
中
田
会
長
開
会
の

贈
し
た
こ
と
で
あ
る（

23
）。

沖
家
室
島
出
身
者
た
ち
は
、
た
と
え
海
外
に
い
よ
う

と
も
、
例
え
ば
故
郷
・
沖
家
室
島
で
寺
院
の
改
築
や
新
築
が
な
さ
れ
る
際
、

真
っ
先
に
寄
付
を
集
め
て
送
金
し
て
い
る
。
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）、
沖

家
室
島
の
戎
神
社
改
築
に
際
し
て
沖
家
室
島
の
人
々
が
国
内
外
で
寄
付
を

募
っ
た
と
こ
ろ
、
総
計
で
一
万
九
五
五
円
が
集
ま
っ
た
。
そ
の
う
ち
半
額
以

上
に
あ
た
る
五
七
三
一
円
を
集
め
た
の
は
ハ
ワ
イ
在
住
者
た
ち
で
あ
っ
た（

24
）。

ち
な
み
に
ヒ
ロ
の
一
名
は
単
独
で
千
円
の
寄
付
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
寄
付

者
は
北
川
磯
次
郎
と
考
え
ら
れ
る
。

　

十
六
歳
の
時
に
、「
こ
の
孤
島
に
は
、
将
来
性
の
な
い
こ
と
を
考
え
」
た

松
治
郎
で
あ
っ
た
が
、
決
し
て
故
郷
・
沖
家
室
島
を
捨
て
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
沖
家
室
島
の
戎
神
社
改
築
に
際
し
て
、
ど
の
地
域
の
出
身
者
よ
り

も
多
額
の
寄
付
を
集
め
、
ま
た
米
国
製
の
ピ
ア
ノ
を
沖
家
室
小
学
校
に
寄
贈

す
る
な
ど
、
ビ
ジ
ネ
ス
で
得
た
資
金
の
一
部
を
、
故
郷
の
た
め
に
役
立
て
て

い
た
。
故
郷
と
の
つ
な
が
り
を
大
事
に
す
る
松
治
郎
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

次
に
示
す
よ
う
に
、
ハ
ワ
イ
在
住
の
沖
家
室
島
出
身
者
を
集
め
て
、
親
睦
の

会
を
持
ち
た
い
と
準
備
を
進
め
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

五
　
ワ
イ
キ
キ
で
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク

　

こ
こ
に
き
て
、
再
び
写
真
1
に
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。
写
真
下
中
央
に
は
、

「
沖
家
室
人
会
ピ
ク
ニ
ッ
ク
記
念
写
真
（
於
ワ
イ
キ
キ
富
士
亭
）
昭
和
五
年
七



266

　

こ
の
記
事
か
ら
い
く
つ
か
の
事
実
が
明
ら
か
と
な
る
。
ま
ず
、
ピ
ク
ニ
ッ

ク
の
計
画
は
な
か
な
か
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
一
九
二
八
年
七
月
二
十
九
日

の
臨
時
総
会
で
よ
う
や
く
決
行
が
可
決
し
、
八
月
五
日
に
第
一
ピ
ク
ニ
ッ
ク

が
無
事
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
当
日
は
、
昼
食
の
た
め
一
時
間
休
憩
を
と
り
、
そ
の

後
、
記
念
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
ホ
ノ
ル
ル
沖
家
室
人
会
の
記
念

す
べ
き
第
一
回
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
写
真
撮
影
で
あ
る
。
ハ
ワ
イ
在
住
の
同
郷
の

人
々
が
、
し
ば
し
の
間
、
沖
家
室
島
を
懐
か
し
み
、
親
睦
を
深
め
る
絶
好
の

機
会
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
福
田
義
勝
の
報
告
に
、「
ピ
ク
ニ
ッ
ク
は
、

今
後
一
年
に
一
回
位
施
行
さ
れ
る
事
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
毎
年
、

ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
行
っ
て
、
沖
家
室
人
会
の
親
睦
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と

も
わ
か
る
。
そ
し
て
次
に
示
す
よ
う
に
、
第
一
回
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
記
念
す
べ

き
写
真
は
、
そ
の
ま
ま
沖
家
室
島
へ
も
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ワ
イ
で
沖

家
室
島
出
身
者
が
活
躍
し
、
大
勢
が
一
堂
に
会
し
た
そ
の
繁
栄
ぶ
り
を
、
沖

家
室
島
の
人
々
に
報
告
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
写
真
を
送
る
に
際
し
て
の
大
義
名
分
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
次
に
示
す
昭

和
天
皇
即
位
大
礼
記
念
で
あ
る
。

六
　
昭
和
天
皇
即
位
大
礼
記
念
の
写
真

　
『
か
む
ろ
』
七
十
九
号
に
「
本
会
博
物
蒐
集
部
よ
り（

26
）」

と
い
う
興
味
深
い

挨
拶
で
開
会
さ
れ
た
。
左
記
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
、
老
若
男
女
楽

し
く
愉
快
に
此
の
一
日
を
暮
し
、
午
後
四
時
半
目
出
度
く
閉
会
し
た
。

一
、
老
若
男
女　

マ
ラ
ソ
ン
競
争　

二
、
老
若
男
女　

旗
取
競
争　

三
、
老
男　

俵
ク
グ
リ　

四
、
男
青
年　

パ
イ
喰
い　

五
、
老
年
青
年　

二
人
三
脚　

六
、
女　

杓
子
玉
ス
ク
イ
競
争

七
、
女　

ア
ヤ
取
競
争　

八
、
男
女　

ア
ッ
プ
ル
喰
い
競
争

昼
食　

一
時
間
休
憩
、
食
後
記
念
写
真
撮
影
［
太
字
は
、
筆
者
に
よ
る
］。

引
続
き
福
引
が
行
わ
れ
て
、
会
員
の
最
も
興
味
を
集
め
た
は
福
引
で
、

景
品
中
一
等
の
白
米
一
俵
は
柳
原
雪
蔵
氏
へ
、
醤
油
一
丁
は
柳
原
新
一

氏
に
授
与
さ
れ
た
。

九
、
男
女　

盲
目
引
パ
リ
競
争　

十
、
青
年
女　

宝
さ
が
し

十
一
、
老
青　

綱
引

今
回
は
本
会
建
設
以
来
最
初
の
催
で
、
其
成
行
の
如
何
を
心
配
し
て
居

ま
し
た
が
、
成
績
最
も
良
好
で
会
員
一
同
は
元
気
と
愉
快
に
満
ち
満
ち

て
、
互
い
に
会
員
の
親
睦
を
計
る
た
め
、
又
身
体
の
健
康
上
に
、
今
後

共
益
々
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
異
口
同
音
に
称
讃
し
た
。

ピ
ク
ニ
ッ
ク
は
今
後
一
年
に
一
回
位
施
行
さ
れ
る
事
で
あ
ろ
う
。
下
略
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う
。
こ
の
写
真
こ
そ
が
、
第
一
回
ピ
ク
ニ
ッ
ク
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
稿
で
紹
介
し
た
写
真
1
は
、
残
念
な
が
ら
ホ
ノ
ル

ル
沖
家
室
人
会
の
第
一
回
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
写
真
で
は
な
い
。
第
一
回
ピ
ク

ニ
ッ
ク
は
一
九
二
八
年
八
月
五
日
の
実
施
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
写
真
1

の
撮
影
日
は
、
一
九
三
〇
年
七
月
六
日
で
あ
る
か
ら
だ
。
福
田
の
報
告
に
あ

る
よ
う
に
、
一
九
二
八
年
か
ら
毎
年
一
回
ピ
ク
ニ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
と
す

る
な
ら
、
一
九
三
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
の
は
第
三
回
ピ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
写
真
1
は
、
第
三
回
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
記
念
写
真
と

考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
気
に
な
る
の
は
写
真
の
撮
影
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
多
く
の

人
々
が
細
長
い
写
真
に
納
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
は
、
パ
ノ
ラ
マ
カ

メ
ラ
を
用
い
て
、
被
写
体
と
な
る
人
々
が
少
し
弓
な
り
に
並
び
、
ゆ
っ
く
り

と
カ
メ
ラ
を
回
し
な
が
ら
撮
影
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
大
勢
の
人
々

す
べ
て
に
ピ
ン
ト
の
合
っ
た
記
念
写
真
が
、
当
時
数
多
く
見
ら
れ
た（

27
）。

な
お

写
真
撮
影
は
、
ホ
ノ
ル
ル
の
「
谷
川
写
真
研
究
所
」
に
よ
る
こ
と
が
、
写
真

に
記
載
さ
れ
た
白
文
字
か
ら
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
撮
影
方
法
は
、
沖
家
室

島
の
泊
清
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
る
葬
送
儀
礼
に
集
ま
っ
た
親
族
や
友
人
た
ち

の
、
同
時
代
の
記
念
写
真
に
も
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
本
会
博
物
蒐
集
部
の
趣
旨
」
に
賛
同
し
た
者

か
ら
、「
求
め
て
得
ら
れ
ぬ
参
考
品
、
珍
品
」
が
寄
贈
さ
れ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
品
は
、
沖
家
室
島
の
「
本
部
（
庶
務
）」
に
展
示

さ
れ
て
お
り
、「
御
大
典
に
は
秘
蔵
品
展
覧
会
に
出
品
し
ま
す
」
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
の
寄
贈
品
を
次
に
示
す
。

福
田
義
勝
氏
（
ホ
ノ
ル
ル
府
）

 

布
哇
松　

絵
葉
書

泉　

勘
一
氏
（
ホ
ノ
ル
ル
府
）

 

椰
子
置
物
二
点

木
村
啓
助
氏
（
ホ
ノ
ル
ル
府
）

 

椰
子
置
物　

甘
蔗

ホ
ノ
ル
ル
沖
家
室
人
会

 

ホ
ノ
ル
ル
在
留
沖
家
室
人
三
百
人
の
写
真

大
谷
松
次マ
マ

郎
氏
（
ホ
ノ
ル
ル
府
）

 

布
哇
年
鑑
一
冊

　

す
べ
て
ホ
ノ
ル
ル
か
ら
の
寄
贈
で
あ
る
。
ハ
ワ
イ
の
絵
葉
書
、
椰
子
の
置

物
、
そ
し
て
ホ
ノ
ル
ル
沖
家
室
人
会
か
ら
は
「
ホ
ノ
ル
ル
在
留
沖
家
室
人

三
百
人
の
写
真
」、
さ
ら
に
大
谷
松
治
郎
か
ら
は
『
布
哇
年
鑑
』
一
冊
と
あ

る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
ホ
ノ
ル
ル
沖
家
室
人
会
」
か
ら
の
写
真
で
あ
ろ
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七
　
大
谷
松
治
郎
　
厄
払
い
式
の
写
真

　

次
に
写
真
2
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
横
四
二
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
縦
一
八
五

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
小
型
サ
イ
ズ
で
あ
る
。「
ホ
ノ
ル
ル
日
本
人
料
理
人
組
合

員　

昭
和
六
年
五
月
一
〇
日　

於　

大
谷
松
次マ
マ

郎
氏　

厄
拂
祝
宴
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
右
下
に
は
、
写
真
を
撮
影
し
た
ス
タ
ジ
オ
の
名
前

「K
A

N
A

G
U

R
I &

 TA
N

IG
AW

A
 Photo Studio

」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
後
者

の
「TA

N
IG

AW
A

」
は
、
先
述
の
「
谷
川
写
真
研
究
所
」
の
こ
と
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
写
真
は
、
厄
払
い
の
祝
宴
が
開
か
れ
た
際
に
ご
馳
走
を

振
る
舞
っ
た
料
理
人
た
ち
の
記
念
写
真
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

写
真
3
は
、
写
真
1
と
同
様
、
大
勢
の
人
々
が
写
る
細
長
い
写
真
で
あ
る
。

横
一
〇
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
縦
一
七
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
写
真
3

中
央
右
寄
り
で
、
サ
イ
コ
ロ
の
「
六
」
の
目
を
振
り
か
ざ
し
て
い
る
男
性
の

す
ぐ
後
ろ
に
あ
る
三
色
の
横
断
幕
が
、
写
真
2
に
て
料
理
人
た
ち
が
並
ぶ
後

ろ
の
三
色
の
横
断
幕
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
写
真
3
は
写
真
2
と
同
日

の
同
じ
場
所
、
つ
ま
り
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
五
月
十
日
に
撮
影
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。
写
真
3
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
堀
雅
昭

が
「
沖
家
室
の
大
谷
亮
子
さ
ん
の
家
に
は
、
ピ
ア
ノ
寄
贈
者
で
あ
る
大
谷
松

治
郎
が
昭
和
六
年
五
月
に
ホ
ノ
ル
ル
で
大
勢
の
人
た
ち
と
写
っ
た
写
真
が

残
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
と
き
四
二
歳
の
厄
払
い
の
た
め
一
二
〇
〇
人
を
招
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待
し
た
の
で
あ
る
が
、
ハ
ワ
イ
で
の
日
本
人
の
興
隆
を
示
す
貴
重
な
写
真
で

あ
る（

28
）」

と
紹
介
し
て
い
る
。
厄
払
い
祝
宴
の
写
真
3
で
は
、
確
か
に
人
々
は

仮
装
し
た
り
、
こ
い
の
ぼ
り
を
持
っ
た
り
、
す
ご
ろ
く
の
サ
イ
コ
ロ
を
か
ざ

し
た
り
、
愉
快
な
表
情
を
し
て
写
っ
て
い
る
。
ま
た
写
真
1
に
比
べ
て
人
数

も
さ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
九
十
人
が
写
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
ど
の
程
度
の
規
模
の
「
厄
払
い
祝
宴
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大

谷
松
治
郎
の
半
生
記
『
わ
が
人
と
な
り
し
足
跡
―
―
八
〇
年
の
回
顧
』
か
ら

引
用
し
て
み
よ
う
。

　

巻
末
の
「
大
谷
松
治
郎　

年
譜
」
に
よ
る
と
、「
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）

四
十
二
歳
の
厄
払
い
に
千
二
百
名
を
招
待
し
て
開
宴
」
と
あ
る（

29
）。

次
に
「
蒲

鉾
製
造
業
開
始
―
―
四
十
二
の
祝
宴
」
と
題
し
た
彼
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。

　

一
九
三
二
年
四
月
二
十
三
日
は
私
の
四
十
二
歳
の
誕
生
日
。
カ
カ
ア

コ
、
住
宅
近
隣
地
を
正
月
に
ビ
シ
ッ
プ
財
団
か
ら
、
百
三
十
フ
ィ
ー
ト

と
百
二
十
フ
ィ
ー
ト
四
方
の
土
地
を
、
二
十
ケ
年
契
約
で
手
に
入
れ
、

こ
こ
に
、
に
わ
か
宴
会
場
を
作
り
、
五
月
十
日
、
初
老
の
厄
払
い
祝
宴

を
開
催
し
た
。

　

米
国
陸
海
軍
将
校
連
を
は
じ
め
、
商
業
上
関
係
取
引
先
及
び
友
人
知

己
千
百
数
十
人
を
招
待
し
た
。
盛
大
な
る
パマ

マ
テ
ー
で
あ
っ
た
。
何
分
規

模
が
大
き
い
の
で
、
十
日
前
か
ら
準
備
に
取
り
か
か
り
、
ホ
ノ
ル
ル
の

料
理
人
二
十
四
人
と
、
土
地
の
芸
者
や
娘
さ
ん
な
ど
三
十
余
人
の
手
伝

右：写真 2　ホノルル日本人料理人組合員写真（1931 年 5月 10日撮影）
下：写真 3　大谷松治郎氏　厄払祝宴記念写真
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れ
た
ホ
ノ
ル
ル
の
料
理
人
た
ち
の
写
真
と
い
う
、
彼
の
ハ
ワ
イ
で
の
思
い
出

が
凝
縮
さ
れ
た
品
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
証
拠
に
、
こ
れ
ら

三
枚
の
写
真
は
、
大
き
さ
の
異
な
る
、
ほ
ぼ
同
じ
規
格
の
木
製
の
額
縁
に
収

ま
っ
て
い
る
。

八
　
地
域
の
歴
史
遺
産
と
し
て

　

二
〇
一
三
年
八
月
末
、
筆
者
は
沖
家
室
島
に
天
理
大
学
の
学
生
た
ち
を
連

れ
て
民
俗
学
実
習
に
訪
れ
た
。
そ
の
際
、
初
め
て
大
谷
亮
子
さ
ん
に
お
目
に

か
か
っ
た
。
筆
者
は
、
す
で
に
二
〇
〇
七
年
に
『
山
口
県
史
・
民
俗
編
』
の

執
筆
の
た
め
、
沖
家
室
島
で
調
査
を
開
始
し
て
い
た（

31
）。

し
か
し
、
大
谷
さ
ん

宅
に
は
過
去
に
数
多
く
の
研
究
者
が
訪
れ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
い
る
と

地
元
の
方
か
ら
伺
っ
て
い
た
の
で
、
筆
者
は
訪
問
を
控
え
て
い
た
。
し
か
し

今
回
は
、
地
元
の
郷
土
大
学
の
依
頼
も
あ
り
、
天
理
大
学
の
民
俗
学
実
習
の

一
環
と
し
て
学
生
た
ち
と
ハ
ワ
イ
移
民
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
と
な
り
、
学

生
を
連
れ
て
初
め
て
大
谷
さ
ん
を
訪
ね
た（

32
）。

彼
女
は
と
て
も
親
切
に
、
そ
し

て
熱
心
に
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
し
て
、
ぜ
ひ
大
谷
松
治
郎
が
建
て
た

家
も
ご
覧
く
だ
さ
い
、
と
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
家
の
二

階
の
長
押
に
、
額
に
入
れ
て
飾
っ
て
あ
っ
た
の
が
、
本
稿
で
紹
介
し
た
写
真

三
点
で
あ
る
。
筆
者
は
一
瞥
し
て
、
そ
の
写
真
が
い
か
に
貴
重
で
あ
る
か
、

ま
た
大
谷
松
治
郎
そ
の
人
が
い
か
に
大
切
に
保
管
し
て
い
た
か
を
感
じ
取
っ

い
を
得
、
当
時
記
録
破
り
の
大
宴
会
だ
っ
た
と
今
な
お
話
題
に
残
っ
て

い
る
。
そ
の
頃
、
三
日
が
か
り
の
宴
会
で
終
了
後
会
場
に
大
谷
商
会
大

倉
庫
を
建
設
し
た（

30
）。

　

宴
会
は
、
大
谷
松
治
郎
が
正
月
に
ハ
ワ
イ
で
入
手
し
た
自
ら
の
土
地
に
宴

会
場
を
設
け
、
千
百
数
十
人
の
客
を
招
待
し
て
、
三
日
が
か
り
で
行
わ
れ
た
。

宴
会
の
客
も
、「
米
国
陸
海
軍
将
校
連
を
は
じ
め
、
商
業
上
関
係
取
引
先
及

び
友
人
知
己
」
と
い
う
か
ら
、
ハ
ワ
イ
在
住
の
日
本
人
に
限
ら
ず
、
ハ
ワ
イ

で
活
躍
す
る
白
人
た
ち
も
呼
ば
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
招
待
客
に
見
る
松
治

郎
の
人
間
関
係
の
広
さ
に
も
、
彼
の
ハ
ワ
イ
で
の
成
功
ぶ
り
が
窺
え
る
。

　

写
真
3
は
、
そ
の
宴
会
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
千
百
数
十
人
」

が
写
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
日
本
人
ば
か
り
で
あ
る
。
少
し
想

像
を
逞
し
く
し
て
み
れ
ば
、
松
治
郎
は
前
年
の
一
九
三
〇
年
に
ワ
イ
キ
キ
で

撮
影
し
た
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
記
念
写
真
を
思
い
出
し
、
出
身
地
で
あ
る
沖
家
室

島
の
人
々
を
集
め
て
、
彼
ら
と
と
も
に
記
念
撮
影
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
写
真
を
日
本
に
持
ち
帰
り
、
額

に
入
れ
て
一
九
三
〇
年
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
写
真
と
と
も
に
自
宅
に
飾
っ
て
お

い
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
稿
で
紹
介
し
た
三
枚
の
写
真
は
、
松
治

郎
が
か
ね
て
か
ら
実
現
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
沖
家
室
人
会
の
記
念
す
べ
き

ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
写
真
、
そ
し
て
彼
自
身
が
ハ
ワ
イ
で
の
さ
ら
な
る
飛
躍
を
見

据
え
て
企
画
し
た
厄
払
い
祝
宴
の
写
真
、
さ
ら
に
そ
の
大
祝
宴
を
支
え
て
く
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た
。

　

民
俗
学
実
習
を
九
月
一
日
に
終
え
て
奈
良
に
戻
り
、
筆
者
は
再
び
、
沖
家

室
島
へ
と
、
と
ん
ぼ
返
り
し
た
。

　

九
月
七
日
、
約
束
し
て
い
た
大
谷
亮
子
さ
ん
を
再
度
、
訪
ね
た
。
大
谷
さ

ん
は
、「
待
っ
て
ま
し
た
よ
。
ま
あ
ま
あ
、
遠
く
か
ら
来
て
く
だ
さ
っ
て
」

と
、
す
ぐ
に
松
治
郎
宅
を
案
内
し
て
く
れ
た
。
私
が
再
訪
問
す
る
か
ら
と
、

近
く
の
方
に
頼
ん
で
、
玄
関
付
近
の
草
を
き
れ
い
に
刈
っ
て
お
い
て
く
だ

さ
っ
た
。
そ
し
て
大
谷
さ
ん
は
、「
写
真
も
何
も
、
す
べ
て
差
し
上
げ
ま
す

か
ら
、
ど
う
ぞ
お
持
ち
く
だ
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
。

　

空
家
の
二
階
で
梱
包
作
業
を
し
た
。
ま
ず
、
長
押
か
ら
額
に
入
っ
た
三
枚

の
写
真
を
下
ろ
し
、
埃
を
は
ら
っ
て
梱
包
材
で
く
る
ん
だ
。
次
に
、
部
屋
の

奥
に
あ
っ
た
大
型
ト
ラ
ン
ク
と
小
型
の
旅
行
鞄
二
つ
を
運
ん
だ
。
大
型
ト
ラ

ン
ク
は
相
当
な
重
さ
で
あ
っ
た
の
で
、
沖
家
室
島
の
松
本
昭
司
さ
ん
、
福
田

隆
司
さ
ん
（
写
真
4
左
）、
横
山
和
明
さ
ん
（
写
真
4
右
）
に
お
願
い
し
て
、

一
緒
に
運
ん
で
も
ら
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
写
真
三
点
、
ト
ラ
ン
ク
一
点
、
革
鞄
二
点
を
空
家
か
ら
外
に

出
し
、
し
ば
し
虫
干
し
に
し
た
。
ま
た
、
箱
に
入
っ
た
ス
ナ
ッ
プ
写
真
一
式

も
持
ち
帰
っ
た
。
ス
キ
ャ
ナ
ー
で
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
、
大
谷
さ
ん
に
デ
ー
タ

を
差
し
上
げ
よ
う
と
考
え
た
か
ら
だ
。

　

写
真
を
手
持
ち
で
天
理
ま
で
運
び
、
帰
宅
後
、
業
者
に
頼
ん
で
写
真
の
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
と
デ
ジ
タ
ル
化
を
済
ま
せ
た
。
そ
し
て
元
の
写
真
と
同
じ
大
き

写真 4　大谷松治郎氏のトランクを運ぶ（2013 年 9月 7日撮影）
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に
「
沖
家
室
人
観
光
団
」
を
組
織
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
た（

33
）。

ハ
ワ
イ
で
生

ま
れ
育
っ
た
日
系
二
世
を
沖
家
室
へ
連
れ
て
い
き
、「
実
際
の
日
本
を
知
ら

ぬ
者
」
に
沖
家
室
を
見
聞
さ
せ
、
し
ば
ら
く
滞
在
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ

う
。
逆
に
、
沖
家
室
の
人
々
が
ハ
ワ
イ
へ
渡
航
す
る
機
会
に
も
な
る
と
期
待

を
寄
せ
て
い
た
。「
こ
の
島
に
将
来
は
な
い
」
と
、
十
八
歳
で
沖
家
室
島
か

ら
ハ
ワ
イ
へ
旅
立
っ
た
青
年
は
、
決
し
て
故
郷
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し

ろ
常
に
故
郷
の
存
在
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
、
ハ
ワ
イ
で
躍
進
し
て
い
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

　

大
谷
松
治
郎
の
寄
贈
し
た
ピ
ア
ノ
の
隣
に
、
沖
家
室
島
出
身
の
ハ
ワ
イ
在

住
者
た
ち
が
ワ
イ
キ
キ
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
楽
し
ん
で
い
る
記
念
写
真
が
飾
れ

る
よ
う
に
、
展
示
室
の
実
現
に
向
け
て
、
筆
者
が
で
き
る
こ
と
を
一
つ
ひ
と

つ
こ
な
し
て
い
き
た
い
。

注（
1
）　

宮
本
常
一
・
岡
本
定
『
東
和
町
誌
』
東
和
町
、
一
九
八
二
年
、
四
六
六
頁
。

（
2
）　

宮
本
常
一
「
周
防
大
島
」
宮
本
常
一
編
『
島
』
有
紀
書
房
、
一
九
六
一
年
、
九
七

～
九
八
頁
。

（
3
）　

周
防
大
島
町『
周
防
大
島
町
誌
』周
防
大
島
町
、一
九
五
九
年
、五
九
八
～
六
〇
〇
頁
。

（
4
）　

土
井
彌
太
郎
『
山
口
県
大
島
郡　

ハ
ワ
イ
移
民
史
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
八
〇
年
、

二
三
頁
。

（
5
）　

外
務
省
記
録
局
『
日
本
人
民
布
哇
国
へ
出
稼
一
件　

出
稼
人
名
簿
之
部
』（
外
務

さ
に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
を
、
再
び
木
製
の
額
に
入
れ
、
ま
た
現
物

の
古
写
真
は
、
中
性
紙
で
で
き
た
古
文
書
保
管
の
た
め
の
別
注
の
箱
に
入
れ

た
。
そ
れ
ら
を
持
っ
て
、
再
び
十
月
末
に
沖
家
室
島
を
訪
れ
た
。

　

こ
の
日
は
、
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の
高
石
と
も
や
氏
の
コ
ン
サ
ー

ト
が
沖
家
室
島
の
泊
清
寺
で
開
か
れ
る
日
で
あ
っ
た
。
沖
家
室
の
方
々
も
大

勢
集
ま
る
の
で
、
写
真
の
お
披
露
目
に
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
だ
ろ
う
、
と
泊
清

寺
住
職
の
新
山
玄
雄
氏
が
、
筆
者
の
た
め
に
時
間
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の

で
あ
る
。
高
石
と
も
や
氏
の
コ
ン
サ
ー
ト
と
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ

タ
ー
の
佐
野
真
一
氏
の
お
話
の
前
に
、
筆
者
が
沖
家
室
島
の
皆
さ
ん
に
古
写

真
を
披
露
し
、
ま
た
会
場
に
来
ら
れ
て
い
た
大
谷
亮
子
さ
ん
を
紹
介
し
た
。

そ
し
て
、「
地
域
の
文
化
遺
産
は
、
地
域
で
保
存
、
活
用
す
る
の
が
一
番
だ

と
考
え
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
複
製
し
た
も
の
と
、
保
存
用
の
箱
に
入
れ
た
古

写
真
を
両
方
お
持
ち
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
、
旧
沖
家
室
小
学
校
の
一
室
、
ハ

ワ
イ
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
ピ
ア
ノ
の
横
に
置
い
て
、
小
さ
な
展
示
室
が
作
れ
れ

ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
向
け
て
、
天
理
大
学
の
学
生
た
ち
と
と
も

に
ご
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
発
言
し
た
。
会
場
か
ら
は
拍
手
が
沸

き
起
こ
り
、
皆
さ
ん
賛
同
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
今
後
、
展
示
室
を
ど
の
よ
う

に
作
っ
て
い
く
か
、
沖
家
室
島
の
方
々
と
相
談
し
な
が
ら
、
進
め
て
い
く
こ

と
と
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
三
〇
年
に
沖
家
室
島
の
人
々
の
写
真
を
撮
影
し
て
、
そ

れ
を
故
郷
に
送
り
、
自
ら
も
そ
れ
を
保
管
し
て
い
た
大
谷
松
治
郎
は
、
新
た
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（
22
）　
『
か
む
ろ
』
十
二
号
、
一
五
頁
。

（
23
）　
『
か
む
ろ
』
八
十
四
号
、
二
頁
。

（
24
）　 『
か
む
ろ
』
三
十
六
号
、
五
～
一
〇
頁
。
安
井
眞
奈
美
（
安
井
、
注
5
前
掲
論
文
）、

八
三
三
頁
。

（
25
）　
『
か
む
ろ
』
七
十
九
号
、
一
一
～
一
二
頁
。

（
26
）　
『
か
む
ろ
』
七
十
九
号
「
本
会
博
物
蒐
集
部
よ
り
」、
三
一
～
三
二
頁
。

（
27
）　

写
真
家
・
岩
根
愛
さ
ん
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
28
）　

堀
雅
昭
『
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
海
賊
た
ち
―
―
周
防
大
島
の
移
民
史
』
弦
書
房
、

二
〇
〇
七
年
、
二
一
五
頁
。

（
29
）　

大
谷
松
治
郎
（
大
谷
、
注
9
前
掲
書
）、
一
七
二
頁
。

（
30
）　

大
谷
松
治
郎
（
大
谷
、
注
9
前
掲
書
）、
四
八
頁
。

（
31
）　

安
井
眞
奈
美
（
安
井
、
注
5
前
掲
論
文
）。

（
32
）　

二
〇
一
三
年
八
月
三
十
一
日
、
山
口
県
大
島
郡
周
防
大
島
町
東
和
総
合
セ
ン
タ
ー

に
て
「
平
成
二
五
年
度
第
三
回
（
再
開
第
七
六
回
）
周
防
大
島
郷
土
大
学
講
義
（
主

催　

周
防
大
島
郷
土
大
学
、
共
催　

周
防
大
島
町
文
化
振
興
会
東
和
支
部
）」
が
「
周

防
大
島
と
ハ
ワ
イ
の
交
流
」
と
の
テ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
た
。
筆
者
は
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー

カ
ー
と
し
て
「
ハ
ワ
イ
移
民
と
故
郷
・
周
防
大
島
と
の
つ
な
が
り
」
と
題
し
て
講
演
し
、

天
理
大
学
民
俗
学
実
習
班
の
学
生
十
五
人
も
あ
わ
せ
て
発
表
の
機
会
を
い
た
だ
い
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
様
子
は
、
大
谷
亮
子
さ
ん
の
聞
き
取
り
も
含
め
て
「
ハ
ワ
イ
移
民

の
歴
史
探
る
―
―
山
口
・
周
防
大
島　

天
理
大
生
が
聞
き
取
り
」（『
中
国
新
聞
』

二
〇
一
三
年
八
月
三
十
一
日
、久
行
大
輝
）
に
、ま
た
「
ハ
ワ
イ
移
民
史　

学
生
探
る
」

（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
三
年
九
月
十
一
日
、
小
川
裕
介
）
と
題
し
て
そ
れ
ぞ
れ
新
聞

に
掲
載
さ
れ
た
。

（
33
）　
『
か
む
ろ
』
八
十
二
号
、
八
頁
。

省
記
録
3
、
8
、
2
、
5
―

14
、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
）
一
八
八
五
～
一
八
九
四
年
、

安
井
眞
奈
美
「
故
郷
の
民
俗
」『
山
口
県
史　

民
俗
編
』
山
口
県
、
二
〇
一
〇
年
、

八
二
一
頁
。

（
6
）　

広
島
県
編
『
広
島
県
移
住
史　

資
料
編
』
一
九
九
一
年
、
九
二
七
頁
。

（
7
）　

沖
家
室
惺
々
会
「
昭
和
五
年
一
月
現
在　

沖
家
室
島
人
名
録
全
」『
か
む
ろ
』
第

八
十
五
号
、
一
九
三
〇
年
。

（
8
）　

安
井
眞
奈
美
「
表
2
―

5
―

3　

沖
家
室
お
よ
び
島
外
在
住
者
の
戸
数
一
覧
」（
安
井
、

注
5
前
掲
論
文
）、
二
〇
一
〇
年
、
八
二
五
頁
。

（
9
）　

大
谷
松
治
郎
「
大
谷
松
治
郎　

年
譜
」『
わ
が
人
と
な
り
し
足
跡
―
―
八
〇
年
の
回

顧
』
文
洋
社
、
一
九
七
一
年
、
一
七
一
頁
。

（
10
）　

大
谷
松
治
郎
（
大
谷
、
注
9
前
掲
書
）、
二
頁
。

（
11
）　

大
谷
松
治
郎
（
大
谷
、
注
9
前
掲
書
）、
二
～
三
頁
。

（
12
）　

小
川
真
和
子
「
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
日
本
人
の
水
産
業
開
拓
史
―
―
一
九
〇
〇
年
か

ら
一
九
二
〇
年
代
ま
で
を
中
心
に
」『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
二
十
一
巻
四
号
、

二
〇
一
〇
年
、
四
三
頁
。

（
13
）　

大
谷
松
治
郎
（
大
谷
、
注
9
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This study introduces three photographs as material related to Japanese immigrants to Hawai‘i. The 
photographs, taken in the 1930s, were acquired by the author on Okikamuro Island (Suō Ōshima-chō, 
Ōshima district, Yamaguchi prefecture) in September 2013. In the late nineteenth and early twentieth 
century, many residents of Okikamuro Island went to the Korean peninsula, Taiwan, and Hawai‘i as 
migrant workers (dekasegi). Particularly among immigrants to Hawai‘i were a fairly large number 
who attained success in fishing-related work and accumulated considerable wealth. Immigrants from 
Okikamuro Island formed societies in their adopted communities in Honolulu (Oahu island) and Hilo 
(Hawai‘i island), and helped each other in their daily lives. On Okikamuro itself, the Okikamuro 
Seiseikai society compiled and published a bulletin called Kamuro, starting in 1914. For 27 years until 
1940, the bulletin continuously published information about the island and news of islanders living 
overseas.

The photographs on which this study is based are as follows: No. 1 is a commemorative 
photograph taken in 1930 at a picnic held on Waikiki Beach of Hawai‘ian residents who had 
emigrated from Okikamuro island. I show that a similar photograph taken in 1928 was sent to 
Okikamuro island in commemoration of the ascension to the throne of Emperor Shōwa (Hirohito).  
No. 2 bears the title “Honolulu Association of Japanese Chefs: Ōtani Matsujirō Yakubarai (Warding 
off Evil) Banquet.” No. 3 is believed to have been taken on the same day as No. 2, and though it has 
no explanatory inscription it is thought to feature a lavish banquet given by Ōtani Matsujirō for more 
than 1,000 guests, when he reached 42, the age when men were considered particularly vulnerable to 
trouble and misfortune in Japanese tradition. He had been very successful in his fisheries-related work 
in Hawai‘i.

The photographs are precious records documenting the lives of immigrants to Hawai‘i, the way 
emigrants from the same community in Japan cooperated and maintained close ties, and how they 
maintained ties with their place of origin. This study also finds that their commemorative photograph 
taken in 1928 in Hawai‘i was sent as a gift to their home island of Okikamuro; it was a valuable 
record of the way Hawai‘ian residents viewed their place of origin.

The study concludes by considering how such old photographs, which are part of a local area’s 
valuable historical heritage, can be locally preserved and utilized. The author hopes to continue 
contact with the local people of Okikamuro Island in exploring the possibilities for exhibition, and use 
of these historically valuable community records.
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This study clarifies the educational activities of the Manila Japanese School in the period from the late 
1930s to the early 1940s. The school built in Manila in 1917 was the earliest Japanese school to open 
in the Philippines, and was known for its educational policy of cultivating the understanding of local 
culture.

In 1938, the Manila Japanese School published the Fuirippin dokuhon (Philippine Reader; 
April 1938) to promote understanding of the Philippines among Japanese children. Subsequently, 
the Philippine government imposed stricter controls on foreign schools, but even into the 1940s, 
the Manila Japanese School maintained its policy of respect for local affairs, publishing two 
supplementary readers in 1940.

One was Fuiripin shōgaku rekishi (The Primary School History of the Philippines; March 1940), 
and the other Fuiripin shōgaku chiri (The Primary School Geography of the Philippines; May 1940), 
which were translations of Philippine elementary school textbooks. History and geography in the 
Philippines were taught at the Manila Japanese School using these books as supplementary texts.

War broke out on December 8, 1941 and the Japanese military occupied the Philippines on 
January 2, 1942. Under the Japanese occupation of the Philippines, the Manila Japanese School was 
forced to change greatly its previous educational activities. Anthologies of children’s compositions 
of the time show how the children felt about the war and the Japanese military. They illustrate the 
respect for the Japanese military many children clearly felt. As the war intensified, the school could 
not continue to operate and was closed in 1944.

The supplementary readers and anthologies of children’s compositions vividly recorded how the 
educational activities of the Manila Japanese School regarding local understanding changed before 
and after the outbreak of the Pacific War.
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This research note is a translation of and commentary on Phạm Quỳnh’s (1892–1946) praise for, 
introduction to, and critique of Okakura Kakuzo’s English books, The Ideals of the East, The 
Awakening of Japan, and The Book of Tea in the French newspaper France-Indochine upon their 
publication.

These books were translated, published, and read in France in a different context than their 
English originals. Surpassing the publisher’s expectations, the French versions were eagerly read 
not only by French intellectuals but also by the new intellectual stratum of the former Indochina, 
including Vietnam.

The following reviews, entitled “Les idéaux de l’Orient” (The Ideals of the East; 1931) and 
“Eloge du thé” (In Praise of Tea; 1929), were written by Vietnamese intellectual Phạm Quỳnh, who, 
like Okakura, was well acquainted with the cultures of West and East and was a source of information 
concerning Japanese/Vietnamese cultural interaction, by way of French.

Phạm Quỳnh was a thinker, linguist, politician, and the brains behind the Vietnamese intellectual 
group AFIMA (Association for the Intellectual Formation and Morality of Annamites). He devoted 
himself to the creation of a modern Vietnamese culture. After 1934, he became the right hand man of 
Bảo Ðại (1918–1997), the last emperor of the Nguyen dynasty.

From these two reviews, one has the sense that Quỳnh and other Vietnamese intellectuals 
understood the essence of Okakura’s cultural theory and came to share a viewpoint similar to his own.

The organization of this research note is as follows: 
1.1  A Japanese translation of “Les idéaux de l’Orient” (Phạm Quỳnh’s review of The Ideals of 

the East and The Awakening of Japan) 
1.2 Comments on the above review 
2.1 A Japanese translation of “Eloge du thé” (Phạm Quỳnh’s review of The Book of Tea) 
2.2. Comments on the above review 
3.1 Original text of “Les idéaux de l’Orient” (Phạm Quỳnh’s review) 
3.2 Original text of “Eloge du thé” (Phạm Quỳnh’s review) 
Appendix: Characters
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Among recent Japanese films, the trilogy directed by Yamazaki Takashi, Always Sanchōme no yūhi 
(Always: Sunset on Third Street; 2005), Always zoku, Sanchōme no yūhi (Always: Sunset on Third 
Street 2; 2007), and Always Sanchōme no yūhi’64 (Always: Sunset on Third Street 3; 2012) featured 
in the annual top ten box office hits among Japanese films, each earning more than ¥3 billion. The 
three films all portray life in Tokyo’s shitamachi quarter in the period between 1955 and 1964, as it 
will “always” remain in the memory of the generation reared in the postwar period. Viewers familiar 
with that period waxed particularly nostalgic about the scenes showing the happy commotion among 
neighbors, who would gather around a television set in one of the homes to watch a popular sports 
event. The excitement, delight, and community camaraderie of those scenes around the television 
must have echoed with quite a different ring in the ears of those in the Japanese film industry, 
however.

In fact the decade that the Always series depicts was an era of transition between the heyday of 
Japanese film and its steady decline, and it was the spread of television that was the root of the movie 
industry’s decline. Movie audiences rose annually during the 1950s, making it the “Golden Age” of 
Japanese film. In 1958, the movie-going audience reached a record 1.1 billion, and then from that 
year turned downward, as the mass audience grew gradually smaller. For television, on the other 
hand, 1959 was a pivotal year. The television broadcast in April of the pageant of newlywed Crown 
Prince Akihito and Crown Princess Michiko following their marriage spurred people’s desire to own a 
television set. The number of television set owners, which had been about 2 million in 1958, jumped 
sharply to over 4 million by the end of 1959. From that time on, television ownership steadily grew 
throughout the country, and the size of audiences in movie theaters steadily decreased; television 
came to be seen as a threat to movies.

Given this tension between movies and television, how did movie producers confront the kind of 
scene depicted in the Always series showing people’s excitement about television? This study looks 
mainly at films made in the 1955–1964 decade, analyzing how television, the television industry, and 
the television media as a whole were portrayed in film, organizing findings about the history of the 
rivalry between television and films from an essentially visual perspective.
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This study discusses the “The Tang, Song, Yuan, and Ming Dynasty Masterpieces of Painting 
Exhibition” (Tō-Sō-Gen-Min Meiga Tenrankai), held in Japan from November to December 1928, 
mainly drawing on accounts in the Gaimushō kiroku (Records of the Ministry of Foreign Affairs of 
Japan).

The exhibition was first proposed by the Eastern Painting Association (Tōhō Kaiga Kyōkai) 
and related officials of the Ministry of Foreign Affairs, and was organized by the former with funds 
supplied by the latter. “Masterpieces” was originally intended to be open simultaneously with the 
fifth “Joint Japan-China Painting Exhibition” (Nikka Rengō Kaiga Tenrankai; supported by the 
foreign ministry from its budget for Cultural Projects for China, the Tai-Shi Bunka Jigyō). Ultimately, 
however, “Masterpieces” was held separately because the joint exhibition was delayed owing to 
disputes among the Chinese members.

In May of 1928, the Japanese organizers were beginning to negotiate with the Chinese collectors 
to exhibit the masterpieces they owned, when the Jinan incident (Sainan Jiken) took place between the 
Kuomintang forces and Japanese expeditionary forces. The incident resulted not only in diplomatic 
negotiations, which went on for ten months thereafter but also a Chinese boycott of Japanese goods. 
Nevertheless, the Chinese collectors and the head of the Kuomintang government in Nanjing who 
had newly assumed power in China agreed on the exhibition of the Chinese works, and on offering 
support for the event.

The 1928 exhibition displayed about 600 pieces, just over 300 from Chinese collectors, and just 
under 300 from Japan. The Chinese collectors were mainly ex-Cabinet members of the Government 
of the Republic of China in Beijing, painters, and businessmen; nearly half of the Japanese collectors 
were businessmen, along with old temples and members of the peerage. Some 40 percent of the works 
on display were from the Ming dynasty, and along with others from the Song and Yuan dynasties, they 
together made up 90 percent of the exhibits. The content reflected not only the qualitative disparity 
between works owned by Chinese and Japanese collectors, but also changes taking place in Japan in the 
groups coming into possession of such artwork.

The significance of  the “Masterpieces” exhibition was, first, from the point of view of the modern 
Japanese reception of the old Chinese paintings, that it represented the most comprehensive introduction 
of paintings newly arrived from China prior to the outbreak of war between the two countries. 
Second, from the viewpoint of cultural diplomacy in relations between modern Japan and China, the 
“Masterpieces” exhibition was clearly an example of one successful use of the Japanese government’s 
Cultural Projects for China budget.
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This study of eighth shogun Tokugawa Yoshimune’s (1684–1751) deer hunts in Koganehara (present-
day Matsudo, Chiba prefecture) in 1725 and 1726 (Kyōhō 10 and 11), helps to shed light on the 
circumstances under which they were held, and their historical significance as part of Yoshimune’s 
policy of promoting the martial arts among retainers of the shogunate (bakushin). Yoshimune is 
known for his efforts to improve the martial training and strengthening of the increasingly effete 
members of the shogunal guard, but not much is known of exactly how he did this. This study, 
analyzing the Koganehara deer hunts—known as the largest-scale events for promoting the martial 
arts that Yoshimune organized—attempts to fill in some of the gaps in previous research.

Hunts by members of the warrior class had from ancient times played a significant role in 
military training, and those taken up in this study in particular, which were planned for a number of 
hunters for large game animals (deer and boar), had a strong military character. In order to corral the 
deer and boar in a limited space for the Koganehara deer hunt (and further to handle the kills), a large 
corps of beaters (seko) was mobilized. Members of the Gobankata, the five corps of Edo castle guards 
made up of samurai of hatamoto (direct retainers of the Tokugawa shoguns) rank, played the leading 
role in the beating operation. The Gobankata were the highest-ranking and most central among the 
bakufu forces. The fact that the hunt was held as a military exercise for the hatamoto guards meant 
that it served an important role in the training of the shogun’s military forces. The Gobankata were 
armed with spears (yari) and were in some cases on horseback (kiba seko); in some cases they would 
chase the game on foot (hokō seko).

The holding of such a deer hunt, however, was not just one day’s work. A hunt would only 
be successful if the hunters were experienced, and the problem was that when Yoshimune became 
shogun in 1716 (Kyōhō 1), the bakufu had not held a hunt for many years. Yoshimune was forced to 
start from scratch practically in organizing such an event. How did Yoshimune bring the Koganehara 
deer hunts to a successful conclusion under these unfavorable conditions? Referring to historical 
documents relating to the repeated trial-and-error attempts in mobilizing the beaters and the ways 
the Gobankata guards gradually mastered the necessary skills, we can get a clearer picture of the 
Koganehara deer hunts.
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The Edozu byōbu screens in the National Museum of Japanese History, showing scenes believed 
to be late 1633 to early 1634, provide beautiful depictions of the pond-gardens of three daimyo 
suburban residences (shimoyashiki) in Edo: those of Mito Chūnagon Tokugawa Yorifusa; Kaga Hizen 
no Kami, and Mori Mimasaka no Kami as well as two hatamoto suburban estates (those of Mukai 
Shōgen and Yonekitsu Kuranosuke). The central Edo residence (kamiyashiki) of Tokugawa Tadanaga, 
Suruga Dainagon, the Ohanabatake flower garden, and others also afford important images of what 
the gardens of Edo looked like. This study examines these images and other related documentary 
evidence, leading to the following conclusions regarding Edo gardens of the Kan’ei era (1624–1644).

In the vast pond gardens built by the powerful daimyo, who had foremost in their minds the 
possibility of visitations (onari) by the shogun and his entourage, designs involving water works such 
as waterfalls, ponds, stone shore edgings, and pebble beaches were often the highlight. Obtaining 
a source of water was a major issue, and so each daimyo invested great effort in drawing water not 
only from any natural springs on the grounds, but from nearby canals, rivers, or city waterways. The 
hatamoto residences located along the Sumida river, the volume of which was affected by the rising 
and falling tides, invented methods of drawing in river water for tidewater waterworks (shioiri), and 
presumably those methods were later employed for gardens built by the daimyo along the seaside. The 
study also notes the important role of the two-story sukiya-style pavilions built in such gardens, whose 
purpose was to secure a vantage point for surveying its grounds.

In the kamiyashiki in central Edo, gardens were designed to convey the image of being in a 
mountain village even while within the city, an example of which can be observed in the images 
depicted in the screen of Suruga Dainagon’s residence with its tea house and tea garden considered the 
ultimate in urban culture. The portrayal of the plants themselves indicates that garden maintenance, 
for example in terms of the techniques of pruning and shaping trees and shrubs, had already become 
well established. In addition, we can see from the Ohanabatake that horticulture centering on flowers 
was quite literally blossoming at that time under the leadership of the shogun, the master of Edo 
himself. Thus around 30 years after the establishment of the bakufu government in Edo (1603), the 
Edozu byōbu displayed the diverse, multi-faceted aspects of garden culture of that time.
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The “Suma” and “Akashi” volumes of The Tale of Genji describe a number of dreams that help to 
foretell the future for Prince Genji and the Akashi family. The tale unfolds especially with episodes of 
dreams seen simultaneously by a pair (Genji and the Akashi Priest, and Genji and Emperor Suzaku). 
Of special interest, however, is the peculiar tendency for dreams seen by an individual not necessarily 
to be shared by those involved (structure of sharing/not sharing of a dream).

A remarkable example is that of the Akashi Priest. Although he tells Genji the dream that brought 
him to visit Genji from Akashi-no-Ura, he does not reveal, not even to his blood relations, the dream 
of the Akashi family prospering in the future, a dream he saw at the time of the birth of his daughter 
(Lady Akashi), until that destiny has virtually become a certainty, with the birth of the Crown Prince’s 
first son, his great-grandchild. By sharing and handing down the story of the “dream,” the Akashi 
family was able to prosper even more. This study explains the meaning of the portrayals of the two 
patterns—sharing/not sharing of the dream.

The argument focuses attention on the phenomenon of sharing dreams among members of the 
Heian aristocracy and analyzes the world that was revealed as a result of applying the characteristics 
of that phenomenon to the dreams that greatly influenced the fate of the Akashi family, Prince Genji, 
and others.

In the course of clarifying how “dreams” were perceived in the Heian court society, I observe the 
diaries written by men in kanbun style (kanbun nikki), intended to preserve for posterity the sequence 
of events, such as affairs of state and rituals, as shared knowledge. I focus mainly on the dreams 
concerning Fujiwara no Michinaga as depicted in three kanbun diaries, Midō Kanpakuki, Gonki and 
Shōyūki, which were written around the time of The Tale of Genji.

Michinaga is one of the several figures thought to have been the model for Prince Genji. I argue 
that focusing on the dream brings the logic of happiness in The Tale of Genji “Akashi story” more 
clearly into view.
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The custom of keeping diaries originated in the work of government officials, and was gradually 
picked up by the emperor and other members of the nobility in the Heian period. Diary culture took 
shape under Fujiwara no Tadahira (880–949), promoter of regency politics, and was then transmitted 
to younger generations, becoming firmly established in court society. As can be observed in the 
Kujōdono yuikai, Tadahira wrote his diary in the Guchūreki calendar, and made additional notes 
(bekki) in a separate notebook. His son Morosuke, too, wrote his diary in the calendar (the extant 
Kyūrekishō), also making additional notes (the extant Kujōdonoki). Previous studies have posited 
the original complete diary as the Kyūreki and explained the Kyūrekishō as its abridged version, with 
Kujōdonoki as a draft for the compilation of a book of imperial ceremonies. These theories are based 
on preconceptions, however, and must be reconsidered.

Taira no Chikanobu’s (946–1017) diary also consists of two parts, later combined to form the 
extant Chikanobukyōki, which is mistakenly said to have been recombined after the original was 
divided. Fujiwara no Yukinari’s (972–1027) Gonki diary had, in addition to the entries in the calendar, 
additional notes and lists of the procedures of rituals and of imperial decrees. Yukinari may have 
combined these three at the time of Emperor Ichijō’s death in 1011. Because most extant copies of 
Heian diaries are combined versions, scholars have not been sufficiently aware of the form of the 
additional notes. In this study, I demonstrate that Heian courtiers’ distinctive way of keeping diaries in 
the calendar while making additional notes in a separate book or on loose sheets of paper began in the 
time of Tadahira (early tenth century), and that the combining of the two was a development that took 
place in the late tenth century.
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